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新型コロナウイルスに関連した感染症への対応について 

 

令 和 ２ 年 １ 月 2 1 日 

新型コロナウイルスに関連した 

               感染症対策に関する関係閣僚会議 

 

 今回の中華人民共和国武漢市における新型コロナウイルスに関連した

感染症について、既に我が国でも感染者が確認されているところである

が、今後の更なる感染拡大の防止に向けて、以下の事項について引き続

き適切に実施し、関係省庁が緊密に連携して万全を期すことを確認する。 

 

１ 感染のリスクが高い地域からの入国者・帰国者に対する検疫所にお

けるサーモグラフィー等による健康状態の確認を始めとする水際対策

を徹底する。 

 

２ 医療機関において感染が疑われる者が確認された場合は、適切に国

立感染症研究所での検査する仕組みを着実に運用するとともに、感染

者の濃厚接触者の把握を徹底する。 

 

３ 国際的な連携を密にし、発生国におけるり患の状況や感染性・病原

性等について、世界保健機関や諸外国の対応状況等に関する情報収集

に最大限の努力を払う。 

 

４ 国民に対して、引き続き迅速かつ的確な情報提供を行い、安心・安

全の確保に努める。なお、情報提供を行う際、感染者の個人情報の取扱

いには十分に留意する。 
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（
日
本
を
含
む
）全
て
の
加
盟
国
に
対
す
る
助
言
は
、
以
下
の
と
お
り
。

１
．
人
へ
の
感
染
を
減
ら
す
こ
と
、
二
次
感
染
及
び
国
際
的
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
関
係
機
関
と
連
携

す
る
こ
と
等
に
重
点
を
置
く
こ
と
。

２
．
一
般
的
に
、
公
衆
衛
生
上
の
緊
急
事
態
に
お
け
る
人
や
物
資
の
移
動
制
限
は
、
必
ず
し
も
効
果

的
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
の
状
況
（
例
え
ば
脆
弱
な
人
口
集
団
間
で
感
染
の
強
度
が
高
い
場

合
）
で
は
、
一
時
的
に
有
効
。

３
．
渡
航
制
限
を
実
施
す
る
際
は
、
必
ず
W
H
O
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
差
別
を
誘
発
す
る
よ
う

な
措
置
は
控
え
る
べ
き
で
あ
る
。

４
．
国
際
社
会
は
互
い
に
団
結
し
、
感
染
源
の
特
定
、
ヒ
ト
か
ら
ヒ
ト
へ
の
感
染
の
全
容
解
明
、
輸
入
症

例
に
対
す
る
準
備
、
及
び
必
要
な
治
療
薬
の
研
究
開
発
に
つ
い
て
協
力
し
て
い
く
べ
き
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
連
し
た
感
染
症
に
関
す
る

W
H
O
に
よ
る
P
H
E
IC
宣
言
の
概
要
（
速
報
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
連
し
た
感
染
症
に
つ
い
て
、
20
20
年
１
月
30
日
に
緊
急
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、

「
国
際
的
に
懸
念
さ
れ
る
公
衆
衛
生
上
の
緊
急
事
態
（Ｐ
Ｈ
Ｅ
ＩＣ
）」
が
宣
言
さ
れ
た
。

助
言
の
内
容


ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
多
い
。


１
ヶ
月
で
W
H
O
の
５
つ
地
域
で
感
染
が
拡
大
。


ヒ
ト
か
ら
ヒ
ト
へ
の
感
染
は
武
漢
や
中
国
以
外
で
も
発
生
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。


一
方
で
、
各
国
が
早
期
発
見
、
患
者
の
隔
離
及
び
治
療
、
接
触
者
の
健
康
観
察
、
接
触
す
る
機
会
を

減
ら
す
対
策
を
と
る
こ
と
で
、
感
染
拡
大
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

２
０
２
０
年
１
月
３
０
日

（
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
時
間
）

現
状
の
認
識

20
20
年
１
月
31
日

政
府
対
策
本
部
資
料
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新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感

染
症

を
指

定
感

染
症

と
し
て
定

め
る
等

の
政

令
等

の
一

部
改

正
に
つ
い
て

指
定

感
染

症
：

既
に
知

ら
れ

て
い
る
感

染
性

の
疾

病
（
一

類
感

染
症

、
二

類
感

染
症

、
三

類
感

染
症

及
び
新

型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ

等
感

染
症

を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
、
感
染
症
法
上
の
規
定
の
全

部
又

は
一

部
を
準

用
し
な
け
れ

ば
、
当

該
疾

病
の

ま
ん
延

に
よ
り
国

民
の

生
命

及
び
健

康
に
重
大

な
影

響
を
与

え
る
お
そ
れ

が
あ
る
も
の

と
し
て
政

令
で
定
め
る
も
の

（
感
染
症
法
第
６
条
）

検
疫

感
染

症
：
国

内
に
常

在
し
な
い
感

染
症

の
う
ち
そ
の

病
原

体
が

国
内

に
侵

入
す
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
そ
の

病
原

体
の

有
無

に
関

す
る
検

査
が

必
要

な
も
の

と
し
て
政

令
で
定

め
る
も
の

（
検
疫
法
第
２
条
第
３
号
）

こ
れ

ま
で
の

対
策

指
定

感
染

症
、
検

疫
感

染
症

に
指

定
し
た
場

合
、

実
施

可
能

と
な
る
措

置

国 内 対 策

（
１
）
診

療
地

方
自

治
体

や
医

療
機

関
に
対

し
、
武

漢
市

に
滞

在
歴

が
あ
り
、
呼

吸
器

症
状

を
発

症
し
て

医
療

機
関

を
受

診
し
た
患

者
に
つ
い
て
は

、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感

染
症

を
念

頭
に
お
い

た
診

療
を
行

う
よ
う
依
頼
。

（
２
）
報

告
・
検

査
医

療
機

関
に
お
い
て
原
因
不
明
の
肺
炎
患
者

を
診

察
し
た
場
合

に
保

健
所

に
報
告

の
上
、
国

立
感

染
症

研
究

所
で
検

査
を
行

う
制

度
（
疑

似
症

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
）
の

運
用

（
３
）
濃

厚
接

触
者

の
把

握
国

内
で
確

認
さ
れ

た
感

染
者

１
名

の
濃

厚
接

触
者

を
特

定
し
、
健

康
状

態
の

確
認

を
実

施

検 疫

（
１
）
発
熱
の
確
認
（
サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ
）

（
２
）
自
己
申
告
の
呼
び
か
け

質
問
、
診
察
・
検
査
、
消
毒
等
が
可
能
と
な
る
。

（
隔
離
・
停
留
は
で
き
な
い
。
）

患
者
の
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
自
己
負
担
で
あ
り
、
協
力
が
得
ら
れ
に
く
い
こ

と
が
あ
る
。
（
入
院
を
拒
否
さ
れ
る
可
能
性
も
）

協
力
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
医
師
の
義
務
で
は
な
い
。

法
律
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
た
め
、
患
者
の
協
力
が
得
ら
れ
に
く
い
こ
と
が
あ
る
。

①
患

者
に
対

す
る
入

院
措

置
や

公
費

に
よ
る
適

切
な
医

療
の

提
供

②
医

師
に
よ
る
迅

速
な
届

出
に
よ
る
患

者
の

把
握

③
患

者
発

生
時

の
積

極
的

疫
学

調
査

（
接

触
者

調
査

）

協
力
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
協
力
が
得
ら
れ
に
く
い
こ
と
が
あ
る
。

○
令

和
２
年

１
月

に
問

題
と
な
っ
て
い
る
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
に
つ
い
て
、
感

染
症

法
に
基

づ
く
指

定
感

染
症

及
び
検

疫
法

に
基

づ
く

検
疫

感
染

症
に
指

定
す
る
政

令
の

施
行

期
日

を
、
公

布
の

日
（
令

和
２
年

１
月

２
８
日

）
か

ら
起

算
し
て
４
日

を
経

過
し
た
日

（
２
月

１
日

）
と

す
る
。

【
施

行
日

を
改

め
る
政

令
】
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感

染
症

を
指

定
感

染
症

と
し
て
定

め
る
等

の
政

令
検

疫
法

施
行

令
の

一
部

を
改

正
す
る
政

令
（
※
）
従

来
の

施
行

期
日

は
、
公

布
の

日
か

ら
起

算
し
て
１
０
日

を
経

過
し
た
日

（
２
月

７
日

）

概
要

＜
参
考
＞

令
和

２
年

１
月

３
１
日

閣
議

決
定

3



新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感

染
症

に
関

す
る
緊

急
対
応
策

◆
帰
国

者
等

の
円

滑
な
社

会
復

帰
等

の
た
め
の

支
援

◆
邦
人

の
安

全
確

保
の

た
め
の

支
援

令
和
２
年
２
月

13
日

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部

◆
帰
国
者
等
の
健
康
管

理
、
感

染
拡
大

防
止

の
た
め
の
支

援
・
政
府
チ
ャ
ー
タ
ー
機

に
よ
る
帰

国
者

等
及

び
ク
ル

ー
ズ
船

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
プ
リ
ン
セ
ス
の

乗
員
・
乗

客
の
生
活
支
援

・
健

康
管

理
に
万

全
を
期

す
た
め
の

支
援
物
資

の
配
布

等

・
国
の
要

請
等
に
基
づ
き
、
受

入
れ

に
協

力
い
た
だ
い
た
民

間
企

業
等
に
対
す
る
対
応

１
．
基
本

方
針

２
．
緊
急

対
応

策
（
主

な
も
の
）

（
１
）
帰

国
者

等
へ
の
支
援


何
よ
り
も
国
民
の
命
と
健
康
を
守
る
こ
と
を
最
優
先
に
必
要
な
対
策
は
躊
躇
な
く実

行
す
る
と
の
方
針
の
も
と
、
与
党
等
の
提
言
も
踏
ま
え
、
当
面
緊
急
に
措
置
す
べ
き
対
応
策
を
と
り
ま
と
め
た
。

こ
の
た
め
、
今
年
度
予
算
の
着
実
な
執
行
に
加
え
、
第
一
弾
と
し
て
予
備
費

10
3億

円
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
総
額

15
3億

円
の
対
応
策
を
実
行
す
る
。


今
後
も
、
事
態
の
状
況
変
化
を
見
極
め
な
が
ら
、
政
府
一
丸
と
な
っ
て
、予

備
費
も
活
用
し
て
、国

内
感
染
対
策
、
水
際
対
策
、
ま
た
、
観
光
業
へ
の
対
策
等
、緊

急
度
に
応
じ
て
、順

次
施
策
を
講
じ
て
い
く。

◆
マ
ス
ク
、
医
薬
品
等

の
迅

速
か

つ
円

滑
な
供

給
体
制

の
確
保

◆
検
査
キ
ッ
ト
、
抗
ウ
イ
ル

ス
薬

、
ワ
ク
チ
ン
等

の
研
究
開

発
の
促

進
・
簡
易
診
断
キ
ッ
ト
、
抗
ウ
イ
ル

ス
薬

、
ワ
ク
チ
ン
等

の
開

発
に
早
急
に
着

手

・
民
間
企
業
と
も
協
力
し
つ
つ
、
予

防
・
診

断
・
治

療
法

の
開

発
に
つ
な
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新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 

 

令 和 ２ 年 ２ 月 1 3 日 

新型コロナウイルス感染症対策本部 

１. 基本方針 

 

新型コロナウイルス感染症は、昨年 12 月、中国湖北省武漢市において

確認されて以降、中国を中心に感染が国際的に広がりを見せており、世界

保健機関（WHO）は、１月 30 日 1、新型コロナウイルス感染症について、

「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態 2」を宣言した。 

我が国は、速やかに新型コロナウイルス感染症を「指定感染症」に指定

するとともに、２月１日から、上陸の申請日前 14 日以内に湖北省におけ

る滞在歴がある外国人等について、特段の事情がない限り、出入国管理及

び難民認定法に基づく上陸拒否の措置を講じた。さらに、２月 13日から、

より包括的かつ機動的な水際対策として、感染者が多数に上っている地域

から来訪する外国人や、感染症の発生のおそれがある旅客船に乗船する外

国人に対し、迅速に上陸拒否を行うことのできる措置を講じた。 

また、世界に先駆けて、武漢在住の邦人等 763人の帰国を支援し、帰国

後の生活支援、健康管理を行ってきたほか、クルーズ船ダイヤモンド・プ

リンセスについて、検疫法に基づく検疫を実施中である。 

こうした状況下において、政府として、国民の不安をしっかりと受け止

め、水際対策とウイルスの国内まん延を食い止めることに全力を挙げて取

り組む。あわせて、国内の検査・治療・相談体制等の充実・拡充に向け、

やるべき対策を躊躇なく決断し、実行していく。 

 今般、何よりも国民の命と健康を守ることを最優先に、当面緊急に措置

すべき対応策をとりまとめた。このため、今年度予算を着実に執行すると

ともに、これに加え、第一弾として予備費 103 億円を講じることにより、

総額 153億円の対応策を実行する。その上で、今後も、事態の状況変化を

見極めながら、政府一丸となって、予備費も活用して、国内感染対策、水

際対策、また、観光業への対策等、緊急度に応じて、順次施策を講じてい

く。 

1 ジュネーブ時間 
2 PHEIC: Public Health Emergency of International Concern 
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２. 緊急対応策

（１）帰国者等への支援

○帰国者等の健康管理、感染拡大防止のための支援

政府チャーター機による帰国者等及びクルーズ船ダイヤモンド・プ

リンセスの乗員・乗客（以下「帰国者等」という。）の生活支援及び健

康管理に万全を期すため、各府省庁連携の下、医官、看護官を含む自衛

官等をはじめ多くの政府職員を派遣し、さらに、DMAT・DPAT をはじめ

とする医療従事者等の協力も得ながら、支援物資の配布、携帯電話や

Wi-Fi ルーター・簡易無線等の通信機器の提供、PCR 検査 3、健康相談

等を実施している。引き続き、帰国者等の方々の健康管理に万全を期す

ため、ニーズに応じて必要な活動を行う。

あわせて、今般、国の要請等に基づき、政府チャーター機で帰国され

た方々の受入れに協力いただいた民間企業等に対して、その貢献を踏

まえた必要な対応を行う。また、政府職員が全力で本業務に取り組める

よう必要な環境整備を行う。 

○帰国者等の円滑な社会復帰等のための支援

帰国者等の健康不安に的確に対応するとともに、国民への正確な情

報提供を通じて、帰国者等が円滑に社会に復帰できるよう万全を期す。

帰国者等に対して実施した PCR 検査や健康診断等の経費については、

国において負担する。 

また、日本人学校の臨時休校などにより、中国から一時帰国した児童

生徒等について、学校への受入れ支援やいじめ防止に関して、各都道府

県教育委員会等に通知を発出するなど、必要な取組を実施する。あわせ

て、帰国した児童生徒の就学機会確保のための相談の対応を行う教育

相談員を海外子女教育振興財団に新たに配置する。 

○邦人の安全確保のための支援

今後、感染が拡大する国・地域に滞在する邦人の国外退避等を支援す

る必要が生じた場合には、必要な要員の現地派遣、医療品等の物資の邦

3 PCR検査：DNAを、その複製に関与するプライマー等を用いて大量に増幅させる方

法。ごく微量の DNAであっても検出が可能なため、病原体の検出検査に汎用される。 
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人への支援など、速やかに対応する。 

また、中国に留学中の日本人留学生の安全確保のための連絡体制の

構築及び奨学金支給手続きの柔軟化を関係機関に要請する。 

 

（２）国内感染対策の強化 

○病原体等の迅速な検査体制の強化等 

国立感染症研究所において、判定を速やかに行う多量検体検査シス

テムの緊急整備を行い、検査可能検体数を大幅に増加させる 4とともに、

地方衛生研究所における次世代シークエンサー5及びリアルタイム PCR

装置 6 の整備を支援することで、検査体制を拡充し、全国に 83ある地

方衛生研究所の概ね全てでリアルタイム PCR 検査を実施可能とするこ

とを目指す。また、大学や民間検査機関への外部委託も活用するととも

に、検査用試薬が不足することのないよう所要の予算を確保する。 

新型コロナウイルス感染症の検査法について、産業技術総合研究所

が開発した迅速ウイルス検出機器を新型コロナウイルス感染症にも対

応できるようにするなどの開発に緊急に取り組むとともに、国立感染

症研究所に全ゲノム配列決定システムを導入し、今後の遺伝子変異等

にも速やかに対応して検査精度の維持を図るほか、患者の重症度等の

病態を評価する検査法を確立・実施するための検体検査システム及び

臨床的に効果があったとされる薬剤の効果を測定する試験機器システ

ムを導入するなど、体制整備を行う。 

新型コロナウイルス感染症に関する情報を迅速に収集し、国立感染

症研究所等における研究にも資するよう、感染症の発生の状況、動向及

び原因を明らかにするための調査を行う。 

感染拡大の防止に向け、診療所、その他の医療関係施設等に対し、施

設内で勤務する職員が武漢市を含む湖北省等への訪問歴を有する場合

に都道府県・保健所等へ報告するよう要請するとともに、空港や鉄道関

係者等に感染予防対策（マスク着用、手洗い等の励行）の徹底や、感染

4 現在、国立感染症研究所においては、１回（６時間程度）に 200程度の検体の検査

が可能であるが、これを 800程度に増加させる。 
5 次世代シークエンサー：DNAを構成する核酸の配列を、同時並行で高速・大量に読

み取る解析装置。 
6 リアルタイム PCR装置：PCR検査において、DNA断片の増幅とその検出を同時に行

う装置。迅速性に優れる。 
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が確認された場合の速やかな報告を要請する。また、大学入学者選抜等

の実施時期であることに鑑み、受験生が感染した場合等における柔軟

な対応について各大学等の実情に応じた検討を依頼する。こうした取

組をはじめとして、国民の不安や疑問に対応するため、NHKや関係機関

等への的確な情報提供・注意喚起を行うとともに、相談体制の充実を図

る。 

 

○感染症指定医療機関等の治療体制・機能の強化 

治療体制については、現在、受入が可能となっている全国の医療機関

に対し、1800床以上の病床が確保されるよう支援を行っている。また、

国立国際医療研究センター等における重症患者等への治療法開発や疫

学研究等を加速することにより、治療体制の早期の充実を図る。また、

感染した入院患者の医療費は、公費により負担する。 

国民の方々の不安を軽減し、患者を診療体制等の整った医療機関に

確実につなぐため、各都道府県において、感染疑い例を診察するための

帰国者・接触者外来、また、それにつなぐための帰国者・接触者相談セ

ンターを設置するよう要請するとともに、必要な財政支援を行う。 

 

○検査キット、抗ウイルス薬、ワクチン等の研究開発の促進 

日本医療研究開発機構（AMED）を通じて研究費を重点的に配分するこ

となどを通じて、国立感染症研究所や東京大学医科学研究所を中心に、

民間企業とも連携しつつ、インフルエンザ検査同様の簡易な方法で診

断が可能な診断キット、抗ウイルス薬、組み換えタンパクワクチン等の

開発や、構造解析技術等による既承認薬からの治療薬候補選定に早急

に着手する。 

あわせて、厚生労働科学研究費による支援や科学研究費助成事業（特

別研究促進費）による日本学術振興会からの支援により、新型コロナウ

イルス感染症に関する知見の収集を行うとともに、民間企業とも協力

しつつ、予防・診断・治療法の開発につながる技術の確立を図る。また、

新型コロナウイルスに関連した遺伝子組換え実験について、優先的に

審査を実施する。 

また、国際保健分野においては、感染症流行対策イノベーション連合

（CEPI）への拠出を通じて、国際協力による民間企業を含むワクチンの

早期開発を支援する。 
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○マスク、医薬品等の迅速かつ円滑な供給体制の確保 

医療関係団体に対し、医療機関へのマスク等の安定供給について協

力を求める。また、メーカー及び卸売販売業者の団体に対して、マスク

の増産等について要請するとともに、要請に応じる事業者に対してマ

スク生産設備の導入補助を行うなど、十分な量のマスクを継続的に供

給できる環境を整備する。加えて、薬局関係団体に対し、マスクの過剰

発注等を自粛するとともに、一人当たりの販売数量制限や転売目的の

購入は望ましくない旨の掲示を行うよう要請する。 

あわせて、国内医薬品・医療機器業界に対して、医薬品等の原料等の

製造ルートの確保や供給に支障がある場合の報告を求め、医薬品原料

等の確保に努める。 

さらに、医療用マスク等の各種防護具について、各都道府県に対し、

在庫が不足している感染症指定医療機関に備蓄分を振り分けること等

を要請する。 

今後の状況等を把握し、マスク、検査試薬、医薬品等の迅速かつ円滑

な供給体制の確保に努める。 

 

（３）水際対策の強化 

○全国の検疫所等の検査体制・機能の強化 

水際において、地方出入国在留管理局と検疫所との連携を強化し、出

入国管理及び難民認定法に基づく厳格な上陸審査を実施する。また、検

疫官の応援等の体制強化を行うことにより、日本へ入帰国する者に対

して、適切・確実な検疫を実施するとともに、検査体制の強化を行う。

あわせて、必要に応じて隔離、停留を行う体制を緊急に整備する。国内

外の航空会社、空港会社、空港ビル及び旅客船事業者等に対し、旅客へ

の案内や周知、CIQ7官庁との連携等を要請する。さらに、中国から本邦

到着便を就航する航空会社や旅客船事業者等に対し、機内・船内アナウ

ンスの実施と「健康カード」の配布についての徹底とパスポート確認へ

の協力を要請する。 

港湾管理者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組

について連絡・周知を図り、適切な対応を要請するとともに、関係機関

7 CIQ：税関(Customs)、出入国管理(Immigration)、検疫所(Quarantine)の略 
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と連携して、検疫や医療活動等のための港湾施設及び船内等の利用に

係る調整支援を実施する。 

船舶の旅客の状況等について、迅速かつ正確に情報を把握し、関係機

関との共有を図る。 

また、海上保安庁においても、関係機関と連携し、巡視船艇等による

海上からの感染の拡大防止等必要な支援を行う。 

警察においても、関係機関と連携し、水際対策の強化に伴うトラブル

防止のため必要な警戒警備を行う。 

発生国である中国においては、在外公館等においてサーモグラフィ

ー（熱画像計測装置）を設置し、不特定多数の来訪者からの２次感染拡

大を防ぐ。さらに、感染症関連情報の発出により、海外在留邦人及び海

外渡航者に対して適時適切な情報提供及び注意喚起を実施する。 

2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会を

安全・安心な環境で開催することも見据え、水際対策やサーベイランス

対策など国内における対策を強化し、確実に実行する。 

 

○健康フォローアップセンターの体制整備による検疫機能の充実 

１月 29日に、厚生労働省に健康フォローアップセンターを立ち上げ、

中国便の搭乗者のうち武漢市等の滞在歴がある方に質問票を配付し、

有症者との接触歴等を把握した上で、電話等による健康状態のフォロ

ーアップを開始した。 

この健康フォローアップセンターを中心に、自治体との円滑な連携、

情報共有をはじめ、今後の情勢に適切に対応できるよう必要な体制を

緊急に整備する。 

 

○入国管理の更なる強化 

中国における感染者数の拡大や、感染症の発生のおそれがある旅客

船が今後も我が国に来航する可能性を踏まえ、国家安全保障会議決定

及び閣議了解（令和２年２月 12日）により、上陸拒否の対象となる地

域、旅客船の包括指定を行って機動的な水際対策を可能とする。 

これに基づき、新型コロナウイルス感染症の感染者が多数に上って

いる状況等があり、本邦への上陸を拒否すべき緊急性が高いものとし

て、本邦への上陸申請日前 14日以内に、中華人民共和国湖北省に滞在
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歴がある外国人等 8に加え、浙江省に滞在歴がある外国人及び同省で発

行された中国旅券を所持する外国人についても、特段の事情がない限

り、上陸拒否の対象とする 9。 

また、本邦の港に入港する目的をもって航行している旅客船であっ

て、同船舶内において新型コロナウイルス感染症の発生のおそれがあ

るものに乗船する外国人についても、特段の事情がない限り、上陸拒否

の対象とする 10。 

今後も状況の推移を見極めつつ、上陸拒否措置が必要となれば、機動

的に対象となる地域や旅客船名を報告し、公表する。 

 

（４）影響を受ける産業等への緊急対応 

○国民及び外国人旅行者への迅速かつ正確な情報提供と風評対策 

日本政府観光局（JNTO）の Twitter や Weibo 等を活用し、訪日外国

人旅行者に対して正確な情報発信を行う。あわせて、新型コロナウイル

ス感染症に関する国民の不安や疑問に対応するため、厚生労働省電話

相談窓口（コールセンター）を設置する。 

新型コロナウイルス感染症に関する適切な情報提供、発熱等を訴え

る観光客等の医療機関での受診勧奨などを行う日本政府観光局のコー

ルセンターについてプッシュ型で周知を強化する。また、宿泊事業者等

に対しても同様に正確な情報発信や医療機関への受診勧奨を行うとと

もに、受診勧奨を行った場合の報告を行うよう要請する。 

また、訪日旅行や国内旅行を検討している者に対しても、その不安や

疑問に対応するため、観光庁・日本政府観光局（JNTO）や旅行関係団体

等において、正確な情報発信を行う。 

また、内閣官房とスポーツ庁が共同で設置する相談窓口等を活用し

て、政府と競技団体、関係自治体等との情報連携を強化し、2020 年東

京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会に向けた準備

に万全を期す。 

 

 

8 国家安全保障会議決定及び閣議了解（令和２年１月 31日）。 
9 令和２年２月 13日午前０時（日本時間）から実施（ただし、実施前に外国を出発

し、実施後に本邦に到着した者については、対象としない）。 
10 令和２年２月 13日午前０時（日本時間）から実施。 
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○観光業等の中小企業・小規模事業者対策等 

新型コロナウイルス感染症の国際的な広がりの影響を受けている中

小企業、小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等による貸付や信用

保証協会によるセーフティネット保証により、資金繰り支援を実施す

る。特に、日本政策金融公庫等において、新型コロナウイルス感染症に

関する特別相談窓口を開設し、資金繰り支援の必要がある場合、売上高

の減少等の程度に関わらず、セーフティネット貸付の対象とするよう、

要件を緩和する。また、信用保証については、特に重大な影響が生じて

いる業種について通常とは別枠で借入債務の 80%を保証するセーフテ

ィネット保証５号を実施するとともに、自治体の要請があった場合に

通常とは別枠で借入債務の 100%を保証するセーフティネット保証４号

を実施する。さらに、一時的な業況悪化等の支障をきたしている旅館業

等営業者等に対して、経営を安定させるために必要な資金繰り支援を

行う。これらの資金繰り支援を的確に実施するため、日本政策金融公庫

等に新型コロナウイルス感染症対策のための緊急貸付・保証枠として

5,000億円を確保する。 

また、宿泊事業者等を念頭に、地方運輸局等にも特別相談窓口を設置

し、事業者の状況や要望を聞き取り、活用可能な支援策の紹介や関係部

局と連携した支援を実施する。 

さらに、令和元年度補正予算で措置された中小企業生産性革命推進

事業等において、今般の感染症の影響を受けて、サプライチェーンの毀

損等に対応するための設備投資や販路開拓などに取り組む事業者に対

し、優先的に支援する。加えて、産業界に対して、経営基盤の弱い下請

等中小企業に対する影響を最小限とするため、取引上の配慮を求める

要請を行う。 

地方経済産業局、中小企業基盤整備機構、商工会・商工会議所、よろ

ず支援拠点、日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会等をはじめと

する中小企業を支援する各関係機関に、新型コロナウイルス感染症に

関する経営相談窓口を設置する。 

財務省、中小企業庁等の関係省庁から、政府系金融機関、信用保証協

会に対して、事業者からの返済緩和のための条件変更の要望等への柔

軟な対応を要請する。 

また、金融庁から民間金融機関に対して、事業者を訪問するなど丁寧

な経営相談、経営の継続に必要な資金の供給、既存融資の条件変更など、
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適切な対応に努めることを要請し、積極的な事業者支援を促す。 

その上で、今後も事態や地域の置かれた状況の変化を見極めつつ、観

光業への対策など、必要な施策を講じていく。 

 

○雇用対策 

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業等により従業員の

雇用を維持した場合に支給する雇用調整助成金について、日中間の人

の往来の急減により影響を受ける事業主であって、前年度の中国（人）

関係売上等が全売上高等の一定割合以上である者を対象に、支給要件

を緩和する。 

 

（５）国際連携の強化等 

○感染症対策に係る国際支援 

国立感染症研究所において分離に成功したウイルスを、研究開発用

に、世界各国等へ無償で供与する。 

さらに、アジア各国等からの要請に基づき、医療資機材等を供与する

とともに、中国の周辺国を中心とした保健システムの整備を支援し、ア

ジア各国等の検査体制の充実に貢献する。加えて、各国・地域と密接に

連携し、国際的な感染動向を把握する。 

日中間でハイレベルを含めて意思疎通を行い、新型コロナウイルス

感染症対策に対する連携を強化する。備蓄物資も活用し、既に、日本政

府からの緊急支援物資として、中国側のニーズが強いマスク、ゴーグル、

防護服等を提供しているが、必要に応じ追加的に医療資機材等の提供

を検討する。 

また、現地のニーズを確認する緊急初動調査を開始した認定 NPO 法

人ジャパン・プラットフォームなどによる国際貢献に向けた取組を支

援する。 
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（参考）本対応策の所要額 

 

 今年度予算を着実に執行するとともに、これに加え、第一弾として予備費 103

億円を講じることにより、総額 153億円の対応策を実行する。あわせて、日本

政策金融公庫等に緊急貸付・保証枠として 5,000億円を確保する。 

 

１．帰国者等への支援：30億円 

・ 帰国者等の受入支援：23.4億円 

・ 防衛省による生活・健康管理支援：3.2億円                       等 

 

２．国内感染対策の強化：65 億円 

・ 検査体制・医療体制の強化：30.6億円 

・ 帰国者・接触者外来、接触者相談センターの設置：5.1億円 

 ・ 検査キット、抗ウイルス薬・ワクチン等の研究開発：10.0億円 

・ 国際的なワクチン研究開発等支援事業：10.7億円           

・ マスク生産設備導入補助：4.5億円                                等 

 

３．水際対策の強化：34億円 

・ 有症者発生時の感染の拡大防止に必要な措置：30.2億円 

・ 検疫体制の強化：3.4億円                    等 

 

４．影響を受ける産業等への緊急対応:6億円 

・ コールセンターの設置:4.9億円 

・ 雇用調整助成金：1.0億円            

 （参考）日本政策金融公庫等：緊急貸付・保証枠 5,000億円         等 

 

５．国際連携の強化等:18億円 

・ アジア各国への検査体制充実への貢献:16.5億円 

・ ＮＧＯを通じた支援：1.0億円                  等 
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新型コロナウイルス感染症対策の基本方針 

 
令和２年２月 25 日 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 
 
１．現在の状況と基本方針の趣旨 

 新型コロナウイルス感染症については、これまで水際での
対策を講じてきているが、ここに来て国内の複数地域で、感
染経路が明らかではない患者が散発的に発生しており、
一部地域には小規模患者クラスター（集団）が把握されてい
る状態になった。しかし、現時点では、まだ大規模な感染
拡大が認められている地域があるわけではない。 
感染の流行を早期に終息させるためには、クラスター

（集団）が次のクラスター（集団）を生み出すことを防
止することが極めて重要であり、徹底した対策を講じて
いくべきである。また、こうした感染拡大防止策により、
患者の増加のスピードを可能な限り抑制することは、今後
の国内での流行を抑える上で、重要な意味を持つ。 
 あわせて、この時期は、今後、国内で患者数が大幅に
増えた時に備え、重症者対策を中心とした医療提供体制等
の必要な体制を整える準備期間にも当たる。 
 このような新型コロナウイルスをめぐる現在の状況を
的確に把握し、国や地方自治体、医療関係者、事業者、
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そして国民が一丸となって、新型コロナウイルス感染症対策
を更に進めていくため、現在講じている対策と、今後の状況
の進展を見据えて講じていくべき対策を現時点で整理し、
基本方針として総合的にお示ししていくものである。 
 まさに今が、今後の国内での健康被害を最小限に抑える
上で、極めて重要な時期である。国民の皆様に対しては、
２．で示す新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえ、
感染の不安から適切な相談をせずに医療機関を受診する
ことや感染しやすい環境に行くことを避けていただくよ
うお願いする。また、手洗い、咳エチケット等を徹底し、
風邪症状があれば、外出を控えていただき、やむを得ず、
外出される場合にはマスクを着用していただくよう、お願
いする。 
 
２．新型コロナウイルス感染症について現時点で把握して
いる事実 
・一般的な状況における感染経路は飛沫感染、接触感染
であり、空気感染は起きていないと考えられる。 
閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の
一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等がなくても
感染を拡大させるリスクがある。 

・感染力は事例によって様々である。一部に、特定の人
から多くの人に感染が拡大したと疑われる事例がある
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一方で、多くの事例では感染者は周囲の人にほとんど
感染させていない。 

・発熱や呼吸器症状が１週間前後持続することが多く、
強いだるさ（倦怠感）を訴える人が多い。また、季節
性インフルエンザよりも入院期間が長くなる事例が
報告されている。 

・罹患しても軽症であったり、治癒する例も多い。 
重症度としては、致死率が極めて高い感染症ほどではな
いものの、季節性インフルエンザと比べて高いリスクが
ある。特に、高齢者・基礎疾患を有する者では重症化する
リスクが高い。 

・インフルエンザのように有効性が確認された抗ウイ
ルス薬がなく、対症療法が中心である。また、現在の
ところ、迅速診断用の簡易検査キットがない。 

・一方、治療方法については、他のウイルスに対する治療
薬等が効果的である可能性がある。 

 
３．現時点での対策の目的 
・感染拡大防止策で、まずは流行の早期終息を目指しつつ、
患者の増加のスピードを可能な限り抑制し、流行の規模
を抑える。 

・重症者の発生を最小限に食い止めるべく万全を尽くす。 
・社会・経済へのインパクトを最小限にとどめる。 
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４．新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の重要事項 
 
（１）国民・企業・地域等に対する情報提供 
① 国民に対する正確で分かりやすい情報提供や呼び
かけを行い、冷静な対応を促す。 
・発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な
情報提供 

・手洗い、咳エチケット等の一般感染対策の徹底 
・発熱等の風邪症状が見られる場合の休暇取得、外出の
自粛等の呼びかけ 

・感染への不安から適切な相談をせずに医療機関を受診
することは、かえって感染するリスクを高めることに
なること等の呼びかけ        等 

② 患者・感染者との接触機会を減らす観点から、企業に
対して発熱等の風邪症状が見られる職員等への休暇
取得の勧奨、テレワークや時差出勤の推進等を強力に
呼びかける。 

③ イベント等の開催について、現時点で全国一律の自粛
要請を行うものではないが、専門家会議からの見解も
踏まえ、地域や企業に対して、イベント等を主催する際
には、感染拡大防止の観点から、感染の広がり、会場の
状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討するよう
要請する。 
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④ 感染が拡大している国に滞在する邦人等への適切
な情報提供、支援を行う。 

⑤ 国民、外国政府及び外国人旅行者への適切迅速な
情報提供を行い、国内での感染拡大防止と風評対策
につなげる。 

 
（２）国内での感染状況の把握（サーベイランス（発生動向調査）） 
ア）現行 
① 感染症法に基づく医師の届出により疑似症患者を
把握し、医師が必要と認めるPCR検査を実施する。 

  患者が確認された場合には、感染症法に基づき、積
極的疫学調査により濃厚接触者を把握する。 

② 地方衛生研究所をはじめとする関係機関（民間の
検査機関を含む。）における検査機能の向上を図る。 

③ 学校関係者の患者等の情報について都道府県の保健
衛生部局と教育委員会等部局との間で適切に共有を行う。  

イ）今後 
○ 地域で患者数が継続的に増えている状況では、入院
を要する肺炎患者の治療に必要な確定診断のための
ＰＣＲ検査に移行しつつ、国内での流行状況等を
把握するためのサーベイランスの仕組みを整備する。 

 
（３）感染拡大防止策  
 ア）現行 
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① 医師の届出等で、患者を把握した場合、感染症法に
基づき、保健所で積極的疫学調査を実施し、濃厚接触
者に対する健康観察、外出自粛の要請等を行う。 

  地方自治体が、厚生労働省や専門家と連携しつつ、
積極的疫学調査等により、個々の患者発生をもとに
クラスター（集団）が発生していることを把握すると
ともに、患者クラスター（集団）が発生しているおそれ
がある場合には、確認された患者クラスター（集団）
に関係する施設の休業やイベントの自粛等の必要
な対応を要請する。 

② 高齢者施設等における施設内感染対策を徹底する。 
③ 公共交通機関、道の駅、その他の多数の人が集まる
施設における感染対策を徹底する。  

 イ）今後 
① 地域で患者数が継続的に増えている状況では、 
・ 積極的疫学調査や、濃厚接触者に対する健康観
察は縮小し、広く外出自粛の協力を求める対応に
シフトする。 

・ 一方で、地域の状況に応じて、患者クラスター
（集団）への対応を継続、強化する。 

② 学校等における感染対策の方針の提示及び学校
等の臨時休業等の適切な実施に関して都道府県等
から設置者等に要請する。 
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（４）医療提供体制（相談センター／外来／入院） 
 ア）現行 

① 新型コロナウイルスへの感染を疑う方からの相談を
受ける帰国者・接触者相談センターを整備し、24時間
対応を行う。 

② 感染への不安から帰国者・接触者相談センターへの
相談なしに医療機関を受診することは、かえって感
染するリスクを高めることになる。このため、まずは、
帰国者・接触者相談センターに連絡いただき、新型コ
ロナウイルスへの感染を疑う場合は、感染状況の正確
な把握、感染拡大防止の観点から、同センターから帰
国者・接触者外来へ誘導する。 

③ 帰国者・接触者外来で新型コロナウイルス感染症
を疑う場合、疑似症患者として感染症法に基づく届出
を行うとともにPCR検査を実施する。必要に応じて、
感染症法に基づく入院措置を行う。 

④ 今後の患者数の増加等を見据え、医療機関におけ
る病床や人工呼吸器等の確保を進める。 

⑤ 医療関係者等に対して、適切な治療法の情報提供
を行うとともに、治療法・治療薬やワクチン、迅速診
断用の簡易検査キットの開発等に取り組む。 

 イ）今後 
① 地域で患者数が大幅に増えた状況では、外来での
対応については、一般の医療機関で、診療時間や動線
を区分する等の感染対策を講じた上で、新型コロナ
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ウイルスへの感染を疑う患者を受け入れる（なお、地域
で協議し、新型コロナウイルスを疑う患者の診察
を行わない医療機関（例：透析医療機関、産科医療機
関等）を事前に検討する。）。あわせて、重症者を多数
受け入れる見込みの感染症指定医療機関から順に
帰国者･接触者外来を段階的に縮小する。 

  風邪症状が軽度である場合は、自宅での安静・療養
を原則とし、状態が変化した場合に、相談センター又
はかかりつけ医に相談した上で、受診する。高齢者や
基礎疾患を有する者については、重症化しやすいこ
とを念頭において、より早期・適切な受診につなげる。 

  風邪症状がない高齢者や基礎疾患を有する者等に
対する継続的な医療・投薬等については、感染防止の
観点から、電話による診療等により処方箋を発行
するなど、極力、医療機関を受診しなくてもよい体
制をあらかじめ構築する。 

② 患者の更なる増加や新型コロナウイルス感染症
の特徴を踏まえた、病床や人工呼吸器等の確保や
地域の医療機関の役割分担（例えば、集中治療を
要する重症者を優先的に受け入れる医療機関等）
など、適切な入院医療の提供体制を整備する。 

③ 院内感染対策の更なる徹底を図る。医療機関に
おける感染制御に必要な物品を確保する。 

④ 高齢者施設等において、新型コロナウイルスへの
感染が疑われる者が発生した場合には、感染拡大
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防止策を徹底するとともに、重症化のおそれがあ
る者については円滑に入院医療につなげる。  

（５）水際対策 
国内への感染者の急激な流入を防止する観点から、現行

の入国制限、渡航中止勧告等は引き続き実施する。 
 一方で、検疫での対応については、今後、国内の医療
資源の確保の観点から、国内の感染拡大防止策や医療
提供体制等に応じて運用をシフトしていく。 

 
（６）その他 
① マスクや消毒液等の増産や円滑な供給を関連事業者
に要請する。 

② マスク等の国民が必要とする物資が確保されるよう、
過剰な在庫を抱えることのないよう消費者や事業者に
冷静な対応を呼びかける。 

③ 国際的な連携を密にし、WHOや諸外国の対応状況
等に関する情報収集に努める。また、日本で得られた
知見を積極的にWHO等の関係機関と共有し、今後の
対策に活かしていく。 

④ 中国から一時帰国した児童生徒等へ学校の受け入
れ支援やいじめ防止等の必要な取組を実施する。 

⑤ 患者や対策に関わった方々等の人権に配慮した取組
を行う。 
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 ⑥ 空港、港湾、医療機関等におけるトラブルを防止する
ため、必要に応じ警戒警備を実施する。 

 ⑦ 混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、取締り
を徹底する。 

 
５．今後の進め方について  

今後、本方針に基づき、順次、厚生労働省をはじめと
する各府省が連携の上、今後の状況の進展を見据えて、
所管の事項について、関係者等に所要の通知を発出す
るなど各対策の詳細を示していく。 
地域ごとの各対策の切替えのタイミングについては、

まずは厚生労働省がその考え方を示した上で、地方自治
体が厚生労働省と相談しつつ判断するものとし、地域の
実情に応じた最適な対策を講ずる。なお、対策の推進に
当たっては、地方自治体等の関係者の意見をよく伺いな
がら進めることとする。 
事態の進行や新たな科学的知見に基づき、方針の修正

が必要な場合は、新型コロナウイルス感染症対策本部に
おいて、専門家会議の議論を踏まえつつ、都度、方針
を更新し、具体化していく。 
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２
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策
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療
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備
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問
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受
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ﾌﾞ
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追
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→
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等
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３
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国
内
の
感
染
拡
大
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
現
下
の
諸
課
題
に
適
切
に
対
処
す
る
た
め
、
政
府
と
し
て
万
全
の
対
応
を
行
う
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財
政
措
置
約
０
．
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兆
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、
金
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措
置
総
額
１
．
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。


今
後
と
も
、
感
染
の
状
況
と
と
も
に
、
地
域
経
済
及
び
世
界
経
済
の
動
向
を
十
分
注
視
し
、
必
要
な
対
策
は
躊
躇
な
く
講
じ
て
い
く
。
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０
日

新
型
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ス
感
染
症
対
策
本
部

25



新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
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億
円

）

(2
)学
校
の
臨
時
休
業
に
伴
っ
て
⽣
じ
る
課
題
へ
の
対
応
︓
2,
46
3億

円
○

保
護

者
の

休
暇

取
得

⽀
援

等
（

新
た

な
助

成
⾦

︓
1,

55
6億

円
、

個
⼈

向
け

緊
急

⼩
⼝

資
⾦

等
の

特
例

︓
20

7億
円

）
○

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

等
の

体
制

強
化

等
（

47
0億

円
) 

   
 ○

学
校

給
⾷

休
⽌

へ
の

対
応

（
21

2億
円

）
○

テ
レ

ワ
ー

ク
等

の
推

進
（

12
億

円
）

(3
)事
業
活
動
の
縮
⼩
や
雇
⽤
へ
の
対
応
︓
1,
19
2億

円
○

雇
⽤

調
整

助
成

⾦
の

特
例

措
置

の
拡

⼤
（

37
4億

円
）

○
強

⼒
な

資
⾦

繰
り

対
策

（
78

2億
円

）
○

観
光

業
へ

の
対

応
（

36
億

円
）

(4
)事
態
の
変
化
に
即
応
し
た
緊
急
措
置
等
︓
16
8億

円
○

Ｗ
Ｈ

Ｏ
等

に
よ

る
感

染
国

等
へ

の
緊

急
⽀

援
に

対
す

る
拠

出
(1

55
億

円
）

２
．
⾦
融
措
置
︓
1.
6兆

円
規
模

○
セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
貸

付
・

保
証

（
6,

06
0億

円
）

○
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
特

別
貸

付
（

5,
43

0億
円

）
○

⽇
本

政
策

投
資

銀
⾏

等
に

よ
る

⼤
企

業
・

中
堅

企
業

等
へ

の
⾦

融
⽀

援
（

2,
04

0億
円

）
○

国
際

協
⼒

銀
⾏

に
よ

る
サ

プ
ラ

イ
チ

ェ
ー

ン
確

保
等

へ
の

⾦
融

⽀
援

（
2,

50
0億

円
）

等
（
注
）
第
２
弾
の
予
備
費
2
,7
1
5
億
円
の
内
訳
は
、
１
．
（
１
）
3
4
6
億
円
（
う
ち
一
般
会
計
3
4
6
億
円
）
、
（
２
）
1
,4
0
9
億
円
（
同
9
8
9
億
円

）
、

（
３
）
7
9
7
億
円
（
同
7
9
7
億
円
）
、
（
４
）
1
6
3
億
円
（
同
1
6
3
億
円
）
。
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新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 ―第２弾－ 

 

令 和 ２ 年 ３ 月 1 0 日 

新型コロナウイルス感染症対策本部 

１．基本方針 

 

 新型コロナウイルス感染症については、令和２年２月 13日に、第１弾

として、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」を決定し、帰

国者等への支援、水際対策、国内感染対策などを中心に、予備費 103億円

を含む総額 153億円の対応策を実行している。また、同 25日には「新型

コロナウイルス感染症対策の基本方針」（以下「基本方針」という。）を決

定し、今後の状況の進展を見据えて講じていくべき対策等をとりまとめ

た。 

 現在、新型コロナウイルス感染症は世界全体に広がりつつあり、日本国

内においても、一部の国に見られるような大規模な感染の拡大傾向には

ないものの、連日、感染者が確認される状況にあり、新型コロナウイルス

感染症対策専門家会議（以下「専門家会議」という。）の見解を踏まえれ

ば、国内での健康被害を最小限に抑える上で、極めて重要な時期にある。

まずは、国内における感染拡大を防止するため、政府として万全の対応を

行い、患者増加のスピードを可能な限り抑制し、流行の早期終息を目指す。 

 子どもたちの健康と安全を第一に考え、政府として、全国全ての小学校、

中学校、高等学校、特別支援学校等について、臨時休業の要請を行ったと

ころであるが、これに伴って生じる諸課題に対しては、本対応策に基づき

責任を持って対応する。 

 また、今回の新型コロナウイルス感染症が経済に与える影響に対して

は、事業規模 26兆円の「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」を着実

に実行するとともに、雇用の維持と事業の継続を当面最優先に、全力を挙

げて取り組む。このため、今回の感染拡大によって経済的な影響を受けた

事業者や、政府の要請を受けてイベントや営業等を中止した事業者につ

いて、強力な資金繰り支援をはじめ、地域経済に与える影響にも配慮し、

年度末の状況等を踏まえつつ、必要な対策を講ずる。 

 こうした方針の下、緊急対応策第１弾（153億円）に加え、今年度予算

の着実な執行と予備費 2,715億円(一般会計 2,295億円、特別会計 420億

円）の活用により、緊急対応策第２弾として 4,308 億円の財政措置を講

ずる。あわせて、資金繰り対策等に万全を期すため、日本政策金融公庫等

に総額 1.6兆円規模の金融措置を講ずる。 

 今後とも、感染の状況とともに、地域経済及び世界経済の動向を十分に

注視し、必要な対策を躊躇なく講じていく。 
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２．緊急対応策 

 

（１）感染拡大防止策と医療提供体制の整備 

 ○ 感染拡大防止策 

感染流行の早期終息に向けては、基本方針に示すとおり、クラスター

（集団）が次のクラスターを生み出すことを防ぐことが極めて重要で

あり、感染拡大防止により、患者の増加スピードを可能な限り抑制する。

現状においては、専門家会議の見解を踏まえれば、感染拡大のスピード

を抑制することは可能であり、国内の感染拡大防止のために、クラスタ

ー対策の専門家の地方公共団体への派遣をはじめ、あらゆる手段を尽

くす。 

こうした考え方の下、大規模感染のリスクを回避するため、令和２年

２月 26日に、多数の方が集まるような全国的なスポーツ、文化イベン

ト等については、中止等を要請したところである。 

 また、子どもたちへの感染事例も発生し、各地域において感染拡大を

防止する努力がなされている中、子どもたちの健康・安全を第一に考え、

教職員も含め日常的に長時間集まることによる感染リスクにあらかじ

め備え、学校から新たにクラスターが発生する事態を避けるため、全国

全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等について、春休みま

での臨時休業を要請した。 

  さらに、乳幼児や、重症化リスクが高いと考えられる高齢者、障害者

についても、十分な感染拡大防止策を講ずる必要がある。介護施設や障

害者施設、保育所等における消毒液購入や、施設の消毒等の感染拡大防

止に必要な費用を補助（補助率：介護施設２／３等）する。 

このほか、全国の鉄軌道事業者、自動車運送事業者、航空事業者や海

事関係事業者等に対し、従業員の感染症対策の徹底、一般向け感染症対

策の周知、駅やターミナルにおける消毒液の設置、テレワークや時差出

勤の呼びかけ等を要請する。また、宿泊施設や飲食店等において、ビュ

ッフェスタイルの食事を安全に行うための考え方を提示する。 

 

 ○ 需給両面からの総合的なマスク対策 

マスクについては、緊急対応策第１弾により、国内企業への設備投資

支援を行ったところであるが、令和２年３月３日には、感染拡大防止策

が特に必要と考えられる都道府県のうち、感染者の広がりが見られる

市町村の住民に対して、国がマスクを一括して購入し、各世帯に緊急に

直接配布する取組を開始したところである。現下の品薄状態を踏まえ、
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こうした取組を更に充実し、需給両面から総合的なマスク対策を講ず

る。 

需要面では、インターネット等においてマスクが高額で取引される

事例が報告され、こうした転売を目的とした購入が、店頭におけるマス

クの品薄状態に拍車をかけている、との指摘があることから、国民生活

安定緊急措置法を適用し、こうしたマスクの転売行為を禁止する。 

供給面では、医療現場をはじめ、特に感染拡大防止の観点から必要な

場所へのマスク供給を抜本的に強化する。 

まず、介護施設や障害者施設、保育所等、今般の学校休業に伴う放課

後児童クラブなどの現場におけるマスク不足の解消を図るため、再利

用可能な布製マスクを、国が一括して 2,000 万枚購入し、地方公共団

体の協力も得つつ、介護施設等に少なくとも１人１枚は行きわたるよ

う、十分な量を緊急に配布する。 

同時に、医療機関向けのマスクについて、国内メーカーに増産を要請

するとともに、海外からの輸入を拡大することにより、まず、1,500万

枚を国が購入して確保し、地方公共団体などを経由して、必要な医療機

関に対しマスクの優先配布を行う。こうした取組とあわせ、地方公共団

体からの要請に基づき、メーカーと卸業者により医療機関向けのマス

クの優先配布を行う仕組みを継続することで、マスク不足によって医

療現場に支障が生じないよう万全を期す。 

さらに、マスクメーカーに対する更なる増産支援（補助率：中小企業

３／４、大企業・中堅企業２／３）も行い、国内市場へのマスク供給量

の一層の積み増しを図る。 

今後も、マスクの需給状況を十分に注視しながら、国民不安の解消に

向けて、必要な対策を果断に講じていく。 

また、マスク以外の物資についても、国民の間で円滑な供給について

不安が広がっている場合には、正確な情報提供、転売禁止も含め、必要

な対応を行う。 

 

 ○ ＰＣＲ検査体制の強化 

  帰国者・接触者外来等において、医師が診断のために検査が必要と判

断した全ての方がＰＣＲ検査を受けることができるよう、体制を強化

する。 

緊急対応策第１弾により、国立感染症研究所のみならず、地方衛生研

究所、民間検査機関等の検査体制構築を行った結果、１日約 6,200 件

を超える検査能力を確保しているところであるが、民間検査機関等へ
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の検査設備の導入を支援（補助率：１／２）し、本年３月中に１日最大

7,000件程度に拡大させる。 

また、ＰＣＲ検査の時間短縮を可能とする迅速ウイルス検出機器の

検査精度等に関する実証や操作性の確認を行い、本年３月中の利用開

始を目指す。 

加えて、必要なＰＣＲ検査が各地域で確実に実施できるよう、検査実

施の広域融通を国が仲介する。 

さらに、ＰＣＲ検査について保険適用とし、民間の検査も十分活用で

きる体制を構築する。その際、引き続き自己負担分が生じないよう、公

費で補助する。 

 

 ○ 医療提供体制の整備と治療薬等の開発加速 

  感染拡大防止と同時に、国内で患者数が大幅に増えたときに備え、重

症者対策を中心として医療提供体制を強化する。 

  現在、全国で 2,000 を超える感染症病床が存在するが、感染症指定

医療機関や国立病院機構などの公的医療機関等を最大限活用し、緊急

時には 5,000 を超える病床を確保しており、引き続き必要な病床の確

保を進める。 

  また、重症者に対して適切な入院医療を提供できるよう人工呼吸器

等の導入など、地域における医療提供体制の整備等を支援する（補助

率：１／２）等、必要な措置を講ずる。 

  あわせて、感染拡大の懸念等から健康不安に関して遠隔で医師に相

談したいというニーズに対処するため、遠隔健康医療相談窓口を設置

する。 

  さらに、新型コロナウイルス感染症に対する治療薬等について、ＡＭ

ＥＤの研究費や厚生労働科学研究費といった各種研究費制度を十分に

活用し治療薬の有効性確認等の研究を順次拡大するとともに、ワクチ

ンや簡易検査キットの早期開発に向けた取組を進める。 

 

 ○ 症状がある方への対応 

  健康保険制度における傷病手当金の支給が円滑に行われるよう、発

熱などの自覚症状があり自宅療養を行った場合も対象となるなどの取

扱いを明確にし、周知徹底する。国民健康保険及び後期高齢者医療にお

いて、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手

当金を支給する市町村等に対し、支給額全額について国が特例的な財

政支援を行う。 
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 ○ 情報発信の充実 

  新型コロナウイルス感染症の発生状況、手洗い等の感染予防の方法、

典型的な臨床情報のほか、受診・検査体制や医療提供体制等を、厚生労

働省のホームページや政府広報などにより、国民や企業、地方公共団体

など様々な主体にわかりやすく情報提供するとともに、重症者の割合

や回復した事例等も含めて積極的な広報を展開する。また、在留外国人、

外国人旅行者に対して、多言語で適切迅速な情報提供を行うことに加

え、地方公共団体が設置する一元的相談窓口において、在留外国人に対

して新型コロナウイルス感染症に関する情報提供や相談対応を多言語

で行うための特別な体制をとる場合に要する経費について、各地方公

共団体に対する交付限度額（運営費）を倍額まで増額する。 

あわせて、在外公館、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）などを通じ、ＳＮ

Ｓも活用し、我が国の状況や政府の取組に関する情報を、透明性をもっ

て国外に対して適時適切に発信し、正確な理解を得ることに努める。 

 

（２）学校の臨時休業に伴って生じる課題への対応 

 ○ 保護者の休暇取得支援等 

  小学校等の臨時休業により、職場を休まざるを得なくなった保護者

や、そうした従業員を抱える事業者などを支援し、休みが取りやすい環

境の整備を強力に進める。 

  このため、正規雇用・非正規雇用を問わず、今回の政府の要請を踏ま

え、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者

である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、労働基準法上

の年次有給休暇とは別途、有給（賃金全額支給）の休暇を取得させた企

業に対する助成金（助成割合は 10／10。ただし、日額上限 8,330 円。）

を創設する。個人で就業する予定であった方にも、業務委託契約等に基

づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指

定を受けているなどの要件を満たす場合に支援を実施することとし、

臨時休業した小学校等の子の保護者がこのために就業できなかった日

数に応じて定額(4,100円／日)を支援することとする。 

  また、小学校等の臨時休業に伴い、教職員等について業務内容や勤務

場所、勤務方法の変更といった柔軟な対応によって引き続き業務に従

事させ、非常勤職員を含む職員全体の働く場の確保を図ることを検討

するよう、地方公共団体に要請する。 

  看護職員の代替職員の確保のため、業界団体へ代替職員の派遣調整
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に関する事務を委託するとともに、保育士、介護職員等の応援職員の確

保のため、応援職員の派遣調整等を行う都道府県を支援する。 

 

○ 個人向け緊急小口資金等の特例 

  生活福祉資金貸付に特例を設け、新型コロナウイルス感染症の影響

により収入減少があった世帯を対象とし、一時的な資金が必要な方（主

に休業された方）には緊急小口資金により 10万円以内、特に、休暇取

得支援の助成金の対象とならない方を含め、小学校等の休業等の影響

を受けた世帯等に対しては 20万円以内を貸し付けるとともに、据置期

間、償還期限を延長する。また、生活の立て直しが必要な方（主に失業

された方等）については、総合支援資金により、例えば２人以上の世帯

では月 20万円以内を貸し付け、据置期間を延長するとともに、保証人

がなくても無利子とする。あわせて、今回の特例措置では新たに、償還

時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除す

ることができることとする。 

 

 ○ 放課後児童クラブ等の体制強化等 

  子どもの居場所の確保について、保護者の経済的負担を十分に軽減

しつつ、子どもたちの安全が確保されるよう、必要な支援を行う。 

  放課後児童クラブ等については、長期休暇と同様、午前中からの開所

のほか、支援の単位（クラス）の増加に対応できるよう、追加的に発生

する経費については、国費により支援する（国庫負担割合 10／10）。ま

た、教室等を利用し、小学校の教職員にも協力を得る。放課後等デイサ

ービスについても同様に支援する。 

  ファミリー・サポート・センター事業を利用した際の利用料の減免分

についても国費により支援する（国庫負担割合 10／10）。また、事業主

拠出金による企業主導型ベビーシッター利用者支援事業について、本

年３月は割引券の使用枚数の上限を引き上げる（月 24枚→月 120枚）。 

  あわせて、家庭での学習を行う児童生徒の学びの支援や心のケア等

のため、公立学校における加配教員や学習指導員、スクールカウンセラ

ー等の活用を支援する。 

 

 ○ 学校給食休止への対応 

  学校給食の休止に関しては、令和２年３月２日から春休みまでの臨

時休業期間中の学校給食費（食材費）について、保護者の負担とならな

いよう、返還等を行うことを学校設置者に要請する。臨時休業及び上記
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要請の実施に伴い、地方公共団体等の学校設置者の負担となる学校給

食費に相当する費用について支援を行う（補助率：公立３／４等）。 

  また、学校給食関係の事業者について、給食再開に向けた安全・安心

の確保と食品ロス対策のための支援をきめ細かく行うこととする。 

  具体的には、 

  ・ 給食調理業者（パン、米飯、めん等の最終加工・納品業者を含む。）

に対する、今後の給食再開に向けた新型コロナウイルス感染症も

踏まえた衛生管理の徹底・改善を図るための職員研修や設備等の

購入の支援（定額（全額公費負担）） 

  ・ 食品納入業者・生産者等に対する、学校給食用に納入を予定して

いた野菜・果実等についての、代替販路の確保に向けたマッチング

等の支援及び販路が確保できない場合の慈善団体等への寄付のた

めの輸送費等の支援（定額（全額国庫負担）） 

・ 酪農家に対する、学校給食用のために納入を予定していた生乳を

バター・脱脂粉乳等の乳製品向けに販売する場合の、既存の加工原

料乳生産者補給金制度を活用してもなお生じる価格差の支援及び

加工施設への輸送費の支援（定額（全額国庫負担）） 

  ・ 乳業メーカーに対する、脱脂粉乳の保管余力がないために既存在

庫を飼料用に用途変更して販路を拡大する場合に要する経費の支

援及び既に生産してしまった学校給食用牛乳をやむを得ず廃棄し

た場合の処分費用の支援（定額（全額国庫負担）） 

を行う。 

 

 ○ テレワーク等の推進 

  今回の学校の休業要請に伴い、保護者が家にとどまりつつ仕事を行

う場合が増えることも想定される。感染拡大防止の観点も含め、今回の

感染症対応の機会を捉え、そうした場合でも勤務が可能となるよう、テ

レワークを強力に推進し、新たな働き方のモデルを定着させる。 

  このため、「時間外労働等改善助成金（テレワークコース）」について、

新型コロナウイルス感染症対策のための今年度からの申請を可能とす

る特例的なコースを新設し、新たにテレワークを導入した中小企業事

業主に対し、その経費を補助する（支給上限額：１企業あたり 100 万

円）。また、中小企業生産性革命推進事業において、事業継続力強化の

観点から、出社が困難な場合でも自宅等で業務が可能となるテレワー

クツールの導入に取り組む事業者を優先的に支援するほか、テレワー

クの導入を図る企業に対するＩＣＴ専門家の無料相談対応を推進する
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など、企業のテレワーク環境整備を支援する。 

  また、中央官庁においても、全省庁的に、必要な機器の増設等、テレ

ワーク環境の整備を強力に実施するとともに、地方公共団体における

テレワークの推進等についても要請する。 

  あわせて、時差出勤についても強力に推進するとともに、労働者が利

用できる特別休暇制度を整備した中小企業等に対し、その経費を補助

する。 

  働き方改革に関する中小企業等への監督指導に当たっては、閣議決

定にある「労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事

情に配慮」に、新型コロナウイルスの発生や感染拡大が中小企業等に与

える影響が入ることを明確にし、周知徹底する。 

 

（３）事業活動の縮小や雇用への対応 

 ○ 雇用調整助成金の特例措置の拡大 

  新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、事

業活動を縮小せざるを得ない事業者が生じている。その場合でも雇用

が維持され、国民生活の安定が保たれるよう、雇用調整助成金の特例措

置を大幅に拡大する。 

  具体的には、 

  ・ 支給要件緩和の対象を新型コロナウイルス感染症の影響を受け

る全事業主に拡大するとともに、助成対象となる事業主が行う感

染拡大防止に資する従業員の一斉休業や濃厚接触者となった従業

員に命令した休業が対象となることを明確化する 

  ・ 他地域と比べて感染者が一定数以上かつ集中的に発生し、地方公

共団体の長が住民・企業の活動自粛を要請する旨の宣言を発出し

ている地域の事業主に対しては、その期間中、特例的に生産指標が

低下したとみなすとともに、助成率を引き上げる（助成率：中小２

／３→４／５、大企業１／２→２／３）ほか、正規雇用・非正規雇

用を問わず助成の対象とする 

  ・ 支援については本年１月に遡って実施する 

 等の措置を講ずる。 

また、窓口の体制の充実等を図る観点から、全都道府県労働局に特別

労働相談窓口を開設し、年度末の状況等を踏まえつつ、事業主等からの

休業手当、助成金等に関する相談をワンストップで迅速かつ円滑に受

け付ける。 

なお、前出の個人向け緊急小口資金等の特例により、フリーランス、
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個人事業主の方等も含め、資金貸付の据置期間や償還期限の延長、償還

免除の措置を設けることとし、雇用調整助成金とともに、セーフティネ

ットを強化する。 

 

 ○ 強力な資金繰り対策 

  各種イベントの自粛による影響を含め、地域経済にもたらされる影

響を乗り越え、事態の終息の後、再度事業を成長の軌道に乗せていくた

め、中小・小規模事業者を中心に、日本政策金融公庫等による総額 1.6

兆円規模の金融措置を講ずる。 

  日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫等において、既に確保

した緊急貸付・保証枠の拡充（5,000億円規模→6,000 億円規模）に加

え、売上高が減少している等の中小・小規模事業者に対して、新型コロ

ナウイルス感染症に関する特別貸付制度を設け、新たに 5,000 億円規

模の融資枠を確保し、据置期間を最長５年間とするなど、中小・小規模

事業者の実情に即したものとする。さらに、フリーランスを含む個人事

業主や売上高が急減している中小・小規模事業者については、信用力や

担保にかかわらず、実質的に無利子化する。これらは緊急対応策第１弾

で講じた 5,000億円の資金繰り対策も含め、遡って適用する。 

  同時に、大規模災害での対応と同様に、小規模事業者経営改善資金

（マル経融資）に別枠を措置し、金利を 0.9％引き下げ、小規模事業者

に対して手厚い資金繰り支援を実施していく。 

  あわせて、セーフティネット保証４号及び５号を発動し、信用保証協

会により、一般保証とは別枠で、要件に応じて融資額の 100％（地域を

指定する４号）又は 80％（業種を指定する５号）を保証する。さらに、

全国の中小・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、融

資額の 100％を保証する危機関連保証を初めて発動し、保証枠の更なる

別枠を措置する。 

  農林漁業者の資金繰りについても、日本政策金融公庫及び沖縄振興

開発金融公庫による融資について、実質無利子化、実質無担保での貸付

けを行うなど、万全の対応を行う。医療・福祉事業者が新型コロナウイ

ルス感染症により休業や事業を縮小した場合の資金繰りについても、

福祉医療機構による融資について、無利子、無担保等の優遇を行うなど、

万全の対応を行う。 

  さらに、影響の広がりや深刻さを踏まえ、指定金融機関である日本政

策投資銀行及び商工組合中央金庫による危機対応業務等を実施し、中

小企業だけでなく、中堅・大企業を含めた企業の資金繰りに万全を期す。
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これにより、中堅・大企業については、資金繰りや生産拠点の国内回帰

を含めたサプライチェーンの再編を支援するため、2,040億円の金融措

置を講ずる。 

あわせて、財務省、中小企業庁等の関係省庁から、政府系金融機関、

信用保証協会に対して、特に小規模融資については思い切った手続き

の簡素化をするなど資金繰り支援に向けた丁寧かつ迅速な対応や、事

業者からの返済緩和のための条件変更の要望等への柔軟な対応を要請

する。 

  民間金融機関に対しては、令和２年３月６日に新規融資の積極的な

実施や既往債務の条件変更に迅速かつ柔軟に対応すること等を要請し

た。金融庁においては、民間金融機関における事業者の資金繰り支援の

促進を、当面の検査・監督の最重要事項とし、特別ヒアリングを実施す

る。また、条件変更等の取組状況の報告を求め、その状況を公表する。 

    

 ○ サプライチェーン毀損への対応 

中小企業生産性革命推進事業によるサプライチェーン毀損等に対応

するための設備投資や販路開拓などに取り組む事業者の優先支援につ

いて、中小・小規模事業者の負担に配慮し、生産性向上や賃上げに係る

目標値の達成時期を１年間猶予するなど申請要件の緩和を行うととも

に、交付決定日前に発注した事業に要する経費についても対象とする

ことで早急な支援を可能とする。 

あわせて、下請取引について、仕入れの遅れや従業員の休業による納

期の延期等に柔軟に対応するなどの一層の配慮を産業界へ要請する。 

さらに、下請Ｇメン等を通じて取引実態等をきめ細やかに把握する

とともに、発注企業が業績悪化のしわ寄せとして、下請企業への買い叩

き等の違反行為を行った場合は、下請法に基づき厳正に対処する。加え

て、事業基盤の弱い個人事業主・フリーランスに対する影響を最小限に

するため、産業界に対して、取引上の配慮を求める要請を行う。 

また、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）を通じて、新型コロナウイルス感染

症の影響を受ける日本企業の海外事業の資金繰りやサプライチェーン

の確保を支援する。このため、ＪＢＩＣにおいて相談窓口を設置すると

ともに、「成長投資ファシリティ」を一層活用し、最大 5,000億円規模

の資金ニーズに対応する（ＪＢＩＣによる金融措置 2,500億円）。 

日中間でのハイレベルでの意思疎通を活用しつつ、在外公館や日本

貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）等が中心となって省庁横断的に取り組むこ

とにより、中国国内等における日系企業の活動を支援する。 
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 ○ 観光業への対応 

観光需要の回復は感染拡大の防止が前提となることを踏まえ、観光

業については、当面の対応として、雇用調整助成金や資金繰り対策によ

り強力に下支えする。 

同時に、こうした感染防止に取り組む期間を、積極的な「助走期間」

と位置づけ、将来の反転攻勢のための基盤を整備する。 

具体的には、ＪＮＴＯを通じ訪日誘客の重点市場において我が国の

状況や政府の取組に関する正確な情報発信に努めるとともに、中小企

業生産性革命推進事業も活用し販路拡大・施設リノベーション等への

対応を行うほか、 

・ 観光地域づくり法人（ＤＭＯ）等による、地域ごとの観光資源を活

かした魅力的な旅行コンテンツの造成（ＤＭＯ・事業者に対する補助

率：定額、１／２） 

・ キャッシュレス化や多言語表示の充実、バリアフリー化といった、

地域における訪日外国人旅行者受入環境の整備（事業者に対する補

助率：定額、１／２、１／３） 

を支援することで、観光地の誘客先の多角化や収益力の向上を後押し

する。 

その上で、事態の終息の後には、官民一丸となってキャンペーンを実

施し、内外にメッセージを発信する。このため、国としては、人の流れ

の回復に向けて、観光需要の喚起や、地域の農産品・特産品等、商店街

のにぎわい回復を含めたキャンペーンを検討する。 

 

 ○ 生活困窮者自立支援制度の利用促進等による包括的支援の強化 

新型コロナウイルス感染症の影響による離職や収入の減少等により

生活が困窮する者等が、家計や仕事、住まい等についての幅広い課題に

対し、生活困窮者自立支援制度に基づく相談・支援を受けられるよう、

全国の地方公共団体に対して、関係機関等とも連携し、本人に寄り添っ

た包括的な支援を提供するよう促す。 

あわせて、生きることの包括的支援の観点から、民間団体が実施する

ＳＮＳを活用した相談体制への支援を拡充する。 

 

（４）事態の変化に即応した緊急措置等 

 ○ 新たな法整備 

  国民の命と健康を守り、国民生活や経済に及ぼす影響が最小なもの
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となるよう、新型インフルエンザ等対策特別措置法を改正し、新型コロ

ナウイルス感染症を同法の対象に暫定的に加えることとし、関係法案

を国会に提出したところである（令和２年３月 10日閣議決定）。 

 

 ○ 水際対策における迅速かつ機動的な対応 

  水際対策については、国内への感染者の急激な流入を防止する観点

から、現行の入国制限や渡航禁止勧告などを引き続き実施する。 

これまでに、本邦への上陸の申請日前 14日以内に中国、韓国、イラ

ン及びイタリアの一部地域等における滞在歴がある外国人等について

は、特段の事情がない限り上陸を拒否する方針を決めた。他方、一部地

域の上陸拒否措置を講じてもなお、中国や韓国全土から本邦への人の

流入が続いたことから、感染拡大を防止し、国民の不安感を解消するた

め、両国からの入国者に対する検疫を強化し、検疫所長が指定する場所

で２週間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請

することとした。あわせて、水際対策としての検疫強化に資するよう、

中国又は韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港及び関西国

際空港に限定し、船舶での旅客運送を停止するよう要請することとし

た。さらに、中国又は韓国で発行済みの一次及び数次査証の効力を停止

することとしたほか、香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措

置を停止した。引き続き、海外における感染拡大の状況を踏まえ、機動

的に対応していく。 

また、感染症危険情報をはじめとする感染症関連情報を機動的に発

出することで、海外在留邦人及び海外渡航者に対して、適時適切な情報

提供及び注意喚起を実施する。 

  全国の検疫所におけるＰＣＲ検査機器を増設し、検査体制を充実さ

せる。 

 

 ○ 行政手続、公共調達等に係る臨時措置等 

感染拡大防止の観点も踏まえて、行政手続や公共調達の期限等につ

いては、以下をはじめとして、柔軟に対応していくこととし、年度末の

状況等を踏まえつつ、窓口の体制の充実等を図るとともに、現場に対応

を徹底する。 

申告所得税等の申告・納付等期限について令和２年４月 16日まで延

長するとともに、税務代理についても、新型コロナウイルス感染症の影

響により、通常の期限での対応が困難な場合には柔軟に対応する。また、

国税・社会保険料の猶予制度を積極的に周知広報するとともに、一時に
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納付することが困難な事情がある納税者等に対しては、その置かれた

状況に配慮し、迅速かつ柔軟に対応する。運転免許については、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続が困難な方は、更新

期限までに申し出があれば免許証が引き続き有効なものとなるよう措

置する。ケアマネジャー等の資格更新のための研修については、都道府

県の判断により、研修の延期、中止をした場合には、都道府県が認める

期間内は資格を喪失しない取扱いを可能とする。本年３月中に在留期

間が満了する在留外国人からの在留申請について、在留期間満了日か

ら１か月後まで受け付ける。金融商品取引法に基づく開示書類の提出

期限の延長や株主総会の開催時期の変更について、必要な手続きを周

知する。 

また、国直轄の公共工事等については、受注者の申し出がある場合に、

令和２年３月 15日まで一時中止や工期の延長の措置等を行う。さらに、

中小・小規模事業者と国・地方公共団体等との契約等について、年度末

の納期・工期の変更や契約金額の見直しなど、国として柔軟な対応を行

うとともに、地方公共団体に対しても同様の対応を行うよう要請する。

あわせて、納期の延期等を行った事業等に係る予算の繰越に当たって

は、弾力的な対応を行う。 

このほか、新型コロナウイルス感染症対策に関連するマスクをはじ

めとした救援物資やライフラインを確保するための水・燃料など緊急

に通関を行う必要のある輸出入貨物について、優先して通関するとと

もに、簡易な通関手続等による対応を行う。 

  

○ 国際連携の強化 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた途上国に対し、世界

保健機関（ＷＨＯ）等の国際機関を通じ、医療・保健従事者、難民等へ

の技術協力・物資供与による緊急支援を行うなど、国際社会全体として

の感染症対策に積極的に貢献する。 

 

 ○ 地方公共団体における取組への財政支援 

  既に、緊急対応策第１弾の実施に際し、地方負担が生じる場合に特別

交付税を措置することとしている。さらに、本対応策の実行に際して必

要となる地方負担についても、地方公共団体の財政運営に支障が生じ

ることのないよう、引き続き適切に対応する。 
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（参考）緊急対応策第２弾の規模 

 

 緊急対応策第１弾（153億円）に加え、今年度予算の着実な執行と予備費 2,715

億円(一般会計 2,295 億円、特別会計 420 億円）の活用により、緊急対応策第

２弾として 4,308億円の財政措置を講ずる。 

 あわせて、資金繰り対策等に万全を期すため、日本政策金融公庫等に総額 1.6

兆円規模の金融措置を講ずる。 

 

１．財政措置（4,308 億円） 

（１）感染拡大防止策と医療提供体制の整備：486億円 

・ 保育所や介護施設等における感染拡大防止策：107億円 

・ 需給両面からの総合的なマスク対策：186億円 

・ ＰＣＲ検査体制の強化：10億円 

・ 医療提供体制の整備：133億円 

・ 治療薬等の開発加速：28億円                                      等 

 

（２）学校の臨時休業に伴って生じる課題への対応：2,463 億円 

・ 保護者の休暇取得支援等 

（新たな助成金：1,556億円、個人向け緊急小口資金等の特例：207億円） 

・ 放課後児童クラブ等の体制強化等：470億円 

・ 学校給食休止への対応：212億円 

・ テレワーク等の推進：12億円                                      等 

 

（３）事業活動の縮小や雇用への対応：1,192 億円 

・ 雇用調整助成金の特例措置の拡大：374億円 

・ 強力な資金繰り対策：782億円 

・ 観光業への対応：36億円                                         等 

 

（４）事態の変化に即応した緊急措置等:168億円 

・ ＷＨＯ等による感染国等への緊急支援に対する拠出:155億円          等 

 

２．金融措置（1.6 兆円規模） 

・ セーフティネット貸付・保証（6,060億円） 

・ 新型コロナウイルス感染症特別貸付（5,430億円） 

・ 日本政策投資銀行等による大企業・中堅企業等への金融支援（2,040 億円） 

・ 国際協力銀行によるサプライチェーン確保等への金融支援（2,500億円）等 

 

（注）第２弾の予備費 2,715 億円の内訳は、１．（1）346億円（うち一般会計 346億円）、 

（2）1,409億円（同 989億円）、（3）797億円（同 797億円）、（4）163億円（同 163億円）。 
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 
令和２年３月 28 日（令和２年４月７日改正） 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 
 
 
政府は、新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題であると

の認識の下、国民の生命を守るため、これまで水際での対策、まん延防止、医
療の提供等について総力を挙げて講じてきた。しかしながら、国内において、感
染経路の不明な患者の増加している地域が散発的に発生し、一部の地域で感
染拡大が見られてきたところであり、この状況を踏まえ、令和２年３月 26日、
新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24年法律第 31号。以下「法」
という。）附則第１条の２第１項及び第２項の規定により読み替えて適用す
る法第 14 条に基づき、新型コロナウイルス感染症のまん延のおそれが高
いことが、厚生労働大臣から内閣総理大臣に報告され、同日に、法第 15条
第１項に基づく政府対策本部が設置された。 
国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会

機能を維持することが重要である。 
そのうえで、まずは、「三つの密」を避けることをより一層推進し、さら

に、積極的疫学調査等によりクラスター（患者間の関連が認められた集団。
以下「クラスター」という。）の発生を封じ込めることが、いわゆるオーバー
シュートと呼ばれる爆発的な感染拡大（以下「オーバーシュート」という。）
の発生を防止し、感染者、重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止める
ためには重要である。 
また、必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて

実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが、上記の
封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重
要である。 
 あわせて、今後、国内で感染者数が急増した場合に備え、重症者等への対

42



応を中心とした医療提供体制等の必要な体制を整えるよう準備することも
必要である。 
既に国内で感染が見られる新型コロナウイルス感染症に関しては、次項

「一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実」に示すとおり、 
・ 肺炎の発生頻度が、季節性インフルエンザにかかった場合に比して
相当程度高く、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそ
れがあること、 

・  感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確
認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、全国的
かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ
すおそれがある状況であること 

が、総合的に判断できる。 
このようなことを踏まえて、令和 2年４月７日に、新型コロナウイルス

感染症対策本部長は法第 32 条第 1 項に基づき、緊急事態宣言を行った。
緊急事態措置を実施すべき期間は令和２年４月７日から令和２年５月６日
までの 29日間であり、緊急事態措置を実施すべき区域は埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県である。なお、緊急事態措
置を実施する必要がなくなったと認められるときは、期間内であっても速
やかに緊急事態を解除する。 
緊急事態の宣言は、新型コロナウイルス感染症の現状とともに、これま

での課題に照らし合わせて、法に基づく各施策を用いて感染拡大を防ぐと
ともに、この宣言の下、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業
者を含む国民が一丸となって、基本的な感染予防の実施や不要不急の外出
の自粛、後述する「三つの密」を避けることなど、自己への感染を回避す
るとともに、他人に感染させないように徹底することが必要である。 
実効性のある施策を包括的に確実かつ迅速に実行するにあたってはクラ

スター対策を行う体制の強化や医療提供体制の確保が喫緊の課題であり、
これまでの施策を十分な有効性を持たせて実施していくとともに、特に不
要不急の外出など外出自粛の要請等を強力に行い、人と人との接触を徹底
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的に低減することで、必要な対策を実施することとする。 
こうした対策を国民一丸となって実施することができれば、現在拡大し

ている感染を収束の方向に向かわせることが可能である。具体的には、国
民においては、不要不急の外出を避けること、「三つの密」や夜の街を極力
避けること、事業者においては、業務継続計画（BCP）に基づき、出勤者
の 4割減少はもとより、テレワークなどを活用することで、さらに接触の
機会を減らすことを協力して行っていく必要がある。30日間に急速に収束
に向かわせることに成功できたとすれば、数理モデルに基づけば、80%の
接触が回避できたと判断される。なお、政府としては、緊急事態を宣言し
ても、社会・経済機能への影響を最小限に留め、諸外国で行われている「ロ
ックダウン」（都市封鎖）のような施策は実施しない。 
本指針は、国民の生命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐる

状況を的確に把握し、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者
を含む国民が一丸となって、新型コロナウイルス感染症対策をさらに進めていく
ため、今後講じるべき対策を現時点で整理し、対策を実施するにあたって準
拠となるべき統一的指針を示すものである。 
なお、新型コロナウイルス感染症は新型インフルエンザとはウイルスも

病態も異なる感染症であることから、政府としては、地方公共団体、医療
関係者、専門家、事業者を含む国民の意見をくみ取りつつ、協力して直ち
に対策を進めていくこととする。 
 
一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 
 我が国においては、令和２年１月 15日に最初の感染者が確認された後、
４月６日までに、合計 44都道府県において合計 3,817人の感染者、80人
の死亡者が確認されている。特に、最近の状況としては、感染経路が特定
できていない感染者が 40.6%（令和 2年 4月 4日現在、4月１日までの状
況）を占める状況となっている。このことは、クラスターとして感染が見
られてきた特定の場所での感染に加え、これまで限定的であった日常生活
の中での感染のリスクが徐々に増大し始めていることを意味する。 
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国内の感染状況については、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議
（以下「専門家会議」という。）の見解として、今のところ諸外国のような、
オーバーシュートは見られていないが、都市部を中心にクラスター感染が
次々と報告され、患者数が急増し、そうした中、医療供給体制がひっ迫し
つつある地域が出てきており、医療供給体制の強化が喫緊の課題となって
いると状況分析されていたところであるが、特に 3 月 16 日から 4 月 1 日
にかけて、報告された感染者数は 817人から 2,299人と急増し、倍化時間
（2 倍になるまでの時間）は 4.0 日、感染経路の不明な患者数は 40.6％と
なっている。専門家会議では、繁華街の接客を伴う飲食店等のクラスター
の存在が指摘されており、院内感染や高齢者・福祉施設内感染とともに、
大きな問題となっている。また、無症候又は症状の明確でない者から感染
が広がるおそれがあるとの専門家の指摘も存在する。 
 一方で、海外の状況としては、新型コロナウイルス感染症が発生してい
る国は、南極大陸を除く全ての大陸に広がっており、イランや欧米ではオ
ーバーシュートの発生も確認されている。こういった状況の中で、本年３
月中旬から下旬にかけて、海外において感染し、国内に移入したと疑われ
る感染者が増加した。これらの者が国内で確認された感染者のうちに占め
る割合も 13％（３月 11日―３月 18日）から 29％（３月 19日―３月 25
日）に増加し、最大で 37％を超える日もあったが、水際対策の強化の結果、
現在は一定程度に収まっている。しかし、移入元の国については、流行当
初は中華人民共和国に集中していたものの、現在では欧米を中心に拡大し
ており、輸入症例の広域化の影響を受けている。 
国内の医療提供体制としては、感染者の急激な増加が見られる東京都と

大阪府では、既に重症者等に対する入院医療の提供体制に支障をきたすお
それがあると判断し、入院治療が必要ない軽症者を宿泊施設での療養に切
り替える旨発表している。また、東京都に隣接し、感染者数が 200人を超
える神奈川県も入院医療の切替えを行う方針であり、大都市圏を中心に医
療提供体制のひっ迫が現実のものとして現れ始めている。 
都道府県別の動向としては、特に東京都及び大阪府において、報告され
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た累積感染者数が令和 2 年 4 月 6 日現在、それぞれ 400 人以上（東京都
1,123人、大阪府 429人）、過去 1週間の倍化時間も 7日未満（東京都 5.0
日、大阪府 6.6 日）となっており、感染者数のさらなる急増の危険性があ
る。さらに、その近隣府県としては、埼玉県、千葉県、神奈川県、兵庫県、
京都府において累積感染者数が 100人を超えており、そのうち、京都府を
除く全ての府県で、感染経路が不明の感染者がほぼ半数を超えている。さ
らに、福岡県については、累積報告数が 100人以上となっており、倍化時
間が約 3日と急速な感染の広がりが見られ、感染経路の不明な症例の割合
が 7割を占めている状況にある。このように、東京都及び大阪府、埼玉県、
千葉県、神奈川県、兵庫県、福岡県については、特に重点的に感染拡大の
防止に向けた取組を進めていく必要がある。 
なお、これら７都府県以外の都道府県においても、今回の感染拡大防止

のための取組は政府、地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者を含む
国民が一丸となって行うものであることを踏まえ、地域の実情を踏まえつ
つ、迅速かつ適切に感染拡大防止のための措置を講ずることが必要である。 

 
 新型コロナウイルス感染症については、下記のような特徴がある。 
・ 一般的な状況における感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染である
が、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下で
あれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあ
るとされている。また、無症候の者からの感染の可能性も指摘されてい
る。一方、人と人との距離をとること（Social distancing; 社会的距離）
により、大幅に感染リスクが下がるとされている。 

・ 集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に①密閉空間（換気
の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの人が密集している）、③
密接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる）
という３つの条件（以下「三つの密」という。）のある場では、感染を
拡大させるリスクが高いと考えられる。また、これ以外の場であって
も、人混みや近距離での会話、特に大きな声を出すことや歌うことには
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リスクが存在すると考えられる。激しい呼気や大きな声を伴う運動につ
いても感染リスクがある可能性が指摘されている。 

・  現在のところ、感染が拡大している地域であっても、多くの場合、ラ
イブハウス、スポーツジム、医療機関、さらに最近になって繁華街の接
客を伴う飲食店等におけるクラスターでの感染拡大が中心であり、限定
的に日常生活の中での感染のリスクが生じてきているものの、広く市中
で感染が拡大しているわけではないと考えられる。 

・ 世界保健機関（World Health Organization: ＷＨＯ）によると、現時
点において潜伏期間は１-14日（一般的には約５日）とされており、ま
た、厚生労働省では、これまでの新型コロナウイルス感染症の情報など
も踏まえて、濃厚接触者については 14 日間にわたり健康状態を観察す
ることとしている。 

・ 新型コロナウイルスに感染すると、発熱や呼吸器症状が１週間前後持
続することが多く、強いだるさ（倦怠感）を訴える人が多いことが報告
されている。 

・ 中国における報告（令和２年３月９日公表）では、新型コロナウイルス感
染症の入院期間の中央値は 11 日間と、季節性インフルエンザの３日間
よりも、長くなることが報告されている。 

・ 罹患しても約８割は軽症で経過し、また、感染者の８割は人への感染はない
と報告されている。さらに入院例も含めて治癒する例も多いことが報告され
ている。 

・ 重症度としては、季節性インフルエンザと比べて死亡リスクが高いことが報
告されている。中国における報告（令和２年２月28日公表）では、確定患者
での致死率は2.3%、中等度以上の肺炎の割合は18.5%であることが報告され
ている。季節性インフルエンザに関しては、致死率は0.00016%-0.001%程度、
肺炎の割合は 1.1%-4.0%、累積推計患者数に対する超過死亡者数の比は約
0.1％であることが報告されている。このように新型コロナウイルス感染症に
おける致死率及び肺炎の割合は、季節性インフルエンザに比べて、相当程度高
いと考えられる。また、特に、高齢者・基礎疾患を有する者では重症化するリ
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スクが高いことも報告されており、医療機関や介護施設等での院内感染対策、
施設内感染対策が重要となる。上記の中国における報告では、年齢ごとの死亡
者の割合は、60歳以上の者では６%であったのに対して、30歳未満の者では
0.2%であったとされている。 

・  感染症法第12条に基づき、令和2年3月31日までに報告された患者にお
ける、発症日から報告日までの平均期間は9.0日であった。 

・ 現時点では、有効性が確認された特異的な抗ウイルス薬やワクチンは
存在せず、治療方法としては対症療法が中心である。なお、現時点では
ワクチンが存在しないことから、新型インフルエンザ等対策政府行動計
画に記載されている施策のうち、予防接種に係る施策については、本基
本的対処方針には記載していない。その一方で、治療薬については、いく
つか既存の治療薬から候補薬が出てきており、患者の観察研究等が進め
られている。 

 
二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針 
・ 情報提供・共有及びまん延防止策により、各地域においてクラスター等
の封じ込め及び接触機会の低減を図り、感染拡大の速度を抑制する。 

・ サーベイランス・情報収集及び適切な医療の提供により、重症者及び死
亡者の発生を最小限に食い止めるべく万全を尽くす。 

・ 的確なまん延防止策及び経済・雇用対策により、社会・経済機能への
影響を最小限にとどめる。 

・ なお、対策は、感染者の増加に伴い不可逆的に進むものではなく、例え
ば、地域で感染者が確認された早期の段階で、クラスター等の封じ込め
及び接触機会の低減が奏功し、当該地域での感染者の発生が抑制された
場合には、強化した対策を適宜適切に元に戻す。 

 
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 
（１）情報提供・共有 
① 政府は、以下のような、国民に対する正確で分かりやすく、かつ状況
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の変化に即応した情報提供や呼びかけを行い、行動変容に資する啓発を
進めるとともに、冷静な対応をお願いする。 
・ 発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供。 
・ 国民にわかりやすい疫学解析情報の提供。  
・ 手洗い、咳エチケット等の基本的な感染対策の徹底。 
・ 風邪症状など体調不良が見られる場合の休暇取得、学校の欠席、外
出自粛等の呼びかけ。 

・ 感染リスクを下げるため、医療機関を受診する時は、予め電話で相談す
ることが望ましいことの呼びかけ。 

・ 厚生労働省が作成する「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診
の考え方」をわかりやすく周知。 

・ 感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対
策に携わった方々に対する誤解や偏見に基づく差別を行わないことの呼び
かけ。 

・ 室内で「三つの密」を避ける。特に、日常生活及び職場において、人混み
や近距離での会話、多数の者が集まり室内において大きな声を出すことや歌
うこと、呼気が激しくなるような運動を行うことを避けるように強く促す。
飲食店等においても「三つの密」のある場面は避けること。 

・ 従業員及び学生の健康管理や感染対策の徹底についての周知。 
・ 家族以外の多人数での会食を避けること。 
・ 今回の対策では、「ロックダウン」（都市封鎖）のような施策は政府として
実施しないことを周知し、国民の落ち着いた対応（不要不急の帰省や旅行な
ど都道府県をまたいだ移動の自粛等や商店への殺到の回避及び買い占めの
防止）の呼びかけ。 

② 政府は、広報担当官を中心に、官邸のウェブサイトにおいて厚生労働省
等の関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的に連
携させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）等の媒体
も積極的に活用することで、迅速かつ積極的に国民等への情報発信を行う。 

③ 政府は、民間企業等とも協力して、情報が必ずしも届いていない層に十
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分な情報が行き届くよう、丁寧な情報発信を行う。 
④ 厚生労働省は、感染症の発生状況やクラスターの発生場所、規模等につ
いて迅速に情報を公開する。 

⑤ 外務省は、全世界で感染が拡大していることを踏まえ、各国に滞在す
る邦人等への適切な情報提供、支援を行う。 

⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張又は長期の
海外滞在のある事業所、留学や旅行機会の多い大学等においても、帰国
者への適切な情報提供を行い、渡航の是非の判断・確認や、帰国者に対
する２週間の外出自粛の要請等の必要な対策を講じるよう周知を図る。 

⑦ 政府は、国民、在留外国人、外国人旅行者及び外国政府への適切か
つ迅速な情報提供を行い、国内でのまん延防止と風評対策につなげる。 

⑧ 地方公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な手段により住
民に対して地域の感染状況に応じたメッセージや注意喚起を行う。 

⑨ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が行政文書の管理
に関するガイドライン（平成 23 年４月１日内閣総理大臣決定）に基づく
「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を行う。地方公共団
体も、これに準じた対応に努める。 

 
（２）サーベイランス・情報収集 
① 地方公共団体は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）第 12条
に基づく医師の届出により疑似症患者を把握し、医師が必要と認める検査
を実施する。 

② 厚生労働省は、感染が急速に拡大する中で、必要な検査ができるよう、
地方衛生研究所や民間の検査機関等の関係機関における検査体制の一層
の強化を図る。また、都道府県は、医療機関等の関係機関により構成される
会議体を設けること等により、ＰＣＲ等検査の実施体制の把握・調整等を図
り、民間の検査機関等を活用する。 

③ 都道府県別にＰＣＲ等検査の実施人数や陽性者数、陽性率等の分析結果を
定期的に公表する。 
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④ 厚生労働省は、感染症法第12条に基づく医師の届出とは別に、国内の流
行状況等を把握するため、既存のサーベイランスの効果的な利用やさらに
有効なサーベイランスの仕組みを構築する。仕組みの構築に当たっては現
場が混乱しないように留意する。 

⑤ 文部科学省及び厚生労働省は、学校等での集団発生の把握の強化を図る。 
⑥ 政府は、迅速診断用の簡易検査キット等の開発を引き続き可及的速やかに
進める。 

 
（３）まん延防止 
① 令和２年４月７日の緊急事態宣言は、政府や地方公共団体、医療関係
者、専門家、事業者を含む国民が一丸となって、これまでの施策をさら
に加速させることを目的として行うものである。接触機会の低減に徹底
的に取り組めば、事態を収束に向かわせることが可能であり、以下の対
策を進めることにより、最低 7割、極力 8割程度の接触機会の低減を目
指す。一方で、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、
法第５条の規定を踏まえ、その制限は必要最小限のものでなければなら
ないことから、特定都道府県（緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県）
は、まん延の防止に関する措置として、まずは法第 45 条第１項に基づ
く外出の自粛等について協力の要請を行うものとする。その上で、都道
府県による法第 24 条第９項に基づく施設の使用制限の要請を行い、特
定都道府県による法第 45 条第２項から第４項までに基づく施設の使用
制限の要請、指示等を行うにあたっては、特定都道府県は、国に協議の
上、必要に応じ専門家の意見も聞きつつ、外出の自粛等の協力の要請の
効果を見極めた上で行うものとする。政府は、新型コロナウイルス感染
症の特性及びまん延の状況を踏まえ、施設の使用制限の要請、指示等の
対象となる施設等の所要の規定の整備を行うものする。 

② 都道府県は、クラスターが発生しているおそれがある場合における
当該クラスターに関係する催物（イベント）や「三つの密」のある集
まりについては、開催の自粛の要請等を強く行う。特に、全国的かつ大
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規模な催物等の開催については、リスクへの対応が整わない場合は中止
又は延期することを含め、主催者による慎重な対応を求める。また、感
染が拡大傾向にあり、オーバーシュートの予兆がみられるなどの地域で
は、期間を示した上で、外出や催物の開催の自粛の要請等について迅速
に行う。一方、感染が収束に向かい始めた場合には、感染拡大のリスク
の低い活動から自粛の要請の解除を行うこととする。 

③ 特定都道府県は、法第 24条第 9項及び法第 45条第２項に基づき、感
染の拡大につながるおそれのある催物（イベント）開催の制限の要請
等を行う。これに関連し、国及び地方公共団体間で緊密に情報共有や連
携を行うものとする。これらの場合における要請等に当たっては、第１
段階として法第 24 条第９項による協力の要請を行うこととし、それに
正当な理由がないにもかかわらず応じない場合に、第２段階として法第
45条第２項に基づく要請、次いで同条第３項に基づく指示を行い、これ
らの要請及び指示の公表を行うものとする。 

④ 特定都道府県は、法第 45条第 2項に基づく要請等を行う場合、その
実施状況を適切に把握できるよう、職員体制をはじめ所要の環境整備を
行う。 

⑤ 都道府県及び市町村は、まん延防止策として、「三つの密」を避けるこ
とを徹底させるとともに、クラスター対策及び接触機会の低減を、地域
での感染状況及び医療提供体制を踏まえて、的確に打ち出す。 

⑥ 地方公共団体は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査に
より、個々の濃厚接触者に対する健康観察、外出自粛の要請等を行うとと
もに、感染拡大の規模を正確に把握する。このため、保健所の体制強化を
図る。 

⑦ 特定都道府県は、地域の特性に応じた実効性のある緊急事態措置を講じ
る。特定都道府県は、緊急事態措置を講じるにあたっては、法第５条を踏ま
え、必要最小限の措置とするとともに、講じる措置の内容及び必要性等につ
いて、住民に対し丁寧に説明する。特定都道府県は、緊急事態措置を実施す
るにあたっては、法第 20 条に基づき政府対策本部と密接に情報共有する。
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政府対策本部は、専門家の意見をききながら、必要に応じ、特定都道府県と
総合調整を行う。 

⑧ 特定都道府県は、緊急事態措置について、罰則を伴う外出禁止の措置や都
市間の交通の遮断等、諸外国で行われている「ロックダウン」（都市封鎖）
のような施策とは異なるものであることを、政府と協力しつつ、住民に対し
周知する。加えて、特定都道府県は、緊急事態措置を講じること等に伴い、
不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することは、まん
延防止の観点から、極力避けるよう、また、食料・医薬品や生活必需品の買
い占め等の混乱が生じないよう、住民に冷静な対応を促す。 

⑨ 特定都道府県は、必要に応じ、期間及び区域を示したうえで、まずは、法
第45条第１項に基づく外出の自粛要請を行う。基本的対処方針等諮問委員
会の意見も踏まえ、一定期間、外出自粛により、まん延の抑え込みを図る。
外出の自粛の対象とならない外出の具体例としては、医療機関への通院、食
料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や
散歩など生活の維持のために必要なものが考えられる。なお、外出自粛等の
要請の期間としては、対応が効果をあげるために必要な期間、感染日から発
症日までの平均期間（平均潜伏期間）、対応の効果を検知することができる
までの期間として、基本的対処方針等諮問委員会の意見等も踏まえ、３０日
程度が適当と考えられる。ただし、実際にこれらの措置を実施するにあたっ
ては、期間について柔軟に判断を行い、地域の状況を踏まえて、短縮及び延
長を適切に行う。 

⑩ 職場への出勤は、外出自粛等の要請から除かれるものであるが、特定都道
府県は、まずは在宅勤務（テレワーク）を強力に推進する。職場に出勤する
場合でも、時差出勤、自転車通勤等、人との交わりを低減する取組を今まで
以上に強力に推進する。指定公共機関等はまん延防止対策に関するBCPの
策定・実施を図っており、特定都道府県は、取組をさらに強化を促す。また、
職場においては、感染防止のための取組（手洗い、咳エチケット、事業場
の換気励行、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従
業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等）を促すとともに、「三つ
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の密」を避ける行動を徹底するよう促す。外出自粛等の要請にあたっては、
現にクラスターが多数発生している繁華街の接客を伴う飲食店等について
は、年齢等を問わず、強く外出を自粛するよう促すとともに、まん延の状況
や人の移動の実態等を踏まえ、域内のみならず、域外への外出も対象とす
る。 

⑪ 特定都道府県は、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事
業者については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、
業務の継続を要請する。事業においては、「三つの密」を避けるための必要
な対策を講じることとする。なお、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠
な業務を行う事業者とは、法第２条に規定される指定公共機関及び指定地
方公共機関や法第 28 条に規定される登録事業者を参考とし、これら医療、
国民生活・国民経済維持の業務をサポートする事業者等にも留意し、別添に
例示する。 

⑫ 政府及び特定都道府県は、事業者の円滑な活動を支援するため、事業者か
らの相談窓口の設置、物流体制の確保、ライフラインの万全の体制の確保等
に努める。 

⑬ 大都市圏の都道府県は、人口及び人口密度が高く、交通の要所でもあ
ることを踏まえて、全国的かつ急速なまん延の起点とならないよう、上
記のまん延防止のための対策を十分に行う。それ以外の都道府県であっ
ても、全国的かつ急速なまん延のおそれがあることから適切な対策を講
ずる。 

⑭  政府及び地方公共団体は、飲食店については、施設の使用制限等の対
象とはなってはいないが、「三つの密」が重なることがないよう、所要の
感染防止策を講じるよう促す。食堂、レストラン、喫茶店などについて
は、換気、人と人との間隔を適切にとること等に注意するなど、「三つの
密」を避けるための所要の感染防止を呼び掛ける。また、キャバレー、
ナイトクラブ等の遊興施設については、クラスター発生の状況等を踏ま
え、外出自粛の周知を行う。 

⑮ 政府は、関係機関と協力して、クラスター対策にあたる専門家の確
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保及び育成を行う。 
⑯ 厚生労働省及び都道府県は、関係機関と協力して、特に、感染拡大の
兆しが見られた場合には、専門家やその他人員を確保し、その地域への
派遣を行う。 

⑰ 政府及び地方公共団体は、クラスター対策を抜本強化するという観点か
ら、保健所の体制強化に迅速に取り組む。これに関連し、都道府県は、管内
の市町村と迅速な情報共有を行い、また、対策を的確かつ迅速に実施する
ため必要があると認めるときは、法第24条に基づく総合調整を行う。さら
に、都道府県は、クラスターの発見に資するよう、都道府県間の迅速な情報
共有に努めるとともに、政府は、対策を的確かつ迅速に実施するため必要
があると認めるときは、法第20条に基づく総合調整を行う。なお、政府は、
感染症法第 12 条に基づく都道府県知事等から厚生労働大臣への報告が迅
速に行えるよう必要な支援を行う。また、政府は、民間事業者等と協力し
て、SNS等の技術を活用して、感染状況等の把握を行う仕組みを構築する。 

⑱ 文部科学省は、４月１日に改定した「新型コロナウイルス感染症に対
応した臨時休業の実施に関するガイドライン」等において示した、臨時
休業の実施に係る考え方について周知を行うとともに、今後の感染拡大
の状況や専門家会議の見解を踏まえ、厚生労働省の協力を得つつ、必要
に応じ、追加的な考え方等を示す。都道府県は、学校設置者に対し、保
健管理等の感染症対策について指導するとともに、地域の感染状況や学
校関係者の感染者情報について速やかに情報共有する。 

⑲ 厚生労働省は、保育所や放課後児童クラブ等について、保育の縮小や
臨時休園等についての考え方を示す。その際、可能な保護者に登園を控
えるようお願いするなど保育等の提供を縮小して実施することや、医療
従事者や社会の機能を維持するために就業継続が必要な者、ひとり親な
どで仕事を休むことが困難な者の子ども等の保育等を確保しつつ臨時
休園することの考え方を示す。 

⑳ 政府は、関係機関と協力して、公共交通機関その他の多数の人が集ま
る施設における感染対策を徹底する。 
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㉑ 政府及び特定都道府県以外の都道府県は、職場等における感染の拡大
を防止するため、BCPに基づく対応のさらなる強化、労働者を使用する
事業者に対し職場内においても「三つの密」を避けることとともに、事
業場内及び通勤・外勤時の感染防止のための行動（手洗い、咳エチケッ
ト等）の徹底、在宅勤務（テレワーク）や時差通勤、自転車通勤の積極
的な活用、事業場の換気等の励行、発熱等の風邪症状が見られる労働者
への出勤免除（テレワークの指示を含む。）や外出自粛勧奨、出張による
移動を減らすためのテレビ会議の利用等を強力に呼びかける。 

㉒ 政府は、水際対策について、国内への感染者の流入及び国内での感染
拡大を防止する観点から、入国制限、渡航中止勧告、帰国者のチェック・
健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措置等を引き続き実施する。
なお、厚生労働省は、関係省庁と連携し、健康観察について、保健所の
業務負担の軽減や体制強化等を支援する。 

㉓ 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発生の状況を踏まえて、必要
に応じ、国土交通省は、航空機の到着空港の限定の要請等を行うととも
に、厚生労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。 

㉔ 厚生労働省は、停留に利用する施設が不足する場合には、法第 29 条
の適用も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、停留に
利用可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を行うことで停留施設の
確保に努める。 

 
（４）医療等 
① 厚生労働省は、地方公共機関や関係機関と協力して、感染拡大の状況
に応じ、以下のように、地域ごとに柔軟な医療提供体制を確保する。 
・ 現行では、帰国者・接触者相談センター及び帰国者・接触者外来により、
適切な感染管理を行った上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者へ
の外来医療を提供すること。 

・ また、医師の判断により検査を実施し、患者が認められた場合には、感染
症法第19条に基づく感染症指定医療機関等への入院勧告・措置を実施し、
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まん延防止を行いつつ、患者に対し、適切な医療を提供すること。 
・ 患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障をきたすおそれが
あると判断する都道府県では、厚生労働省に相談の上、重症者等に対する医
療提供に重点を移す観点から、入院治療が必要ない軽症者等は自宅療養とし、
電話等情報通信機器を用いて遠隔で健康状態を把握していくとともに、医師
が必要とした場合には電話等情報通信機器を用いて診療を行う体制を整備
すること。 

・ また、自宅療養とする際、家族構成等から高齢者や基礎疾患を有する者等
への感染のおそれがある場合には、地方公共団体は、軽症者が宿泊施設等で
の療養を行うことや、同居家族が一時的に別の場所に滞在すること等、家族
内感染のリスクを下げるための取組を講じること。地方公共団体は、予め、
ホテルなど一時的な宿泊施設の確保に努めるとともに、国は、地方公共団体
と密接に連携し、地方公共団体の取組を支援すること。 

・ 患者が更に増加し帰国者・接触者外来での医療提供に支障をきたすおそれ
がある地域では、地域の感染状況や医療需要に応じ、帰国者・接触者相談セ
ンターの体制を強化したうえで、帰国者・接触者外来を増設し、専属的な人
材を確保するなど外来を早急に受診できる体制を整備すること。 

・ さらに患者が増加し増設した帰国者・接触者外来での医療提供の限度を超
えるおそれがあると判断する都道府県では、厚生労働省に相談の上、必要な
感染予防策を講じた上で、一般の医療機関での外来診療を行うこと。 

・ こうした状況では、感染への不安から安易に医療機関を受診することでか
えって感染するリスクを高める可能性があることも踏まえ、症状が軽度であ
る場合は、自宅での安静・療養を原則とし、状態が変化した場合に、かかり
つけ医等に相談した上で、受診するよう周知すること。 

② 厚生労働省は、地方公共団体や関係機関と協力して、オーバーシュー
トや今後の感染者の大幅な増加を見据え、必要に応じ、法第 31 条に基
づく医療等の実施の要請等も念頭におきつつ、以下のように、医療提供
体制の確保を進める。 
・ 例えば、新型コロナウイルス感染症の患者を集約して優先的に受け入れる
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医療機関の指定など、地域の医療機関の役割分担を行うとともに、結核病床
や一般の医療機関の一般病床等の活用も検討し、ピーク時の入院患者を受け
入れるために必要な病床を確保すること。 

・ 医療提供体制を支える医薬品や医療機器、医療資材の製造体制を確保
し、必要な医療機関に迅速かつ円滑に提供できる体制を確保するととも
に、専門性を有する医療従事者や人工呼吸器等の必要な医療機器・物資・
感染防御に必要な資材等を迅速に確保し、適切な感染対策の下での医療提
供体制を整備すること。 

・ 医療機関は、BCPも踏まえ、必要に応じ、医師の判断により延期が
可能と考えられる予定手術や予定入院の延期を検討すること。 

・ 地域の診療所など一般の医療機関に勤務している医療従事者の派遣を
検討すること。 

・ 例えば、重症化しやすい方が来院するがんセンター、透析医療機関及び産
科医療機関などは、必要に応じ、新型コロナウイルス感染症への感染が疑わ
れる方への外来診療を原則行わない医療機関として設定すること。 

・ 仮設の診療所や病棟の設置、非稼働病床の利用、特定都道府県による法第
48 条に基づく臨時の医療施設を開設するにあたって、必要な支援を行うこ
と。 

・ 医療提供体制のひっ迫及びオーバーシュートの発生に備え、都道府県域を
越える場合も含めた広域的な患者の受入れ体制を確保すること。 

③ 厚生労働省は、医療機関及び高齢者施設等における施設内感染を徹底的
に防止する観点から、地方公共団体と協力して、以下の事項について周知徹
底を行う。 
・ 医療機関及び高齢者施設等の設置者に対して、従事者等が感染源とな
らないよう、「三つの密」が同時に重なる場を徹底して避けるとともに、
症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用する、手洗い・
手指消毒の徹底、パソコンやエレベーターのボタンなど複数の従事者が
共有するものは定期的に消毒する、食堂や詰め所でマスクをはずして飲
食をする場合、他の従事者と一定の距離を保つ、日々の体調を把握して
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少しでも調子が悪ければ自宅待機するなどの対策に万全を期すこと。 
・ 医療機関及び高齢者施設等に対して、面会者からの感染を防ぐため、
面会は緊急の場合を除き一時中止すべきこと。 

・ さらに、患者、利用者からの感染を防ぐため、感染が流行している地
域においては、施設での通所サービスなどの一時利用を中止又は制限す
る、入院患者、利用者の外出、外泊を制限する等の対応を検討すべきで
あること。 

・ 医療機関及び高齢者施設等に対して、入院患者、利用者等について、
新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、早急に個室隔離し、保健所
の指導の下、感染対策を実施し、標準予防策、接触予防策、飛沫感染予
防策を実施すること。 

④ 政府及び都道府県は、特に新型コロナウイルス感染症を疑う患者にPCR 
検査や入院の受け入れを行う医療機関等に対しては、マスク等の個人防護
具を優先的に確保する。 

⑤ 都道府県は、③の周知に協力するともに、感染者と非感染者の空間を分け
るなどを含む感染防御策の更なる徹底などを通して、医療機関及び施設内
での感染の拡大に特に注意を払う。また、特に感染が疑われる医療、施設従
事者及び入院患者等については、率先してＰＣＲ検査等を受けさせるよう
にする。 

⑥ 厚生労働省は、この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、次の事項に取
り組む。 
・ 関係省庁と協力して、オーバーシュートの発生に備えて、感染症病床等の
利用状況について一元的かつ即座に把握可能とする仕組みの構築を進める
こと。 

・ 外来での感染を防ぐため、関係機関と協力して、医療機関の外来において、
一般の患者も含め、混雑を生じさせないよう、予約による診療や動線が適切
に確保された休日夜間急患センターの施設活用などを推進すること。 

・ 妊産婦に対する感染を防止する観点から、医療機関における動線分離等の
感染対策の徹底に加え、関係機関と協力して、感染が疑われる妊産婦への早

59



めの相談の呼びかけや、妊娠中の女性労働者に配慮した休みやすい環境整備
などの取組を推進すること。 

・ 関係機関と協力して、外国人が医療を適切に受けることができるよう、医
療通訳の整備などを、引き続き、強化すること。 

・ 関係省庁・関係機関とも連携し、有効な治療薬やワクチン等の開発を加速
すること。特に、他の治療で使用されている薬剤のうち、効果が期待される
ものについて、その効果を検証するための臨床研究・治験等を速やかに実施
すること。 

・ 法令に基づく健康診断及び予防接種については、適切な感染対策の下で実
施されるよう、時期や時間等に配慮すること。 

⑦ 政府は、上記に関し、地方公共団体等に対する必要な支援を行う。 
 
（５）経済・雇用対策 

 政府は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するとともに、新型
コロナウイルス感染症による内外経済や国民生活への影響を注意深く見
極めながら、機動的に、必要かつ十分な経済財政政策を躊躇なく行うこと
とし、日本経済を確かな成長軌道へと戻すための思い切った措置を講じて
いく。特に、新型コロナウイルスの感染拡大により経済活動が縮小する中
で影響を受けているフリーランスを含め、様々な形態で働く方々の雇用や
生活を維持するとともに、中小・小規模事業者や個人事業主の方々が継続
して事業に取り組めるよう制度を整える。 

 
（６）その他重要な留意事項 
１）人権への配慮等 
① 政府は、患者・感染者や対策に携わった方々等の人権に配慮した取
組を行う。 

② 政府は、海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受け入れ支援
やいじめ防止等の必要な取組を実施する。 

③ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合においては、国民の
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自由と権利の制限は必要最小限のものとするとともに、女性や障害者
などに与える影響を十分配慮して実施するものとする。 

④  政府は、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者が風
評被害を受けないよう、国民への普及啓発等、必要な取組を実施する。 

⑤ 政府及び地方公共団体は、マスク及び個人防護具、医薬品、医薬部
外品、食料品等に係る物価の高騰及び買占め、売り惜しみを未然に回
避し又は沈静化するため、必要に応じ、法第 59条に基づく措置を講
じる。 

⑥ 政府及び地方公共団体は、外出を自粛する方々の心のケアや自宅で
のDVや虐待の発生防止に取り組むとともに、在宅の一人暮らしの高
齢者や障害者などの要援護者に対して、市町村が行う見守り等に対し
て適切に支援する。 

２）物資・資材等の供給 
① 政府は、国民や地方公共団体の要望に応じ、マスク、個人防護具や
消毒薬、食料品等の増産や円滑な供給を関連事業者に要請する。また、
政府は、感染防止や医療提供体制の確保のため、マスク、個人防護具、
人工呼吸器等の必要な物資を国の責任で確保し、必要に応じ、法第 54
条に基づく緊急輸送の要請や法第 55条に基づく売渡しの要請等を行
う。例えば、マスク等を国で購入し、必要な医療機関や介護施設等に
優先配布することや、感染拡大防止策が特に必要と考えられる地域に
おいて必要な配布を行う。 

② 政府は、マスクや消毒薬等の国民が必要とする物資を確保するため、
国民生活安定緊急措置法（昭和48年法律第121号）第26条第１項を適
用し、マスクの転売行為を禁止するとともに、過剰な在庫を抱えることの
ないよう消費者や事業者に冷静な対応を呼びかける。また、政府は、繰り
返し使用可能な布製マスクの普及を進める。 

③ 政府は、事態の長期化も念頭に、マスクや抗菌薬の原薬を含む医薬品、
医療機器等の医療の維持に必要な資材の安定確保に努めるとともに、国産
化の検討を進める。 
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３）関係機関との連携の推進 
① 政府は、地方公共団体を含む関係機関等との双方向の情報共有を強
化し、対策の方針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把握を
行う。 

② 政府は、対策の推進にあたっては、地方公共団体等の関係者の意見
を十分聞きながら進める。 

③ 地方公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含めすべて
の部局が協力して対策にあたる。 

④ 政府は、国際的な連携を密にし、ＷＨＯや諸外国・地域の対応状況
等に関する情報収集に努める。また、日本で得られた知見を積極的に
ＷＨＯ等の関係機関や諸外国・地域と共有し、今後の対策に活かして
いくとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受ける
国・地域に対する国際社会全体としての対策に貢献する。 

⑤  政府は、基礎医学研究及び臨床医学研究、疫学研究を含む社会医学
研究等の研究体制に対する支援を通して、新型コロナウイルス感染症
への対策の推進を図る。 

⑥  都道府県は、近隣の特定都道府県が緊急事態宣言後の様々な措置を
行うにあたり、その要請に応じ、必要な支援を行う。 

⑦  特定都道府県は、緊急事態宣言後の様々な措置を実施するにあたっ
ては、予め政府対策本部と協議し、迅速な情報共有を行う。政府対策
本部長は、特定都道府県が適切に緊急事態措置を講じることができる
よう、専門家の意見を踏まえつつ、特定都道府県と総合調整を行う。 

⑧ 緊急事態宣言後の様々な措置を実施した際には、特定都道府県知事
及び指定行政機関の長は政府対策本部長に、特定市町村長及び指定地
方公共機関の長はその所在する特定都道府県知事に、指定公共機関の
長は所管の指定行政機関に、その旨及びその理由を報告する。政府対
策本部長は国会に、特定都道府県知事及び指定行政機関の長は政府対
策本部長に、報告を受けた事項を報告する。 

４）社会機能の維持 
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① 政府、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、職員にお
ける感染を防ぐよう万全を尽くすとともに、万が一職員において感染者又
は濃厚接触者が確認された場合にも、職務が遅滞なく行えるように対策を
予め講じる。特に、テレビ会議及びテレワークの活用に努める。 

② 地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、電気、ガス、水
道、公共交通、通信、金融業等の維持を通して、国民生活及び国民経済へ
の影響が最小となるよう公益的事業を継続する。 

③ 政府は、指定公共機関の公益的事業の継続に支障が生じることがないよ
う、必要な支援を行う。 

④ 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民生
活及び国民経済安定のため、事業の継続を図る。 

⑤ 政府は、事業者のサービス提供水準に係る状況の把握に努め、必要
に応じ、国民への周知を図る。 

⑥ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブルなどを防止するた
め、必要に応じ、警戒警備を実施する。 

⑦ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、取締りを徹底
する。 

５）緊急事態宣言後の取組 
政府は、緊急事態宣言を行った後にも、特定都道府県や基本的対処方

針等諮問委員会等との定期的な情報交換を通じ、感染状況の変化、施策
の実施状況等を定期的に分析・評価し、必要に応じて、国民や関係者へ
情報発信を行う。また、緊急事態解除宣言を行った後にも、引き続き、
警戒を行い、国内外の感染状況を分析し、それまでの知見に基づき、よ
り有効な対策を実施する。 

６）その他 
① 政府は、必要に応じ、他法令に基づく対応についても、講ずること
とする。 

② 今後の状況が、緊急事態宣言の要件等に該当するか否かについて
は、海外での感染者の発生状況とともに、感染経路の不明な患者や
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クラスターの発生状況等の国内での感染拡大及び医療提供体制のひ
っ迫の状況を踏まえて、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ
すおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針
等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断することとす
る。 

③ 政府は、基本的対処方針を変更し、又は、緊急事態の継続若しくは
終了するにあたっては、新たな科学的知見、感染状況、施策の実行状
況等を考慮した上で、基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏ま
えた上で臨機応変に対応する。 
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(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 

 

 

 以下事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただき

つつ、事業の継続を求める。 

 

１．医療体制の維持 

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応も

あるため、すべての医療関係者の事業継続を要請する。 

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販

売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供など、患者の治療に必要な

すべての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 

２．支援が必要な方々の保護の継続 

・高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関

係者（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係

者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者などが生活する上

で必要な物資・サービスに関わるすべての製造業、サービス業を含む。 

３．国民の安定的な生活の確保 

・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを

提供する関係事業者の事業継続を要請する。 

① インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・ＬＰガス、上下水道、通

信・データセンター等） 

② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・

ネット通販等） 

③ 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等） 

④ 食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テークアウト、生活必需物資の小売関係

（百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等） 

⑤ 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等） 

⑥ 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等） 

⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等） 

⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等） 

⑩ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サ

ービス、自家用車等の整備等） 
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４．社会の安定の維持 

・社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、企業の活動を維

持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続

を要請する。 

① 金融サービス（銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決

済サービス等） 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、

航空・空港管理、郵便等） 

③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機、潜水艦等） 

④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス（ビルメンテナンス、セキュリティ

関係等） 

⑤ 安全安心に必要な社会基盤（河川や道路などの公物管理、公共工事、廃棄物

処理、個別法に基づく危険物管理等） 

⑥ 行政サービス等（警察、消防、その他行政サービス） 

⑦ 育児サービス（託児所等） 

 

５．その他 

・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの（高炉や半導体

工場など）、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの

（サプライチェーン上の重要物を含む。）を製造しているものについては、

感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の

業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。 
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 
令和２年３月 28日（令和２年５月 25日変更） 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 
 
 
政府は、新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題であると

の認識の下、国民の生命を守るため、これまで水際での対策、まん延防止、医
療の提供等について総力を挙げて講じてきた。国内において、感染経路の不明
な患者の増加している地域が散発的に発生し、一部の地域で感染拡大が見ら
れてきたため、令和２年３月 26日、新型インフルエンザ等対策特別措置法
（平成 24 年法律第 31 号。以下「法」という。）附則第１条の２第１項及
び第２項の規定により読み替えて適用する法第 14 条に基づき、新型コロ
ナウイルス感染症のまん延のおそれが高いことが、厚生労働大臣から内閣
総理大臣に報告され、同日に、法第 15 条第１項に基づく政府対策本部が
設置された。 
国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会

機能を維持することが重要である。 
そのうえで、まずは、後述する「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人

との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」などの基本的
な感染対策を行うことをより一層推進し、さらに、積極的疫学調査等によ
りクラスター（患者間の関連が認められた集団。以下「クラスター」という。）
の発生を抑えることが、いわゆるオーバーシュートと呼ばれる爆発的な感
染拡大（以下「オーバーシュート」という。）の発生を防止し、感染者、重
症者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるためには重要である。 
また、必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて

実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが、上記の
封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重
要である。 
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 あわせて、今後、国内で感染者数が急増した場合に備え、重症者等への対
応を中心とした医療提供体制等の必要な体制を整えるよう準備することも
必要である。 
既に国内で感染が見られる新型コロナウイルス感染症に関しては、 
・ 肺炎の発生頻度が、季節性インフルエンザにかかった場合に比して
相当程度高く、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそ
れがあること 

・  感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確
認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、全国的
かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ
すおそれがある状況であること 

が、総合的に判断されている。 
このようなことを踏まえて、令和 2年４月７日に、新型コロナウイルス

感染症対策本部長（以下「政府対策本部長」という。）は法第 32条第 1項
に基づき、緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和
２年４月７日から令和２年５月６日までの 29 日間であり、緊急事態措置
を実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県
及び福岡県とした。また、４月 16日に、上記７都府県と同程度に感染拡大
が進んでいる道府県として北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京
都府について緊急事態措置を実施すべき区域に加えるとともに、それ以外
の県においても都市部からの人の移動等によりクラスターが各地で発生し、
感染が拡大傾向に見られることなどから、人の移動を最小化する観点等よ
り、全都道府県について緊急事態措置を実施すべき区域とすることとした。
これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間は、令和２年４月 16
日から令和２年５月６日までとした。 
令和 2年 5月 4日に、感染状況の変化等について分析・評価を行ったと

ころ、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者を含む国民の一
丸となった取組により、全国の実効再生産数は１を下回っており、新規報
告数は、オーバーシュートを免れ、減少傾向に転じるという一定の成果が
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現れはじめる一方、引き続き医療提供体制がひっ迫している地域も見られ、
当面、新規感染者を減少させる取組を継続する必要があったことから、同
日、法第 32 条第 3 項に基づき、引き続き全都道府県について緊急事態措
置を実施すべき区域とし、これらの区域において緊急事態措置を実施すべ
き期間を令和２年５月 31日まで延長することとした。 
令和 2年 5月 14日には、その時点での感染状況の変化等について分析・

評価を行い、後述する緊急事態措置を実施すべき区域の判断にあたっての
考え方（以下「区域判断にあたっての考え方」という。）を踏まえて総合的
に判断し、同日、法第 32 条第 3 項に基づき、緊急事態措置を実施すべき
区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び
兵庫県とする変更を行った。 
また、令和 2 年 5 月 21 日には、同様に、分析・評価を行い、総合的に

判断し、法第 32 条第 3 項に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域を北
海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県とする変更を行った。 
その後、令和 2 年 5 月 25 日に改めて感染状況の変化等について分析・

評価を行い、「区域判断にあたっての考え方」を踏まえて総合的に判断した
ところ、全ての都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域に該当しないこ
ととなった。そのため、同日、政府対策本部長は、緊急事態措置を実施す
る必要がなくなったと認められることから、法第 32 条第 5 項に基づき、
緊急事態解除宣言を行うこととする。 
緊急事態宣言が解除された後は、一定の移行期間を設け、外出の自粛や

施設の使用制限の要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レベルを引
き上げていくこととなる。その場合において、後述する感染拡大を予防する
「新しい生活様式」の定着や、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドラ
イン等の実践が前提となる。また、再度、感染の拡大が認められた場合には、
的確な経済・雇用対策を講じつつ、速やかに強い感染拡大防止対策等を講じ
る必要がある。 
そのため、引き続き、政府及び都道府県は感染の状況等を継続的に監視

するとともに、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者を含む
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国民が相互に連携しながら、「三つの密」の回避や「人と人との距離の確保」
「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対
策の継続など、感染拡大を予防する「新しい生活様式」を社会経済全体に
定着させていく必要がある。事業者において、業種ごとに策定される感染
拡大予防ガイドライン等が実践されることも重要である。 
また、再度、感染が拡大する場合に備える必要がある。新規感染者数の

増大に十分対応することができるよう、医療提供体制の維持に向けて万全
の準備を進めておく必要があるほか、検査体制の強化、保健所の体制強化
及びクラスター対策の強化等に取り組むことが重要である。 
こうした取組を実施することにより、感染拡大の防止と社会経済活動の

維持の両立を持続的に可能としていく。 
本指針は、国民の生命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐる

状況を的確に把握し、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者
を含む国民が一丸となって、新型コロナウイルス感染症対策をさらに進めていく
ため、今後講じるべき対策を現時点で整理し、対策を実施するにあたって準
拠となるべき統一的指針を示すものである。 
 
一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 
 我が国においては、令和２年１月 15日に最初の感染者が確認された後、
５月 23日までに、合計 46都道府県において合計 16,375人の感染者、820
人の死亡者が確認されている。 
都道府県別の動向としては、東京都及び大阪府、北海道、茨城県、埼玉

県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、兵庫県、福岡
県の 13 都道府県については、累積患者数が 100 人を超えるとともに、感
染経路が不明な感染者数が半数程度以上に及んでおり、また直近 1週間の
倍加時間が 10 日未満であったことなどから、特に重点的に感染拡大の防
止に向けた取組を進めていく必要がある都道府県として、本対処方針にお
いて特定都道府県（緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県）の中でも
「特定警戒都道府県」と位置付けて対策を促してきた。 
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また、これら特定警戒都道府県以外の県についても、都市部からの人の
移動等によりクラスターが都市部以外の地域でも発生し、感染拡大の傾向
が見られ、そのような地域においては、医療提供体制が十分に整っていな
い場合も多く、感染が拡大すれば、医療が機能不全に陥る可能性が高いこ
とや、政府、地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者を含む国民が一
丸となって感染拡大の防止に取り組むためには、全都道府県が足並みをそ
ろえた取組が行われる必要があることなどから、全ての都道府県について
緊急事態措置を実施すべき区域として感染拡大の防止に向けた対策を促し
てきた。 
その後、令和 2年 5月 1日及び 4日の新型コロナウイルス感染症対策専

門家会議（以下「専門家会議」という。）の見解を踏まえ、5 月上旬には、
未だ全国的に、相当数の新規報告数が確認されており、今後の急激な感染
拡大を抑止できる程度にまで、新規感染者を減少させるための取組を継続
する必要があったことなどから、引き続き、それまでの枠組みを維持し、
全ての都道府県について緊急事態措置を実施すべき区域（特定警戒都道府
県は前記の 13都道府県とする。）として感染拡大の防止に向けた取組を進
めてきた。 
その後、全国的に新規報告数の減少が見られ、また、新型コロナウイル

ス感染症に係る重症者数も減少傾向にあることが確認され、さらに、病床
等の確保も進み、医療提供体制のひっ迫の状況も改善されてきた。 
緊急事態措置を実施すべき区域の判断にあたっては、これまで基本的対

処方針においても示してきたとおり、以下の三点に特に着目した上で、総
合的に判断する必要がある。 
①感染の状況（疫学的状況） 

オーバーシュートの兆候は見られず、クラスター対策が十分に実施可
能な水準の新規報告数であるか否か。 

②医療提供体制 
感染者、特に重症者が増えた場合でも、十分に対応できる医療提供体

制が整えられているか否か。 
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③監視体制 
  感染が拡大する傾向を早期に発見し、直ちに対応するための体制が整
えられているか否か。 

 これらの点を踏まえ、各区域について、緊急事態措置を実施する必要が
なくなったと認めるにあたっても、新型コロナウイルス感染症の感染の状
況、医療提供体制、監視体制等を踏まえて総合的に判断する（区域の判断
にあたっての考え方）。 
感染の状況については、１週間単位で見て新規報告数が減少傾向にある

こと、及び、３月上中旬頃の新規報告数である、クラスター対策が十分に
実施可能な水準にまで新規報告数が減少しており、現在のＰＣＲ検査の実
施状況等を踏まえ、直近１週間の累積報告数が 10 万人あたり 0.5 人程度
以下であることを目安とする。直近１週間の 10万人あたり累積報告数が、
１人程度以下の場合には、減少傾向を確認し、特定のクラスターや院内感
染の発生状況、感染経路不明の症例の発生状況についても考慮して、総合
的に判断する。 
医療提供体制については、新型コロナウイルス感染症の重症者数が持続

的に減少しており、病床の状況に加え、都道府県新型コロナウイルス対策
調整本部、協議会の設置等により患者急増に対応可能な体制が確保されて
いることとする。 
監視体制については、医師が必要とするＰＣＲ検査等が遅滞なく行える

体制が整備されていることとする。 
令和２年５月 14日には、以上の「区域判断にあたっての考え方」を踏ま

えて総合的に判断したところ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川
県、京都府、大阪府及び兵庫県の８都道府県については、直近１週間の累
積報告数が 10 万人あたり 0.5 人以上であることなどから、引き続き特定
警戒都道府県として、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めて
いくこととなった。 
また、令和 2 年 5 月 21 日には、同様に、分析・評価を行い、総合的に

判断したところ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の 5都道
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県については、直近１週間の累積報告数が 10 万人あたり 0.5 人以上であ
ることなどから、引き続き特定警戒都道府県として、特に重点的に感染拡
大の防止に向けた取組を進めていく必要があった。 
その後、令和 2 年 5 月 25 日に改めて感染状況の変化等について分析・

評価を行い、「区域判断にあたっての考え方」を踏まえて総合的に判断した
ところ、全ての都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域に該当しないこ
ととなったため、同日、緊急事態解除宣言が発出された。 
緊急事態宣言が解除された後も、全ての都道府県において、後述する「（３）

まん延防止６）緊急事態宣言解除後の都道府県における取組等」を踏まえ、
基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要があるとともに、感染の状況
等を継続的に監視し、その変化に応じて、迅速かつ適切に感染拡大防止の取
組を行う必要がある。 
また、再度、感染が拡大し、まん延のおそれがあると認められ、緊急事態

措置を実施すべき区域とするにあたっては、４月７日時点の感染の状況も踏
まえて、令和 2年４月７日変更の基本的対処方針で示してきた考え方と基本
的には同様の考え方に立ち、オーバーシュートの予兆が見られる場合には迅
速に対応することとし、直近の報告数や倍加時間、感染経路の不明な症例の
割合等を踏まえて、総合的に判断する。 

 
 新型コロナウイルス感染症については、下記のような特徴がある。 
・ 一般的な状況における感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染である
が、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下で
あれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあ
るとされている。また、発症前２日の者や無症候の者からの感染の可能
性も指摘されている。一方、人と人との距離を確保することにより、大
幅に感染リスクが下がるとされている。 

・ 集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に①密閉空間（換気
の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの人が密集している）、③
密接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる）
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という３つの条件（以下「三つの密」という。）のある場では、感染を
拡大させるリスクが高いと考えられる。また、これ以外の場であって
も、人混みや近距離での会話、特に大きな声を出すことや歌うことには
リスクが存在すると考えられる。激しい呼気や大きな声を伴う運動につ
いても感染リスクがある可能性が指摘されている。 

・  これまで、繁華街の接待を伴う飲食店等、ライブハウス、バー、スポ
ーツジムや運動教室等の屋内施設においてクラスターが確認されてき
たが、現在では医療機関及び福祉施設等での集団感染が見受けられる状
況であり、限定的に日常生活の中での感染のリスクが生じてきているも
のの、広く市中で感染が拡大しているわけではないと考えられる。 

・ 世界保健機関（World Health Organization: ＷＨＯ）によると、現時
点において潜伏期間は１-14 日（一般的には約５-６日）とされており、
また、厚生労働省では、これまでの新型コロナウイルス感染症の情報な
ども踏まえて、濃厚接触者については 14 日間にわたり健康状態を観察
することとしている。 

・ 新型コロナウイルスに感染すると、発熱や呼吸器症状が１週間前後持
続することが多く、強いだるさ（倦怠感）や強い味覚・嗅覚障害を訴え
る人が多いことが報告されている。 

・ 中国における報告（令和２年３月９日公表）では、新型コロナウイルス感
染症の入院期間の中央値は 11 日間と、季節性インフルエンザの３日間
よりも、長くなることが報告されている。 

・ 罹患しても約８割は軽症で経過し、また、感染者の８割は人への感染はない
と報告されている。さらに入院例も含めて治癒する例も多いことが報告され
ている。 

・ 重症度としては、季節性インフルエンザと比べて死亡リスクが高いことが報
告されている。中国における報告（令和２年２月28日公表）では、確定患者
での致死率は2.3%、中等度以上の肺炎の割合は18.5%であることが報告され
ている。季節性インフルエンザに関しては、致死率は0.00016%-0.001%程度、
肺炎の割合は 1.1%-4.0%、累積推計患者数に対する超過死亡者数の比は約
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0.1％であることが報告されている。このように新型コロナウイルス感染症に
おける致死率及び肺炎の割合は、季節性インフルエンザに比べて、相当程度高
いと考えられる。また、特に、高齢者・基礎疾患を有する者では重症化するリ
スクが高いことも報告されており、医療機関や介護施設等での院内感染対策、
施設内感染対策が重要となる。上記の中国における報告では、年齢ごとの死亡
者の割合は、60歳以上の者では６%であったのに対して、30歳未満の者では
0.2%であったとされている。 

・ 日本における報告（令和２年４月30日公表）では、症例の大部分は20歳
以上、重症化の割合は7.7％、致死率は2.5％であり、60歳以上の者及び男性
における重症化する割合及び致死率が高いと報告されている。 

・ 日本国内におけるウイルスの遺伝子的な特徴を調べた研究によると、令和２
年１月から２月にかけて、中国武漢から日本国内に侵入した新型コロナウイ
ルスは３月末から４月中旬に封じ込められた（第一波）一方で、その後欧米経
由で侵入した新型コロナウイルスが日本国内に拡散したものと考えられてい
る（第二波）。 

・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年
法律第 114号。以下「感染症法」という。）第12条に基づき、令和2年3
月31日までに報告された患者における、発症日から報告日までの平均期間は
9.0日であった。 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染力を調べた台湾の研究では、新型コロナウ
イルス感染症は、発症前から発症直後の時期に最も感染力が高く、発症６日目
以降は感染力が大きく低下することが示されている。 

・ 現時点では、対症療法が中心であるが、５月７日、レムデシビルが、
重症患者に対する治療薬として特例承認された。これ以外のいくつかの
既存の候補薬についても、患者の観察研究等が進められている。また、
５月 13日に、迅速診断用の抗原検査キットが承認されている。 
 なお、現時点ではワクチンが存在しないことから、新型インフルエン
ザ等対策政府行動計画に記載されている施策のうち、予防接種に係る施
策については、本基本的対処方針には記載していない。 
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・ 新型コロナウイルス感染症による日本での経済的な影響を調べた研究
では、クレジットカードの支出額によれば、人との接触が多い業態や在
宅勤務（テレワーク）の実施が困難な業態は、３月以降、売り上げがよ
り大きく減少しており、影響を受けやすい業態であったことが示されて
いる。 

・ 現時点では、新型コロナウイルス感染症は未だ不明な点が多い感染症
である。 

 
二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針 
① 緊急事態宣言が解除された後は、感染拡大を予防する「新しい生活様
式」の定着等を前提として、地域の感染状況や医療提供体制の確保状況
等を踏まえながら、一定の移行期間を設け、外出の自粛や施設の使用制
限の要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げて
いく。その際、感染状況は地域によって異なることから、各都道府県知
事が適切に判断する必要があるとともに、人の移動があることから、隣
県など社会経済的につながりのある地域の感染状況に留意する必要が
ある。 

② 感染拡大を予防する「新しい生活様式」を社会経済全体に定着させ
ていくとともに、事業者に対して業種ごとに策定される感染拡大予防
ガイドライン等の実践を促していく。 

③ 新型コロナウイルス感染症は、今後も、感染拡大のリスクが存在する
ため、監視体制の整備及び的確な情報提供・共有により、感染状況等を継
続的に監視する。また、感染が拡大する場合に備え、医療提供体制の維持
に向けて万全の準備を進めるほか、検査機能の強化、保健所の体制強化及
びクラスター対策の強化等に取り組む。 

④ 的確な感染拡大防止策及び経済・雇用対策により、感染拡大の防止と
社会経済活動の維持の両立を持続的に可能としていく。 

⑤ 再度、感染の拡大が認められた場合には、速やかに強い感染拡大防止
対策等を講じる。 
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三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 
（１）情報提供・共有 
① 政府は、以下のような、国民に対する正確で分かりやすく、かつ状況
の変化に即応した情報提供や呼びかけを行い、行動変容に資する啓発を
進めるとともに、冷静な対応をお願いする。 
・ 発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供。 
・ 国民にわかりやすい疫学解析情報の提供。 
・ 医療提供体制及び検査体制に関するわかりやすい形での情報の
提供。 

・ 「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」
「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の継続
など、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着に向けた周知。 

・ 室内で「三つの密」を避ける。特に、日常生活及び職場において、人混み
や近距離での会話、多数の者が集まり室内において大きな声を出すことや歌
うこと、呼気が激しくなるような運動を行うことを避けるように強く促す。
飲食店等においても「三つの密」のある場面は避けること。 

・ 業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等の実践。 
・ 風邪症状など体調不良が見られる場合の休暇取得、学校の欠席、
外出自粛等の呼びかけ。 

・ 感染リスクを下げるため、医療機関を受診する時は、予め電話で
相談することが望ましいことの呼びかけ。 

・ 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の考え方をわかり
やすく周知。 

・ 感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対
策に携わった方々に対する誤解や偏見に基づく差別を行わないことの呼び
かけ。 

・ 従業員及び学生の健康管理や感染対策の徹底についての周知。 
・ 家族以外の多人数での会食を避けること。 
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・ 今回の対策では、「ロックダウン」（都市封鎖）のような施策は政府として
実施しないことを周知し、国民の落ち着いた対応（不要不急の帰省や旅行な
ど都道府県をまたいだ移動の自粛等や商店への殺到の回避及び買い占めの
防止）の呼びかけ。 

② 政府は、広報担当官を中心に、官邸のウェブサイトにおいて厚生労働省
等の関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的に連
携させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）等の媒体
も積極的に活用することで、迅速かつ積極的に国民等への情報発信を行う。 

③ 政府は、民間企業等とも協力して、情報が必ずしも届いていない層に十
分な情報が行き届くよう、丁寧な情報発信を行う。 

④ 厚生労働省は、感染症の発生状況やクラスターの発生場所、規模等につ
いて迅速に情報を公開する。 

⑤ 外務省は、全世界で感染が拡大していることを踏まえ、各国に滞在す
る邦人等への適切な情報提供、支援を行う。 

⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張又は長期の
海外滞在のある事業所、留学や旅行機会の多い大学等においても、帰国
者への適切な情報提供を行い、渡航の是非の判断・確認や、帰国者に対
する２週間の外出自粛の要請等の必要な対策を講じるよう周知を図る。 

⑦ 政府は、国民、在留外国人、外国人旅行者及び外国政府への適切か
つ迅速な情報提供を行い、国内でのまん延防止と風評対策につなげる。
また、政府は、日本の感染対策や感染状況の十分な理解を醸成するよう、
諸外国に対して情報発信に努める。 

⑧ 地方公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な手段により住
民に対して地域の感染状況に応じたメッセージや注意喚起を行う。 

⑨ 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査によ
り得られた情報を分析し、今後の対策に資する知見をまとめて、国民に還
元するよう努める。 

⑩ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が行政文書の管理
に関するガイドライン（平成 23 年４月１日内閣総理大臣決定）に基づく
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「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を行う。地方公共団
体も、これに準じた対応に努める。 

 
（２）サーベイランス・情報収集 
① 感染症法第 12 条に基づく医師の届出により疑似症患者を把握し、医師
が必要と認める検査を実施する。 

② 厚生労働省及び都道府県、保健所設置市、特別区（以下「都道府県等」
という。）は、感染が拡大する傾向が見られる場合はそれを迅速に察知し
て的確に対応できるよう、戦略的サーベイランス体制を整えておく必要
がある。また、社会経済活動と感染症予防の両立を進めるためにも感染
状況を的確に把握できる体制を持つことが重要であるとの認識の下、地
方衛生研究所や民間の検査機関等の関係機関における検査体制の一層の
強化、地域の関係団体と連携した地域外来・検査センターの設置等を迅速
に進めるとともに、新しい検査技術についても医療現場に迅速に導入する。
都道府県は、医療機関等の関係機関により構成される会議体を設けるこ
と等により、民間の検査機関等の活用促進を含め、ＰＣＲ等検査の実施体
制の把握・調整等を図る。さらに、厚生労働省は、ＰＣＲ検査及び抗原検査
の役割分担について検討・評価を行う。また、これらを踏まえ、検査が必要
な者に、より迅速・円滑に検査を行い、医療従事者はもとよりその他の濃厚
接触者に対するＰＣＲ等検査の拡大に向けて取組を進めるとともに、院内・
施設内感染対策の強化を図る。国と都道府県等で協働して今後の感染拡大局
面も見据えた準備を進めるため、厚生労働省は、相談・検体採取・検査の一
連のプロセスを通じた対策強化について都道府県等に指針を示すとともに、
これらの対策の促進のため、財政的な支援をはじめ必要な支援を行い、都道
府県等は、各プロセスを点検し、対策を実施する。 

③ 厚生労働省は、感染症法第 12 条に基づく医師の届出とは別に、市中での
感染状況を含め国内の流行状況等を把握するため、抗体保有状況に関する調
査など有効なサーベイランスの仕組みを構築する。仕組みの構築にあたって
は現場が混乱しないように留意する。また、インフルエンザ・肺炎死亡にお
ける、いわゆる超過死亡についても、現行システムの改善も含め、適切に把
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握できるよう、早急に体制を整える。 
④ 厚生労働省は、医療機関や保健所の事務負担の軽減を図りつつ、患者等
に関する情報を関係者で迅速に共有するための情報把握・管理支援シス
テム（Health Center Real-time Information-sharing System on COVID-
19. ＨＥＲ－ＳＹＳ）を早急に全国展開する。また、本システムを活用
し、都道府県別の陽性者数やＰＣＲ等検査の実施状況などの統計データ
の収集・分析を行い、適宜公表し、より効果的・効率的な対策に活用し
ていく。 

⑤ 政府は、医療機関の空床状況や人工呼吸器・ＥＣＭＯの保有・稼働状況等
を迅速に把握する医療機関等情報支援システム（Gathering Medical 
Information System. Ｇ－ＭＩＳ）を構築・運営し、医療提供状況を一元的
かつ即座に把握するとともに、都道府県等にも提供し、迅速な患者の受入調
整等にも活用する。 

⑥ 文部科学省及び厚生労働省は、学校等での集団発生の把握の強化を図る。 
⑦ 政府は、迅速診断用の簡易検査キット等の開発の支援を引き続き進め、可及
的速やかに国内での供給体制を整備する。 

⑧ 都道府県は、自治体間での迅速な情報共有に努めるとともに、県下の感染状
況について、リスク評価を行う。 

 
（３）まん延防止 
１）外出の自粛（後述する職場への出勤を除く） 
 ① 特定警戒都道府県は、引き続き、「最低 7 割、極力 8 割程度の接触

機会の低減」を目指して、法第 45条第 1項に基づく外出の自粛につ
いて協力の要請を行うものとする。その際、不要不急の帰省や旅行な
ど、都道府県をまたいで人が移動することは、感染拡大防止の観点から
極力避けるよう住民に促す。また、これまでにクラスターが発生してい
る、繁華街の接待を伴う飲食店等については、年齢等を問わず、外出を自
粛するよう促す。 

   一方、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要
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な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必
要なものについては外出の自粛要請の対象外とする。 

   また、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」
「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策の徹底
は当然として、接触機会の８割低減を目指し、あらゆる機会を捉えて、４
月22日の専門家会議で示された「10のポイント」、５月４日の専門家会
議で示された「新しい生活様式の実践例」等を活用して住民に周知を行う
ものとする。 

 ② 特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、法第 24 条第 9 項等に基づ
き、不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動すること
は、感染拡大防止の観点から極力避けるよう住民に促すともに、これまで
にクラスターが発生している、繁華街の接待を伴う飲食店等については、
年齢等を問わず、外出を自粛するよう促す。 
このほか、これまでにクラスターが発生しているような場や、「三つの

密」のある場については、これまでと同様、外出を自粛するよう促すも
のとする。 
一方で、これら以外の外出については、5月1日及び４日の専門家会

議の提言を踏まえ、「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」「マ
スクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策
の継続など、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の徹底を住民に求
めていくものとする。 
その際、今後、持続的な対策が必要になると見込まれることを踏まえ、

こうした新しい生活様式を定着していくことの趣旨や必要性について、
あらゆる機会を捉えて、４月22日の専門家会議で示された「10のポイ
ント」、５月４日の専門家会議で示された「新しい生活様式の実践例」等
を活用して住民に周知を行うものとする。 

   なお、仮に、再度、感染の拡大傾向が認められる地域については、必要
に応じて、上記①と同様の行動制限を求めることを検討する。 

２）催物（イベント等）の開催制限 
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特定警戒都道府県及び特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、クラ
スターが発生するおそれがある催物（イベント等）や「三つの密」の
ある集まりについては、法第 24 条第 9 項及び法第 45 条第２項等に基
づき、開催の自粛の要請等を行うものとする。特に、全国的かつ大規模
な催物等の開催については、感染リスクへの対応が整わない場合は中止
又は延期するよう、主催者に慎重な対応を求める。なお、特定警戒都道
府県以外の特定都道府県は、感染防止策を講じた上での比較的少人数の
イベント等については、適切に対応する。ただし、感染拡大リスクの態
様に十分留意する。 
また、スマートフォンを活用した接触確認アプリについては、世界各

国の公衆衛生当局において開発と導入が進められているところ、我が国
においても導入が検討されており、接触率の低減、感染の拡大防止に寄
与すること等を周知する。 

３）施設の使用制限等（前述した催物（イベント等）の開催制限、後述す
る学校等を除く） 

 ① 特定警戒都道府県は、法第 24条第 9項及び法第 45条第２項等に基
づき、感染の拡大につながるおそれのある施設の使用制限の要請等
を行うものとする。これらの場合における要請等にあたっては、第１
段階として法第 24 条第９項による協力の要請を行うこととし、それ
に正当な理由がないにもかかわらず応じない場合に、第２段階として
法第 45 条第２項に基づく要請、次いで同条第３項に基づく指示を行
い、これらの要請及び指示の公表を行うものとする。 

   特定警戒都道府県は、法第 24 条第９項に基づく施設の使用制限等
の要請を行い、また、法第 45 条第２項から第４項までに基づく施設
の使用制限等の要請、指示を行うにあたっては、国に協議の上、外出
の自粛等の協力の要請の効果を見極め、専門家の意見も聴きつつ行う
ものとする。政府は、新型コロナウイルス感染症の特性及び感染の状
況を踏まえ、施設の使用制限等の要請、指示の対象となる施設等の所
要の規定の整備を行うものとする。 
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   なお、施設の使用制限の要請等を検討するにあたっては、これまで
の対策に係る施設の種別ごとの効果や感染拡大リスクの態様、対策が
長く続くことによる社会経済や住民の生活・健康等への影響について
留意し、地域の感染状況等に応じて、各都道府県知事が適切に判断す
るものとする。例えば、博物館、美術館、図書館などについては、住
民の健康的な生活を維持するため、感染リスクも踏まえた上で、人が
密集しないことなど感染防止策を講じることを前提に開放すること
などが考えられる。また、屋外公園を閉鎖している場合にも、同様に
対応していくことが考えられる。 

   また、特定警戒都道府県は、特定の施設等に人が集中するおそれが
あるときは、当該施設に対して入場者の制限等の適切な対応を求める
こととする。 

② 特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、法第 24 条第 9 項等に基
づく施設の使用制限の要請等については、感染拡大の防止及び社会経
済活動の維持の観点から、地域の実情に応じて判断を行うものとする。
その際、クラスター発生の状況が一定程度、明らかになった中で、これ
までにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設
については、地域の感染状況等を踏まえ、施設の使用制限の要請等を行
うことを検討する。一方で、クラスターの発生が見られない施設につい
ては、「入場者の制限や誘導」「手洗いの徹底や手指の消毒設備の設置」
「マスクの着用」等の要請を行うことを含め、「三つの密」を徹底的に避
けること、室内の換気や人と人との距離を適切にとることなどをはじめ
として基本的な感染対策の徹底等を行うことについて施設管理者に対し
て強く働きかけを行うものとする。また、感染拡大の防止にあたっては、
早期の導入に向けて検討を進めている接触確認アプリを活用して、施設
利用者に係る感染状況等の把握を行うことも有効であることを周知する。 
特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、法第 24条第９項に基づ

く施設の使用制限等の要請を行い、また、法第 45条第２項から第４
項までに基づく施設の使用制限等の要請、指示を行うにあたっては、
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国に協議の上、外出の自粛等の協力の要請の効果を見極め、専門家の
意見も聴きつつ行うものとする。 
なお、特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、特定の施設等に人

が集中するおそれがあるときは、当該施設に対して入場者の制限等
の適切な対応を求める。 

 ③ 事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種ごとに
策定される感染拡大予防ガイドライン等を実践するなど、自主的な感
染防止のための取組を進める。その際、政府は、専門家の知見を踏ま
え、関係団体等に必要な情報提供や助言等を行う。 

４）職場への出勤等 
 ① 特定警戒都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう働き

かけを行うものとする。 
・ 職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、
引き続き、「出勤者数の 7割削減」を目指すことも含め接触機会の低
減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもロー
テーション勤務等を強力に推進すること。 

・ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低
減する取組を引き続き強力に推進すること。 

・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗いや手指消毒、咳エ
チケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇
所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従
業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等）を促すとともに、「三
つの密」を避ける行動を徹底するよう促すこと。 

・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う
事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避
けるために必要な対策を含め、十分な感染拡大防止対策を講じつつ、事
業の特性を踏まえ、業務を継続すること。 

② 特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、今後、持続的な対策が必
要になると見込まれることを踏まえ、事業者に対して、以下の取組を行
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うよう働きかけを行うものとする。 
・ 引き続き、在宅勤務（テレワーク）を推進するとともに、職場に出勤
する場合でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤等の人との
接触を低減する取組を推進すること。 

・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗いや手指消毒、咳エ
チケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇
所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従
業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等）を促すとともに、「三
つの密」を避ける行動を徹底するよう促すこと。 

・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う
事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避
けるために必要な対策を含め、十分な感染拡大防止対策を講じつつ、事
業の特性を踏まえ、業務を継続すること。 

③ 政府及び地方公共団体は、在宅勤務（テレワーク）、ローテーション勤
務、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を自ら進める
とともに、事業者に対して必要な支援等を行う。 

５）学校等の取扱い 
 ① 文部科学省は、「新しい生活様式」を踏まえ、「学校における新型コ

ロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等において示した
学校の行動基準や具体的な感染症予防対策について周知を行うとと
もに、地域の感染状況に応じて、感染予防に最大限配慮した上で、児
童生徒等の学びを保障するための総合的な対策を早急に取りまとめ
る。都道府県は、学校設置者に対し、保健管理等の感染症対策につい
て指導するとともに、地域の感染状況や学校関係者の感染者情報につ
いて速やかに情報共有を行うものとする。 

 ② 厚生労働省は、保育所や放課後児童クラブ等について、保育の縮小
や臨時休園等についての考え方を示す。その際、可能な保護者に登園
を控えるようお願いするなど保育等の提供を縮小して実施すること
や、医療従事者や社会の機能を維持するために就業継続が必要な者、
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ひとり親などで仕事を休むことが困難な者の子ども等の保育等を確
保しつつ臨時休園することの考え方を示す。 

６）緊急事態宣言解除後の都道府県における取組等 
① 都道府県は、今後、持続的な対策が必要になると見込まれることを
踏まえ、住民や事業者に対して、以下の取組を行うものとする。その
際、「新しい生活様式」が社会経済全体に定着するまで、一定の移行
期間を設けることとし、概ね 3週間ごと（例えば、①6月 18日まで
の 3 週間程度、②その後の 3 週間程度、③②の後の 3 週間程度）に
地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、外出
の自粛、催物（イベント等）の開催制限、施設の使用制限の要請等を
段階的に緩和するものとする。 
（外出の自粛等） 
・ 「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」
「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の継続
など、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着が図られるよ
う、あらゆる機会を捉えて、４月 22日の専門家会議で示された「10
のポイント」、５月４日の専門家会議で示された「新しい生活様式の
実践例」等について住民や事業者に周知を行うこと。 

・ 不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、5 月末ま
では、感染拡大防止の観点から避けるよう促すこと。 
その後、①の段階においては、5月 25日の緊急事態宣言解除の際

に特定警戒都道県であった地域との間の移動は、慎重に対応するよ
う促すこと。 
また、観光振興の観点からの人の移動については、まずは県内観光

の振興から取り組むこととし（①の段階からが想定される）、その状況
を踏まえつつ、県外からの人の呼び込みを実施すること（②の段階か
らが想定される）。 

・ これまでにクラスターが発生しているような施設への外出は、5月末
までは、感染拡大防止の観点から避けるよう促すこと。 
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その後、施設や業態の特性等による感染拡大リスクを考慮し、業種
ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等が実践されるなど感染
防止策が徹底されれば一定の安全性が確保できると考えられる業種に
ついては、ガイドラインの徹底等を前提として、①の段階からの外出
の自粛要請等の緩和を検討すること。 
一方、現段階において一定の安全性を確保することが難しいと考え

られる業種については、①の段階において、施設や業態の特性等に応
じた感染防止策に関して、専門家の意見を聴きつつ更に検討された結
果を踏まえ、感染防止策の徹底等により一定の安全性が確保されると
考えられる場合には、②の段階からの外出の自粛要請等の緩和を検討
すること。 

・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、国
と連携して、外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協力の
要請等を行うこと。 

（催物（イベント等）の開催） 
・ 催物等の開催に対する中止又は延期要請等については、「新しい生活
様式」や業種ごとに策定されるガイドラインに基づく適切な感染防止
策が講じられることを前提に、①～③の概ね 3 週間ごとに、地域の感
染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、段階的に規模
要件（人数上限）を緩和すること。その際、屋内で開催される催物等に
ついては、収容定員に対する参加人数の割合を半分程度以内とする要
件を付すこと。 
また、催物等の態様（屋内であるか、屋外であるか、また、全国的な

ものであるか、地域的なものであるか等）や種別（コンサート、展示
会、スポーツの試合や大会、お祭りなどの行事等）に応じて、開催の要
件や主催者において講じるべき感染防止策を検討すること。 
なお、全国的な人の移動を伴うような規模の大きなイベント（スポ

ーツの試合等）については、段階的な緩和を図っていく中で（②の段
階が想定される）、まずは無観客での開催を求めること。 
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上記の移行期間において、各段階の一定規模以上の催物等の開催に
ついては、リスクへの対応が整わない場合は中止又は延期するよう、
主催者に慎重な対応を求めること。 
催物等の開催にあたっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発

生しない席配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の
開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行
動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、主催者に対して強
く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握してお
くことや、導入が検討されている接触確認アプリの活用等について、
主催者に周知すること。 
・ 感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの発生があった場合、 
国と連携して、催物等の無観客化、中止又は延期等を含めて、速やか
に主催者に対して必要な協力の要請等を行うこと。 

   （職場への出勤等） 
・ 事業者に対して、引き続き、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、
自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかけるとともに、
職場や店舗等に関して、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイド
ライン等の実践をはじめとして、感染拡大防止のための取組が適切
に行われるよう働きかけること。 

（施設の使用制限等） 
・ これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」
のある施設については、引き続き、地域の感染状況等を踏まえ、施
設管理者等に対して必要な協力を依頼すること。その際、前述した
「外出の自粛等」に関する「これまでにクラスターが発生している
ような施設」に係る取扱いと同様に対応するよう検討すること。 

・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、
国と連携して、施設の使用制限等を含めて、速やかに施設管理者等
に対して必要な協力の要請等を行うこと。 

②  都道府県は、感染の状況等を継続的に監視し、その変化が認めら
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れた場合、住民に適切に情報提供を行い、感染拡大への警戒を呼びか
けるものとする。 

③ 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、本対処方針にお
ける「特定警戒都道府県以外の特定都道府県における取組（前記の１）
②、２）、３）②、４）②）」に準じて、迅速かつ適切に法第 24条第
9項に基づく措置等を講じるものとする。都道府県は、できる限りそ
の判断基準や考え方をあらかじめ設けておくこととし、その際は、令
和２年５月１４日の専門家会議提言において、「特定（警戒）都道府
県の指定基準等を踏まえつつ、その半分程度の新規報告者数等で判断
することが考えられる」とされていることを参考とする。 

④ 都道府県は、①③の取組を行うにあたっては、あらかじめ国と迅速
に情報共有を行う。 

７）水際対策 
① 政府は、水際対策について、国内への感染者の流入及び国内での感
染拡大を防止する観点から、入国制限、渡航中止勧告、帰国者のチェ
ック・健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措置等を引き続き実
施する。なお、厚生労働省は、関係省庁と連携し、健康観察について、
保健所の業務負担の軽減や体制強化等を支援する。 

② 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発生の状況を踏まえて、必
要に応じ、国土交通省は、航空機の到着空港の限定の要請等を行うと
ともに、厚生労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。 

③ 厚生労働省は、停留に利用する施設が不足する場合には、法第 29
条の適用も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、停
留に利用可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を行うことで停留
施設の確保に努める。 

８）クラスター対策の強化 
① 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査
により、個々の濃厚接触者を把握し、健康観察、外出自粛の要請等を
行うとともに、感染拡大の規模を適確に把握し、適切な感染対策を行
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う。 
② 政府は、関係機関と協力して、クラスター対策にあたる専門家の確
保及び育成を行う。 

③ 厚生労働省及び都道府県等は、関係機関と協力して、特に、感染拡
大の兆しが見られた場合には、専門家やその他人員を確保し、その地
域への派遣を行う。 

④ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を抜本強化するという観点
から、保健所の体制強化に迅速に取り組む。これに関連し、特定都道
府県は、管内の市町村と迅速な情報共有を行い、また、対策を的確か
つ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第 24条に基づ
く総合調整を行う。さらに、都道府県等は、クラスターの発見に資す
るよう、自治体間の迅速な情報共有に努めるとともに、政府は、対策
を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第 20
条に基づく総合調整を行う。 

⑤ 政府は、個人情報の保護及びプライバシーに十分配慮しながら、ス
マートフォン開発会社が開発しているアプリケーションプログラミ
ングインタフェース（ＡＰＩ）を活用した接触確認アプリについて、
接触率の低減及び感染の拡大防止に寄与すること等の国民理解を得
つつ、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（Ｈ
ＥＲ-ＳＹＳ）及び保健所等と連携することにより、より効果的なク
ラスター対策につなげていく。 

９）その他共通的事項等 
 ① 特定都道府県は、地域の特性に応じた実効性のある緊急事態措置を講

じる。特定都道府県は、緊急事態措置を講じるにあたっては、法第５条を
踏まえ、必要最小限の措置とするとともに、講じる措置の内容及び必要
性等について、住民に対し丁寧に説明する。特定都道府県は、緊急事態措
置を実施するにあたっては、法第20条に基づき国と密接に情報共有を行
う。国は、専門家の意見を聴きながら、必要に応じ、特定都道府県と総合
調整を行う。 
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 ② 政府及び地方公共団体は、今後、持続的な対策が必要になると見込まれ
ることから、緊急事態措置を講じるにあたっては、感染拡大の防止と社会
経済活動の維持の両立を図ることに留意する。 

 ③ 地方公共団体は、緊急事態措置について、罰則を伴う外出禁止の措置や
都市間の交通の遮断等、諸外国で行われている「ロックダウン」（都市封
鎖）のような施策とは異なるものであることを、政府と協力しつつ、住民
に対し周知する。加えて、緊急事態措置を講じること等に伴い、食料・医
薬品や生活必需品の買い占め等の混乱が生じないよう、住民に冷静な対
応を促す。 
④ 政府及び地方公共団体は、緊急事態措置の実施にあたっては、事業者
の円滑な活動を支援するため、事業者からの相談窓口の設置、物流体制
の確保、ライフラインの万全の体制の確保等に努める。 

⑤ 政府は、関係機関と協力して、公共交通機関その他の多数の人が集ま
る施設における感染対策を徹底する。 

 
（４）医療等 
① 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医療の提供体制の確保
を進めるため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力して、次の
ような対策を講じる。 
・ 重症者等に対する医療提供に重点を置くべき地域では、入院治療が
必要ない無症状病原体保有者及び軽症患者（以下「軽症者等」という。）
は、宿泊施設等での療養とすることで、入院治療が必要な患者への
医療提供体制の確保を図ること。 
特に、家庭内での感染防止や症状急変時の対応のため、宿泊施設が

十分に確保されているような地域では、軽症者等は宿泊療養を基本
とする。そのため、都道府県は、ホテルなどの一時的な宿泊療養施
設及び運営体制の確保に努めるとともに、国は、都道府県と密接に
連携し、その取組を支援すること。 
子育て等の事情によりやむを得ず自宅療養を行う際には、都道府
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県等は電話等情報通信機器を用いて遠隔で健康状態を把握していく
とともに、医師が必要とした場合には電話等情報通信機器を用いて
診療を行う体制を整備すること。 

・ 都道府県は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養をする場合に、その
家族に要介護者や障害者、子ども等がいる場合は、市町村福祉部門の
協力を得て、ケアマネージャー、相談支援専門員、児童相談所等と連
携し、必要なサービスや支援を行うこと。 

・ 病床の確保について、都道府県は、関係機関の協力を得て、新型コ
ロナウイルス感染症の患者を集約して優先的に受け入れる医療機関
の指定など、地域の医療機関の役割分担を行うとともに、結核病床や
一般の医療機関の一般病床等を活用して、ピーク時の入院患者の受
入れを踏まえて、必要な病床を確保すること。 

  また、医療機関は、ＢＣＰも踏まえ、必要に応じ、医師の判断によ
り延期が可能と考えられる予定手術や予定入院の延期を検討し、空床
確保に努めること。 

  さらに、都道府県は、仮設の診療所や病棟の設置、非稼働病床の
利用、法第 48 条に基づく臨時の医療施設の開設について検討する
こと。厚生労働省は、その検討にあたって、必要な支援を行うこと。 

・ 都道府県は、患者受入調整や移送調整を行う体制を整備するととも
に、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）も活用し、患者受
入調整に必要な医療機関の情報の見える化を行っておくこと。また、
厚生労働省は、都道府県が患者搬送コーディネーターの配置を行うこ
とについて、必要な支援を行うこと。 

・ さらに、感染拡大に伴う患者の急増に備え、都道府県は、都道府
県域を越える場合も含めた広域的な患者の受入れ体制を確保する
こと。 

② 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来診療・検査体制の
確保のため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力して、次のよ
うな対策を講じる。 
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・ 帰国者・接触者相談センターを通じて、帰国者・接触者外来を受診
することにより、適切な感染管理を行った上で、新型コロナウイルス
感染症が疑われる患者への外来医療を提供すること。 

・ 都道府県等は、関係機関と協力して、集中的に検査を実施する機関
（地域外来・検査センター）の設置や、帰国者・接触者外来への医療
従事者の派遣を行うこと。 
また、大型テントやプレハブ、いわゆるドライブスルー方式や

ウォークスルー方式による診療を行うことで、効率的な診療・検査体
制を確保すること。あわせて、検査結果を踏まえて、患者の振り分け
や、受け入れが適切に行われるようにすること。 

・ さらに患者が増加し、増設した帰国者・接触者外来や地域外来・検
査センターでの医療提供の限度を超えるおそれがあると判断する
都道府県では、厚生労働省に相談の上、必要な感染予防策を講じた上
で、一般の医療機関での外来診療を行うこと。 
こうした状況では、感染への不安から安易に医療機関を受診する

ことでかえって感染するリスクを高める可能性があることも踏まえ、
症状が軽度である場合は、自宅での安静・療養を原則とし、肺炎が疑
われるような強いだるさや息苦しさがあるなど状態が変化した場合
は、すぐにでもかかりつけ医等に相談した上で、受診するよう周知す
ること。 

・ 都道府県は、重症化しやすい方が来院するがんセンター、透析医
療機関及び産科医療機関などは、必要に応じ、新型コロナウイルス
感染症への感染が疑われる方への外来診療を原則行わない医療機
関として設定すること。 

・ 夏ごろまでを目途に、冬季のインフルエンザの流行を踏まえた外来
医療の在り方を検討すること。 

③ 新型コロナウイルス感染症患者のみならず、他の疾患等の患者への対
応も踏まえて地域全体の医療提供体制を整備するため、厚生労働省と都
道府県は、関係機関と協力して、次のような対策を講じる。 
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・ 都道府県は、地域の医療機能を維持する観点から、新型コロナウイ
ルス感染症以外の疾患等の患者受入れも含めて、地域の医療機関の役
割分担を推進すること。 

・ 患者と医療従事者双方の新型コロナウイルス感染症の予防の観点
から、初診を含めて、電話等情報通信機器を用いた診療体制の整備を
推進すること。 

④ 医療従事者の確保のため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力
して、次のような対策を講じる。 
・ 都道府県等は、現場で従事している医療従事者の休職・離職防止策
や、潜在有資格者の現場復帰、医療現場の人材配置の転換等を推進す
ること。また、検査を含め、直接の医療行為以外に対しては、有資格
者以外の民間の人材の活用を進めること。 

・ 厚生労働省は、都道府県が法第 31条に基づく医療等の実施の要請
等を行うにあたって、必要な支援を実施すること。 

⑤ 医療物資の確保のため、政府と都道府県等、関係機関は協力して、次
のような対策を講じる。 
・ 政府及び都道府県は、医療提供体制を支える医薬品や医療機器、医
療資材の製造体制を確保し、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩ
Ｓ）も活用し、必要な医療機関に迅速かつ円滑に提供できる体制を
確保するとともに、専門性を有する医療従事者や人工呼吸器等の必
要な医療機器・物資・感染防御に必要な資材等を迅速に確保し、適切
な感染対策の下での医療提供体制を整備すること。 

・ 政府及び都道府県は、特に新型コロナウイルス感染症を疑う患者に
ＰＣＲ検査や入院の受入れを行う医療機関等に対しては、マスク
等の個人防護具を優先的に確保する。 

⑥ 医療機関及び高齢者施設等における施設内感染を徹底的に防止する
ため、厚生労働省と地方公共団体は、関係機関と協力して、次の事項に
ついて周知徹底を図る。 
・ 医療機関及び高齢者施設等の設置者において、 
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▸ 従事者等が感染源とならないよう、「三つの密」が生じる場を
徹底して避けるとともに、 

▸ 症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用する、 
▸ 手洗い・手指消毒の徹底、 
▸ パソコンやエレベーターのボタンなど複数の従事者が共有する
ものは定期的に消毒する、 

▸ 食堂や詰め所でマスクをはずして飲食をする場合、他の従事者と
一定の距離を保つ、 

▸ 日々の体調を把握して少しでも調子が悪ければ自宅待機する、 
などの対策に万全を期すこと。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、面会者からの感染を防ぐ
ため、面会は緊急の場合を除き一時中止すべきこと。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、患者、利用者からの感染を防
ぐため、感染が流行している地域では、施設での通所サービスなどの
一時利用を中止又は制限する、入院患者、利用者の外出、外泊を制限
する等の対応を検討すべきであること。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、入院患者、利用者等について、
新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、早急に個室隔離し、保健
所の指導の下、感染対策を実施し、標準予防策、接触予防策、飛沫感
染予防策を実施すること。 

⑦ 都道府県は、感染者と非感染者の空間を分けるなどを含む感染防御策
の更なる徹底などを通して、医療機関及び施設内での感染の拡大に特
に注意を払う。 
また、特に感染が疑われる医療、施設従事者及び入院患者等につ

いては、率先してＰＣＲ検査等を受けさせるようにする。加えて、手
術や医療的処置前などにおいて、当該患者について医師の判断により、
ＰＣＲ検査等が実施できる体制をとる。 

⑧ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚生労働省と都道府
県は、関係機関と協力して、次の事項に取り組む。 
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・ 外来での感染を防ぐため、関係機関と協力して、医療機関の外来に
おいて、一般の患者も含め、混雑を生じさせないよう、予約による
診療や動線が適切に確保された休日夜間急患センターの施設活用な
どを推進すること。 

・ 妊産婦に対する感染を防止する観点から、医療機関における動線分
離等の感染対策を徹底するとともに、妊産婦が感染した場合であって
も、安心して出産し、産後の生活が送れるよう、関係機関との協力体
制を構築し、適切な支援を実施すること。また、関係機関と協力して、
感染が疑われる妊産婦への早めの相談の呼びかけや、妊娠中の女性労
働者に配慮した休みやすい環境整備などの取組を推進すること。 

・ 小児医療について、関係学会等の意見を聞きながら、診療体制を検
討し、地方公共団体と協力して体制整備を進めること。 

・ 関係機関と協力して、外国人が医療を適切に受けることができるよ
う、医療通訳の整備などを、引き続き、強化すること。 

・ 5月 7日に特例承認されたレムデシビルの円滑な供給を図るととも
に、関係省庁・関係機関とも連携し、有効な治療薬等の開発を加速す
ること。特に、他の治療で使用されている薬剤のうち、効果が期待さ
れるものについて、その効果を検証するための臨床研究・治験等を速
やかに実施すること。 

・ ワクチンについて、関係省庁・関係機関と連携し、迅速に開発等を
進め、できるだけ早期に実用化し、国民に供給することを目指すこと。 

・ 法令に基づく健康診断及び予防接種については、適切な感染対策の
下で実施されるよう、時期や時間等に配慮すること。 

⑨ 政府は、令和２年度第１次補正予算も活用し、地方公共団体等に対す
る必要な支援を行うとともに、医療提供体制の更なる強化に向け、第２
次補正予算の編成などを含め、対策に万全を期す。 

 
（５）経済・雇用対策 

 引き続き、感染症対策とバランスをとりつつ、地域の感染状況や医療提
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供体制の確保状況等を踏まえながら、段階的に社会経済の活動レベルを引
き上げていく。政府は、令和２年度第 1次補正予算を含む「新型コロナウ
イルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月 20 日閣議決定）の各施策を、
国・地方を挙げて迅速かつ着実に実行することにより、今後の感染拡大を
防止するとともに、雇用の維持、事業の継続、生活の下支えに万全を期す。
さらに、令和 2年度第 1次補正予算を強化するため、第 2次補正予算を速
やかに編成し、早期の成立を目指す。引き続き、内外における事態の収束
までの期間と拡がり、経済や国民生活への影響を注意深く見極め、必要に
応じて、時機を逸することなく臨機応変かつ果断に対応する。 

 
（６）その他重要な留意事項 
１）人権への配慮、社会課題への対応等 
① 新型コロナウイルス感染症への感染は誰にでも生じ得るものであ
り、感染状況に関する情報が特定の個人や地域にネガティブなイメー
ジを生まないようにすることが極めて重要である。特に、患者・感染
者、その家族や治療・対策に携わった方々等の人権が侵害されている
事案が見られていることから、こうした事態が生じないよう政府は適
切に取り組む。 

② 政府は、海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受け入れ支援
やいじめ防止等の必要な取組を実施する。 

③ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合においては、国民の
自由と権利の制限は必要最小限のものとするとともに、女性や障害者
などに与える影響を十分配慮して実施するものとする。 

④  政府は、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者が風
評被害を受けないよう、国民への普及啓発等、必要な取組を実施する。 

⑤ 政府及び地方公共団体は、マスク及び個人防護具、医薬品、医薬部
外品、食料品等に係る物価の高騰及び買占め、売り惜しみを未然に回
避し又は沈静化するため、必要な措置を講じる。 

⑥ 政府は、地方公共団体と連携し、対策が長期化する中で生ずる様々
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な社会課題に対応するため、適切な支援を行う。 
・ 長期間にわたる外出自粛等によるメンタルヘルスへの影響、配偶
者暴力や児童虐待。 

・ 情報公開と人権との協調への配慮。 
・ 営業自粛等による倒産、失業、自殺等。 
・ 社会的に孤立しがちな一人暮らしの高齢者、休業中のひとり親家
庭等の生活。 

・ 外出自粛等の下での高齢者等の健康維持・介護サービス確保。 
⑦ 政府及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症により亡くな
られた方に対して尊厳を持ってお別れ、火葬等が行われるための適切
な方法について、周知を行う。 

２）物資・資材等の供給 
① 政府は、国民や地方公共団体の要望に応じ、マスク、個人防護具や
消毒薬、食料品等の増産や円滑な供給を関連事業者に要請する。また、
政府は、感染防止や医療提供体制の確保のため、マスク、個人防護具、
人工呼吸器等の必要な物資を国の責任で確保する。例えば、マスク等
を国で購入し、必要な医療機関や介護施設等に優先配布することや、
感染拡大防止策が特に必要と考えられる地域において必要な配布を
行う。 

② 政府は、マスクや消毒薬等の国民が必要とする物資を確保するため、
国民生活安定緊急措置法（昭和48年法律第121号）第26条第１項を適
用し、マスクや消毒薬の転売行為を禁止するとともに、過剰な在庫を抱え
ることのないよう消費者や事業者に冷静な対応を呼びかける。また、政府
は、繰り返し使用可能な布製マスクの普及を進める。 

③ 政府は、事態の長期化も念頭に、マスクや抗菌薬の原薬を含む医薬品、
医療機器等の医療の維持に必要な資材の安定確保に努めるとともに、国産
化の検討を進める。 

３）関係機関との連携の推進 
① 政府は、地方公共団体を含む関係機関等との双方向の情報共有を強
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化し、対策の方針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把握を
行う。 

② 政府は、対策の推進にあたっては、地方公共団体、経済団体等の関
係者の意見を十分聴きながら進める。 

③ 地方公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含めすべて
の部局が協力して対策にあたる。 

④ 政府は、国際的な連携を密にし、ＷＨＯや諸外国・地域の対応状況
等に関する情報収集に努める。また、日本で得られた知見を積極的に
ＷＨＯ等の関係機関や諸外国・地域と共有し、今後の対策に活かして
いくとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受ける
国・地域に対する国際社会全体としての対策に貢献する。 

⑤  政府は、基礎医学研究及び臨床医学研究、疫学研究を含む社会医学
研究等の研究体制に対する支援を通して、新型コロナウイルス感染症
への対策の推進を図る。 

⑥  都道府県等は、近隣の都道府県等が感染拡大防止に向けた様々な措
置や取組を行うにあたり、相互に連携するとともに、その要請に応じ、
必要な支援を行う。 

⑦  特定都道府県等は、緊急事態措置等を実施するにあたっては、あら
かじめ国と協議し、迅速な情報共有を行う。政府対策本部長は、特定
都道府県が適切に緊急事態措置を講じることができるよう、専門家の
意見を踏まえつつ、特定都道府県と総合調整を行う。 

⑧ 緊急事態宣言の期間中に様々な措置を実施した際には、特定都道府
県知事及び指定行政機関の長は政府対策本部長に、特定市町村長及び
指定地方公共機関の長はその所在する特定都道府県知事に、指定公共
機関の長は所管の指定行政機関に、その旨及びその理由を報告する。
政府対策本部長は国会に、特定都道府県知事及び指定行政機関の長は
政府対策本部長に、報告を受けた事項を報告する。 

４）社会機能の維持 
① 政府、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、職員にお
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ける感染を防ぐよう万全を尽くすとともに、万が一職員において感染者又
は濃厚接触者が確認された場合にも、職務が遅滞なく行えるように対策を
あらかじめ講じる。特に、テレビ会議及びテレワークの活用に努める。 

② 地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、電気、ガス、水
道、公共交通、通信、金融業等の維持を通して、国民生活及び国民経済へ
の影響が最小となるよう公益的事業を継続する。 

③ 政府は、指定公共機関の公益的事業の継続に支障が生じることがないよ
う、必要な支援を行う。 

④ 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民生
活及び国民経済安定のため、事業の継続を図る。 

⑤ 政府は、事業者のサービス提供水準に係る状況の把握に努め、必要
に応じ、国民への周知を図る。 

⑥ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブルなどを防止するた
め、必要に応じ、警戒警備を実施する。 

⑦ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、取締りを徹底
する。 

５）緊急事態宣言解除後の取組 
政府は、緊急事態宣言の解除を行った後も、都道府県等や基本的対処

方針等諮問委員会等との定期的な情報交換を通じ、国内外の感染状況の
変化、施策の実施状況等を定期的に分析・評価・検証を行う。その上で、
最新の情報に基づいて適切に、国民や関係者へ情報発信を行うとともに、
それまでの知見に基づき、より有効な対策を実施する。 

６）その他 
① 政府は、必要に応じ、他法令に基づく対応についても、講じること
とする。 

② 今後の状況が、緊急事態宣言の要件等に該当するか否かについて
は、海外での感染者の発生状況とともに、感染経路の不明な患者や
クラスターの発生状況等の国内での感染拡大及び医療提供体制のひ
っ迫の状況を踏まえて、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ
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すおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針
等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断することとす
る。 

③ 政府は、基本的対処方針を変更し、又は、緊急事態を宣言、継続若
しくは終了するにあたっては、新たな科学的知見、感染状況、施策の
実行状況等を考慮した上で、基本的対処方針等諮問委員会の意見を十
分踏まえた上で臨機応変に対応する。 
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(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 

 

 

 以下事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただき

つつ、事業の継続を求める。 

 

１．医療体制の維持 

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応も

あるため、すべての医療関係者の事業継続を要請する。 

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販

売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供など、患者の治療に必要な

すべての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 

２．支援が必要な方々の保護の継続 

・高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関

係者（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係

者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者などが生活する上

で必要な物資・サービスに関わるすべての製造業、サービス業を含む。 

３．国民の安定的な生活の確保 

・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを

提供する関係事業者の事業継続を要請する。 

① インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・ＬＰガス、上下水道、通

信・データセンター等） 

② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・

ネット通販等） 

③ 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等） 

④ 食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テークアウト、生活必需物資の小売関係

（百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等） 

⑤ 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等） 

⑥ 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等） 

⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等） 

⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等） 

⑩ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サ

ービス、自家用車等の整備等） 
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４．社会の安定の維持 

・社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、企業の活動を維

持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続

を要請する。 

① 金融サービス（銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決

済サービス等） 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、

航空・空港管理、郵便等） 

③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機、潜水艦等） 

④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス（ビルメンテナンス、セキュリティ

関係等） 

⑤ 安全安心に必要な社会基盤（河川や道路などの公物管理、公共工事、廃棄物

処理、個別法に基づく危険物管理等） 

⑥ 行政サービス等（警察、消防、その他行政サービス） 

⑦ 育児サービス（託児所等） 

 

５．その他 

・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの（高炉や半導体

工場など）、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの

（サプライチェーン上の重要物を含む。）を製造しているものについては、

感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の

業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。 
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20
万
件

／
日
程
度
）

・
感
染
拡
大
地
域
等
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
、
医
療
機
関
や
高
齢
者
施
設
等

に
勤
務
す
る
者
全
員
を
対
象
と
す
る
一
斉
・
定
期
的
な
検
査
の
実
施

・
市
区
町
村
で
一
定
の
高
齢
者
等
の
希
望
に
よ
り
検
査
を
行
う
場
合
の
国
の

支
援

・
本
人
等
の
希
望
に
よ
る
検
査
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
環
境
整
備

３
．
医
療
提
供
体
制
の
確
保

・
患
者
の
病
床
・
宿
泊
療
養
施
設
の
確
保
の
た
め
の

10
月
以
降
の
予
算
確
保

・
患
者
を
受
け
入
れ
る
医
療
機
関
の
安
定
経
営
を
確
保
す
る
た
め
の
更
な
る

支
援

・
地
域
の
医
療
提
供
体
制
を
維
持
・
確
保
す
る
た
め
の
取
組
み
・
支
援
を
進

め
、
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
流
行
期
に
備
え
、
か
か
り
つ
け
医
等
に
相

談
・
受
診
で
き
る
体
制
の
整
備

・
病
床
が
ひ
っ
迫
し
た
都
道
府
県
に
対
す
る
他
都
道
府
県
や
自
衛
隊
の
支
援

４
．
治
療
薬
、
ワ
ク
チ
ン

・
治
療
薬
の
供
給
を
確
保
、
治
療
薬
の
研
究
開
発
に
対
す
る
支
援

・
全
国
民
に
提
供
で
き
る
数
量
の
ワ
ク
チ
ン
の
確
保
（
令
和
３
年

前
半
ま
で
）

・
身
近
な
地
域
で
の
接
種
体
制
や
健
康
被
害
救
済
措
置
の
確
保
等

・
健
康
被
害
の
賠
償
に
よ
る
製
造
販
売
業
者
等
の
損
失
を
国
が
補

償
で
き
る
法
的
措
置

５
．
保
健
所
体
制
の
整
備

・
自
治
体
間
の
保
健
師
等
の
応
援
派
遣
ス
キ
ー
ム
の
構
築

・
都
道
府
県
単
位
で
潜
在
保
健
師
等
を
登
録
す
る
人
材
バ
ン
ク
の

創
設

・
保
健
所
等
の
恒
常
的
な
人
員
体
制
強
化
に
向
け
た
財
政
措
置

６
．
感
染
症
危
機
管
理
体
制
の
整
備

・
国
立
感
染
症
研
究
所
及
び
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
連

携
に
よ
る
、
感
染
症
の
感
染
力
・
重
篤
性
等
を
迅
速
に
評
価
・
情

報
発
信
で
き
る
仕
組
み
の
整
備

・
実
地
疫
学
専
門
家
の
育
成
・
登
録
に
よ
る
感
染
症
危
機
管
理
時

に
国
の
要
請
で
迅
速
に
派
遣
で
き
る
仕
組
み
の
構
築

７
．
国
際
的
な
人
の
往
来
に
係
る
検
査
能
力
・
体
制
の
拡
充

・
入
国
時
の
検
査
に
つ
い
て
成
田
・
羽
田
・
関
西
空
港
に
お
け
る

1
万
人
超
の
検
査
能
力
を
確
保
（

9月
）

1．
感
染
症
法
に
お
け
る
入
院
勧
告
等
の
権
限
の
運
用
の
見
直
し

・
軽
症
者
や
無
症
状
者
に
つ
い
て
宿
泊
療
養
（
適
切
な
者
は
自
宅
療
養
）
で

の
対
応
を
徹
底
し
、
医
療
資
源
を
重
症
者
に
重
点
化
。
感
染
症
法
に
お
け
る

権
限
の
運
用
に
つ
い
て
、
政
令
改
正
も
含
め
、
柔
軟
に
見
直
し

令
和
２
年
８
月

28
日

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
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新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組 

 

令和２年８月 28日 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 

 3、4 月の感染拡大期においては、新型コロナウイルス感染症に関する知見

が現時点と比べて十分ではない中で、感染拡大防止と医療提供体制の崩壊を未

然に防止するため、4月には、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく

緊急事態宣言を発するとともに、国民に対し、「最低 7 割、極力 8 割程度の接

触機会の低減」を呼び掛けた。これにより感染状況は改善したが、社会経済活

動全般にわたり大きな影響が生じた。 

 

 一方で、現在に至るまでの感染事例を踏まえれば、いわゆる 3密や大声を上

げる環境で感染を生ずることが多いことが確認されている。また、感染者のう

ち、8割の者は他の人に感染させていないことから、クラスターを制御するこ

とが感染拡大を防ぐ上で重要と考えられる。 

 

 このため、これまでに、感染拡大防止と社会経済活動との両立を図るため、

業種ごとの感染拡大予防ガイドラインを作成するとともに、各事業者にこれを

遵守するよう呼びかけてきた。また、国民一人ひとりに対しても、3密や大声

を上げる環境の回避、マスクの着用、フィジカル・ディスタンスの徹底、手指

消毒や換気の徹底など基本的な感染対策を行い、さらには、接触確認アプリを

活用するといった「新しい生活様式」の実践を呼びかけてきた。これらの取組

が着実に実施されることによって、社会全体での感染リスクはかなり下がるこ

とが期待される。 

 

 また、感染者のうち、8 割は軽症又は無症状のまま治癒するが、2 割で肺炎

症状が増悪し、人工呼吸器管理などが必要になるのは 5％程度と言われてい

る。一方、若年層では重症化割合が低く、65 歳以上の高齢者や慢性呼吸器疾

患、糖尿病、肥満などを有する者で重症化のリスクが高いことが判明してい

る。 

 

 検査の面では、唾液を用いるなど新たな検査手法が確立され、検査能力が拡

充されるようになったことから、発症から診断までの日数が大幅に短縮される

ようになった。治療の面でも、レムデシビル、デキサメタゾンといった医薬品

が現在は治療薬として標準的に活用されるようになった。これらのことは、詳
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細な因果関係の分析が待たれるものの、感染者に占める重症化する頻度の低下

にも寄与している可能性がある。 

 

 このように、これまでに得られた新たな知見等を踏まえれば、ハイリスクの

「場」や、リスクの態様に応じたメリハリの効いた対策を適切に講じることに

よって、重症者や死亡者をできる限り抑制しつつ、社会経済活動を継続するこ

とが可能になる。こうした考えの下、今後の季節性インフルエンザの流行期も

見据え、重症化するリスクが高い高齢者や基礎疾患のある者への感染防止を徹

底するとともに、医療資源を重症者に重点化していく。 

 

 さらに、季節性インフルエンザの流行期には、発熱等の症状を訴える者が大

幅に増え、検査や医療の需要が急増することが見込まれることから、更なる検

査体制、医療提供体制の確保・拡充に取り組んでいく。 

 

 上記に加え、実用段階にある新技術を活用し、個人が「新しい生活様式」を

無理なく実践できるように支えるとともに、行政活動から社会経済活動にい

たるまでデジタル化（デジタル・トランスフォーメーション：ＤＸ）を図るほ

か、新型コロナウイルス感染症対策、ポストコロナへの移行を突破口とし、新

たな技術開発・イノベーションを強力に推進する。 

 

 これらの取組を実施することにより、感染拡大防止と社会経済活動との両立

にしっかりと道筋をつける。 

 

 

１．感染症法における入院勧告等の権限の運用の見直し 

〇 新型コロナウイルス感染症については、指定感染症として行使できる権限

の範囲が、当時の医学的知見を踏まえ、結核や SARS、MERSといった二類感染

症以上となっている。今後、これまでに把握されている医学的知見や有識者

の意見を踏まえ、まん延防止を図りつつ、保健所や医療機関の負担の軽減や

病床の効率的な運用をさらに図るため、軽症者や無症状者について宿泊療養

（適切な者は自宅療養）での対応を徹底し、医療資源を重症者に重点化して

いくこととし、こうした方向性の下、季節性インフルエンザの流行期も見据

え、感染症法に基づく権限の運用について、政令改正も含め、柔軟に見直し

を行っていく。 
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２．検査体制の抜本的な拡充 

○ 季節性インフルエンザ流行期を踏まえた検査需要に対応できるよう、国が

都道府県に対し指針を示し、地域における外来診療の医療提供体制と検体採

取体制を踏まえて早期に新たな検査体制整備計画を策定するよう要請する。

季節性インフルエンザの検査件数（１シーズン約 2 千万～3 千万件（2013～

2016年度））を踏まえ、季節性インフルエンザに加え、新型コロナウイルスの

検査についても、地域の医療機関で簡易・迅速に行えるよう、抗原簡易キッ

トによる検査を大幅に拡充（１日平均 20万件程度）するとともに、ＰＣＲ検

査や抗原定量検査の機器の整備を促進し、必要な検査体制を確保する。その

際、検査機器やキットの特性に違いがあることを踏まえ、それぞれ適切な活

用方法を明確化する。 

 

○ 感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域において

は、その期間、医療機関、高齢者施設等に勤務する者、入院・入所者全員を対

象に、いわば一斉・定期的な検査の実施を都道府県等に対して要請する。 

また、地域における感染状況を踏まえ、感染拡大を防止する必要がある場合

には、現に感染が発生した店舗、施設等に限らず、地域の関係者を幅広く検査

することが可能であることを明確化し、都道府県等に対して、積極的な検査の

実施を要請する。 

  

○ 感染拡大や重症化を防止する観点から、一定の高齢者や基礎疾患を有する

者について、市区町村において本人の希望により検査を行う場合に国が支援

する仕組みを設ける。 

 

○ 社会経済活動の中で本人等の希望により全額自己負担で実施する検査ニー

ズに対応できる環境を整備する。仮に、行政検査がひっ迫する状況になれば、

都道府県知事が検査機関に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基

づき、行政検査に支障を生じさせないよう要請する。 

 

 

３．医療提供体制の確保 

○ 病床・宿泊療養施設確保計画に基づき、各都道府県において病床・宿泊療養

施設を計画的に確保し、医療提供体制の整備を着実に実施するとともに、現

時点で把握されている医学的知見に基づき、リスクの低い軽症者や無症状者

については宿泊療養（適切な者は自宅療養）での対応を基本とし、医療資源

を重症者に重点化していく。 
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○ 緊急包括支援交付金による新型コロナウイルス感染症患者の病床・宿泊療

養施設の確保について、9 月分までを対象に各都道府県に交付決定を行って

おり、今後さらに、10月以降分の予算を確保し、各都道府県における入院・

宿泊療養の体制整備を進める。 

また、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医療機関の安定的な経営

を確保するため更なる支援を行うとともに、新型コロナウイルス感染症患者へ

の医療を含め、感染防止の観点から、地域の医療提供体制を維持・確保するた

めの取組み・支援を進めることとし、多数の発熱患者の発生が想定される季節

性インフルエンザ流行期に備え、発熱患者が帰国者・接触者相談センターを介

することなく、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関等に相談・受診し、必

要に応じて検査を受けられる体制を整備する。 

 

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が急激に進展し病床がひっ迫した都

道府県に対して、他都道府県からの応援や都道府県知事からの要請による自

衛隊の災害派遣等により、必要な支援を行う。また、ECMOが必要な重症患者

に対して、全国の医療関係者のネットワーク（ECMOnet）の協力を得て、診療

支援を行う。 

 

○ 今後の感染状況の変化に十分対応可能な量の医療物資を調達・備蓄すると

ともに、Ｇ－ＭＩＳ※などにより医療機関における医療物資の充足状況を把

握し、優先・緊急配布※※できる体制を構築する。 

 ※新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム 

※※現在までの配布実績（８月 21 日時点）：サージカルマスク約２億 4,540 万枚、Ｎ95 等

マスク約 1,090 万枚、アイソレーションガウン約 6,740 万枚、フェイスシールド約 2,300

万枚、非滅菌手袋約 5,980万双 

 

 

４．治療薬、ワクチン 

○ 治療薬として活用されているレムデシビル、デキサメタゾンについて、必要

な患者への供給の確保を図る。その他の治療薬の研究開発について、海外も

含めた臨床研究等の推進や、新たな治療薬開発研究の加速のための継続的な

支援等に取り組む。引き続き、現在開発中の薬剤について治験手続きを簡素

化するとともに、今後、薬事申請がなされた場合は最優先で審査を行い、有

効性等が確認されれば速やかに承認するなど、早期の実用化を図る。 
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○ 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンについては、生命・健康を損なう

リスクの軽減や医療への負荷の軽減、更には社会経済の安定につながること

が期待されることから、令和３年前半までに全国民に提供できる数量を確保

することを目指す。 

このため、現在開発が進められているワクチン候補のうち、臨床試験の進捗

状況等を踏まえ、安全性や有効性、日本での供給可能性等が見込まれるものに

ついては、国内産、国外産の別を問わず、全体として必要な数量について、供

給契約の締結を順次進めることとする。 

  また、国民への円滑な接種を実施するため、国の主導のもと身近な地域にお

いて接種を受けられる仕組みや、健康被害が生じた場合の適切な救済措置も

含め、必要な体制の確保を図る。併せて、ワクチンの使用による健康被害に係

る損害を賠償すること等により生じた製造販売業者等の損失を国が補償する

ことができるよう、接種の開始前までに法的措置を講ずることとする。 

 

 

５．保健所体制の整備 

○ 都道府県を越えた緊急時の対応を可能とするため、自治体間、関係学会・団

体からの保健師等の専門職の応援派遣スキーム（厚生労働省が総務省、全国

知事会、全国市長会、全国町村会、指定都市市長会の支援を得て調整）を構築

する。特に緊急性が高い場合には、都道府県からの連絡を待たずに派遣を調

整する。 

  また、都道府県単位で潜在保健師等を登録する人材バンク（リスト化、定期

的な研修実施等）の創設、保健所等の恒常的な人員体制強化に向けた財政措

置を検討する。 

 

○ ＨＥＲ－ＳＹＳ※の運用改善（発生源入力の促進等）や、業務委託の一層の

推進、一部業務の延期等による保健所業務の軽減により、専門職が専門性の

高い業務に専念できる環境づくりを進める。 

  ※新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム 

 

 

６．感染症危機管理体制の整備 

○ 感染症危機管理時において情報集約・対策実施を全国統一で迅速に行える

よう、国・都道府県・保健所設置市区の権限・役割の見直しや、感染症危機管

理における司令塔機能の強化などについて検討する。 
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○ 感染症の疫学情報、ウイルス情報、臨床情報等の国立感染症研究所への集約

化を図ることとし、国立感染症研究所及び国立国際医療研究センターが連携し

て、感染症の感染力及び罹患した場合の重篤性等を迅速に評価し、情報発信で

きる仕組みを整備する。また、実地疫学専門家の育成・登録を行い、感染症危

機管理時には国の要請で迅速に派遣できる仕組みを検討するとともに、そのた

めに必要な国立感染症研究所の組織体制の増強についても検討する。 

 

 

７．国際的な人の往来に係る検査能力・体制の拡充 

○ 新型コロナウイルス感染症の再拡大の防止と両立する形で、国際的な人の

往来を部分的・段階的に再開していくこととし、入国時の検査について成田・

羽田・関西空港において 9 月には 1 万人超の検査能力を確保する。その後、

人の往来に係る国際的な枠組みの在り方を検討するとともに、3 空港及びそ

の他の空港について体制整備を更に推進する。 

 

○ ビジネス目的の出国者が市中の医療機関において検査証明を迅速に取得す

ることを支援するため、インターネットで予約・マッチングすることができ

る仕組みを、10月を目標に構築する。 
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新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について 

  （中間とりまとめ） 

 

令和２年９月２５日 

 内閣官房 

厚生労働省 

 

１ 趣旨 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン（以下「ワクチン」という。）の接

種開始に当たっては、ワクチン等の確保に加え、流通体制の確保、接種順

位の検討、接種体制の整備、副反応への対応、安全対策など、多領域にわ

たる事前準備が必要となる。 

ワクチンの接種を円滑に実施するために、現時点で得られた知見、新型コ

ロナウイルス感染症対策分科会での議論経過（別紙）等を踏まえ、中間とり

まとめを策定するものである。 

 

２ 接種目的 

新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減

らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図る。 

 

３ ワクチンの確保  

（１）国は、多くの国民へのワクチン接種により、生命・健康を損なうリスクの

軽減や医療への負荷の軽減、更には社会経済の安定につながることが

期待されることから、令和３年前半までに全国民に提供できる数量を確保

することを目指す。 

このため、現在開発が進められているワクチン候補のうち、臨床試験の

進捗状況等を踏まえ、安全性や有効性、日本での供給可能性等が見込

まれるものについては、国内産、国外産の別を問わず、全体として必要な

数量について、供給契約の締結を順次進める。  

 

（２）国は、ワクチンの使用による健康被害が生じた場合の適切な救済措置

を講ずるとともに、健康被害に係る損害を賠償すること等により生じた製

造販売業者等の損失を補償することができるよう、接種の開始前までに

法的措置を講ずる。 
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４ 接種の実施体制 

（１）接種の実施体制については、特定接種の枠組みはとらず、住民への接

種を優先する考えに立ち、簡素かつ効率的な接種体制を構築する。 

 

（２）国民への円滑な接種を実施するため、国の主導的役割、広域的視点、

住民に身近な視点から、国、都道府県及び市町村の主な役割について概

ね以下の分担を前提とし、今後具体的な検討を進め、必要な体制の確保

を図る。 

 

（国の主な役割） 

・ ワクチン、注射針・注射筒の購入及び卸売業者への譲渡 

・ 接種順位の決定 

・ ワクチンに係る科学的知見の国民への情報提供 

・ 健康被害救済に係る認定 

・ 副反応疑い報告制度の運営 

 

（都道府県の主な役割） 

・ 地域の卸売業者との調整 

・ 市町村事務に係る調整 

・ 医療従事者等への接種体制の調整 

・ 専門的相談対応 

 

（市町村の主な役割） 

・ 医療機関との委託契約、接種費用の支払 

・ 住民への接種勧奨、個別通知（予診票、クーポン券） 

・ 接種手続等に関する一般相談対応 

・ 健康被害救済の申請受付、給付 

・ 集団的な接種を行う場合の会場確保 

 

（３）ワクチン接種の実施に当たっては、地方自治体の負担が生じないよう、 

国が必要な財政措置を講ずる。 

 

（４）国は、都道府県及び市町村の事務負担の軽減を図るため、接種可能な

医療機関及び接種対象者の把握及びワクチン等の物流管理等のための

システムの構築・改修、集合契約の活用等について検討を進める。 
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５ 接種順位 

（１）当面、確保できるワクチンの量に限りがあり、その供給も順次行われる

見通しであることから、接種目的に照らして、 

・新型コロナウイルス感染症患者（新型コロナウイルス感染症疑い患者 

を含む。以下同じ。）に直接医療を提供する施設の医療従事者等（新

型コロナウイルス感染症患者の搬送に携わる救急隊員及び積極的な

疫学調査等の業務に携わる保健師等を含む。） 

・高齢者及び基礎疾患を有する者 

を接種順位の上位に位置付けて接種する。今後、具体的な範囲等につ

いて、検討する。 

 

（２）高齢者及び基礎疾患を有する者や障害を有する者が集団で居住する

施設等で従事する者の接種順位について、業務やワクチンの特性等を踏

まえ、検討する。 

  

（３）さらに、妊婦の接種順位について、国内外の科学的知見等を踏まえ、検

討する。 

 

６ ワクチンの有効性及び安全性 

（１）接種に用いるワクチンは現時点では未定であるが、新たな技術を活用し

たワクチンの開発が進められており、これまで日本で承認されたワクチンと

は大きく性質が異なるものと考えられる。また、接種実績が限られる状況

では、ワクチンの有効性及び安全性等に係る情報も限られることも想定さ

れる。 

 

（２）ワクチンの有効性及び安全性等の評価については、医薬品医療機器総

合機構等で検討するとともに、広く接種を行う際には厚生科学審議会予防

接種・ワクチン分科会で適切に議論する。 

 

（３）国は、ワクチンの接種開始以降も、ワクチンの製造販売後調査等により、

製造販売業者等と連携し、品質、有効性及び安全性のデータの収集・分析

を行うなど、有効性及び安全性を十分に確保する。 

 

（４）国は、ワクチンによる副反応を疑う事象について、医療機関又は製造販
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売業者からの報告などにより迅速に情報を把握するとともに、当該情報に

係る専門家による評価により、速やかに必要な安全対策を講ずる。 

 

（５）ワクチンは最終的には個人の判断で接種されるものであることから、ワク

チンの接種に当たっては、リスクとベネフィットを総合的に勘案し接種の判

断ができる情報を提供することが必要である。 

 

７ 健康被害救済制度 

国は、ワクチン接種に伴い、健康被害が生じた場合の健康被害救済を目

的とした必要な措置を講ずる。 

 

８ 広報 

国は、国民に対して、ワクチンの有効性及び安全性への認識を高めるた

め、的確で丁寧なコミュニケーション等を進め、幅広くワクチン接種への理解

が得られるように取り組む。 

 

９ 今後の検討等 

（１）今回整理する内容は、今後明らかになる知見等を踏まえ、適宜見直す。 

 

（２）今後のワクチンの接種に当たり、具体的な接種順位、ワクチンの流通体

制、複数メーカーのワクチンの使用の在り方、副反応への対応等について、

引き続き検討する。 
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 
 

令和２年３月 28日（令和３年１月７日変更） 
新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 

 
政府は、新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題であると

の認識の下、国民の生命を守るため、これまで水際での対策、まん延防止、医
療の提供等について総力を挙げて講じてきた。国内において、感染経路の不明
な患者の増加している地域が散発的に発生し、一部の地域で感染拡大が見ら
れてきたため、令和２年３月 26日、新型インフルエンザ等対策特別措置法
（平成 24 年法律第 31 号。以下「法」という。）附則第１条の２第１項及
び第２項の規定により読み替えて適用する法第 14 条に基づき、新型コロ
ナウイルス感染症のまん延のおそれが高いことが、厚生労働大臣から内閣
総理大臣に報告され、同日に、法第 15 条第１項に基づく政府対策本部が
設置された。 
国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会

機能を維持することが重要である。 
その上で、まずは、後述する「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人と

の距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な
感染対策を行うことをより一層推進し、さらに、積極的疫学調査等により
クラスター（患者間の関連が認められた集団。以下「クラスター」という。）の
発生を抑えることが、いわゆるオーバーシュートと呼ばれる爆発的な感染
拡大（以下「オーバーシュート」という。）の発生を防止し、感染者、重症
者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるためには重要である。 
また、必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて

実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが、上記の
封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重
要である。 
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 あわせて、今後、国内で感染者数が急増した場合に備え、重症者等への対
応を中心とした医療提供体制等の必要な体制を整えるよう準備することも
必要である。 
既に国内で感染が見られる新型コロナウイルス感染症に関しては、 
・ 肺炎の発生頻度が、季節性インフルエンザにかかった場合に比して
相当程度高く、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそ
れがあること 

・  感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確
認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、全国的
かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ
すおそれがある状況であること 

が、総合的に判断されている。 
このようなことを踏まえて、令和 2年４月７日に、新型コロナウイルス

感染症対策本部長（以下「政府対策本部長」という。）は法第 32条第 1項
に基づき、緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和
２年４月７日から令和２年５月６日までの 29 日間であり、緊急事態措置
を実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県
及び福岡県とした。 
以後、4月 16日に、各都道府県における感染状況等を踏まえ、全都道府

県について緊急事態措置を実施すべき区域とし、5 月 4 日には、全都道府
県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和 2 年 5 月 31 日まで延長
することとした。その後、各都道府県における感染状況等を踏まえ、段階
的に緊急事態措置を実施すべき区域を縮小していった。 

5月 25日に、感染状況等を分析し、総合的に判断した結果、全ての都道
府県が緊急事態措置を実施すべき区域に該当しないこととなったため、政
府対策本部長は、法第 32条第 5項に基づき、緊急事態解除宣言を行った。 
その後、新規報告数は、10 月末以降増加傾向となり、11 月以降その傾

向が強まっていった。12月には首都圏を中心に新規報告数は過去最多の状
況が継続し、医療提供体制がひっ迫している地域が見受けられた。 
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こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況に
鑑み、令和３年１月７日、政府対策本部長は、法第 32条第 1項に基づき、
緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和３年１月８
日から令和３年２月７日までの 31 日間であり、緊急事態措置を実施すべ
き区域は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県である。 
本指針は、国民の生命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐる

状況を的確に把握し、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者
を含む国民が一丸となって、新型コロナウイルス感染症対策をさらに進めていく
ため、今後講じるべき対策を現時点で整理し、対策を実施するに当たって準
拠となるべき統一的指針を示すものである。 
 
一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 
 我が国においては、令和２年１月 15日に最初の感染者が確認された後、
令和３年１月５日までに、合計 250,343 人の感染者、3,718 人の死亡者が
確認されている。 
令和２年４月から５月にかけての緊急事態宣言下において、東京都、大

阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛
知県、京都府、兵庫県及び福岡県の 13都道府県については、特に重点的に
感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要があったことから、本対処
方針において特定都道府県（緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県）
の中でも「特定警戒都道府県」と位置付けて対策を促してきた。 
また、これら特定警戒都道府県以外の県についても、都市部からの人の

移動等によりクラスターが都市部以外の地域でも発生し、感染拡大の傾向
が見られ、そのような地域においては、医療提供体制が十分に整っていな
い場合も多いことや、全都道府県が足並みをそろえた取組が行われる必要
があったことなどから、全ての都道府県について緊急事態措置を実施すべ
き区域として感染拡大の防止に向けた対策を促してきた。 
その後、5 月 1 日及び 4日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

（以下「専門家会議」という。）の見解を踏まえ、引き続き、それまでの枠
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組みを維持し、全ての都道府県について緊急事態措置を実施すべき区域（特
定警戒都道府県は前記の 13都道府県とする。）として感染拡大の防止に向
けた取組を進めてきた。 
その結果、全国的に新規報告数の減少が見られ、また、新型コロナウイ

ルス感染症に係る重症者数も減少傾向にあることが確認され、さらに、病
床等の確保も進み、医療提供体制のひっ迫の状況も改善されてきた。 
５月 14日には、その時点における感染状況等の分析・評価を行い、総合

的に判断したところ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都
府、大阪府及び兵庫県の８都道府県については、引き続き特定警戒都道府
県として、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていくことと
なった。 
また、5月 21日には、同様に、分析・評価を行い、総合的に判断したと

ころ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の 5都道県について
は、引き続き特定警戒都道府県として、特に重点的に感染拡大の防止に向
けた取組を進めていく必要があった。 
その後、5 月 25 日に改めて感染状況の変化等について分析・評価を行

い、総合的に判断したところ、全ての都道府県が緊急事態措置を実施すべ
き区域に該当しないこととなったため、同日、緊急事態解除宣言が発出さ
れた。 
 
緊急事態宣言解除後、主として７月から８月にかけて、特に大都市部の

歓楽街における接待を伴う飲食店を中心に感染が広がり、その後、周辺地
域、地方や家庭・職場などに伝播し、全国的な感染拡大につながっていっ
た。 
この感染拡大については、政府及び都道府県、保健所設置市、特別区（以

下「都道府県等」という。）が連携し、大都市の歓楽街の接待を伴う飲食店
等、エリア・業種等の対象を絞った上で、重点的な PCR検査の実施や営業
時間短縮要請など、メリハリの効いた対策を講じることにより、新規報告
数は減少に転じた。 
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また、8月７日の新型コロナウイルス感染症対策分科会（以下「分科会」という。）
においては、今後想定される感染状況に応じたステージの分類を行うととも
に、ステージを判断するための指標（「６つの指標」。以下「ステージ判断の
指標」という。）及び各ステージにおいて講じるべき施策が提言された。 
この提言を踏まえ、今後、緊急事態宣言（緊急事態措置を実施すべき区域

を含む）の発出及び解除の判断に当たっては、以下を基本として判断するこ
ととする。その際、「ステージ判断の指標」は、提言において、あくまで目安
であり、これらの指標をもって機械的に判断するのではなく、政府や都道府
県はこれらの指標を総合的に判断すべきとされていることに留意する。 
（緊急事態宣言発出の考え方） 
 国内での感染拡大及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、
分科会提言におけるステージⅣ相当の対策が必要な地域の状況等）を踏まえ
て、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及
ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問
委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 
（緊急事態宣言解除の考え方） 
国内での感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、緊

急事態措置を実施すべき区域が、分科会提言におけるステージⅢ相当の対策
が必要な地域になっているか等）を踏まえて、政府対策本部長が基本的対処
方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 
なお、緊急事態宣言の解除後の対策の緩和については段階的に行い、必要

な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで続ける。 
 

8 月 28 日には政府対策本部が開催され、「新型コロナウイルス感染症に
関する今後の取組」がとりまとめられ、重症化するリスクが高い高齢者や
基礎疾患がある者への感染防止を徹底するとともに、医療資源を重症者に
重点化すること、また、季節性インフルエンザの流行期に備え、検査体制、
医療提供体制を確保・拡充することとなった。 
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夏以降、減少に転じた新規報告数は、10月末以降増加傾向となり、11月
以降その傾向が強まっていったことから、クラスター発生時の大規模・集
中的な検査の実施による感染の封じ込めや感染拡大時の保健所支援の広域
調整等、政府と都道府県等が密接に連携しながら、対策を講じていった。
また、10月23日の分科会においては、「感染リスクが高まる「５つの場面」」を回
避することや、「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」を周知することなどの
提言がなされた。12月には首都圏を中心に新規報告数は過去最多の状況が継
続し、医療提供体制がひっ迫している地域が見受けられた。 
こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況に

鑑み、令和３年１月７日、政府対策本部長は、法第 32条第 1項に基づき、
緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年１月８日から令和３年２月７日
までの 31日間とし、区域を東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県とする緊急
事態宣言を行った。 

 
 新型コロナウイルス感染症については、以下のような特徴がある。 
 ・ 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人の

割合や死亡する人の割合は年齢によって異なり、高齢者は高く、若者
は低い傾向にある。令和２年 6月から 8月に診断された人における重
症化する割合や死亡する割合は 1月から 4月までと比べて低下してい
る。重症化する人の割合は約 1.6%（50 歳代以下で 0.3%、60 歳代以
上で 8.5%）、死亡する人の割合は、約 1.0%（50 歳代以下で 0.06%、
60歳代以上で 5.7%）となっている。 

・ 重症化しやすいのは、高齢者と基礎疾患のある人で、重症化のリス
クとなる基礎疾患には、慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高
血圧、心血管疾患、肥満がある。 

・ 新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させる可能性があ
る期間は、発症の 2 日前から発症後７日から 10 日間程度とされてい
る。また、この期間のうち、発症の直前・直後で特にウイルス排出量
が高くなると考えられている。 
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新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、他の人に感染さ
せているのは２割以下で、多くの人は他の人に感染させていないと考
えられている。 

・ 新型コロナウイルス感染症は、主に飛沫感染や接触感染によって感
染し、①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの
人が密集している）、③密接場面（互いに手を伸ばしたら手が届く距離
での会話や発声が行われる）という３つの条件（以下「三つの密」と
いう。）の環境で感染リスクが高まる。このほか、飲酒を伴う懇親会等、
大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同
生活、居場所の切り替わりといった場面でも感染が起きやすく、注意
が必要である。 

・ 新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には、PCR 検査、
抗原定量検査、抗原定性検査等がある。新たな検査手法の開発により、
検査の種類や症状に応じて、鼻咽頭ぬぐい液だけでなく、唾液や鼻腔
ぬぐい液を使うことも可能になっている。なお、抗体検査は、過去に
新型コロナウイルス感染症にかかったことがあるかを調べるもので
あるため、検査を受ける時点で感染しているかを調べる目的に使うこ
とはできない。 

・ 新型コロナウイルス感染症の治療は、軽症の場合は経過観察のみで
自然に軽快することが多く、必要な場合に解熱薬などの対症療法を行
う。呼吸不全を伴う場合には、酸素投与やステロイド薬（炎症を抑え
る薬）・抗ウイルス薬の投与を行い、改善しない場合には人工呼吸器や
体外式膜型人工肺（Extracorporeal membrane oxygenation：ＥＣＭ
Ｏ）等による集中治療を行うことがある。 

・英国、南アフリカ等の世界各地で変異株が確認されている。国立感染症研究所
によると、英国で確認された変異株(VOC-202012/01)については、英国の解
析では今までの流行株よりも感染性が高いこと（実効再生産数を0.4以上増加
させ、伝播のしやすさを最大 70%程度増加すると推定）が示唆されること、
現時点では、重篤な症状との関連性やワクチンの有効性への影響は調査中で
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あることなど、また、南アフリカで確認された変異株(501Y.V2)については、
感染性が増加している可能性が示唆されているが、精査が必要であること、現
時点では、重篤な症状との関連性やワクチンの有効性への影響を示唆する証
拠はないこと等の見解がまとめられている。 

  国立感染症研究所によると、変異株であっても、個人の基本的な感染予防策
としては、従来と同様に、「三つの密」の回避、マスクの着用、手洗い等が推
奨されている。 

・ 日本国内におけるウイルスの遺伝子的な特徴を調べた研究によると、令和２
年１月から２月にかけて、中国武漢から日本国内に侵入した新型コロナウイ
ルスは３月末から４月中旬に封じ込められた一方で、その後、欧米経由で侵入
した新型コロナウイルスが日本国内に拡散したものと考えられている。7 月、
8月の感染拡大は、検体全てが欧州系統から派生した２系統に集約されたもの
と考えられる。現時点では、国内感染は国内で広がったものが主流と考えられ
る 。 

・ また、ワクチンについては、令和３年前半までに全国民に提供できる
数量の確保を目指すこととしており、これまでモデルナ社、アストラゼ
ネカ社及びファイザー社のワクチンの供給を受けることについて契約
締結等に至っている。ワクチンの接種を円滑に実施するため、令和２年
９月時点で得られた知見、分科会での議論経過等を踏まえ、内閣官房及
び厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種につ
いて（中間とりまとめ）」を策定したが、その後、予防接種法（昭和 23
年法律第 68 号）の改正や接種順位の検討等、接種に向け必要な準備を
進めている。現時点では国内で承認されたワクチンは存在しないものの
ファイザー社のワクチンについて 12 月中旬に薬事承認申請がなされて
おり、現在、安全性・有効性を最優先に、迅速審査を行っているところ
であり、承認後にはできるだけ速やかに接種できるよう接種体制の整備
を進めている。 

・ 新型コロナウイルス感染症による日本での経済的な影響を調べた研究
では、クレジットカードの支出額によれば、人との接触が多い業態や在
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宅勤務（テレワーク）の実施が困難な業態は、３月以降、売り上げがよ
り大きく減少しており、影響を受けやすい業態であったことが示されて
いる。また、令和２年４～６月期の国内総生産（GDP）は実質で前期比
7.9％減、年率換算で 28.1％減を記録した。 

 
二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針 
 ① これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏ま

え、より効果的な感染防止策等を講じていく。 
② 緊急事態措置を実施すべき区域においては、社会経済活動を幅広く止
めるのではなく、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場
面に効果的な対策を徹底する。すなわち、飲食を伴うものを中心として
対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人
の流れを制限することを実施する。具体的には、飲食店に対する営業時
間短縮要請、夜間の外出自粛、テレワークの推進等の取組を強力に推進
する。 

③ 緊急事態措置を実施すべき区域以外の地域においては、地域の感染状
況や医療提供体制の確保状況等を踏まえながら、感染拡大の防止と社会
経済活動の維持との持続的な両立を図っていく。その際、感染状況は地
域によって異なることから、各都道府県知事が適切に判断する必要があ
るとともに、人の移動があることから、隣県など社会経済的につながり
のある地域の感染状況に留意する必要がある。 

④ 感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や「感染リスクが高ま
る「５つの場面」」を回避すること等を促すとともに、事業者及び関係
団体に対して、業種別ガイドライン等の実践と科学的知見等に基づく
進化を促していく。 

⑤ 新型コロナウイルス感染症についての監視体制の整備及び的確な情
報提供・共有により、感染状況等を継続的に監視する。また、医療提供体制
がひっ迫することのないよう万全の準備を進めるほか、検査機能の強化、
保健所の体制強化及びクラスター対策の強化等に取り組む。 
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⑥ 的確な感染防止策及び経済・雇用対策により、感染拡大の防止と社会
経済活動の維持との両立を持続的に可能としていく。 

⑦ 感染の拡大が認められる場合には、政府や都道府県が密接に連携しな
がら、重点的・集中的なPCR検査の実施や営業時間短縮要請等を含め、
速やかに強い感染対策等を講じる。 

 
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 
（１）情報提供・共有 
① 政府は、地方公共団体と連携しつつ、以下の点について、国民の共感
が得られるようなメッセージを発出するとともに、状況の変化に即応
した情報提供や呼びかけを行い、行動変容に資する啓発を進めるととも
に、冷静な対応をお願いする。 
・ 発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供。 
・ 国民に分かりやすい疫学解析情報の提供。 
・ 医療提供体制及び検査体制に関する分かりやすい形での情報の
提供。 

・ 「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、
「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の徹底
等、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着に向けた周知。 

・ 室内で「三つの密」を避けること。特に、日常生活及び職場において、人
混みや近距離での会話、多数の者が集まり室内において大きな声を出すこと
や歌うこと、呼気が激しくなるような運動を行うことを避けるように強く促
すこと。 

・ 令和２年10月23日の分科会で示された、「感染リスクが高まる「５つの
場面」」（飲酒を伴う懇親会やマスクなしでの会話など）や、「感染リスクを
下げながら会食を楽しむ工夫」（なるべく普段一緒にいる人と少人数、席の
配置は斜め向かい、会話の時はマスク着用等）の周知。 

・ 業種別ガイドライン等の実践。特に、飲食店等について、業種別ガイドラ
インを遵守している飲食店等を利用するよう、促すこと。 
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・ 風邪症状等体調不良がみられる場合の休暇取得、学校の欠席、外
出自粛等の呼びかけ。 

・ 感染リスクを下げるため、医療機関を受診する時は、あらかじめ
厚生労働省が定める方法による必要があることの周知。 

・ 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の考え方を分かり
やすく周知すること。 

・ 感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対
策に携わった方々に対する誤解や偏見に基づく差別を行わないことの呼び
かけ。 

・ 従業員及び学生の健康管理や感染対策の徹底についての周知。 
・ 国民の落ち着いた対応（不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいだ移
動の自粛等や商店への殺到の回避及び買い占めの防止）の呼びかけ。   

   ・ 接触確認アプリ（COVID-19 Contact-Confirming Application：ＣＯＣＯＡ）
のインストールを呼びかけるとともに、陽性者との接触があった旨の通知が
あった場合における適切な機関への受診の相談や陽性者と診断された場合
における登録の必要性についての周知。併せて、地域独自のＱＲコード等に
よる追跡システムの利用の呼びかけ。 

② 政府は、広報担当官を中心に、官邸のウェブサイトにおいて厚生労働省
等関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的に連携
させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）等の媒体も
積極的に活用することで、迅速かつ積極的に国民等への情報発信を行う。 

③ 政府は、民間企業等とも協力して、情報が必ずしも届いていない層に十
分な情報が行き届くよう、丁寧な情報発信を行う。 

④ 厚生労働省は、感染症やクラスターの発生状況について迅速に情報を公
開する。 

⑤ 外務省は、全世界で感染が拡大していることを踏まえ、各国に滞在す
る邦人等への適切な情報提供、支援を行う。 

⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張又は長期の
海外滞在のある事業所、留学や旅行機会の多い大学等においても、帰国
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者への適切な情報提供を行い、渡航の是非の判断・確認や、帰国者に対
する14日間の外出自粛の要請等の必要な対策を講じるよう周知を図る。 

⑦ 政府は、国民、在留外国人、外国人旅行者及び外国政府に対し、帰国
時・入国時の手続や目的地までの交通手段の確保等について適切か
つ迅速な情報提供を行い、国内でのまん延防止と風評対策につなげる。
また、政府は、日本の感染対策や感染状況の十分な理解を醸成するよう、
諸外国に対して情報発信に努める。 

⑧ 地方公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な手段により住
民に対して地域の感染状況に応じたメッセージや注意喚起を行う。 

⑨ 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査によ
り得られた情報を分析し、今後の対策に資する知見をまとめて、国民に還
元するよう努める。 

⑩ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が行政文書の管理
に関するガイドライン（平成 23 年４月１日内閣総理大臣決定）に基づく
「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を行う。地方公共団
体も、これに準じた対応に努める。 

 
（２）サーベイランス・情報収集 
① 感染の広がりを把握するために必要な検査を実施し、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 144号。
以下「感染症法」という。）第 12条に基づく医師の届出等によりその実
態を把握する。 

② 厚生労働省及び都道府県等は、感染が拡大する傾向が見られる場合は
それを迅速に察知して的確に対応できるよう、戦略的サーベイランス体
制を整えておく必要がある。また、感染拡大の防止と社会経済活動の維
持との両立を進めるためにも感染状況を的確に把握できる体制をもつこ
とが重要であるとの認識の下、地方衛生研究所や民間の検査機関等の関係
機関における検査体制の一層の強化、地域の関係団体と連携した地域外
来・検査センターの設置等を迅速に進めるとともに、新しい検査技術につい
ても医療現場に迅速に導入する。都道府県は、医療機関等の関係機関によ
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り構成される会議体を設けること等により、民間の検査機関等の活用促進
を含め、ＰＣＲ等検査の実施体制の把握・調整等を図る。さらに、厚生労働
省は、ＰＣＲ検査及び抗原検査の役割分担について検討・評価を行う。また、
これらを踏まえ、検査が必要な者に、より迅速・円滑に検査を行い、感染が
拡大している地域においては、医療・介護従事者、入院・入所者等関係者に
対する幅広いＰＣＲ等検査の実施に向けて取組を進めるとともに、院内・施
設内感染対策の強化を図る。政府と都道府県等で協働して今後の感染拡大局
面も見据えた準備を進めるため、厚生労働省は、財政的な支援をはじめ必要
な支援を行い、都道府県等は、相談・検体採取・検査の一連のプロセスを通
じた対策を実施する。 

③ 厚生労働省は、感染症法第 12 条に基づく医師の届出とは別に、市中での
感染状況を含め国内の流行状況等を把握するため、抗体保有状況に関する調
査など有効なサーベイランスを実施する。また、いわゆる超過死亡について
は、新型コロナウイルス感染症における超過死亡を推計し、適切に把握する。 

④ 厚生労働省は、医療機関や保健所の事務負担の軽減を図りつつ、患者等
に関する情報を関係者で迅速に共有するための情報把握・管理支援シス
テム（Health Center Real-time Information-sharing System on COVID-
19：ＨＥＲ－ＳＹＳ）を活用し、都道府県別の陽性者数等の統計データ
の収集・分析を行うとともに、その結果を適宜公表し、より効果的・効
率的な対策に活用していく。 

⑤ 政府は、医療機関の空床状況や人工呼吸器・ＥＣＭＯの保有・稼働状況等
を迅速に把握する医療機関等情報支援システム（Gathering Medical 
Information System：Ｇ－ＭＩＳ）を構築・運営し、医療提供状況やＰＣＲ
等検査の実施状況等を一元的かつ即座に把握するとともに、都道府県等にも
提供し、迅速な患者の受入調整等にも活用する。 

⑥ 文部科学省及び厚生労働省は、学校等での集団発生の把握の強化を図る。 
⑦ 政府は、変異株に対して迅速に診断するための検査キット等の開発の支援
を進める。 

⑧ 都道府県は、地方公共団体間での迅速な情報共有に努めるとともに、県下の
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感染状況について、リスク評価を行う。 
⑨ 遺伝子配列を分析するにあたり、公衆衛生対策を進めていく上で必要な情
報を、国立感染症研究所において収集を行う。 

 
（３）まん延防止 
１）外出の自粛（後述する「４）職場への出勤等」を除く） 

特定都道府県は、法第 45条第 1項に基づき、不要不急の外出・移動
の自粛について協力の要請を行うものとする。特に、20 時以降の不要
不急の外出自粛について、住民に徹底する。 
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場

への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なも
のについては外出の自粛要請の対象外とする。 
また、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」

「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底す
るとともに、あらゆる機会を捉えて、令和２年４月22日の専門家会議で示
された「10 のポイント」、５月４日の専門家会議で示された「新しい生活
様式の実践例」、10月 23 日の分科会で示された、「感染リスクが高まる「５
つの場面」」等を活用して住民に周知を行うものとする。 

２）催物（イベント等）の開催制限 
特定都道府県は、当該地域で開催される催物（イベント等）について、

主催者等に対して、法第 45 条第２項等に基づき、別途通知する目安を
踏まえた規模要件等（人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等）を設
定し、その要件に沿った開催の要請を行うものとする。併せて、開催に
あたっては、業種別ガイドラインの徹底や催物前後の「三つの密」及び
飲食を回避するための方策を徹底するよう、主催者等に求めるものとす
る。 
また、スマートフォンを活用した接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）につ

いて、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバ
シーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、民間企業・団体等の
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幅広い協力を得て引き続き普及を促進する。 
３）施設の使用制限等（前述の「２）催物（イベント等）の開催制限」、後
述する「５）学校等の取扱い」を除く） 
① 特定都道府県は、法第 24 条第９項及び法第 45 条第２項等に基づ
き、感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、
飲食店に対する営業時間の短縮（20時までとする。ただし、酒類の提
供は 11時から 19時までとする。）の要請を行うものとする。要請に
あたっては、関係機関とも連携し、営業時間短縮を徹底するための対
策強化を行う。 
法第 45 条第２項に基づく要請に対し、正当な理由がないにもかか

わらず応じない場合には、法第 45 条第３項に基づく指示を行い、こ
れらの要請及び指示の公表を行うものとする。政府は、新型コロナウ
イルス感染症の特性及び感染の状況を踏まえ、施設の使用制限等の要
請、指示の対象となる施設等の所要の規定の整備を行うものとする。 
また、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することや、施設に人

が集まり、飲食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、
飲食店以外の他の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令（平成
25年政令第 122号）第 11条に規定する施設（学校、保育所をはじめ
別途通知する施設を除く。）についても、同様の働きかけを行うものと
する。 
また、特定都道府県は、感染の拡大につながるおそれのある一定の

施設について、別途通知する目安を踏まえた規模要件等（人数上限・
収容率、飲食を伴わないこと等）を設定し、その要件に沿った施設の
使用の働きかけを行うものとする。 

 ② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、
飲食店に対して営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府
県を支援する。 

③ 事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種別ガイ
ドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進める。
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その際、政府は、専門家の知見を踏まえ、関係団体等に必要な情報提
供や助言等を行う。 

４）職場への出勤等 
 ① 政府及び特定都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう

働きかけを行うものとする。 
・ 職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものである
が、「出勤者数の 7 割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に
向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテ
ーション勤務等を強力に推進すること。 

・ 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業
の継続に必要な場合を除き、20 時以降の勤務を抑制すること。 

・ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を
低減する取組を強力に推進すること。 

・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗いや手指消毒、咳エ
チケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る
箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張によ
る従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等）や「三つの密」
や「感染リスクが高まる「５つの場面」」等を避ける行動を徹底するよ
う促すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、
喫煙室等）に注意するよう周知すること。さらに、職場や店舗等に関
して、業種別ガイドライン等を実践するよう働きかけること。 

・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行
う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」
を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じつつ、事
業の特性を踏まえ、業務を継続すること。 

② 政府及び地方公共団体は、在宅勤務（テレワーク）、ローテーション勤
務、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を自ら進める
とともに、事業者に対して必要な支援等を行う。 

５）学校等の取扱い 
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 ① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業を求
めるのではなく、地域の感染状況に応じた感染防止策の徹底を要請す
る。幼稚園、小学校、中学校、高等学校等については、子供の健やか
な学びの保障や心身への影響の観点から、「学校における新型コロナ
ウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要
請する。また、大学等については、感染防止と面接授業・遠隔授業の
効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適切に対応する
ことを要請する。部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、懇
親会や飲み会などについては、学生等への注意喚起の徹底（緊急事態
宣言区域においては、部活動における感染リスクの高い活動の制限）
を要請する。大学入学共通テスト、高校入試等については、実施者に
おいて、感染防止策や追検査等による受験機会の確保に万全を期した
上で、予定どおり実施する。都道府県は、学校設置者に対し、保健管
理等の感染症対策について指導するとともに、地域の感染状況や学校
関係者の感染者情報について速やかに情報共有を行うものとする。 

 ② 厚生労働省は、保育所や放課後児童クラブ等について、感染防止策
の徹底を行いつつ、原則開所することを要請する。 

６）緊急事態宣言が発出されていない場合の都道府県における取組等 
① 都道府県は、持続的な対策が必要であることを踏まえ、住民や事業
者に対して、以下の取組を行うものとする。その際、感染拡大の防止
と社会経済活動の維持との両立を持続的に可能としていくため、「新
しい生活様式」の社会経済全体への定着を図るとともに、地域の感染
状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、必要に応じて、
後述③等のとおり、外出の自粛、催物（イベント等）の開催制限、施
設の使用制限等の要請等を機動的に行うものとする。 
（外出の自粛等） 
・ 「三つの密」、「感染リスクが高まる「５つの場面」」等の回避や、
「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」
をはじめとした基本的な感染対策の徹底等、感染拡大を防止する
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「新しい生活様式」の定着が図られるよう、あらゆる機会を捉えて、
令和２年４月 22 日の専門家会議で示された「10 のポイント」、５
月４日の専門家会議で示された「新しい生活様式の実践例」、10月
23日の分科会で示された「感染リスクが高まる「５つの場面」」等
について住民や事業者に周知を行うこと。 

・ 帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を
含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に大人数の会食を
控える等注意を促すこと。 
感染が拡大している地域において、こうした対応が難しいと判断さ

れる場合は、帰省や旅行について慎重な検討を促すこと。特に発熱等
の症状がある場合は、帰省や旅行を控えるよう促すこと。 

・ 業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促すこと。 
・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、
政府と連携して、外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協
力の要請等を行うこと。 
（催物（イベント等）の開催） 
・ 催物等の開催については、「新しい生活様式」や業種別ガイドライン
等に基づく適切な感染防止策が講じられることを前提に、地域の感染
状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、必要な規模要件
（人数上限や収容率）の目安を示すこと。その際、事業者及び関係団
体において、エビデンスに基づきガイドラインが進化、改訂された場
合は、それに基づき適切に要件を見直すこと。 
また、催物等の態様（屋内であるか、屋外であるか、また、全国的な

ものであるか、地域的なものであるかなど）や種別（コンサート、展
示会、スポーツの試合や大会、お祭りなどの行事等）に応じて、開催
の要件や主催者において講じるべき感染防止策を検討し、主催者に周
知すること。 
催物等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発

生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物
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の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による
行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、主催者に対して
強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握して
おくことや、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）等の活用等について、
主催者に周知すること。 

・ 感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの発生があった場合、 
国と連携して、人数制限の強化、催物等の無観客化、中止又は延期等
を含めて、速やかに主催者に対して必要な協力の要請等を行うこと。 

   （職場への出勤等） 
・ 事業者に対して、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤
等、人との接触を低減する取組を働きかけること。 

・ 事業者に対して、職場における、感染防止のための取組（手洗い
や手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励
行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出
勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用
等）や「三つの密」や「感染リスクが高まる「５つの場面」」等を避け
る行動を徹底するよう促すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」
（休憩室、更衣室、喫煙室等）に注意するよう周知すること。さら
に、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践するよう働
きかけること。 
（施設の使用制限等） 

・ これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」
のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、施設管理者等
に対して必要な協力を依頼すること。 

・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、
政府と連携して、施設の使用制限等を含めて、速やかに施設管理者
等に対して必要な協力の要請等を行うこと。 

②  都道府県は、感染の状況等を継続的に監視し、その変化が認めら
れた場合、住民に適切に情報提供を行い、感染拡大への警戒を呼びか
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けるものとする。 
③ 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感
染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、
把握・分析を行い、８月７日の分科会の提言で示された指標を目安と
しつつ総合的に判断し、同提言に示された各ステージにおいて「講ず
べき施策」や累次の分科会提言（12月 11日「今後の感染の状況を踏
まえた対応についての分科会から政府への提言」等）等を踏まえ、地
域の実情に応じて、迅速かつ適切に法第 24条第 9項に基づく措置等
を講じるものとする。特に、ステージⅢ相当の対策が必要な地域等に
あっては、速やかにステージⅡ相当の対策が必要な地域へ移行するよ
う、取り組むものとする。また、ステージⅢ相当の対策が必要な地域
で、感染の状況がステージⅣに近づきつつあると判断される場合には、
特定都道府県における今回の措置に準じた取組を行うものとする。 

④ 都道府県は、①③の取組を行うに当たっては、あらかじめ政府と迅
速に情報共有を行う。 

７）水際対策 
① 政府は、水際対策について、変異株を含め、国内への感染者の流入
及び国内での感染拡大を防止する観点から、入国制限、渡航中止勧告、
帰国者のチェック・健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措置等
を、引き続き、実施する。なお、厚生労働省は、関係省庁と連携し、
健康観察について、保健所の業務負担の軽減や体制強化等を支援する。 

② 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発生の状況を踏まえて、必
要に応じ、国土交通省は、航空機の到着空港の限定の要請、港湾の利
用調整や水際・防災対策連絡会議等を活用した対応力の強化等を行う
とともに、厚生労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。 

③ 厚生労働省は、停留に利用する施設が不足する場合には、法第 29
条の適用も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、停
留に利用可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を行うことで停留
施設の確保に努める。 
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８）クラスター対策の強化 
① 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査
により、個々の濃厚接触者を把握し、健康観察、外出自粛の要請等を
行うとともに、感染拡大の規模を適確に把握し、適切な感染対策を行
う。その際、より効果的な感染拡大防止につなげるため、積極的疫学
調査を実施する際に優先度も考慮する。 

② 政府は、関係機関と協力して、クラスター対策に当たる専門家の確
保及び育成を行う。 

③ 厚生労働省及び都道府県等は、関係機関と協力して、特に、感染拡
大の兆候が見られた場合には、専門家やその他人員を確保し、その地
域への派遣を行う。 

  なお、感染拡大が顕著な地域において、保健所における積極的疫学
調査に係る人員体制が不足するなどの問題が生じた場合には、都道府
県は関係学会・団体等の専門人材派遣の仕組みである IHEAT
（Infectious disease Health Emergency Assistance Team）の活用
や、厚生労働省と調整し、他の都道府県からの応援派遣職員の活用等
の人材・体制確保のための対策を行う。 
また、都道府県等が連携し、積極的疫学調査等の専門的業務を十分

に実施できるよう保健所の業務の重点化や人材育成等を行うこと等
により、感染拡大時に即応できる人員体制を平時から整備する。 

④ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を抜本強化するという観点
から、保健所の体制強化に迅速に取り組む。これに関連し、特定都道
府県は、管内の市町村と迅速な情報共有を行い、また、対策を的確か
つ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第 24条に基づ
く総合調整を行う。さらに、都道府県等は、クラスターの発見に資す
るよう、地方公共団体間の迅速な情報共有に努めるとともに、政府は、
対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第
20条に基づく総合調整を行う。 

⑤ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を強化する観点から、以下
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の取組を行う。 
 ・ 大規模な歓楽街については、令和 2 年 10 月 29 日の分科会にお

ける「大都市の歓楽街における感染拡大防止対策ワーキンググルー
プ当面の取組方策に関する報告書」に示された取組を踏まえ、通常
時から相談・検査体制の構築に取り組むとともに、早期介入時には、
重点的（地域集中的）な PCR検査等の実施や、必要に応じ、エリ
ア・業種を絞った営業時間短縮要請等を機動的に行うこと。 

 ・ 事業者に対し、職場でのクラスター対策の徹底を呼びかけること。 
 ・ 言語の壁や生活習慣の違いがある在留外国人を支援する観点から、

政府及び都道府県等が提供する情報の一層の多言語化、大使館のネ
ットワーク等を活用したきめ細かな情報提供、相談体制の整備等に
より、検査や医療機関の受診に早期につなげる仕組みを構築するこ
と。 

⑥ 政府は、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）について、機能の向上を図
るとともに、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることや
プライバシーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、その幅広
い活用や、感染拡大防止のための陽性者としての登録を行うよう、呼
びかけを行い、新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援シス
テム（ＨＥＲ-ＳＹＳ）及び保健所等と連携した積極的疫学調査で活
用することにより、効果的なクラスター対策につなげていく。 

９）その他共通的事項等 
 ① 特定都道府県は、地域の特性に応じた実効性のある緊急事態措置を講

じる。特定都道府県は、緊急事態措置を講じるに当たっては、法第５条を
踏まえ、必要最小限の措置とするとともに、講じる措置の内容及び必要
性等について、国民に対し丁寧に説明する。特定都道府県は、緊急事態措
置を実施するに当たっては、法第20条に基づき、政府と密接に情報共有
を行う。政府は、専門家の意見を聴きながら、必要に応じ、特定都道府県
と総合調整を行う。 

 ② 緊急事態措置を講じること等に伴い、食料・医薬品や生活必需品の買い
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占め等の混乱が生じないよう、国民に冷静な対応を促す。 
③ 政府及び地方公共団体は、緊急事態措置の実施に当たっては、事業者
の円滑な活動を支援するため、事業者からの相談窓口の設置、物流体制
の確保、ライフラインの万全の体制の確保等に努める。 

④ 政府は、関係機関と協力して、公共交通機関その他の多数の人が集ま
る施設における感染対策を徹底する。 

 
（４）医療等 
① 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医療の提供体制の確保
を進めるため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力して、次の
ような対策を講じる。 
・ 重症者や重症化リスクのある者に医療資源の重点をシフトする観
点から、令和２年 10 月 14 日の新型コロナウイルス感染症を指定感
染症として定める等の政令（令和２年政令第 11号）の改正（令和２
年 10月 24日施行）により、高齢者や基礎疾患のある者等入院勧告・
措置の対象の明確化を行っており、都道府県等は、当該政令改正に基
づき、地域の感染状況等を踏まえ、適切に入院勧告・措置を運用する
こと。 
重症者等に対する医療提供に重点を置くべき地域では、特に病床

確保や都道府県全体の入院調整に最大限努力した上で、なお病床が
ひっ迫する場合には、高齢者等も含め入院治療が必要ない無症状病
原体保有者及び軽症患者（以下「軽症者等」という。）は、宿泊施設
（適切な場合は自宅）での療養とすることで、入院治療が必要な患
者への医療提供体制の確保を図ること。丁寧な健康観察を実施する
こと。 
特に、家庭内での感染防止や症状急変時の対応のため、宿泊施設が

十分に確保されているような地域では、軽症者等は宿泊療養を基本
とすること。そのため、都道府県は、ホテル等の一時的な宿泊療養
施設及び運営体制の確保に努めるとともに、政府は、都道府県と密
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接に連携し、その取組を支援すること。 
子育て等の事情によりやむを得ず自宅療養を行う際には、都道府

県等は電話等情報通信機器を用いて遠隔で健康状態を把握するとと
もに、医師が必要とした場合には電話等情報通信機器を用いて診療
を行う体制を整備すること。 

・ 都道府県は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養をする場合に、その
家族に要介護者や障害者、子供等がいる場合は、市町村福祉部門の協
力を得て、ケアマネージャー、相談支援専門員、児童相談所等と連携
し、必要なサービスや支援を行うこと。 

・ 都道府県は、関係機関の協力を得て、新型コロナウイルス感染症の
患者専用の病院や病棟を設定する重点医療機関の指定等、地域の医療
機関の役割分担を行うとともに、病床・宿泊療養施設確保計画に沿っ
て、段階的に病床・宿泊療養施設を確保すること。 

  特に、病床が逼迫している場合、令和２年 12 月 28 日の政府対策
本部で示された「感染拡大に伴う入院患者増加に対応するための医療
提供体制パッケージ」を活用しつつ、地域の実情に応じ、重点医療機
関以外の医療機関に働きかけを行うなど病床の確保を進めること。 

  また、医療機関は、業務継続計画（ＢＣＰ）も踏まえ、必要に応じ、
医師の判断により延期が可能と考えられる予定手術や予定入院の延
期を検討し、空床確保に努めること。 

  さらに、都道府県は、仮設の診療所や病棟の設置、非稼働病床の
利用、法第 48 条に基づく臨時の医療施設の開設についてその活用
を十分に考慮すること。厚生労働省は、それらの活用に当たって、必
要な支援を行うこと。 

・ 都道府県は、患者受入調整や移送調整を行う体制を整備するととも
に、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）も活用し、患者受
入調整に必要な医療機関の情報の見える化を行うこと。また、厚生
労働省は、都道府県が患者搬送コーディネーターの配置を行うことに
ついて、必要な支援を行うこと。 
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・ さらに、感染拡大に伴う患者の急増に備え、都道府県は、都道府
県域を越える場合も含めた広域的な患者の受入れ体制を確保する
こと。 

② 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来診療・検査体制の
確保のため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力して、次のよ
うな対策を講じる。 
・ かかりつけ医等の地域で身近な医療機関や受診・相談センターを通
じて、診療・検査医療機関を受診することにより、適切な感染管理を
行った上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来医療
を提供すること。 

・ 都道府県等は、関係機関と協力して、集中的に検査を実施する機関
（地域外来・検査センター）の設置を行うこと。 
また、大型テントやプレハブを活用した、いわゆるドライブス

ルー方式やウォークスルー方式による診療を行うことで、効率的な
診療・検査体制を確保すること。併せて、検査結果を踏まえて、患者
の振り分けや受け入れが適切に行われるようにすること。 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等を踏まえ、診療・検
査医療機関の指定や地域外来・検査センターの設置を柔軟かつ積極的
に行うこと。 

・ 都道府県は、重症化しやすい方が来院するがんセンター、透析医
療機関及び産科医療機関等について、必要に応じ、新型コロナウイ
ルス感染症への感染が疑われる方への外来診療を原則行わない医
療機関として設定すること。 

③ 新型コロナウイルス感染症患者のみならず、他の疾患等の患者への対
応も踏まえて地域全体の医療提供体制を整備するため、厚生労働省と都
道府県は、関係機関と協力して、次のような対策を講じる。 
・ 都道府県は、地域の医療機能を維持する観点から、新型コロナウイ
ルス感染症以外の疾患等の患者受入れも含めて、地域の医療機関の役
割分担を推進すること。 
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・ 患者と医療従事者双方の新型コロナウイルス感染症の予防の観点
から、初診を含めて、電話等情報通信機器を用いた診療体制の整備を
推進すること。 

④ 医療従事者の確保のため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力
して、次のような対策を講じる。 
・ 都道府県等は、現場で従事している医療従事者の休職・離職防止策
や潜在有資格者の現場復帰、医療現場の人材配置の転換等を推進する
こと。また、検査を含め、直接の医療行為以外に対しては、有資格者
以外の民間の人材等の活用を進めること。 

・ 厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、全
国の医療機関等の医療人材募集情報を掲載するWebサイト「医療の
お仕事Ｋｅｙ-Ｎｅｔ」の運営等を通じて、医療関係団体、ハローワ
ーク、ナースセンター等と連携し、医療人材の確保を支援すること。
また、都道府県が法第 31条に基づく医療等の実施の要請等を行うに
当たって、必要な支援を実施すること。 

⑤ 医療物資の確保のため、政府と都道府県、関係機関は協力して、次の
ような対策を講じる。 
・ 政府及び都道府県は、医療提供体制を支える医薬品や医療機器、医
療資材の製造体制を確保し、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩ
Ｓ）も活用し、必要な医療機関に迅速かつ円滑に提供できる体制を
確保するとともに、専門性を有する医療従事者や人工呼吸器等の必
要な医療機器・物資・感染防止に必要な資材等を迅速に確保し、適切
な感染対策の下での医療提供体制を整備すること。 

・ 政府及び都道府県は、特に新型コロナウイルス感染症を疑う患者に
ＰＣＲ等検査や入院の受入れを行う医療機関等に対しては、マス
ク等の個人防護具を優先的に確保すること。 

⑥ 医療機関及び高齢者施設等における施設内感染を徹底的に防止する
ため、厚生労働省と地方公共団体は、関係機関と協力して、次の事項に
ついて周知徹底を図る。 
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・ 医療機関及び高齢者施設等の設置者において、 
▸ 従事者等が感染源とならないよう、「三つの密」が生じる場を
徹底して避けるとともに、 

▸ 症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用する、 
▸ 手洗い・手指消毒の徹底、 
▸ パソコンやエレベーターのボタン等複数の従事者が共有するも
のは定期的に消毒する、 

▸ 食堂や詰め所でマスクを外して飲食をする場合、他の従事者と一
定の距離を保つ、 

▸ 日々の体調を把握して少しでも調子が悪ければ自宅待機する、 
等の対策に万全を期すこと。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、面会者からの感染を防ぐ
ため、面会は、地域における発生状況等も踏まえ、患者、家族のＱＯ
Ｌを考慮しつつ、緊急の場合を除き制限するなどの対応を検討するこ
と。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、患者、利用者からの感染を防
ぐため、感染が流行している地域では、患者、家族のＱＯＬを考慮し
つつ、施設での通所サービス等の一時利用を中止又は制限する、入院
患者、利用者の外出、外泊を制限するなどの対応を検討すること。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、入院患者、利用者等について、
新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、早急に個室隔離し、保健
所の指導の下、感染対策を実施し、標準予防策、接触予防策、飛沫感
染予防策を実施すること。 

⑦ 都道府県は、感染者と非感染者の空間を分けることなどを含む感染防
止策の更なる徹底等を通して、医療機関及び施設内での感染の拡大
に特に注意を払う。 
高齢者施設等の発熱等の症状を呈する入所者・従事者に対する検

査や陽性者が発生した場合の当該施設の入所者等への検査が速やか
に行われるようにする。また、感染者が多数発生している地域にお
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ける医療機関、高齢者施設等への積極的な検査が行われるようにす
る。 
加えて、手術や医療的処置前等において、当該患者について医師の

判断により、ＰＣＲ検査等が実施できる体制をとる。 
⑧ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚生労働省と都道府
県は、関係機関と協力して、次の事項に取り組む。 
・ 妊産婦に対する感染を防止する観点から、医療機関における動線分
離等の感染防止策を徹底するとともに、妊産婦が感染した場合であっ
ても、安心して出産し、産後の生活が送れるよう、関係機関との協力
体制を構築し、適切な支援を実施すること。また、関係機関と協力し
て、感染が疑われる妊産婦への早めの相談の呼びかけや、妊娠中の女
性労働者に配慮した休みやすい環境整備等の取組を推進すること。 

・ 小児医療について、関係学会等の意見を聞きながら、診療体制を検
討し、地方公共団体と協力して体制整備を進めること。 

・ 関係機関と協力して、外国人が医療を適切に受けることができるよ
う、医療通訳の整備等を、引き続き、強化すること。 

・ レムデシビルやデキサメタゾンについて、必要な患者への供給の確
保を図るとともに、関係省庁・関係機関とも連携し、有効な治療薬等
の開発を加速すること。特に、他の治療で使用されている薬剤のうち、
効果が期待されるものについて、その効果を検証するための臨床研
究・治験等を速やかに実施すること。 

・ ワクチンについては、ファイザー社から 12月中旬に薬事承認申請
がなされており、国内治験データ等のデータに基づき審査を行うとと
もに、有効性・安全性が確認された後には、できるだけ速やかに接種
を開始できるよう、接種体制の整備を進めること。 

・ その他のワクチンについても、関係省庁・関係機関と連携し、迅速
に開発等を進めるとともに、承認申請された際には審査を行った上で、
できるだけ早期の実用化、国民への供給を目指すこと。 

・ 法令に基づく健康診断及び予防接種については、適切な感染対策の
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下で実施されるよう、実施時期や実施時間等に配慮すること。 
・ 国は、実費でＰＣＲ検査が行われる場合にも、医療と結びついた検
査が行われるよう、周知を行うとともに、精度管理についても推進す
ること。 

⑨ 政府は、令和２年度第１次補正予算・第２次補正予算、予備費等も活
用し、地方公共団体等に対する必要な支援を行うとともに、医療提供体
制の更なる強化に向け、対策に万全を期す。 

 
（５）経済・雇用対策 

 現下の感染拡大の状況に応じ、その防止を最優先とし、予備費を活用す
るなど臨機応変に対応することとする。昨年春と夏の感染拡大の波を経験
する中、感染対策とバランスをとりつつ、地域の感染状況や医療提供体制
の確保状況等を踏まえながら、感染拡大の防止と社会経済活動の維持との
両立を図ってきた。具体的には、政府は、令和２年度第 1次補正予算を含
む「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月 20日閣議決
定）及び令和２年度第２次補正予算の各施策を、国・地方を挙げて迅速か
つ着実に実行することにより、感染拡大を防止するとともに、雇用の維持、
事業の継続、生活の下支えに万全を期してきた。今後、令和２年度第３次
補正予算を含む「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対
策」（令和２年 12月 8日閣議決定）及び令和３年度当初予算の各施策を、
国・地方を挙げて迅速かつ着実に実行することにより、医療提供体制の確
保やワクチンの接種体制等の整備をはじめとする新型コロナウイルス感
染症の感染拡大の防止に全力を挙げるとともに、感染症の厳しい影響に
対し、雇用調整助成金や官民の金融機関による実質無利子・無担保融資
等により雇用と生活をしっかり守っていく。その上で、成長分野への民
間投資を大胆に呼び込みながら、生産性を高め、賃金の継続的な上昇を
促し、民需主導の成長軌道の実現につなげる。今後も感染状況や経済・
国民生活への影響を注意深く見極め、引き続き、新型コロナウイルス感
染症対策予備費の適時適切な執行により、迅速・機動的に対応する。 
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（６）その他重要な留意事項 
１）偏見・差別等への対応、社会課題への対応等 
① 政府及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症へのり患は誰
にでも生じ得るものであり、感染者やその家族、勤務先等に対する不
当な扱いや誹謗中傷は、人権侵害に当たり得るのみならず、体調不良
時の受診遅れや検査回避、保健所の積極的疫学調査への協力拒否等に
つながり、結果として感染防止策に支障を生じさせかねないことから、
分科会の偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループが行
った議論のとりまとめ（令和 2年 11月 6日）を踏まえ、以下のよう
な取組を行う。 
・ 新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及に加え、政
府の統一的なホームページ（corona.go.jp）等を活用し、地方公共
団体や関係団体等の取組の横展開にも資するよう、偏見・差別等の
防止等に向けた啓発・教育に資する発信を強化すること。 

・ 偏見・差別等への相談体制を、研修の充実、NPOを含めた関係
機関の連携、政府による支援、SNSの活用等により強化すること。 

・ 悪質な行為には法的責任が伴うことについて、政府の統一的なホ
ームページ等を活用して、幅広く周知すること。 

・ 新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた行政による情報公
表の在り方に関して、改めて国としての統一的な考え方を整理す
ること。 

・ クラスター発生等の有事対応中においては、感染症に関する正
しい知識に加えて、感染者等を温かく見守るべきこと等を発信す
ること。 

② 政府は、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者が偏
見・差別等による風評被害等を受けないよう、国民への普及啓発等必
要な取組を実施する。 

③ 政府は、海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受入れ支援や
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いじめ防止等の必要な取組を実施する。 
④ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合において、国民の自
由と権利の制限を必要最小限のものとする。特に、女性の生活や雇用
への影響が深刻なものとなっていることに留意し、女性や障害者等に
与える影響を十分配慮して実施するものとする。 

⑤ 政府及び地方公共団体は、マスク、個人防護具、医薬品、医薬部外
品、食料品等に係る物価の高騰や買占め、売り惜しみを未然に回避し
又は沈静化するため、必要な措置を講じる。 

⑥ 政府は、地方公共団体と連携し、対策が長期化する中で生ずる様々
な社会課題に対応するため、適切な支援を行う。 
・ 長期間にわたる外出自粛等によるメンタルヘルスへの影響、配偶
者暴力、性犯罪・性暴力や児童虐待等。 

・ 情報公開と人権との協調への配慮。 
・ 営業自粛等による倒産、失業、自殺等。 
・ 社会的に孤立しがちな一人暮らしの高齢者、休業中のひとり親家
庭等の生活。 

・ 外出自粛等の下で、高齢者等がフレイル状態等にならないよう、
コミュニティにおける支援を含め、健康維持・介護サービスの確保。 

⑦ 政府及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症により亡くな
られた方に対して尊厳をもってお別れ、火葬等が行われるよう、適切
な方法について、周知を行う。 

２）物資・資材等の供給 
① 政府は、国民や地方公共団体の要望に応じ、マスク、個人防護具、
消毒薬、食料品等の増産や円滑な供給を関連事業者に要請する。また、
政府は、感染防止や医療提供体制の確保のため、マスク、個人防護具、
人工呼吸器等の必要な物資を政府の責任で確保する。例えば、マスク
等を政府で購入し、必要な医療機関や介護施設等に優先配布するとと
もに、感染拡大に備えた備蓄を強化する。 

② 政府は、マスクや消毒薬等の国民が必要とする物資が安定的に供給さ
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れるよう、これらの物質の需給動向を注視するとともに、過剰な在庫を抱
えることのないよう消費者や事業者に冷静な対応を呼びかける。また、政
府は、繰り返し使用可能な布製マスクの普及を進める。 

③ 政府は、事態の長期化も念頭に、マスクや抗菌薬及び抗ウイルス薬の原
薬を含む医薬品、医療機器等の医療の維持に必要な資材の安定確保に努め
るとともに、国産化の検討を進める。 

３）関係機関との連携の推進 
① 政府は、地方公共団体を含む関係機関等との双方向の情報共有を強
化し、対策の方針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把握を
行う。 

② 政府は、対策の推進に当たっては、地方公共団体、経済団体等の関
係者の意見を十分聴きながら進める。 

③ 地方公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含め全ての
部局が協力して対策に当たる。 

④ 政府は、国際的な連携を密にし、ＷＨＯや諸外国・地域の対応状況
等に関する情報収集に努める。また、日本で得られた知見を積極的に
ＷＨＯ等の関係機関や諸外国・地域と共有し、今後の対策に活かすと
ともに、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受ける国・地
域に対する国際社会全体としての対策に貢献する。 

⑤  政府は、基礎医学研究及び臨床医学研究、疫学研究を含む社会医学
研究等の研究体制に対する支援を通して、新型コロナウイルス感染症
への対策の推進を図る。 

⑥  都道府県等は、近隣の都道府県等が感染拡大防止に向けた様々な措
置や取組を行うに当たり、相互に連携するとともに、その要請に応じ、
必要な支援を行う。 

⑦  特定都道府県等は、緊急事態措置等を実施するに当たっては、あら
かじめ政府と協議し、迅速な情報共有を行う。政府対策本部長は、特
定都道府県等が適切に緊急事態措置を講じることができるよう、専門
家の意見を踏まえつつ、特定都道府県等と総合調整を行う。 
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⑧ 緊急事態宣言の期間中に様々な措置を実施した際には、特定都道府
県知事及び指定行政機関の長は政府対策本部長に、特定市町村長及び
指定地方公共機関の長はその所在する特定都道府県知事に、指定公共
機関の長は所管の指定行政機関に、その旨及びその理由を報告する。
政府対策本部長は国会に、特定都道府県知事及び指定行政機関の長は
政府対策本部長に、報告を受けた事項を報告する。 

４）社会機能の維持 
① 政府、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、職員にお
ける感染を防ぐよう万全を尽くすとともに、万が一職員において感染者又
は濃厚接触者が確認された場合にも、職務が遅滞なく行えるように対策を
あらかじめ講じる。特に、テレビ会議及びテレワークの積極的な実施に努
める。 

② 地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、電気、ガス、水
道、公共交通、通信、金融業等の維持を通して、国民生活及び国民経済へ
の影響が最小となるよう公益的事業を継続する。 

③ 政府は、指定公共機関の公益的事業の継続に支障が生じることがないよ
う、必要な支援を行う。 

④ 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民生
活及び国民経済安定のため、事業の継続を図る。 

⑤ 政府は、事業者のサービス提供水準に係る状況の把握に努め、必要
に応じ、国民への周知を図る。 

⑥ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブル等を防止するため、
必要に応じ、警戒警備を実施する。 

⑦ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、取締りを徹底
する。 

５）緊急事態宣言解除後の取組 
政府は、緊急事態宣言の解除を行った後も、都道府県等や基本的対処

方針等諮問委員会、分科会等との定期的な情報交換等を通じ、国内外の
感染状況の変化、施策の実施状況等を定期的に分析・評価・検証を行う。
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その上で、最新の情報に基づいて適切に、国民や関係者へ情報発信を行
うとともに、それまでの知見に基づき、より有効な対策を実施する。 

６）その他 
① 政府は、必要に応じ、他法令に基づく対応についても講じることと
する。 

② 今後の状況が、緊急事態宣言の要件等に該当するか否かについて
は、海外での感染者の発生状況とともに、感染経路の不明な患者や
クラスターの発生状況等の国内での感染拡大及び医療提供体制のひ
っ迫の状況を踏まえて、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ
すおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針
等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断することとす
る。 

③ 政府は、基本的対処方針を変更し、又は、緊急事態を宣言、継続若
しくは終了するに当たっては、新たな科学的知見、感染状況、施策の
実行状況等を考慮した上で、基本的対処方針等諮問委員会の意見を十
分踏まえた上で臨機応変に対応する。 
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(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 

 

 

 以下、事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただ

きつつ、事業の継続を求める。 

 

１．医療体制の維持 

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応も

あるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。 

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販

売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全

ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 

２．支援が必要な方々の保護の継続 

・高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者

（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係

者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で

必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。 

３．国民の安定的な生活の確保 

・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを

提供する関係事業者の事業継続を要請する。 

① インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・ＬＰガス、上下水道、通

信・データセンター等） 

② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・

ネット通販等） 

③ 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等） 

④ 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係（百貨店・スーパー、コンビ

ニ、ドラッグストア、ホームセンター等） 

⑤ 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等） 

⑥ 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等） 

⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等） 

⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等） 

⑩ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サ

ービス、自家用車等の整備等） 
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４．社会の安定の維持 

・社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間中にも、企業の活動を維

持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続

を要請する。 

① 金融サービス（銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決

済サービス等） 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、

航空・空港管理、郵便等） 

③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機、潜水艦等） 

④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス（ビルメンテナンス、セキュリティ

関係等） 

⑤ 安全安心に必要な社会基盤（河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処

理、個別法に基づく危険物管理等） 

⑥ 行政サービス等（警察、消防、その他行政サービス） 

⑦ 育児サービス（託児所等） 

 

５．その他 

・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの（高炉や半導体

工場等）、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの

（サプライチェーン上の重要物を含む。）を製造しているものについては、

感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の

業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。 
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新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について 

 

令和３年２月９日 

 内閣官房 

厚生労働省 

 

１ 趣旨 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン（以下「ワクチン」という。）の接

種開始に当たっては、ワクチン等の確保に加え、流通体制の確保、接種順

位の検討、接種体制の整備、副反応への対応、安全対策など、多領域にわ

たる事前準備が必要となる。 

ワクチンの接種を円滑に実施するために、令和２年９月時点で得られた知

見、新型コロナウイルス感染症対策分科会での議論経過等（別添）を踏まえ、

中間とりまとめを策定したが、その後、予防接種法（昭和２３年法律第６８号）

の改正や接種順位の検討など、接種に向け必要な準備を進めてきたところ

であり、それらを踏まえとりまとめを行うものである。 

 

２ 接種目的 

新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をで

きる限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図

る。 

 

３ ワクチンの確保  

（１）国は、多くの国民へのワクチン接種により、生命・健康を損なうリスクの

軽減や医療への負荷の軽減、更には社会経済の安定につながることが

期待されることから、令和３年前半までに全国民に提供できる数量を確保

することを目指す。 

このため、現在開発が進められているワクチン候補のうち、臨床試験の

進捗状況等を踏まえ、安全性や有効性、日本での供給可能性等が見込

まれるものについては、国内産、国外産の別を問わず、全体として必要な

数量について、供給契約の締結を順次進めている。 

 

（２）ワクチンの確保のため、健康被害に係る損害を賠償すること等により生

じた製造販売業者等の損失の補償については、予防接種法に基づき、適

切に対応する。 
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４ 接種の実施体制 

（１）接種の実施体制については、特定接種の枠組みではなく、予防接種法

の臨時接種の特例として、住民への接種を優先する考えに立ち、簡素か

つ効率的な接種体制を構築する。 

 

（２）接種は、国の指示のもと、都道府県の協力により、市町村において実施

することとなる。国民への円滑な接種を実施するため、国の主導的役割、

広域的視点、住民に身近な視点から、国、都道府県及び市町村の主な役

割について概ね以下の分担を前提とし、必要な体制の確保を図る。 

 

（国の主な役割） 

・ ワクチン、注射針・注射筒の購入及び卸売業者への譲渡 

・ 接種順位の決定 

・ ワクチンに係る科学的知見の国民への情報提供 

・ 健康被害救済に係る認定 

・ 副反応疑い報告制度の運営 

 

（都道府県の主な役割） 

・ 地域の卸売業者との調整 

・ 市町村事務に係る調整 

・ 医療従事者等への接種体制の調整 

・ 専門的相談対応 

 

（市町村の主な役割） 

・ 医療機関との委託契約、接種費用の支払 

・ 住民への接種勧奨、個別通知（予診票、接種券） 

・ 接種手続等に関する一般相談対応 

・ 健康被害救済の申請受付、給付 

・ 集団的な接種を行う場合の会場確保 

 

（３）ワクチン接種の実施に当たっては、地方自治体の負担が生じないよう、 

予防接種法に基づき、国が必要な財政措置を講ずる。 

 

（４）国は、都道府県及び市町村の事務負担の軽減を図るため、接種可能な

医療機関及び接種対象者の把握及びワクチン等の物流管理等のための
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システムの構築・改修、集合契約の活用等を進める。 

 

５ 接種順位 

（１）当面、確保できるワクチンの量に限りがあり、その供給も順次行われる

見通しであることから、接種目的に照らして、 

・新型コロナウイルス感染症患者（新型コロナウイルス感染症疑い患者 

を含む。以下同じ。）に直接医療を提供する施設の医療従事者等（新

型コロナウイルス感染症患者の搬送に携わる救急隊員等及び患者と

接する業務を行う保健所職員等を含む。） 

・高齢者及び基礎疾患を有する者 

を接種順位の上位に位置付けて接種する。その基本的考え方や、具体

的な範囲等については、別紙のとおり。 

 

（２）高齢者及び基礎疾患を有する者や障害を有する者が集団で居住する

施設等で従事する者の接種順位については、 

・高齢者等が入所・居住する社会福祉施設等（介護保険施設、居住系

介護サービス、高齢者が入所・居住する障害者施設・救護施設等）に

おいて、利用者に直接接する職員 

を高齢者に次ぐ接種順位と位置付けて接種する。その基本的考え方や、

具体的な範囲等については、別紙のとおり。 

  

（３）妊婦の接種順位については、厚生労働省において、国内外の科学的知

見等を踏まえた検討を継続した上で示す。 

 

（４）上記の者以外の者については、上記の者への接種の状況を踏まえた対

応となるが、地方自治体はあらかじめ接種券を配布し、接種を希望する者

は医療機関に予約すること等により、順次接種を行う。 

 

６ ワクチンの有効性及び安全性 

（１）接種に用いるワクチンは現時点では未定であるが、新たな技術を活用し

たワクチンの開発が進められており、これまで日本で承認されたワクチンと

は大きく性質が異なるものと考えられる。また、接種実績が限られる状況

では、ワクチンの有効性及び安全性等に係る情報も限られることも想定さ

れる。 
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（２）ワクチンの有効性及び安全性等の評価については、独立行政法人医薬

品医療機器総合機構等で検討するとともに、広く接種を行う際には厚生科

学審議会予防接種・ワクチン分科会で適切に議論する。 

 

（３）国は、ワクチンの接種開始以降も、ワクチンの製造販売後調査等により、

製造販売業者等と連携し、品質、有効性及び安全性のデータの収集・分析

を行うなど、有効性及び安全性を十分に確保する。 

 

（４）国は、ワクチンによる副反応を疑う事象について、医療機関又は製造販

売業者からの報告などにより迅速に情報を把握するとともに、当該情報に

係る専門家による評価により、速やかに必要な安全対策を講ずる。 

 

（５）ワクチンは最終的には個人の判断で接種されるものであることから、ワク

チンの接種に当たっては、リスクとベネフィットを総合的に勘案し接種の判

断ができる情報を提供することが必要である。 

 

７ 健康被害救済制度 

国は、ワクチン接種に伴い、健康被害が生じた場合については、予防接種

法に基づき、必要な救済措置を講ずる。 

 

８ 広報 

国は、国民に対して、ワクチンの有効性及び安全性についての情報を提

供するなど、的確で丁寧なコミュニケーション等を進め、幅広くワクチン接種

への理解を得るとともに、国民が自らの意思で接種の判断を行うことができ

るよう取り組む。 

 

９ 今後の検討等 

（１）今回整理する内容は、今後明らかになる知見等を踏まえ、適宜見直す。 

 

（２）今後のワクチンの接種に当たり、更に具体的な接種順位、ワクチンの流

通体制、複数メーカーのワクチンの使用の在り方、有害事象モニタリング、

副反応への対応等について、厚生労働省において引き続き検討する。 
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（別紙） 

接種順位の基本的考え方と具体的な範囲について 

 

 

１  重症化リスクの大きさ、医療提供体制の確保等を踏まえ、まずは①医療従

事者等への接種、次に②高齢者、その次に③高齢者以外で基礎疾患を有す

る者、及び高齢者施設等の従事者への接種をできるようにする。 

   その後、それ以外の者に対し、ワクチンの供給量や地域の実情等を踏まえ

順次接種をできるようにする。 

 

２  医療従事者等に早期に接種する理由として、以下の点が重要であることを

踏まえ、具体的な範囲を定める。 

 ・ 業務の特性として、新型コロナウイルス感染症患者や多くの疑い患者と 

頻繁に接する業務を行うことから、新型コロナウイルスへの曝露の機会 

が極めて多いこと 

   ・ 医療従事者等の発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確

保のために必要であること 

  

  医療従事者等の範囲は、基本的に以下とする。 

○ 病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者（新型コロナウ

イルス感染症疑い患者を含む。以下同じ。）に頻繁に接する機会のある

医師その他の職員 

○ 薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会の 

ある薬剤師その他の職員 

○ 新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁 

職員、自衛隊職員 

○ 自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナ 

ウイルス感染症患者に頻繁に接する業務を行う者 
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３  基礎疾患を有する者の範囲については、第 43 回厚生科学審議会予防接

種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会（令和２年 12 月 25 日開催）にお

いて、現時点の科学的知見等に基づいて検討され、現時点では以下の範囲

とすることとされた。今後、国内外の新たな科学的知見等も踏まえ、同部会で

検討し見直すことがある。 

 （１）以下の病気や状態の方で、通院／入院している方 

１．慢性の呼吸器の病気 

２．慢性の心臓病（高血圧を含む。） 

３．慢性の腎臓病 

４．慢性の肝臓病（肝硬変等） 

５．インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している 

糖尿病 

６．血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。） 

７．免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。） 

８．ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている 

９．免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 

10．神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障 

害等） 

11．染色体異常 

12．重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状 

態） 

13．睡眠時無呼吸症候群 

 （２）基準（BMI 30 以上）を満たす肥満の方 

 

４  高齢者及び基礎疾患を有する者や障害を有する者が集団で居住する施設

等で従事する者（以下「高齢者施設等の従事者」という。）の接種順位につい

ては、業務の特性として、仮に施設で新型コロナウイルス感染症患者が発生

した後にも高齢の患者や濃厚接触者へのサービスを継続するとともに、クラ

スターを抑止する対応を行う必要があることから、基本的に以下の従事者を、

高齢者に次ぐ接種順位と位置付ける。 

対象の高齢者施設等には、例えば、以下の施設であって、高齢者等が入

所・居住するものが含まれる。 
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○ 介護保険施設 

 ・ 介護老人福祉施設 

 ・ 地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 

 ・ 介護老人保健施設 

 ・ 介護医療院 

 

○ 居住系介護サービス 

 ・ 特定施設入居者生活介護 

 ・ 地域密着型特定施設入居者 

生活介護 

 ・ 認知症対応型共同生活介護 

 

○ 老人福祉法による施設 

 ・ 養護老人ホーム 

 ・ 軽費老人ホーム 

 ・ 有料老人ホーム 

 

○ 高齢者住まい法による住宅 

 ・ サービス付き高齢者向け住宅 

○ 生活保護法による保護施設 

 ・ 救護施設 

 ・ 更生施設 

 ・ 宿所提供施設 

 

○ 障害者総合支援法による障害者 

支援施設等 

 ・ 障害者支援施設 

 ・ 共同生活援助事業所 

 ・ 重度障害者等包括支援事業所 

 （共同生活援助を提供する場合に限

る） 

 ・ 福祉ホーム 

 

○ その他の社会福祉法等による施設 

 ・ 社会福祉住居施設 

（日常生活支援住居施設を含む） 

 ・ 生活困窮者・ホームレス自立支援 

センター 

 ・ 生活困窮者一時宿泊施設 

 ・ 原子爆弾被爆者養護ホーム 

 ・ 生活支援ハウス 

 ・ 婦人保護施設 

 ・ 矯正施設 （※患者が発生した場合

の処遇に従事する職員に限る） 

 ・ 更生保護施設 
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学
調
査
結
果
の
関
係
自
治
体
へ
の
通
報
を
義
務
化
し
、
電
磁
的
方
法
の
活
用
を
規
定
す
る
。

③
宿
泊
療
養
・
自
宅
療
養
の
法
的
位
置
付
け

○
新

型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ

等
感

染
症

・
新

感
染

症
の

う
ち
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め
る
も
の

に
つ
い
て
、
宿

泊
療

養
・
自

宅
療

養
の

協
力

要
請

規
定

を
新

設
す
る
。
ま
た
、
検

疫
法
上
も
、
宿
泊
療
養
・
自
宅
待
機
そ
の
他
の
感
染
防
止
に
必
要
な
協
力
要
請
を
規
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

④
入
院
勧
告
・
措
置
の
見
直
し

○
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
・
新
感
染
症
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
入
院
勧
告
・
措
置
の
対
象
を
限
定
す
る
こ
と
を
明
示
す
る
。

○
正
当
な
理
由
が
な
く
入
院
措
置
に
応
じ
な
い
場
合
又
は
入
院
先
か
ら
逃
げ
た
場
合
の
過
料
（
5
0
万
円
以
下
）
を
規
定
す
る
。

⑤
積

極
的

疫
学

調
査

の
実

効
性

確
保

の
た
め
、
新

型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ

等
感

染
症

の
患

者
等

が
積

極
的

疫
学

調
査

に
対

し
て
正

当
な
理

由
が

な
く
協

力
し
な
い
場

合
、
応

ず
べ

き
こ
と
を
命

令
で
き
る
こ
と
と
し
、
命

令
を
受

け
た
者

が
質

問
に
対

し
て
正

当
な
理

由
が

な
く
答

弁
を
せ

ず
、
若

し
く
は

虚
偽

の
答

弁
を
し
、
又

は
正

当
な
理

由
が

な
く
調

査
を
拒
み
、
妨
げ
若
し
く
は
忌
避
し
た
場
合
の
過
料
（
3
0
万
円
以
下
）
を
規
定
す
る
。

⑥
緊
急
時
、
医
療
関
係
者
（
医
療
機
関
を
含
む
。
）
・
検
査
機
関
に
協
力
を
求
め
ら
れ
、
正
当
な
理
由
な
く
応
じ
な
か
っ
た
と
き
は
勧
告
、
公
表
で
き
る
こ
と
を
規
定

す
る
。

公
布

の
日

（
令

和
３
年

２
月

３
日

）
か

ら
起

算
し
て
1
0
日

を
経

過
し
た
日

（
同

月
1
3
日

）
（
た
だ
し
、
１
⑥

は
同

年
４
月

１
日

）

新
型

イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ

等
対

策
特

別
措

置
法

等
の

一
部

を
改

正
す
る
法

律
の

概
要

改
正
の
趣
旨

施
行
期
日

改
正
の
概
要

○
現
下
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
対
策
の
推
進
を
図
る
た
め
、
「ま

ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」を

創
設
し
、
営
業
時
間
の
変
更
の
要
請
、
要
請
に
応
じ
な
い
場
合
の
命

令
等
を
規
定
し
、
併
せ
て
事
業
者
及
び
地
方
公
共
団
体
等
に
対
す
る
支
援
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
感
染
症
法
に
お
い
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

感
染
症
と
位
置
付
け
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
併
せ
て
宿
泊
療
養
及
び
自
宅
療
養
の
要
請
に
つ
い
て
法
律
上
の
根
拠
を
設
け
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

【第
31
条
の
４
～
第
31
条
の
６
、
第
80
条
関
係
】

【
第
3
1
条
の
２
関
係
】

【
第
4
5
条
、
第
7
9
条
関
係
】

【
第
6
3
条
の
２
、
第
7
0
条
関
係
】

【
第
1
3
条
関
係
】

【
第
7
0
条
の
２
～
第
7
0
条
の
1
0
関
係
】

等

【第
６
条
第
７
項
関
係
】

【
第
1
2
条
か
ら
第
1
5
条
ま
で
関
係
】

【
第
4
4
条
の
３
・
検
疫
法
第
1
6
条
の
２
関
係
】

【
第
2
6
条
・
第
8
0
条
関
係
】

【
第
1
5
条
・
第
8
1
条
関
係
】

【
第
1
6
条
の
２
関
係
】

（
令

和
３
年

法
律

第
5
号

）
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 
 

令和２年３月 28日（令和３年３月 18日変更） 
新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 

 
政府は、新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題であると

の認識の下、国民の生命を守るため、これまで水際での対策、まん延防止、医
療の提供等について総力を挙げて講じてきた。国内において、感染経路の不明
な患者の増加している地域が散発的に発生し、一部の地域で感染拡大が見ら
れてきたため、令和２年３月 26日、新型インフルエンザ等対策特別措置法
（平成 24 年法律第 31 号。以下「法」という。）附則第１条の２第１項及
び第２項の規定により読み替えて適用する法第 14 条に基づき、新型コロ
ナウイルス感染症のまん延のおそれが高いことが、厚生労働大臣から内閣
総理大臣に報告され、同日に、法第 15 条第１項に基づく政府対策本部が
設置された。 
国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会

機能を維持することが重要である。 
その上で、まずは、後述する「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人と

の距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な
感染対策を行うことをより一層推進し、さらに、積極的疫学調査等により
クラスター（患者間の関連が認められた集団。以下「クラスター」という。）の
発生を抑えることが、いわゆるオーバーシュートと呼ばれる爆発的な感染
拡大（以下「オーバーシュート」という。）の発生を防止し、感染者、重症
者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるためには重要である。 
また、必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて

実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが、上記の
封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重
要である。 
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 併せて、今後、国内で感染者数が急増した場合に備え、重症者等への対応
を中心とした医療提供体制等の必要な体制を整えるよう準備することも必
要である。 
既に国内で感染が見られる新型コロナウイルス感染症に関しては、 
・ 肺炎の発生頻度が、季節性インフルエンザにかかった場合に比して
相当程度高く、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそ
れがあること 

・  感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確
認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、全国的
かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ
すおそれがある状況であること 

が、総合的に判断されている。 
このようなことを踏まえて、令和 2年４月７日に、新型コロナウイルス

感染症対策本部長（以下「政府対策本部長」という。）は法第 32条第 1項
に基づき、緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和
２年４月７日から令和２年５月６日までの 29 日間であり、緊急事態措置
を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」という。）は埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県とした。 
以後、4月 16日に、各都道府県における感染状況等を踏まえ、全都道府

県について緊急事態措置区域とし、5 月 4 日には、全都道府県において緊
急事態措置を実施すべき期間を令和 2 年 5 月 31 日まで延長することとし
た。その後、各都道府県における感染状況等を踏まえ、段階的に緊急事態
措置区域を縮小していった。 

5月 25日に、感染状況等を分析し、総合的に判断した結果、全ての都道
府県が緊急事態措置区域に該当しないこととなったため、政府対策本部長
は、法第 32条第 5項に基づき、緊急事態解除宣言を行った。 
その後、新規報告数は、10 月末以降増加傾向となり、11 月以降その傾

向が強まっていった。12月には首都圏を中心に新規報告数は過去最多の状
況が継続し、医療提供体制がひっ迫している地域が見受けられた。 
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こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況に
鑑み、令和３年１月７日、政府対策本部長は、法第 32条第 1項に基づき、
緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和３年１月８
日から令和３年２月７日までの 31 日間であり、緊急事態措置区域は東京
都、埼玉県、千葉県、神奈川県とした。 
令和３年１月 13日には、法第 32条第３項に基づき、緊急事態措置区域

に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を加える
変更を行った。 
令和３年２月２日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、２月８日以降については、法第
32条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の 10都府県に
変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間
を令和３年３月７日まで延長することとした。 
政府は、新型コロナウイルス感染症に係る対策を強化するため、新型イ

ンフルエンザ等まん延防止等重点措置（以下「まん延防止等重点措置」と
いう。）の創設などを含む新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を
改正する法律案を国会に提出し、令和３年２月３日に成立した。これによ
り改正された法は令和３年２月 13日に施行された。 
令和３年２月 26 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、３月１日以降については、法
第 32条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都及び
神奈川県の４都県に変更することとした。 
令和３年３月５日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、法第 32条第３項に基づき、引き
続き埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の４都県を緊急事態措置区域と
し、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年３月
21日まで延長することとした。 
その後、令和３年３月 18日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制
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に対する負荷の状況について分析・評価を行い、全ての都道府県が緊急事
態措置区域に該当しないこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期
間とされている３月 21日をもって緊急事態措置を終了した。 
今後は、「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応」（令

和３年３月 18日新型コロナウイルス感染症対策本部とりまとめ。以下「緊
急事態宣言解除後の対応」という。）を踏まえ、社会経済活動を継続しつつ、
再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するた
めの取組を進めていくこととする。 

 
 
本指針は、国民の生命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐる

状況を的確に把握し、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者
を含む国民が気持ちを一つにして、新型コロナウイルス感染症対策をさらに進め
ていくため、今後講じるべき対策を現時点で整理し、対策を実施するに当た
って準拠となるべき統一的指針を示すものである。 
 
一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 
 我が国においては、令和２年１月 15日に最初の感染者が確認された後、
令和３年３月 16日までに、合計 447,409人の感染者、8,676人の死亡者が
確認されている。 
令和２年４月から５月にかけての緊急事態宣言下において、東京都、大

阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛
知県、京都府、兵庫県及び福岡県の 13都道府県については、特に重点的に
感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要があったことから、本対処
方針において特定都道府県（緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県）
の中でも「特定警戒都道府県」と位置付けて対策を促してきた。 
また、これら特定警戒都道府県以外の県についても、都市部からの人の

移動等によりクラスターが都市部以外の地域でも発生し、感染拡大の傾向
が見られ、そのような地域においては、医療提供体制が十分に整っていな
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い場合も多いことや、全都道府県が足並みをそろえた取組が行われる必要
があったことなどから、全ての都道府県について緊急事態措置区域として
感染拡大の防止に向けた対策を促してきた。 
その後、5 月 1 日及び 4 日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

（以下「専門家会議」という。）の見解を踏まえ、引き続き、それまでの枠
組みを維持し、全ての都道府県について緊急事態措置区域（特定警戒都道
府県は前記の 13都道府県とする。）として感染拡大の防止に向けた取組を
進めてきた。 
その結果、全国的に新規報告数の減少が見られ、また、新型コロナウイ

ルス感染症に係る重症者数も減少傾向にあることが確認され、さらに、病
床等の確保も進み、医療提供体制のひっ迫の状況も改善されてきた。 
５月 14日には、その時点における感染状況等の分析・評価を行い、総合

的に判断したところ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都
府、大阪府及び兵庫県の８都道府県については、引き続き特定警戒都道府
県として、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていくことと
なった。 
また、5月 21日には、同様に、分析・評価を行い、総合的に判断したと

ころ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の 5都道県について
は、引き続き特定警戒都道府県として、特に重点的に感染拡大の防止に向
けた取組を進めていく必要があった。 
その後、5 月 25 日に改めて感染状況の変化等について分析・評価を行

い、総合的に判断したところ、全ての都道府県が緊急事態措置区域に該当
しないこととなったため、同日、緊急事態解除宣言が発出された。 
 
緊急事態宣言解除後、主として７月から８月にかけて、特に大都市部の

歓楽街における接待を伴う飲食店を中心に感染が広がり、その後、周辺地
域、地方や家庭・職場などに伝播し、全国的な感染拡大につながっていっ
た。 
この感染拡大については、政府及び都道府県、保健所設置市、特別区（以
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下「都道府県等」という。）が連携し、大都市の歓楽街の接待を伴う飲食店
等、エリア・業種等の対象を絞った上で、重点的な PCR検査の実施や営業
時間短縮要請など、メリハリの効いた対策を講じることにより、新規報告
数は減少に転じた。 
また、8月７日の新型コロナウイルス感染症対策分科会（以下「分科会」という。）

においては、今後想定される感染状況に応じたステージの分類を行うととも
に、ステージを判断するための指標（「６つの指標」。以下「ステージ判断の
指標」という。）及び各ステージにおいて講じるべき施策が提言された。 
この提言を踏まえ、今後、緊急事態宣言の発出及び解除（緊急事態措置区

域の追加及び除外を含む。）の判断に当たっては、以下を基本として判断する
こととする。その際、「ステージ判断の指標」は、提言において、あくまで目
安であり、これらの指標をもって機械的に判断するのではなく、政府や都道
府県はこれらの指標を総合的に判断すべきとされていることに留意する。ま
た、緊急事態措置区域を定めるに当たっては、都道府県間の社会経済的なつ
ながり等を考慮する。 
（緊急事態宣言発出の考え方） 
 国内での感染拡大及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、
分科会提言におけるステージⅣ相当の対策が必要な地域の状況等）を踏まえ
て、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及
ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問
委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 
（緊急事態宣言解除の考え方） 
国内での感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、緊

急事態措置区域が、分科会提言におけるステージⅢ相当の対策が必要な地域
になっているか等）を踏まえて、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問委
員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 
なお、緊急事態宣言の解除後の対策の緩和については段階的に行い、必要

な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで続ける。 
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8 月 28 日には政府対策本部において、「新型コロナウイルス感染症に関
する今後の取組」がとりまとめられ、重症化するリスクが高い高齢者や基
礎疾患がある者への感染防止を徹底するとともに、医療資源を重症者に重
点化すること、また、季節性インフルエンザの流行期に備え、検査体制、
医療提供体制を確保・拡充することとなった。 
 
夏以降、減少に転じた新規報告数は、10月末以降増加傾向となり、11月

以降その傾向が強まっていったことから、クラスター発生時の大規模・集
中的な検査の実施による感染の封じ込めや感染拡大時の保健所支援の広域
調整等、政府と都道府県等が密接に連携しながら、対策を講じていった。
また、10月23日の分科会においては、「感染リスクが高まる「５つの場面」」を回
避することや、「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」を周知することなどの
提言がなされた。12月には首都圏を中心に新規報告数は過去最多の状況が継
続し、医療提供体制がひっ迫している地域が見受けられた。 
こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況に

鑑み、令和３年１月７日、政府対策本部長は、法第 32条第 1項に基づき、
緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年１月８日から令和３年２月７日
までの 31日間とし、緊急事態措置区域を東京都、埼玉県、千葉県、神奈川
県とする緊急事態宣言を行った。 
令和３年１月 13日には、法第 32条第３項に基づき、緊急事態措置区域

に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を加える
変更を行った。 
令和３年２月２日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、２月８日以降については、法第
32条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の 10都府県に
変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間
を令和３年３月７日まで延長した。 
令和３年２月 26 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

166



する負荷の状況について分析・評価を行い、３月１日以降については、法
第 32条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都及び
神奈川県の４都県に変更することとした。 
令和３年３月５日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、法第 32条第３項に基づき、引き
続き埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の４都県を緊急事態措置区域と
し、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年３月
21日まで延長することとした。 
その後、令和３年３月 18日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制

に対する負荷の状況について分析・評価を行い、全ての都道府県が緊急事
態措置区域に該当しないこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期
間とされている３月 21日をもって緊急事態措置を終了することとした。 
また、３月 18日、政府対策本部において、「緊急事態宣言解除後の対応」

がとりまとめられ、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、
重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するための取組を進めていくこと
となった。 
 
令和３年２月３日に成立した新型インフルエンザ等対策特別措置法等の

一部を改正する法律（令和３年法律第５号）の施行（以下「改正法の施行」
という。）を踏まえ、まん延防止等重点措置の実施及び終了の判断に当たっ
ては、以下を基本として判断する。その際、「ステージ判断の指標」は、提
言において、あくまで目安であり、これらの指標をもって機械的に判断す
るのではなく、政府や都道府県はこれらの指標を総合的に判断すべきとさ
れていることに留意する。 
（まん延防止等重点措置の実施の考え方） 
都道府県の特定の区域において感染が拡大し、当該都道府県全域に感染

が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障
が生ずるおそれがあると認められる事態が発生していること（特に、分科
会提言におけるステージⅢ相当の対策が必要な地域の状況になっている等）
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を踏まえ、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏
まえた上で総合的に判断する。 
また、都道府県がステージⅡ相当の対策が必要な地域においても、当該

都道府県の特定の区域において感染が急速に拡大し、都道府県全域に感染
が拡大するおそれがあると認められる場合や、都道府県がステージⅢ相当
の対策が必要な地域において、感染が減少傾向であっても、当該都道府県
の特定の区域において感染水準が高い又は感染が拡大しているなど、感染
の再拡大を防止する必要性が高い場合に、政府対策本部長が基本的対処方
針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 
（まん延防止等重点措置の終了の考え方） 
都道府県の感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、

まん延防止等重点措置を実施している区域の感染状況が、都道府県全域に
感染を拡大させるおそれがない水準か等）を踏まえて、政府対策本部長が
基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 

 
 新型コロナウイルス感染症については、以下のような特徴がある。 
 ・ 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人の

割合や死亡する人の割合は年齢によって異なり、高齢者は高く、若者
は低い傾向にある。令和２年 6月から 8月に診断された人における重
症化する割合や死亡する割合は 1月から 4月までと比べて低下してい
る。重症化する人の割合は約 1.6%（50 歳代以下で 0.3%、60 歳代以
上で 8.5%）、死亡する人の割合は、約 1.0%（50 歳代以下で 0.06%、
60歳代以上で 5.7%）となっている。 

・ 重症化しやすいのは、高齢者と基礎疾患のある人で、重症化のリス
クとなる基礎疾患には、慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高
血圧、心血管疾患、肥満がある。 

・ 新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させる可能性があ
る期間は、発症の 2 日前から発症後７日から 10 日間程度とされてい
る。また、この期間のうち、発症の直前・直後で特にウイルス排出量
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が高くなると考えられている。 
新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、他の人に感染さ

せているのは２割以下で、多くの人は他の人に感染させていないと考
えられている。 

・ 新型コロナウイルス感染症は、主に飛沫感染や接触感染によって感
染し、①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの
人が密集している）、③密接場面（互いに手を伸ばしたら手が届く距離
での会話や発声が行われる）という３つの条件（以下「三つの密」と
いう。）の環境で感染リスクが高まる。このほか、飲酒を伴う懇親会等、
大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同
生活、居場所の切り替わりといった場面でも感染が起きやすく、注意
が必要である。 

・ 新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には、PCR 検査、
抗原定量検査、抗原定性検査等がある。新たな検査手法の開発により、
検査の種類や症状に応じて、鼻咽頭ぬぐい液だけでなく、唾液や鼻腔
ぬぐい液を使うことも可能になっている。なお、抗体検査は、過去に
新型コロナウイルス感染症にかかったことがあるかを調べるもので
あるため、検査を受ける時点で感染しているかを調べる目的に使うこ
とはできない。 

・ 新型コロナウイルス感染症の治療は、軽症の場合は経過観察のみで
自然に軽快することが多く、必要な場合に解熱薬などの対症療法を行
う。呼吸不全を伴う場合には、酸素投与やステロイド薬（炎症を抑え
る薬）・抗ウイルス薬の投与を行い、改善しない場合には人工呼吸器や
体外式膜型人工肺（Extracorporeal membrane oxygenation：ＥＣＭ
Ｏ）等による集中治療を行うことがある。 

・  現在、従来よりも感染しやすい可能性のある変異株やワクチンが効きにく
い可能性のある変異株が世界各地で報告されている。国立感染症研究所によ
ると、N501Y の変異がある変異株は、英国で確認された変異株(VOC-
202012/01) 、南アフリカで確認された変異株（501Y.V2）、ブラジルで確認さ
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れた変異株（501Y.V3）、フィリピンで確認された変異株がある。この変異株に
ついては、従来株よりも感染しやすい可能性がある。また、英国で確認された
変異株については、重症化しやすい可能性も指摘されている。また、E484Kの
変異がある変異株は、南アフリカで確認された変異株、ブラジルで確認された
変異株、フィリピンで確認された変異株がある。このほか、「N501Yの変異は
ないがE484Kの変異がある変異株」が、現在、我が国において確認されてい
る。このE484Kの変異がある変異株については、従来株より、免疫やワクチ
ンの効果を低下させる可能性が指摘されている。 

  国立感染症研究所によると、変異株であっても、個人の基本的な感染予防策
としては、従来と同様に、特に「感染リスクが高まる「５つの場面」」など「三
つの密」の回避、マスクの着用、手洗い等が有効であり、推奨されている。 

・ 日本国内におけるウイルスの遺伝子的な特徴を調べた研究によると、令和２
年１月から２月にかけて、中国武漢から日本国内に侵入した新型コロナウイ
ルスは３月末から４月中旬に封じ込められた一方で、その後、欧米経由で侵入
した新型コロナウイルスが日本国内に拡散したものと考えられている。7 月、
8月の感染拡大は、検体全てが欧州系統から派生した２系統に集約されたもの
と考えられる。現時点では、国内感染は国内で広がったものが主流と考えられ
る 。 

・ また、ワクチンについては、令和３年前半までに全国民に提供できる
数量の確保を目指すこととしており、これまでモデルナ社、アストラゼ
ネカ社及びファイザー社のワクチンの供給を受けることについて契約
締結に至っている。ワクチンの接種を円滑に実施するため、予防接種法
（昭和 23年法律第 68号）の改正を行うとともに、分科会での議論経過
等を踏まえ、内閣官房及び厚生労働省において令和３年２月９日に「新
型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について」（以下「ワク
チン接種について」という。）をとりまとめた。その後、2月 14日には
ファイザー社のワクチンが薬事承認され、厚生科学審議会等を経て、２
月 17 日に医療従事者向けの先行接種を開始した。その他、アストラゼ
ネカ社及びモデルナ社のワクチンについて薬事承認申請がなされてお
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り、現在、安全性及び有効性の確認を最優先に、迅速審査を行っている。 
・ 新型コロナウイルス感染症による日本での経済的な影響を調べた研究
では、クレジットカードの支出額によれば、人との接触が多い業態や在
宅勤務（テレワーク）の実施が困難な業態は、３月以降、売り上げがよ
り大きく減少しており、影響を受けやすい業態であったことが示されて
いる。また、令和２年４～６月期の国内総生産（GDP）は実質で前期比
8.3％減、年率換算で 29.3％減を記録した。 

 
二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針 
 ① これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏ま

え、より効果的な感染防止策等を講じていく。 
② 「緊急事態宣言解除後の対応」を踏まえ、社会経済活動を継続しつ
つ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り抑
制するため、飲食の感染対策、モニタリング検査の拡大や高齢者施設
の検査、保健所の体制強化など感染拡大防止策の強化、変異株対策の
強化、ワクチン接種の着実な推進、医療提供体制の充実等の取組を進
めていく。 

③ 緊急事態措置区域から除外された地域においては、対策の緩和につい
ては段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで続け
る。 

④ 感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や「感染リスクが高ま
る「５つの場面」」を回避すること等を促すとともに、事業者及び関係
団体に対して、業種別ガイドライン等の実践と科学的知見等に基づく
進化を促していく。 

⑤ 的確な感染防止策及び経済・雇用対策により、感染拡大の防止と社会
経済活動の維持との両立を持続的に可能としていく。 

⑥ 感染の再拡大が認められる場合には、政府と都道府県が密接に連携し
ながら、重点的・集中的な PCR 検査や営業時間短縮要請等を実施する
とともに、まん延防止等重点措置を機動的に活用するなど、速やかに効
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果的で強い感染対策等を講じる。 
 
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 
（１）情報提供・共有 
① 政府は、地方公共団体と連携しつつ、以下の点について、国民の共感
が得られるようなメッセージを発出するとともに、状況の変化に即応
した情報提供や呼びかけを行い、行動変容に資する啓発を進めるととも
に、冷静な対応をお願いする。 
・ 発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供。 
・ 国民に分かりやすい疫学解析情報の提供。 
・ 医療提供体制及び検査体制に関する分かりやすい形での情報の
提供。 

・ 変異株についての正確で分かりやすい情報の提供。 
・ 「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、
「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の徹底
等、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着に向けた周知。 

・ 室内で「三つの密」を避けること。特に、日常生活及び職場において、人
混みや近距離での会話、多数の者が集まり室内において大きな声を出すこと
や歌うこと、呼気が激しくなるような運動を行うことを避けるように強く促
すこと。 

・ 令和２年10月23日の分科会で示された、「感染リスクが高まる「５つの
場面」」（飲酒を伴う懇親会やマスクなしでの会話など）や、「感染リスクを
下げながら会食を楽しむ工夫」（なるべく普段一緒にいる人と少人数、席の
配置は斜め向かい、会話の時はマスク着用等）の周知。 

・ 業種別ガイドライン等の実践。特に、飲食店等について、業種別ガイドラ
インを遵守している飲食店等を利用するよう、促すこと。 

・ 風邪症状等体調不良がみられる場合の休暇取得、学校の欠席、外
出自粛等の呼びかけ。 

・ 感染リスクを下げるため、医療機関を受診する時は、あらかじめ
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厚生労働省が定める方法による必要があることの周知。 
・ 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の考え方を分かり
やすく周知すること。 

・ 感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対
策に携わった方々に対する誤解や偏見に基づく差別を行わないことの呼び
かけ。 

・ 従業員及び学生の健康管理や感染対策の徹底についての周知。 
・ 国民の落ち着いた対応（不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいだ移
動の自粛等や商店への殺到の回避及び買い占めの防止）の呼びかけ。   

   ・ 接触確認アプリ（COVID-19 Contact-Confirming Application：ＣＯＣＯＡ）
のインストールを呼びかけるとともに、陽性者との接触があった旨の通知が
あった場合における適切な機関への受診の相談や陽性者と診断された場合
における登録の必要性についての周知。併せて、地域独自のＱＲコード等に
よる追跡システムの利用の呼びかけ。 

② 政府は、広報担当官を中心に、官邸のウェブサイトにおいて厚生労働省
等関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的に連携
させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）等の媒体も
積極的に活用することで、迅速かつ積極的に国民等への情報発信を行う。 

③ 政府は、民間企業等とも協力して、情報が必ずしも届いていない層に十
分な情報が行き届くよう、丁寧な情報発信を行う。 

④ 厚生労働省は、感染症やクラスターの発生状況について迅速に情報を公
開する。 

⑤ 外務省は、全世界で感染が拡大していることを踏まえ、各国に滞在す
る邦人等への適切な情報提供、支援を行う。 

⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張又は長期の
海外滞在のある事業所、留学や旅行機会の多い大学等においても、帰国
者への適切な情報提供を行い、渡航の是非の判断・確認や、帰国者に対
する14日間の外出自粛の要請等の必要な対策を講じるよう周知を図る。 

⑦ 政府は、国民、在留外国人、外国人旅行者及び外国政府に対し、帰国
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時・入国時の手続や目的地までの交通手段の確保等について適切か
つ迅速な情報提供を行い、国内でのまん延防止と風評対策につなげる。
また、政府は、日本の感染対策や感染状況の十分な理解を醸成するよう、
諸外国に対して情報発信に努める。 

⑧ 地方公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な手段により住
民に対して地域の感染状況に応じたメッセージや注意喚起を行う。 

⑨ 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査によ
り得られた情報を分析し、今後の対策に資する知見をまとめて、国民に還
元するよう努める。 

⑩ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が行政文書の管理
に関するガイドライン（平成 23 年４月１日内閣総理大臣決定）に基づく
「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を行う。地方公共団
体も、これに準じた対応に努める。 

 
（２）サーベイランス・情報収集 
① 感染の広がりを把握するために必要な検査を実施し、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号。
以下「感染症法」という。）第 12条に基づく医師の届出等によりその実
態を把握する。 

② 厚生労働省及び都道府県等は、感染が拡大する傾向が見られる場合は
それを迅速に察知して的確に対応できるよう、戦略的サーベイランス体
制を整えておく必要がある。また、感染拡大の防止と社会経済活動の維
持との両立を進めるためにも感染状況を的確に把握できる体制をもつこ
とが重要であるとの認識の下、地方衛生研究所や民間の検査機関等の関係
機関における検査体制の一層の強化、地域の関係団体と連携した地域外
来・検査センターの設置等を迅速に進めるとともに、新しい検査技術につい
ても医療現場に迅速に導入する。都道府県は、医療機関等の関係機関によ
り構成される会議体を設けること等により、民間の検査機関等の活用促進
を含め、ＰＣＲ検査等の実施体制の把握・調整等を図る。さらに、厚生労働
省は、ＰＣＲ検査及び抗原検査の役割分担について検討・評価を行う。また、
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これらを踏まえ、検査が必要な者に、より迅速・円滑に検査を行い、感染が
拡大している地域においては、医療・介護従事者、入院・入所者等関係者に
対し、ＰＣＲ検査等による幅広い検査の実施に向けて取組を進めるとともに、
院内・施設内感染対策の強化を図る。令和３年２月８日時点で緊急事態措置
区域であった 10 都府県に対し、感染多数地域における高齢者施設の従事者
等の検査の集中的実施計画に基づく検査を、３月中までを目途に着実に実施
するよう求めるとともに、さらに、これらの都府県の歓楽街のある大都市は
もとより、その他の地方公共団体も地域の感染状況に応じ、４月から６月に
かけて、新たな集中的実施計画に基づく検査を定期的に実施するよう求める。
また、政府は、緊急事態措置区域であった都道府県等と連携しつつ、再度の
感染拡大の予兆や感染源を早期に探知するため、幅広いPCR検査等（モ
ニタリング検査）やデータ分析を実施する。政府と都道府県等で協働して
今後の感染拡大局面も見据えた準備を進めるため、厚生労働省は、財政的な
支援をはじめ必要な支援を行い、都道府県等は、相談・検体採取・検査の一
連のプロセスを通じた対策を実施する。また、社会経済活動の中で希望によ
り受ける民間検査については、感染症法第 16 条の２に基づき、民間検査機
関に精度管理や提携医療機関の決定等の協力を求めることなどにより環境
整備を進めていく。 

③ 厚生労働省は、感染症法第 12 条に基づく医師の届出とは別に、市中での
感染状況を含め国内の流行状況等を把握するため、抗体保有状況に関する調
査など有効なサーベイランスを実施する。また、いわゆる超過死亡について
は、新型コロナウイルス感染症における超過死亡を推計し、適切に把握する。 

④ 厚生労働省は、医療機関や保健所の事務負担の軽減を図りつつ、患者等
に関する情報を関係者で迅速に共有するための情報把握・管理支援シス
テム（Health Center Real-time Information-sharing System on COVID-
19：ＨＥＲ－ＳＹＳ）を活用し、都道府県別の陽性者数等の統計データ
の収集・分析を行うとともに、その結果を適宜公表し、より効果的・効
率的な対策に活用していく。 

⑤ 政府は、医療機関の空床状況や人工呼吸器・ＥＣＭＯの保有・稼働状況等
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を迅速に把握する医療機関等情報支援システム（Gathering Medical 
Information System：Ｇ－ＭＩＳ）を構築・運営し、医療提供状況やＰＣＲ
検査等の実施状況等を一元的かつ即座に把握するとともに、都道府県等にも
提供し、迅速な患者の受入調整等にも活用する。 

⑥ 文部科学省及び厚生労働省は、学校等での集団発生の把握の強化を図る。 
⑦ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関するいわゆる後遺症につい
て、諸外国で報告もあることも踏まえ、調査・研究を進める。 

⑧ 政府及び都道府県等は、変異株のクラスターが複数報告され、海外とのつな
がりがない事例等も継続して確認されていることを踏まえ、変異株スクリー
ニング検査での抽出を早期に 40％程度まで引き上げ、全国的な監視体制を強
化する。また、厚生労働省及び文部科学省は、国立感染症研究所・都道府県等・
民間検査機関や大学等間の連携を一層促進し、変異株PCR検査やゲノム解析
を強化する。さらに、都道府県等は変異株事例が発生した場合には、積極的疫
学調査の強化や幅広い関係者への検査を徹底する。これらの取組により、クラ
スターの迅速な封じ込めを図るとともに、社会全体での変異株の感染拡大の
防止を図る。 

⑨ 都道府県等は、感染症法第 12条及び第 15条に基づき、地方公共団体間で
の迅速な情報共有を行うとともに、都道府県は、県下の感染状況について、リ
スク評価を行う。 

⑩ 遺伝子配列を分析するにあたり、公衆衛生対策を進めていく上で必要な情
報を、国立感染症研究所において収集を行う。 

 
（３）まん延防止 
１）外出の自粛（後述する「４）職場への出勤等」を除く） 

特定都道府県は、法第 45条第 1項に基づき、日中も含めた不要不急
の外出・移動の自粛について協力の要請を行うものとする。特に、20時
以降の不要不急の外出自粛について、住民に徹底する。なお、その際、
不要不急の都道府県間の移動や、感染が拡大している地域への不要不急
の移動は、極力控えるように促す。 

176



医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場
への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なも
のについては外出の自粛要請の対象外とする。 
また、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」

「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底す
るとともに、あらゆる機会を捉えて、令和２年４月22日の専門家会議で示
された「10 のポイント」、５月４日の専門家会議で示された「新しい生活
様式の実践例」、10 月 23 日の分科会で示された、「感染リスクが高まる「５
つの場面」」等を活用して住民に周知を行うものとする。 

２）催物（イベント等）の開催制限 
特定都道府県は、当該地域で開催される催物（イベント等）について、

主催者等に対して、法第 45 条第２項等に基づき、別途通知する目安を
踏まえた規模要件等（人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等）を設
定し、その要件に沿った開催の要請等を行うものとする。 
その際、改正法の施行により、命令、過料の規定が設けられたことを

踏まえ、その手続に関しては、別途通知する手続に沿って行うことに留
意する。このことは後述３）においても同様とする。 
併せて、開催に当たっては、業種別ガイドラインの徹底や催物前後の

「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底するよう、主催者等
に求めるものとする。 
また、スマートフォンを活用した接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）につ

いて、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバ
シーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、民間企業・団体等の
幅広い協力を得て引き続き普及を促進する。 

３）施設の使用制限等（前述の「２）催物（イベント等）の開催制限」、後
述する「５）学校等の取扱い」を除く） 
① 特定都道府県は、法第 45 条第２項等に基づき、感染リスクが高い
と指摘されている飲食の場を避ける観点から、飲食店に対して営業時
間の短縮（20 時までとする。ただし、酒類の提供は 11 時から 19 時
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までとする。）の要請を行うとともに、法第 24条第９項に基づき、業
種別ガイドラインを遵守するよう要請を行うものとする。 
要請に当たっては、関係機関とも連携し、営業時間の短縮等を徹底

するための対策・体制の強化を行い、できる限り個別に施設に対して
働きかけを行う。その際、併せて、事業者に対して、業種別ガイドラ
インの遵守を働きかける。 
また、特定都道府県は、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底する

こと及び施設に人が集まり、飲食につながることを防止する必要があ
ること等を踏まえ、別途通知する飲食店以外の新型インフルエンザ等
対策特別措置法施行令（平成 25年政令第 122号。以下「令」という。）
第 11 条第１項に規定する施設についても、同様の働きかけを行うも
のとする。 
また、特定都道府県は、感染の拡大につながるおそれのある一定の

施設について、別途通知する目安を踏まえた規模要件等（人数上限・
収容率、飲食を伴わないこと等）を設定し、その要件に沿った施設の
使用の働きかけを行うとともに、法第 24 条第９項に基づき、業種別
ガイドラインを遵守するよう要請を行うものとする。 

 ② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、
飲食店に対して営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府
県を支援する。 

③ 事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種別ガイ
ドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進める。
その際、政府は、専門家の知見を踏まえ、関係団体等に必要な情報提
供や助言等を行う。 

４）職場への出勤等 
 ① 政府及び特定都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう

働きかけを行うものとする。 
・ 職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものである
が、「出勤者数の 7 割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に
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向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテ
ーション勤務等を更に徹底すること。 

・ 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業
の継続に必要な場合を除き、20 時以降の勤務を抑制すること。 

・ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を
低減する取組を強力に推進すること。 

・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗いや手指消毒、咳エ
チケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る
箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張によ
る従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等）や「三つの密」
や「感染リスクが高まる「５つの場面」」等を避ける行動を徹底するよ
う促すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、
喫煙室等）に注意するよう周知すること。さらに、職場や店舗等に関
して、業種別ガイドライン等を実践するよう働きかけること。 

・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行
う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」
を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じつつ、事
業の特性を踏まえ、業務を継続すること。 

② 政府及び地方公共団体は、在宅勤務（テレワーク）、ローテーション勤
務、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を自ら進める
とともに、事業者に対して必要な支援等を行う。 

③ 政府は、上記①に示された感染防止のための取組等を働きかけるため、
特に留意すべき事項を提示し、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認
するよう促す。また、遵守している事業者に、対策実施を宣言させるな
ど、感染防止のための取組が勧奨されるよう促す。 

５）学校等の取扱い 
 ① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業を求

めるのではなく、地域の感染状況に応じた感染防止策の徹底を要請す
る。幼稚園、小学校、中学校、高等学校等については、子供の健やか
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な学びの保障や心身への影響の観点から、「学校における新型コロナ
ウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要
請する。また、大学等については、感染防止と面接授業・遠隔授業の
効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適切に対応する
ことを要請する。部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、懇
親会や飲み会などについては、学生等への注意喚起の徹底（緊急事態
措置区域においては、部活動における感染リスクの高い活動の制限）
を要請する。大学入試、高校入試等については、実施者において、感
染防止策や追検査等による受験機会の確保に万全を期した上で、予定
どおり実施する。都道府県は、学校設置者に対し、保健管理等の感染
症対策について指導するとともに、地域の感染状況や学校関係者の感
染者情報について速やかに情報共有を行うものとする。 

 ② 厚生労働省は、保育所や放課後児童クラブ等について、感染防止策
の徹底を行いつつ、原則開所することを要請する。 

６）緊急事態措置区域から除外された都道府県における取組等 
① 緊急事態措置区域から除外された都道府県においては、前述したよ
うに「対策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージⅡ
相当以下に下がるまで続ける」ことを基本とし、後述８）に掲げる基
本的な感染防止策等に加え、「緊急事態宣言解除後の対応」を踏まえ
るとともに、住民や事業者に対して、以下の取組を行うものとする。
その際、地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いなが
ら、対策を段階的に緩和する。また、再度、感染拡大の傾向が見られ
る場合には、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制へ
の負荷の状況について十分、把握・分析を行いつつ、迅速かつ適切に
取組の強化を図るものとする。その際、「緊急事態宣言解除後の地域に
おけるリバウンド防止策についての提言」（令和３年２月 25日新型コ
ロナウイルス感染症対策分科会）を参考にして取り組むものとする。 
・ 当面、法第 24 条第９項に基づき、日中も含めた不要不急の外出
の自粛について協力の要請を行うこと。その後、地域の感染状況等
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を踏まえながら、段階的に緩和すること。 
・ 当該地域で開催される催物（イベント等）に係る規模要件等（人
数上限・収容率、飲食を伴わないこと等）については、別途通知す
る目安を踏まえ、地域の感染状況等を踏まえながら、段階的に緩和
すること。 

・ 法第 24 条第９項に基づく飲食店に対する営業時間の短縮の要請
については、地域の感染状況等を踏まえながら、段階的に緩和する
こと。なお、営業時間及び対象地域等については、地域の感染状況
等に応じ、各都道府県知事が適切に判断すること。併せて、業種別
ガイドラインを遵守するよう、引き続き要請すること。これらの要
請に当たっては、引き続きできる限り個別店舗に対して働きかけを
行うこと。 
また、別途通知する飲食店以外の令第 11 条第１項に規定する施

設に対する営業時間の短縮等の働きかけについては、地域の感染状
況等を踏まえながら、各都道府県知事が適切に判断すること。 

・ 職場への出勤等については、当面、「出勤者数の 7 割削減」を目
指し、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもロー
テーション勤務等を強力に推進すること。その後、地域の感染状況
等を踏まえながら、段階的に緩和すること。 

  ② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、
飲食店に対して営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府
県を支援する。 

③ 政府及び都道府県は、再度の感染拡大の予兆や感染源を早期に探知
するため、歓楽街等感染リスクの高い場所を中心に無症状者に焦点を
当てた幅広い PCR 検査等（モニタリング検査）やデータ分析の実施
を検討し、感染の再拡大を防ぐこと。 

④ 都道府県は、①③の取組を行うに当たっては、あらかじめ政府と迅
速に情報共有を行う。 

７）まん延防止等重点措置を実施すべき区域における取組等 
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① まん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」と
いう。）である都道府県においては、まん延防止等重点措置が、地域の
感染状況に応じて、期間・区域、業態を絞った措置を機動的に実施で
きる仕組みであり、発生の動向等を踏まえた集中的な対策により、地
域的に感染を抑え込むことで、全国的かつ急速なまん延を防ぐ趣旨で
創設されたものであることを踏まえ、感染リスクが高く感染拡大の主
な起点となっている場面に効果的な対策を徹底するため、後述８）に
掲げる基本的な感染防止策等に加え、以下の取組を行うものとする。 
また、都道府県知事は、区域を指定するに当たって市町村単位や一

定の区画を原則とするなど、区域、期間及び業態を定めるに当たって
は、効果的な対策となるよう留意する。 
・ 感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、
都道府県知事が定める期間及び区域において、法第 31 条の６第１
項等に基づき、飲食店（新規陽性者の数等、地域の感染状況を踏ま
えて、酒類の提供を行う飲食店や接待を伴う飲食店等とすることも
あり得るが、その場合、感染防止効果について、政府と連携しなが
ら、十分検討を行うものとする。）に対する営業時間の短縮の要請
を行うこと。営業時間については、地域の感染の状況等を踏まえて、
都道府県知事が適切に判断すること。また、改正法の施行により、
命令、過料の規定が設けられたことを踏まえ、その手続に関しては、
別途通知する手続に沿って行うこと。 

・ 法第 24 条第９項に基づき、業種別ガイドラインを遵守するよう
要請を行うこと。 

・ これらの要請に当たっては、関係機関とも連携し、営業時間の短
縮等や業種別ガイドラインの遵守を徹底するための対策・体制の強
化を行い、できる限り個別に施設に対して働きかけを行うこと。 

・ 法第 31 条の６第２項に基づき、上記により営業時間の変更を要
請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないよう、住民に対
して要請等を行うこと。併せて、法第 24 条第９項に基づき、日中
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も含めた不要不急の外出・移動の自粛等について、住民に対して協
力の要請を行うことも検討すること。 

・ 都道府県知事が定める期間及び区域で行われる催物（イベント等）
について、主催者等に対して、法第 24 条第９項等に基づき、別途
通知する目安を踏まえた規模要件等（人数上限・収容率、飲食を伴
わないこと等）を設定し、その要件に沿った開催の要請等を行うこ
と。 

  ② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、
飲食店に対して営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府
県を支援する。 

 ③ 重点措置区域である都道府県は、①の取組を行うに当たっては、あ
らかじめ政府と迅速に情報共有を行う。 

８）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県における取組等 
① 都道府県は、「緊急事態宣言解除後の対応」を踏まえるとともに、
住民や事業者に対して、以下の取組を行うものとする。その際、感染
拡大の防止と社会経済活動の維持との両立を持続的に可能としてい
くため、「新しい生活様式」の社会経済全体への定着を図るとともに、
地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、必要
に応じて、後述③等のとおり、外出の自粛、催物（イベント等）の開
催制限、施設の使用制限等の要請等を機動的に行うものとする。 
（外出の自粛等） 
・ 「三つの密」、「感染リスクが高まる「５つの場面」」等の回避や、
「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」
をはじめとした基本的な感染対策の徹底等、感染拡大を防止する
「新しい生活様式」の定着が図られるよう、あらゆる機会を捉えて、
令和２年４月 22 日の専門家会議で示された「10 のポイント」、５
月４日の専門家会議で示された「新しい生活様式の実践例」、10月
23日の分科会で示された「感染リスクが高まる「５つの場面」」等
について住民や事業者に周知を行うこと。 
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・ 帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を
含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に大人数の会食を
控える等注意を促すこと。 
感染が拡大している地域において、こうした対応が難しいと判断さ

れる場合は、帰省や旅行について慎重な検討を促すこと。特に発熱等
の症状がある場合は、帰省や旅行を控えるよう促すこと。 

・ 業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促すこと。 
・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、
政府と連携して、外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協
力の要請等を行うこと。 
（催物（イベント等）の開催） 
・ 催物等の開催については、「新しい生活様式」や業種別ガイドライン
等に基づく適切な感染防止策が講じられることを前提に、地域の感染
状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、必要な規模要件
（人数上限や収容率）の目安を示すこと。その際、事業者及び関係団
体において、エビデンスに基づきガイドラインが進化、改訂された場
合は、それに基づき適切に要件を見直すこと。 
また、催物等の態様（屋内であるか、屋外であるか、また、全国的な

ものであるか、地域的なものであるかなど）や種別（コンサート、展
示会、スポーツの試合や大会、お祭りなどの行事等）に応じて、開催
の要件や主催者において講じるべき感染防止策を検討し、主催者に周
知すること。 
催物等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発

生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物
の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による
行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、主催者に対して
強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握して
おくことや、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）等の活用等について、
主催者に周知すること。 
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・ 感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの発生があった場合、 
政府と連携して、人数制限の強化、催物等の無観客化、中止又は延期
等を含めて、速やかに主催者に対して必要な協力の要請等を行うこと。 

   （職場への出勤等） 
・ 事業者に対して、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤
等、人との接触を低減する取組を働きかけること。 

・ 事業者に対して、職場における、感染防止のための取組（手洗い
や手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励
行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出
勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用
等）や「三つの密」や「感染リスクが高まる「５つの場面」」等を避け
る行動を徹底するよう促すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」
（休憩室、更衣室、喫煙室等）に注意するよう周知すること。さら
に、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践するよう働
きかけること。その際には、特に留意すべき事項の確認を促し、遵守
している事業者には対策実施を宣言させる等、感染防止のための取組
を強く勧奨すること。 
（施設の使用制限等） 

・ これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」
のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、施設管理者等
に対して必要な協力を依頼すること。 

・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、
政府と連携して、施設の使用制限等を含めて、速やかに施設管理者
等に対して必要な協力の要請等を行うこと。 

②  都道府県は、感染の状況等を継続的に監視し、その変化が認めら
れた場合、住民に適切に情報提供を行い、感染拡大への警戒を呼びか
けるものとする。 

③ 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感
染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、
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把握・分析を行い、８月７日の分科会の提言で示された指標を目安と
しつつ総合的に判断し、同提言に示された各ステージにおいて「講ず
べき施策」や累次の分科会提言（12月 11日「今後の感染の状況を踏
まえた対応についての分科会から政府への提言」等）等を踏まえ、地
域の実情に応じて、迅速かつ適切に法第 24条第 9項に基づく措置等
を講じるものとする。特に、ステージⅢ相当の対策が必要な地域等に
あっては、速やかにステージⅡ相当の対策が必要な地域へ移行するよ
う、取り組むものとする。 

④ 都道府県は、①③の取組を行うに当たっては、あらかじめ政府と迅
速に情報共有を行う。 

⑤ 政府は、関係団体や地方公共団体に対して、飲食店に係る業種別ガ
イドラインの遵守徹底のための見回り調査、遵守状況に関する情報の
表示や認定制度の普及を促すとともに、関係団体等と連携しつつ、ク
ラスターが発生している分野等（飲食・職場など）を対象とした業種
別ガイドラインについて、見直し・強化を図り、徹底する。 

９）予防接種 
   政府、都道府県及び市町村は、以下のように新型コロナウイルス感染

症に係るワクチン接種を行うものとする。 
① 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種目的は、新型コロ
ナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限
り減らすことであること。 

② 関係機関と連携し、迅速にワクチンの開発等を進めるとともに、承
認申請された際には審査を行った上で、安全性及び有効性を確認し、
できるだけ早期の実用化、国民への供給を目指すこと。 

③ 予防接種については、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律
（令和２年法律第 75号）による改正後の予防接種法に基づく臨時接
種の特例として、厚生労働大臣の指示のもと、都道府県の協力により
市町村において実施すること。 

④ 予防接種の実施体制や接種順位等については、令和３年２月９日の
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「ワクチン接種について」を踏まえ接種を円滑かつ効率的に実施する
観点に立って行うこと。 

⑤ 予防接種により健康被害が生じた場合の救済措置や副反応疑い報
告等については、予防接種法の現行の規定を適用し適切に実施するこ
と。 

⑥ 予防接種は最終的には個人の判断で接種されるものであることか
ら、予防接種に当たっては、リスクとベネフィットを総合的に勘案し
接種の判断ができる情報を提供することが必要であること。 
その上で、政府は、国民に対して、ワクチンの安全性及び有効性に

ついての情報を提供するなど、的確で丁寧なコミュニケーション等を
進め、幅広く予防接種への理解を得るとともに、国民が自らの意思で
接種の判断を行うことができるよう取り組むこと。 

10）水際対策 
① 政府は、水際対策について、変異株を含め、国内への感染者の流入
及び国内での感染拡大を防止する観点から、入国制限、渡航中止勧告、
帰国者の検査・健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措置等を、
引き続き、実施する。特に、変異株については、当該国の変異株の流
行状況、日本への流入状況などのリスク評価に基づき、検疫の強化等
について検討する。なお、厚生労働省は、関係省庁と連携し、健康観
察について、保健所の業務負担の軽減や体制強化等を支援する。 

② 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発生の状況を踏まえて、必
要に応じ、国土交通省は、航空機の到着空港の限定の要請、港湾の利
用調整や水際・防災対策連絡会議等を活用した対応力の強化等を行う
とともに、厚生労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。 

③ 厚生労働省は、停留に利用する施設が不足する場合には、法第 29
条の適用も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、停
留に利用可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を行うことで停留
施設の確保に努める。 

11）クラスター対策の強化 
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① 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査
により、個々の濃厚接触者を把握し、健康観察、外出自粛の要請等を
行うとともに、感染拡大の規模を適確に把握し、適切な感染対策を行
う。その際、より効果的な感染拡大防止につなげるため、積極的疫学
調査を実施する際に優先度も考慮する。積極的疫学調査に対して正当
な理由がなく協力しない場合の命令、この命令に正当な理由がなく応
じない場合の罰則の適用については、対象者の人権に十分に配慮し、
慎重に運用すること。 

② 政府は、関係機関と協力して、クラスター対策に当たる専門家の確
保及び育成を行う。 

③ 厚生労働省及び都道府県等は、関係機関と協力して、特に、感染拡
大の兆候が見られた場合には、専門家やその他人員を確保し、その地
域への派遣を行う。 

  なお、感染拡大が顕著な地域において、保健所における積極的疫学
調査に係る人員体制が不足するなどの問題が生じた場合には、都道府
県は関係学会・団体等の専門人材派遣の仕組みである IHEAT
（Infectious disease Health Emergency Assistance Team）の活用
や、厚生労働省と調整し、他の都道府県からの応援派遣職員の活用等
の人材・体制確保のための対策を行う。感染拡大に伴う優先度を踏ま
えた積極的疫学調査については、感染状況の改善に伴い改めて対応を
強化する。その際には、ＩＨＥＡＴの積極的な活用も図りながら、変
異株への対応といった観点も踏まえつつ、感染源の推定のための調査
を含めた強化を図る。 
また、都道府県等が連携し、積極的疫学調査等の専門的業務を十分

に実施できるよう保健所の業務の重点化や人材育成等を行うこと、保
健所業務の外部委託の活用、ＩＨＥＡＴの積極的な活用、人材確保の
好事例の横展開等により、保健所の体制を強化し、感染拡大時に即応
できる人員体制を平時から整備する。 

④ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を抜本強化するという観点
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から、保健所の体制強化に迅速に取り組む。これに関連し、特定都道
府県は、管内の市町村と迅速な情報共有を行い、また、対策を的確か
つ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第 24条に基づ
く総合調整を行う。さらに、都道府県等は、クラスターの発見に資す
るよう、地方公共団体間の迅速な情報共有に努めるとともに、政府は、
対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第
20条に基づく総合調整を行う。 

⑤ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を強化する観点から、以下
の取組を行う。 

 ・ 大規模な歓楽街については、令和 2 年 10 月 29 日の分科会にお
ける「大都市の歓楽街における感染拡大防止対策ワーキンググルー
プ当面の取組方策に関する報告書」に示された取組を踏まえ、通常
時から相談・検査体制の構築に取り組むとともに、早期に予兆を探
知し、介入時には、速やかに重点的（地域集中的）な PCR 検査等
の実施や、必要に応じ、エリア・業種を絞った営業時間短縮要請等
を機動的に行うこと。 

 ・ 事業者に対し、職場でのクラスター対策の徹底を呼びかけること。 
 ・ 言語の壁や生活習慣の違いがある在留外国人を支援する観点から、

政府及び都道府県等が提供する情報の一層の多言語化、大使館のネ
ットワーク等を活用したきめ細かな情報提供、相談体制の整備等に
より、検査や医療機関の受診に早期につなげる仕組みを構築するこ
と。 

⑥ 政府は、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）について、機能の向上を図
るとともに、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることや
プライバシーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、その幅広
い活用や、感染拡大防止のための陽性者としての登録を行うよう、呼
びかけを行い、新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援シス
テム（ＨＥＲ-ＳＹＳ）及び保健所等と連携した積極的疫学調査で活
用することにより、効果的なクラスター対策につなげていく。 
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12）その他共通的事項等 
 ① 特定都道府県又は重点措置区域である都道府県は、地域の特性に応じ

た実効性のある緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を講じる。特定
都道府県又は重点措置区域である都道府県は、緊急事態措置又はまん延
防止等重点措置を講じるに当たっては、法第５条を踏まえ、必要最小限
の措置とするとともに、講じる措置の内容及び必要性等について、国民
に対し丁寧に説明する。 

 ② 政府及び特定都道府県は、緊急事態措置を講じること等に伴い、食料・
医薬品や生活必需品の買い占め等の混乱が生じないよう、国民に冷静な
対応を促す。 
③ 政府及び地方公共団体は、緊急事態措置の実施に当たっては、事業者
の円滑な活動を支援するため、事業者からの相談窓口の設置、物流体制
の確保、ライフラインの万全の体制の確保等に努める。 

④ 政府は、関係機関と協力して、公共交通機関その他の多数の人が集ま
る施設における感染対策を徹底する。 

 
（４）医療等 
① 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医療の提供体制の確保
を進めるため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力して、次の
ような対策を講じる。 
・ 重症者や重症化リスクのある者に医療資源の重点をシフトする観
点から、令和２年 10 月 14 日の新型コロナウイルス感染症を指定感
染症として定める等の政令（令和２年政令第 11号）の改正（令和２
年 10月 24日施行）により、高齢者や基礎疾患のある者等入院勧告・
措置の対象の明確化を行っており、改正法の施行により、この取扱い
が法定化された。都道府県等は、関係法令に基づき、地域の感染状況
等を踏まえ、適切に入院勧告・措置を運用すること。また、改正法の
施行により、入院措置に正当な理由なく応じない場合や入院先から逃
げた場合の罰則が設けられたが、都道府県等は、その運用に当たって、
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患者の人権に十分に配慮し、慎重に運用するとともに、患者への偏見・
差別につながらないよう、（６）で後述する取組の一層の強化を図る
こと。 
重症者等に対する医療提供に重点を置くべき地域では、特に病床

確保や都道府県全体の入院調整に最大限努力した上で、なお病床が
ひっ迫する場合には、高齢者等も含め入院治療が必要ない無症状病
原体保有者及び軽症患者（以下「軽症者等」という。）については、
感染症法第44条の３第２項に基づき宿泊施設（適切な場合は自宅）
での療養を要請することで、入院治療が必要な患者への医療提供体
制の確保を図ること。丁寧な健康観察を実施すること。 
特に、家庭内での感染防止や症状急変時の対応のため、宿泊施設が

十分に確保されているような地域では、軽症者等は宿泊療養を基本
とすること。そのため、都道府県は、患者の病状、数その他感染症
の発生及びまん延の状況を勘案して、ホテル等の一時的な宿泊療養
施設の確保に努めるとともに、都道府県等は、宿泊療養施設の運営
体制を確保すること。政府は、都道府県等と密接に連携し、これら
の取組を支援すること。 
自宅療養等を行う際には、都道府県等は電話等情報通信機器を用

いて遠隔で健康状態を把握するとともに、医師が必要とした場合に
は電話等情報通信機器を用いて診療を行う体制を整備すること。パ
ルスオキシメーターの確保や、往診・オンライン診療・訪問看護等の
活用など、適切な療養環境を確保するための取組を推進すること。 

・ 都道府県等は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養をする場合に、そ
の家族に要介護者や障害者、子供等がいる場合は、市町村福祉部門の
協力を得て、ケアマネジャー、相談支援専門員、児童相談所等と連携
し、必要なサービスや支援を行うこと。 

・ 都道府県は、関係機関の協力を得て、新型コロナウイルス感染症の
患者専用の病院や病棟を設定する重点医療機関の指定等、地域の医療
機関の役割分担を行うとともに、病床・宿泊療養施設確保計画に沿っ
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て、段階的に病床・宿泊療養施設を確保すること。 
  特に、病床がひっ迫している場合、令和２年 12 月 28 日の政府対
策本部で示された「感染拡大に伴う入院患者増加に対応するための医
療提供体制パッケージ」を活用しつつ、地域の実情に応じ、重点医療
機関以外の医療機関に働きかけを行うなど病床の確保を進めること。 

  その際、地域の関係団体の協力のもと、地域の会議体を活用して医
療機能（重症者病床、中等症病床、回復患者の受け入れ、宿泊療養、
自宅療養）に応じた役割分担を明確化した上で、病床の確保を進める
こと。 

  また、医療機関は、業務継続計画（ＢＣＰ）も踏まえ、必要に応じ、
医師の判断により延期が可能と考えられる予定手術や予定入院の延
期を検討し、空床確保に努めること。 

  さらに、都道府県は、仮設の診療所や病棟の設置、非稼働病床の
利用の取組を推進するとともに、それでもなお病床が不足すると見
込まれる場合には、法第 31 条の２に基づく臨時の医療施設の開設
についてその活用を十分に考慮すること。臨時の医療施設の開設に
当たっては、あらかじめ政府と協議し、迅速な情報共有を行うととも
に、開設後は定期的に運営状況を報告する。厚生労働省は、それらの
活用に当たって、必要な支援を行うこと。また、都道府県等が感染症
法第 16 条の２に基づく協力要請等及び法第 31 条に基づく医療等の
実施の要請等を行う場合には、当該医療等が適切に実施されるよう、
必要な支援を行うこと。 

・ 「緊急事態宣言解除後の対応」を踏まえ、引き続き病床・宿泊療
養施設の確保に万全を期すとともに、感染者が短期間に急増する場
合の緊急的な患者対応を行う体制について早急に検討し、対応方針
を定めること。 

・ さらに、都道府県等で今回の感染拡大局面で認識された課題を点検
し、「相談・受診・検査」～「療養先調整・移送」～「転退院・解除」
まで、一連の患者対応が目詰まりなく行われ、病床・宿泊療養施設が
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最大限活用されるよう留意しつつ、次の感染拡大時にも確実に機能す
る医療提供体制を整備すること。 

・ その際、次の感染拡大に備え、地域において、一般医療と新型コロ
ナウイルス感染症に対する医療との両立について改めて協議し、患者
受入が実際に可能な新型コロナウイルス感染症患者用の病床を確実
に確保する観点から、病床・宿泊療養・自宅療養の役割分担の徹底や
総合的な調整体制の整備により病床活用を効率化した上で、必要とさ
れる病床・宿泊療養施設を確保することとし、厚生労働省と都道府県
は、連携して病床・宿泊療養施設確保計画を見直すこと。 

・ 政府及び都道府県において、上記の病床確保・活用の状況及び感染
状況を適切にモニタリングするとともに、感染拡大防止策の実施に適
時適切に反映させること。 

・ 都道府県は、患者受入調整や移送調整を行う体制を整備し、患者の
医療提供に関する必要な総合調整を行うとともに、医療機関等情報
支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）も活用し、患者受入調整に必要な医療
機関の情報の見える化を行うこと。また、厚生労働省は、都道府県
が患者搬送コーディネーターの配置を行うことについて、必要な支援
を行うこと。 

・ さらに、感染拡大に伴う患者の急増に備え、都道府県は、都道府
県域を越える場合も含めた広域的な患者の受入れ体制を確保する
こと。 

・ 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医療機関の病床を効
率的に活用するため、回復患者の転院先となる後方支援医療機関の確
保を更に進めること。 

・ また、効率的な転院調整が行われるよう、地域の実情に応じた、転
院支援の仕組みを検討すること。 

・ 退院基準を満たした患者について、高齢者施設等における受入れを
促進すること。 

② 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来診療・検査体制の
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確保のため、厚生労働省と都道府県等は、連携して検査体制整備計画を
見直すとともに、関係機関と協力して、次のような対策を講じる。 
・ かかりつけ医等の地域で身近な医療機関や受診・相談センターを通
じて、診療・検査医療機関を受診することにより、適切な感染管理を
行った上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来医療
を提供すること。 

・ 都道府県等は、関係機関と協力して、集中的に検査を実施する機関
（地域外来・検査センター）の設置を行うこと。 
また、大型テントやプレハブを活用した、いわゆるドライブス

ルー方式やウォークスルー方式による診療を行うことで、効率的な
診療・検査体制を確保すること。併せて、検査結果を踏まえて、患者
の振り分けや受け入れが適切に行われるようにすること。 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等を踏まえ、診療・検
査医療機関の指定や地域外来・検査センターの設置を柔軟かつ積極的
に行うこと。 

・ 都道府県は、重症化しやすい方が来院するがんセンター、透析医
療機関及び産科医療機関等について、必要に応じ、新型コロナウイ
ルス感染症への感染が疑われる方への外来診療を原則行わない医
療機関として設定すること。 

③ 新型コロナウイルス感染症患者のみならず、他の疾患等の患者への対
応も踏まえて地域全体の医療提供体制を整備するため、厚生労働省と都
道府県は、関係機関と協力して、次のような対策を講じる。 
・ 都道府県は、地域の医療機能を維持する観点から、新型コロナウイ
ルス感染症以外の疾患等の患者受入れも含めて、地域の医療機関の役
割分担を推進すること。 

・ 患者と医療従事者双方の新型コロナウイルス感染症の予防の観点
から、初診を含めて、電話等情報通信機器を用いた診療体制の整備を
推進すること。 

④ 医療従事者の確保のため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力
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して、次のような対策を講じる。 
・ 都道府県等は、現場で従事している医療従事者の休職・離職防止策
や潜在有資格者の現場復帰、医療現場の人材配置の転換等を推進する
こと。また、検査を含め、直接の医療行為以外に対しては、有資格者
以外の民間の人材等の活用を進めること。 

・ 厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、全
国の医療機関等の医療人材募集情報を掲載するWebサイト「医療の
お仕事Ｋｅｙ-Ｎｅｔ」の運営等を通じて、医療関係団体、ハローワ
ーク、ナースセンター等と連携し、医療人材の確保を支援すること。 

⑤ 医療物資の確保のため、政府と都道府県、関係機関は協力して、次の
ような対策を講じる。 
・ 政府及び都道府県は、医療提供体制を支える医薬品や医療機器、医
療資材の製造体制を確保し、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩ
Ｓ）も活用し、必要な医療機関に迅速かつ円滑に提供できる体制を
確保するとともに、専門性を有する医療従事者や人工呼吸器等の必
要な医療機器・物資・感染防止に必要な資材等を迅速に確保し、適切
な感染対策の下での医療提供体制を整備すること。 

・ 政府及び都道府県は、特に新型コロナウイルス感染症を疑う患者に
ＰＣＲ検査等や入院の受入れを行う医療機関等に対しては、マス
ク等の個人防護具を優先的に確保すること。 

⑥ 医療機関及び高齢者施設等における施設内感染を徹底的に防止する
ため、厚生労働省と地方公共団体は、関係機関と協力して、次の事項に
ついて周知徹底を図る。 
・ 医療機関及び高齢者施設等の設置者において、 

▸ 従事者等が感染源とならないよう、「三つの密」が生じる場を
徹底して避けるとともに、 

▸ 症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用する、 
▸ 手洗い・手指消毒の徹底、 
▸ パソコンやエレベーターのボタン等複数の従事者が共有するも
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のは定期的に消毒する、 
▸ 食堂や詰め所でマスクを外して飲食をする場合、他の従事者と一
定の距離を保つ、 

▸ 日々の体調を把握して少しでも調子が悪ければ自宅待機する、 
等の対策に万全を期すこと。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、面会者からの感染を防ぐ
ため、面会は、地域における発生状況等も踏まえ、患者、家族のＱＯ
Ｌを考慮しつつ、緊急の場合を除き制限するなどの対応を検討するこ
と。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、患者、利用者からの感染を防
ぐため、感染が流行している地域では、患者、家族のＱＯＬを考慮し
つつ、施設での通所サービス等の一時利用を中止又は制限する、入院
患者、利用者の外出、外泊を制限するなどの対応を検討すること。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、入院患者、利用者等について、
新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、早急に個室隔離し、保健
所の指導の下、感染対策を実施し、標準予防策、接触予防策、飛沫感
染予防策を実施すること。 

⑦ 都道府県は、感染者と非感染者の空間を分けることなどを含む感染防
止策の更なる徹底等を通して、医療機関及び施設内での感染の拡大
に特に注意を払う。 
高齢者施設等の発熱等の症状を呈する入所者・従事者に対する検

査や陽性者が発生した場合の当該施設の入所者等への検査が速やか
に行われるようにする。また、感染者が多数発生している地域にお
ける医療機関、高齢者施設等への積極的な検査が行われるようにす
る。 
また、都道府県は、高齢者施設等において感染者が一例でも確認

された場合に、感染制御・業務継続支援チームが支援を行う体制を
構築するとともに政府は、この体制を構築するに当たり、各都道府
県を支援することに併せて、研修の実施や実践例の展開により、対
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応力を強化する。 
また、高齢者施設等において、感染対策マニュアルを活用した感染

対策等の対応力強化の取組を、事例集の展開や業務継続計画の策定支
援などにより一層進める。 
加えて、手術や医療的処置前等において、当該患者について医師の

判断により、ＰＣＲ検査等が実施できる体制をとる。 
⑧ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚生労働省と都道府
県は、関係機関と協力して、次の事項に取り組む。 
・ 妊産婦に対する感染を防止する観点から、医療機関における動線分
離等の感染防止策を徹底するとともに、妊産婦が感染した場合であっ
ても、安心して出産し、産後の生活が送れるよう、関係機関との協力
体制を構築し、適切な支援を実施すること。また、関係機関と協力し
て、感染が疑われる妊産婦への早めの相談の呼びかけや、妊娠中の女
性労働者に配慮した休みやすい環境整備等の取組を推進すること。 

・ 小児医療について、関係学会等の意見を聞きながら、診療体制を検
討し、地方公共団体と協力して体制整備を進めること。 

・ 関係機関と協力して、外国人が医療を適切に受けることができるよ
う、医療通訳の整備等を、引き続き、強化すること。 

・ レムデシビルやデキサメタゾンについて、必要な患者への供給の確
保を図るとともに、関係省庁・関係機関とも連携し、有効な治療薬等
の開発を加速すること。特に、他の治療で使用されている薬剤のうち、
効果が期待されるものについて、その効果を検証するための臨床研
究・治験等を速やかに実施すること。また、重症化マーカーを含めた
重症化リスクに関する臨床情報・検査や、重症患者等への治療方法に
ついて、現場での活用に向けた周知、普及等に努めること。 

・ 法令に基づく健康診断及び予防接種については、適切な感染対策の
下で実施されるよう、実施時期や実施時間等に配慮すること。 

・ 政府及び都道府県等は、実費でＰＣＲ検査が行われる場合にも、医
療と結びついた検査が行われるよう、周知を行うとともに、精度管理
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についても推進すること。 
⑨ 政府は、令和２年度第１次補正予算・第２次補正予算・第 3次補正予
算、予備費等も活用し、地方公共団体等に対する必要な支援を行うとと
もに、医療提供体制の更なる強化に向け、対策に万全を期す。 

 
（５）経済・雇用対策 

 現下の感染拡大の状況に応じ、その防止を最優先とし、予備費を活用す
るなど臨機応変に対応することとする。昨年春と夏の感染拡大の波を経験
する中、感染対策とバランスをとりつつ、地域の感染状況や医療提供体制
の確保状況等を踏まえながら、感染拡大の防止と社会経済活動の維持との
両立を図ってきた。具体的には、政府は、令和２年度第 1次補正予算を含
む「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月 20日閣議決
定）及び令和２年度第２次補正予算の各施策を、国・地方を挙げて迅速か
つ着実に実行することにより、感染拡大を防止するとともに、雇用の維持、
事業の継続、生活の下支えに万全を期してきた。今後、令和２年度第３次
補正予算を含む「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対
策」（令和２年 12月 8日閣議決定）や「新たな雇用・訓練パッケージ」（令
和３年２月 12日策定）、「非正規雇用労働者等に対する緊急支援策」（令和
３年３月 16 日新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊
急対策関係閣僚会議決定）を含む各種の経済支援策、さらには令和３年度
当初予算を、国・地方を挙げて迅速かつ着実に実行することにより、医療
提供体制の確保やワクチンの接種体制等の整備をはじめとする新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大の防止に全力を挙げ、感染症の厳しい影響
に対し、雇用調整助成金や官民の金融機関による実質無利子・無担保融
資等により雇用・事業・生活をしっかり守っていく。その上で、成長分
野への民間投資を大胆に呼び込みながら、生産性を高め、賃金の継続的
な上昇を促し、民需主導の成長軌道の実現につなげる。今後も感染状況
や経済・国民生活への影響を注意深く見極め、公平性の観点や円滑な執
行等が行われることにも配慮しつつ、引き続き、新型コロナウイルス感
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染症対策予備費の適時適切な執行により、迅速・機動的に対応する。 
 
（６）その他重要な留意事項 
１）偏見・差別等への対応、社会課題への対応等 
① 政府及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症へのり患は誰
にでも生じ得るものであり、感染者やその家族、勤務先等に対する差
別的な取扱いや誹謗中傷、名誉・信用を毀損する行為等は、人権侵害
に当たり得るのみならず、体調不良時の受診遅れや検査回避、保健所
の積極的疫学調査への協力拒否等につながり、結果として感染防止策
に支障を生じさせかねないことから、分科会の偏見・差別とプライバ
シーに関するワーキンググループが行った議論のとりまとめ（令和 2
年 11 月 6 日）や法第 13 条第２項の規定を踏まえ、感染者等の人権
が尊重され、何人も差別的な取扱い等を受けることのないよう、以下
のような取組を行う。 
・ 新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及に加え、政
府の統一的なホームページ（corona.go.jp）等を活用し、地方公共
団体や関係団体等の取組の横展開にも資するよう、偏見・差別等の
防止等に向けた啓発・教育に資する発信を強化すること。 

・ 感染者やその家族、勤務先等に対する偏見・差別等の実態の把握
に努めるとともに、偏見・差別等への相談体制を、研修の充実、NPO
を含めた関係機関の連携、政府による支援、SNS の活用等により
強化すること。 

・ 悪質な行為には法的責任が伴うことについて、政府の統一的なホ
ームページ等を活用して、幅広く周知すること。 

・ 新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた行政による情報公
表の在り方に関して、改めて政府としての統一的な考え方を整理
すること。また、情報の公表に当たっては、個人情報の保護に留意
すること。 

・ クラスター発生等の有事対応中においては、感染症に関する正
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しい知識に加えて、感染者等を温かく見守るべきこと等を発信す
ること。 

② 政府は、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者が偏
見・差別等による風評被害等を受けないよう、国民への普及啓発等必
要な取組を実施する。 

③ 政府は、海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受入れ支援や
いじめ防止等の必要な取組を実施する。 

④ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合において、国民の自
由と権利の制限を必要最小限のものとする。特に、罰則が設けられて
いる措置については、患者や関係者の人権に十分に配慮し、まずは当
該措置の趣旨や必要性を患者等に丁寧に説明し、理解・協力を得られ
るようにすることを基本とするとともに、罰則の適用は、慎重に行う
ものとする。また、女性の生活や雇用への影響が深刻なものとなって
いることに留意し、女性や障害者等に与える影響を十分配慮して実施
するものとする。 

⑤ 政府及び地方公共団体は、マスク、個人防護具、医薬品、医薬部外
品、食料品等に係る物価の高騰や買占め、売り惜しみを未然に回避し
又は沈静化するため、必要な措置を講じる。 

⑥ 政府は、地方公共団体と連携し、対策が長期化する中で生ずる様々
な社会課題に対応するため、適切な支援を行う。 
・ 長期間にわたる外出自粛等によるメンタルヘルスへの影響、配偶
者暴力、性犯罪・性暴力や児童虐待等。 

・ 情報公開と人権との協調への配慮。 
・ 営業自粛等による倒産、失業、自殺等。 
・ 社会的に孤立しがちな一人暮らしの高齢者、休業中のひとり親家
庭等の生活。 

・ 外出自粛等の下で、高齢者等がフレイル状態等にならないよう、
コミュニティにおける支援を含め、健康維持・介護サービスの確保。 

⑦ 政府及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症により亡くな
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られた方に対して尊厳をもってお別れ、火葬等が行われるよう、適切
な方法について、周知を行う。 

⑧ 政府は、ワクチン接種に便乗した詐欺被害等の防止のため注意喚起
や相談体制を強化する。 

２）物資・資材等の供給 
① 政府は、国民や地方公共団体の要望に応じ、マスク、個人防護具、
消毒薬、食料品等の増産や円滑な供給を関連事業者に要請する。また、
政府は、感染防止や医療提供体制の確保のため、マスク、個人防護具、
人工呼吸器等の必要な物資を政府の責任で確保する。例えば、マスク
等を政府で購入し、必要な医療機関や介護施設等に優先配布するとと
もに、感染拡大に備えた備蓄を強化する。 

② 政府は、マスクや消毒薬等の国民が必要とする物資が安定的に供給さ
れるよう、これらの物資の需給動向を注視するとともに、過剰な在庫を抱
えることのないよう消費者や事業者に冷静な対応を呼びかける。また、政
府は、繰り返し使用可能な布製マスクの普及を進める。 

③ 政府は、事態の長期化も念頭に、マスクや抗菌薬及び抗ウイルス薬の原
薬を含む医薬品、医療機器等の医療の維持に必要な資材の安定確保に努め
るとともに、国産化の検討を進める。 

３）関係機関との連携の推進 
① 政府は、地方公共団体を含む関係機関等との双方向の情報共有を強
化し、対策の方針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把握を
行う。 

② 政府は、対策の推進に当たっては、地方公共団体、経済団体等の関
係者の意見を十分聴きながら進める。 

③ 地方公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含め全ての
部局が協力して対策に当たる。 

④ 政府は、国際的な連携を密にし、ＷＨＯや諸外国・地域の対応状況
等に関する情報収集に努める。また、日本で得られた知見を積極的に
ＷＨＯ等の関係機関や諸外国・地域と共有し、今後の対策に活かすと
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ともに、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受ける国・地
域に対する国際社会全体としての対策に貢献する。 

⑤  政府は、基礎医学研究及び臨床医学研究、疫学研究を含む社会医学
研究等の研究体制に対する支援を通して、新型コロナウイルス感染症
への対策の推進を図る。 

⑥  都道府県等は、近隣の都道府県等が感染拡大防止に向けた様々な措
置や取組を行うに当たり、相互に連携するとともに、その要請に応じ、
必要な支援を行う。 

⑦  特定都道府県又は重点措置区域である都道府県等は、緊急事態措置
又はまん延防止等重点措置等を実施するに当たっては、あらかじめ政
府と協議し、迅速な情報共有を行う。政府対策本部長は、特定都道府
県又は重点措置区域である都道府県等が適切に緊急事態措置又はま
ん延防止等重点措置を講じることができるよう、専門家の意見を踏ま
えつつ、総合調整を行うとともに、特に必要があると認めるときは、
都道府県知事に対して、必要な指示を行うものとする。 

⑧ 緊急事態宣言の期間中に様々な措置を実施した際には、特定都道府
県知事及び指定行政機関の長は政府対策本部長に、特定市町村長及び
指定地方公共機関の長はその所在する特定都道府県知事に、指定公共
機関の長は所管の指定行政機関に、その旨及びその理由を報告する。
政府対策本部長は国会に、特定都道府県知事及び指定行政機関の長は
政府対策本部長に、報告を受けた事項を報告する。 

４）社会機能の維持 
① 政府、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、職員にお
ける感染を防ぐよう万全を尽くすとともに、万が一職員において感染者又
は濃厚接触者が確認された場合にも、職務が遅滞なく行えるように対策を
あらかじめ講じる。特に、テレビ会議及びテレワークの積極的な実施に努
める。 

② 地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、電気、ガス、水
道、公共交通、通信、金融業等の維持を通して、国民生活及び国民経済へ
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の影響が最小となるよう公益的事業を継続する。 
③ 政府は、指定公共機関の公益的事業の継続に支障が生じることがないよ
う、必要な支援を行う。 

④ 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民生
活及び国民経済安定のため、事業の継続を図る。 

⑤ 政府は、事業者のサービス提供水準に係る状況の把握に努め、必要
に応じ、国民への周知を図る。 

⑥ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブル等を防止するため、
必要に応じ、警戒警備を実施する。 

⑦ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、取締りを徹底
する。 

５）緊急事態宣言解除後の取組 
政府は、緊急事態宣言の解除を行った後も、都道府県等や基本的対処

方針等諮問委員会、分科会等との定期的な情報交換等を通じ、国内外の
感染状況の変化、施策の実施状況等を定期的に分析・評価・検証を行う。
その上で、最新の情報に基づいて適切に、国民や関係者へ情報発信を行
うとともに、それまでの知見に基づき、より有効な対策を実施する。 

６）その他 
① 政府は、必要に応じ、他法令に基づく対応についても講じることと
する。 

② 今後の状況が、緊急事態宣言の要件等に該当するか否かについて
は、海外での感染者の発生状況とともに、感染経路の不明な患者や
クラスターの発生状況等の国内での感染拡大及び医療提供体制のひ
っ迫の状況を踏まえて、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ
すおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針
等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断することとす
る。 

③ 政府は、基本的対処方針を変更し、又は、緊急事態を宣言、継続若
しくは終了するに当たっては、新たな科学的知見、感染状況、施策の
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実行状況等を考慮した上で、基本的対処方針等諮問委員会の意見を十
分踏まえた上で臨機応変に対応する。 

  

204



(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 

 

 

 以下、事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただ

きつつ、事業の継続を求める。 

 

１．医療体制の維持 

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応も

あるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。 

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販

売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全

ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 

２．支援が必要な方々の保護の継続 

・高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者

（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係

者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で

必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。 

３．国民の安定的な生活の確保 

・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを

提供する関係事業者の事業継続を要請する。 

① インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・ＬＰガス、上下水道、通

信・データセンター等） 

② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・

ネット通販等） 

③ 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等） 

④ 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係（百貨店・スーパー、コンビ

ニ、ドラッグストア、ホームセンター等） 

⑤ 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等） 

⑥ 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等） 

⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等） 

⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等） 

⑩ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サ

ービス、自家用車等の整備等） 
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４．社会の安定の維持 

・社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間中にも、企業の活動を維

持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続

を要請する。 

① 金融サービス（銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決

済サービス等） 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、

航空・空港管理、郵便等） 

③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機、潜水艦等） 

④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス（ビルメンテナンス、セキュリティ

関係等） 

⑤ 安全安心に必要な社会基盤（河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処

理、個別法に基づく危険物管理等） 

⑥ 行政サービス等（警察、消防、その他行政サービス） 

⑦ 育児サービス（託児所等） 

 

５．その他 

・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの（高炉や半導体

工場等）、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの

（サプライチェーン上の重要物を含む。）を製造しているものについては、

感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の

業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。 
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緊
急
事
態
宣
言
解
除
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応

〇
解
除
後
も
これ
ま
で
の
経
験
を
踏
ま
え
た
取
組
が
必
要
。国

・自
治
体
は
監
視
、検

査
等
の
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を
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実
に
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え
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民
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へ
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く。

〇
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で
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拡
大
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は
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初
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月
半
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緊
急
事
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言
に
よ
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染
状
況
は
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善
。こ
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に
特
措
法
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び
感
染
症
法
の
改
正
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立
し、
ワ
クチ
ン
接
種
が
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され
る
一
方
、従

来
株
よ
りも
感
染
性
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い
る

こと
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懸
念
され
る
変
異
株
へ
の
感
染
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国
内
で
も
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続
的
に
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認
。

〇
基
本
的
な
感
染
予
防
策
の
徹
底
が
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要
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これ
ま
で
の
経
験
で
学
ん
で
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た
こと
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社
会
全
体
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有
す
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要
。そ
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で
の
経
験
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に
な
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感
染
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の
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事
な
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的
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情
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別
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。
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感
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拡
大
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止
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重
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者
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双
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す
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。
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踏
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．
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ね
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。
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療
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等
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進
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収
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進
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進
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和
３
年
３
月
１
８
日

新
型
コロ
ナ
ウ
イル
ス
感
染
症
対
策
本
部
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緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応 
 

令和３年３月１８日 
新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 
◆総論（基本的取組） 
  新型コロナウイルス感染症への対応の中で多くの経験を積んできた。エ

ビデンスに基づき急所を押さえた対策と国民の皆様の協力のおかげで、感

染状況は改善し、今回の緊急事態宣言は終了するが、新型コロナウイルス感

染症への対応はこれで終わりではない。流行の波は今後も起きうる。小さな

波を大きな波としないよう、国及び自治体は、感染の監視、検査、調査、医

療提供等の体制を着実かつ迅速に整えるべく全力を挙げて取り組む。その

上で、国民の皆様に対しても、引き続き感染防止対策を社会経済活動の中で

継続させていく観点から、これまでに得られた知見を活用し、「感染リスク

の低い（望ましい）行動」を示した上で「感染リスクの高い（避けるべき）

行動」も明確にしながらメッセージを発し、人々の行動変容への理解と協力

を得ていく。 
 
  忘年会等での感染や帰省による世代間の伝播等を契機に生じたと考えら

れる急速な感染拡大については、年初から２か月半の間の緊急事態宣言に

より感染状況は改善した。この間に新型インフルエンザ等対策特別措置法

及び感染症法の改正法が成立し、ワクチン接種が開始される一方、従来株よ

りも感染性が増していることが懸念される変異株への感染が国内でも継続

的に確認されている。 
 
  冒頭に記したとおり、感染リスクの高い三密や飲食を伴う懇親会等いわ

ゆる「五つの場面」を回避することや、マスクの着用、フィジカルディスタ

ンスの徹底、手指消毒や換気の徹底等の基本的な感染予防策の徹底が重要

といったこれまでの経験で学んできたことを社会全体で共有する必要があ

る。そして同じく、これまでの経験で明らかになった感染リスクの高い場

（飲食の場、恒例行事など）に着目した戦略的な情報発信を強化するととも

に、新型コロナウイルス対策に関する正しい知識の普及、偏見・差別等の防

止に向けた情報発信等を引き続き進める。 
 
  社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の

発生を可能な限り抑制するため、これまで取り組んできた成果や知見、経験
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を踏まえ、国及び自治体において、以下の取組を進める。コロナ禍の中での

医療提供とワクチン接種の双方に対応する医療関係者の負荷を減少させ、

地域の変異株の探知を的確に行えるようにするためにも、感染防止対策の

徹底が必要である。 
 １ 急所となる飲食に着目した感染対策 
 ２ 変異株の感染を早期に探知し、封じ込めるための対策の強化 
 ３ モニタリング検査の拡大や高齢者施設の検査、保健所の体制強化など

感染拡大防止策の強化 
 ４ 発症・重症化リスクを低減するためのワクチン接種の着実な推進 
 ５ 一般医療の機能を守りつつ機動的に適切なコロナ医療を提供するため

の医療提供体制の充実 
 
  特に、都市部から周辺地域へというこれまでの感染拡大の経過を踏まえ

るとともに、特に東京都を始めとする大都市部について、自治体と密接に連

携し、感染拡大を防止するため、機動的に徹底的な対策を実施する。 
 
 
 
◆各論 
１．飲食の感染対策 
   感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている飲食を伴うものを

中心として対策を講じることとし、ガイドラインの見直しの徹底、AI を

活用したシミュレーション等、クラスター対策の強化、改正特措法の活用

等による早期対応を行う。 
 
（ガイドラインの見直し、徹底） 

○ 内閣官房、厚生労働省、農林水産省等の関係省庁が連携し、政府から求

める感染防止対策（大声を出さず、会話の時はマスクを着用等）について、

飲食店での広報などを実施し、飲食店側が利用客に対して働きかけやす

くなるよう必要な取組を行う。 
また、分科会提言等も踏まえ、飲食店ガイドラインの遵守徹底のための

見回り調査を実施するとともに、飲食店予約サイトによるガイドライン

遵守状況に関する情報の表示が進展していくよう働きかける。さらに、業

界団体や自治体による独自の認定制度の構築や普及促進を働きかける。 
 
 ○ さらに、感染再拡大の防止に向けて、クラスターが発生している分野等
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（飲食・職場など）を対象とした業種別ガイドラインについて、PDCA サ

イクルの考え方を活用しつつ、見直し・強化を図り、徹底する。 
 
 （AI シミュレーション） 
 ○ AI を活用したシミュレーション等による感染動向やワクチン接種の効

果等の予測、スーパーコンピュータ富岳を用いた飛沫シミュレーション

等を通じ、感染防止策を進化させる。 
 
（新技術の導入） 

 ○ ３密回避を徹底するため、人が密集している場所を察知する技術や、

ICT やロボット等を活用した無人化技術などの新技術を実証・導入する。 
また、AI カメラを用いたマスク着用状況等を把握する新技術の実証・

導入によるマスク着用の徹底、二酸化炭素濃度測定器（CO2 センサ）等

を活用した換気の見える化・自動化などを推進し支援する。 
これらを AI シミュレーションと併せて、イベント規制や飲食店など業

種ごとの感染拡大予防ガイドライン等の見直しに活用する。 
 
（クラスター対策の強化） 
 ○ 歓楽街などの感染拡大リスクが高い場において、通常時からの事業者・

従業員等との信頼関係を構築し、情報共有を促進する。 
    感染拡大の予兆を早期に探知するためにも、従業員や利用者等が気軽

に相談・検査を受けられる体制の構築を図る。  
 
○ 感染拡大の予兆を検知した場合、速やかに当該エリア等において重点

的（地域集中的）なＰＣＲ検査等を実施する。 
 
○ 都道府県労働局、労働基準監督署が実施する業務において、事業場にお

ける「取組の５つのポイント」を用いて取組状況を確認するとともに、取

組が不十分な場合には、職場における感染防止対策の改善について支援・

指導を行ってきており、この取組を一層進める。 
 

 （改正特措法の活用等による早期対応） 
○ 複数のクラスターが発生した場合、エリア・業種（飲食店等）を限定し

た特措法第 24 条第９項に基づく営業時間短縮要請を機動的に実施する。 
 
○ その上で、特定エリアでの感染拡大が都道府県全域での拡大につなが
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るおそれがある場合（ステージⅢ相当の地域を主として想定）には、「緊

急事態措置」が必要となるような事態を避けるため、都道府県と連携しつ

つ、改正特措法に基づく「まん延防止等重点措置」を活用することにより、

より強い営業時間短縮要請を実施し、早期に感染を封じ込める。 
 
○ 「まん延防止等重点措置」及び「緊急事態措置」の実施に当たっては、

感染状況や地域の特性に応じ、基本的対処方針に沿って適切に行う。 
 
 
２．変異株対策の強化 

  変異株の流入を防ぎ、国内での感染拡大を防止するため、①水際措置、

②サーベイランス体制、③感染拡大防止策、④普及啓発、⑤研究開発の 

５つの観点から取組を強化する。これにより、変異株を早期に探知し、積

極的疫学調査と検査等によりクラスターの迅速な封じ込めを図るととも

に、社会全体での変異株の感染拡大の防止を図る。 
（※）変異株については、昨年、英国や南アフリカ等で確認されて以来、世界各地で確認されて

いる。変異株は、感染力の増大及び重篤度の増加の可能性が高いことが懸念されており、ま

た、ワクチンの効果を低下させる可能性が指摘されている変異株もある。我が国でも、変異

株のクラスターが増加傾向であり、大半は海外とのつながりがなく、諸外国と同様に変異株

の占める割合が増加する可能性がある。 

   新型コロナウイルスのゲノム変異の状況を把握するため、国立感染症研究所において、国

内の陽性検体についてゲノム解析を実施するとともに、変異株のリスク評価・分析を実施し

ている。 
 
（水際措置） 

  ○ これまで、全ての入国者に対して、出国前と入国時の２回の検査により

陰性であることを確認し、入国後14日間の自宅等での待機を求めている。 
加えて、変異株流行国からの入国者に対しては、①入国後 3 日間の指

定施設における待機、②入国後 3 日目に追加の検査の実施、③入国後 14
日間の健康状態の確認等について国が設置する「入国者健康確認センタ

ー」がフォローアップを行う等の取組を進めている。 
 
○ 以下のとおり防疫措置を強化する。 
・相手国における変異株の流行状況や検疫における検査結果等に応じて、

変異株流行国・地域に該当する国・地域を早期に拡大する。 
  ・入国者健康確認センターによるフォローアップについて、その対象を全
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ての入国者へと拡大し、位置情報の確認やビデオ通話による状況確認、

3 日以上連絡が取れない等の場合の見回りの実施等を通じて、健康観察

と自宅等待機を徹底する。 
  ・変異株流行国からの入国者に対し実施している入国後３日目の検査に

ついて、現在の抗原定量検査に代えて real time RT-PCR 検査を実施す

る。 
 ・航空便の搭乗者数を抑制し、入国者総数を管理する。 
 
（サーベイランス体制） 
○ 全国的な監視体制を強化する観点から、変異株スクリーニング検査で

の抽出割合を早期に 40％程度まで引き上げて、変異株の感染者を積極的

に確認するとともに、その感染者の周辺に幅広く検査を行う。今後、自治

体の検査数等を定期的に把握していく。 
 
○ また、民間検査機関や大学等との連携を一層推進して変異株 PCR 検

査・ゲノム解析を強化し、変異株の国内監視体制を強化する。 
 
（感染拡大防止策） 
○  変異株事例が発生した場合には、クラスター対策の専門家を派遣する

等、自治体の取組を支援するとともに、HER-SYS も活用しつつ、積極的

疫学調査や検査を徹底する。 
 

（普及啓発） 
 ○ 国立感染症研究所による変異株の評価・分析を定期的に公表してきた

が、「新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する 11 の知識」に変異株

に関する説明を追加するなど、国民に対するわかりやすい情報提供を進

める。 
 
（研究開発） 

 ○ 大学、国立感染症研究所、国立国際医療研究センターが連携して、患者

検体や臨床情報等を一体的に収集し、解析に着手する。そのデータ等を活

用し、AMED 研究（公募）等で支援を行い、感染予防・重症化予防につな

がる新たな治療薬や検査キット、ワクチンの研究開発等につなげる。また、

国立感染症研究所による変異株事例の疫学情報の評価、分析を推進し、今

後の対策に活用していく。 
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３．モニタリング検査など感染拡大防止策の強化 
   感染拡大を防止するため、感染拡大の予兆を探知するモニタリング検

査等の感染源対策、高齢者施設の従事者等に対する検査の集中的実施等

の高齢者施設対策、保健所の体制強化を行う。 
 
 （戦略的な検査の実施） 
○ 行政検査、モニタリング検査、民間検査を、それぞれの特性を生かして

有効に組み合わせて実施する。 
 
○ 民間検査については、国が年度内を目途に示す精度管理マニュアルを

参考に適切な精度管理を行うとともに、提携医療機関を設定し医療機関

への受診につなげ、陽性と診断された場合には保健所への報告が的確に

行われるよう、改正感染症法による協力要請も活用し、社会経済活動及び

感染拡大防止に資する取組が実施されるようにする。 
 
（モニタリング検査） 

 ○ 繁華街・歓楽街等を中心に無症状者に焦点を当てた幅広いＰＣＲ検査

等（モニタリング検査）を行い、他の検査データ、SNS 等のデータとと

もに分析し、感染拡大の予兆を探知する。このモニタリング検査を本年２

月 22 日より開始し、今後、解除地域の繁華街・歓楽街、大学、空港、駅

等で、まずは１日あたり１万件規模の実施を想定し、これらのデータ解析

による感染症の流行・拡大の探知を踏まえ、検査やクラスター対策など早

期対応を進める。 
 

（保健所による積極的疫学調査の徹底） 
○ 各保健所では、昨年 11 月 20 日に厚生労働省の事務連絡（※１）で示し

た優先度を踏まえて積極的疫学調査に取り組んできたが、感染状況の改

善に伴い改めて対応を強化していくことが必要であり、その際には変異

株への対応も必要となる。このため、IHEAT の積極的な活用も図りなが

ら、変異株への対応といった観点も踏まえつつ、感染源の推定のためのい

わゆる「深掘積極的疫学調査」（※２）を含めた積極的疫学調査の強化を図

る。 
（※１）「積極的疫学調査における優先度について」（11月 20日付け事務連絡） 

（１）患者の接触者の探索の調査や感染源の推定のための調査における行動歴の確認について、 

まず 
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① 重症化リスクのある者が多数いる場所・集団との関連 

② 地域の疫学情報等を踏まえ感染が生じやすいと考えられる（三密や大声を出す環境そ 

の他濃厚接触が生じやすい等）状況があったかを確認し、詳細な行動歴の聞き取り及び 

接触者の特定はこれらに関連するものを優先して実施すること 

（２）感染源の推定のための調査対象期間は、発症の前 14日間としているが、発症の前７日間 

における行動歴に関する調査を優先して実施すること 

（※２）濃厚接触者等の探索のため患者の感染可能期間の行動歴等を調査する「前向き積極的疫

学調査」に加えて行う、感染源の推定のため患者の発症前の行動歴等をさかのぼって調査す

る「後ろ向き積極的疫学調査」。 

 
（高齢者施設の従事者等への積極的検査） 
○ 本年２月より、緊急事態宣言が発出されていた 10 都府県において、感

染多数地域における高齢者施設の従事者等に対する検査の集中的実施計

画を策定し、３月中までを目途に実施を進めている。計画に基づく検査を

着実に実施するとともに、取組の好事例（頻度、検査方法等）等を示す。

さらに、これらの都府県の歓楽街のある大都市はもとより、その他の自治

体も地域の感染状況に応じ、４月から６月にかけて、新たな集中的実施計

画に基づく検査を実施する。 
   

（高齢者施設等の感染制御、業務継続の支援） 
○ 高齢者施設等において、感染が発生した場合には、早期収束を図ること

が重要。各都道府県等で、高齢者施設等において感染者が一例でも確認さ

れた場合に、感染制御・業務継続支援チームが支援を行う体制を３月末ま

でに構築する。また、研修の実施や実践例の展開により、チームの立上げ、

レベルアップを促進し、対応力を強化する。これを通じて、感染発生時に

専門家による適切な支援が受けられるようにし、感染制御を徹底し、施設

機能の維持を図る。 
 

（高齢者施設における研修やシミュレーションの実施） 
○ 高齢者施設等において、昨年来、感染対策マニュアルを活用した感染対

策、机上訓練シナリオ等を用いたシミュレーション、動画や e ラーニン

グ、専門家の訪問による研修を実施してきている。事例集（実際の事例と

そこから得られた感染対策のポイント）の展開などにより、この取組を一

層進める。 
 

○ また、各高齢者施設等において感染症発生に備えた業務継続計画の策
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定、シミュレーション（訓練）の実施、研修の受講を進め、対応力の向上

を図る。（※） 

（※）施設等の運営基準の改正により、令和３年４月からこれらの実施が努力義務化される。 

 
（保健所の体制強化） 
○  これまでの取組（※）に加え、今後も体制強化等を進めるため、感染者

の入院・入所に当たっての対応や自宅療養者の健康観察等の各保健所業

務の外部委託の活用、IHEAT の積極的な活用、人材確保の好事例の横展

開等を通じて保健所設置自治体の取組を支援していく。また、HER-SYS
について変異株に関する項目を追加しており、これに基づき、速やかに

国・自治体間の情報共有・連携を図るとともに、健康フォローアップ等の

機能も含めた活用の徹底を図る。中核市保健所等に対する、クラスター発

生時等の専門家派遣等の体制支援の強化も進める。 
（※）人員体制の強化については、都道府県単位での専門人材派遣の仕組み（IHEAT）について、

昨年の 1,200 名から現在 3,000名を確保したところであり、更なる増員を目指す、保健所に

おいて感染症対応業務に従事する保健師を今後２年間で約 900名（約 1,800 名から約 2,700

名）増員するための地方財政措置を講じる等の取組を進めている。 
 

○ さらに、感染拡大地域の保健所（特に中核市保健所等）に対して、国及

び都道府県にて早期に支援ニーズを探知し、IHEAT や自治体間の専門人

材の応援派遣により、マネジメント体制構築と感染拡大防止のための積

極的疫学調査の支援を進める。 
 

○ 保健所及び本庁において健康危機管理に対応する人材の育成を進めら

れるように、健康危機マネジメント研修等（※）を通じて、国として支援

をしていく。 
 （※）国において、教材開発・提供等の支援を含め、現場リーダー向け研修を実施。 

 
 
４．ワクチン接種の着実な推進 

  発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減らすことを目的

にワクチン接種を実施する。 
  
 （接種スケジュール） 
○ 重症化リスクや医療提供体制の確保等を考慮し、医療従事者等への接

種、次に、高齢者や基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事者への接種
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と着実に進める。その後、それ以外の者に対し、ワクチンの供給量や地域

の実情等を踏まえ順次接種をできるようにする。 
  医療従事者等への先行接種については 2 月 17 日から開始し、その他の

医療従事者等の接種についても 3 月 1 日の週から開始している。 
  また、高齢者向け接種については 4 月 12 日から開始し、段階的に拡大

していき、4 月 26 日の週には全市町村に配送する予定である。高齢者分

の接種については 6 月いっぱいでワクチンの出荷を完了できる見込みで

ある。 
（※）上記の出荷スケジュールは、ファイザー社ワクチンの輸入に係るＥＵの承認がとれる前提

のもの。 
 
（有効性・安全性に関する情報収集・提供） 
○ 国民がリスク・ベネフィットを踏まえて接種の判断をすることができ

るよう、ワクチンの有効性・安全性（※）に関する情報収集・情報提供を

続ける。 
  その際、承認段階では確認されていない感染予防効果を含め、ワクチン

接種の効果に関する国内外の情報を広く収集し、今後の感染拡大防止策

の検討に活かす。 
   （※）予防接種法等に基づく副反応疑い報告制度の運用のほか、先行接種者健康調査（約２万人の

者に接種後観察日誌を記入してもらい、体温、接種部位反応、全身症状の有無、副反応疑い報

告、因果関係を問わない重篤有害事象を調査）、接種後健康状況調査（１ワクチン約 100万人

を対象に、発熱、注射部位の発赤、腫脹、全身倦怠感等の有無を質問）等を実施。 

    
 
５．医療提供体制の充実 

  各自治体で今回の感染拡大局面で認識された課題を点検・改善し、次の

感染拡大時に確実に機能する医療提供体制に進化させ、「相談・受診・検

査」～「療養先調整・移送」～「転退院・解除」まで、一連の患者対応が

目詰まりなく行われ、病床・宿泊療養施設が最大限活用される流れを確保

する。これまで、病床や人材の確保等に対して支援を行ってきたが、今後

も、必要な支援を引き続き実施する。 
   

  また、認知症、精神疾患、透析患者等の特別な配慮が必要な患者の受入  

体制の強化を図るとともに、医療機関における院内感染防止・発生時の感

染制御の強化、治療法の標準化・均てん化の推進、後遺症の実態把握を併

せて図る。重症化マーカーの普及を図るとともに、コロナ感染の流行によ
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り増加が懸念されるフレイルや、認知症の対策に取り組む。 
 

①相談・受診・検査体制 
○ 緊急事態宣言解除後においても、地域の身近な医療機関で診療・検査を

受けることができるよう、診療・検査医療機関の体制を維持する。 
 

○ 次の感染拡大に備え、高齢者施設の従事者等に対し積極的に検査を実

施できる体制を整備するとともに、過去最大規模の新規感染者数が生じ

た場合も十分に検査ができるよう、国及び自治体の連携のもと、概ね４月

中を目途に検査体制整備計画を見直す。 
 
○ また、重症化リスクの高い者が多い医療機関や高齢者施設等において

従事者等に症状が現れた場合に、早期に陽性者を発見することによって

感染拡大を防止する観点から、迅速に検査を実施できるよう、従事者数等

に応じた形で抗原簡易キットを配布する。 
 

②実効性のある病床確保 
〇 緊急事態宣言解除後においても引き続き病床・宿泊療養施設の確保に

万全を期すとともに、感染者が短期間に急増する場合でも適切に対応で

きるよう、緊急的な患者対応を行う体制について検討し、早急に対応方針

を定める。 
 
○ 次の感染拡大に備え、地域において、一般医療と新型コロナウイルスに

対する医療との両立について改めて協議し、患者受入が実際に可能な新

型コロナウイルス患者用の病床を最大限確実に確保する観点から、病床・

宿泊療養・自宅療養の役割分担の徹底や総合的な調整体制の整備により

病床活用を効率化した上で、必要とされる病床・宿泊療養施設を確保する

こととし、国及び自治体の連携のもと、医療関係者等と協議しつつ、５月

中までに病床・宿泊療養施設確保計画を見直す。 
 
○ 計画の見直しに当たっては、医療機関の役割分担の徹底、潜在看護師の

活用や全国的な医療従事者派遣を始めとした医療人材の確保、ICU 等の

ゾーニング改修、診療報酬や介護報酬上の特例的な評価等を通じた後方

支援医療機関や退院患者を受け入れる高齢者施設等の確保や転院支援の

仕組みの導入等により、実効的に病床を確保・活用することを徹底する。

また、感染性を有する期間に関する科学的知見に基づき改定された退院
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基準について周知する。 
 

○ また、各都道府県で宿泊療養施設等の確保、療養先調整を含む都道府県

調整本部・保健所と医療機関・高齢者施設等との連携、患者対応フローの

確立等を推進する。 
 
○ 国が示す指標等に基づき、国及び自治体において、上記の病床確保・活

用の状況及び感染状況を適切にモニタリングするとともに、感染拡大防

止策に適時適切に反映させる。 
 

③宿泊療養や自宅療養の改善 
○ 宿泊療養が原則であることを改めて国から示した上で、患者急増時の

対応を含め、入院・宿泊療養・自宅療養の振り分けの考え方を整理し、次

の感染拡大に備え、地域ごとに必要な宿泊療養施設の確保を進める。 
 

○ 医療機関等と連携した積極的な宿泊療養の活用、積極的疫学調査と同

時並行的に行う迅速な療養調整、患者の症状等に応じた宿泊療養施設の

使い分け（健康管理強化型施設等）、消毒・清掃の運用・体制の見直しな

ど、宿泊療養の利活用促進に向けた好事例の横展開を行う。 
 

○ 重症化リスクへの対応を含め、パルスオキシメーターの確保、往診・オ

ンライン診療・訪問看護等の活用など、宿泊療養・自宅療養を通じて適切

な療養環境確保のための取組を推進する。 
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 
 

令和２年３月 28日（令和３年４月１日変更） 
新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 

 
政府は、新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題であると

の認識の下、国民の生命を守るため、これまで水際での対策、まん延防止、医
療の提供等について総力を挙げて講じてきた。国内において、感染経路の不明
な患者の増加している地域が散発的に発生し、一部の地域で感染拡大が見ら
れてきたため、令和２年３月 26日、新型インフルエンザ等対策特別措置法
（平成 24 年法律第 31 号。以下「法」という。）附則第１条の２第１項及
び第２項の規定により読み替えて適用する法第 14 条に基づき、新型コロ
ナウイルス感染症のまん延のおそれが高いことが、厚生労働大臣から内閣
総理大臣に報告され、同日に、法第 15 条第１項に基づく政府対策本部が
設置された。 
国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会

機能を維持することが重要である。 
その上で、まずは、後述する「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人と

の距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な
感染対策を行うことをより一層推進し、さらに、積極的疫学調査等により
クラスター（患者間の関連が認められた集団。以下「クラスター」という。）の
発生を抑えることが、いわゆるオーバーシュートと呼ばれる爆発的な感染
拡大（以下「オーバーシュート」という。）の発生を防止し、感染者、重症
者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるためには重要である。 
また、必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて

実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが、上記の
封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重
要である。 

219



 併せて、今後、国内で感染者数が急増した場合に備え、重症者等への対応
を中心とした医療提供体制等の必要な体制を整えるよう準備することも必
要である。 
既に国内で感染が見られる新型コロナウイルス感染症に関しては、 
・ 肺炎の発生頻度が、季節性インフルエンザにかかった場合に比して
相当程度高く、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそ
れがあること 

・  感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確
認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、全国的
かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ
すおそれがある状況であること 

が、総合的に判断されている。 
このようなことを踏まえて、令和 2年４月７日に、新型コロナウイルス

感染症対策本部長（以下「政府対策本部長」という。）は法第 32条第 1項
に基づき、緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和
２年４月７日から令和２年５月６日までの 29 日間であり、緊急事態措置
を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」という。）は埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県とした。 
以後、4月 16日に、各都道府県における感染状況等を踏まえ、全都道府

県について緊急事態措置区域とし、5 月 4 日には、全都道府県において緊
急事態措置を実施すべき期間を令和 2 年 5 月 31 日まで延長することとし
た。その後、各都道府県における感染状況等を踏まえ、段階的に緊急事態
措置区域を縮小していった。 

5月 25日に、感染状況等を分析し、総合的に判断した結果、全ての都道
府県が緊急事態措置区域に該当しないこととなったため、政府対策本部長
は、法第 32条第 5項に基づき、緊急事態解除宣言を行った。 
その後、新規報告数は、10 月末以降増加傾向となり、11 月以降その傾

向が強まっていった。12月には首都圏を中心に新規報告数は過去最多の状
況が継続し、医療提供体制がひっ迫している地域が見受けられた。 
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こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況に
鑑み、令和３年１月７日、政府対策本部長は、法第 32条第 1項に基づき、
緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和３年１月８
日から令和３年２月７日までの 31 日間であり、緊急事態措置区域は東京
都、埼玉県、千葉県、神奈川県とした。 
令和３年１月 13日には、法第 32条第３項に基づき、緊急事態措置区域

に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を加える
変更を行った。 
令和３年２月２日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、２月８日以降については、法第
32条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の 10都府県に
変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間
を令和３年３月７日まで延長することとした。 
政府は、新型コロナウイルス感染症に係る対策を強化するため、新型イ

ンフルエンザ等まん延防止等重点措置（以下「まん延防止等重点措置」と
いう。）の創設などを含む新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を
改正する法律案を国会に提出し、令和３年２月３日に成立した。これによ
り改正された法は令和３年２月 13日に施行された。 
令和３年２月 26 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、３月１日以降については、法
第 32条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都及び
神奈川県の４都県に変更することとした。 
令和３年３月５日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、法第 32条第３項に基づき、引き
続き埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の４都県を緊急事態措置区域と
し、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年３月
21日まで延長することとした。 
令和３年３月 18 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対
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する負荷の状況について分析・評価を行い、全ての都道府県が緊急事態措
置区域に該当しないこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間と
されている３月 21日をもって緊急事態措置を終了した。 
緊急事態宣言の解除後は、「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感

染症への対応」（令和３年３月 18日新型コロナウイルス感染症対策本部と
りまとめ。以下「緊急事態宣言解除後の対応」という。）を踏まえ、社会経
済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を
可能な限り抑制するための取組を進めていくこととした。 
令和３年４月１日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する

負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必要性が
高いこと等から、法第 31 条の４第１項に基づき、まん延防止等重点措置
を実施すべき期間を令和３年４月５日から令和３年５月５日までの 31 日
間とし、まん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」
という。）を宮城県、大阪府及び兵庫県とする公示を行った。 

 
本指針は、国民の生命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐる

状況を的確に把握し、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者
を含む国民が気持ちを一つにして、新型コロナウイルス感染症対策をさらに進め
ていくため、今後講じるべき対策を現時点で整理し、対策を実施するに当た
って準拠となるべき統一的指針を示すものである。 
 
一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 
 我が国においては、令和２年１月 15日に最初の感染者が確認された後、
令和３年３月 30日までに、合計 469,713人の感染者、9,110人の死亡者が
確認されている。 
令和２年４月から５月にかけての緊急事態宣言下において、東京都、大

阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛
知県、京都府、兵庫県及び福岡県の 13都道府県については、特に重点的に
感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要があったことから、本対処
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方針において特定都道府県（緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県）
の中でも「特定警戒都道府県」と位置付けて対策を促してきた。 
また、これら特定警戒都道府県以外の県についても、都市部からの人の

移動等によりクラスターが都市部以外の地域でも発生し、感染拡大の傾向
が見られ、そのような地域においては、医療提供体制が十分に整っていな
い場合も多いことや、全都道府県が足並みをそろえた取組が行われる必要
があったことなどから、全ての都道府県について緊急事態措置区域として
感染拡大の防止に向けた対策を促してきた。 
その後、5 月 1 日及び 4 日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

（以下「専門家会議」という。）の見解を踏まえ、引き続き、それまでの枠
組みを維持し、全ての都道府県について緊急事態措置区域（特定警戒都道
府県は前記の 13都道府県とする。）として感染拡大の防止に向けた取組を
進めてきた。 
その結果、全国的に新規報告数の減少が見られ、また、新型コロナウイ

ルス感染症に係る重症者数も減少傾向にあることが確認され、さらに、病
床等の確保も進み、医療提供体制のひっ迫の状況も改善されてきた。 
５月 14日には、その時点における感染状況等の分析・評価を行い、総合

的に判断したところ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都
府、大阪府及び兵庫県の８都道府県については、引き続き特定警戒都道府
県として、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていくことと
なった。 
また、5月 21日には、同様に、分析・評価を行い、総合的に判断したと

ころ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の 5都道県について
は、引き続き特定警戒都道府県として、特に重点的に感染拡大の防止に向
けた取組を進めていく必要があった。 
その後、5 月 25 日に改めて感染状況の変化等について分析・評価を行

い、総合的に判断したところ、全ての都道府県が緊急事態措置区域に該当
しないこととなったため、同日、緊急事態解除宣言が発出された。 
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緊急事態宣言解除後、主として７月から８月にかけて、特に大都市部の
歓楽街における接待を伴う飲食店を中心に感染が広がり、その後、周辺地
域、地方や家庭・職場などに伝播し、全国的な感染拡大につながっていっ
た。 
この感染拡大については、政府及び都道府県、保健所設置市、特別区（以

下「都道府県等」という。）が連携し、大都市の歓楽街の接待を伴う飲食店
等、エリア・業種等の対象を絞った上で、重点的な PCR検査の実施や営業
時間短縮要請など、メリハリの効いた対策を講じることにより、新規報告
数は減少に転じた。 
また、8月７日の新型コロナウイルス感染症対策分科会（以下「分科会」という。）

においては、今後想定される感染状況に応じたステージの分類を行うととも
に、ステージを判断するための指標（「６つの指標」。以下「ステージ判断の
指標」という。）及び各ステージにおいて講じるべき施策が提言された。 
この提言を踏まえ、今後、緊急事態宣言の発出及び解除（緊急事態措置区

域の追加及び除外を含む。）の判断に当たっては、以下を基本として判断する
こととする。その際、「ステージ判断の指標」は、提言において、あくまで目
安であり、これらの指標をもって機械的に判断するのではなく、政府や都道
府県はこれらの指標を総合的に判断すべきとされていることに留意する。ま
た、緊急事態措置区域を定めるに当たっては、都道府県間の社会経済的なつ
ながり等を考慮する。 
（緊急事態宣言発出の考え方） 
 国内での感染拡大及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、
分科会提言におけるステージⅣ相当の対策が必要な地域の状況等）を踏まえ
て、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及
ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が新型インフルエンザ等
対策推進会議基本的対処方針分科会（以下「基本的対処方針分科会」という。）
の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 
（緊急事態宣言解除の考え方） 
国内での感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、緊
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急事態措置区域が、分科会提言におけるステージⅢ相当の対策が必要な地域
になっているか等）を踏まえて、政府対策本部長が基本的対処方針分科会の
意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 
なお、緊急事態宣言の解除後の対策の緩和については段階的に行い、必要

な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで続ける。 
 

8 月 28 日には政府対策本部において、「新型コロナウイルス感染症に関
する今後の取組」がとりまとめられ、重症化するリスクが高い高齢者や基
礎疾患がある者への感染防止を徹底するとともに、医療資源を重症者に重
点化すること、また、季節性インフルエンザの流行期に備え、検査体制、
医療提供体制を確保・拡充することとなった。 
 
夏以降、減少に転じた新規報告数は、10月末以降増加傾向となり、11月

以降その傾向が強まっていったことから、クラスター発生時の大規模・集
中的な検査の実施による感染の封じ込めや感染拡大時の保健所支援の広域
調整等、政府と都道府県等が密接に連携しながら、対策を講じていった。
また、10月23日の分科会においては、「感染リスクが高まる「５つの場面」」を回
避することや、「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」を周知することなどの
提言がなされた。12月には首都圏を中心に新規報告数は過去最多の状況が継
続し、医療提供体制がひっ迫している地域が見受けられた。 
こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況に

鑑み、令和３年１月７日、政府対策本部長は、法第 32条第 1項に基づき、
緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年１月８日から令和３年２月７日
までの 31日間とし、緊急事態措置区域を東京都、埼玉県、千葉県、神奈川
県とする緊急事態宣言を行った。 
令和３年１月 13日には、法第 32条第３項に基づき、緊急事態措置区域

に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を加える
変更を行った。 
令和３年２月２日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す
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る負荷の状況について分析・評価を行い、２月８日以降については、法第
32条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の 10都府県に
変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間
を令和３年３月７日まで延長した。 
令和３年２月 26 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、３月１日以降については、法
第 32条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都及び
神奈川県の４都県に変更することとした。 
令和３年３月５日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、法第 32条第３項に基づき、引き
続き埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の４都県を緊急事態措置区域と
し、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年３月
21日まで延長することとした。 
令和３年３月 18 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、全ての都道府県が緊急事態措
置区域に該当しないこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間と
されている３月 21日をもって緊急事態措置を終了することとした。 
また、３月 18日、政府対策本部において、「緊急事態宣言解除後の対応」

がとりまとめられ、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、
重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するための取組を進めていくこと
となった。 
 
令和３年２月３日に成立した新型インフルエンザ等対策特別措置法等の

一部を改正する法律（令和３年法律第５号）の施行（以下「改正法の施行」
という。）を踏まえ、まん延防止等重点措置の実施及び終了の判断に当たっ
ては、以下を基本として判断する。その際、「ステージ判断の指標」は、提
言において、あくまで目安であり、これらの指標をもって機械的に判断す
るのではなく、政府や都道府県はこれらの指標を総合的に判断すべきとさ
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れていることに留意する。 
（まん延防止等重点措置の実施の考え方） 
都道府県の特定の区域において感染が拡大し、当該都道府県全域に感染

が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障
が生ずるおそれがあると認められる事態が発生していること（特に、分科
会提言におけるステージⅢ相当の対策が必要な地域の状況になっている等）
を踏まえ、政府対策本部長が基本的対処方針分科会の意見を十分踏まえた
上で総合的に判断する。 
また、都道府県がステージⅡ相当の対策が必要な地域においても、当該

都道府県の特定の区域において感染が急速に拡大し、都道府県全域に感染
が拡大するおそれがあると認められる場合や、都道府県がステージⅢ相当
の対策が必要な地域において、感染が減少傾向であっても、当該都道府県
の特定の区域において感染水準が高い又は感染が拡大しているなど、感染
の再拡大を防止する必要性が高い場合に、政府対策本部長が基本的対処方
針分科会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 
（まん延防止等重点措置の終了の考え方） 
都道府県の感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、

まん延防止等重点措置を実施している区域の感染状況が、都道府県全域に
感染を拡大させるおそれがない水準か等）を踏まえて、政府対策本部長が
基本的対処方針分科会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 

 
令和３年４月１日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する

負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必要性が
高いこと等から、法第 31 条の４第１項に基づき、まん延防止等重点措置
を実施すべき期間を令和３年４月５日から令和３年５月５日までの 31 日
間とし、重点措置区域を宮城県、大阪府及び兵庫県とする公示を行った。 

 
 新型コロナウイルス感染症については、以下のような特徴がある。 
 ・ 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人の
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割合や死亡する人の割合は年齢によって異なり、高齢者は高く、若者
は低い傾向にある。令和２年 6月から 8月に診断された人における重
症化する割合や死亡する割合は 1月から 4月までと比べて低下してい
る。重症化する人の割合は約 1.6%（50 歳代以下で 0.3%、60 歳代以
上で 8.5%）、死亡する人の割合は、約 1.0%（50 歳代以下で 0.06%、
60歳代以上で 5.7%）となっている。 

・ 重症化しやすいのは、高齢者と基礎疾患のある人で、重症化のリス
クとなる基礎疾患には、慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高
血圧、心血管疾患、肥満がある。 

・ 新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させる可能性があ
る期間は、発症の 2 日前から発症後７日から 10 日間程度とされてい
る。また、この期間のうち、発症の直前・直後で特にウイルス排出量
が高くなると考えられている。 
新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、他の人に感染さ

せているのは２割以下で、多くの人は他の人に感染させていないと考
えられている。 

・ 新型コロナウイルス感染症は、主に飛沫感染や接触感染によって感
染し、①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの
人が密集している）、③密接場面（互いに手を伸ばしたら手が届く距離
での会話や発声が行われる）という３つの条件（以下「三つの密」と
いう。）の環境で感染リスクが高まる。このほか、飲酒を伴う懇親会等、
大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同
生活、居場所の切り替わりといった場面でも感染が起きやすく、注意
が必要である。 

・ 新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には、PCR 検査、
抗原定量検査、抗原定性検査等がある。新たな検査手法の開発により、
検査の種類や症状に応じて、鼻咽頭ぬぐい液だけでなく、唾液や鼻腔
ぬぐい液を使うことも可能になっている。なお、抗体検査は、過去に
新型コロナウイルス感染症にかかったことがあるかを調べるもので
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あるため、検査を受ける時点で感染しているかを調べる目的に使うこ
とはできない。 

・ 新型コロナウイルス感染症の治療は、軽症の場合は経過観察のみで
自然に軽快することが多く、必要な場合に解熱薬などの対症療法を行
う。呼吸不全を伴う場合には、酸素投与やステロイド薬（炎症を抑え
る薬）・抗ウイルス薬の投与を行い、改善しない場合には人工呼吸器や
体外式膜型人工肺（Extracorporeal membrane oxygenation：ＥＣＭ
Ｏ）等による集中治療を行うことがある。 

・  現在、従来よりも感染しやすい可能性のある変異株やワクチンが効きにく
い可能性のある変異株が世界各地で報告されている。国立感染症研究所によ
ると、N501Y の変異がある変異株は、英国で確認された変異株(VOC-
202012/01) 、南アフリカで確認された変異株（501Y.V2）、ブラジルで確認さ
れた変異株（501Y.V3）、フィリピンで確認された変異株がある。この変異株に
ついては、従来株よりも感染しやすい可能性がある。また、英国や南アフリカ
で確認された変異株については、重症化しやすい可能性も指摘されている。ま
た、E484K の変異がある変異株は、南アフリカで確認された変異株、ブラジ
ルで確認された変異株、フィリピンで確認された変異株がある。このほか、
「N501Yの変異はないがE484Kの変異がある変異株」が、現在、我が国にお
いて確認されている。このE484Kの変異がある変異株については、従来株よ
り、免疫やワクチンの効果を低下させる可能性が指摘されている。 

  国立感染症研究所によると、変異株であっても、個人の基本的な感染予防策
としては、従来と同様に、特に「感染リスクが高まる「５つの場面」」など「三
つの密」の回避、マスクの着用、手洗い等が有効であり、推奨されている。 

・ 日本国内におけるウイルスの遺伝子的な特徴を調べた研究によると、令和２
年１月から２月にかけて、中国武漢から日本国内に侵入した新型コロナウイ
ルスは３月末から４月中旬に封じ込められた一方で、その後、欧米経由で侵入
した新型コロナウイルスが日本国内に拡散したものと考えられている。7 月、
8月の感染拡大は、検体全てが欧州系統から派生した２系統に集約されたもの
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と考えられる。現時点では、国内感染は国内で広がったものが主流と考えられ
る 。 

・ また、ワクチンについては、令和３年前半までに全国民に提供できる
数量の確保を目指すこととしており、これまでモデルナ社、アストラゼ
ネカ社及びファイザー社のワクチンの供給を受けることについて契約
締結に至っている。ワクチンの接種を円滑に実施するため、予防接種法
（昭和 23年法律第 68号）の改正を行うとともに、分科会での議論経過
等を踏まえ、内閣官房及び厚生労働省において令和３年２月９日に「新
型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について」（以下「ワク
チン接種について」という。）をとりまとめた。その後、2月 14日には
ファイザー社のワクチンが薬事承認され、厚生科学審議会等を経て、２
月 17 日に医療従事者向けの先行接種を開始した。その他、アストラゼ
ネカ社及びモデルナ社のワクチンについて薬事承認申請がなされてお
り、現在、安全性及び有効性の確認を最優先に、迅速審査を行っている。 

・ 新型コロナウイルス感染症による日本での経済的な影響を調べた研究
では、クレジットカードの支出額によれば、人との接触が多い業態や在
宅勤務（テレワーク）の実施が困難な業態は、３月以降、売り上げがよ
り大きく減少しており、影響を受けやすい業態であったことが示されて
いる。また、令和２年４～６月期の国内総生産（GDP）は実質で前期比
8.3％減、年率換算で 29.3％減を記録した。 

 
二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針 
 ① これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏ま

え、より効果的な感染防止策等を講じていく。 
② 「緊急事態宣言解除後の対応」を踏まえ、社会経済活動を継続しつ
つ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り抑
制するため、飲食の感染対策、モニタリング検査の拡大や高齢者施設
の検査、保健所の体制強化など感染拡大防止策の強化、変異株対策の
強化、ワクチン接種の着実な推進、医療提供体制の充実等の取組を進

230



めていく。 
③ 緊急事態措置区域から除外された地域においては、対策の緩和につい
ては段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで続け
る。 

④ 重点措置区域においては、都道府県が定める期間、区域等において、
飲食を伴うものなど感染リスクが高く感染拡大の主な起点となってい
る場面等に効果的な対策を徹底する。 

⑤ 感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や「感染リスクが高ま
る「５つの場面」」を回避すること等を促すとともに、事業者及び関係
団体に対して、業種別ガイドライン等の実践と科学的知見等に基づく
進化を促していく。 

⑥ 的確な感染防止策及び経済・雇用対策により、感染拡大の防止と社会
経済活動の維持との両立を持続的に可能としていく。 

⑦ 感染の再拡大が認められる場合には、政府と都道府県が密接に連携し
ながら、重点的・集中的な PCR 検査や営業時間短縮要請等を実施する
とともに、まん延防止等重点措置を機動的に活用するなど、速やかに効
果的で強い感染対策等を講じる。 

 
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 
（１）情報提供・共有 
① 政府は、地方公共団体と連携しつつ、以下の点について、国民の共感
が得られるようなメッセージを発出するとともに、状況の変化に即応
した情報提供や呼びかけを行い、行動変容に資する啓発を進めるととも
に、冷静な対応をお願いする。 
・ 発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供。 
・ 国民に分かりやすい疫学解析情報の提供。 
・ 医療提供体制及び検査体制に関する分かりやすい形での情報の
提供。 

・ 変異株についての正確で分かりやすい情報の提供。 
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・ 「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、
「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の徹底
等、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着に向けた周知。 

・ 室内で「三つの密」を避けること。特に、日常生活及び職場において、人
混みや近距離での会話、多数の者が集まり室内において大きな声を出すこと
や歌うこと、呼気が激しくなるような運動を行うことを避けるように強く促
すこと。 

・ 令和２年10月23日の分科会で示された、「感染リスクが高まる「５つの
場面」」（飲酒を伴う懇親会やマスクなしでの会話など）や、「感染リスクを
下げながら会食を楽しむ工夫」（なるべく普段一緒にいる人と少人数、席の
配置は斜め向かい、会話の時はマスク着用等）の周知。 

・ 業種別ガイドライン等の実践。特に、飲食店等について、業種別ガイドラ
インを遵守している飲食店等を利用するよう、促すこと。 

・ 風邪症状等体調不良がみられる場合の休暇取得、学校の欠席、外
出自粛等の呼びかけ。 

・ 感染リスクを下げるため、医療機関を受診する時は、あらかじめ
厚生労働省が定める方法による必要があることの周知。 

・ 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の考え方を分かり
やすく周知すること。 

・ 感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対
策に携わった方々に対する誤解や偏見に基づく差別を行わないことの呼び
かけ。 

・ 従業員及び学生の健康管理や感染対策の徹底についての周知。 
・ 国民の落ち着いた対応（不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいだ移
動の自粛等や商店への殺到の回避及び買い占めの防止）の呼びかけ。   

   ・ 接触確認アプリ（COVID-19 Contact-Confirming Application：ＣＯＣＯＡ）
のインストールを呼びかけるとともに、陽性者との接触があった旨の通知が
あった場合における適切な機関への受診の相談や陽性者と診断された場合
における登録の必要性についての周知。併せて、地域独自のＱＲコード等に
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よる追跡システムの利用の呼びかけ。 
② 政府は、広報担当官を中心に、官邸のウェブサイトにおいて厚生労働省
等関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的に連携
させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）等の媒体も
積極的に活用することで、迅速かつ積極的に国民等への情報発信を行う。 

③ 政府は、民間企業等とも協力して、情報が必ずしも届いていない層に十
分な情報が行き届くよう、丁寧な情報発信を行う。 

④ 厚生労働省は、感染症やクラスターの発生状況について迅速に情報を公
開する。 

⑤ 外務省は、全世界で感染が拡大していることを踏まえ、各国に滞在す
る邦人等への適切な情報提供、支援を行う。 

⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張又は長期の
海外滞在のある事業所、留学や旅行機会の多い大学等においても、帰国
者への適切な情報提供を行い、渡航の是非の判断・確認や、帰国者に対
する14日間の外出自粛の要請等の必要な対策を講じるよう周知を図る。 

⑦ 政府は、国民、在留外国人、外国人旅行者及び外国政府に対し、帰国
時・入国時の手続や目的地までの交通手段の確保等について適切か
つ迅速な情報提供を行い、国内でのまん延防止と風評対策につなげる。
また、政府は、日本の感染対策や感染状況の十分な理解を醸成するよう、
諸外国に対して情報発信に努める。 

⑧ 地方公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な手段により住
民に対して地域の感染状況に応じたメッセージや注意喚起を行う。 

⑨ 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査によ
り得られた情報を分析し、今後の対策に資する知見をまとめて、国民に還
元するよう努める。 

⑩ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が行政文書の管理
に関するガイドライン（平成 23 年４月１日内閣総理大臣決定）に基づく
「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を行う。地方公共団
体も、これに準じた対応に努める。 
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（２）サーベイランス・情報収集 
① 感染の広がりを把握するために必要な検査を実施し、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号。
以下「感染症法」という。）第 12条に基づく医師の届出等によりその実
態を把握する。 

② 厚生労働省及び都道府県等は、感染が拡大する傾向が見られる場合は
それを迅速に察知して的確に対応できるよう、戦略的サーベイランス体
制を整えておく必要がある。また、感染拡大の防止と社会経済活動の維
持との両立を進めるためにも感染状況を的確に把握できる体制をもつこ
とが重要であるとの認識の下、地方衛生研究所や民間の検査機関等の関係
機関における検査体制の一層の強化、地域の関係団体と連携した地域外
来・検査センターの設置等を迅速に進めるとともに、新しい検査技術につい
ても医療現場に迅速に導入する。都道府県は、医療機関等の関係機関によ
り構成される会議体を設けること等により、民間の検査機関等の活用促進
を含め、ＰＣＲ検査等の実施体制の把握・調整等を図る。さらに、厚生労働
省は、ＰＣＲ検査及び抗原検査の役割分担について検討・評価を行う。また、
これらを踏まえ、検査が必要な者に、より迅速・円滑に検査を行い、感染が
拡大している地域においては、医療・介護従事者、入院・入所者等関係者に
対し、ＰＣＲ検査等による幅広い検査の実施に向けて取組を進めるとともに、
院内・施設内感染対策の強化を図る。令和３年２月８日時点で緊急事態措置
区域であった 10 都府県に対し、感染多数地域における高齢者施設の従事者
等の検査の集中的実施計画に基づく検査を、３月中までを目途に着実に実施
するよう求めるとともに、さらに、これらの都府県の歓楽街のある大都市は
もとより、その他の地方公共団体も地域の感染状況に応じ、４月から６月に
かけて、新たな集中的実施計画に基づく検査を定期的に実施するよう求める。
また、政府は、緊急事態措置区域であった都道府県等と連携しつつ、再度の
感染拡大の予兆や感染源を早期に探知するため、幅広いPCR検査等（モ
ニタリング検査）やデータ分析を実施する。政府と都道府県等で協働して
今後の感染拡大局面も見据えた準備を進めるため、厚生労働省は、財政的な
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支援をはじめ必要な支援を行い、都道府県等は、相談・検体採取・検査の一
連のプロセスを通じた対策を実施する。また、社会経済活動の中で希望によ
り受ける民間検査については、感染症法第 16 条の２に基づき、民間検査機
関に精度管理や提携医療機関の決定等の協力を求めることなどにより環境
整備を進めていく。 

③ 厚生労働省は、感染症法第 12 条に基づく医師の届出とは別に、市中での
感染状況を含め国内の流行状況等を把握するため、抗体保有状況に関する調
査など有効なサーベイランスを実施する。また、いわゆる超過死亡について
は、新型コロナウイルス感染症における超過死亡を推計し、適切に把握する。 

④ 厚生労働省は、医療機関や保健所の事務負担の軽減を図りつつ、患者等
に関する情報を関係者で迅速に共有するための情報把握・管理支援シス
テム（Health Center Real-time Information-sharing System on COVID-
19：ＨＥＲ－ＳＹＳ）を活用し、都道府県別の陽性者数等の統計データ
の収集・分析を行うとともに、その結果を適宜公表し、より効果的・効
率的な対策に活用していく。 

⑤ 政府は、医療機関の空床状況や人工呼吸器・ＥＣＭＯの保有・稼働状況等
を迅速に把握する医療機関等情報支援システム（Gathering Medical 
Information System：Ｇ－ＭＩＳ）を構築・運営し、医療提供状況やＰＣＲ
検査等の実施状況等を一元的かつ即座に把握するとともに、都道府県等にも
提供し、迅速な患者の受入調整等にも活用する。 

⑥ 文部科学省及び厚生労働省は、学校等での集団発生の把握の強化を図る。 
⑦ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関するいわゆる後遺症につい
て、諸外国で報告もあることも踏まえ、調査・研究を進める。 

⑧ 政府及び都道府県等は、変異株のクラスターが複数報告され、海外とのつな
がりがない事例等も継続して確認されていることを踏まえ、変異株スクリー
ニング検査での抽出を早期に 40％程度まで引き上げ、全国的な監視体制を強
化する。また、厚生労働省及び文部科学省は、国立感染症研究所・都道府県等・
民間検査機関や大学等間の連携を一層促進し、変異株PCR検査やゲノム解析
を強化する。さらに、都道府県等は変異株事例が発生した場合には、積極的疫
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学調査の強化や幅広い関係者への検査を徹底する。これらの取組により、クラ
スターの迅速な封じ込めを図るとともに、社会全体での変異株の感染拡大の
防止を図る。 

⑨ 都道府県等は、感染症法第 12条及び第 15条に基づき、地方公共団体間で
の迅速な情報共有を行うとともに、都道府県は、県下の感染状況について、リ
スク評価を行う。 

⑩ 遺伝子配列を分析するにあたり、公衆衛生対策を進めていく上で必要な情
報を、国立感染症研究所において収集を行う。 

 
（３）まん延防止 
１）外出の自粛（後述する「４）職場への出勤等」を除く） 

特定都道府県は、法第 45条第 1項に基づき、日中も含めた不要不急
の外出・移動の自粛について協力の要請を行うものとする。特に、20時
以降の不要不急の外出自粛について、住民に徹底する。なお、その際、
不要不急の都道府県間の移動や、感染が拡大している地域への不要不急
の移動は、極力控えるように促す。 
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場

への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なも
のについては外出の自粛要請の対象外とする。 
また、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」

「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底す
るとともに、あらゆる機会を捉えて、令和２年４月22日の専門家会議で示
された「10 のポイント」、５月４日の専門家会議で示された「新しい生活
様式の実践例」、10 月 23 日の分科会で示された、「感染リスクが高まる「５
つの場面」」等を活用して住民に周知を行うものとする。 

２）催物（イベント等）の開催制限 
特定都道府県は、当該地域で開催される催物（イベント等）について、

主催者等に対して、法第 45 条第２項等に基づき、別途通知する目安を
踏まえた規模要件等（人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等）を設
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定し、その要件に沿った開催の要請等を行うものとする。 
その際、改正法の施行により、命令、過料の規定が設けられたことを

踏まえ、その手続に関しては、別途通知する手続に沿って行うことに留
意する。このことは後述３）においても同様とする。 
併せて、開催に当たっては、業種別ガイドラインの徹底や催物前後の

「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底するよう、主催者等
に求めるものとする。 
また、スマートフォンを活用した接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）につ

いて、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバ
シーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、民間企業・団体等の
幅広い協力を得て引き続き普及を促進する。 

３）施設の使用制限等（前述の「２）催物（イベント等）の開催制限」、後
述する「５）学校等の取扱い」を除く） 
① 特定都道府県は、法第 45 条第２項等に基づき、感染リスクが高い
と指摘されている飲食の場を避ける観点から、飲食店に対して営業時
間の短縮（20 時までとする。ただし、酒類の提供は 11 時から 19 時
までとする。）の要請を行うとともに、法第 24条第９項に基づき、業
種別ガイドラインを遵守するよう要請を行うものとする。 
要請に当たっては、関係機関とも連携し、営業時間の短縮等を徹底

するための対策・体制の強化を行い、できる限り個別に施設に対して
働きかけを行う。その際、併せて、事業者に対して、業種別ガイドラ
インの遵守を働きかける。 
また、特定都道府県は、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底する

こと及び施設に人が集まり、飲食につながることを防止する必要があ
ること等を踏まえ、別途通知する飲食店以外の新型インフルエンザ等
対策特別措置法施行令（平成 25年政令第 122号。以下「令」という。）
第 11 条第１項に規定する施設についても、同様の働きかけを行うも
のとする。 
また、特定都道府県は、感染の拡大につながるおそれのある一定の
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施設について、別途通知する目安を踏まえた規模要件等（人数上限・
収容率、飲食を伴わないこと等）を設定し、その要件に沿った施設の
使用の働きかけを行うとともに、法第 24 条第９項に基づき、業種別
ガイドラインを遵守するよう要請を行うものとする。 

 ② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、
飲食店に対して営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府
県を支援する。 

③ 事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種別ガイ
ドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進める。
その際、政府は、専門家の知見を踏まえ、関係団体等に必要な情報提
供や助言等を行う。 

４）職場への出勤等 
 ① 政府及び特定都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう

働きかけを行うものとする。 
・ 職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものである
が、「出勤者数の 7 割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に
向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテ
ーション勤務等を更に徹底すること。 

・ 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業
の継続に必要な場合を除き、20 時以降の勤務を抑制すること。 

・ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を
低減する取組を強力に推進すること。 

・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗いや手指消毒、咳エ
チケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る
箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張によ
る従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等）や「三つの密」
や「感染リスクが高まる「５つの場面」」等を避ける行動を徹底するよ
う促すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、
喫煙室等）に注意するよう周知すること。さらに、職場や店舗等に関
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して、業種別ガイドライン等を実践するよう働きかけること。 
・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行
う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」
を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じつつ、事
業の特性を踏まえ、業務を継続すること。 

② 政府及び地方公共団体は、在宅勤務（テレワーク）、ローテーション勤
務、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を自ら進める
とともに、事業者に対して必要な支援等を行う。 

③ 政府は、上記①に示された感染防止のための取組等を働きかけるため、
特に留意すべき事項を提示し、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認
するよう促す。また、遵守している事業者に、対策実施を宣言させるな
ど、感染防止のための取組が勧奨されるよう促す。 

５）学校等の取扱い 
 ① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業を求

めるのではなく、地域の感染状況に応じた感染防止策の徹底を要請す
る。幼稚園、小学校、中学校、高等学校等については、子供の健やか
な学びの保障や心身への影響の観点から、「学校における新型コロナ
ウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要
請する。また、大学等については、感染防止と面接授業・遠隔授業の
効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適切に対応する
ことを要請する。部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、懇
親会や飲み会などについては、学生等への注意喚起の徹底（緊急事態
措置区域においては、部活動における感染リスクの高い活動の制限）
を要請する。大学入試、高校入試等については、実施者において、感
染防止策や追検査等による受験機会の確保に万全を期した上で、予定
どおり実施する。都道府県は、学校設置者に対し、保健管理等の感染
症対策について指導するとともに、地域の感染状況や学校関係者の感
染者情報について速やかに情報共有を行うものとする。 

 ② 厚生労働省は、保育所や放課後児童クラブ等について、感染防止策
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の徹底を行いつつ、原則開所することを要請する。 
６）緊急事態措置区域から除外された都道府県における取組等（重点措置

区域にあっては後述７）） 
① 緊急事態措置区域から除外された都道府県においては、前述したよ
うに「対策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージⅡ
相当以下に下がるまで続ける」ことを基本とし、後述８）に掲げる基
本的な感染防止策等に加え、「緊急事態宣言解除後の対応」を踏まえ
るとともに、住民や事業者に対して、以下の取組を行うものとする。
その際、地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いなが
ら、対策を段階的に緩和する。また、再度、感染拡大の傾向が見られ
る場合には、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制へ
の負荷の状況について十分、把握・分析を行いつつ、迅速かつ適切に
取組の強化を図るものとする。その際、「緊急事態宣言解除後の地域に
おけるリバウンド防止策についての提言」（令和３年２月 25日新型コ
ロナウイルス感染症対策分科会）を参考にして取り組むものとする。 
・ 当面、法第 24 条第９項に基づき、日中も含めた不要不急の外出
の自粛について協力の要請を行うこと。その後、地域の感染状況等
を踏まえながら、段階的に緩和すること。 

・ 当該地域で開催される催物（イベント等）に係る規模要件等（人
数上限・収容率、飲食を伴わないこと等）については、別途通知す
る目安を踏まえ、地域の感染状況等を踏まえながら、段階的に緩和
すること。 

・ 法第 24 条第９項に基づく飲食店に対する営業時間の短縮の要請
については、地域の感染状況等を踏まえながら、段階的に緩和する
こと。なお、営業時間及び対象地域等については、地域の感染状況
等に応じ、各都道府県知事が適切に判断すること。併せて、業種別
ガイドラインを遵守するよう、引き続き要請すること。これらの要
請に当たっては、引き続きできる限り個別店舗に対して働きかけを
行うこと。 
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また、別途通知する飲食店以外の令第 11 条第１項に規定する施
設に対する営業時間の短縮等の働きかけについては、地域の感染状
況等を踏まえながら、各都道府県知事が適切に判断すること。 

・ 職場への出勤等については、当面、「出勤者数の 7 割削減」を目
指し、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもロー
テーション勤務等を強力に推進すること。その後、地域の感染状況
等を踏まえながら、段階的に緩和すること。 

  ② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、
飲食店に対して営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府
県を支援する。 

③ 政府及び都道府県は、再度の感染拡大の予兆や感染源を早期に探知
するため、歓楽街等感染リスクの高い場所を中心に無症状者に焦点を
当てた幅広い PCR 検査等（モニタリング検査）やデータ分析の実施
を検討し、感染の再拡大を防ぐこと。 

④ 都道府県は、①③の取組を行うに当たっては、あらかじめ政府と迅
速に情報共有を行う。 

７）重点措置区域における取組等 
① 重点措置区域である都道府県においては、「緊急事態宣言解除後の
対応」を踏まえるとともに、まん延防止等重点措置が、地域の感染状
況に応じて、期間・区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる仕
組みであり、発生の動向等を踏まえた集中的な対策により、地域的に
感染を抑え込み、都道府県全域への感染拡大、更には全国的かつ急速
なまん延を防ぐ趣旨で創設されたものであることを踏まえ、感染リス
クが高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹
底するため、後述８）に掲げる基本的な感染防止策等に加え、以下の
取組を行うものとする。 
また、都道府県知事は、区域を指定するに当たって市町村単位や一

定の区画を原則とするなど、区域、期間及び業態を定めるに当たって
は、効果的な対策となるよう留意する。 
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・ 感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、
都道府県知事が定める期間及び区域において、法第 31 条の６第１
項等に基づき、飲食店に対する営業時間の短縮（20時までとする。
ただし、酒類の提供は 11時から 19時までとする。）の要請を行う
こと。なお、改正法の施行により、命令、過料の規定が設けられた
ことを踏まえ、その手続に関しては、別途通知する手続に沿って行
うこと。 

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、上記の
重点措置を講じるべき区域（以下「措置区域」という。）以外の地域
において、法第 24 条第９項に基づき、飲食店等に対する営業時間
の短縮の要請を行うこと。 

・ いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、
法第 24 条第９項に基づき、飲食を主として業としている店舗にお
いて、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自
粛を要請すること。 

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第  
31 条の６第１項に基づき、「入場をする者の整理等」「入場をする
者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の
入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（飛
沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
等）」等、令第５条の５に規定される各措置について飲食店に対し
て要請を行うこと。 

・  不要不急の外出自粛を徹底すること及び施設に人が集まり、飲食
につながることを防止する必要があること等を踏まえ、別途通知す
る飲食店等以外の令第 11 条第１項に規定する施設（特に、大規模
な集客施設）についても、営業時間や入場整理等について同様の働
きかけを行うこと。 

・ 法第 24 条第９項に基づき、業種別ガイドラインを遵守するよう
要請を行うこと。その際、ガイドラインを遵守していない飲食店等
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については、個別に要請を行うことを検討すること。 
・ 上記の各要請に当たっては、関係機関とも連携し、営業時間の短
縮等や業種別ガイドラインの遵守を徹底するための対策・体制の強
化を行い、原則として措置区域内の全ての飲食店等に対して実地に
働きかけを行うこと。 

・ 法第 31 条の６第２項に基づき、上記により営業時間の変更を要
請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう、住民に対し
て要請等を行うこと。併せて、法第 24 条第９項に基づき、日中も
含めた不要不急の外出・移動の自粛や混雑している場所や時間を避
けて行動することや、感染対策が徹底されていない飲食店の利用を
自粛すること等について、住民に対して協力の要請を行うことを検
討すること。 

・ 都道府県知事が定める期間及び区域で行われる催物（イベント等）
について、主催者等に対して、法第 24 条第９項等に基づき、別途
通知する目安を踏まえた規模要件等（人数上限・収容率、飲食を伴
わないこと等）を設定し、その要件に沿った開催の要請等を行うこ
と。 

・ 事業者に対して、職場への出勤等について、「出勤者数の 7 割削
減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワ
ーク）や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に
徹底するよう働きかけること。 

・ 措置区域内における、高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻
回実施や、高齢者施設や医療機関で感染が発生した場合における保
健所による感染管理体制の評価や支援チームの派遣、検査の実施等
による感染制御・業務継続支援の徹底を行うとともに、政府が行う、
検査前確率が比較的高いと考えられる場所等に対するモニタリン
グ検査拡充への積極的な協力や、措置区域内の歓楽街等で陽性者が
出た場合の重点的検査の実施を行うこと。 

・ 病床・宿泊療養施設確保計画に沿って、すぐに患者を受け入れら
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れる病床・居室を計画上の最大数に速やかに移行するとともに、感
染者急増時の緊急的患者対応への切り替えに向けた準備（医療提供
体制への負荷が高まった場合の入院基準の明確化、パルスオキシメ
ーターの活用や健康観察業務の外部委託等による自宅療養におけ
る健康観察体制の確保等）を行うこと。 

  ② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、
飲食店に対して営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府
県を支援する。 

 ③ 重点措置区域である都道府県は、①の取組を行うに当たっては、あ
らかじめ政府と迅速に情報共有を行う。 

８）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県における取組等 
① 都道府県は、「緊急事態宣言解除後の対応」を踏まえるとともに、
住民や事業者に対して、以下の取組を行うものとする。その際、感染
拡大の防止と社会経済活動の維持との両立を持続的に可能としてい
くため、「新しい生活様式」の社会経済全体への定着を図るとともに、
地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、必要
に応じて、後述③等のとおり、外出の自粛、催物（イベント等）の開
催制限、施設の使用制限等の要請等を機動的に行うものとする。 
（外出の自粛等） 
・ 「三つの密」、「感染リスクが高まる「５つの場面」」等の回避や、
「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」
をはじめとした基本的な感染対策の徹底等、感染拡大を防止する
「新しい生活様式」の定着が図られるよう、あらゆる機会を捉えて、
令和２年４月 22 日の専門家会議で示された「10 のポイント」、５
月４日の専門家会議で示された「新しい生活様式の実践例」、10月
23日の分科会で示された「感染リスクが高まる「５つの場面」」等
について住民や事業者に周知を行うこと。 

・ 帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を
含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に大人数の会食を
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控える等注意を促すこと。 
感染が拡大している地域において、こうした対応が難しいと判断さ

れる場合は、帰省や旅行について慎重な検討を促すこと。特に発熱等
の症状がある場合は、帰省や旅行を控えるよう促すこと。 

・ 業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促すこと。 
・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、
政府と連携して、外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協
力の要請等を行うこと。 
（催物（イベント等）の開催） 
・ 催物等の開催については、「新しい生活様式」や業種別ガイドライン
等に基づく適切な感染防止策が講じられることを前提に、地域の感染
状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、必要な規模要件
（人数上限や収容率）の目安を示すこと。その際、事業者及び関係団
体において、エビデンスに基づきガイドラインが進化、改訂された場
合は、それに基づき適切に要件を見直すこと。 
また、催物等の態様（屋内であるか、屋外であるか、また、全国的な

ものであるか、地域的なものであるかなど）や種別（コンサート、展
示会、スポーツの試合や大会、お祭りなどの行事等）に応じて、開催
の要件や主催者において講じるべき感染防止策を検討し、主催者に周
知すること。 
催物等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発

生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物
の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による
行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、主催者に対して
強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握して
おくことや、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）等の活用等について、
主催者に周知すること。 

・ 感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの発生があった場合、 
政府と連携して、人数制限の強化、催物等の無観客化、中止又は延期
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等を含めて、速やかに主催者に対して必要な協力の要請等を行うこと。 
   （職場への出勤等） 

・ 事業者に対して、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤
等、人との接触を低減する取組を働きかけること。 

・ 事業者に対して、職場における、感染防止のための取組（手洗い
や手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励
行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出
勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用
等）や「三つの密」や「感染リスクが高まる「５つの場面」」等を避け
る行動を徹底するよう促すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」
（休憩室、更衣室、喫煙室等）に注意するよう周知すること。さら
に、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践するよう働
きかけること。その際には、特に留意すべき事項の確認を促し、遵守
している事業者には対策実施を宣言させる等、感染防止のための取組
を強く勧奨すること。 
（施設の使用制限等） 

・ これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」
のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、施設管理者等
に対して必要な協力を依頼すること。 

・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、
政府と連携して、施設の使用制限等を含めて、速やかに施設管理者
等に対して必要な協力の要請等を行うこと。 

②  都道府県は、感染の状況等を継続的に監視し、その変化が認めら
れた場合、住民に適切に情報提供を行い、感染拡大への警戒を呼びか
けるものとする。 

③ 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感
染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、
把握・分析を行い、８月７日の分科会の提言で示された指標を目安と
しつつ総合的に判断し、同提言に示された各ステージにおいて「講ず
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べき施策」や累次の分科会提言（12月 11日「今後の感染の状況を踏
まえた対応についての分科会から政府への提言」等）等を踏まえ、地
域の実情に応じて、迅速かつ適切に法第 24条第 9項に基づく措置等
を講じるものとする。特に、ステージⅢ相当の対策が必要な地域等に
あっては、速やかにステージⅡ相当の対策が必要な地域へ移行するよ
う、取り組むものとする。 

④ 都道府県は、①③の取組を行うに当たっては、あらかじめ政府と迅
速に情報共有を行う。 

⑤ 政府は、関係団体や地方公共団体に対して、飲食店に係る業種別ガ
イドラインの遵守徹底のための見回り調査、遵守状況に関する情報の
表示や認定制度の普及を促すとともに、関係団体等と連携しつつ、ク
ラスターが発生している分野等（飲食・職場など）を対象とした業種
別ガイドラインについて、見直し・強化を図り、徹底する。 

９）予防接種 
   政府、都道府県及び市町村は、以下のように新型コロナウイルス感染

症に係るワクチン接種を行うものとする。 
① 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種目的は、新型コロ
ナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限
り減らすことであること。 

② 関係機関と連携し、迅速にワクチンの開発等を進めるとともに、承
認申請された際には審査を行った上で、安全性及び有効性を確認し、
できるだけ早期の実用化、国民への供給を目指すこと。 

③ 予防接種については、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律
（令和２年法律第 75号）による改正後の予防接種法に基づく臨時接
種の特例として、厚生労働大臣の指示のもと、都道府県の協力により
市町村において実施すること。 

④ 予防接種の実施体制や接種順位等については、令和３年２月９日の
「ワクチン接種について」を踏まえ接種を円滑かつ効率的に実施する
観点に立って行うこと。 
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⑤ 予防接種により健康被害が生じた場合の救済措置や副反応疑い報
告等については、予防接種法の現行の規定を適用し適切に実施するこ
と。 

⑥ 予防接種は最終的には個人の判断で接種されるものであることか
ら、予防接種に当たっては、リスクとベネフィットを総合的に勘案し
接種の判断ができる情報を提供することが必要であること。 
その上で、政府は、国民に対して、ワクチンの安全性及び有効性に

ついての情報を提供するなど、的確で丁寧なコミュニケーション等を
進め、幅広く予防接種への理解を得るとともに、国民が自らの意思で
接種の判断を行うことができるよう取り組むこと。 

10）水際対策 
① 政府は、水際対策について、変異株を含め、国内への感染者の流入
及び国内での感染拡大を防止する観点から、入国制限、渡航中止勧告、
帰国者の検査・健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措置等を、
引き続き、実施する。特に、変異株については、当該国の変異株の流
行状況、日本への流入状況などのリスク評価に基づき、検疫の強化等
について検討する。なお、厚生労働省は、関係省庁と連携し、健康観
察について、保健所の業務負担の軽減や体制強化等を支援する。 

② 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発生の状況を踏まえて、必
要に応じ、国土交通省は、航空機の到着空港の限定の要請、港湾の利
用調整や水際・防災対策連絡会議等を活用した対応力の強化等を行う
とともに、厚生労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。 

③ 厚生労働省は、停留に利用する施設が不足する場合には、法第 29
条の適用も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、停
留に利用可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を行うことで停留
施設の確保に努める。 

11）クラスター対策の強化 
① 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査
により、個々の濃厚接触者を把握し、健康観察、外出自粛の要請等を
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行うとともに、感染拡大の規模を適確に把握し、適切な感染対策を行
う。その際、より効果的な感染拡大防止につなげるため、積極的疫学
調査を実施する際に優先度も考慮する。積極的疫学調査に対して正当
な理由がなく協力しない場合の命令、この命令に正当な理由がなく応
じない場合の罰則の適用については、対象者の人権に十分に配慮し、
慎重に運用すること。 

② 政府は、関係機関と協力して、クラスター対策に当たる専門家の確
保及び育成を行う。 

③ 厚生労働省及び都道府県等は、関係機関と協力して、特に、感染拡
大の兆候が見られた場合には、専門家やその他人員を確保し、その地
域への派遣を行う。 

  なお、感染拡大が顕著な地域において、保健所における積極的疫学
調査に係る人員体制が不足するなどの問題が生じた場合には、都道府
県は関係学会・団体等の専門人材派遣の仕組みである IHEAT
（Infectious disease Health Emergency Assistance Team）の活用
や、厚生労働省と調整し、他の都道府県からの応援派遣職員の活用等
の人材・体制確保のための対策を行う。感染拡大に伴う優先度を踏ま
えた積極的疫学調査については、感染状況の改善に伴い改めて対応を
強化する。その際には、ＩＨＥＡＴの積極的な活用も図りながら、変
異株への対応といった観点も踏まえつつ、感染源の推定のための調査
を含めた強化を図る。 
また、都道府県等が連携し、積極的疫学調査等の専門的業務を十分

に実施できるよう保健所の業務の重点化や人材育成等を行うこと、保
健所業務の外部委託の活用、ＩＨＥＡＴの積極的な活用、人材確保の
好事例の横展開等により、保健所の体制を強化し、感染拡大時に即応
できる人員体制を平時から整備する。 

④ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を抜本強化するという観点
から、保健所の体制強化に迅速に取り組む。これに関連し、特定都道
府県は、管内の市町村と迅速な情報共有を行い、また、対策を的確か
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つ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第 24条に基づ
く総合調整を行う。さらに、都道府県等は、クラスターの発見に資す
るよう、地方公共団体間の迅速な情報共有に努めるとともに、政府は、
対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第
20条に基づく総合調整を行う。 

⑤ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を強化する観点から、以下
の取組を行う。 

 ・ 大規模な歓楽街については、令和 2 年 10 月 29 日の分科会にお
ける「大都市の歓楽街における感染拡大防止対策ワーキンググルー
プ当面の取組方策に関する報告書」に示された取組を踏まえ、通常
時から相談・検査体制の構築に取り組むとともに、早期に予兆を探
知し、介入時には、速やかに重点的（地域集中的）な PCR 検査等
の実施や、必要に応じ、エリア・業種を絞った営業時間短縮要請等
を機動的に行うこと。 

 ・ 事業者に対し、職場でのクラスター対策の徹底を呼びかけること。 
 ・ 言語の壁や生活習慣の違いがある在留外国人を支援する観点から、

政府及び都道府県等が提供する情報の一層の多言語化、大使館のネ
ットワーク等を活用したきめ細かな情報提供、相談体制の整備等に
より、検査や医療機関の受診に早期につなげる仕組みを構築するこ
と。 

⑥ 政府は、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）について、機能の向上を図
るとともに、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることや
プライバシーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、その幅広
い活用や、感染拡大防止のための陽性者としての登録を行うよう、呼
びかけを行い、新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援シス
テム（ＨＥＲ-ＳＹＳ）及び保健所等と連携した積極的疫学調査で活
用することにより、効果的なクラスター対策につなげていく。 

12）その他共通的事項等 
 ① 特定都道府県又は重点措置区域である都道府県は、地域の特性に応じ
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た実効性のある緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を講じる。特定
都道府県又は重点措置区域である都道府県は、緊急事態措置又はまん延
防止等重点措置を講じるに当たっては、法第５条を踏まえ、必要最小限
の措置とするとともに、講じる措置の内容及び必要性等について、国民
に対し丁寧に説明する。 

 ② 政府及び特定都道府県は、緊急事態措置を講じること等に伴い、食料・
医薬品や生活必需品の買い占め等の混乱が生じないよう、国民に冷静な
対応を促す。 
③ 政府及び地方公共団体は、緊急事態措置の実施に当たっては、事業者
の円滑な活動を支援するため、事業者からの相談窓口の設置、物流体制
の確保、ライフラインの万全の体制の確保等に努める。 

④ 政府は、関係機関と協力して、公共交通機関その他の多数の人が集ま
る施設における感染対策を徹底する。 

 
（４）医療等 
① 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医療の提供体制の確保
を進めるため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力して、次の
ような対策を講じる。 
・ 重症者や重症化リスクのある者に医療資源の重点をシフトする観
点から、令和２年 10 月 14 日の新型コロナウイルス感染症を指定感
染症として定める等の政令（令和２年政令第 11号）の改正（令和２
年 10月 24日施行）により、高齢者や基礎疾患のある者等入院勧告・
措置の対象の明確化を行っており、改正法の施行により、この取扱い
が法定化された。都道府県等は、関係法令に基づき、地域の感染状況
等を踏まえ、適切に入院勧告・措置を運用すること。また、改正法の
施行により、入院措置に正当な理由なく応じない場合や入院先から逃
げた場合の罰則が設けられたが、都道府県等は、その運用に当たって、
患者の人権に十分に配慮し、慎重に運用するとともに、患者への偏見・
差別につながらないよう、（６）で後述する取組の一層の強化を図る
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こと。 
重症者等に対する医療提供に重点を置くべき地域では、特に病床

確保や都道府県全体の入院調整に最大限努力した上で、なお病床が
ひっ迫する場合には、高齢者等も含め入院治療が必要ない無症状病
原体保有者及び軽症患者（以下「軽症者等」という。）については、
感染症法第44条の３第２項に基づき宿泊施設（適切な場合は自宅）
での療養を要請することで、入院治療が必要な患者への医療提供体
制の確保を図ること。丁寧な健康観察を実施すること。 
特に、家庭内での感染防止や症状急変時の対応のため、宿泊施設が

十分に確保されているような地域では、軽症者等は宿泊療養を基本
とすること。そのため、都道府県は、患者の病状、数その他感染症
の発生及びまん延の状況を勘案して、ホテル等の一時的な宿泊療養
施設の確保に努めるとともに、都道府県等は、宿泊療養施設の運営
体制を確保すること。政府は、都道府県等と密接に連携し、これら
の取組を支援すること。 
自宅療養等を行う際には、都道府県等は電話等情報通信機器を用

いて遠隔で健康状態を把握するとともに、医師が必要とした場合に
は電話等情報通信機器を用いて診療を行う体制を整備すること。パ
ルスオキシメーターの確保や、往診・オンライン診療・訪問看護等の
活用など、適切な療養環境を確保するための取組を推進すること。 

・ 都道府県等は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養をする場合に、そ
の家族に要介護者や障害者、子供等がいる場合は、市町村福祉部門の
協力を得て、ケアマネジャー、相談支援専門員、児童相談所等と連携
し、必要なサービスや支援を行うこと。 

・ 都道府県等は、変異株が確認された患者等について、適切に入院措
置・勧告を行うこと。また、地域の感染状況等を踏まえ、変異株が確
認された軽症者等について、丁寧に健康観察を実施のうえ、宿泊施設
での療養を要請すること。厚生労働省は、国立感染症研究所と連携し
て、変異株の国内症例の評価・分析を行い、この結果を踏まえ、変異
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株の症例の退院基準等について検討すること。 
・ 都道府県は、関係機関の協力を得て、新型コロナウイルス感染症の
患者専用の病院や病棟を設定する重点医療機関の指定等、地域の医療
機関の役割分担を行うとともに、病床・宿泊療養施設確保計画に沿っ
て、段階的に病床・宿泊療養施設を確保すること。 

  特に、病床がひっ迫している場合、令和２年 12 月 28 日の政府対
策本部で示された「感染拡大に伴う入院患者増加に対応するための医
療提供体制パッケージ」を活用しつつ、地域の実情に応じ、重点医療
機関以外の医療機関に働きかけを行うなど病床の確保を進めること。 

  その際、地域の関係団体の協力のもと、地域の会議体を活用して医
療機能（重症者病床、中等症病床、回復患者の受け入れ、宿泊療養、
自宅療養）に応じた役割分担を明確化した上で、病床の確保を進める
こと。 

  また、医療機関は、業務継続計画（ＢＣＰ）も踏まえ、必要に応じ、
医師の判断により延期が可能と考えられる予定手術や予定入院の延
期を検討し、空床確保に努めること。 

  さらに、都道府県は、仮設の診療所や病棟の設置、非稼働病床の
利用の取組を推進するとともに、それでもなお病床が不足すると見
込まれる場合には、法第 31 条の２に基づく臨時の医療施設の開設
についてその活用を十分に考慮すること。臨時の医療施設の開設に
当たっては、あらかじめ政府と協議し、迅速な情報共有を行うととも
に、開設後は定期的に運営状況を報告する。厚生労働省は、それらの
活用に当たって、必要な支援を行うこと。また、都道府県等が感染症
法第 16 条の２に基づく協力要請等及び法第 31 条に基づく医療等の
実施の要請等を行う場合には、当該医療等が適切に実施されるよう、
必要な支援を行うこと。 

・ 「緊急事態宣言解除後の対応」を踏まえ、引き続き病床・宿泊療
養施設の確保に万全を期すとともに、感染者が短期間に急増する場
合の緊急的な患者対応を行う体制について早急に検討し、対応方針
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を定めること。 
・ さらに、都道府県等で今回の感染拡大局面で認識された課題を点検
し、「相談・受診・検査」～「療養先調整・移送」～「転退院・解除」
まで、一連の患者対応が目詰まりなく行われ、病床・宿泊療養施設が
最大限活用されるよう留意しつつ、次の感染拡大時にも確実に機能す
る医療提供体制を整備すること。 

・ その際、次の感染拡大に備え、地域において、一般医療と新型コロ
ナウイルス感染症に対する医療との両立について改めて協議し、患者
受入が実際に可能な新型コロナウイルス感染症患者用の病床を確実
に確保する観点から、病床・宿泊療養・自宅療養の役割分担の徹底や
総合的な調整体制の整備により病床活用を効率化した上で、必要とさ
れる病床・宿泊療養施設を確保することとし、厚生労働省と都道府県
は、連携して病床・宿泊療養施設確保計画を見直すこと。 

・ 政府及び都道府県において、上記の病床確保・活用の状況及び感染
状況を適切にモニタリングするとともに、感染拡大防止策の実施に適
時適切に反映させること。 

・ 都道府県は、患者受入調整や移送調整を行う体制を整備し、患者の
医療提供に関する必要な総合調整を行うとともに、医療機関等情報
支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）も活用し、患者受入調整に必要な医療
機関の情報の見える化を行うこと。また、厚生労働省は、都道府県
が患者搬送コーディネーターの配置を行うことについて、必要な支援
を行うこと。 

・ さらに、感染拡大に伴う患者の急増に備え、都道府県は、都道府
県域を越える場合も含めた広域的な患者の受入れ体制を確保する
こと。 

・ 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医療機関の病床を効
率的に活用するため、回復患者の転院先となる後方支援医療機関の確
保を更に進めること。 

・ また、効率的な転院調整が行われるよう、地域の実情に応じた、転
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院支援の仕組みを検討すること。 
・ 退院基準を満たした患者について、高齢者施設等における受入れを
促進すること。 

② 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来診療・検査体制の
確保のため、厚生労働省と都道府県等は、連携して検査体制整備計画を
見直すとともに、関係機関と協力して、次のような対策を講じる。 
・ かかりつけ医等の地域で身近な医療機関や受診・相談センターを通
じて、診療・検査医療機関を受診することにより、適切な感染管理を
行った上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来医療
を提供すること。 

・ 都道府県等は、関係機関と協力して、集中的に検査を実施する機関
（地域外来・検査センター）の設置を行うこと。 
また、大型テントやプレハブを活用した、いわゆるドライブス

ルー方式やウォークスルー方式による診療を行うことで、効率的な
診療・検査体制を確保すること。併せて、検査結果を踏まえて、患者
の振り分けや受け入れが適切に行われるようにすること。 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等を踏まえ、診療・検
査医療機関の指定や地域外来・検査センターの設置を柔軟かつ積極的
に行うこと。 

・ 都道府県は、重症化しやすい方が来院するがんセンター、透析医
療機関及び産科医療機関等について、必要に応じ、新型コロナウイ
ルス感染症への感染が疑われる方への外来診療を原則行わない医
療機関として設定すること。 

③ 新型コロナウイルス感染症患者のみならず、他の疾患等の患者への対
応も踏まえて地域全体の医療提供体制を整備するため、厚生労働省と都
道府県は、関係機関と協力して、次のような対策を講じる。 
・ 都道府県は、地域の医療機能を維持する観点から、新型コロナウイ
ルス感染症以外の疾患等の患者受入れも含めて、地域の医療機関の役
割分担を推進すること。 
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・ 患者と医療従事者双方の新型コロナウイルス感染症の予防の観点
から、初診を含めて、電話等情報通信機器を用いた診療体制の整備を
推進すること。 

④ 医療従事者の確保のため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力
して、次のような対策を講じる。 
・ 都道府県等は、現場で従事している医療従事者の休職・離職防止策
や潜在有資格者の現場復帰、医療現場の人材配置の転換等を推進する
こと。また、検査を含め、直接の医療行為以外に対しては、有資格者
以外の民間の人材等の活用を進めること。 

・ 厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、全
国の医療機関等の医療人材募集情報を掲載するWebサイト「医療の
お仕事Ｋｅｙ-Ｎｅｔ」の運営等を通じて、医療関係団体、ハローワ
ーク、ナースセンター等と連携し、医療人材の確保を支援すること。 

⑤ 医療物資の確保のため、政府と都道府県、関係機関は協力して、次の
ような対策を講じる。 
・ 政府及び都道府県は、医療提供体制を支える医薬品や医療機器、医
療資材の製造体制を確保し、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩ
Ｓ）も活用し、必要な医療機関に迅速かつ円滑に提供できる体制を
確保するとともに、専門性を有する医療従事者や人工呼吸器等の必
要な医療機器・物資・感染防止に必要な資材等を迅速に確保し、適切
な感染対策の下での医療提供体制を整備すること。 

・ 政府及び都道府県は、特に新型コロナウイルス感染症を疑う患者に
ＰＣＲ検査等や入院の受入れを行う医療機関等に対しては、マス
ク等の個人防護具を優先的に確保すること。 

⑥ 医療機関及び高齢者施設等における施設内感染を徹底的に防止する
ため、厚生労働省と地方公共団体は、関係機関と協力して、次の事項に
ついて周知徹底を図る。 
・ 医療機関及び高齢者施設等の設置者において、 

▸ 従事者等が感染源とならないよう、「三つの密」が生じる場を
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徹底して避けるとともに、 
▸ 症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用する、 
▸ 手洗い・手指消毒の徹底、 
▸ パソコンやエレベーターのボタン等複数の従事者が共有するも
のは定期的に消毒する、 

▸ 食堂や詰め所でマスクを外して飲食をする場合、他の従事者と一
定の距離を保つ、 

▸ 日々の体調を把握して少しでも調子が悪ければ自宅待機する、 
等の対策に万全を期すこと。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、面会者からの感染を防ぐ
ため、面会は、地域における発生状況等も踏まえ、患者、家族のＱＯ
Ｌを考慮しつつ、緊急の場合を除き制限するなどの対応を検討するこ
と。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、患者、利用者からの感染を防
ぐため、感染が流行している地域では、患者、家族のＱＯＬを考慮し
つつ、施設での通所サービス等の一時利用を中止又は制限する、入院
患者、利用者の外出、外泊を制限するなどの対応を検討すること。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、入院患者、利用者等について、
新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、早急に個室隔離し、保健
所の指導の下、感染対策を実施し、標準予防策、接触予防策、飛沫感
染予防策を実施すること。 

⑦ 都道府県は、感染者と非感染者の空間を分けることなどを含む感染防
止策の更なる徹底等を通して、医療機関及び施設内での感染の拡大
に特に注意を払う。 
高齢者施設等の発熱等の症状を呈する入所者・従事者に対する検

査や陽性者が発生した場合の当該施設の入所者等への検査が速やか
に行われるようにする。また、感染者が多数発生している地域にお
ける医療機関、高齢者施設等への積極的な検査が行われるようにす
る。 
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また、都道府県は、高齢者施設等において感染者が一例でも確認
された場合に、感染制御・業務継続支援チームが支援を行う体制を
構築するとともに政府は、この体制を構築するに当たり、各都道府
県を支援することに併せて、研修の実施や実践例の展開により、対
応力を強化する。 
また、高齢者施設等において、感染対策マニュアルを活用した感染

対策等の対応力強化の取組を、事例集の展開や業務継続計画の策定支
援などにより一層進める。 
加えて、手術や医療的処置前等において、当該患者について医師の

判断により、ＰＣＲ検査等が実施できる体制をとる。 
⑧ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚生労働省と都道府
県は、関係機関と協力して、次の事項に取り組む。 
・ 妊産婦に対する感染を防止する観点から、医療機関における動線分
離等の感染防止策を徹底するとともに、妊産婦が感染した場合であっ
ても、安心して出産し、産後の生活が送れるよう、関係機関との協力
体制を構築し、適切な支援を実施すること。また、関係機関と協力し
て、感染が疑われる妊産婦への早めの相談の呼びかけや、妊娠中の女
性労働者に配慮した休みやすい環境整備等の取組を推進すること。 

・ 小児医療について、関係学会等の意見を聞きながら、診療体制を検
討し、地方公共団体と協力して体制整備を進めること。 

・ 関係機関と協力して、外国人が医療を適切に受けることができるよ
う、医療通訳の整備等を、引き続き、強化すること。 

・ レムデシビルやデキサメタゾンについて、必要な患者への供給の確
保を図るとともに、関係省庁・関係機関とも連携し、有効な治療薬等
の開発を加速すること。特に、他の治療で使用されている薬剤のうち、
効果が期待されるものについて、その効果を検証するための臨床研
究・治験等を速やかに実施すること。また、重症化マーカーを含めた
重症化リスクに関する臨床情報・検査や、重症患者等への治療方法に
ついて、現場での活用に向けた周知、普及等に努めること。 
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・ 法令に基づく健康診断及び予防接種については、適切な感染対策の
下で実施されるよう、実施時期や実施時間等に配慮すること。 

・ 政府及び都道府県等は、実費でＰＣＲ検査が行われる場合にも、医
療と結びついた検査が行われるよう、周知を行うとともに、精度管理
についても推進すること。 

⑨ 政府は、令和２年度第１次補正予算・第２次補正予算・第 3次補正予
算、予備費等も活用し、地方公共団体等に対する必要な支援を行うとと
もに、医療提供体制の更なる強化に向け、対策に万全を期す。 

 
（５）経済・雇用対策 

 現下の感染拡大の状況に応じ、その防止を最優先とし、予備費を活用す
るなど臨機応変に対応することとする。昨年春と夏の感染拡大の波を経験
する中、感染対策とバランスをとりつつ、地域の感染状況や医療提供体制
の確保状況等を踏まえながら、感染拡大の防止と社会経済活動の維持との
両立を図ってきた。具体的には、政府は、令和２年度第 1次補正予算を含
む「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月 20日閣議決
定）及び令和２年度第２次補正予算の各施策を、国・地方を挙げて迅速か
つ着実に実行することにより、感染拡大を防止するとともに、雇用の維持、
事業の継続、生活の下支えに万全を期してきた。今後、令和２年度第３次
補正予算を含む「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対
策」（令和２年 12月 8日閣議決定）や「新たな雇用・訓練パッケージ」（令
和３年２月 12日策定）、「非正規雇用労働者等に対する緊急支援策」（令和
３年３月 16 日新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊
急対策関係閣僚会議決定）、「新型コロナの影響を特に受けている飲食・宿
泊等の企業向けの金融支援等について」（令和３年３月 23日策定）を含む
各種の経済支援策、更には令和３年度当初予算を、国・地方を挙げて迅速
かつ着実に実行することにより、医療提供体制の確保やワクチンの接種体
制等の整備をはじめとする新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止
に全力を挙げ、感染症の厳しい影響に対し、雇用調整助成金や実質無利
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子・無担保融資等により雇用・事業・生活をしっかり守っていく。その
上で、成長分野への民間投資を大胆に呼び込みながら、生産性を高め、
賃金の継続的な上昇を促し、民需主導の成長軌道の実現につなげる。今
後も感染状況や経済・国民生活への影響を注意深く見極め、公平性の観
点や円滑な執行等が行われることにも配慮しつつ、引き続き、新型コロ
ナウイルス感染症対策予備費の適時適切な執行により、迅速・機動的に
対応する。 

 
（６）その他重要な留意事項 
１）偏見・差別等への対応、社会課題への対応等 
① 政府及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症へのり患は誰
にでも生じ得るものであり、感染者やその家族、勤務先等に対する差
別的な取扱いや誹謗中傷、名誉・信用を毀損する行為等は、人権侵害
に当たり得るのみならず、体調不良時の受診遅れや検査回避、保健所
の積極的疫学調査への協力拒否等につながり、結果として感染防止策
に支障を生じさせかねないことから、分科会の偏見・差別とプライバ
シーに関するワーキンググループが行った議論のとりまとめ（令和 2
年 11 月 6 日）や法第 13 条第２項の規定を踏まえ、感染者等の人権
が尊重され、何人も差別的な取扱い等を受けることのないよう、以下
のような取組を行う。 
・ 新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及に加え、政
府の統一的なホームページ（corona.go.jp）等を活用し、地方公共
団体や関係団体等の取組の横展開にも資するよう、偏見・差別等の
防止等に向けた啓発・教育に資する発信を強化すること。 

・ 感染者やその家族、勤務先等に対する偏見・差別等の実態の把握
に努めるとともに、偏見・差別等への相談体制を、研修の充実、NPO
を含めた関係機関の連携、政府による支援、SNS の活用等により
強化すること。 

・ 悪質な行為には法的責任が伴うことについて、政府の統一的なホ
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ームページ等を活用して、幅広く周知すること。 
・ 新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた行政による情報公
表の在り方に関して、改めて政府としての統一的な考え方を整理
すること。また、情報の公表に当たっては、個人情報の保護に留意
すること。 

・ クラスター発生等の有事対応中においては、感染症に関する正
しい知識に加えて、感染者等を温かく見守るべきこと等を発信す
ること。 

② 政府は、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者が偏
見・差別等による風評被害等を受けないよう、国民への普及啓発等必
要な取組を実施する。 

③ 政府は、海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受入れ支援や
いじめ防止等の必要な取組を実施する。 

④ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合において、国民の自
由と権利の制限を必要最小限のものとする。特に、罰則が設けられて
いる措置については、患者や関係者の人権に十分に配慮し、まずは当
該措置の趣旨や必要性を患者等に丁寧に説明し、理解・協力を得られ
るようにすることを基本とするとともに、罰則の適用は、慎重に行う
ものとする。また、女性の生活や雇用への影響が深刻なものとなって
いることに留意し、女性や障害者等に与える影響を十分配慮して実施
するものとする。 

⑤ 政府及び地方公共団体は、マスク、個人防護具、医薬品、医薬部外
品、食料品等に係る物価の高騰や買占め、売り惜しみを未然に回避し
又は沈静化するため、必要な措置を講じる。 

⑥ 政府は、地方公共団体と連携し、対策が長期化する中で生ずる様々
な社会課題に対応するため、適切な支援を行う。 
・ 長期間にわたる外出自粛等によるメンタルヘルスへの影響、配偶
者暴力、性犯罪・性暴力や児童虐待等。 

・ 情報公開と人権との協調への配慮。 
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・ 営業自粛等による倒産、失業、自殺等。 
・ 社会的に孤立しがちな一人暮らしの高齢者、休業中のひとり親家
庭等の生活。 

・ 外出自粛等の下で、高齢者等がフレイル状態等にならないよう、
コミュニティにおける支援を含め、健康維持・介護サービスの確保。 

⑦ 政府及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症により亡くな
られた方に対して尊厳をもってお別れ、火葬等が行われるよう、適切
な方法について、周知を行う。 

⑧ 政府は、ワクチン接種に便乗した詐欺被害等の防止のため注意喚起
や相談体制を強化する。 

２）物資・資材等の供給 
① 政府は、国民や地方公共団体の要望に応じ、マスク、個人防護具、
消毒薬、食料品等の増産や円滑な供給を関連事業者に要請する。また、
政府は、感染防止や医療提供体制の確保のため、マスク、個人防護具、
人工呼吸器等の必要な物資を政府の責任で確保する。例えば、マスク
等を政府で購入し、必要な医療機関や介護施設等に優先配布するとと
もに、感染拡大に備えた備蓄を強化する。 

② 政府は、マスクや消毒薬等の国民が必要とする物資が安定的に供給さ
れるよう、これらの物資の需給動向を注視するとともに、過剰な在庫を抱
えることのないよう消費者や事業者に冷静な対応を呼びかける。また、政
府は、繰り返し使用可能な布製マスクの普及を進める。 

③ 政府は、事態の長期化も念頭に、マスクや抗菌薬及び抗ウイルス薬の原
薬を含む医薬品、医療機器等の医療の維持に必要な資材の安定確保に努め
るとともに、国産化の検討を進める。 

３）関係機関との連携の推進 
① 政府は、地方公共団体を含む関係機関等との双方向の情報共有を強
化し、対策の方針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把握を
行う。 

② 政府は、対策の推進に当たっては、地方公共団体、経済団体等の関
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係者の意見を十分聴きながら進める。 
③ 地方公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含め全ての
部局が協力して対策に当たる。 

④ 政府は、国際的な連携を密にし、ＷＨＯや諸外国・地域の対応状況
等に関する情報収集に努める。また、日本で得られた知見を積極的に
ＷＨＯ等の関係機関や諸外国・地域と共有し、今後の対策に活かすと
ともに、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受ける国・地
域に対する国際社会全体としての対策に貢献する。 

⑤  政府は、基礎医学研究及び臨床医学研究、疫学研究を含む社会医学
研究等の研究体制に対する支援を通して、新型コロナウイルス感染症
への対策の推進を図る。 

⑥  都道府県等は、近隣の都道府県等が感染拡大防止に向けた様々な措
置や取組を行うに当たり、相互に連携するとともに、その要請に応じ、
必要な支援を行う。 

⑦  特定都道府県又は重点措置区域である都道府県等は、緊急事態措置
又はまん延防止等重点措置等を実施するに当たっては、あらかじめ政
府と協議し、迅速な情報共有を行う。政府対策本部長は、特定都道府
県又は重点措置区域である都道府県等が適切に緊急事態措置又はま
ん延防止等重点措置を講じることができるよう、専門家の意見を踏ま
えつつ、総合調整を行うとともに、特に必要があると認めるときは、
都道府県知事に対して、必要な指示を行うものとする。 

⑧ 緊急事態宣言の期間中に様々な措置を実施した際には、特定都道府
県知事及び指定行政機関の長は政府対策本部長に、特定市町村長及び
指定地方公共機関の長はその所在する特定都道府県知事に、指定公共
機関の長は所管の指定行政機関に、その旨及びその理由を報告する。
政府対策本部長は国会に、特定都道府県知事及び指定行政機関の長は
政府対策本部長に、報告を受けた事項を報告する。 

４）社会機能の維持 
① 政府、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、職員にお
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ける感染を防ぐよう万全を尽くすとともに、万が一職員において感染者又
は濃厚接触者が確認された場合にも、職務が遅滞なく行えるように対策を
あらかじめ講じる。特に、テレビ会議及びテレワークの積極的な実施に努
める。 

② 地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、電気、ガス、水
道、公共交通、通信、金融業等の維持を通して、国民生活及び国民経済へ
の影響が最小となるよう公益的事業を継続する。 

③ 政府は、指定公共機関の公益的事業の継続に支障が生じることがないよ
う、必要な支援を行う。 

④ 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民生
活及び国民経済安定のため、事業の継続を図る。 

⑤ 政府は、事業者のサービス提供水準に係る状況の把握に努め、必要
に応じ、国民への周知を図る。 

⑥ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブル等を防止するため、
必要に応じ、警戒警備を実施する。 

⑦ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、取締りを徹底
する。 

５）緊急事態宣言解除後の取組 
政府は、緊急事態宣言の解除を行った後も、都道府県等や基本的対処

方針分科会、分科会等との定期的な情報交換等を通じ、国内外の感染状
況の変化、施策の実施状況等を定期的に分析・評価・検証を行う。その
上で、最新の情報に基づいて適切に、国民や関係者へ情報発信を行うと
ともに、それまでの知見に基づき、より有効な対策を実施する。 

６）その他 
① 政府は、必要に応じ、他法令に基づく対応についても講じることと
する。 

② 今後の状況が、緊急事態宣言の要件等に該当するか否かについて
は、海外での感染者の発生状況とともに、感染経路の不明な患者や
クラスターの発生状況等の国内での感染拡大及び医療提供体制のひ
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っ迫の状況を踏まえて、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ
すおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針
分科会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断することとする。 

③ 政府は、基本的対処方針を変更し、又は、緊急事態を宣言、継続若
しくは終了するに当たっては、新たな科学的知見、感染状況、施策の
実行状況等を考慮した上で、基本的対処方針分科会の意見を十分踏ま
えた上で臨機応変に対応する。 
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(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 

 

 

 以下、事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただ

きつつ、事業の継続を求める。 

 

１．医療体制の維持 

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応も

あるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。 

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販

売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全

ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 

２．支援が必要な方々の保護の継続 

・高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者

（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係

者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で

必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。 

３．国民の安定的な生活の確保 

・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを

提供する関係事業者の事業継続を要請する。 

① インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・ＬＰガス、上下水道、通

信・データセンター等） 

② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・

ネット通販等） 

③ 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等） 

④ 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係（百貨店・スーパー、コンビ

ニ、ドラッグストア、ホームセンター等） 

⑤ 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等） 

⑥ 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等） 

⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等） 

⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等） 

⑩ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サ

ービス、自家用車等の整備等） 
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４．社会の安定の維持 

・社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間中にも、企業の活動を維

持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続

を要請する。 

① 金融サービス（銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決

済サービス等） 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、

航空・空港管理、郵便等） 

③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機、潜水艦等） 

④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス（ビルメンテナンス、セキュリティ

関係等） 

⑤ 安全安心に必要な社会基盤（河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処

理、個別法に基づく危険物管理等） 

⑥ 行政サービス等（警察、消防、その他行政サービス） 

⑦ 育児サービス（託児所等） 

 

５．その他 

・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの（高炉や半導体

工場等）、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの

（サプライチェーン上の重要物を含む。）を製造しているものについては、

感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の

業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。 
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 
 

令和２年３月 28 日（令和３年４月 23 日変更） 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 

 

政府は、新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題であると

の認識の下、国民の生命を守るため、これまで水際での対策、まん延防止、医

療の提供等について総力を挙げて講じてきた。国内において、感染経路の不明

な患者の増加している地域が散発的に発生し、一部の地域で感染拡大が見ら

れてきたため、令和２年３月 26 日、新型インフルエンザ等対策特別措置法

（平成 24 年法律第 31 号。以下「法」という。）附則第１条の２第１項及

び第２項の規定により読み替えて適用する法第 14 条に基づき、新型コロ

ナウイルス感染症のまん延のおそれが高いことが、厚生労働大臣から内閣

総理大臣に報告され、同日に、法第 15 条第１項に基づく政府対策本部が

設置された。 

国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会

機能を維持することが重要である。 

その上で、まずは、後述する「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人と

の距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な

感染対策を行うことをより一層推進し、さらに、積極的疫学調査等により

クラスター（患者間の関連が認められた集団。以下「クラスター」という。）の

発生を抑えることが、いわゆるオーバーシュートと呼ばれる爆発的な感染

拡大（以下「オーバーシュート」という。）の発生を防止し、感染者、重症

者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるためには重要である。 

また、必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて

実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが、上記の

封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重

要である。 
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 併せて、今後、国内で感染者数が急増した場合に備え、重症者等への対応

を中心とした医療提供体制等の必要な体制を整えるよう準備することも必

要である。 

既に国内で感染が見られる新型コロナウイルス感染症に関しては、 

・ 肺炎の発生頻度が、季節性インフルエンザにかかった場合に比して

相当程度高く、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそ

れがあること 

・  感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確

認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、全国的

かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ

すおそれがある状況であること 

が、総合的に判断されている。 

このようなことを踏まえて、令和 2 年４月７日に、新型コロナウイルス

感染症対策本部長（以下「政府対策本部長」という。）は法第 32 条第 1 項

に基づき、緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和

２年４月７日から令和２年５月６日までの 29 日間であり、緊急事態措置

を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」という。）は埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県とした。 

以後、4 月 16 日に、各都道府県における感染状況等を踏まえ、全都道府

県について緊急事態措置区域とし、5 月 4 日には、全都道府県において緊

急事態措置を実施すべき期間を令和 2 年 5 月 31 日まで延長することとし

た。その後、各都道府県における感染状況等を踏まえ、段階的に緊急事態

措置区域を縮小していった。 

5 月 25 日に、感染状況等を分析し、総合的に判断した結果、全ての都道

府県が緊急事態措置区域に該当しないこととなったため、政府対策本部長

は、法第 32 条第 5 項に基づき、緊急事態解除宣言を行った。 

その後、新規報告数は、10 月末以降増加傾向となり、11 月以降その傾

向が強まっていった。12 月には首都圏を中心に新規報告数は過去最多の状

況が継続し、医療提供体制がひっ迫している地域が見受けられた。 

269



こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況に

鑑み、令和３年１月７日、政府対策本部長は、法第 32 条第 1 項に基づき、

緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和３年１月８

日から令和３年２月７日までの 31 日間であり、緊急事態措置区域は東京

都、埼玉県、千葉県、神奈川県とした。 

令和３年１月 13 日には、法第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域

に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を加える

変更を行った。 

令和３年２月２日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、２月８日以降については、法第

32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の 10 都府県に

変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間

を令和３年３月７日まで延長することとした。 

政府は、新型コロナウイルス感染症に係る対策を強化するため、新型イ

ンフルエンザ等まん延防止等重点措置（以下「まん延防止等重点措置」と

いう。）の創設などを含む新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を

改正する法律案を国会に提出し、令和３年２月３日に成立した。これによ

り改正された法は令和３年２月 13 日に施行された。 

令和３年２月 26 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、３月１日以降については、法

第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都及び

神奈川県の４都県に変更することとした。 

令和３年３月５日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、法第 32 条第３項に基づき、引き

続き埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の４都県を緊急事態措置区域と

し、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年３月

21 日まで延長することとした。 

令和３年３月 18 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対
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する負荷の状況について分析・評価を行い、全ての都道府県が緊急事態措

置区域に該当しないこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間と

されている３月 21 日をもって緊急事態措置を終了した。 

緊急事態宣言の解除後は、「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感

染症への対応」（令和３年３月 18 日新型コロナウイルス感染症対策本部と

りまとめ。以下「緊急事態宣言解除後の対応」という。）を踏まえ、社会経

済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を

可能な限り抑制するための取組を進めていくこととした。 

令和３年４月１日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必要性

が高いこと等から、法第 31 条の４第１項に基づき、まん延防止等重点措

置を実施すべき期間を令和３年４月５日から令和３年５月５日までの 31

日間とし、まん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」

という。）を宮城県、大阪府及び兵庫県とする公示を行った。 

令和３年４月９日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、４月 12 日以降については、法第

31 条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に東京都、京都府及び沖縄県を加

える変更を行うとともに、東京都におけるまん延防止等重点措置を実施す

べき期間を令和３年４月12日から令和３年5月11日までの30日間とし、

京都府及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和

３年４月 12 日から令和３年 5 月 5 日までの 24 日間とする旨の公示を行

った。 

令和３年４月 16 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、４月 20 日以降については、法

第 31 条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に埼玉県、千葉県、神奈川県

及び愛知県を加える変更を行うとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び

愛知県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３年４月

20 日から令和３年５月 11 日までの 22 日間とする旨の公示を行った。 

新規報告数は令和３年３月上旬以降、大都市部を中心に増加が続き、重
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症者数も増加が見られた。また、影響が懸念される変異株の感染者の増加

がみられ、急速に従来株からの置き換わりが進みつつある。 

こうした状況を踏まえ、令和３年４月 23 日に、政府対策本部長は、法第

32 条第 1 項に基づき、緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき

期間は令和３年４月 25 日から令和３年５月 11 日までの 17 日間であり、

緊急事態措置区域は東京都、京都府、大阪府及び兵庫県とした。 

また、同じく令和３年４月 23 日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生

体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、法第 31 条の４第 3 項

に基づき、４月 25 日以降については、重点措置区域に愛媛県を加え、緊急

事態措置区域とされた東京都、京都府、大阪府及び兵庫県を重点措置区域

から除外する変更を行うとともに、宮城県においてまん延防止等重点措置

を実施すべき期間を「令和３年４月５日から令和３年５月５日まで」から

「令和３年４月５日から令和３年５月 11 日まで」、沖縄県においてまん延

防止等重点措置を実施すべき期間を「令和３年４月 12 日から令和３年５

月５日まで」から「令和３年４月 12 日から令和３年５月 11 日まで」と変

更し、愛媛県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３年

４月 25 日から令和３年５月 11 日までの 17 日間とする旨の公示を行った。 

 

本指針は、国民の生命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐる

状況を的確に把握し、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者

を含む国民が気持ちを一つにして、新型コロナウイルス感染症対策をさらに進め

ていくため、今後講じるべき対策を現時点で整理し、対策を実施するに当た

って準拠となるべき統一的指針を示すものである。 

 

一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 

 我が国においては、令和２年１月 15 日に最初の感染者が確認された後、

令和３年４月 21 日までに、合計 543,799 人の感染者、9,761 人の死亡者が

確認されている。 

令和２年４月から５月にかけての緊急事態宣言下において、東京都、大
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阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛

知県、京都府、兵庫県及び福岡県の 13 都道府県については、特に重点的に

感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要があったことから、本対処

方針において特定都道府県（緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県）

の中でも「特定警戒都道府県」と位置付けて対策を促してきた。 

また、これら特定警戒都道府県以外の県についても、都市部からの人の

移動等によりクラスターが都市部以外の地域でも発生し、感染拡大の傾向

が見られ、そのような地域においては、医療提供体制が十分に整っていな

い場合も多いことや、全都道府県が足並みをそろえた取組が行われる必要

があったことなどから、全ての都道府県について緊急事態措置区域として

感染拡大の防止に向けた対策を促してきた。 

その後、5 月 1 日及び 4 日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

（以下「専門家会議」という。）の見解を踏まえ、引き続き、それまでの枠

組みを維持し、全ての都道府県について緊急事態措置区域（特定警戒都道

府県は前記の 13 都道府県とする。）として感染拡大の防止に向けた取組を

進めてきた。 

その結果、全国的に新規報告数の減少が見られ、また、新型コロナウイ

ルス感染症に係る重症者数も減少傾向にあることが確認され、さらに、病

床等の確保も進み、医療提供体制のひっ迫の状況も改善されてきた。 

５月 14 日には、その時点における感染状況等の分析・評価を行い、総合

的に判断したところ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都

府、大阪府及び兵庫県の８都道府県については、引き続き特定警戒都道府

県として、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていくことと

なった。 

また、5 月 21 日には、同様に、分析・評価を行い、総合的に判断したと

ころ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の 5 都道県について

は、引き続き特定警戒都道府県として、特に重点的に感染拡大の防止に向

けた取組を進めていく必要があった。 

その後、5 月 25 日に改めて感染状況の変化等について分析・評価を行
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い、総合的に判断したところ、全ての都道府県が緊急事態措置区域に該当

しないこととなったため、同日、緊急事態解除宣言が発出された。 

 

緊急事態宣言解除後、主として７月から８月にかけて、特に大都市部の

歓楽街における接待を伴う飲食店を中心に感染が広がり、その後、周辺地

域、地方や家庭・職場などに伝播し、全国的な感染拡大につながっていっ

た。 

この感染拡大については、政府及び都道府県、保健所設置市、特別区（以

下「都道府県等」という。）が連携し、大都市の歓楽街の接待を伴う飲食店

等、エリア・業種等の対象を絞った上で、重点的な PCR 検査の実施や営業

時間短縮要請など、メリハリの効いた対策を講じることにより、新規報告

数は減少に転じた。 

また、8 月７日の新型コロナウイルス感染症対策分科会（以下「分科会」という。）

においては、今後想定される感染状況に応じたステージの分類を行うととも

に、ステージを判断するための指標（以下「ステージ判断の指標」という。）

及び各ステージにおいて講じるべき施策が提言された。その後、２度の緊急

事態宣言の経験を通じ、感染の早期探知のための指標及びステージ判断にお

ける、より的確な評価方法が明らかになってきたことを踏まえ、令和３年４

月 15 日の分科会提言において、感染の再拡大防止に向けて、感染の予兆を

早期に探知するため、ステージ判断の指標等の精緻化及び補強が行われた。 

この提言を踏まえ、今後、緊急事態宣言の発出及び解除（緊急事態措置区

域の追加及び除外を含む。）の判断に当たっては、以下を基本として判断する

こととする。その際、「ステージ判断の指標」は、提言において、あくまで目

安であり、これらの指標をもって機械的に判断するのではなく、政府や都道

府県はこれらの指標を総合的に判断すべきとされていることに留意する。ま

た、緊急事態措置区域を定めるに当たっては、都道府県間の社会経済的なつ

ながり等を考慮する。 

（緊急事態宣言発出の考え方） 

 国内での感染拡大及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、
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分科会提言におけるステージⅣ相当の対策が必要な地域の状況等）を踏まえ

て、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及

ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が新型インフルエンザ等

対策推進会議基本的対処方針分科会（以下「基本的対処方針分科会」という。）

の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 

（緊急事態宣言解除の考え方） 

国内での感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、緊

急事態措置区域が、分科会提言におけるステージⅢ相当の対策が必要な地域

になっているか等）を踏まえて、政府対策本部長が基本的対処方針分科会の

意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 

なお、緊急事態宣言の解除後の対策の緩和については段階的に行い、必要

な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで続ける。 

 

令和２年 8 月 28 日には政府対策本部において、「新型コロナウイルス感

染症に関する今後の取組」がとりまとめられ、重症化するリスクが高い高

齢者や基礎疾患がある者への感染防止を徹底するとともに、医療資源を重

症者に重点化すること、また、季節性インフルエンザの流行期に備え、検

査体制、医療提供体制を確保・拡充することとなった。 

 

夏以降、減少に転じた新規報告数は、10 月末以降増加傾向となり、11 月

以降その傾向が強まっていったことから、クラスター発生時の大規模・集

中的な検査の実施による感染の封じ込めや感染拡大時の保健所支援の広域

調整等、政府と都道府県等が密接に連携しながら、対策を講じていった。

また、10 月23 日の分科会においては、「感染リスクが高まる「５つの場面」」を回

避することや、「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」を周知することなどの

提言がなされた。12 月には首都圏を中心に新規報告数は過去最多の状況が継

続し、医療提供体制がひっ迫している地域が見受けられた。 

こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況に

鑑み、令和３年１月７日、政府対策本部長は、法第 32 条第 1 項に基づき、
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緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年１月８日から令和３年２月７日

までの 31 日間とし、緊急事態措置区域を東京都、埼玉県、千葉県、神奈川

県とする緊急事態宣言を行った。 

令和３年１月 13 日には、法第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域

に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を加える

変更を行った。 

令和３年２月２日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、２月８日以降については、法第

32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の 10 都府県に

変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間

を令和３年３月７日まで延長した。 

令和３年２月 26 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、３月１日以降については、法

第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都及び

神奈川県の４都県に変更することとした。 

令和３年３月５日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、法第 32 条第３項に基づき、引き

続き埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の４都県を緊急事態措置区域と

し、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年３月

21 日まで延長することとした。 

令和３年３月 18 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、全ての都道府県が緊急事態措

置区域に該当しないこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間と

されている３月 21 日をもって緊急事態措置を終了することとした。 

また、３月 18 日、政府対策本部において、「緊急事態宣言解除後の対応」

がとりまとめられ、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、

重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するための取組を進めていくこと

となった。 
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令和３年２月３日に成立した新型インフルエンザ等対策特別措置法等の

一部を改正する法律（令和３年法律第５号）の施行（以下「改正法の施行」

という。）を踏まえ、まん延防止等重点措置の実施及び終了の判断に当たっ

ては、以下を基本として判断する。その際、「ステージ判断の指標」は、分

科会提言において、あくまで目安であり、これらの指標をもって機械的に

判断するのではなく、政府や都道府県はこれらの指標を総合的に判断すべ

きとされていることに留意する。また、提言において示された「早期探知

のための指標」等も活用し、感染拡大の予兆を早期に探知し、まん延防止

等重点措置を含む様々な強い感染対策等を早期に講じるものとする。 

（まん延防止等重点措置の実施の考え方） 

都道府県の特定の区域において感染が拡大し、当該都道府県全域に感染

が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障

が生ずるおそれがあると認められる事態が発生していること（特に、分科

会提言におけるステージⅢ相当の対策が必要な地域の状況になっている等）

を踏まえ、政府対策本部長が基本的対処方針分科会の意見を十分踏まえた

上で総合的に判断する。 

また、都道府県がステージⅡ相当の対策が必要な地域においても、当該

都道府県の特定の区域において感染が急速に拡大し、都道府県全域に感染

が拡大するおそれがあると認められる場合や、都道府県がステージⅢ相当

の対策が必要な地域において、感染が減少傾向であっても、当該都道府県

の特定の区域において感染水準が高い又は感染が拡大しているなど、感染

の再拡大を防止する必要性が高い場合に、政府対策本部長が基本的対処方

針分科会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 

（まん延防止等重点措置の終了の考え方） 

都道府県の感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、

まん延防止等重点措置を実施している区域の感染状況が、都道府県全域に

感染を拡大させるおそれがない水準か等）を踏まえて、政府対策本部長が

基本的対処方針分科会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 
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令和３年４月１日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必要性

が高いこと等から、法第 31 条の４第１項に基づき、まん延防止等重点措

置を実施すべき期間を令和３年４月５日から令和３年５月５日までの 31

日間とし、重点措置区域を宮城県、大阪府及び兵庫県とする公示を行った。 

令和３年４月９日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、４月 12 日以降については、法第

31 条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に東京都、京都府及び沖縄県を加

える変更を行うとともに、東京都におけるまん延防止等重点措置を実施す

べき期間を令和３年４月12日から令和３年5月11日までの30日間とし、

京都府及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和

３年４月 12 日から令和３年 5 月 5 日までの 24 日間とする旨の公示を行

った。 

令和３年４月 16 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、４月 20 日以降については、法

第 31 条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に埼玉県、千葉県、神奈川県

及び愛知県を加える変更を行うとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び

愛知県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３年４月

20 日から令和３年５月 11 日までの 22 日間とする旨の公示を行った。 

その後、令和３年４月 23 日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制

に対する負荷の状況について分析・評価を行い、政府対策本部長は、法第

32 条第 1 項に基づき、緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき

期間は令和３年４月 25 日から令和３年５月 11 日までの 17 日間であり、

緊急事態措置区域は東京都、京都府、大阪府及び兵庫県とした。 

また、同じく令和３年４月 23 日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生

体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、法第 31 条の４第 3 項

に基づき、４月 25 日以降については、重点措置区域に愛媛県を加え、緊急

事態措置区域とされた東京都、京都府、大阪府及び兵庫県を重点措置区域
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から除外する変更を行うとともに、宮城県においてまん延防止等重点措置

を実施すべき期間を「令和３年４月５日から令和３年５月５日まで」から

「令和３年４月５日から令和３年５月 11 日まで」、沖縄県においてまん延

防止等重点措置を実施すべき期間を「令和３年４月 12 日から令和３年５

月５日まで」から「令和３年４月 12 日から令和３年５月 11 日まで」と変

更し、愛媛県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３年

４月 25 日から令和３年５月 11 日までの 17 日間とする旨の公示を行った。 

 

 新型コロナウイルス感染症については、以下のような特徴がある。 

 ・ 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人の

割合や死亡する人の割合は年齢によって異なり、高齢者は高く、若者

は低い傾向にある。令和２年 6 月から 8 月に診断された人における重

症化する割合や死亡する割合は 1 月から 4 月までと比べて低下してい

る。重症化する人の割合は約 1.6%（50 歳代以下で 0.3%、60 歳代以

上で 8.5%）、死亡する人の割合は、約 1.0%（50 歳代以下で 0.06%、

60 歳代以上で 5.7%）となっている。 

・ 重症化しやすいのは、高齢者と基礎疾患のある人で、重症化のリス

クとなる基礎疾患には、慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高

血圧、心血管疾患、肥満がある。 

・ 新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させる可能性があ

る期間は、発症の 2 日前から発症後７日から 10 日間程度とされてい

る。また、この期間のうち、発症の直前・直後で特にウイルス排出量

が高くなると考えられている。 

新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、他の人に感染さ

せているのは２割以下で、多くの人は他の人に感染させていないと考

えられている。 

・ 新型コロナウイルス感染症は、主に飛沫感染や接触感染によって感

染し、①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの

人が密集している）、③密接場面（互いに手を伸ばしたら手が届く距離
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での会話や発声が行われる）という３つの条件（以下「三つの密」と

いう。）の環境で感染リスクが高まる。このほか、飲酒を伴う懇親会等、

大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同

生活、居場所の切り替わりといった場面でも感染が起きやすく、注意

が必要である。 

・ 新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には、PCR 検査、

抗原定量検査、抗原定性検査等がある。新たな検査手法の開発により、

検査の種類や症状に応じて、鼻咽頭ぬぐい液だけでなく、唾液や鼻腔

ぬぐい液を使うことも可能になっている。なお、抗体検査は、過去に

新型コロナウイルス感染症にかかったことがあるかを調べるもので

あるため、検査を受ける時点で感染しているかを調べる目的に使うこ

とはできない。 

・ 新型コロナウイルス感染症の治療は、軽症の場合は経過観察のみで

自然に軽快することが多く、必要な場合に解熱薬などの対症療法を行

う。呼吸不全を伴う場合には、酸素投与やステロイド薬（炎症を抑え

る薬）・抗ウイルス薬の投与を行い、改善しない場合には人工呼吸器や

体外式膜型人工肺（Extracorporeal membrane oxygenation：ＥＣＭ

Ｏ）等による集中治療を行うことがある。 

・  現在、従来よりも感染しやすい可能性のある変異株やワクチンが効きにく

い可能性のある変異株が世界各地で報告されている。国立感染症研究所によ

ると、N501Y の変異がある変異株は、英国で確認された変異株(VOC-

202012/01) 、南アフリカで確認された変異株（501Y.V2）、ブラジルで確認さ

れた変異株（501Y.V3）、フィリピンで確認された変異株（P.3 系統）がある。

我が国でも、これら懸念される変異株（Variant of Concern：ＶＯＣ）の感染

者の割合が上昇しており、急速に従来株からの置き換わりが進みつつある。こ

の変異株については、従来株よりも感染しやすい可能性がある（英国で確認さ

れた変異株の実効再生産数の期待値は従来株の1.32 倍と推定）。また、英国や

南アフリカで確認された変異株については、重症化しやすい可能性も指摘さ

れている。また、E484K の変異がある変異株は、南アフリカで確認された変
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異株、ブラジルで確認された変異株、フィリピンで確認された変異株がある。

このE484K の変異がある変異株については、従来株より、免疫やワクチンの

効果を低下させる可能性が指摘されている。このほか、E484K 単独の変異が

ある変異株（R.1）が、関東・東北地方で増加している。このE484K 単独の変

異がある変異株については、注目すべき変異株（Variant of Interest：ＶＯＩ）

として、その疫学的特性を分析し、今後の拡大状況をゲノムサーベイランスで

引き続き注視する必要があるとされている。 

  国立感染症研究所によると、変異株であっても、個人の基本的な感染予防策

としては、従来と同様に、特に「感染リスクが高まる「５つの場面」」など「三

つの密」の回避、マスクの着用、手洗い等が有効であり、推奨されている。 

・ 日本国内におけるウイルスの遺伝子的な特徴を調べた研究によると、令和２

年１月から２月にかけて、中国武漢から日本国内に侵入した新型コロナウイ

ルスは３月末から４月中旬に封じ込められた一方で、その後、欧米経由で侵入

した新型コロナウイルスが日本国内に拡散したものと考えられている。7 月、

8 月の感染拡大は、検体全てが欧州系統から派生した２系統に集約されたもの

と考えられる。現時点では、国内感染は国内で広がったものが主流と考えられ

る 。 

・ また、ワクチンについては、令和３年前半までに全国民に提供できる

数量の確保を目指すこととしており、これまでモデルナ社、アストラゼ

ネカ社及びファイザー社のワクチンの供給を受けることについて契約

締結に至っている。ワクチンの接種を円滑に実施するため、予防接種法

（昭和 23 年法律第 68 号）の改正を行うとともに、分科会での議論経過

等を踏まえ、内閣官房及び厚生労働省において令和３年２月９日に「新

型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について」（以下「ワク

チン接種について」という。）をとりまとめた。その後、2 月 14 日には

ファイザー社のワクチンが薬事承認され、厚生科学審議会等を経て、２

月 17 日に医療従事者向けの先行接種を開始し、４月 12 日より高齢者へ

の接種を開始した。その他、アストラゼネカ社及びモデルナ社のワクチ

ンについて薬事承認申請がなされており、現在、安全性及び有効性の確
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認を最優先に、迅速審査を行っている。 

・ 新型コロナウイルス感染症による日本での経済的な影響を調べた研究

では、クレジットカードの支出額によれば、人との接触が多い業態や在

宅勤務（テレワーク）の実施が困難な業態は、令和２年３月以降、売り

上げがより大きく減少しており、影響を受けやすい業態であったことが

示されている。また、同年４～６月期の国内総生産（GDP）は実質で前

期比 8.3％減、年率換算で 29.3％減を記録した。 

 

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針 

 ① これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏ま

え、より効果的な感染防止策等を講じていく。 

② 緊急事態措置区域においては、感染拡大の主な起点となっている飲

食の場面に対する対策の更なる強化を図るとともに、変異株の感染者

が増加していること等を踏まえ、人と人との接触機会を減らすために、

人の流れを抑制するための強い措置を講じるなど、徹底した感染防止

策に取り組む。 

③ 重点措置区域においては、都道府県が定める期間、区域等において、

飲食を伴うものなど感染リスクが高く感染拡大の主な起点となってい

る場面等に効果的な対策を徹底する。 

④ その他の感染の再拡大が認められる地域では、政府と都道府県が密接

に連携しながら、重点的・集中的な PCR 検査や営業時間短縮要請等を

実施するとともに、まん延防止等重点措置を機動的に活用するなど、速

やかに効果的で強い感染対策等を講じる。 

⑤ 感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や「感染リスクが高ま

る「５つの場面」」を回避すること等を促すとともに、事業者及び関係

団体に対して、業種別ガイドライン等の実践と科学的知見等に基づく

進化を促していく。 

⑥ 的確な感染防止策及び経済・雇用対策により、感染拡大の防止と社会

経済活動の維持との両立を持続的に可能としていく。 
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⑦ 新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生を

できる限り減らすため、迅速なワクチンの接種を進める。 

⑧ 緊急事態措置区域、重点措置区域においては、医療提供体制等の確保

に全力をあげて取り組む。その他の地域も併せ、「相談・受診・検査」～

「療養先調整・移送」～「転退院・解除」まで、一連の患者対応が目詰

まりなく行われ、病床・宿泊療養施設が最大限活用されるよう留意しつ

つ、感染拡大時に確実に機能する医療提供体制を整備する。 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

（１）情報提供・共有 

① 政府は、地方公共団体と連携しつつ、以下の点について、国民の共感

が得られるようなメッセージを発出するとともに、状況の変化に即応

した情報提供や呼びかけを行い、行動変容に資する啓発を進めるととも

に、冷静な対応をお願いする。 

・ 発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供。 

・ 国民に分かりやすい疫学解析情報の提供。 

・ 医療提供体制及び検査体制に関する分かりやすい形での情報の

提供。 

・ 変異株についての正確で分かりやすい情報の提供。 

・ 「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、

「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の徹底

等、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着に向けた周知。 

・ 室内で「三つの密」を避けること。特に、日常生活及び職場において、人

混みや近距離での会話、多数の者が集まり室内において大きな声を出すこと

や歌うこと、呼気が激しくなるような運動を行うことを避けるように強く促

すこと。 

・ 令和２年10 月23 日の分科会で示された、「感染リスクが高まる「５つの

場面」」（飲酒を伴う懇親会やマスクなしでの会話など）や、「感染リスクを

下げながら会食を楽しむ工夫」（なるべく普段一緒にいる人と少人数、席の
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配置は斜め向かい、会話の時はマスク着用等）の周知。 

・ 不織布マスク等の感染予防策の効果や隙間が出来ないような着用方法の

周知。 

・ 大型連休等、人の移動が活発化する時期に際して、感染が拡大している地

域との往来に関する自粛の要請を含め、感染状況に応じて、必要な注意喚起

や呼びかけを行うこと。 

・ 業種別ガイドライン等の実践。特に、飲食店等について、業種別ガイドラ

インを遵守している飲食店等を利用するよう、促すこと。 

・ 風邪症状等体調不良がみられる場合の休暇取得、学校の欠席、外

出自粛等の呼びかけ。 

・ 感染リスクを下げるため、医療機関を受診する時は、あらかじめ

厚生労働省が定める方法による必要があることの周知。 

・ 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の考え方を分かり

やすく周知すること。 

・ 感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対

策に携わった方々に対する誤解や偏見に基づく差別を行わないことの呼び

かけ。 

・ 従業員及び学生の健康管理や感染対策の徹底についての周知。 

・ 国民の落ち着いた対応（不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいだ移

動の自粛等や商店への殺到の回避及び買い占めの防止）の呼びかけ。   

   ・ 接触確認アプリ（COVID-19 Contact-Confirming Application：ＣＯＣＯＡ）

のインストールを呼びかけるとともに、陽性者との接触があった旨の通知が

あった場合における適切な機関への受診の相談や陽性者と診断された場合

における登録の必要性についての周知。併せて、地域独自のＱＲコード等に

よる追跡システムの利用の呼びかけ。 

② 政府は、広報担当官を中心に、官邸のウェブサイトにおいて厚生労働省

等関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的に連携

させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）等の媒体も

積極的に活用することで、迅速かつ積極的に国民等への情報発信を行う。 
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③ 政府は、民間企業等とも協力して、情報が必ずしも届いていない層に十

分な情報が行き届くよう、丁寧な情報発信を行う。 

④ 厚生労働省は、感染症やクラスターの発生状況について迅速に情報を公

開する。 

⑤ 外務省は、全世界で感染が拡大していることを踏まえ、各国に滞在す

る邦人等への適切な情報提供、支援を行う。 

⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張又は長期の

海外滞在のある事業所、留学や旅行機会の多い大学等においても、帰国

者への適切な情報提供を行い、渡航の是非の判断・確認や、帰国者に対

する 14 日間の外出自粛の要請等の必要な対策を講じるよう周知を図る。 

⑦ 政府は、国民、在留外国人、外国人旅行者及び外国政府に対し、帰国

時・入国時の手続や目的地までの交通手段の確保等について適切か

つ迅速な情報提供を行い、国内でのまん延防止と風評対策につなげる。

また、政府は、日本の感染対策や感染状況の十分な理解を醸成するよう、

諸外国に対して情報発信に努める。 

⑧ 地方公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な手段により住

民に対して地域の感染状況に応じたメッセージや注意喚起を行う。 

⑨ 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査によ

り得られた情報を分析し、今後の対策に資する知見をまとめて、国民に還

元するよう努める。 

⑩ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が行政文書の管理

に関するガイドライン（平成 23 年４月１日内閣総理大臣決定）に基づく

「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を行う。地方公共団

体も、これに準じた対応に努める。 
 

（２）サーベイランス・情報収集 

① 感染の広がりを把握するために必要な検査を実施し、感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。

以下「感染症法」という。）第 12 条に基づく医師の届出等によりその実

態を把握する。 
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② 厚生労働省及び都道府県等は、感染が拡大する傾向が見られる場合は

それを迅速に察知して的確に対応できるよう、戦略的サーベイランス体

制を整えておく必要がある。また、感染拡大の防止と社会経済活動の維

持との両立を進めるためにも感染状況を的確に把握できる体制をもつこ

とが重要であるとの認識の下、地方衛生研究所や民間の検査機関等の関係

機関における検査体制の一層の強化、地域の関係団体と連携した地域外

来・検査センターの設置等を迅速に進めるとともに、新しい検査技術につい

ても医療現場に迅速に導入する。都道府県は、医療機関等の関係機関によ

り構成される会議体を設けること等により、民間の検査機関等の活用促進

を含め、ＰＣＲ検査等の実施体制の把握・調整等を図る。さらに、厚生労働

省は、ＰＣＲ検査及び抗原検査の役割分担について検討・評価を行う。また、

これらを踏まえ、検査が必要な者に、より迅速・円滑に検査を行い、感染が

拡大している地域においては、医療・介護従事者、入院・入所者等関係者に

対し、ＰＣＲ検査等による幅広い検査の実施に向けて取組を進めるとともに、

院内・施設内感染対策の強化を図る。令和３年２月８日時点で緊急事態措置

区域であった 10 都府県に対し、感染多数地域における高齢者施設の従事者

等の検査の集中的実施計画に基づく検査を、３月中までを目途に着実に実施

するよう求めるとともに、さらに、これらの都府県の歓楽街のある大都市は

もとより、その他の地方公共団体も地域の感染状況に応じ、４月から６月に

かけて、新たな集中的実施計画に基づく検査を定期的に実施するよう求める。

また、政府は、緊急事態措置区域であった都道府県等と連携しつつ、再度の

感染拡大の予兆や感染源を早期に探知するため、幅広い PCR 検査等（モ

ニタリング検査）やデータ分析を実施する。政府と都道府県等で協働して

今後の感染拡大局面も見据えた準備を進めるため、厚生労働省は、財政的な

支援をはじめ必要な支援を行い、都道府県等は、相談・検体採取・検査の一

連のプロセスを通じた対策を実施する。また、社会経済活動の中で希望によ

り受ける民間検査については、感染症法第 16 条の２に基づき、民間検査機

関に精度管理や提携医療機関の決定等の協力を求めることなどにより環境

整備を進めていく。 
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③ 厚生労働省は、感染症法第 12 条に基づく医師の届出とは別に、市中での

感染状況を含め国内の流行状況等を把握するため、抗体保有状況に関する調

査など有効なサーベイランスを実施する。また、いわゆる超過死亡について

は、新型コロナウイルス感染症における超過死亡を推計し、適切に把握する。 

④ 厚生労働省は、医療機関や保健所の事務負担の軽減を図りつつ、患者等

に関する情報を関係者で迅速に共有するための情報把握・管理支援シス

テム（Health Center Real-time Information-sharing System on COVID-

19：ＨＥＲ－ＳＹＳ）を活用し、都道府県別の陽性者数等の統計データ

の収集・分析を行うとともに、その結果を適宜公表し、より効果的・効

率的な対策に活用していく。 

⑤ 政府は、医療機関の空床状況や人工呼吸器・ＥＣＭＯの保有・稼働状況等

を迅速に把握する医療機関等情報支援システム（Gathering Medical 

Information System：Ｇ－ＭＩＳ）を構築・運営し、医療提供状況やＰＣＲ

検査等の実施状況等を一元的かつ即座に把握するとともに、都道府県等にも

提供し、迅速な患者の受入調整等にも活用する。 

⑥ 文部科学省及び厚生労働省は、学校等での集団発生の把握の強化を図る。 

⑦ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関するいわゆる後遺症につい

て、諸外国で報告もあることも踏まえ、調査・研究を進める。 

⑧ 政府及び都道府県等は、変異株スクリーニング検査での抽出を早期に 40％

程度まで引き上げ、全国的な監視体制を強化する。また、厚生労働省及び文部

科学省は、国立感染症研究所・都道府県等・民間検査機関や大学等間の連携を

一層促進し、変異株PCR 検査やゲノム解析を強化する。さらに、都道府県等

は変異株事例が発生した場合には、積極的疫学調査の強化や幅広い関係者へ

の検査を徹底する。これらの取組により、クラスターの迅速な封じ込めを図る

とともに、社会全体での変異株の感染拡大の防止を図る。 

⑨ 都道府県等は、感染症法第 12 条及び第 15 条に基づき、地方公共団体間で

の迅速な情報共有を行うとともに、都道府県は、分科会提言で示された「早

期探知のための指標」等も参考に、県下の感染状況について、リスク評価

を行う。 
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⑩ 遺伝子配列を分析するにあたり、公衆衛生対策を進めていく上で必要な情

報を、国立感染症研究所において収集を行う。 

 

（３）まん延防止 

１）外出の自粛（後述する「４）職場への出勤等」を除く） 

特定都道府県は、法第 45 条第 1 項に基づき、日中も含めた不要不急

の外出・移動の自粛について協力の要請を行うものとする。特に、20 時

以降の不要不急の外出自粛、混雑している場所や時間を避けて行動する

こと、及び感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時

間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えることについ

て、住民に徹底する。また、変異株の感染者が増加していることを踏ま

え、他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間

の移動は、極力控えるように促す。 

医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場

への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なも

のについては外出の自粛要請の対象外とする。 

また、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」

「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底す

るとともに、あらゆる機会を捉えて、令和２年４月 22 日の専門家会議で示

された「10 のポイント」、５月４日の専門家会議で示された「新しい生活

様式の実践例」、10 月 23 日の分科会で示された、「感染リスクが高まる「５

つの場面」」等を活用して住民に周知を行うものとする。 

また、特定都道府県は、人の流れを抑制する観点から、地下鉄、バス等

の交通事業者に対して、平日の終電の繰上げ、週末休日における減便等や、

主要ターミナルにおける検温の実施等、必要な協力の依頼等を行うものと

する。また、事業者に対して、屋外照明（防犯対策上、必要なもの等を除

く）の夜間消灯等、必要な協力の依頼等を行うものとする。 

２）催物（イベント等）の開催制限 

特定都道府県は、当該地域で開催される催物（イベント等）について、
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主催者等に対して、法第 24 条第９項に基づき、別途通知する取扱いを

踏まえ、社会生活の維持に必要なものを除き、原則として無観客で開催

するよう要請を行うものとする。 

３）施設の使用制限等（前述の「２）催物（イベント等）の開催制限」、後

述する「７）学校等の取扱い」を除く） 

① 特定都道府県は、法第 45 条第２項等に基づき、感染リスクが高い

と指摘されている飲食の場を避ける観点から、酒類又はカラオケ設備

を提供する飲食店等（飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含む。

酒類及びカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く。）に対して休

業要請を行うとともに、上記以外の飲食店（宅配・テイクアウトを除

く。）に対して、営業時間の短縮（20 時までとする。）の要請を行うも

のとする。その際、改正法の施行により、命令、過料の規定が設けら

れたことを踏まえ、その手続に関しては、別途通知する手続に沿って

行うことに留意する。 

  特定都道府県は、人の流れを抑制する観点から、法第 24 条第９項

に基づき、別途通知するところにより、飲食店以外の新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法施行令（平成 25 年政令第 122 号。以下「令」

という。）第 11 条第１項各号に規定する施設のうち、多数の者が利用

する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設

（生活必需物資の小売関係等を除く。）に対して、休業要請を行うもの

とする。 

また、特定都道府県は、前述「２）催物（イベント等）の開催制限」

の取扱いを踏まえ、法第 24 条第９項に基づき、別途通知する施設の

管理者に対して、社会生活の維持に必要なものを除き、原則として無

観客で開催するよう要請を行うものとする。 

  以上の他、特定都道府県は、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県

知事の判断により、施設の使用制限等を含めて、施設管理者等に対し

て必要な協力を要請するものとする。要請を行う場合は、あらかじめ

政府と迅速に情報共有を行う。 
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  特定都道府県は、法第 24 条第９項に基づき、事業者に対して、業

種別ガイドラインを遵守するよう要請を行うものとする。 

また、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法

第 45 条第２項に基づき、「入場をする者の整理等」「入場をする者に

対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の

禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（飛沫を遮

ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等）」等、

令第 12 条に規定される各措置について飲食店等に対して要請を行う

ものとする。 

以上の要請に当たっては、関係機関とも連携し、休業要請及び営業

時間の短縮等を徹底するための対策・体制の強化を行い、原則として

全ての施設に対して実地に働きかけを行う。その際、併せて、事業者

に対して、業種別ガイドラインの遵守を働きかける。また、路上・公

園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動に対して必要

な注意喚起等を行う。 

特定都道府県は、公立の施設等について、措置期間における閉館や

閉園等を検討するものとする。 

 ② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、

休業要請又は営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府県

を支援する。 

③ 事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種別ガイ

ドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進める。

その際、政府は、専門家の知見を踏まえ、関係団体等に必要な情報提

供や助言等を行う。 

４）職場への出勤等 

 ① 政府及び特定都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう

働きかけを行うものとする。 

・ 職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テ

レワーク）活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の
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７割削減を目指すこと。 

・ 20 時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業

の継続に必要な場合を除き、20 時以降の勤務を抑制すること。 

・ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を

低減する取組を強力に推進すること。 

・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗いや手指消毒、咳エ

チケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る

箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張によ

る従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等）や「三つの密」

や「感染リスクが高まる「５つの場面」」等を避ける行動を徹底するよ

う促すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、

喫煙室等）に注意するよう周知すること。さらに、職場や店舗等に関

して、業種別ガイドライン等を実践するよう働きかけること。 

・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行

う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」

を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じつつ、事

業の特性を踏まえ、業務を継続すること。 

② 政府及び地方公共団体は、在宅勤務（テレワーク）、ローテーション勤

務、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を自ら進める

とともに、事業者に対して必要な支援等を行う。 

③ 政府は、上記①に示された感染防止のための取組等を働きかけるため、

特に留意すべき事項を提示し、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認

するよう促す。また、遵守している事業者に、対策実施を宣言させるな

ど、感染防止のための取組が勧奨されるよう促す。 

 ５）高齢者施設等従業者の検査等 

特定都道府県等は、感染多数地域の高齢者施設等の従業者等に対する検

査の頻回実施や、面会に関する感染防止策の徹底（オンライン面会の活用

等）、高齢者施設等や医療機関で感染が発生した場合における保健所による

感染管理体制の評価や支援チームの派遣、検査の実施等による感染制御・
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業務継続支援の徹底を行うとともに、政府が行う、検査前確率が比較的高

いと考えられる場所（例えば、密になりやすい、又は、多くの人が出入り

し接触するような事務所・作業所、寮、大学等）等に対するモニタリング

検査拡充への積極的な協力や、区域内の歓楽街等で陽性者が出た場合の重

点的検査の実施を行うものとする。 

 ６）緊急事態宣言下における医療提供体制の確保等 

特定都道府県等は、政府による医療人材の応援派遣の支援や、感染急拡

大時の時限的緊急避難としての不急の一般医療の制限も含めた、新型コロ

ナウイルス感染症対応に必要な病床・宿泊療養施設を速やかに確保するこ

と。また、健康観察業務の業務委託等により、宿泊療養者・自宅療養者に

対する健康管理体制を確保するものとする。 

７）学校等の取扱い 

 ① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業を求

めるのではなく、地域の感染状況に応じた感染防止策の徹底を要請す

る。幼稚園、小学校、中学校、高等学校等については、子供の健やか

な学びの保障や心身への影響の観点から、「学校における新型コロナ

ウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要

請する。また、大学等については、感染防止と面接授業・遠隔授業の

効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適切に対応する

ことを要請する（緊急事態措置区域においては、大学等の感染対策の

徹底とともに、遠隔授業も活用した学修者本位の授業の効果的な実施

による学生等の学修機会の確保を図る）。部活動、課外活動、学生寮に

おける感染防止策、懇親会や飲み会などについては、学生等への注意

喚起の徹底（緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、部活動

や課外活動における感染リスクの高い活動の制限又は自粛）を要請す

る。都道府県は、学校設置者に対し、保健管理等の感染症対策につい

て指導するとともに、地域の感染状況や学校関係者の感染者情報につ

いて速やかに情報共有を行うものとする。 

 ② 厚生労働省は、保育所や放課後児童クラブ等について、感染防止策
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の徹底を行いつつ、原則開所することを要請する。 

８）重点措置区域における取組等 

① 重点措置区域である都道府県においては、「緊急事態宣言解除後の

対応」を踏まえるとともに、まん延防止等重点措置が、地域の感染状

況に応じて、期間・区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる仕

組みであり、発生の動向等を踏まえた集中的な対策により、地域的に

感染を抑え込み、都道府県全域への感染拡大、更には全国的かつ急速

なまん延を防ぐ趣旨で創設されたものであることを踏まえ、感染リス

クが高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹

底するため、後述９）に掲げる基本的な感染防止策等に加え、以下の

取組を行うものとする。 

また、都道府県知事は、区域を指定するに当たって市町村単位や一

定の区画を原則とするなど、区域、期間及び業態を定めるに当たって

は、効果的な対策となるよう留意する。 

・ 感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、

都道府県知事が定める期間及び区域において、法第 31 条の６第１

項等に基づき、飲食店（宅配・テイクアウトを除く。）に対する営業

時間の短縮（20 時までとする。）の要請を行うこと。また、地域の

感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第 31 条の６

第１項に基づき、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間におい

て、酒類の提供を行わないよう要請すること。なお、改正法の施行

により、命令、過料の規定が設けられたことを踏まえ、その手続に

関しては、別途通知する手続に沿って行うこと。 

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、上記の

重点措置を講じるべき区域（以下「措置区域」という。）以外の地域

において、法第 24 条第９項に基づき、飲食店等に対する営業時間

の短縮の要請を行うこと。 

・ いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、

法第 31 条の６第１項に基づき、飲食を主として業としている店舗
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において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利

用自粛を要請すること。 

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第  

31 条の６第１項に基づき、「入場をする者の整理等」「入場をする

者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の

入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（飛

沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保

等）」等、令第５条の５に規定される各措置について飲食店等に対

して要請を行うこと。 

・  不要不急の外出自粛を徹底すること及び施設に人が集まり、飲

食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、別途通

知する飲食店等以外の令第 11 条第１項に規定する施設（特に、大

規模な集客施設）についても、営業時間の短縮や入場整理等につい

て同様の働きかけを行うこと。特に、緊急事態措置の実施期間にお

いては、施設内外に混雑が生じることがないよう、入場整理を徹底

するよう働きかけを行うこと。 

・ 法第 24 条第９項に基づき、業種別ガイドラインを遵守するよう

要請を行うこと。その際、ガイドラインを遵守していない飲食店等

については、個別に要請を行うことを検討すること。 

・ 上記の各要請に当たっては、関係機関とも連携し、営業時間の短

縮等や業種別ガイドラインの遵守を徹底するための対策・体制の強

化を行い、原則として措置区域内の全ての飲食店等に対して実地に

働きかけを行うこと。特に、緊急事態措置区域からの利用者の流入

が懸念される区域について、重点的に実施すること。また、路上・

公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動に対して

必要な注意喚起等を行うこと。 

・ 法第 31 条の６第２項に基づき、上記により営業時間の変更を要

請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう、住民に対し

て要請等を行うこと。併せて、法第 24 条第９項に基づき、日中も
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含めた不要不急の外出・移動の自粛、混雑している場所や時間を避

けて行動すること、及び感染対策が徹底されていない飲食店等や営

業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を自粛すること

等について、住民に対して協力の要請を行うこと。その際、変異株

の感染者が増加していることを踏まえ、感染拡大を防止する観点か

ら、不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来

は、厳に控えるように促すこと。 

・ 交通事業者に対して、緊急事態措置の実施期間において、平日の

終電の繰上げ、週末休日における減便等や、主要ターミナルにおけ

る検温の実施等、必要な協力の依頼等を行うこと。 

・ 都道府県知事が定める期間及び区域で行われる催物（イベント等）

について、主催者等に対して、法第 24 条第９項等に基づき、別途

通知する目安を踏まえた規模要件等（人数上限・収容率、飲食を伴

わないこと等）を設定し、その要件に沿った開催の要請等を行うこ

と。 

・ 事業者に対して、職場への出勤等について、「出勤者数の 7 割削

減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワ

ーク）や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に

徹底するよう働きかけること。特に、緊急事態措置の実施期間にお

いては、緊急事態措置区域等への出勤について、在宅勤務（テレワ

ーク）の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に努めるよ

う働きかけること。 

・ 措置区域内における、高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻

回実施や、高齢者施設等や医療機関で感染が発生した場合における

保健所による感染管理体制の評価や支援チームの派遣、検査の実施

等による感染制御・業務継続支援の徹底を行うとともに、政府が行

う、検査前確率が比較的高いと考えられる場所（例えば、密になり

やすい、又は、多くの人が出入りし接触するような事務所・作業所、

寮、大学等）等に対するモニタリング検査拡充への積極的な協力や、
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措置区域内の歓楽街等で陽性者が出た場合の重点的検査の実施を

行うこと。 

・ 病床・宿泊療養施設確保計画に沿って、すぐに患者を受け入れら

れる病床・居室を計画上の最大数に速やかに移行するとともに、感

染者急増時の緊急的患者対応への切り替えに向けた準備（医療提供

体制への負荷が高まった場合の入院基準の明確化、パルスオキシメ

ーターの活用や健康観察業務の外部委託等による自宅療養におけ

る健康観察体制の確保等）を行うこと。 

  ② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、

飲食店に対して営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府

県を支援する。 

 ③ 重点措置区域である都道府県は、①の取組を行うに当たっては、あ

らかじめ政府と迅速に情報共有を行う。 

９）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県における取組等 

① 都道府県は、「緊急事態宣言解除後の対応」を踏まえるとともに、

住民や事業者に対して、以下の取組を行うものとする。その際、感染

拡大の防止と社会経済活動の維持との両立を持続的に可能としてい

くため、「新しい生活様式」の社会経済全体への定着を図るとともに、

地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、必要

に応じて、後述③等のとおり、外出の自粛、催物（イベント等）の開

催制限、施設の使用制限等の要請等を機動的に行うものとする。 

（外出の自粛等） 

・ 「三つの密」、「感染リスクが高まる「５つの場面」」等の回避や、

「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」

をはじめとした基本的な感染対策の徹底等、感染拡大を防止する

「新しい生活様式」の定着が図られるよう、あらゆる機会を捉えて、

令和２年４月 22 日の専門家会議で示された「10 のポイント」、５

月４日の専門家会議で示された「新しい生活様式の実践例」、10 月

23 日の分科会で示された「感染リスクが高まる「５つの場面」」等
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について住民や事業者に周知を行うこと。 

・ 帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を

含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に大人数の会食を

控える等注意を促すこと。また、変異株による感染が増加しているこ

とを踏まえ、感染が拡大している地域への不要不急の移動は、極力控

えるように促すこと。 

感染が拡大している地域において、こうした対応が難しいと判断さ

れる場合は、帰省や旅行について慎重な検討を促すこと。特に発熱等

の症状がある場合は、帰省や旅行を控えるよう促すこと。 

・ 業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促すこと。 

・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、

政府と連携して、外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協

力の要請等を行うこと。 

（催物（イベント等）の開催） 

・ 催物等の開催については、「新しい生活様式」や業種別ガイドライン

等に基づく適切な感染防止策が講じられることを前提に、地域の感染

状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、必要な規模要件

（人数上限や収容率）の目安を示すこと。その際、事業者及び関係団

体において、エビデンスに基づきガイドラインが進化、改訂された場

合は、それに基づき適切に要件を見直すこと。 

また、催物等の態様（屋内であるか、屋外であるか、また、全国的な

ものであるか、地域的なものであるかなど）や種別（コンサート、展

示会、スポーツの試合や大会、お祭りなどの行事等）に応じて、開催

の要件や主催者において講じるべき感染防止策を検討し、主催者に周

知すること。 

催物等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発

生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物

の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による

行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、主催者に対して
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強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握して

おくことや、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）等の活用等について、

主催者に周知すること。 

・ 感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの発生があった場合、 

政府と連携して、人数制限の強化、催物等の無観客化、中止又は延期

等を含めて、速やかに主催者に対して必要な協力の要請等を行うこと。 

   （職場への出勤等） 

・ 事業者に対して、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤

等、人との接触を低減する取組を働きかけること。 

・ 事業者に対して、職場における、感染防止のための取組（手洗い

や手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励

行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出

勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用

等）や「三つの密」や「感染リスクが高まる「５つの場面」」等を避け

る行動を徹底するよう促すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」

（休憩室、更衣室、喫煙室等）に注意するよう周知すること。さら

に、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践するよう働

きかけること。その際には、特に留意すべき事項の確認を促し、遵守

している事業者には対策実施を宣言させる等、感染防止のための取組

を強く勧奨すること。 

（施設の使用制限等） 

・ これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」

のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、施設管理者等

に対して必要な協力を依頼すること。 

・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、

政府と連携して、施設の使用制限等を含めて、速やかに施設管理者

等に対して必要な協力の要請等を行うこと。 

②  都道府県は、感染の状況等を継続的に監視し、その変化が認めら

れた場合、住民に適切に情報提供を行い、感染拡大への警戒を呼びか
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けるものとする。 

③ 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感

染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、

把握・分析を行い、８月７日の分科会の提言で示された指標を目安と

しつつ総合的に判断し、同提言に示された各ステージにおいて「講ず

べき施策」や累次の分科会提言（12 月 11 日「今後の感染の状況を踏

まえた対応についての分科会から政府への提言」等）等を踏まえ、地

域の実情に応じて、迅速かつ適切に法第 24 条第 9 項に基づく措置等

を講じるものとする。特に、ステージⅢ相当の対策が必要な地域等に

あっては、速やかにステージⅡ相当の対策が必要な地域へ移行するよ

う、取り組むものとする。 

④ 都道府県は、①③の取組を行うに当たっては、あらかじめ政府と迅

速に情報共有を行う。 

⑤ 政府は、関係団体や地方公共団体に対して、飲食店に係る業種別ガ

イドラインの遵守徹底のための見回り調査、遵守状況に関する情報の

表示や第三者認証による認証制度の普及を促すとともに、関係団体等

と連携しつつ、クラスターが発生している分野等（飲食・職場など）

を対象とした業種別ガイドラインについて、見直し・強化を図り、徹

底する。 

⑥ 都道府県は、飲食店の見回りを進めるとともに、第三者認証による

認証制度へのインセンティブ措置の付与により、同制度の確実な運用

を図る。 

10）予防接種 

   政府、都道府県及び市町村は、以下のように新型コロナウイルス感染

症に係るワクチン接種を行うものとする。 

① 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種目的は、新型コロ

ナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限

り減らすことであること。 

② 関係機関と連携し、迅速にワクチンの開発等を進めるとともに、承
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認申請された際には審査を行った上で、安全性及び有効性を確認し、

できるだけ早期の実用化、国民への供給を目指すこと。 

③ 予防接種については、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律

（令和２年法律第 75 号）による改正後の予防接種法に基づく臨時接

種の特例として、厚生労働大臣の指示のもと、都道府県の協力により

市町村において実施すること。 

④ 予防接種の実施体制や接種順位等については、令和３年２月９日の

「ワクチン接種について」を踏まえ接種を円滑かつ効率的に実施する

観点に立って行うこと。 

⑤ 予防接種により健康被害が生じた場合の救済措置や副反応疑い報

告等については、予防接種法の現行の規定を適用し適切に実施するこ

と。 

⑥ 予防接種は最終的には個人の判断で接種されるものであることか

ら、予防接種に当たっては、リスクとベネフィットを総合的に勘案し

接種の判断ができる情報を提供することが必要であること。 

その上で、政府は、国民に対して、ワクチンの安全性及び有効性に

ついての情報を提供するなど、的確で丁寧なコミュニケーション等を

進め、幅広く予防接種への理解を得るとともに、国民が自らの意思で

接種の判断を行うことができるよう取り組むこと。 

11）水際対策 

① 政府は、水際対策について、変異株を含め、国内への感染者の流入

及び国内での感染拡大を防止する観点から、入国制限、渡航中止勧告、

帰国者の検査・健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措置等を、

引き続き、実施する。特に、変異株については、当該国の変異株の流

行状況、日本への流入状況などのリスク評価に基づき、検疫の強化等

について検討する。なお、厚生労働省は、関係省庁と連携し、健康観

察について、保健所の業務負担の軽減や体制強化等を支援する。 

② 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発生の状況を踏まえて、必

要に応じ、国土交通省は、航空機の到着空港の限定の要請、港湾の利
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用調整や水際・防災対策連絡会議等を活用した対応力の強化等を行う

とともに、厚生労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。 

③ 厚生労働省は、停留に利用する施設が不足する場合には、法第 29

条の適用も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、停

留に利用可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を行うことで停留

施設の確保に努める。 

12）クラスター対策の強化 

① 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査

により、個々の濃厚接触者を把握し、健康観察、外出自粛の要請等を

行うとともに、感染拡大の規模を適確に把握し、適切な感染対策を行

う。その際、より効果的な感染拡大防止につなげるため、積極的疫学

調査を実施する際に優先度も考慮する。積極的疫学調査に対して正当

な理由がなく協力しない場合の命令、この命令に正当な理由がなく応

じない場合の罰則の適用については、対象者の人権に十分に配慮し、

慎重に運用すること。 

② 政府は、関係機関と協力して、クラスター対策に当たる専門家の確

保及び育成を行う。 

③ 厚生労働省及び都道府県等は、関係機関と協力して、特に、感染拡

大の兆候が見られた場合には、専門家やその他人員を確保し、その地

域への派遣を行う。 

  なお、感染拡大が顕著な地域において、保健所における積極的疫学

調査に係る人員体制が不足するなどの問題が生じた場合には、都道府

県は関係学会・団体等の専門人材派遣の仕組みである IHEAT

（Infectious disease Health Emergency Assistance Team）の活用

や、厚生労働省と調整し、他の都道府県からの応援派遣職員の活用等

の人材・体制確保のための対策を行う。感染拡大に伴う優先度を踏ま

えた積極的疫学調査については、感染状況の改善に伴い改めて対応を

強化する。その際には、ＩＨＥＡＴの積極的な活用も図りながら、変

異株への対応といった観点も踏まえつつ、感染源の推定のための調査

301



を含めた強化を図る。 

また、都道府県等が連携し、積極的疫学調査等の専門的業務を十分

に実施できるよう保健所の業務の重点化や人材育成等を行うこと、保

健所業務の外部委託の活用、ＩＨＥＡＴの積極的な活用、人材確保の

好事例の横展開等により、保健所の体制を強化し、感染拡大時に即応

できる人員体制を平時から整備する。 

④ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を抜本強化するという観点

から、保健所の体制強化に迅速に取り組む。これに関連し、特定都道

府県は、管内の市町村と迅速な情報共有を行い、また、対策を的確か

つ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第 24 条に基づ

く総合調整を行う。さらに、都道府県等は、クラスターの発見に資す

るよう、地方公共団体間の迅速な情報共有に努めるとともに、政府は、

対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第

20 条に基づく総合調整を行う。 

⑤ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を強化する観点から、以下

の取組を行う。 

 ・ 大規模な歓楽街については、令和 2 年 10 月 29 日の分科会にお

ける「大都市の歓楽街における感染拡大防止対策ワーキンググルー

プ当面の取組方策に関する報告書」に示された取組を踏まえ、通常

時から相談・検査体制の構築に取り組むとともに、早期に予兆を探

知し、介入時には、速やかに重点的（地域集中的）な PCR 検査等

の実施や、必要に応じ、エリア・業種を絞った営業時間短縮要請等

を機動的に行うこと。 

 ・ 「三つの密」等濃厚接触が生じやすい環境にある職場でクラスタ

ーが発生した場合には、幅広く検査を実施する。また、あらかじめ、

事業者に対し、職場でのクラスター対策の徹底を呼びかけるととも

に、上記の検査について労働者への受検勧奨の実施等を促すこと。 

 ・ 言語の壁や生活習慣の違いがある在留外国人を支援する観点から、

政府及び都道府県等が提供する情報の一層の多言語化、大使館のネッ
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トワーク等を活用したきめ細かな情報提供、相談体制の整備等により、

検査や医療機関の受診に早期につなげる仕組みを構築すること。 

⑥ 政府は、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）について、機能の向上を図

るとともに、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることや

プライバシーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、その幅広

い活用や、感染拡大防止のための陽性者としての登録を行うよう、呼

びかけを行い、新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援シス

テム（ＨＥＲ-ＳＹＳ）及び保健所等と連携した積極的疫学調査で活

用することにより、効果的なクラスター対策につなげていく。 

13）その他共通的事項等 

 ① 特定都道府県又は重点措置区域である都道府県は、地域の特性に応じ

た実効性のある緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を講じる。特定

都道府県又は重点措置区域である都道府県は、緊急事態措置又はまん延

防止等重点措置を講じるに当たっては、法第５条を踏まえ、必要最小限

の措置とするとともに、講じる措置の内容及び必要性等について、国民

に対し丁寧に説明する。 

 ② 政府及び特定都道府県は、緊急事態措置を講じること等に伴い、食料・

医薬品や生活必需品の買い占め等の混乱が生じないよう、国民に冷静な

対応を促す。 

③ 政府及び地方公共団体は、緊急事態措置の実施に当たっては、事業者

の円滑な活動を支援するため、事業者からの相談窓口の設置、物流体制

の確保、ライフラインの万全の体制の確保等に努める。 

④ 政府は、関係機関と協力して、公共交通機関その他の多数の人が集ま

る施設における感染対策を徹底する。 

 

（４）医療等 

① 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医療の提供体制の確保

を進めるため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力して、次の

ような対策を講じる。 
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・ 重症者や重症化リスクのある者に医療資源の重点をシフトする観

点から、令和２年 10 月 14 日の新型コロナウイルス感染症を指定感

染症として定める等の政令（令和２年政令第 11 号）の改正（令和２

年 10 月 24 日施行）により、高齢者や基礎疾患のある者等入院勧告・

措置の対象の明確化を行っており、改正法の施行により、この取扱い

が法定化された。都道府県等は、関係法令に基づき、地域の感染状況

等を踏まえ、適切に入院勧告・措置を運用すること。また、改正法の

施行により、入院措置に正当な理由なく応じない場合や入院先から逃

げた場合の罰則が設けられたが、都道府県等は、その運用に当たって、

患者の人権に十分に配慮し、慎重に運用するとともに、患者への偏見・

差別につながらないよう、（６）で後述する取組の一層の強化を図る

こと。 

重症者等に対する医療提供に重点を置くべき地域では、特に病床

確保や都道府県全体の入院調整に最大限努力した上で、なお病床が

ひっ迫する場合には、高齢者等も含め入院治療が必要ない無症状病

原体保有者及び軽症患者（以下「軽症者等」という。）については、

感染症法第44 条の３第２項に基づき宿泊施設（適切な場合は自宅）

での療養を要請することで、入院治療が必要な患者への医療提供体

制の確保を図ること。丁寧な健康観察を実施すること。 

特に、家庭内での感染防止や症状急変時の対応のため、宿泊施設が

十分に確保されているような地域では、軽症者等は宿泊療養を基本

とすること。そのため、都道府県は、患者の病状、数その他感染症

の発生及びまん延の状況を勘案して、ホテル等の一時的な宿泊療養

施設の確保に努めるとともに、都道府県等は、宿泊療養施設の運営

体制を確保すること。政府は、都道府県等と密接に連携し、これら

の取組を支援すること。 

自宅療養等を行う際には、都道府県等は電話等情報通信機器を用

いて遠隔で健康状態を把握するとともに、医師が必要とした場合に

は電話等情報通信機器を用いて診療を行う体制を整備すること。パ
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ルスオキシメーターの確保や、往診・オンライン診療・訪問看護等の

活用など、適切な療養環境を確保するための取組を推進すること。 

・ 都道府県等は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養をする場合に、そ

の家族に要介護者や障害者、子供等がいる場合は、市町村福祉部門の

協力を得て、ケアマネジャー、相談支援専門員、児童相談所等と連携

し、必要なサービスや支援を行うこと。 

・ 都道府県等は、変異株が確認された患者等について、適切に入院措

置・勧告を行うこと。また、地域の感染状況等を踏まえ、変異株が確

認された軽症者等について、丁寧に健康観察を実施のうえ、宿泊施設

での療養を要請すること。さらに、国立感染症研究所の評価・分析を

踏まえ改定された退院基準等に基づき、入院措置・勧告、宿泊療養等

の措置を適切に講ずること。厚生労働省は、国立感染症研究所と連携

して、変異株の国内症例の評価・分析を行うこと。 

・ 都道府県は、関係機関の協力を得て、新型コロナウイルス感染症の

患者専用の病院や病棟を設定する重点医療機関の指定等、地域の医療

機関の役割分担を行うとともに、病床・宿泊療養施設確保計画に沿っ

て、段階的に病床・宿泊療養施設を確保すること。 

  特に、病床がひっ迫している場合、令和２年 12 月 28 日の政府対

策本部で示された「感染拡大に伴う入院患者増加に対応するための医

療提供体制パッケージ」を活用しつつ、地域の実情に応じ、重点医療

機関以外の医療機関に働きかけを行うなど病床の確保を進めること。 

  その際、地域の関係団体の協力のもと、地域の会議体を活用して医

療機能（重症者病床、中等症病床、回復患者の受け入れ、宿泊療養、

自宅療養）に応じた役割分担を明確化した上で、病床の確保を進める

こと。 

  また、医療機関は、業務継続計画（ＢＣＰ）も踏まえ、必要に応じ、

医師の判断により延期が可能と考えられる予定手術や予定入院の延

期を検討し、空床確保に努めること。 

  さらに、都道府県は、仮設の診療所や病棟の設置、非稼働病床の
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利用の取組を推進するとともに、それでもなお病床が不足すると見

込まれる場合には、法第 31 条の２に基づく臨時の医療施設の開設

についてその活用を十分に考慮すること。臨時の医療施設の開設に

当たっては、あらかじめ政府と協議し、迅速な情報共有を行うととも

に、開設後は定期的に運営状況を報告する。厚生労働省は、それらの

活用に当たって、必要な支援を行うこと。また、都道府県等が感染症

法第 16 条の２に基づく協力要請等及び法第 31 条に基づく医療等の

実施の要請等を行う場合には、当該医療等が適切に実施されるよう、

必要な支援を行うこと。 

・ 「緊急事態宣言解除後の対応」を踏まえ、引き続き病床・宿泊療

養施設の確保に万全を期すとともに、感染者が短期間に急増する場

合の緊急的な患者対応を行う体制について早急に検討し、対応方針

を定めること。 

・ さらに、都道府県等で今回の感染拡大局面で認識された課題を点検

し、「相談・受診・検査」～「療養先調整・移送」～「転退院・解除」

まで、一連の患者対応が目詰まりなく行われ、病床・宿泊療養施設が

最大限活用されるよう留意しつつ、感染拡大時に確実に機能する医療

提供体制を整備すること。 

・ その際、次の感染拡大に備え、地域において、一般医療と新型コロ

ナウイルス感染症に対する医療との両立について改めて協議し、患者

受入が実際に可能な新型コロナウイルス感染症患者用の病床を確実

に確保する観点から、病床・宿泊療養・自宅療養の役割分担の徹底や

総合的な調整体制の整備により病床活用を効率化した上で、必要とさ

れる病床・宿泊療養施設を確保することとし、厚生労働省と都道府県

は、連携して病床・宿泊療養施設確保計画を見直すこと。 

・ 政府及び都道府県において、上記の病床確保・活用の状況及び感染

状況を適切にモニタリングするとともに、感染拡大防止策の実施に適

時適切に反映させること。 

・ 都道府県は、患者受入調整や移送調整を行う体制を整備し、患者の
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医療提供に関する必要な総合調整を行うとともに、医療機関等情報

支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）も活用し、患者受入調整に必要な医療

機関の情報の見える化を行うこと。また、厚生労働省は、都道府県

が患者搬送コーディネーターの配置を行うことについて、必要な支援

を行うこと。 

・ さらに、感染拡大に伴う患者の急増に備え、都道府県は、都道府

県域を越える場合も含めた広域的な患者の受入れ体制を確保する

こと。 

・ 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医療機関の病床を効

率的に活用するため、回復患者の転院先となる後方支援医療機関の確

保を更に進めること。 

・ また、効率的な転院調整が行われるよう、地域の実情に応じた、転

院支援の仕組みを検討すること。 

・ 退院基準を満たした患者について、高齢者施設等における受入れを

促進すること。 

② 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来診療・検査体制の

確保のため、厚生労働省と都道府県等は、連携して検査体制整備計画を

見直すとともに、関係機関と協力して、次のような対策を講じる。 

・ かかりつけ医等の地域で身近な医療機関や受診・相談センターを通

じて、診療・検査医療機関を受診することにより、適切な感染管理を

行った上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来医療

を提供すること。 

・ 都道府県等は、関係機関と協力して、集中的に検査を実施する機関

（地域外来・検査センター）の設置を行うこと。 

また、大型テントやプレハブを活用した、いわゆるドライブス

ルー方式やウォークスルー方式による診療を行うことで、効率的な

診療・検査体制を確保すること。併せて、検査結果を踏まえて、患者

の振り分けや受け入れが適切に行われるようにすること。 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等を踏まえ、診療・検

307



査医療機関の指定や地域外来・検査センターの設置を柔軟かつ積極的

に行うこと。 

・ 都道府県は、重症化しやすい方が来院するがんセンター、透析医

療機関及び産科医療機関等について、必要に応じ、新型コロナウイ

ルス感染症への感染が疑われる方への外来診療を原則行わない医

療機関として設定すること。 

③ 新型コロナウイルス感染症患者のみならず、他の疾患等の患者への対

応も踏まえて地域全体の医療提供体制を整備するため、厚生労働省と都

道府県は、関係機関と協力して、次のような対策を講じる。 

・ 都道府県は、地域の医療機能を維持する観点から、新型コロナウイ

ルス感染症以外の疾患等の患者受入れも含めて、地域の医療機関の役

割分担を推進すること。 

・ 患者と医療従事者双方の新型コロナウイルス感染症の予防の観点

から、初診を含めて、電話等情報通信機器を用いた診療体制の整備を

推進すること。 

④ 医療従事者の確保のため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力

して、次のような対策を講じる。 

・ 都道府県等は、現場で従事している医療従事者の休職・離職防止策

や潜在有資格者の現場復帰、医療現場の人材配置の転換等を推進する

こと。また、検査を含め、直接の医療行為以外に対しては、有資格者

以外の民間の人材等の活用を進めること。 

・ 厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、全

国の医療機関等の医療人材募集情報を掲載する Web サイト「医療の

お仕事Ｋｅｙ-Ｎｅｔ」の運営等を通じて、医療関係団体、ハローワ

ーク、ナースセンター等と連携し、医療人材の確保を支援すること。 

⑤ 医療物資の確保のため、政府と都道府県、関係機関は協力して、次の

ような対策を講じる。 

・ 政府及び都道府県は、医療提供体制を支える医薬品や医療機器、医

療資材の製造体制を確保し、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩ

308



Ｓ）も活用し、必要な医療機関に迅速かつ円滑に提供できる体制を

確保するとともに、専門性を有する医療従事者や人工呼吸器等の必

要な医療機器・物資・感染防止に必要な資材等を迅速に確保し、適切

な感染対策の下での医療提供体制を整備すること。 

・ 政府及び都道府県は、特に新型コロナウイルス感染症を疑う患者に

ＰＣＲ検査等や入院の受入れを行う医療機関等に対しては、マス

ク等の個人防護具を優先的に確保すること。 

⑥ 医療機関及び高齢者施設等における施設内感染を徹底的に防止する

ため、厚生労働省と地方公共団体は、関係機関と協力して、次の事項に

ついて周知徹底を図る。 

・ 医療機関及び高齢者施設等の設置者において、 

▸ 従事者等が感染源とならないよう、「三つの密」が生じる場を

徹底して避けるとともに、 

▸ 症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用する、 

▸ 手洗い・手指消毒の徹底、 

▸ パソコンやエレベーターのボタン等複数の従事者が共有するも

のは定期的に消毒する、 

▸ 食堂や詰め所でマスクを外して飲食をする場合、他の従事者と一

定の距離を保つ、 

▸ 日々の体調を把握して少しでも調子が悪ければ自宅待機する、 

等の対策に万全を期すこと。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、面会者からの感染を防ぐ

ため、面会は、地域における発生状況等も踏まえ、患者、家族のＱＯ

Ｌを考慮しつつ、緊急の場合を除き制限するなどの対応を検討するこ

と。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、患者、利用者からの感染を防

ぐため、感染が流行している地域では、患者、家族のＱＯＬを考慮し

つつ、施設での通所サービス等の一時利用を中止又は制限する、入院

患者、利用者の外出、外泊を制限するなどの対応を検討すること。 
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・ 医療機関及び高齢者施設等において、入院患者、利用者等について、

新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、早急に個室隔離し、保健

所の指導の下、感染対策を実施し、標準予防策、接触予防策、飛沫感

染予防策を実施すること。 

⑦ 都道府県は、感染者と非感染者の空間を分けることなどを含む感染防

止策の更なる徹底等を通して、医療機関及び施設内での感染の拡大

に特に注意を払う。 

高齢者施設等の発熱等の症状を呈する入所者・従事者に対する検

査や陽性者が発生した場合の当該施設の入所者等への検査が速やか

に行われるようにする。また、感染者が多数発生している地域にお

ける医療機関、高齢者施設等への積極的な検査が行われるようにす

る。 

また、都道府県は、高齢者施設等において感染者が一例でも確認

された場合に、感染制御・業務継続支援チームが支援を行う体制を

構築するとともに政府は、この体制を構築するに当たり、各都道府

県を支援することに併せて、研修の実施や実践例の展開により、対

応力を強化する。 

また、高齢者施設等において、感染対策マニュアルを活用した感染

対策等の対応力強化の取組を、事例集の展開や業務継続計画の策定支

援などにより一層進める。 

加えて、手術や医療的処置前等において、当該患者について医師の

判断により、ＰＣＲ検査等が実施できる体制をとる。 

⑧ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚生労働省と都道府

県は、関係機関と協力して、次の事項に取り組む。 

・ 妊産婦に対する感染を防止する観点から、医療機関における動線分

離等の感染防止策を徹底するとともに、妊産婦が感染した場合であっ

ても、安心して出産し、産後の生活が送れるよう、関係機関との協力

体制を構築し、適切な支援を実施すること。また、関係機関と協力し

て、感染が疑われる妊産婦への早めの相談の呼びかけや、妊娠中の女
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性労働者に配慮した休みやすい環境整備等の取組を推進すること。 

・ 小児医療について、関係学会等の意見を聞きながら、診療体制を検

討し、地方公共団体と協力して体制整備を進めること。 

・ 関係機関と協力して、外国人が医療を適切に受けることができるよ

う、医療通訳の整備等を、引き続き、強化すること。 

・ レムデシビルやデキサメタゾンについて、必要な患者への供給の確

保を図るとともに、関係省庁・関係機関とも連携し、有効な治療薬等

の開発を加速すること。特に、他の治療で使用されている薬剤のうち、

効果が期待されるものについて、その効果を検証するための臨床研

究・治験等を速やかに実施すること。また、重症化マーカーを含めた

重症化リスクに関する臨床情報・検査や、重症患者等への治療方法に

ついて、現場での活用に向けた周知、普及等に努めること。 

・ 法令に基づく健康診断及び予防接種については、適切な感染対策の

下で実施されるよう、実施時期や実施時間等に配慮すること。 

・ 政府及び都道府県等は、実費でＰＣＲ検査が行われる場合にも、医

療と結びついた検査が行われるよう、周知を行うとともに、精度管理

についても推進すること。 

⑨ 政府は、令和２年度第１次補正予算・第２次補正予算・第 3 次補正予

算、予備費等も活用し、地方公共団体等に対する必要な支援を行うとと

もに、医療提供体制の更なる強化に向け、対策に万全を期す。 

 

（５）経済・雇用対策 

 現下の感染拡大の状況に応じ、その防止を最優先とし、予備費を活用す

るなど臨機応変に対応することとする。昨年春と夏の感染拡大の波を経験

する中、感染対策とバランスをとりつつ、地域の感染状況や医療提供体制

の確保状況等を踏まえながら、感染拡大の防止と社会経済活動の維持との

両立を図ってきた。具体的には、政府は、令和２年度第 1 次補正予算を含

む「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月 20 日閣議決

定）及び令和２年度第２次補正予算の各施策を、国・地方を挙げて迅速か
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つ着実に実行することにより、感染拡大を防止するとともに、雇用の維持、

事業の継続、生活の下支えに万全を期してきた。今後、令和２年度第３次

補正予算を含む「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対

策」（令和２年 12 月 8 日閣議決定）や「新たな雇用・訓練パッケージ」（令

和３年２月 12 日策定）、「非正規雇用労働者等に対する緊急支援策」（令和

３年３月 16 日新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊

急対策関係閣僚会議決定）、「新型コロナの影響を特に受けている飲食・宿

泊等の企業向けの金融支援等について」（令和３年３月 23 日策定）を含む

各種の経済支援策、更には令和３年度当初予算を、国・地方を挙げて迅速

かつ着実に実行することにより、医療提供体制の確保やワクチンの接種体

制等の整備をはじめとする新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止

に全力を挙げ、感染症の厳しい影響に対し、雇用調整助成金や実質無利

子・無担保融資等により雇用・事業・生活をしっかり守っていく。その

上で、成長分野への民間投資を大胆に呼び込みながら、生産性を高め、

賃金の継続的な上昇を促し、民需主導の成長軌道の実現につなげる。今

後も感染状況や経済・国民生活への影響を注意深く見極め、公平性の観

点や円滑な執行等が行われることにも配慮しつつ、引き続き、新型コロ

ナウイルス感染症対策予備費の適時適切な執行により、迅速・機動的に

対応する。 

 

（６）その他重要な留意事項 

１）偏見・差別等への対応、社会課題への対応等 

① 政府及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症へのり患は誰

にでも生じ得るものであり、感染者やその家族、勤務先等に対する差

別的な取扱いや誹謗中傷、名誉・信用を毀損する行為等は、人権侵害

に当たり得るのみならず、体調不良時の受診遅れや検査回避、保健所

の積極的疫学調査への協力拒否等につながり、結果として感染防止策

に支障を生じさせかねないことから、分科会の偏見・差別とプライバ

シーに関するワーキンググループが行った議論のとりまとめ（令和 2
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年 11 月 6 日）や法第 13 条第２項の規定を踏まえ、感染者等の人権

が尊重され、何人も差別的な取扱い等を受けることのないよう、以下

のような取組を行う。 

・ 新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及に加え、政

府の統一的なホームページ（corona.go.jp）等を活用し、地方公共

団体や関係団体等の取組の横展開にも資するよう、偏見・差別等の

防止等に向けた啓発・教育に資する発信を強化すること。 

・ 感染者やその家族、勤務先等に対する偏見・差別等の実態の把握

に努めるとともに、偏見・差別等への相談体制を、研修の充実、NPO

を含めた関係機関の連携、政府による支援、SNS の活用等により

強化すること。 

・ 悪質な行為には法的責任が伴うことについて、政府の統一的なホ

ームページ等を活用して、幅広く周知すること。 

・ 新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた行政による情報公

表の在り方に関して、改めて政府としての統一的な考え方を整理

すること。また、情報の公表に当たっては、個人情報の保護に留意

すること。 

・ クラスター発生等の有事対応中においては、感染症に関する正

しい知識に加えて、感染者等を温かく見守るべきこと等を発信す

ること。 

② 政府は、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者が偏

見・差別等による風評被害等を受けないよう、国民への普及啓発等必

要な取組を実施する。 

③ 政府は、海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受入れ支援や

いじめ防止等の必要な取組を実施する。 

④ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合において、国民の自

由と権利の制限を必要最小限のものとする。特に、罰則が設けられて

いる措置については、患者や関係者の人権に十分に配慮し、まずは当

該措置の趣旨や必要性を患者等に丁寧に説明し、理解・協力を得られ

313



るようにすることを基本とするとともに、罰則の適用は、慎重に行う

ものとする。また、女性の生活や雇用への影響が深刻なものとなって

いることに留意し、女性や子供、障害者等に与える影響を十分配慮す

るとともに、必要な支援を適時適切に実施する。 

⑤ 政府及び地方公共団体は、マスク、個人防護具、医薬品、医薬部外

品、食料品等に係る物価の高騰や買占め、売り惜しみを未然に回避し

又は沈静化するため、必要な措置を講じる。 

⑥ 政府は、地方公共団体と連携し、対策が長期化する中で生ずる様々

な社会課題に対応するため、適切な支援を行う。 

・ 長期間にわたる外出自粛等によるメンタルヘルスへの影響、配偶

者暴力、性犯罪・性暴力や児童虐待等。 

・ 情報公開と人権との協調への配慮。 

・ 営業自粛等による倒産、失業、自殺等。 

・ 社会的に孤立しがちな一人暮らしの高齢者、休業中のひとり親家

庭等の生活。 

・ 外出自粛等の下で、高齢者等がフレイル状態等にならないよう、

コミュニティにおける支援を含め、健康維持・介護サービスの確保。 

⑦ 政府及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症により亡くな

られた方に対して尊厳をもってお別れ、火葬等が行われるよう、適切

な方法について、周知を行う。 

⑧ 政府は、ワクチン接種に便乗した詐欺被害等の防止のため注意喚起

や相談体制を強化する。 

２）物資・資材等の供給 

① 政府は、国民や地方公共団体の要望に応じ、マスク、個人防護具、

消毒薬、食料品等の増産や円滑な供給を関連事業者に要請する。また、

政府は、感染防止や医療提供体制の確保のため、マスク、個人防護具、

人工呼吸器等の必要な物資を政府の責任で確保する。例えば、マスク

等を政府で購入し、必要な医療機関や介護施設等に優先配布するとと

もに、感染拡大に備えた備蓄を強化する。 
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② 政府は、マスクや消毒薬等の国民が必要とする物資が安定的に供給さ

れるよう、これらの物資の需給動向を注視するとともに、過剰な在庫を抱

えることのないよう消費者や事業者に冷静な対応を呼びかける。また、政

府は、繰り返し使用可能な布製マスクの普及を進める。 

③ 政府は、事態の長期化も念頭に、マスクや抗菌薬及び抗ウイルス薬の原

薬を含む医薬品、医療機器等の医療の維持に必要な資材の安定確保に努め

るとともに、国産化の検討を進める。 

３）関係機関との連携の推進 

① 政府は、地方公共団体を含む関係機関等との双方向の情報共有を強

化し、対策の方針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把握を

行う。 

② 政府は、対策の推進に当たっては、地方公共団体、経済団体等の関

係者の意見を十分聴きながら進める。 

③ 地方公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含め全ての

部局が協力して対策に当たる。 

④ 政府は、国際的な連携を密にし、ＷＨＯや諸外国・地域の対応状況

等に関する情報収集に努める。また、日本で得られた知見を積極的に

ＷＨＯ等の関係機関や諸外国・地域と共有し、今後の対策に活かすと

ともに、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受ける国・地

域に対する国際社会全体としての対策に貢献する。 

⑤  政府は、基礎医学研究及び臨床医学研究、疫学研究を含む社会医学

研究等の研究体制に対する支援を通して、新型コロナウイルス感染症

への対策の推進を図る。 

⑥  都道府県等は、近隣の都道府県等が感染拡大防止に向けた様々な措

置や取組を行うに当たり、相互に連携するとともに、その要請に応じ、

必要な支援を行う。 

⑦  特定都道府県又は重点措置区域である都道府県等は、緊急事態措置

又はまん延防止等重点措置等を実施するに当たっては、あらかじめ政

府と協議し、迅速な情報共有を行う。政府対策本部長は、特定都道府
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県又は重点措置区域である都道府県等が適切に緊急事態措置又はま

ん延防止等重点措置を講じることができるよう、専門家の意見を踏ま

えつつ、総合調整を行うとともに、特に必要があると認めるときは、

都道府県知事に対して、必要な指示を行うものとする。 

⑧ 緊急事態宣言の期間中に様々な措置を実施した際には、特定都道府

県知事及び指定行政機関の長は政府対策本部長に、特定市町村長及び

指定地方公共機関の長はその所在する特定都道府県知事に、指定公共

機関の長は所管の指定行政機関に、その旨及びその理由を報告する。

政府対策本部長は国会に、特定都道府県知事及び指定行政機関の長は

政府対策本部長に、報告を受けた事項を報告する。 

４）社会機能の維持 

① 政府、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、職員にお

ける感染を防ぐよう万全を尽くすとともに、万が一職員において感染者又

は濃厚接触者が確認された場合にも、職務が遅滞なく行えるように対策を

あらかじめ講じる。特に、テレビ会議及びテレワークの積極的な実施に努

める。 

② 地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、電気、ガス、水

道、公共交通、通信、金融業等の維持を通して、国民生活及び国民経済へ

の影響が最小となるよう公益的事業を継続する。 

③ 政府は、指定公共機関の公益的事業の継続に支障が生じることがないよ

う、必要な支援を行う。 

④ 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民生

活及び国民経済安定のため、事業の継続を図る。 

⑤ 政府は、事業者のサービス提供水準に係る状況の把握に努め、必要

に応じ、国民への周知を図る。 

⑥ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブル等を防止するため、

必要に応じ、警戒警備を実施する。 

⑦ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、取締りを徹底

する。 
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５）緊急事態宣言解除後の取組 

政府は、緊急事態宣言の解除を行った後も、都道府県等や基本的対処

方針分科会、分科会等との定期的な情報交換等を通じ、国内外の感染状

況の変化、施策の実施状況等を定期的に分析・評価・検証を行う。その

上で、最新の情報に基づいて適切に、国民や関係者へ情報発信を行うと

ともに、それまでの知見に基づき、より有効な対策を実施する。 

６）その他 

① 政府は、必要に応じ、他法令に基づく対応についても講じることと

する。 

② 今後の状況が、緊急事態宣言の要件等に該当するか否かについて

は、海外での感染者の発生状況とともに、感染経路の不明な患者や

クラスターの発生状況等の国内での感染拡大及び医療提供体制のひ

っ迫の状況を踏まえて、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ

すおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針

分科会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断することとする。 

③ 政府は、基本的対処方針を変更し、又は、緊急事態を宣言、継続若

しくは終了するに当たっては、新たな科学的知見、感染状況、施策の

実行状況等を考慮した上で、基本的対処方針分科会の意見を十分踏ま

えた上で臨機応変に対応する。 
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(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 

 

 

 以下、事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただ

きつつ、事業の継続を求める。 

 

１．医療体制の維持 

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応も

あるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。 

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販

売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全

ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 

２．支援が必要な方々の保護の継続 

・高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者

（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係

者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で

必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。 

３．国民の安定的な生活の確保 

・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを

提供する関係事業者の事業継続を要請する。 

① インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・ＬＰガス、上下水道、通

信・データセンター等） 

② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・

ネット通販等） 

③ 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等） 

④ 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係（百貨店・スーパー、コンビ

ニ、ドラッグストア、ホームセンター等） 

⑤ 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等） 

⑥ 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等） 

⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等） 

⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等） 

⑩ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サ

ービス、自家用車等の整備等） 
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４．社会の安定の維持 

・社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間中にも、企業の活動を維

持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続

を要請する。 

① 金融サービス（銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決

済サービス等） 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、

航空・空港管理、郵便等） 

③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機、潜水艦等） 

④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス（ビルメンテナンス、セキュリティ

関係等） 

⑤ 安全安心に必要な社会基盤（河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処

理、個別法に基づく危険物管理等） 

⑥ 行政サービス等（警察、消防、その他行政サービス） 

⑦ 育児サービス（託児所等） 

 

５．その他 

・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの（高炉や半導体

工場等）、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの

（サプライチェーン上の重要物を含む。）を製造しているものについては、

感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の

業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。 
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はじめに 

新型コロナウイルス感染症は、2019 年末に世界で最初の患者が報告されて以

降世界中にパンデミックが広がった。我が国は世界的な感染状況1から見れば、罹

患者数は比較的抑えられているものの、個人の生活を含め、社会経済活動に大き

な影響を及ぼしている。 

パンデミック制御に有効な新型コロナウイルスワクチンは、欧米諸外国では、既

に複数社のワクチンが開発・配備され、接種が進んでいる。ワクチンの開発には、

基礎研究から応用研究、更には大規模検証試験や生産体制の整備等を要するた

め、従来は複数年単位の時間を要するとの考えが一般的であったが、今回のワク

チン開発に際しては、感染症以外の目的で研究が進んでいた新たな技術（以下「モ

ダリティ」という。）を感染症のワクチンに応用することで、開発後１年以内という早さ

で複数のワクチンが使用されるに至っている。 

有効で安全なワクチンの迅速な供給を国民は待ち望んでいる。外国からの輸入、

外国製品の国内生産、日本国内における開発・生産の全ての手段を通じて、ワク

チンを国民の手に早く届けることが重要である。 

今回は、早期開発に成功した外国ワクチンの輸入に関し、薬事承認のための国

内治験が必要であったために、提供が遅くなったなどの指摘がある。外国からの輸

入ワクチンも含め、迅速な治験・薬事承認の在り方を検討する必要がある。 

日本国内における開発・生産は、他国の事情に左右されることなく国民に対して

着実にワクチンを供給することを確保する上で、また、国内における新たな変異株

に対応したワクチンを迅速に開発・供給する上でも、特に重要であると考えられる。 

しかしながら、我が国においては、累次の緊急対策により研究開発支援を行って

きているものの、未だ実用化されていない。 

我が国は公衆衛生の向上とそれに伴う感染症への関心の低下を始めとし、様々

な要因から、長らくワクチン開発・生産に必要な課題に十分に取り組んでこなかった。

また、パンデミックによる非常時の対応が想定されていなかった。ワクチンを国内で

開発・生産できる力を持つことは、国民の健康保持への寄与はもとより、外交や安

全保障の観点からも極めて重要である。 

今回のパンデミックを契機に、我が国においてワクチン開発・生産を滞らせた全

ての要因を明らかにし、解決に向けて国を挙げて取り組む必要がある。 

このため、このワクチン開発・生産体制強化戦略は、政府が一体となって必要な

体制を再構築し、長期継続的に取り組む国家戦略を取りまとめたものである。 

 

1. 背景と要因 

かつての我が国は、感染症研究が盛んであった2が、公衆衛生の向上に伴い感

染症研究の相対的重要性が低下し、関心も薄れていった。近年の SARS 等の新興

                         
1 令和３年５月 19 日時点で世界の累計感染者数は約１億 6,490 万人（Our World in Data

（https://ourworldindata.org/）より） 
2 我が国の感染症研究は、歴史的にはペスト菌を発見した北里柴三郎博士や梅毒研究の野口英世

博士等、世界的にも顕著な研究成果を上げており、1990 年代頃までは国内製薬産業が扱う医薬品

の中では、感染症領域が、上位シェアの領域（IQVIA 社平成年間の日本医療用医薬品市場）であっ

た。 
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感染症が流行した地域と比較しても、国内での感染症は落ち着いており、感染症研

究は産官学いずれにおいても先細りしていた。国においてもワクチンのような一見

すると経済合理性の乏しい分野への投資や政策立案が欠如していた。 

ワクチンに関しては、1990 年代前後の三種混合ワクチン3による健康被害を契機

として、集団接種から個別接種へ、義務接種から努力義務へ変更となる中、いわゆ

るワクチン忌避なども根強く残っている状況であった。 

2009 年の新型インフルエンザを契機にワクチン接種が見直され、多くの新規ワク

チンが承認され、定期接種に位置付けられることなどにより、いわゆるワクチンギャ

ップのうち、薬事承認面は解消に近づいているものの、実態として接種までのギャ

ップはなおも存在しており、企業等が投資するための事業化予測が難しい状況は

解決されていない。また、これまでに、ワクチン品質やコンプライアンス面によって

供給体制に支障を来した事案も発生したが、旧来のワクチン生産体制に若干の調

整がなされたのみであった。 

なお、ワクチンの国内市場規模は医薬品が約 10 兆円4であるのに比して約３％

程度のおよそ 3,200 億円（2019 年）であり、世界のワクチン市場の総額約４兆円の

うち約８％を占めるのみである。また、ワクチンの世界市場は欧米４社の寡占市場

となっている。 

上記背景のもと、今般の新型コロナウイルス感染症によるパンデミックが発生し

たが、当初国内の感染例がさほど多くなかったこともあり、ウイルスや検体のデータ

共有もままならず、発表される研究論文も数少ない状況であった。また、ワクチン開

発や生産体制の構築等の対応は、非常時の想定の無いまま、平時の体制の域を

超えることなく、他の先進諸外国と比して不十分な状況となっていた。これらワクチ

ンの研究開発・生産体制等における課題、内在する要因として以下が指摘される。 

・ 最新のワクチン開発が可能な研究機関の機能、人材、産学連携の不足 

・ ワクチン開発への戦略的な研究費配分の不足 

・ 輸入ワクチンを含め迅速で予見可能性を高める薬事承認の在り方等 

・ 特に第Ⅲ相試験をめぐる治験実施の困難性 

・ ワクチン製造設備投資のリスク 

・ シーズ開発やそれを実用化に結び付けるベンチャー企業、リスクマネー供給

主体の不足 

・ ワクチン開発・生産を担う国内産業の脆弱性 

・ 企業による研究開発投資の回収見通しの困難性 

 

2. ワクチンの迅速な開発・供給を可能にする体制の構築のために必要な政策 

安全で有効なワクチンの迅速な供給のためには輸入ワクチンを含めた速やかな

薬事承認、生産のための基盤整備、開発のための環境整備が必要である。 

特に感染症ワクチン開発は、研究力の維持・向上という観点のみならず、危機管

理の観点からも強化が必要であり、緊急時の迅速な開発を念頭においた、平時か

                         
3 三種混合ワクチンには DPT（ジフテリア、百日咳、破傷風）ワクチンと MMR（麻しん、風しん、ムンプ

ス）ワクチンがあるが、この場合は MMR ワクチンを指す。 
4 2019 年の国内医療用医薬品市場 10 兆 6,256 億 3,100 万円（IQVIA 社リリース） 
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らの研究開発・生産体制を強化する必要がある。 

ワクチン開発のためには、旧来の感染症研究、ウイルス研究の枠を越えた対応

が必要となっており、そのための課題と必要な対応を以下に示す。 

 

2.1 世界トップレベルの研究開発拠点形成【文◎、厚】 

―平時から継続的な研究を実現する場の確保 

近年、我が国の感染症研究の相対的低下も一因として、ワクチン研究開発、

特に新たなモダリティを含めた最先端の研究への取組が欧米諸外国に比して不

十分な状況にあったことが、今般のパンデミック発生に際し、研究開発の遅れの

要因の一つとなったと考えられる。こうした状況を改め、平時から、今や対感染

症のみではないワクチン等の最先端の研究開発を長期継続的に行う研究開発

拠点を設け、世界に先駆けたシーズの開発から実用化を実現する必要がある。 

具体的には、国策としての迅速なワクチン開発のためにも、独立性・自律性を

確保した柔軟な運用を実現し、世界の研究者を惹きつける、これまでにない世

界トップレベルの研究開発のフラッグシップ拠点を形成し、BSL４施設などシナジ

ー効果が期待できる特徴的な拠点及び当該フラッグシップ拠点の研究基盤を活

用・強化・維持するとともに、必要な非臨床試験が実施可能な施設を整備するこ

とにより、効果的な体制を構築する。その際、これら拠点間の人材の流動性を高

め相互連携を促進する。また、当該フラッグシップ拠点を始め、いずれにおいて

も、後述の臨床研究中核病院等のワクチン治験への重点的な体制強化を行っ

た臨床との連携及び産業界との連携を要件化することが不可欠である。 

当該フラッグシップ拠点を中心に、平時から、ヒト免疫、ゲノム、AI 等との融合

による感染症に留まらない先端的アプローチを通じて、感染症・がん・自己免疫

疾患・難病等について対象疾患の縦割りを排した分野横断的な研究や、がんワ

クチンや遺伝子治療、核酸医薬等への新規モダリティの活用を行うことで、感染

症対策と相互に転用可能なワクチンや医薬品の多様なモダリティを育成、保持

し、緊急時に迅速なワクチン開発を可能とする体制を構築する。 

こうした拠点を中心として感染症対策の研究を平時においても継続するため、

長期的・安定的な研究費を確保する必要があることは言うまでもない。 

 

2.2 戦略性を持った研究費のファンディング機能の強化【内◎、文、厚、経】 

―政府が AMED を活用してワクチン開発を先導する仕組みの構築 

平時も含めた長期的・安定的な研究の支援の必要性に加えて、緊急時には、

今回米国国立衛生研究所（NIH）や米国生物学医学先端研究開発機構（BARDA）

等において行われたように、ワクチン開発に有効と考えられるシーズ、モダリティ

を早い段階で見つけ、開発の進んだ研究機関、企業等を選定し、まとまった研究

費を迅速かつ機動的にファンディングする機能が必要である5。従来の日本医療

研究開発機構（AMED）による支援は、低分子薬開発モデルの域を出ず、提供す

                         
5 例えばモデルナは、平時である 2013 年から国防総省の国防高等研究計画局（DARPA）から 2500

万ドルの支援を受けており、さらに保健省の生物医学先端研究開発局（BARDA）からは 2016 年に

800 万ドル～最大 1.25 億ドルの研究資金を得ている。加えて、緊急時である今回の新型コロナウイ

ルス感染症ワクチン開発においては約９億 5500 万ドルの資金を追加で得て開発を進めた。 
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る研究費の規模が小さく公募による個別研究の域を出ていなかった。また、収集

された情報の質や量も少なく、政府が必要とする情報収集には貢献できず、政

府と一体となった戦略的なワクチン開発を牽引できなかった。 

この反省に立ち、緊急時においては国策としてワクチン開発を迅速に推進す

るために、政府は AMED 内に、平時からの研究開発を主導する体制を新設（先

進的研究開発戦略センター「SCARDA6（スカーダ）」（仮称））し、健康・医療戦略

推進事務局主導のもと、各省の縦割りを排した一体的かつ機動的な予算の配分

を通じ、新規モダリティの育成、感染症ワクチンへの応用（製造技術の検討、特

殊製剤化技術（製剤の安定化、DDS7等）の研究開発を含む）等を実施する。 

SCARDA には、臨床現場にも精通し、平時・緊急時を通じたマネジメント、全体

調整を行うセンター長に加え、実用化目線で産業界の研究開発状況、国内外に

おける新規モダリティの動向にも通じた「プロボスト」、研究開発のフラッグシップ

拠点長、健康・医療戦略推進事務局長を SCARDA の意思決定に関与するボー

ドメンバーとして配置し、緊急時においては厚生労働省医務技監もその意思決

定に加わり、ファンディング先の決定や進捗管理、Go/No-Go 判断等を実施する。

特にプロボスト8は、企業におけるワクチン開発・生産を平時から後押しする役割

を担うことから、国内外の企業の実情に精通した人材が不可欠であり、実用化に

向けて関係各省と密に連携することが必要である。 

なお、平時・緊急時を通じて戦略的資源配分を行うためには、平時にも長期・

安定的な研究費を確保するとともに、緊急時には迅速に大胆な研究費配分が行

えるようにするため基金を創設するなどの必要がある。 

また、今般の新型コロナウイルス感染症対応の際に、厚生労働省が実施した

第Ⅲ相試験の治験費用や、製造設備費用への支援は、後述するようにワクチン

開発企業の開発投資リスクを下げ、研究開発投資の判断におけるバリアを実質

的かつ心理的にも取り払うものとして、引き続き継続する必要がある。 

 

 

2.3 治験環境の整備・拡充【厚◎、外】 

感染症ワクチンの第Ⅲ相試験においては、多くの健常者に接種し、そのうち

感染症に罹患した者が何人いたかを治験薬接種者とプラセボ接種者で比較す

る。このため数百～千人程度の患者を対象とした治療薬の治験と異なり、ワクチ

ンの場合には数万人単位での被験者の確保が必要となる。感染症の罹患率が

低い国では更に多くの被験者が必要である。しかしながら、我が国においてこう

した大規模なワクチン治験の経験はいまだかつてない。 

こうしたことから、平時においてもワクチン開発を振興するとともに、これまで

行ってきた臨床研究・治験を行う拠点整備を更に進め、緊急時に際しても平時

                         
6 SCARDA（Strategic Center of Biomedical Advanced Vaccine Research and Development for 

Preparedness and Response）：先進的研究開発戦略センター 
7 DDS（Drug Delivery System）：必要な薬物を必要な時間に必要な部位で作用させるための工夫や

技術。 
8 政策に基づいた SCARDA での方針に沿って、プロボストは新規モダリティ実用化のための研究開

発を推進する戦略的な資金配分を行う役割を担う。 
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のリソースを速やかに切り替え、迅速な臨床試験実施を可能とする体制を構築

する。 

国内の環境整備としては、大学、ベンチャー等のシーズの速やかな臨床試験

への導出ができるよう、臨床試験の計画策定及び結果解析を担う人材（生物統

計家、データサイエンティスト等）の育成及び雇用促進による臨床研究中核病院

等のワクチン臨床開発拠点における体制整備、臨床研究中核病院における緊

急時の治験実施協力の要件化と治験病床等の平時からの確保、臨床研究中核

病院等における日本発の国際共同治験の実施・支援能力の拡充（国際対応人

材の常駐）を行う。 

海外の環境整備として、アジア地域における臨床研究・治験ネットワークを充

実させるとともに、平時から、海外で流行する感染症に対するワクチンの治験実

施促進などに取り組み、併せて、治験後の相手国での製品の導入に向け政府

間ネットワーク構築の取組を包括的に実施する。 

具体的には、日本発の国際共同治験が迅速に実施可能となるよう、アジア地

域の拠点医療機関において国際標準（ICH-GCP）の治験実施基盤を整備し、各

拠点における治験支援人材の育成（治験担当医師、クリニカルリサーチコーディ

ネーター（CRC）9等）、手順書等の整備、ODA 等も活用した拠点への治験実施

に必要な機材(血液サンプル保存の冷蔵庫、遺伝子解析機材等)整備、PMDA ア

ジア医薬品・医療機器トレーニングセンター等を通じた薬事規制の理解促進を

加速させる。 

併せて、我が国が先発のワクチンにおいて実施される国際共同治験に当初

から参加できるよう、上記の治験環境の整備等に係る支援に加え、開発早期か

ら企業の相談に応じるなどの対応を行う。 

 

2.4 薬事承認プロセスの迅速化と基準整備【厚◎】 

―国際的な合意形成による合理的な枠組みの検討 

我が国にはこれまで、ワクチンの数万人規模の第 III 相試験の経験が無く、緊

急時に迅速に大規模試験を実施可能とするべく、平時から備えておく必要があ

る。一方で、今回のパンデミックに際し、米国では、一定の安全性、有効性を確

認することで、承認前から販売許可をする緊急使用許可（EUA）という方法で、フ

ァイザーやモデルナを始めとした新たなワクチンが使用されることとなった。また、

ワクチンは治療薬と異なり、健常者を対象としていることから、後発のワクチン開

発企業にとっては、既に先発のワクチンが使用されている中で第Ⅲ相試験の二

重盲検試験のために数万件の被験者を確保することは困難であり、多額の治

験費用がかかることもあわせて開発を妨げているとの指摘がある。 

したがって、安全性、有効性の確保を前提とした上で、実現可能な合理的承

認基準を検討する必要がある。 

具体的には、新たな感染症の発生時に治療薬・ワクチンに係る迅速な臨床試

験が実施できるよう、国際的な合意形成に則った形で、あらかじめ緊急時にお

ける臨床試験の枠組みに関するプロトコル（ドラフト）を作成し、薬事承認に資す

                         
9 CRC（Clinical Research Coordinator）：臨床試験において医師や治験依頼者等の調整や被験者の

サポートにより治験を円滑に進めるための人材。 
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る試験実施時の留意点とともに取りまとめる。 

また、緊急時に必要な科学的評価の考え方を迅速に示すためには、平時か

ら最新の技術モダリティも含めた、様々な技術に関する評価法の開発・指針（ガ

イダンス）の発出を行っていく必要があるため、そのための部門・体制整備を行

う。 

併せて、承認審査における海外での治験データの更なる活用の在り方につい

て、科学的妥当性の確保を前提としつつ検討する。 

さらに、発動の要件、運用の基準、補償、免責など緊急事態における特別に

使用を認めるための制度の在り方10について、今後、新型コロナウイルスの感

染拡大の収拾にめどが立ち、政府全体における緊急事態の対処にかかる議論

が行われる中で、本年中に方向性について結論を出す。 

 

 

2.5 ワクチン製造拠点の整備【厚、経◎】 

―新規モダリティに対応したバイオ製品製造拠点 

今般のパンデミックに対応して欧米諸外国で早期に開発されたワクチンの多

くは新たなモダリティを用いたものであり、製造工程も不活化ワクチンなど従来

型のワクチン製造と異なった、いわゆるバイオ医薬品11である。 

こうしたバイオ医薬品の製造工場は我が国では限られており、大規模な生産

には難がある。しかしながら、バイオ医薬品の工場は多額の設備投資を必要と

し、ワクチン製造のために投資をしたが感染症が収束した場合には余剰設備と

なってしまうということでは、企業の投資は期待できない。こうした企業のリスク

を軽減するためには、平時にはワクチン以外のバイオ医薬品の生産が可能な

両用性のあるいわゆるデュアルユースの設備とすることが考えられる。 

具体的には、これまでに措置した大規模なワクチン製造設備の平時における

臨機応変な活用と、そのために必要な施設改修の支援を実施する。その上で、

有事におけるワクチン供給能力の確保に必要な範囲で、新設するバイオ医薬品

製造設備については、有事にワクチン製造に転用するデュアルユース設備を構

築し、平常時からの技術・人材等の確保を行う。 

その際、大規模製造施設だけではなく、臨床試験用薬剤から初期製造規模

の製造、製剤化（LNP12製剤化、凍結乾燥粉末製剤化技術等）、医薬品製造に

必要な部素材（培地、培養バッグ等）の研究開発や製造設備支援、国内基準作

成を含め、国内自給が可能となるバリューチェーンの改善を目指し対応を行う。 

 

                         
10 米国の緊急使用許可制度（EUA：Emergency Use Authorization）において、今般の新型コロナワク

チンに関しては、緊急事態であると宣言した上で、大規模な検証的臨床試験結果を踏まえ、EUA を

発出している。 
11 本戦略のバイオ医薬品には、mRNA 医薬品など、バイオテクノロジーを応用した医薬品を広く含

むものとする。 
12 LNP（lipid nanoparticle）：脂質ナノ粒子。 
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2.6 創薬ベンチャーの育成【厚、経◎】 

―ワクチンをはじめとした新薬創出のエコシステム 

米国等では、大学やベンチャー企業が創出したシーズを製薬企業が買って実

用化につなげるというエコシステムが確立しており、近年の新薬の多くはベンチ

ャー発となっている。今回のパンデミックに際していち早くワクチン開発に成功し

たドイツのビオンテック社も、米国のモデルナ13もベンチャー企業である。翻って、

我が国においては創薬ベンチャー企業が十分には育っていない。大学等の優

れた研究成果や創薬シーズを実用化につなげるため、創薬ベンチャーへの長

期的な育成・支援が必要であるが、疾患や対象市場によっては期待される収益

率が低く、また、投資の回収までに長期間を要する創薬分野に持続的な投資を

呼び込むためには、これまでベンチャーキャピタル（VC）出資の増大に効果のあ

ったベンチャー支援策を参考にしつつ支援を行っていくべきである。 

具体的には、特にリスクの大きな第Ⅱ相試験までの実用化開発支援や官民

ファンドの活用等も含むリスクマネー供給の強化を通じて、VC 等の目利き力を

活かした優良ベンチャーの発掘・育成、VC等の投資能力・規模の拡大、リターン

の向上、連続起業家（シリアルアントレプレナー）の育成を含め、我が国におけ

る創薬ベンチャーエコシステム全体の底上げを図る。また、創薬ベンチャーを含

めた医療系ベンチャーからの相談対応や事業戦略の策定等による支援事業

（MEDISO14）の更なる拡充及び継続的な支援を通じて、創薬ベンチャーのより一

層の振興を図る。 

 

2.7 ワクチン開発・製造産業の育成・振興【厚◎、外】 

ワクチン開発は企業にとってリスクの高い事業である。がん、高血圧、糖尿病

など高齢化社会に伴う安定的な収益が見込める医薬品事業に対し、いつ、どれ

だけの規模で発生するかわからない感染症のために、平時から、ワクチン開発

に企業が積極的に取り組むことに経済的合理性はない。このため、政府が開発

を主導することが不可欠となる。また、市場性の低いワクチンの開発を支援する

GHIT15や CEPI16といった国際的な枠組みを通じて企業の開発を後押しすること

も重要である。さらに、ワクチンを開発した企業が、投資が回収できる見込みが

立つように仕組みを作ることが、企業の継続的な研究開発投資、生産の判断に

不可欠である。 

                         
13 創業当初において、米国マサチューセッツ州の VC である Flagship Pioneering は資金的にも人的

にも支援を行い、加えて、前述のとおり、政府による大規模な研究開発支援も実施された。 
14 MEDISO（Medical Innovation Support Office）：医療系ベンチャー・トータルサポート事業。ベンチャ

ー企業等に対し、シーズ実用化に向けた支援に関する相談を通じ、研究開発から実用化に至るまで

の課題等に総合的な支援を行う事業 
15 Global Health Innovative Technology Fund(グローバルヘルス技術振興基金): 日本の製薬産業

の優れた研究開発力を活かして、顧みられない熱帯病等の開発途上国向けの医薬品研究開発を、

官民連携で促進する基金 
16 Coalition for Epidemic Preparedness Innovations（感染症流行対策イノベーション連合）：世界連

携でワクチン開発を促進するための官民パートナーシップ 
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このため、企業にとって予見可能性を高めるためには実用化後の出口が重要

である。例えば、新たな感染症の発生時における接種に向けた国によるワクチ

ンの買上など国内でのワクチン供給が円滑に進むよう検討するとともに、日本国

内のみでは市場規模が限られることから、世界市場の開拓のためにも、企業は

国外にも市場を広げていく戦略を持つべきである。また、開発に成功したワクチ

ンについて、WHO の事前認証取得を後押しするなどの必要な対応を行い、

Gavi17などの国際的な枠組を通じて世界的に供給することや途上国の支援ニー

ズ等に応じた ODA の活用等の検討を行う。 

また、国民の健康を守るために必要なワクチンを国内で開発・生産・供給する、

という観点が必ずしも政策に強く反映されてこなかったことについては、厚生労

働省の体制にもその一因があると考えられ、平時から企業支援を行うためには、

厚生労働省の体制強化及び関連部局間の積極的な人事により多様な経験を積

むことも必要である。 

このため、厚生労働省内に、今後のパンデミックに備えるべき重点感染症を決

定し、ワクチン開発の経験を重ねる観点からも、それに対するワクチンや治療薬

等の企業開発支援を行うとともに、前述の SCARDA への助言、ワクチンや治療

薬等の原材料・資材の国内自給による安定供給を目指した国産化の促進や、必

要な場合には備蓄を検討したり、緊急時にはワクチンや治療薬等を確保するた

めの企業との交渉も行ったりする体制を構築する。なお、医薬品の安全性、有効

性を監督する立場の規制部門は別の部署とする。 

 

2.8 国際協調の推進【厚◎、外】 

これまでの国際協力では、例えば COVAX ファシリティ18の設立にも関与し、資

金面でも貢献してきたが、今後は、ワクチン開発やワクチンそのものの供給を含

めた貢献、薬事承認の国際的な規制調和の合意形成に先導的な役割を果たす

等更なる貢献を目指す。 

具体的には、CEPI やワクチン 開発・生産に優れた国との連携を通じたワクチ

ンの研究開発への貢献や WHO、Gavi、COVAX ファシリティ、GHIT 等の国際的な

枠組みに積極的に参画していく。また、国際保健分野の重要性に鑑み、開発に

成功したワクチンの供与につき、途上国の支援ニーズ等に応じた ODA の活用等

の検討を行う。 

 

2.9 ワクチン開発の前提としてのモニタリング体制の拡充【文、厚◎】 

ワクチンの研究開発を迅速に進めるためには、国内外の新興・再興感染症の

最新の発生状況、ウイルスの感染力やゲノム情報、症状など臨床情報を迅速に

収集し、分析することが重要である。また、変異株の発生等も踏まえ、接種後の

ワクチンの効果を評価し、新たなワクチン研究開発につなげることも不可欠であ

                         
17 Gavi, the Vaccine Alliance（Ｇａｖｉワクチンアライアンス）: 開発途上国の予防接種率の向上を目的

とする官民パートナーシップ 
18 COVAX ファシリティ：途上国を含めた世界全体における新型コロナワクチンへの公平なア

クセスを確保するための国際的な枠組み 
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る。このため、国立感染症研究所、国立国際医療研究センターを中心19に、大

学・研究機関、地方公共団体、民間等が海外からの情報も入手の上、産官学連

携を強化することが重要である。そうした関係者の協力の下、厚生労働省にお

いて国際的に脅威となりうる感染症について、国内外における流行状況を把握

し、我が国においてワクチン等の確保・研究開発が必要な感染症を特定する必

要がある。 

また今回、他国が先行した事例を踏まえ、前述の SCARDA 等も活用しつつ、

分野や地域を問わない新規モダリティの開発状況や国内外の企業やベンチャ

ーの動向等について、前述の AMED に新設する先進的研究開発戦略センター

SCARDA 等も活用しつつ把握できる幅広いインテリジェンスの集約体制を構築

する。 

 

以上の研究開発・生産体制強化策は、その多くは厚生労働省がメインプレーヤ

ーとはいえ、内閣府、外務省、文部科学省、経済産業省など各府省にまたがる対

応が必要である。ワクチンの国内開発・生産は国家の安全保障にも関わる問題で

あり防衛省含め、緊急時の迅速な対応とともに、平時においても緊急時を念頭に置

いた継続的な研究開発が行われるよう関係部門の調整及び指示系統を明確にし

ておくことが重要であり、研究開発の調整を超えた薬事規制や国際協調、安全保

障の観点までを見据えた総合的な政策を立案する司令塔機能や関係閣僚での議

論の場を構築すべきである。 

 

3. 喫緊の新型コロナウイルス感染症への対応 

喫緊の新型コロナウイルス感染症への対応に関しては、既存のワクチンにおいて

も複数回接種が必要であり、効果持続期間の観点からも更なるワクチンの確保が必

要となる可能性があること、さらに、変異株の発生により、今後既存のワクチンの効

果が低減することも考えられること、仮に日本国内で変異が発生した場合に、外国企

業による迅速なワクチン開発が期待できるとは限らないことからも、国内での生産・

製造能力の向上とともに国産ワクチンの研究開発を急ぐ必要がある。国内生産体制

の確保や緊急時の治験実施の支援、承認要件の在り方等、表出している様々な課

題について、以下の取組が必要である。 

 

3.1 薬事承認プロセスについて【厚◎】 

ワクチンの大規模な第 III 相試験を迅速に実施可能とするべく、海外諸国との

連携含め、国際共同試験の推進など、多様な側面において政府が出来る限りの

支援をすべきである。 

一方で今回のパンデミックに際し、米国では、一定の安全性、有効性を確認す

ることで、承認前から販売許可をする緊急使用許可（EUA）という方法で、ファイ

ザーやモデルナを始めとした新たなワクチンが使用されることとなった。EUA に際

しても、最終臨床試験では、数万件規模の被験者に対して実施し、短期の安全

性、有効性が確認されている。後発のワクチン開発企業にとっては、すでに先発

                         
19 例えば感染症研究等に強みを持つ、東京大学医科学研究所、長崎大学感染症共同研究拠点

（BSL4 施設）、長崎大学熱帯医学研究所、国立医薬品食品衛生研究所等とも連携 
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のワクチンが使用されている中で第Ⅲ相試験の二重盲検試験のために数万件

の被験者を確保することは困難であり、多額の治験費用がかかることもあわせて

開発を妨げているとの指摘がある。そのため、ICMRA（薬事規制当局国際連携

組織）においては、ワクチン接種後の血中中和抗体価の上昇など、ワクチンの有

効性評価のための補完的指標の活用について、議論20が開始されており、その

議論の状況を踏まえ、最終的なコンセンサスが得られる前から、そのコンセンサ

スの方針を先取りして、国内企業での検証試験を開始し、速やかに完了できるよ

う、既定の予算措置ともあわせて政府として強力に支援する。 

 

3.2 ワクチン開発に係る治験環境の整備・拡充について【厚◎】 

ワクチンのこれまでの大規模な第Ⅲ相試験に代わる検証試験の推進のため、

開発企業（及び委託を受けた CRO21）のニーズを踏まえたサポートを実施する。

具体的には、国内の対応として、臨床研究中核病院及びその関連医療機関への

治験参加の要請をするとともに、健常人を対象とした臨床試験の経験に長けた

臨床試験受託機関への積極的な治験参加を働きかける。ワクチンについては、

被験者が健常人であり、被験者募集について、患者が対象となる治療薬の開発

と異なることから、臨床研究中核病院における被験者募集の枠組みに加え、臨

床試験受託機関等が保有する被験者パネルも活用して、被験者の募集を促進

する。 

また、海外における対応として、即戦力となる国際 CRO 等の活用による迅速

かつ効率的な第Ⅲ相試験の実施を支援する。さらに、CEPI や GHIT といった国

際的な枠組みを活用し、ワクチンに関する企業の国際的な治験や国際展開を後

押ししていく。 

 

最後に 

新興感染症はいつ発生するか予測困難であることから、発生に際して、適時適切に

ワクチンを研究開発、生産するためには、常に最新の技術動向を把握し、速やかに最

適なモダリティを活用するための財源や体制が必要である。そのため、平時からの長期

継続的な取組が重要であり、さらに、緊急時には迅速な対応がその成否を分けると考

えられる。ワクチン開発・生産体制の強化を長期継続的な国家戦略として、政府が一体

となって実施するためには、ワクチンのような一見すると経済合理性の乏しい分野への

投資が決定的に欠如していた反省を踏まえ、緊急時の機動的かつ迅速な資金の提供

や、平時における継続的安定的な資金の観点からは、機動的な資金配分方法の検討

とともに、研究開発費、設備整備費、買上等の必要な取組の財源を基金等も活用しつ

つ、安定的に確保することが適当である。 

また、ワクチンは健康な者の発症を未然に予防できる反面、副反応のリスクは避けて

は通れない。そのようなワクチンが内在する特徴を踏まえ、リスクがあることを前提にベ

ネフィットと比較し、ワクチンへの理解促進のため、国民への丁寧な説明やワクチンに

                         
20 ICMRA（薬事規制当局国際連携組織）での議論を踏まえた代替試験の方向性として、「既存ワク

チン対照の中和抗体価を比較する試験」を想定 
21 CRO（Contract Research Organization）:医薬品の市場調査やプロジェクト進行管理、試験計画策

定や結果の統計解析等の臨床試験支援を行う機能 
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対する平時からの教育、マスメディアとの連携を通じた適切な情報発信等も重要であ

る。  
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【ワクチン開発・生産強化の全体像】 
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 
 

令和２年３月 28日（令和３年６月 17日変更） 
新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 

 
政府は、新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題であると

の認識の下、国民の生命を守るため、これまで水際での対策、まん延防止、医
療の提供等について総力を挙げて講じてきた。国内において、感染経路の不明
な患者の増加している地域が散発的に発生し、一部の地域で感染拡大が見ら
れてきたため、令和２年３月 26日、新型インフルエンザ等対策特別措置法
（平成 24 年法律第 31 号。以下「法」という。）附則第１条の２第１項及
び第２項の規定により読み替えて適用する法第 14 条に基づき、新型コロ
ナウイルス感染症のまん延のおそれが高いことが、厚生労働大臣から内閣
総理大臣に報告され、同日に、法第 15 条第１項に基づく政府対策本部が
設置された。 
国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会

機能を維持することが重要である。 
その上で、まずは、後述する「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人と

の距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な
感染対策を行うことをより一層推進し、さらに、積極的疫学調査等により
クラスター（患者間の関連が認められた集団。以下「クラスター」という。）の
発生を抑えることが、いわゆるオーバーシュートと呼ばれる爆発的な感染
拡大（以下「オーバーシュート」という。）の発生を防止し、感染者、重症
者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるためには重要である。 
また、必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて

実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが、上記の
封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重
要である。 
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 併せて、今後、国内で感染者数が急増した場合に備え、重症者等への対応
を中心とした医療提供体制等の必要な体制を整えるよう準備することも必
要である。 
既に国内で感染が見られる新型コロナウイルス感染症に関しては、 
・ 肺炎の発生頻度が、季節性インフルエンザにかかった場合に比して
相当程度高く、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそ
れがあること 

・  感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確
認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、全国的
かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ
すおそれがある状況であること 

が、総合的に判断されている。 
このようなことを踏まえて、令和 2年４月７日に、新型コロナウイルス

感染症対策本部長（以下「政府対策本部長」という。）は法第 32条第 1項
に基づき、緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和
２年４月７日から令和２年５月６日までの 29 日間であり、緊急事態措置
を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」という。）は埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県とした。 
以後、4月 16日に、各都道府県における感染状況等を踏まえ、全都道府

県について緊急事態措置区域とし、5 月 4 日には、全都道府県において緊
急事態措置を実施すべき期間を令和 2 年 5 月 31 日まで延長することとし
た。その後、各都道府県における感染状況等を踏まえ、段階的に緊急事態
措置区域を縮小していった。 

5月 25日に、感染状況等を分析し、総合的に判断した結果、全ての都道
府県が緊急事態措置区域に該当しないこととなったため、政府対策本部長
は、法第 32条第 5項に基づき、緊急事態解除宣言を行った。 
その後、新規報告数は、10 月末以降増加傾向となり、11 月以降その傾

向が強まっていった。12月には首都圏を中心に新規報告数は過去最多の状
況が継続し、医療提供体制がひっ迫している地域が見受けられた。 
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こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況に
鑑み、令和３年１月７日、政府対策本部長は、法第 32条第 1項に基づき、
緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和３年１月８
日から令和３年２月７日までの 31 日間であり、緊急事態措置区域は東京
都、埼玉県、千葉県、神奈川県とした。 
令和３年１月 13日には、法第 32条第３項に基づき、緊急事態措置区域

に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を加える
変更を行った。 
令和３年２月２日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、２月８日以降については、法第
32条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の 10都府県に
変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間
を令和３年３月７日まで延長することとした。 
政府は、新型コロナウイルス感染症に係る対策を強化するため、新型イ

ンフルエンザ等まん延防止等重点措置（以下「まん延防止等重点措置」と
いう。）の創設などを含む新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を
改正する法律案を国会に提出し、令和３年２月３日に成立した。これによ
り改正された法は令和３年２月 13日に施行された。 
令和３年２月 26 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、３月１日以降については、法
第 32条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都及び
神奈川県の４都県に変更することとした。 
令和３年３月５日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、法第 32条第３項に基づき、引き
続き埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の４都県を緊急事態措置区域と
し、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年３月
21日まで延長することとした。 
令和３年３月 18 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対
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する負荷の状況について分析・評価を行い、全ての都道府県が緊急事態措
置区域に該当しないこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間と
されている３月 21日をもって緊急事態措置を終了した。 
緊急事態宣言の解除後は、「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感

染症への対応」（令和３年３月 18日新型コロナウイルス感染症対策本部と
りまとめ。以下「緊急事態宣言解除後の対応」という。）を踏まえ、社会経
済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を
可能な限り抑制するための取組を進めていくこととした。 
令和３年４月１日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必要性
が高いこと等から、法第 31 条の４第１項に基づき、まん延防止等重点措
置を実施すべき期間を令和３年４月５日から令和３年５月５日までの 31
日間とし、まん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」
という。）を宮城県、大阪府及び兵庫県とする公示を行った。 
令和３年４月９日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、４月 12日以降については、法第
31条の４第 3項に基づき、重点措置区域に東京都、京都府及び沖縄県を加
える変更を行うとともに、東京都におけるまん延防止等重点措置を実施す
べき期間を令和３年４月12日から令和３年5月11日までの30日間とし、
京都府及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和
３年４月 12 日から令和３年 5 月 5 日までの 24 日間とする旨の公示を行
った。 
令和３年４月 16 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、４月 20日以降については、法
第 31 条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に埼玉県、千葉県、神奈川県
及び愛知県を加える変更を行うとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び
愛知県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３年４月
20日から令和３年５月 11日までの 22日間とする旨の公示を行った。 
新規報告数は令和３年３月上旬以降、大都市部を中心に増加が続き、重
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症者数も増加が見られた。また、B.1.1.7系統の変異株（アルファ株）の感
染者の増加がみられ、急速に従来株からの置き換わりが進みつつある。 
こうした状況を踏まえ、令和３年４月 23日には、政府対策本部長は、法

第 32 条第 1 項に基づき、緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施す
べき期間は令和３年４月 25 日から令和３年５月 11 日までの 17 日間であ
り、緊急事態措置区域は東京都、京都府、大阪府及び兵庫県とした。 
また、同じく令和３年４月 23日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛

生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、法第 31条の４第 3
項に基づき、４月 25日以降については、重点措置区域に愛媛県を加え、緊
急事態措置区域とされた東京都、京都府、大阪府及び兵庫県を重点措置区
域から除外する変更を行うとともに、宮城県においてまん延防止等重点措
置を実施すべき期間を「令和３年４月５日から令和３年５月５日まで」か
ら「令和３年４月５日から令和３年５月 11日まで」、沖縄県においてまん
延防止等重点措置を実施すべき期間を「令和３年４月 12 日から令和３年
５月５日まで」から「令和３年４月 12日から令和３年５月 11日まで」と
変更し、愛媛県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３
年４月 25 日から令和３年５月 11 日までの 17 日間とする旨の公示を行っ
た。 
令和３年５月７日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、大都市部を中心に新規陽性者数
が高い水準にあり、医療提供体制のひっ迫も見られることなどから、５月
12日以降については、法第 32条第３項に基づき、緊急事態措置区域とし
て東京都、京都府、大阪府及び兵庫県に加え、愛知県及び福岡県を追加す
る変更を行うとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき
期間を令和３年５月 31日まで延長することとした。 
また、同じく令和３年５月７日には、５月９日以降については、法第 31

条の４第 3項に基づき、重点措置区域に北海道、岐阜県及び三重県を加え、
５月 12 日以降については、宮城県を除外する変更を行うとともに、北海
道、岐阜県及び三重県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を
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令和３年５月９日から令和３年５月 31日までの 23日間とし、埼玉県、千
葉県、神奈川県、愛媛県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施
すべき期間を令和３年５月 31日まで延長する旨の公示を行った。 
令和３年５月 14 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、感染が急速に拡大している地
域があり、医療提供体制のひっ迫も見られることなどから、５月 16 日以
降については、法第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として東京
都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県に加え、令和３年５月 31
日までの期間において、北海道、岡山県及び広島県を追加する変更を行っ
た。 
また、同じく令和３年５月 14日には、５月 16日以降については、法第

31条の４第３項に基づき、重点措置区域から北海道を除外し、重点措置区
域に埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、愛媛県及び沖縄県に加
え、群馬県、石川県及び熊本県を追加する変更を行うとともに、群馬県、
石川県及び熊本県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和
３年５月 16 日から令和３年６月 13 日までの 29 日間とする旨の公示を行
った。 
令和３年５月 21 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、感染が急速に拡大している地
域があり、医療提供体制のひっ迫も見られることなどから、５月 23 日以
降については、法第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として北海
道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡
県に加え、沖縄県を追加する変更を行うとともに、沖縄県において緊急事
態措置を実施すべき期間を令和３年５月 23日から令和３年６月 20日まで
の 29日間とする変更を行った。 
また、同じく令和３年５月 21日には、５月 23日以降については、法第

31条の４第３項に基づき、重点措置区域から愛媛県及び沖縄県を除外する
旨の公示を行った。 
令和３年５月 28 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対
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する負荷の状況について分析・評価を行い、新規陽性者数が依然として高
い水準にあり、医療提供体制のひっ迫も見られることなどから、法第 32条
第３項に基づき、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡
山県、広島県及び福岡県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３
年６月 20日まで延長することとした。 
また、同じく令和３年５月 28日には、第 31条の４第３項に基づき、埼

玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県及び三重県においてまん延防止等重点措
置を実施すべき期間を令和３年６月 20日まで延長する旨の公示を行った。 
令和３年６月 10 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、群馬県、石川県及び熊本県に
ついて、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている６月 13 日
をもってまん延防止等重点措置を終了する旨の公示を行った。 
令和３年６月 17 日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、法第 32条第３項に基づき、新規
陽性者数の減少及び医療提供体制等への負荷の軽減が見られる、北海道、
東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県に
ついて、緊急事態措置を実施すべき期間とされている６月 20 日をもって
緊急事態措置区域から除外し、緊急事態措置区域を沖縄県のみに変更する
とともに、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年７月
11日まで延長することとした。 
また、重点措置区域については、同じく令和３年６月 17日に、感染状況

や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を
行い、岐阜県及び三重県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期
間とされている６月 20 日をもってまん延防止等重点措置を終了する旨の
公示を行うとともに、法第 31条の４第３項に基づき、６月 21日以降につ
いては、従前、緊急事態措置区域とされていた北海道、東京都、愛知県、
京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を追加する変更を行い、また、これら
の都道府県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３年６
月 21 日から令和３年７月 11 日までの 21 日間とし、埼玉県、千葉県及び
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神奈川県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３年７月
11日まで延長する旨の公示を行った。 
今後は、「令和３年６月 21日以降における取組」（令和３年６月 17日新

型コロナウイルス感染症対策本部とりまとめ。以下「令和３年６月 21 日
以降の取組」という。）を踏まえ、感染の再拡大を防止するため、ワクチン
接種の円滑化・加速化をはじめ効果的な対策を総合的に進めていくことと
する。また、感染の再拡大が見られる場合には、速やかに効果的で強い感
染対策等を講じるものとする。 

 
本指針は、国民の生命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐる

状況を的確に把握し、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者
を含む国民が気持ちを一つにして、新型コロナウイルス感染症対策をさらに進め
ていくため、今後講じるべき対策を現時点で整理し、対策を実施するに当た
って準拠となるべき統一的指針を示すものである。 
 
一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 
 我が国においては、令和２年１月 15日に最初の感染者が確認された後、
令和３年６月 15日までに、合計 774,604人の感染者、14,182人の死亡者
が確認されている。 
令和２年４月から５月にかけての緊急事態宣言下において、東京都、大

阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛
知県、京都府、兵庫県及び福岡県の 13都道府県については、特に重点的に
感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要があったことから、本対処
方針において特定都道府県（緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県）
の中でも「特定警戒都道府県」と位置付けて対策を促してきた。 
また、これら特定警戒都道府県以外の県についても、都市部からの人の

移動等によりクラスターが都市部以外の地域でも発生し、感染拡大の傾向
が見られ、そのような地域においては、医療提供体制が十分に整っていな
い場合も多いことや、全都道府県が足並みをそろえた取組が行われる必要
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があったことなどから、全ての都道府県について緊急事態措置区域として
感染拡大の防止に向けた対策を促してきた。 
その後、5 月 1 日及び 4日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

（以下「専門家会議」という。）の見解を踏まえ、引き続き、それまでの枠
組みを維持し、全ての都道府県について緊急事態措置区域（特定警戒都道
府県は前記の 13都道府県とする。）として感染拡大の防止に向けた取組を
進めてきた。 
その結果、全国的に新規報告数の減少が見られ、また、新型コロナウイ

ルス感染症に係る重症者数も減少傾向にあることが確認され、さらに、病
床等の確保も進み、医療提供体制のひっ迫の状況も改善されてきた。 
５月 14日には、その時点における感染状況等の分析・評価を行い、総合

的に判断したところ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都
府、大阪府及び兵庫県の８都道府県については、引き続き特定警戒都道府
県として、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていくことと
なった。 
また、5月 21日には、同様に、分析・評価を行い、総合的に判断したと

ころ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の 5都道県について
は、引き続き特定警戒都道府県として、特に重点的に感染拡大の防止に向
けた取組を進めていく必要があった。 
その後、5 月 25 日に改めて感染状況の変化等について分析・評価を行

い、総合的に判断したところ、全ての都道府県が緊急事態措置区域に該当
しないこととなったため、同日、緊急事態解除宣言が発出された。 
 
緊急事態宣言解除後、主として７月から８月にかけて、特に大都市部の

歓楽街における接待を伴う飲食店を中心に感染が広がり、その後、周辺地
域、地方や家庭・職場などに伝播し、全国的な感染拡大につながっていっ
た。 
この感染拡大については、政府及び都道府県、保健所設置市、特別区（以

下「都道府県等」という。）が連携し、大都市の歓楽街の接待を伴う飲食店
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等、エリア・業種等の対象を絞った上で、重点的なＰＣＲ検査の実施や営
業時間短縮要請など、メリハリの効いた対策を講じることにより、新規報
告数は減少に転じた。 
また、8月７日の新型コロナウイルス感染症対策分科会（以下「分科会」という。）

においては、今後想定される感染状況に応じたステージの分類を行うととも
に、ステージを判断するための指標（以下「ステージ判断の指標」という。）
及び各ステージにおいて講じるべき施策が提言された。その後、２度の緊急
事態宣言の経験を通じ、感染の早期探知のための指標及びステージ判断にお
ける、より的確な評価方法が明らかになってきたことを踏まえ、令和３年４
月 15 日の分科会提言において、感染の再拡大防止に向けて、感染の予兆を
早期に探知するため、ステージ判断の指標等の精緻化及び補強が行われた。 
この提言を踏まえ、今後、緊急事態宣言の発出及び解除（緊急事態措置区

域の追加及び除外を含む。）の判断に当たっては、以下を基本として判断する
こととする。その際、「ステージ判断の指標」は、提言において、あくまで目
安であり、これらの指標をもって機械的に判断するのではなく、政府や都道
府県はこれらの指標を総合的に判断すべきとされていることに留意する。ま
た、緊急事態措置区域を定めるに当たっては、都道府県間の社会経済的なつ
ながり等を考慮する。 
（緊急事態宣言発出の考え方） 
 国内での感染拡大及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、
分科会提言におけるステージⅣ相当の対策が必要な地域の状況等）を踏まえ
て、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及
ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が新型インフルエンザ等
対策推進会議基本的対処方針分科会（以下「基本的対処方針分科会」という。）
の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 
（緊急事態宣言解除の考え方） 
国内での感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、緊

急事態措置区域が、分科会提言におけるステージⅢ相当の対策が必要な地域
になっているか等）を踏まえて、政府対策本部長が基本的対処方針分科会の
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意見を十分踏まえた上で、変異株が拡大する中で、より慎重に総合的に判断
する。 
なお、緊急事態宣言の解除後の対策の緩和については段階的に行い、必要

な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで続ける。 
 
令和２年 8月 28日には政府対策本部において、「新型コロナウイルス感

染症に関する今後の取組」がとりまとめられ、重症化するリスクが高い高
齢者や基礎疾患がある者への感染防止を徹底するとともに、医療資源を重
症者に重点化すること、また、季節性インフルエンザの流行期に備え、検
査体制、医療提供体制を確保・拡充することとなった。 
 
夏以降、減少に転じた新規報告数は、10月末以降増加傾向となり、11月

以降その傾向が強まっていったことから、クラスター発生時の大規模・集
中的な検査の実施による感染の封じ込めや感染拡大時の保健所支援の広域
調整等、政府と都道府県等が密接に連携しながら、対策を講じていった。
また、10月23日の分科会においては、「感染リスクが高まる「５つの場面」」を回
避することや、「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」を周知することなどの
提言がなされた。12月には首都圏を中心に新規報告数は過去最多の状況が継
続し、医療提供体制がひっ迫している地域が見受けられた。 
こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況に

鑑み、令和３年１月７日、政府対策本部長は、法第 32条第 1項に基づき、
緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年１月８日から令和３年２月７日
までの 31日間とし、緊急事態措置区域を東京都、埼玉県、千葉県、神奈川
県とする緊急事態宣言を行った。 
令和３年１月 13日には、法第 32条第３項に基づき、緊急事態措置区域

に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を加える
変更を行った。 
令和３年２月２日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、２月８日以降については、法第
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32条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の 10都府県に
変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間
を令和３年３月７日まで延長した。 
令和３年２月 26 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、３月１日以降については、法
第 32条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都及び
神奈川県の４都県に変更することとした。 
令和３年３月５日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、法第 32条第３項に基づき、引き
続き埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の４都県を緊急事態措置区域と
し、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年３月
21日まで延長することとした。 
令和３年３月 18 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、全ての都道府県が緊急事態措
置区域に該当しないこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間と
されている３月 21日をもって緊急事態措置を終了することとした。 
また、３月 18日、政府対策本部において、「緊急事態宣言解除後の対応」

がとりまとめられ、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、
重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するための取組を進めていくこと
となった。 
 
令和３年２月３日に成立した新型インフルエンザ等対策特別措置法等の

一部を改正する法律（令和３年法律第５号）の施行（以下「改正法の施行」
という。）を踏まえ、まん延防止等重点措置の実施及び終了の判断に当たっ
ては、以下を基本として判断する。その際、「ステージ判断の指標」は、分
科会提言において、あくまで目安であり、これらの指標をもって機械的に
判断するのではなく、政府や都道府県はこれらの指標を総合的に判断すべ
きとされていることに留意する。また、提言において示された「早期探知
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のための指標」等も活用し、感染拡大の予兆を早期に探知し、まん延防止
等重点措置を含む様々な強い感染対策等を早期に講じるものとする。 
（まん延防止等重点措置の実施の考え方） 
都道府県の特定の区域において感染が拡大し、当該都道府県全域に感染

が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障
が生ずるおそれがあると認められる事態が発生していること（特に、分科
会提言におけるステージⅢ相当の対策が必要な地域の状況になっている等）
を踏まえ、政府対策本部長が基本的対処方針分科会の意見を十分踏まえた
上で総合的に判断する。 
また、都道府県がステージⅡ相当の対策が必要な地域においても、当該

都道府県の特定の区域において感染が急速に拡大し、都道府県全域に感染
が拡大するおそれがあると認められる場合や、都道府県がステージⅢ相当
の対策が必要な地域において、感染が減少傾向であっても、当該都道府県
の特定の区域において感染水準が高い又は感染が拡大しているなど、感染
の再拡大を防止する必要性が高い場合に、政府対策本部長が基本的対処方
針分科会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 
（まん延防止等重点措置の終了の考え方） 
都道府県の感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、

まん延防止等重点措置を実施している区域の感染状況が、都道府県全域に
感染を拡大させるおそれがない水準か等）を踏まえて、政府対策本部長が
基本的対処方針分科会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 

 
令和３年４月１日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必要性
が高いこと等から、法第 31 条の４第１項に基づき、まん延防止等重点措
置を実施すべき期間を令和３年４月５日から令和３年５月５日までの 31
日間とし、重点措置区域を宮城県、大阪府及び兵庫県とする公示を行った。 
令和３年４月９日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、４月 12日以降については、法第
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31条の４第 3項に基づき、重点措置区域に東京都、京都府及び沖縄県を加
える変更を行うとともに、東京都におけるまん延防止等重点措置を実施す
べき期間を令和３年４月12日から令和３年5月11日までの30日間とし、
京都府及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和
３年４月 12 日から令和３年 5 月 5 日までの 24 日間とする旨の公示を行
った。 
令和３年４月 16 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、４月 20日以降については、法
第 31 条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に埼玉県、千葉県、神奈川県
及び愛知県を加える変更を行うとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び
愛知県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３年４月
20日から令和３年５月 11日までの 22日間とする旨の公示を行った。 
その後、令和３年４月 23日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体

制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、政府対策本部長は、法
第 32 条第 1 項に基づき、緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施す
べき期間は令和３年４月 25 日から令和３年５月 11 日までの 17 日間であ
り、緊急事態措置区域は東京都、京都府、大阪府及び兵庫県とした。 
また、同じく令和３年４月 23日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛

生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、法第 31条の４第 3
項に基づき、４月 25日以降については、重点措置区域に愛媛県を加え、緊
急事態措置区域とされた東京都、京都府、大阪府及び兵庫県を重点措置区
域から除外する変更を行うとともに、宮城県においてまん延防止等重点措
置を実施すべき期間を「令和３年４月５日から令和３年５月５日まで」か
ら「令和３年４月５日から令和３年５月 11日まで」、沖縄県においてまん
延防止等重点措置を実施すべき期間を「令和３年４月 12 日から令和３年
５月５日まで」から「令和３年４月 12日から令和３年５月 11日まで」と
変更し、愛媛県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３
年４月 25 日から令和３年５月 11 日までの 17 日間とする旨の公示を行っ
た。 
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令和３年５月７日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を行い、５月 12日以降については、法第
32条第３項に基づき、緊急事態措置区域として東京都、京都府、大阪府及
び兵庫県に加え、愛知県及び福岡県を追加する変更を行うとともに、これ
らの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年５月 31 日ま
で延長することとした。 
また、同じく令和３年５月７日には、５月９日以降については、法第 31

条の４第 3項に基づき、重点措置区域に北海道、岐阜県及び三重県を加え、
５月 12 日以降については、宮城県を除外する変更を行うとともに、北海
道、岐阜県及び三重県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を
令和３年５月９日から令和３年５月 31日までの 23日間とし、埼玉県、千
葉県、神奈川県、愛媛県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施
すべき期間を令和３年５月 31日まで延長する旨の公示を行った。 
令和３年５月 14 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、５月 16日以降については、法
第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として東京都、愛知県、京都
府、大阪府、兵庫県及び福岡県に加え、令和３年５月 31日までの期間にお
いて、北海道、岡山県及び広島県を追加する変更を行った。 
また、同じく令和３年５月 14日には、５月 16日以降については、法第

31条の４第３項に基づき、重点措置区域から北海道を除外し、重点措置区
域に埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、愛媛県及び沖縄県に加
え、群馬県、石川県及び熊本県を追加する変更を行うとともに、群馬県、
石川県及び熊本県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和
３年５月 16 日から令和３年６月 13 日までの 29 日間とする旨の公示を行
った。 
 令和３年５月 21 日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を行い、５月 23日以降については、法第
32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として北海道、東京都、愛知県、
京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県に加え、沖縄県を追
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加する変更を行うとともに、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期
間を令和３年５月 23 日から令和３年６月 20 日までの 29 日間とする変更
を行った。 
また、同じく令和３年５月 21日に、５月 23日以降については、法第 31

条の４第３項に基づき、重点措置区域から愛媛県及び沖縄県を除外する旨
の公示を行った。 
令和３年５月 28 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、法第 32条第３項に基づき、北
海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福
岡県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年６月 20 日まで延
長することとした。 
また、同じく令和３年５月 28日には、第 31条の４第３項に基づき、埼

玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県及び三重県においてまん延防止等重点措
置を実施すべき期間を令和３年６月 20日まで延長する旨の公示を行った。 
令和３年６月 10 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、群馬県、石川県及び熊本県に
ついて、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている６月 13 日
をもってまん延防止等重点措置を終了する旨の公示を行った。 
令和３年６月 17 日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、法第 32条第３項に基づき、北海
道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡
県について、緊急事態措置を実施すべき期間とされている６月 20 日をも
って緊急事態措置区域から除外し、緊急事態措置区域を沖縄県のみに変更
するとともに、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年
７月 11日まで延長することとした。 
また、重点措置区域については、同じく令和３年６月 17日に、岐阜県及

び三重県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている
６月 20 日をもってまん延防止等重点措置を終了する旨の公示を行うとと
もに、法第 31 条の４第３項に基づき、６月 21 日以降については、従前、
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緊急事態措置区域とされていた北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、
兵庫県及び福岡県を追加する変更を行い、また、これらの都道府県におい
てまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３年６月 21 日から令和
３年７月 11日までの 21日間とし、埼玉県、千葉県及び神奈川県において
まん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３年７月 11 日まで延長す
る旨の公示を行った。 
 また、同日の政府対策本部において、「令和３年６月 21 日以降の取組」
がとりまとめられ、感染の再拡大を防止するため、ワクチン接種の円滑化・
加速化をはじめ効果的な対策を総合的に進めていくこととなった。 

 
 新型コロナウイルス感染症については、以下のような特徴がある。 
 ・ 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人の

割合や死亡する人の割合は年齢によって異なり、高齢者は高く、若者
は低い傾向にある。令和２年 6月から 8月に診断された人における重
症化する割合や死亡する割合は 1月から 4月までと比べて低下してい
る。重症化する人の割合は約 1.6%（50 歳代以下で 0.3%、60 歳代以
上で 8.5%）、死亡する人の割合は、約 1.0%（50 歳代以下で 0.06%、
60歳代以上で 5.7%）となっている。 

・ 重症化しやすいのは、高齢者と基礎疾患のある人、妊娠後期の妊婦
である。重症化のリスクとなる基礎疾患には、慢性閉塞性肺疾患、慢
性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、肥満がある。 

・ 新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させる可能性があ
る期間は、発症の 2 日前から発症後７日から 10 日間程度とされてい
る。また、この期間のうち、発症の直前・直後で特にウイルス排出量
が高くなると考えられている。 
新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、他の人に感染さ

せているのは２割以下で、多くの人は他の人に感染させていないと考
えられている。 

・ 新型コロナウイルス感染症は、主に飛沫感染や接触感染によって感
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染し、①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの
人が密集している）、③密接場面（互いに手を伸ばしたら手が届く距離
での会話や発声が行われる）という３つの条件（以下「三つの密」と
いう。）の環境で感染リスクが高まる。このほか、飲酒を伴う懇親会等、
大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同
生活、居場所の切り替わりといった場面でも感染が起きやすく、注意
が必要である。 

・ 新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には、ＰＣＲ検査、
抗原定量検査、抗原定性検査等がある。新たな検査手法の開発により、
検査の種類や症状に応じて、鼻咽頭ぬぐい液だけでなく、唾液や鼻腔
ぬぐい液を使うことも可能になっている。なお、抗体検査は、過去に
新型コロナウイルス感染症にかかったことがあるかを調べるもので
あるため、検査を受ける時点で感染しているかを調べる目的に使うこ
とはできない。 

・ 新型コロナウイルス感染症の治療は、軽症の場合は経過観察のみで
自然に軽快することが多く、必要な場合に解熱薬などの対症療法を行
う。呼吸不全を伴う場合には、酸素投与やステロイド薬（炎症を抑え
る薬）・抗ウイルス薬の投与を行い、改善しない場合には人工呼吸器や
体外式膜型人工肺（Extracorporeal membrane oxygenation：ＥＣＭ
Ｏ）等による集中治療を行うことがある。 

・  一般的にウイルスは増殖・流行を繰り返す中で少しずつ変異していくもの
であり、新型コロナウイルスも約 2 週間で一か所程度の速度でその塩基が変
異していると考えられている。現在、新たな変異株が世界各地で確認されてお
り、こうした新たな変異株に対して警戒を強めていく必要がある。国立感染症
研究所では、こうした変異をリスク分析し、その評価に応じて、変異株を懸念
される変異株（Variant of Concern：ＶＯＣ）と注目すべき変異株（Variant of 
Interest：ＶＯＩ）に分類している。国立感染症研究所によると、懸念される
変異株は、B.1.1.7系統の変異株（アルファ株）、B.1.351系統の変異株（ベー
タ株）、P.1系統の変異株（ガンマ株）、B.1.617.2系統の変異株（デルタ株）が
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ある。これらの変異株については、従来株よりも感染しやすい可能性がある
（B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）は、実効再生産数の期待値が従来株の
1.32倍と推定、診断時に肺炎以上の症状を有しているリスクが従来株の1.4倍
（40-64歳では1.66倍）と推定）。また、B.1.1.7系統の変異株（アルファ株）
やB.1.351系統の変異株（ベータ株）、B.1.617.2系統の変異株（デルタ株）に
ついては、重症化しやすい可能性も指摘されている。B.1.617.2系統の変異株
（デルタ株）については、B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）よりも感染し
やすい可能性も示唆されている。また、B.1.351系統の変異株（ベータ株）、P.1
系統の変異株（ガンマ株）、B.1.617.2系統の変異株（デルタ株）は、従来株よ
り、免疫やワクチンの効果を低下させる可能性が指摘されている。我が国では、
B.1.1.7系統の変異株（アルファ株）の割合が全国で約8割となり、一部地域
を除き、従来株からほぼ置き換わったと推定されている。B.1.617.2系統の変
異株（デルタ株）については、報告数が増加している。また、注目すべき変異
株は、R.1系統の変異株（E484Kがある変異株）、B.1.427/B.1.429系統の変異
株（イプシロン株）、P.3系統の変異株（シータ株）、B.1.617.1系統の変異株（カ
ッパ株）がある。これら注目すべき変異株に対しては、その疫学的特性を分析
し、引き続き、ゲノムサーベイランスを通じて実態を把握する必要があるとさ
れている。 

  国立感染症研究所によると、変異株であっても、個人の基本的な感染予防策
としては、従来と同様に、特に「感染リスクが高まる「５つの場面」」など「三
つの密」の回避、マスクの着用、手洗い等が有効であり、推奨されている。 

・ 日本国内におけるウイルスの遺伝子的な特徴を調べた研究によると、令和２
年１月から２月にかけて、中国武漢から日本国内に侵入した新型コロナウイ
ルスは３月末から４月中旬に封じ込められた一方で、その後、欧米経由で侵入
した新型コロナウイルスが日本国内に拡散したものと考えられている。7 月、
8月の感染拡大は、検体全てが欧州系統から派生した２系統に集約されたもの
と考えられる。現時点では、国内感染は国内で広がったものが主流と考えられ
る 。 

・ また、ワクチンについては、令和３年前半までに全国民に提供できる
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数量の確保を目指すこととしており、これまでモデルナ社、アストラゼ
ネカ社及びファイザー社のワクチンの供給を受けることについて契約
締結に至っている。ワクチンの接種を円滑に実施するため、予防接種法
（昭和 23年法律第 68号）の改正を行うとともに、分科会での議論経過
等を踏まえ、内閣官房及び厚生労働省において令和３年２月９日に「新
型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について」（以下「ワク
チン接種について」という。）をとりまとめた。その後、2月 14日には
ファイザー社のワクチンが薬事承認され、厚生科学審議会等を経て、２
月 17日に医療従事者向けの先行接種を開始し、４月 12日より高齢者へ
の接種を開始した。また、5 月 21 日にはアストラゼネカ社及びモデル
ナ社のワクチンが薬事承認された。その後、厚生科学審議会において議
論を行い、モデルナ社のワクチンについて、予防接種で使用するワクチ
ンに追加することとなり、5 月 24 日開設の自衛隊大規模接種センター
等での接種を開始した。 

・ 新型コロナウイルス感染症による日本での経済的な影響を調べた研究
では、クレジットカードの支出額によれば、人との接触が多い業態や在
宅勤務（テレワーク）の実施が困難な業態は、令和２年３月以降、売り
上げがより大きく減少しており、影響を受けやすい業態であったことが
示されている。また、同年４～６月期の国内総生産（ＧＤＰ）は実質で
前期比 8.1％減、年率換算で 28.6％減を記録した。 

 
二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針 
 ① これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏ま

え、より効果的な感染防止策等を講じていく。 
② 緊急事態措置区域においては、感染拡大の主な起点となっている飲
食の場面に対する対策の強化を図るとともに、B.1.1.7 系統の変異株
（アルファ株）に置き換わったと推定されること等を踏まえ、人と人
との接触機会を減らすために、人の流れを抑制するための取組を行う、
積極的な検査戦略を実施するなど、徹底した感染防止策に取り組む。 
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③ 「令和３年６月 21日以降の取組」を踏まえ、社会経済活動を継続し
つつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り
抑制するため、ワクチン接種の円滑化・加速化をはじめ、飲食対策の
徹底・人流の抑制、検査・サーベイランスの強化、水際対策を含む変
異株対策、医療提供体制等の一層の確保等の取組を総合的に進めてい
く。 

④ 緊急事態措置区域から除外された地域（重点措置区域及び重点措置
区域以外の地域の双方を含む。）においては、対策の緩和については段
階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで継続する。
感染の再拡大が見られる場合には、速やかに効果的で強い感染対策等
を講じる。 

⑤ 重点措置区域においては、都道府県が定める期間、区域等において、
飲食を伴うものなど感染リスクが高く感染拡大の主な起点となってい
る場面等に効果的な対策を徹底する。 

⑥ その他の感染の再拡大が認められる地域では、政府と都道府県が密接
に連携しながら、重点的・集中的なＰＣＲ検査や営業時間短縮要請等を
実施するとともに、まん延防止等重点措置を機動的に活用するなど、速
やかに効果的で強い感染対策等を講じる。 

⑦ 感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や「感染リスクが高ま
る「５つの場面」」を回避すること等を促すとともに、事業者及び関係
団体に対して、業種別ガイドライン等の実践と科学的知見等に基づく
進化を促していく。 

⑧ 的確な感染防止策及び経済・雇用対策により、感染拡大の防止と社会
経済活動の維持との両立を持続的に可能としていく。 

⑨ 新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生を
できる限り減らすため、迅速なワクチンの接種を進める。 

⑩ 緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、医療提供体制等の確
保に全力をあげて取り組む。その他の地域も併せ、「相談・受診・検査」
～「療養先調整・移送」～「転退院・解除」まで、一連の患者対応が目
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詰まりなく行われ、病床・宿泊療養施設が最大限活用されるよう留意し
つつ、感染拡大時に確実に機能する医療提供体制を整備する。また、積
極的な検査戦略を実施する。 

 
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 
（１）情報提供・共有 
① 政府は、地方公共団体と連携しつつ、以下の点について、国民の共感
が得られるようなメッセージを発出するとともに、状況の変化に即応
した情報提供や呼びかけを行い、行動変容に資する啓発を進めるととも
に、冷静な対応をお願いする。 
・ 発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供。 
・ 国民に分かりやすい疫学解析情報の提供。 
・ 医療提供体制及び検査体制に関する分かりやすい形での情報の
提供。 

・ 変異株についての正確で分かりやすい情報の提供。 
・ 「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、
「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の徹底
等、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着に向けた周知。 

・ 室内で「三つの密」を避けること。特に、日常生活及び職場において、人
混みや近距離での会話、多数の者が集まり室内において大きな声を出すこと
や歌うこと、呼気が激しくなるような運動を行うことを避けるように強く促
すこと。 

・ 令和２年10月23日の分科会で示された、「感染リスクが高まる「５つの
場面」」（飲酒を伴う懇親会やマスクなしでの会話など）や、「感染リスクを
下げながら会食を楽しむ工夫」（なるべく普段一緒にいる人と少人数、席の
配置は斜め向かい、会話の時はマスク着用等）の周知。 

・ マスクに係る日本産業規格（ＪＩＳ）の制定も踏まえつつ、ウイルス捕集
効率や着用場面等に応じた不織布マスク等の感染予防策の効果や隙間が出
来ないような着用方法の周知。 
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・ 大型連休等、人の移動が活発化する時期に際して、感染が拡大している地
域との往来に関する自粛の要請を含め、感染状況に応じて、必要な注意喚起
や呼びかけを行うこと。 

・ 業種別ガイドライン等の実践。特に、飲食店等について、業種別ガイドラ
インを遵守している飲食店等を利用するよう、促すこと。 

・ 風邪症状等体調不良がみられる場合の休暇取得、学校の欠席、外
出自粛等の呼びかけ。 

・ 感染リスクを下げるため、医療機関を受診する時は、あらかじめ
厚生労働省が定める方法による必要があることの周知。 

・ 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の考え方を分かり
やすく周知すること。 

・ 感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対
策に携わった方々に対する誤解や偏見に基づく差別を行わないことの呼び
かけ。 

・ 従業員及び学生の健康管理や感染対策の徹底についての周知。 
・ 国民の落ち着いた対応（不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいだ移
動の自粛等や商店への殺到の回避及び買い占めの防止）の呼びかけ。   

・ 接触確認アプリ（COVID-19 Contact-Confirming Application：ＣＯＣＯ
Ａ）のインストールを呼びかけるとともに、陽性者との接触があった旨の通
知があった場合における適切な機関への受診の相談や陽性者と診断された
場合における登録の必要性についての周知。併せて、地域独自の二次元バー
コード（以下「ＱＲコード」という。）等による追跡システムの利用の呼びか
け。 

② 政府は、広報担当官を中心に、官邸のウェブサイトにおいて厚生労働省
等関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的に連携
させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）等の媒体も
積極的に活用することで、迅速かつ積極的に国民等への情報発信を行う。 

③ 政府は、民間企業等とも協力して、情報が必ずしも届いていない層に十
分な情報が行き届くよう、丁寧な情報発信を行う。 
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④ 厚生労働省は、感染症やクラスターの発生状況について迅速に情報を公
開する。 

⑤ 外務省は、全世界で感染が拡大していることを踏まえ、各国に滞在す
る邦人等への適切な情報提供、支援を行う。 

⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張又は長期の
海外滞在のある事業所、留学や旅行機会の多い大学等においても、帰国
者への適切な情報提供を行い、渡航の是非の判断・確認や、帰国者に対
する14日間の外出自粛の要請等の必要な対策を講じるよう周知を図る。 

⑦ 政府は、国民、在留外国人、外国人旅行者及び外国政府に対し、帰国
時・入国時の手続や目的地までの交通手段の確保等について適切か
つ迅速な情報提供を行い、国内でのまん延防止と風評対策につなげる。
また、政府は、日本の感染対策や感染状況の十分な理解を醸成するよう、
諸外国に対して情報発信に努める。 

⑧ 地方公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な手段により住
民に対して地域の感染状況に応じたメッセージや注意喚起を行う。 

⑨ 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査によ
り得られた情報を分析し、今後の対策に資する知見をまとめて、国民に還
元するよう努める。 

⑩ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が行政文書の管理
に関するガイドライン（平成 23 年４月１日内閣総理大臣決定）に基づく
「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を行う。地方公共団
体も、これに準じた対応に努める。 

 
（２）サーベイランス・情報収集 
① 感染の広がりを把握するために必要な検査を実施し、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号。
以下「感染症法」という。）第 12条に基づく医師の届出等によりその実
態を把握する。 

② 厚生労働省及び都道府県等は、感染が拡大する傾向が見られる場合は
それを迅速に察知して的確に対応できるよう、戦略的サーベイランス体
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制を整えておく必要がある。また、感染拡大の防止と社会経済活動の維
持との両立を進めるためにも感染状況を的確に把握できる体制をもつこ
とが重要であるとの認識の下、地方衛生研究所や民間の検査機関等の関係
機関における検査体制の一層の強化、地域の関係団体と連携した地域外
来・検査センターの設置等を迅速に進めるとともに、新しい検査技術につい
ても医療現場に迅速に導入する。都道府県は、医療機関等の関係機関によ
り構成される会議体を設けること等により、民間の検査機関等の活用促進
を含め、ＰＣＲ検査等の実施体制の把握・調整等を図る。さらに、過去最大
規模を上回る新規感染者数が生じた場合にも十分に検査ができるよう、厚生
労働省及び都道府県等は連携して検査体制整備計画を見直し、通常最大時約
29万件/日、緊急最大時約44万件/日の検査需要を見込んでいるところであ
り、これらの検査需要に十分対応できるだけの検体採取及び検査分析能力の
確保を速やかに進める。特にＰＣＲ検査能力については、政府による財政的
な支援などのもと、民間検査機関等を最大限活用しつつ、最大時約36万件/
日の検査能力を速やかに確保する。さらに、厚生労働省は、ＰＣＲ検査及び
抗原検査の役割分担について検討・評価を行う。また、これらを踏まえ、検
査が必要な者に、より迅速・円滑に検査を行い、感染が拡大している地域に
おいては、医療・介護従事者、入院・入所者等関係者に対し、ＰＣＲ検査等
による幅広い検査の実施に向けて取組を進めるとともに、院内・施設内感染
対策の強化を図る。令和３年２月８日時点で緊急事態措置区域であった 10
都府県に対し、感染多数地域における高齢者施設の従事者等の検査の集中的
実施計画に基づく検査を、３月中までを目途に着実に実施するよう求めると
ともに、さらに、これらの都府県の歓楽街のある大都市はもとより、その他
の地方公共団体も地域の感染状況に応じ、当面、新たな集中的実施計画に基
づく検査を定期的に実施するよう求めつつ、その在り方についてはワクチン
の接種状況や感染状況等を踏まえて検討する。併せて、対象を通所系の介護
事業所にも拡大するとともに、法第 24 条第９項に基づく都道府県による高
齢者施設等に対する受検の要請や好事例の横展開、当該要請と連携した高齢
者施設等に対する施設運営上の指導等を通じ、検査を受ける施設を増加させ
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る。また、政府は、医療機関や高齢者施設等において従事者等に軽度であっ
ても症状が現れた場合に、早期に陽性者を発見することによって感染拡大を
防止する観点から、毎日の健康状態を把握するための健康観察アプリも活用
しつつ、迅速に検査を実施できるよう、都道府県と連携しつつ抗原簡易キッ
ト最大約800万回程度分を確保し、配布を開始したところであり、施設への
配布を加速する。さらに、政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ迫
を防ぐ観点から、健康観察アプリも活用し、医療機関との連携体制の確立を
図りつつ、大学、専門学校、高校、特別支援学校等に対して、最大約 80 万
回程度分の抗原簡易キットの可能な限り早い配布を進め、抗原簡易キットを
活用した軽症状者（発熱、せき、のどの痛み等軽い症状を有する者をいう。）
に対する積極的検査を速やかに実施し、陽性者発見時には、幅広い接触者に
対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にＰＣＲ検査
等を行政検査として実施する。また、職場においても、健康観察アプリも活
用しつつ、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査を実施するよ
う促すとともに、クラスターの発生が懸念される職場に関する重点的な取組
を働きかけ、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保健所の事務負担
の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にＰＣＲ検査等を行政検査として実施す
る。これらの検査に用いる抗原簡易キットについては、迅速かつ適切に検査
が実施されるよう、検体採取に関する注意点等を理解した職員等の管理下で
検査を実施させる。また、政府は、緊急事態措置区域であった都道府県等と
連携しつつ、再度の感染拡大の予兆や感染源を早期に探知するため、幅
広いＰＣＲ検査等（モニタリング検査）やデータ分析を実施する。政府
と都道府県等で協働して今後の感染拡大局面も見据えた準備を進めるため、
厚生労働省は、財政的な支援をはじめ必要な支援を行い、都道府県等は、相
談・検体採取・検査の一連のプロセスを通じた対策を実施する。また、社会
経済活動の中で希望により受ける民間検査については、感染症法第 16 条の
２に基づき、民間検査機関に精度管理や提携医療機関の決定等の協力を求め
ることなどにより環境整備を進めていく。 

③ 厚生労働省は、感染症法第 12 条に基づく医師の届出とは別に、市中での
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感染状況を含め国内の流行状況等を把握するため、抗体保有状況に関する調
査など有効なサーベイランスを実施する。また、いわゆる超過死亡について
は、新型コロナウイルス感染症における超過死亡を推計し、適切に把握する。
国立感染症研究所における新型コロナウイルス検出方法等の検討や下水サ
ーベイランスを活用した新型コロナ調査研究を支援するなど、引き続き、下
水サーベイランス活用について検証を加速する。 

④ 厚生労働省は、医療機関や保健所の事務負担の軽減を図りつつ、患者等
に関する情報を関係者で迅速に共有するための情報把握・管理支援シス
テム（Health Center Real-time Information-sharing System on COVID-
19：ＨＥＲ－ＳＹＳ）を活用し、都道府県別の陽性者数等の統計データ
の収集・分析を行うとともに、その結果を適宜公表し、より効果的・効
率的な対策に活用していく。 

⑤ 政府は、医療機関の空床状況や人工呼吸器・ＥＣＭＯの保有・稼働状況等
を迅速に把握する医療機関等情報支援システム（Gathering Medical 
Information System：Ｇ－ＭＩＳ）を構築・運営し、医療提供状況やＰＣＲ
検査等の実施状況等を一元的かつ即座に把握するとともに、都道府県等にも
提供し、迅速な患者の受入調整等にも活用する。 

⑥ 文部科学省及び厚生労働省は、学校等での集団発生の把握の強化を図る。 
⑦ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関するいわゆる後遺症につい
て、諸外国で報告もあることも踏まえ、調査・研究を進める。 

⑧ 厚生労働省及び都道府県等は、全陽性者数の約 40%の実施割合を目指して
L452R変異株ＰＣＲ検査を実施し、B.1.617.2系統の変異株（デルタ株）の全
国的な監視体制を強化する。厚生労働省及び文部科学省は、国立感染症研究
所・都道府県等・民間検査機関や大学等間の連携を一層促進し、B.1.617.2系
統の変異株（デルタ株）など変異株ＰＣＲ検査やゲノム解析を強化する。都道
府県等は、B.1.617.2系統の変異株（デルタ株）など変異株事例が発生した場
合には、積極的疫学調査の強化や幅広い関係者への検査を徹底する。これらの
取組により、クラスターの迅速な封じ込めを図るとともに、社会全体での変異
株の感染拡大の防止を図る。厚生労働省は、国立感染症研究所と連携して、新
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たな変異株に対して、引き続き、その疫学的特性を分析し、ゲノムサーベイラ
ンスを通じて実態を把握する。 

⑨ 都道府県等は、感染症法第12条及び第 15条に基づき、地方公共団体間で
の迅速な情報共有を行うとともに、都道府県は、分科会提言で示された「早
期探知のための指標」等も参考に、県下の感染状況について、リスク評価
を行う。 

⑩ 遺伝子配列を分析するにあたり、公衆衛生対策を進めていく上で必要な情
報を、国立感染症研究所において収集を行う。 

 
（３）まん延防止 
１）外出の自粛（後述する「４）職場への出勤等」を除く） 

特定都道府県は、法第 45条第 1項に基づき、日中も含めた不要不急
の外出・移動の自粛について協力の要請を行うものとする。特に、20時
以降の不要不急の外出自粛、混雑している場所や時間を避けて行動する
こと、及び感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時
間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えることについ
て、住民に徹底する。また、B.1.1.7系統の変異株（アルファ株）に置き
換わったと推定されることを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する
観点から、不要不急の帰省や旅行など都道府県間の移動は、極力控える
ように促すとともに、どうしても避けられない場合は感染防止策の徹底
とともに、出発前又は到着地での検査の勧奨等を進める。 
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場

への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なも
のについては外出の自粛要請の対象外とする。 
また、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」

「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底す
るとともに、あらゆる機会を捉えて、令和２年４月22日の専門家会議で示
された「10 のポイント」、５月４日の専門家会議で示された「新しい生活
様式の実践例」、10月 23 日の分科会で示された、「感染リスクが高まる「５
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つの場面」」等を活用して住民に周知を行うものとする。 
また、特定都道府県は、人の流れの抑制につなげる観点から、地下鉄、

バス等の交通事業者に対して、終電の繰上げや主要ターミナルにおける検
温の実施等、必要な協力の依頼等を行うものとする。また、事業者に対し
て、屋外照明（防犯対策上、必要なもの等を除く）の夜間消灯等、必要な
協力の依頼等を行うものとする。 

２）催物（イベント等）の開催制限 
特定都道府県は、当該地域で開催される催物（イベント等）について、

観客の広域的な移動や催物前後の活動などで生じる、催物に係る感染拡
大リスクを抑制し、また、催物における感染防止対策等を徹底する観点
などから、主催者等に対して、法第 24 条第９項に基づき、別途通知す
る目安を踏まえた規模要件等（人数上限 5,000人かつ収容率 50%等）を
設定し、その要件に沿った開催の要請を行うとともに、開催を 21時ま
でとするよう要請を行うものとする。併せて、開催に当たっては、業種
別ガイドラインの遵守の徹底や催物前後の「三つの密」及び飲食を回避
するための方策を徹底するよう、主催者等に求めるものとする。 
また、スマートフォンを活用した接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）につ

いて、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバ
シーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、民間企業・団体等の
幅広い協力を得て引き続き普及を促進する。 

３）施設の使用制限等（前述の「２）催物（イベント等）の開催制限」、後
述する「７）学校等の取扱い」を除く） 
① 特定都道府県は、法第 45 条第２項等に基づき、感染リスクが高い
と指摘されている飲食の場を避ける観点から、酒類又はカラオケ設備
を提供する飲食店等（飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利
用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む。酒類及びカ
ラオケ設備の提供（利用者による酒類の店内持込みを含む。）を取り止
める場合を除く。）に対して休業要請を行うとともに、上記以外の飲食
店（宅配・テイクアウトを除く。）に対して、営業時間の短縮（20時
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までとする。）の要請を行うものとする。その際、改正法の施行により、
命令、過料の規定が設けられたことを踏まえ、その手続に関しては、
別途通知する手続に沿って行うことに留意しつつ、要請に応じている
店舗との公平性を保つことができるよう、命令等の適切な運用を図る
ものとする。 

  特定都道府県は、人の流れを抑制する観点から、法第 24 条第９項
に基づき、別途通知するところにより、飲食店以外の新型インフルエ
ンザ等対策特別措置法施行令（平成 25年政令第 122号。以下「令」
という。）第 11条第１項各号に規定する施設のうち、多数の者が利用
する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設に
対して、営業時間の短縮（20時までとする。）を要請するものとする。 
また、特定都道府県は、前述「２）催物（イベント等）の開催制限」

の取扱いを踏まえ、法第 24条第９項に基づき、別途通知する施設の
管理者に対して、別途通知する目安を踏まえた規模要件等（人数上限
5,000人かつ収容率 50%等）を設定し、その要件に沿った施設の使用
及び 21時までの開催を要請するものとする。 

  以上のほか、特定都道府県は、地域の感染状況等を踏まえ、都道府
県知事の判断により、令第 11 条第１項各号に規定する施設のうち、
多数の者が利用する施設に対する使用制限等を含めて、施設管理者等
に対して必要な協力を要請できるものとする。その際、地域の感染状
況等に応じて、新規陽性者数が増加又は高止まりしている場合には、
都道府県が独自に行う協力要請の徹底等を行う一方、感染状況の改善
が見られる場合には、都道府県が独自に行う協力要請を段階的に緩和
し、効果的な取組を講じていくものとする。また、施設の使用制限の
要請等を検討するに当たっては、地域の感染状況等に応じて、各都道
府県知事が適切に判断するものとし、要請を行う判断の考え方、必要
性等について、対象となる事業者等への丁寧な説明に努めるものとす
る（前述「２）催物（イベント等）の開催制限」についても同じ。）。
要請を行う場合は、あらかじめ政府と迅速に情報共有を行う。 

364



  特定都道府県は、法第 24 条第９項に基づき、事業者に対して、業
種別ガイドラインを遵守するよう要請を行うものとする。 
また、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法

第 45条第２項等に基づき、「入場者の整理等」「入場者に対するマス
クの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話
等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（飛沫を遮ることができ
る板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等）」等、令第 12条に規
定される各措置について事業者に対して要請を行うものとする。なお、
人が密集すること等を防ぐため、「入場者の整理等」を行う場合は、
別途通知する取扱いを踏まえ、事業者に要請を行うとともに、事業者
に対して、入場整理等の実施状況をホームページ等を通じて広く周知
するよう働きかけるものとする。 
以上の要請に当たっては、関係機関とも連携し、休業要請及び営業

時間の短縮等を徹底するための対策・体制の強化を行い、原則として
全ての施設に対して実地に働きかけを行う。その際、併せて、事業者
に対して、業種別ガイドラインの遵守を働きかける。また、特定都道
府県は、法第 45条第 1項に基づき、路上・公園等における集団での
飲酒など、感染リスクが高い行動に対して必要な注意喚起や自粛の要
請等を行うものとする。 
特定都道府県は、公立の施設等について、地域の感染状況等に応じ

て、措置期間における閉館や閉園等を検討するものとする。 
② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、
営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府県を支援する。
都道府県は、協力金支給に係る体制の強化等を図り、支給の迅速化に
努めるものとする。 

③ 事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種別ガイ
ドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進め
る。その際、政府は、専門家の知見を踏まえ、関係団体等に必要な情
報提供や助言等を行う。 
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４）職場への出勤等 
 ① 政府及び特定都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう

働きかけを行うものとする。 
・ 職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テ
レワーク）の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を
目指すこと。 

・ 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業
の継続に必要な場合を除き、20 時以降の勤務を抑制すること。 

・ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を
低減する取組を強力に推進すること。 

・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗いや手指消毒、咳エ
チケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る
箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張によ
る従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取
得、社員寮等の集団生活の場での対策等）や「三つの密」や「感染リ
スクが高まる「５つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう、実践例
も活用しながら促すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」（休
憩室、更衣室、喫煙室等）に注意するよう周知すること。 

・ 感染防止策の徹底のため、二酸化炭素濃度測定器等の設置を支援
するとともに、ビル管理者等に対して、換気の状況を二酸化炭素濃
度測定器により確認する場合の留意点等を周知すること。 

・ さらに、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践する
よう働きかけること。 

・ 高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊
娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、
本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための
就業上の配慮を行うこと。 

・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行
う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」
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を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じつつ、事
業の特性を踏まえ、業務を継続すること。 

② 政府及び地方公共団体は、在宅勤務（テレワーク）、ローテーション勤
務、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を自ら進める
とともに、事業者に対して必要な支援等を行う。 

③ 政府は、上記①に示された感染防止のための取組等を働きかけるため、
特に留意すべき事項を提示し、事業場への訪問など事業者と接する機会
等をとらえ、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認するよう促す。ま
た、遵守している事業者に、対策実施を宣言させるなど、感染防止のた
めの取組が勧奨されるよう促す。さらに、経済団体に対し、在宅勤務（テ
レワーク）の活用等による出勤者数の７割削減の実施状況を各事業者が
自ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請するとともに、公表され
た情報の幅広い周知について、関連する事業者と連携して取り組む。 

 ５）高齢者施設等従業者の検査等 
特定都道府県等は、感染多数地域の高齢者施設等の従業者等に対する検

査の頻回実施や、面会に関する感染防止策の徹底（オンライン面会の活用
等）、高齢者施設等や医療機関で感染が発生した場合における保健所による
感染管理体制の評価や支援チームの派遣、検査の実施等による感染制御・
業務継続支援の徹底を行うとともに、政府が行う、検査前確率が比較的高
いと考えられる場所（例えば、密になりやすい、又は、多くの人が出入り
し接触するような事務所・作業所、寮、大学等）等に対するモニタリング
検査拡充への積極的な協力や、区域内の歓楽街等で陽性者が出た場合の重
点的検査の実施を行うものとする。 

 ６）緊急事態宣言下における医療提供体制の確保等 
① 特定都道府県等は、政府による医療人材の応援派遣の支援の要請や、
感染急拡大時の時限的緊急避難としての不急の一般医療の制限も含め、
新型コロナウイルス感染症対応に必要な病床・宿泊療養施設を速やかに
確保するものとする。また、健康観察業務の業務委託等により、宿泊療
養者・自宅療養者に対する健康管理体制を確保するものとする。 

367



② 政府は、感染拡大が顕著な都道府県において、当該地域では対応困
難な深刻な看護師不足が生じた場合、当該都道府県の要請を踏まえ、
緊急的な看護師派遣に取り組むものとする。 

③ 政府及び特定都道府県は、診療所の役割強化（感染症対応能力の向
上、自宅療養者・宿泊療養者への健康管理・医療的対応の拡大）を進
めるとともに、現下の状況は災害医療的な対応が求められるとの認識
の下、公的病院等でのコロナ対応の一層の取組、都道府県域を超えた
重症患者の広域移送など、都道府県の病床・人材の確保に対する政府
の支援を更に強化する。 

７）学校等の取扱い 
 ① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業を求

めるのではなく、地域の感染状況に応じた感染防止策の徹底を要請す
る。幼稚園、小学校、中学校、高等学校等については、子供の健やか
な学びの保障や心身への影響の観点から、「学校における新型コロナ
ウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要
請する。また、大学等については、感染防止と面接授業・遠隔授業の
効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適切に対応する
ことを要請する（緊急事態措置区域においては、大学等の感染対策の
徹底とともに、遠隔授業も活用した学修者本位の授業の効果的な実施
による学生等の学修機会の確保を図る）。部活動、課外活動、学生寮に
おける感染防止策、懇親会や飲み会などについては、学生等への注意
喚起の徹底（緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、部活動
や課外活動における感染リスクの高い活動の制限又は自粛）を要請す
る。特に、発熱等の症状がある学生等が登校や活動参加を控えるよう
周知徹底を図る。都道府県は、学校設置者に対し、保健管理等の感染
症対策について指導するとともに、地域の感染状況や学校関係者の感
染者情報について速やかに情報共有を行うものとする。 

 ② 厚生労働省は、保育所や放課後児童クラブ等について、感染防止策
の徹底を行いつつ、原則開所することを要請する。 
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８）緊急事態措置区域から除外された都道府県（除外後、重点措置区域と
された都道府県を含む。）における取組等 

① 緊急事態措置区域から除外された都道府県においては、前述したよ
うに「対策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージⅡ
相当以下に下がるまで続ける」ことを基本とし、後述 10）に掲げる基
本的な感染防止策等（重点措置区域である都道府県においては後述９）
に掲げる感染防止策等を含む。）に加え、「緊急事態宣言解除後の対応」
及び「令和３年６月 21日以降の取組」を踏まえるとともに、住民や
事業者に対して、以下の取組を行うものとする。その際、地域の感染
状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、対策の緩和は段
階的に行う。また、再度、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域
における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況につ
いて十分、把握・分析を行いつつ、速やかに効果的で強い感染対策等
を講じるものとする。 
・ 当面、法第 24 条第９項に基づき、日中も含めた不要不急の外出
の自粛について協力の要請を行うこと。その後、地域の感染状況等
を踏まえながら、段階的に緩和すること。また、B.1.1.7系統の変異
株（アルファ株）に置き換わったと推定されることを踏まえ、都道
府県間の不要不急の移動は、極力控えるように促すこと。  

・ 当該地域で開催される催物（イベント等）に係る規模要件等（人
数上限・収容率、飲食を伴わないこと等）については、観客の広域
的な移動や催物前後の活動などで生じる、催物に係る感染拡大リス
クを抑制し、また、催物における感染防止対策等を徹底する観点な
どから、主催者等に対して、法第24条第９項に基づき、別途通知す
る目安を踏まえた規模要件等（重点措置区域である都道府県におい
ては、人数上限 5,000人等。重点措置区域以外の都道府県において
は、緊急事態宣言解除後 1 か月程度の経過措置として人数上限
5,000人又は収容定員 50％以内（ただし、10,000人を上限）のいず
れか大きい方等。）を設定し、その要件に沿った開催の要請を行う
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こと。また、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断によ
り、開催時間制限の要請を行うこと。 

・ 重点措置区域である都道府県においては、法第 31 条の６第１項
等に基づき、飲食店（宅配・テイクアウトを除く。）に対する営業時
間の短縮（20時までとする。）の要請を行うこと。また、酒類の提
供は、別途通知する「一定の要件」を満たした店舗において 19 時
まで提供できることとし、当該要件を満たさない店舗に対して、法
第 31条の６第 1項に基づき、酒類の提供を行わないよう要請する
こと。ただし、地域の感染状況等に応じ、都道府県知事の判断で、
さらに制限を行うことができるものとする。政府は、「一定の要件」
について、第三者認証制度の普及を図る観点から、同制度の普及状
況を踏まえて定めるものとし、都道府県は、第三者認証制度の普及
と適用店舗の拡大に努めること。 
その際、改正法の施行により、命令、過料の規定が設けられたこ

とを踏まえ、その手続に関しては、別途通知する手続に沿って行う
ことに留意しつつ、要請に応じている店舗との公平性を保つことが
できるよう、命令等の適切な運用を図ること。 

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、上記の
重点措置を講じるべき区域（以下「措置区域」という。）以外の地域
において、法第 24 条第９項に基づき、飲食店等に対する営業時間
の短縮の要請を行うこと。 

・  重点措置区域以外の都道府県においては、法第 24条第９項に基
づく飲食店に対する営業時間の短縮の要請については、当面、継続
することとし、その後、地域の感染状況等を踏まえながら、段階的
に緩和すること。なお、営業時間及び対象地域等については、地域
の感染状況等に応じ、各都道府県知事が適切に判断すること。 

・  法第 31 条の６第１項又は法第 24 条第９項に基づき、飲食を主
として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供し
ている場合、当面、当該設備の利用自粛を要請すること。その上で、
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地域における感染状況やワクチン接種の状況を踏まえながら、都
道府県知事の判断で緩和を検討すること。 

・  重点措置区域である都道府県においては、地域の感染状況等に
応じて、都道府県知事の判断により、法第 31条の６第１項等に基
づき、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着
用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の
飛沫による感染の防止に効果のある措置（飛沫を遮ることができ
る板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等）」等、令第５条の
５に規定される各措置について事業者に対して要請を行うこと。
なお、人が密集すること等を防ぐため、「入場をする者の整理等」
を行う場合は、別途通知する取扱いを踏まえ、事業者に要請を行う
こと。 

・ 上記の各要請に当たっては、関係機関とも連携し、営業時間の  
短縮等を徹底するための対策・体制の強化を行い、原則として全  
ての施設に対して実地に働きかけを行うこと。その際、併せて、 
事業者に対して、業種別ガイドラインの遵守を働きかけること。 
また、法第 24条第９項に基づき、路上・公園等における集団での 
飲酒など、感染リスクが高い行動に対して必要な注意喚起や自粛の
要請等を行うこと。 

・ 重点措置区域である都道府県においては、地域の感染状況等に応
じ、都道府県知事の判断により、措置区域において、法第 24 条第
９項等に基づき、別途通知する飲食店以外の令第 11 条第１項に規
定する施設に対する営業時間の短縮等を要請等すること。 

・ 職場への出勤等については、引き続き「出勤者数の 7割削減」を
目指し、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもロ
ーテーション勤務等を強力に推進すること。 

  ② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、
飲食店に対して営業時間短縮要請と協力金の支払いを行う都道府県
を支援する。都道府県は、協力金支給に係る体制の強化等を図り、支
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給の迅速化に努めるものとする。 
③ 都道府県は、①の取組を行うに当たっては、あらかじめ政府と迅速
に情報共有を行う。 

９）重点措置区域における取組等 
① 重点措置区域である都道府県においては、「緊急事態宣言解除後の
対応」及び「令和３年６月 21 日以降の取組」を踏まえるとともに、
まん延防止等重点措置が、地域の感染状況に応じて、期間・区域、業
態を絞った措置を機動的に実施できる仕組みであり、発生の動向等を
踏まえた集中的な対策により、地域的に感染を抑え込み、都道府県全
域への感染拡大、更には全国的かつ急速なまん延を防ぐ趣旨で創設さ
れたものであることを踏まえ、感染リスクが高く感染拡大の主な起点
となっている場面に効果的な対策を徹底するため、後述 10）に掲げる
基本的な感染防止策等に加え、以下の取組を行うものとする。 
また、都道府県知事は、区域を指定するに当たって市町村単位や一

定の区画を原則とするなど、区域、期間及び業態を定めるに当たって
は、効果的な対策となるよう留意する。 
・ 感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、
都道府県知事が定める期間及び区域において、法第 31 条の６第１
項等に基づき、飲食店（宅配・テイクアウトを除く。）に対する営業
時間の短縮（20時までとする。）の要請を行うこと。また、酒類の
提供は、別途通知する「一定の要件」を満たした店舗において 19時
まで提供できることとし、当該要件を満たさない店舗に対して、法
第 31条の６第 1項に基づき、酒類の提供を行わないよう要請する
こと。ただし、地域の感染状況等に応じ、都道府県知事の判断で、
さらに制限を行うことができるものとする。政府は、「一定の要件」
について、第三者認証制度の普及を図る観点から、同制度の普及状
況を踏まえて定めるものとし、都道府県は、第三者認証制度の普及
と適用店舗の拡大に努めること。 
その際、改正法の施行により、命令、過料の規定が設けられたこ

372



とを踏まえ、その手続に関しては、別途通知する手続に沿って行う
ことに留意しつつ、要請に応じている店舗との公平性を保つことが
できるよう、命令等の適切な運用を図ること。 

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により措置区域
以外の地域において、法第 24 条第９項に基づき、飲食店等に対す
る営業時間の短縮の要請を行うこと。 

・ いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、
法第 31 条の６第１項に基づき、飲食を主として業としている店舗
において、カラオケを行う設備を提供している場合、当面、当該設
備の利用自粛を要請すること。その上で、地域における感染状況や
ワクチン接種の状況を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和を
検討すること。 

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第  
31 条の６第１項等に基づき、「入場をする者の整理等」「入場をす
る者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者
の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
（飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の
確保等）」等、令第５条の５に規定される各措置について事業者に
対して要請を行うこと。なお、人が密集すること等を防ぐため、「入
場をする者の整理等」を行う場合は、別途通知する取扱いを踏まえ、
事業者に要請を行うこと。 

・  不要不急の外出自粛を徹底すること及び施設に人が集まり、飲
食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、都道府
県知事の判断により、措置区域において、法第 24条第 9項に基づ
き、別途通知する飲食店等以外の令第 11条第１項に規定する施設
（特に、大規模な集客施設）について、営業時間の短縮を要請する
とともに、入場整理等について働きかけを行うこと。 

・ 法第 24 条第９項に基づき、業種別ガイドラインを遵守するよう
要請を行うこと。その際、ガイドラインを遵守していない飲食店等
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については、個別に要請を行うことを検討すること。 
・ 上記の各要請に当たっては、関係機関とも連携し、営業時間の短
縮等や業種別ガイドラインの遵守を徹底するための対策・体制の強
化を行い、原則として措置区域内の全ての飲食店等に対して実地に
働きかけを行うこと。また、法第 24 条第９項に基づき、路上・公
園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動に対して必
要な注意喚起や自粛の要請等を行うこと。 

・ 法第 31 条の６第２項に基づき、上記により営業時間の変更を要
請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう、住民に対し
て要請等を行うこと。併せて、法第 24 条第９項に基づき、日中も
含めた不要不急の外出・移動の自粛、混雑している場所や時間を避
けて行動すること、及び感染対策が徹底されていない飲食店等や営
業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を自粛すること
等について、住民に対して協力の要請を行うこと。その際、B.1.1.7
系統の変異株（アルファ株）に置き換わったと推定されることを踏
まえ、感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動、
特に緊急事態措置区域との往来は、極力控えるように促すこと。 

・ 都道府県知事が定める期間及び区域で行われる催物（イベント等）
について、観客の広域的な移動や催物前後の活動などで生じる、催
物に係る感染拡大リスクを抑制し、また、催物における感染防止対
策等を徹底する観点などから、主催者等に対して、法第 24 条第９
項等に基づき、別途通知する目安を踏まえた規模要件等（人数上限
5,000人等）を設定し、その要件に沿った開催の要請を行うこと。
また、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、開
催時間を制限する要請を行うこと。 

  なお、まん延防止等重点措置解除後1か月程度の経過措置として、
主催者等に対して、法第 24 条第９項等に基づき、別途通知する目
安を踏まえた規模要件等（人数上限 5,000 人又は収容定員 50％以
内（ただし、10,000人を上限）のいずれか大きい方等。）を設定し、
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その要件に沿った開催の要請を行うこと。また、地域の感染状況等
を踏まえ、都道府県知事の判断により、開催時間を制限する要請を
行うこと。 

・ 事業者に対して、職場への出勤等について、「出勤者数の 7 割削
減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワ
ーク）や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に
徹底するよう働きかけること。 

・ 措置区域内における、高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻
回実施や、高齢者施設等や医療機関で感染が発生した場合における
保健所による感染管理体制の評価や支援チームの派遣、検査の実施
等による感染制御・業務継続支援の徹底を行うとともに、政府が行
う、検査前確率が比較的高いと考えられる場所（例えば、密になり
やすい、又は、多くの人が出入りし接触するような事務所・作業所、
寮、大学等）等に対するモニタリング検査拡充への積極的な協力や、
措置区域内の歓楽街等で陽性者が出た場合の重点的検査の実施を
行うこと。 

・ 病床・宿泊療養施設確保計画に沿って、すぐに患者を受け入れら
れる病床・居室を計画上の最大数に速やかに移行するとともに、感
染者急増時の緊急的患者対応への切り替えに向けた準備（医療提供
体制への負荷が高まった場合の入院基準の明確化、パルスオキシメ
ーターの活用や健康観察業務の外部委託等による自宅療養におけ
る健康観察体制の確保等）を行うこと。 

  ② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、
飲食店に対して営業時間短縮要請と協力金の支払いを行う都道府県
を支援する。都道府県は、協力金支給に係る体制の強化等を図り、支
給の迅速化に努めるものとする。 

 ③ 重点措置区域である都道府県は、①の取組を行うに当たっては、あ
らかじめ政府と迅速に情報共有を行う。 

10）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県における取組等 
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① 都道府県は、「緊急事態宣言解除後の対応」及び「令和３年６月 21
日以降の取組」を踏まえるとともに、住民や事業者に対して、以下の
取組を行うものとする。その際、感染拡大の防止と社会経済活動の維
持との両立を持続的に可能としていくため、「新しい生活様式」の社
会経済全体への定着を図るとともに、地域の感染状況や感染拡大リス
ク等について評価を行いながら、必要に応じて、後述③等のとおり、
外出の自粛、催物（イベント等）の開催制限、施設の使用制限等の要
請等を機動的に行うものとする。 
（外出の自粛等） 
・ 「三つの密」、「感染リスクが高まる「５つの場面」」等の回避や、
「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」
をはじめとした基本的な感染対策の徹底等、感染拡大を防止する
「新しい生活様式」の定着が図られるよう、あらゆる機会を捉えて、
令和２年４月 22 日の専門家会議で示された「10 のポイント」、５
月４日の専門家会議で示された「新しい生活様式の実践例」、10月
23日の分科会で示された「感染リスクが高まる「５つの場面」」等
について住民や事業者に周知を行うこと。 

・ 帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を
含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に大人数の会食を
控える等注意を促すこと。また、B.1.1.7系統の変異株（アルファ株）
に置き換わったと推定されることを踏まえ、感染が拡大している地域
への不要不急の移動は、極力控えるように促すこと。 
感染が拡大している地域において、こうした対応が難しいと判断さ

れる場合は、帰省や旅行について慎重な検討を促すこと。特に発熱等
の症状がある場合は、帰省や旅行を控えるよう促すこと。 

・ 業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促すこと。 
・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、
政府と連携して、外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協
力の要請等を行うこと。 
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（催物（イベント等）の開催） 
・ 催物等の開催については、「新しい生活様式」や業種別ガイドライン
等に基づく適切な感染防止策が講じられることを前提に、地域の感染
状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、必要な規模要件
（人数上限や収容率）の目安を示すこと。その際、観客の広域的な移
動や催物前後の活動などで生じる、催物に係る感染拡大リスクを抑制
し、また、催物における感染防止対策等を徹底する観点などから、適
切な要件を設定するとともに、事業者及び関係団体において、エビデ
ンスに基づきガイドラインが進化、改訂された場合は、それに基づき
適切に要件を見直すこと。 
また、催物等の態様（屋内であるか、屋外であるか、また、全国的な

ものであるか、地域的なものであるかなど）や種別（コンサート、展
示会、スポーツの試合や大会、お祭りなどの行事等）に応じて、開催
の要件や主催者において講じるべき感染防止策を検討し、主催者に周
知すること。 
催物等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発

生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物
の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による
行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、主催者に対して
強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握して
おくことや、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）等の活用等について、
主催者に周知すること。 

・ 感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの発生があった場合、 
政府と連携して、人数制限の強化、催物等の無観客化、中止又は延期
等を含めて、速やかに主催者に対して必要な協力の要請等を行うこと。 

   （職場への出勤等） 
・ 事業者に対して、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤
等、人との接触を低減する取組を働きかけること。 

・ 事業者に対して、職場における、感染防止のための取組（手洗い
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や手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励
行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出
勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、
昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等）や「三つ
の密」や「感染リスクが高まる「５つの場面」」等を避ける行動を徹底
するよう、実践例も活用しながら促すこと。特に職場での「居場所の
切り替わり」（休憩室、更衣室、喫煙室等）に注意するよう周知する
こと。感染防止策の徹底のため、二酸化炭素濃度測定器等の設置を
支援するとともに、ビル管理者等に対して、換気の状況を二酸化炭
素濃度測定器により確認する場合の留意点等を周知すること。さら
に、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践するよう働
きかけること。その際には、特に留意すべき事項を提示し、事業場へ
の訪問など事業者と接する機会等をとらえ、事業者自らが当該事項の
遵守状況を確認するよう促すこと。また、遵守している事業者には対
策実施を宣言させる等、感染防止のための取組を強く勧奨すること。 
（施設の使用制限等） 

・ これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」
のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、施設管理者等
に対して必要な協力を依頼すること。 

・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、
政府と連携して、施設の使用制限等を含めて、速やかに施設管理者
等に対して必要な協力の要請等を行うこと。 

②  都道府県は、感染の状況等を継続的に監視し、その変化が認めら
れた場合、住民に適切に情報提供を行い、感染拡大への警戒を呼びか
けるものとする。 

③ 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感
染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、
把握・分析を行い、８月７日の分科会の提言で示された指標を目安と
しつつ総合的に判断し、同提言に示された各ステージにおいて「講ず
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べき施策」や累次の分科会提言（12月 11日「今後の感染の状況を踏
まえた対応についての分科会から政府への提言」等）等を踏まえ、地
域の実情に応じて、迅速かつ適切に法第 24条第 9項に基づく措置等
を講じるものとする。特に、ステージⅢ相当の対策が必要な地域等に
あっては、速やかにステージⅡ相当の対策が必要な地域へ移行するよ
う、取り組むものとする。 

④ 都道府県は、①③の取組を行うに当たっては、あらかじめ政府と迅
速に情報共有を行う。 

⑤ 政府は、関係団体や地方公共団体に対して、飲食店に係る業種別ガ
イドラインの遵守徹底のための見回り調査、遵守状況に関する情報の
表示や第三者認証による認証制度の普及を促すとともに、関係団体等
と連携しつつ、クラスターが発生している分野等（飲食・職場など）
を対象とした業種別ガイドラインについて、見直し・強化を図り、徹
底する。 

⑥ 都道府県は、飲食店の見回りを進めるとともに、第三者認証による
認証制度へのインセンティブ措置の付与により、同制度の確実な運用
を図る。 

11）予防接種 
   政府、都道府県及び市町村は、以下のように新型コロナウイルス感染

症に係るワクチン接種を行うものとする。 
① 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種目的は、新型コロ
ナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限
り減らすことであること。 

② 関係機関と連携し、迅速にワクチンの開発等を進めるとともに、承
認申請された際には審査を行った上で、安全性及び有効性を確認し、
できるだけ早期の実用化、国民への供給を目指すこと。 

③ 予防接種については、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律
（令和２年法律第 75号）による改正後の予防接種法に基づく臨時接
種の特例として、厚生労働大臣の指示のもと、都道府県の協力により
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市町村において実施すること。 
④ 予防接種の実施体制や接種順位等については、令和３年２月９日の
「ワクチン接種について」を踏まえ接種を円滑かつ効率的に実施する
観点に立って行うこと。 

⑤ 予防接種により健康被害が生じた場合の救済措置や副反応疑い報
告等については、予防接種法の現行の規定を適用し適切に実施するこ
と。 

⑥ 予防接種は最終的には個人の判断で接種されるものであることか
ら、予防接種に当たっては、リスクとベネフィットを総合的に勘案し
接種の判断ができる情報を提供することが必要であること。 
その上で、政府は、国民に対して、ワクチンの安全性及び有効性に

ついての情報を提供するなど、的確で丁寧なコミュニケーション等を
進め、幅広く予防接種への理解を得るとともに、国民が自らの意思で
接種の判断を行うことができるよう取り組むこと。 

  ⑦ このような原則の下、政府は、各地方公共団体の接種会場に加え自
衛隊大規模接種センターも活用した接種を実施しつつ、職域（大学等
を含む）による接種を実施するとともに、地域接種・職域接種のいず
れにもつながりにくい者のワクチン接種を推進すること。加えて、接
種を実施する医療機関、医療関係者の確保に向けて、必要な取組を総
動員し、ワクチン接種の円滑化・加速化を進めること。 

12）水際対策 
① 政府は、水際対策について、変異株を含め、国内への感染者の流入
及び国内での感染拡大を防止する観点から、入国制限、渡航中止勧告、
帰国者の検査・健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措置等を引
き続き実施する。今後も新たな変異株が発生しうることを見据え、当
該国の変異株の流行状況、日本への流入状況などのリスク評価に基づ
き、機動的かつ適時に水際強化措置等を講ずる。インド等での流行状
況等も踏まえ、B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）への対応強化を
迅速に進める。なお、厚生労働省は、関係省庁と連携し、健康観察に
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ついて、保健所の業務負担の軽減や体制強化等を支援する。 
② 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発生の状況を踏まえて、必
要に応じ、国土交通省は、航空機の到着空港の限定の要請、港湾の利
用調整や水際・防災対策連絡会議等を活用した対応力の強化等を行う
とともに、厚生労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。 

③ 厚生労働省は、停留に利用する施設が不足する場合には、法第 29
条の適用も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、停
留に利用可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を行うことで停留
施設の確保に努める。 

13）クラスター対策の強化 
① 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査
により、個々の濃厚接触者を把握し、健康観察、外出自粛の要請等を
行うとともに、感染拡大の規模を適確に把握し、適切な感染対策を行
う。その際、より効果的な感染拡大防止につなげるため、厚生労働省
は、新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム（ＨＥ
Ｒ-ＳＹＳ）による地方公共団体間の一元的な情報共有・分析を支援
する。都道府県等は、積極的疫学調査の結果等の地方公共団体間の情
報連携を徹底するとともに、積極的疫学調査を実施する際に優先度も
考慮する。積極的疫学調査に対して正当な理由がなく協力しない場合
の命令、この命令に正当な理由がなく応じない場合の罰則の適用につ
いては、対象者の人権に十分に配慮し、慎重に運用すること。 

② 政府は、関係機関と協力して、クラスター対策に当たる専門家の確
保及び育成を行う。 

③ 厚生労働省及び都道府県等は、関係機関と協力して、特に、感染拡
大の兆候が見られた場合には、専門家やその他人員を確保し、その地
域への派遣を行う。 

  なお、感染拡大が顕著な地域において、保健所における積極的疫学
調査に係る人員体制が不足するなどの問題が生じた場合には、都道府
県は関係学会・団体等の専門人材派遣の仕組みである IHEAT
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（Infectious disease Health Emergency Assistance Team）の活用
や、厚生労働省と調整し、他の都道府県からの応援派遣職員の活用等
の人材・体制確保のための対策を行う。感染拡大に伴う優先度を踏ま
えた積極的疫学調査については、感染状況の改善に伴い改めて対応を
強化する。その際には、ＩＨＥＡＴの積極的な活用も図りながら、変
異株への対応といった観点も踏まえつつ、感染源の推定のための調査
を含めた強化を図る。 
また、都道府県等が連携し、積極的疫学調査等の専門的業務を十分

に実施できるよう保健所の業務の重点化や人材育成等を行うこと、保
健所業務の外部委託の活用、地域のネットワークと連携したＩＨＥＡ
Ｔの積極的な活用、人材確保・人材育成の好事例の横展開等により、
保健所の体制を強化し、感染拡大時に即応できる人員体制を平時から
整備する。 

④ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を抜本強化するという観点
から、保健所の体制強化に迅速に取り組む。これに関連し、特定都道
府県は、管内の市町村と迅速な情報共有を行い、また、対策を的確か
つ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第 24条に基づ
く総合調整を行う。さらに、都道府県等は、クラスターの発見に資す
るよう、地方公共団体間の迅速な情報共有に努めるとともに、政府は、
対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第
20条に基づく総合調整を行う。 

⑤ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を強化する観点から、以下
の取組を行う。 

 ・ 大規模な歓楽街については、令和 2 年 10 月 29 日の分科会にお
ける「大都市の歓楽街における感染拡大防止対策ワーキンググルー
プ当面の取組方策に関する報告書」に示された取組を踏まえ、通常
時から相談・検査体制の構築に取り組むとともに、早期に予兆を探
知し、介入時には、速やかに重点的（地域集中的）なＰＣＲ検査等
の実施や、必要に応じ、エリア・業種を絞った営業時間短縮要請等

382



を機動的に行うこと。 
 ・ 「三つの密」等濃厚接触が生じやすい環境にある職場でクラスタ

ーが発生した場合には、幅広く検査を実施する。また、あらかじめ、
事業者に対し、職場でのクラスター対策の徹底を呼びかけるととも
に、上記の検査について労働者への受検勧奨の実施等を促すこと。 

 ・ 言語の壁や生活習慣の違いがある在留外国人を支援する観点か 
ら、政府及び都道府県等が提供する情報の一層の多言語化、大使館
のネットワーク等を活用したきめ細かな情報提供、相談体制の整備
等により、検査や医療機関の受診に早期につなげる仕組みを構築す
ること。 

⑥ 政府は、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）について、機能の向上を図
るとともに、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることや
プライバシーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、その幅広
い活用や、感染拡大防止のための陽性者としての登録を行うよう、呼
びかけを行い、新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援シス
テム（ＨＥＲ-ＳＹＳ）及び保健所等と連携した積極的疫学調査で活
用することにより、効果的なクラスター対策につなげていく。 

⑦ 政府は、ＱＲコードを活用した地方公共団体独自の取組を踏まえ、
クラスター対策のための効果的な情報収集・分析・共有の在り方及び
実効性を上げるためのインセンティブ等の仕組みについて、パイロッ
ト的に特定の地域で実証することも含め、検討を行う。 

14）その他共通的事項等 
 ① 特定都道府県又は重点措置区域である都道府県は、地域の特性に応じ

た実効性のある緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を講じる。特定
都道府県又は重点措置区域である都道府県は、緊急事態措置又はまん延
防止等重点措置を講じるに当たっては、法第５条を踏まえ、必要最小限
の措置とするとともに、講じる措置の内容及び必要性等について、国民
に対し丁寧に説明する。 

 ② 政府及び特定都道府県は、緊急事態措置を講じること等に伴い、食料・
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医薬品や生活必需品の買い占め等の混乱が生じないよう、国民に冷静な
対応を促す。 
③ 政府及び地方公共団体は、緊急事態措置の実施に当たっては、事業者
の円滑な活動を支援するため、事業者からの相談窓口の設置、物流体制
の確保、ライフラインの万全の体制の確保等に努める。 

④ 政府は、関係機関と協力して、公共交通機関その他の多数の人が集ま
る施設における感染対策を徹底する。 

 
（４）医療等 
① 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医療の提供体制の確保
を進めるため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力して、次の
ような対策を講じる。 
・ 重症者や重症化リスクのある者に医療資源の重点をシフトする観
点から、令和２年 10 月 14 日の新型コロナウイルス感染症を指定感
染症として定める等の政令（令和２年政令第 11号）の改正（令和２
年 10月 24日施行）により、高齢者や基礎疾患のある者等入院勧告・
措置の対象の明確化を行っており、改正法の施行により、この取扱い
が法定化された。都道府県等は、関係法令に基づき、地域の感染状況
等を踏まえ、適切に入院勧告・措置を運用すること。また、改正法の
施行により、入院措置に正当な理由なく応じない場合や入院先から逃
げた場合の罰則が設けられたが、都道府県等は、その運用に当たって、
患者の人権に十分に配慮し、慎重に運用するとともに、患者への偏見・
差別につながらないよう、（６）で後述する取組の一層の強化を図る
こと。 
重症者等に対する医療提供に重点を置くべき地域では、特に病床

確保や都道府県全体の入院調整に最大限努力した上で、なお病床が
ひっ迫する場合には、高齢者等も含め入院治療が必要ない無症状病
原体保有者及び軽症患者（以下「軽症者等」という。）については、
感染症法第44条の３第２項に基づき宿泊施設（適切な場合は自宅）
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での療養を要請することで、入院治療が必要な患者への医療提供体
制の確保を図ること。丁寧な健康観察を実施すること。 
特に、家庭内での感染防止や症状急変時の対応のため、宿泊施設が

十分に確保されているような地域では、軽症者等は宿泊療養を基本
とすること。そのため、都道府県は、患者の病状、数その他感染症
の発生及びまん延の状況を勘案して、ホテル等の一時的な宿泊療養
施設の確保に努めるとともに、都道府県等は、宿泊療養施設の運営
体制を確保すること。政府は、都道府県等と密接に連携し、これら
の取組を支援すること。 
自宅療養等を行う際には、自宅療養や宿泊療養中に症状が悪化し、

亡くなる方もいることを踏まえ、都道府県等は電話等情報通信機器
や情報把握・管理支援システム（ＨＥＲ－ＳＹＳ）の自動架電等の機
能を用いて遠隔で健康状態を把握するとともに、医師が必要とした
場合には電話等情報通信機器を用いて診療を行う体制を整備するこ
と。また、パルスオキシメーターの確保や、往診・オンライン診療・
訪問看護等の活用など、適切な療養環境を確保するための取組を推
進すること。 

・ 都道府県等は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養をする場合に、そ
の家族に要介護者や障害者、子供等がいる場合は、市町村福祉部門の
協力を得て、ケアマネジャー、相談支援専門員、児童相談所等と連携
し、必要なサービスや支援を行うこと。 

・ 都道府県等は、変異株が確認された患者等について、適切に入院措
置・勧告を行うこと。また、地域の感染状況等を踏まえ、変異株が確
認された軽症者等について、丁寧に健康観察を実施のうえ、宿泊施設
での療養を要請すること。さらに、国立感染症研究所の評価・分析を
踏まえ改定された退院基準等に基づき、入院措置・勧告、宿泊療養等
の措置を適切に講ずること。厚生労働省は、国立感染症研究所と連携
して、変異株の国内症例の評価・分析を行うこと。 

・ 都道府県は、関係機関の協力を得て、新型コロナウイルス感染症の
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患者専用の病院や病棟を設定する重点医療機関の指定等、地域の医療
機関の役割分担を行うとともに、病床・宿泊療養施設確保計画に沿っ
て、段階的に病床・宿泊療養施設を確保すること。 

  特に、病床がひっ迫している場合、令和２年 12 月 28 日の政府対
策本部で示された「感染拡大に伴う入院患者増加に対応するための医
療提供体制パッケージ」を活用しつつ、地域の実情に応じ、重点医療
機関以外の医療機関に働きかけを行うなど病床の確保を進めること。 

  その際、地域の関係団体の協力のもと、地域の会議体を活用して医
療機能（重症者病床、中等症病床、回復患者の受け入れ、宿泊療養、
自宅療養）に応じた役割分担を明確化した上で、病床の確保を進める
こと。 

  また、医療機関は、業務継続計画（ＢＣＰ）も踏まえ、必要に応じ、
医師の判断により延期が可能と考えられる予定手術や予定入院の延
期を検討し、空床確保に努めること。 

  さらに、都道府県は、仮設の診療所や病棟の設置、非稼働病床の
利用の取組を推進するとともに、それでもなお病床が不足すると見
込まれる場合には、法第 31 条の２に基づく臨時の医療施設の開設
についてその活用を十分に考慮すること。臨時の医療施設の開設に
当たっては、あらかじめ政府と協議し、迅速な情報共有を行うととも
に、開設後は定期的に運営状況を報告する。厚生労働省は、それらの
活用に当たって、必要な支援を行うこと。また、都道府県等が感染症
法第 16 条の２に基づく協力要請等及び法第 31 条に基づく医療等の
実施の要請等を行う場合には、当該医療等が適切に実施されるよう、
必要な支援を行うこと。 

・ 各都道府県において感染拡大局面で認識された課題を点検し、「相
談・受診・検査」～「療養先調整・移送」～「転退院・解除」まで一
連の患者対応が目詰まりなく行われ、病床・宿泊療養施設が最大限活
用されるよう留意しつつ、最近の感染状況を踏まえた感染者急増時の
緊急的な患者対応方針や病床・宿泊療養施設確保計画に基づき、政府
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と都道府県が連携して、感染拡大時に確実に機能する医療提供体制の
整備に引き続き取り組むこと。 

・ 政府及び都道府県において、病床確保・活用の状況及び感染状況を
適切にモニタリングするとともに、感染拡大防止策の実施に適時適切
に反映させること。 

・ 都道府県は、患者受入調整や移送調整を行う体制を整備し、患者の
医療提供に関する必要な総合調整を行うとともに、医療機関等情報
支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）も活用し、患者受入調整に必要な医療
機関の情報の見える化を行うこと。また、厚生労働省は、都道府県
が患者搬送コーディネーターの配置を行うことについて、必要な支援
を行うこと。 

・ さらに、感染拡大に伴う患者の急増に備え、都道府県は、都道府
県域を越える場合も含めた広域的な患者の受入れ体制を確保する
こと。 

・ 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医療機関の病床を効
率的に活用するため、回復患者の転院先となる後方支援医療機関の確
保を更に進めること。 

・ また、効率的な転院調整が行われるよう、地域の実情に応じた、転
院支援の仕組みを検討すること。 

・ 退院基準を満たした患者について、高齢者施設等における受入れを
促進すること。 

② 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来診療・検査体制の
確保のため、厚生労働省と都道府県等は、連携して検査体制整備計画を
見直すとともに、関係機関と協力して、次のような対策を講じる。 
・ かかりつけ医等の地域で身近な医療機関や受診・相談センターを通
じて、診療・検査医療機関を受診することにより、適切な感染管理を
行った上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来医療
を提供すること。 

・ 都道府県等は、関係機関と協力して、集中的に検査を実施する機関
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（地域外来・検査センター）の設置を行うこと。 
また、大型テントやプレハブを活用した、いわゆるドライブス

ルー方式やウォークスルー方式による診療を行うことで、効率的な
診療・検査体制を確保すること。併せて、検査結果を踏まえて、患者
の振り分けや受け入れが適切に行われるようにすること。 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等を踏まえ、診療・検
査医療機関の指定や地域外来・検査センターの設置を柔軟かつ積極的
に行うこと。 

・ 都道府県は、重症化しやすい方が来院するがんセンター、透析医
療機関及び産科医療機関等について、必要に応じ、新型コロナウイ
ルス感染症への感染が疑われる方への外来診療を原則行わない医
療機関として設定すること。 

③ 新型コロナウイルス感染症患者のみならず、他の疾患等の患者への対
応も踏まえて地域全体の医療提供体制を整備するため、厚生労働省と都
道府県は、関係機関と協力して、次のような対策を講じる。 
・ 都道府県は、地域の医療機能を維持する観点から、新型コロナウイ
ルス感染症以外の疾患等の患者受入れも含めて、地域の医療機関の役
割分担を推進すること。 

・ 患者と医療従事者双方の新型コロナウイルス感染症の予防の観点
から、初診を含めて、電話等情報通信機器を用いた診療体制の整備を
推進すること。 

④ 医療従事者の確保のため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力
して、次のような対策を講じる。 
・ 都道府県等は、現場で従事している医療従事者の休職・離職防止策
や潜在有資格者の現場復帰、医療現場の人材配置の転換等を推進する
こと。また、検査を含め、直接の医療行為以外に対しては、有資格者
以外の民間の人材等の活用を進めること。 

・ 厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、全
国の医療機関等の医療人材募集情報を掲載するWebサイト「医療の
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お仕事Ｋｅｙ-Ｎｅｔ」の運営等を通じて、医療関係団体、ハローワ
ーク、ナースセンター等と連携し、医療人材の確保を支援すること。 

⑤ 医療物資の確保のため、政府と都道府県、関係機関は協力して、次の
ような対策を講じる。 
・ 政府及び都道府県は、医療提供体制を支える医薬品や医療機器、医
療資材の製造体制を確保し、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩ
Ｓ）も活用し、必要な医療機関に迅速かつ円滑に提供できる体制を
確保するとともに、専門性を有する医療従事者や人工呼吸器等の必
要な医療機器・物資・感染防止に必要な資材等を迅速に確保し、適切
な感染対策の下での医療提供体制を整備すること。 

・ 政府及び都道府県は、特に新型コロナウイルス感染症を疑う患者に
ＰＣＲ検査等や入院の受入れを行う医療機関等に対しては、マス
ク等の個人防護具を優先的に確保すること。 

⑥ 医療機関及び高齢者施設等における施設内感染を徹底的に防止する
ため、厚生労働省と地方公共団体は、関係機関と協力して、次の事項に
ついて周知徹底を図る。 
・ 医療機関及び高齢者施設等の設置者において、 

▸ 従事者等が感染源とならないよう、「三つの密」が生じる場を
徹底して避けるとともに、 

▸ 症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用する、 
▸ 手洗い・手指消毒の徹底、 
▸ パソコンやエレベーターのボタン等複数の従事者が共有するも
のは定期的に消毒する、 

▸ 食堂や詰め所でマスクを外して飲食をする場合、他の従事者と一
定の距離を保つ、 

▸ 日々の体調を把握して少しでも調子が悪ければ自宅待機する、 
▸ 感染多数地域における従事者等に対する定期的検査を実施する、 
等の対策に万全を期すこと。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、面会者からの感染を防ぐ
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ため、面会は、地域における発生状況等も踏まえ、患者、家族のＱＯ
Ｌを考慮しつつ、緊急の場合を除き制限するなどの対応を検討するこ
と。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、患者、利用者からの感染を防
ぐため、感染が流行している地域では、患者、家族のＱＯＬを考慮し
つつ、施設での通所サービス等の一時利用を中止又は制限する、入院
患者、利用者の外出、外泊を制限するなどの対応を検討すること。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、入院患者、利用者等について、
新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、早急に個室隔離し、保健
所の指導の下、感染対策を実施し、標準予防策、接触予防策、飛沫感
染予防策を実施すること。 

⑦ 都道府県は、感染者と非感染者の空間を分けることなどを含む感染防
止策の更なる徹底等を通して、医療機関及び施設内での感染の拡大
に特に注意を払う。 
高齢者施設等の発熱等の症状を呈する従事者・入所者に対する健

康観察アプリ、抗原簡易キット等も活用した検査や陽性者が発生し
た場合の当該施設の入所者等への検査が速やかに行われるようにす
る。また、感染者が多数発生している地域における医療機関、高齢者
施設等への積極的な検査が行われるようにする。 
また、都道府県は、高齢者施設等において感染者が一例でも確認

された場合に、感染制御・業務継続支援チームが支援を行う体制を
構築するとともに政府は、この体制を構築するに当たり、各都道府
県を支援することに併せて、研修の実施や実践例の展開により、対
応力を強化する。 
また、高齢者施設等において、感染対策マニュアルを活用した感染

対策等の対応力強化の取組を、事例集の展開や業務継続計画の策定支
援などにより一層進める。 
加えて、手術や医療的処置前等において、当該患者について医師の

判断により、ＰＣＲ検査等が実施できる体制をとる。 
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⑧ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚生労働省と都道府
県は、関係機関と協力して、次の事項に取り組む。 
・ 妊産婦に対する感染を防止する観点から、医療機関における動線分
離等の感染防止策を徹底するとともに、妊産婦が感染した場合であっ
ても、安心して出産し、産後の生活が送れるよう、関係機関との協力
体制を構築し、適切な支援を実施すること。また、関係機関と協力し
て、感染が疑われる妊産婦への早めの相談の呼びかけや、妊娠中の女
性労働者に配慮した休みやすい環境整備等の取組を推進すること。 

・ 小児医療について、関係学会等の意見を聞きながら、診療体制を検
討し、地方公共団体と協力して体制整備を進めること。 

・ 関係機関と協力して、外国人が医療を適切に受けることができるよ
う、医療通訳の整備等を、引き続き、強化すること。 

・ レムデシビル、デキサメタゾン及びバリシチニブについて、必要な
患者への供給の確保を図るとともに、関係省庁・関係機関とも連携し、
有効な治療薬等の開発を加速すること。特に、他の治療で使用されて
いる薬剤のうち、効果が期待されるものについて、その効果を検証す
るための臨床研究・治験等を速やかに実施すること。また、重症化マ
ーカーを含めた重症化リスクに関する臨床情報・検査や、重症患者等
への治療方法について、現場での活用に向けた周知、普及等に努める
こと。 

・ 法令に基づく健康診断及び予防接種については、適切な感染対策の
下で実施されるよう、実施時期や実施時間等に配慮すること。 

・ 政府及び都道府県等は、実費でＰＣＲ検査が行われる場合にも、医
療と結びついた検査が行われるよう、周知を行うとともに、精度管理
についても推進すること。 

⑨ 政府は、令和２年度第１次補正予算・第２次補正予算・第 3次補正予
算、予備費等も活用し、地方公共団体等に対する必要な支援を行うとと
もに、医療提供体制の更なる強化に向け、対策に万全を期す。 
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（５）経済・雇用対策 
 現下の感染拡大の状況に応じ、その防止を最優先とし、予備費を活用す
るなど臨機応変に対応することとする。昨年春と夏の感染拡大の波を経験
する中、感染対策とバランスをとりつつ、地域の感染状況や医療提供体制
の確保状況等を踏まえながら、感染拡大の防止と社会経済活動の維持との
両立を図ってきた。具体的には、政府は、令和２年度第 1次補正予算を含
む「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月 20日閣議決
定）及び令和２年度第２次補正予算の各施策を、国・地方を挙げて迅速か
つ着実に実行することにより、感染拡大を防止するとともに、雇用の維持、
事業の継続、生活の下支えに万全を期してきた。今後、令和２年度第３次
補正予算を含む「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対
策」（令和２年 12月 8日閣議決定）や「新たな雇用・訓練パッケージ」（令
和３年２月 12日策定）、「非正規雇用労働者等に対する緊急支援策」（令和
３年３月 16 日新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊
急対策関係閣僚会議決定）、「新型コロナの影響を特に受けている飲食・宿
泊等の企業向けの金融支援等について」（令和３年３月 23日策定）を含む
各種の経済支援策、更には令和３年度当初予算を、国・地方を挙げて迅速
かつ着実に実行することにより、医療提供体制の確保やワクチンの接種体
制等の整備をはじめとする新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止
に全力を挙げ、感染症の厳しい影響に対し、雇用調整助成金や実質無利
子・無担保融資等により雇用・事業・生活をしっかり守っていく。その
上で、成長分野への民間投資を大胆に呼び込みながら、生産性を高め、
賃金の継続的な上昇を促し、民需主導の成長軌道の実現につなげる。今
後も感染状況や経済・国民生活への影響を注意深く見極め、公平性の観
点や円滑な執行等が行われることにも配慮しつつ、引き続き、新型コロ
ナウイルス感染症対策予備費の適時適切な執行により、迅速・機動的に
対応する。 

 
（６）その他重要な留意事項 
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１）偏見・差別等への対応、社会課題への対応等 
① 政府及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症へのり患は誰
にでも生じ得るものであり、感染者やその家族、勤務先等に対する差
別的な取扱いや誹謗中傷、名誉・信用を毀損する行為等は、人権侵害
に当たり得るのみならず、体調不良時の受診遅れや検査回避、保健所
の積極的疫学調査への協力拒否等につながり、結果として感染防止策
に支障を生じさせかねないことから、分科会の偏見・差別とプライバ
シーに関するワーキンググループが行った議論のとりまとめ（令和 2
年 11 月 6 日）や法第 13 条第２項の規定を踏まえ、感染者等の人権
が尊重され、何人も差別的な取扱い等を受けることのないよう、以下
のような取組を行う。 
・ 新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及に加え、政
府の統一的なホームページ（corona.go.jp）等を活用し、地方公共
団体や関係団体等の取組の横展開にも資するよう、偏見・差別等の
防止等に向けた啓発・教育に資する発信を強化すること。 

・ 感染者やその家族、勤務先等に対する偏見・差別等の実態の把握
に努めるとともに、偏見・差別等への相談体制を、研修の充実、Ｎ
ＰＯを含めた関係機関の連携、政府による支援、ＳＮＳの活用等に
より強化すること。 

・ 悪質な行為には法的責任が伴うことについて、政府の統一的なホ
ームページ等を活用して、幅広く周知すること。 

・ 新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた行政による情報公
表の在り方に関して、改めて政府としての統一的な考え方を整理
すること。また、情報の公表に当たっては、個人情報の保護に留意
すること。 

・ クラスター発生等の有事対応中においては、感染症に関する正
しい知識に加えて、感染者等を温かく見守るべきこと等を発信す
ること。 

② 政府は、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者が偏
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見・差別等による風評被害等を受けないよう、国民への普及啓発等必
要な取組を実施する。 

③ 政府は、ワクチンを接種していない者及び接種できない者が不当な
偏見・差別等を受けないよう、国民への普及啓発等必要な取組を実施
する。 

④ 政府は、海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受入れ支援や
いじめ防止等の必要な取組を実施する。 

⑤ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合において、国民の自
由と権利の制限を必要最小限のものとする。特に、罰則が設けられて
いる措置については、患者や関係者の人権に十分に配慮し、まずは当
該措置の趣旨や必要性を患者等に丁寧に説明し、理解・協力を得られ
るようにすることを基本とするとともに、罰則の適用は、慎重に行う
ものとする。また、女性の生活や雇用への影響が深刻なものとなって
いることに留意し、女性や子供、障害者等に与える影響を十分配慮す
るとともに、必要な支援を適時適切に実施する。 

⑥ 政府及び地方公共団体は、マスク、個人防護具、医薬品、医薬部外
品、食料品等に係る物価の高騰や買占め、売り惜しみを未然に回避し
又は沈静化するため、必要な措置を講じる。 

⑦ 政府は、地方公共団体と連携し、対策が長期化する中で生ずる様々
な社会課題に対応するため、適切な支援を行う。 
・ 長期間にわたる外出自粛等によるメンタルヘルスへの影響、配偶
者暴力、性犯罪・性暴力や児童虐待等。 

・ 情報公開と人権との協調への配慮。 
・ 営業自粛等による倒産、失業、自殺等。 
・ 社会的に孤立しがちな一人暮らしの高齢者、休業中のひとり親家
庭等の生活。 

・ 外出自粛等の下で、高齢者等がフレイル状態等にならないよう、
コミュニティにおける支援を含め、健康維持・介護サービスの確保。 

⑧ 政府及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症により亡くな
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られた方に対して尊厳をもってお別れ、火葬等が行われるよう、適切
な方法について、周知を行う。 

⑨ 政府は、ワクチン接種に便乗した詐欺被害等の防止のため注意喚起
や相談体制を強化する。 

２）物資・資材等の供給 
① 政府は、国民や地方公共団体の要望に応じ、マスク、個人防護具、
消毒薬、食料品等の増産や円滑な供給を関連事業者に要請する。また、
政府は、感染防止や医療提供体制の確保のため、マスク、個人防護具、
人工呼吸器等の必要な物資を政府の責任で確保する。例えば、マスク
等を政府で購入し、必要な医療機関や介護施設等に優先配布するとと
もに、感染拡大に備えた備蓄を強化する。 

② 政府は、マスクや消毒薬等の国民が必要とする物資が安定的に供給さ
れるよう、これらの物資の需給動向を注視するとともに、過剰な在庫を抱
えることのないよう消費者や事業者に冷静な対応を呼びかける。 

③ 政府は、事態の長期化も念頭に、マスクや抗菌薬及び抗ウイルス薬の原
薬を含む医薬品、医療機器等の医療の維持に必要な資材の安定確保に努め
るとともに、国産化の検討を進める。 

３）関係機関との連携の推進 
① 政府は、地方公共団体を含む関係機関等との双方向の情報共有を強
化し、対策の方針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把握を
行う。 

② 政府は、対策の推進に当たっては、地方公共団体、経済団体等の関
係者の意見を十分聴きながら進める。 

③ 地方公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含め全ての
部局が協力して対策に当たる。 

④ 政府は、国際的な連携を密にし、ＷＨＯや諸外国・地域の対応状況
等に関する情報収集に努める。また、日本で得られた知見を積極的に
ＷＨＯ等の関係機関や諸外国・地域と共有し、今後の対策に活かすと
ともに、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受ける国・地
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域に対する国際社会全体としての対策に貢献する。 
⑤  政府は、基礎医学研究及び臨床医学研究、疫学研究を含む社会医学
研究等の研究体制に対する支援を通して、新型コロナウイルス感染症
への対策の推進を図る。 

⑥  都道府県等は、近隣の都道府県等が感染拡大防止に向けた様々な措
置や取組を行うに当たり、相互に連携するとともに、その要請に応じ、
必要な支援を行う。 

⑦  特定都道府県又は重点措置区域である都道府県等は、緊急事態措置
又はまん延防止等重点措置等を実施するに当たっては、あらかじめ政
府と協議し、迅速な情報共有を行う。政府対策本部長は、特定都道府
県又は重点措置区域である都道府県等が適切に緊急事態措置又はま
ん延防止等重点措置を講じることができるよう、専門家の意見を踏ま
えつつ、総合調整を行うとともに、特に必要があると認めるときは、
都道府県知事に対して、必要な指示を行うものとする。 

⑧ 緊急事態宣言の期間中に様々な措置を実施した際には、特定都道府
県知事及び指定行政機関の長は政府対策本部長に、特定市町村長及び
指定地方公共機関の長はその所在する特定都道府県知事に、指定公共
機関の長は所管の指定行政機関に、その旨及びその理由を報告する。
政府対策本部長は国会に、特定都道府県知事及び指定行政機関の長は
政府対策本部長に、報告を受けた事項を報告する。 

４）社会機能の維持 
① 政府、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、職員にお
ける感染を防ぐよう万全を尽くすとともに、万が一職員において感染者又
は濃厚接触者が確認された場合にも、職務が遅滞なく行えるように対策を
あらかじめ講じる。特に、テレビ会議及びテレワークの積極的な実施に努
める。 

② 地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、電気、ガス、水
道、公共交通、通信、金融業等の維持を通して、国民生活及び国民経済へ
の影響が最小となるよう公益的事業を継続する。 
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③ 政府は、指定公共機関の公益的事業の継続に支障が生じることがないよ
う、必要な支援を行う。 

④ 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民生
活及び国民経済安定のため、事業の継続を図る。 

⑤ 政府は、事業者のサービス提供水準に係る状況の把握に努め、必要
に応じ、国民への周知を図る。 

⑥ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブル等を防止するため、
必要に応じ、警戒警備を実施する。 

⑦ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、取締りを徹底
する。 

５）緊急事態宣言解除後の取組 
政府は、緊急事態宣言の解除を行った後も、都道府県等や基本的対処

方針分科会、分科会等との定期的な情報交換等を通じ、国内外の感染状
況の変化、施策の実施状況等を定期的に分析・評価・検証を行う。その
上で、最新の情報に基づいて適切に、国民や関係者へ情報発信を行うと
ともに、それまでの知見に基づき、より有効な対策を実施する。 

６）その他 
① 政府は、必要に応じ、他法令に基づく対応についても講じることと
する。 

② 今後の状況が、緊急事態宣言の要件等に該当するか否かについて
は、海外での感染者の発生状況とともに、感染経路の不明な患者や
クラスターの発生状況等の国内での感染拡大及び医療提供体制のひ
っ迫の状況を踏まえて、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ
すおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針
分科会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断することとする。 

③ 政府は、基本的対処方針を変更し、又は、緊急事態を宣言、継続若
しくは終了するに当たっては、新たな科学的知見、感染状況、施策の
実行状況等を考慮した上で、基本的対処方針分科会の意見を十分踏ま
えた上で臨機応変に対応する。 
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(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 

 

 

 以下、事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただ

きつつ、事業の継続を求める。 

 

１．医療体制の維持 

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応も

あるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。 

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販

売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全

ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 

２．支援が必要な方々の保護の継続 

・高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者

（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係

者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で

必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。 

３．国民の安定的な生活の確保 

・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを

提供する関係事業者の事業継続を要請する。 

① インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・ＬＰガス、上下水道、通

信・データセンター等） 

② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・

ネット通販等） 

③ 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等） 

④ 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係（百貨店・スーパー、コンビ

ニ、ドラッグストア、ホームセンター等） 

⑤ 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等） 

⑥ 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等） 

⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等） 

⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等） 

⑩ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サ

ービス、自家用車等の整備等） 
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４．社会の安定の維持 

・社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間中にも、企業の活動を維

持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続

を要請する。 

① 金融サービス（銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決

済サービス等） 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、

航空・空港管理、郵便等） 

③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機、潜水艦等） 

④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス（ビルメンテナンス、セキュリティ

関係等） 

⑤ 安全安心に必要な社会基盤（河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処

理、個別法に基づく危険物管理等） 

⑥ 行政サービス等（警察、消防、その他行政サービス） 

⑦ 育児サービス（託児所等） 

 

５．その他 

・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの（高炉や半導体

工場等）、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの

（サプライチェーン上の重要物を含む。）を製造しているものについては、

感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の

業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。 
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コロ
ナ
ウ
イル
ス
感
染
症
対
策
本
部
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２

接
種
会
場
に
お
け
る
医
療
従
事
者
の

確
保

２
．
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
円
滑
化
・
加
速
化

(
続
き
)

＜
検
査
の

拡
充
に
よ
る
学
校
、
職
場
等
ク

ラ
ス
タ
ー
の
多
様
化
対
策
＞

○
医
療

機
関
、
高
齢
者
施
設
、
大
学
、

高
校
等
に
対
し
て
、
都
道
府
県
や
大
学
等
の

希
望
を
踏
ま
え
、
必
要
な
抗
原
簡
易
キ
ッ
ト

を
６
月
以
降
順
次
配
布
。
健
康
観
察
ア
プ

リ
も
活
用
し
、
軽
症
状
者
に
速
や
か
に
検
査

○
職
場

に
お
い
て
、
健
康
観
察
ア
プ
リ

の
活
用
や
軽
症
状
者
に
抗
原
簡
易
キ
ッ
ト
等
を
活
用
し
た
速
や
か
な
検
査
の
促
進

〇
高
齢
者
施
設
等
の
集
中
的
検
査
に
つ
い
て
、
当
面
継
続
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
状
況
や

感
染
状
況
等
を
踏
ま
え
つ
つ
検
討

〇
陽
性
が
確
認
さ
れ
た
場
合
の
周
囲
の
者
へ
の
迅
速
な
行
政
検
査
の
実
施
に
よ
る
ク
ラ

ス
タ
ー
大
規
模
化
の
防
止
、
高
齢
者
施
設

等
で
陽
性
者
が
見
つ
か
っ
た
場
合
の
支
援
体
制
の
構
築

３
．
検
査
・
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の
強
化
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＜
検
査
の

拡
充
に
よ
る
学
校
、
職
場
等
ク

ラ
ス
タ
ー
の
多
様
化
対
策

（
続
き
）
＞

○
検
査
体
制
整
備
計
画
に
基
づ
き
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
能
力
の
向
上
等
を
目
指
し
、
設
備
増

強
、
民
間
検
査
機
関
や
診
療
・
検
査
医
療

機
関
と
の
協
力
等

○
不
要

不
急
の
都
道
府
県
間
の
移
動
は

極
力
控
え
る
よ
う
促
し
、
地
域
の
事
情
に
応
じ
て
、
都
道
府
県
知
事
の
判
断
に
よ
り
、
遠

隔
地
か
ら
の
帰
省
・
旅
行
等
に
つ
い
て
、
感
染
防
止
策
の
徹
底
と
と
も
に
、
出
発
前
又

は
到
着
地
で
の
検
査
の
勧
奨
等
を
促
進

○
航
空
会
社
・
旅
行
会
社
に
対
し
、
地
域
の
事
情
に
応
じ
て
、
都
道
府
県
知
事
の
判
断

に
よ
り
、
旅
行
に
際
し
て
事
前
の
P
CR
等

検
査
が
勧
奨
さ
れ
て
い
る
旨
や
旅
行
者
が
利
用
可
能
な
検
査
機
会
に
つ
い
て
、
旅
行
者

へ
の
周
知
・
情
報
提
供
の
協
力
を
依
頼

＜
サ
ー
ベ

イ
ラ
ン
ス
の
強
化
＞

○
I
CT
技
術
を
駆
使
し
た
疫
学
情
報
の
迅
速
な
分
析

・
改
正

感
染
症
法
に
基
づ
く
積
極
的
疫

学
調
査
の
結
果
等
の
自
治
体
間
の
情
報
連
携
の
徹
底
を
要
請

・
ハ
ー

シ
ス
に
よ
る
自
治
体
間
の
一
元

的
な
情
報
共
有
・
分
析
を
引
き
続
き
支
援

・
Q
Rコ

ー
ド
を
活
用
し
た
自
治
体
独
自

の
取
組
を
踏
ま
え
、
ク
ラ
ス
タ
ー
対
策
の
た

め
の
効
果
的
な
情
報
収
集
・
分
析
・
共
有
の

在
り

方
及
び
実
効
性
を
上
げ
る
た
め

の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
等
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
的
に
特
定
の
地
域
で
実
証
す

る
こ

と
も
含
め
、
検
討
。

○
下
水

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の
体
制
整
備

・
国
立

感
染
症
研
究
所
に
お
け
る
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
検
出
方
法
等
の
検
討
や
下
水
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
を
活
用
し
た
新
型
コ
ロ

ナ
調

査
研
究
を
支
援
す
る
な
ど
、
引

き
続
き
、
下
水
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
活
用
に
つ

い
て
検
証
を
加
速

（
国

土
交
通
省
の
検
討
会
で
自
治
体

や
大
学
等
と
連
携
し
て
下
水
道
の
ウ
イ
ル
ス
濃
度
の
測
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
）

３
．
検
査
・
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の
強
化

（
続
き
）

３
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４
．
水
際

対
策
を
含
む
変
異
株
対
策

＜
水
際
対

策
・
検
査
体
制
等
の
強
化
＞

○
B.

1.
61

7.
2 系

統
の
変
異
株
（
デ
ル
タ
株
）
へ
の
水
際
対
策
の
強
化
（
1
0日

間
の
施
設
待
機
等
や
在
留
資
格
保
持
者
の
再
入
国

拒
否
の
対
象
国
・
地
域
及
び
入
国
者
数
制
限
に
つ
い
て
の
検
討
を
継
続
）

○
民
間
検
査
機
関
や
大
学
等
と
連
携
し
た
ゲ
ノ
ム
解
析
や
変
異
株
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
に
よ
る
国
内
監
視
体
制
の
強
化
。

変
異
株
事
例
に

対
す
る
積
極
的
疫
学
調
査
や
検
査
の
徹
底

＜
科

学
技
術
を
活
用
し
た
対
策
の
推
進
＞

〇
二
酸
化
炭
素
濃
度
測
定
器
等
を
活
用
し
た
換
気
の
徹
底

・
感
染

防
止
策
の
徹
底
に
係
る
二
酸
化

炭
素
濃
度
測
定
器
等
の
設
置
を
支
援

・
ビ
ル
管
理
者
等
に
対
し
て
、
換
気
の
状
況
を
二
酸
化
炭
素
濃
度
測
定
器
に
よ
り
確
認
す
る
場
合
の
留
意
点
等
を

周
知

＜
変

異
株
へ
の
対
応
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
行
動
様
式
の
周
知
＞

〇
変
異
株
に
対
応
す
る
た
め
、
基
本
的
な
感
染
対
策
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
徹
底
す
る
こ
と
（
密
閉
・
密
集
・
密
接
の
一
つ
だ
け
で

も
集
団
感
染
リ
ス
ク
は
高
ま
る
こ
と
、
す
き
間
な
く
正
し
く
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
こ
と
、
お
し
ゃ
べ
り
は
短
く
す
る
こ
と
等
）
に

つ
い
て
、
動
画
、
ポ
ス
タ
ー
等
を
作
成
し
、
テ
レ
ビ
C
M、

S
NS
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
通
じ
て
国
民
向
け
に
周
知

○
国
民
の
多
く
が
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
終
え
る
ま
で
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
も
、
マ
ス
ク
の
着
用
な
ど
の
感
染
対
策
を
継
続
す
る
必

要
が
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
、
ポ
ス
タ
ー
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
周
知

４

○
病
床
・
宿
泊
療
養
施
設
確
保
計
画
に
基
づ
く
、
実
効
的
な
医
療
提
供
体
制
の
確
保
の

推
進

○
診
療
所
の
役
割
強
化

（
感
染
症
対
応
能
力
の
向
上
、
宿
泊
療
養
・
自
宅
療
養
患
者
へ
の
関
与
拡
大
）

○
公
的
病
院
等
で
の
コ
ロ
ナ
対
応
の
一
層
の
取
り
組
み
、
緊
急
的
な
看
護
師
派
遣
、
都

道
府
県
域
を
超
え
た
重
症
患
者
の
広
域
移

送
な
ど
、
災
害
医
療
と
と
ら
え
た
都
道
府

県
の
病
床
・
人
材
の
確
保
に
対
す
る
政
府
の
支
援
の
更
な
る
強
化

○
保
健
所
の
機
能
強
化

（
感
染
状
況
に
応
じ
た
保
健
所
業
務
の
重
点
化
、
情
報
管
理
等
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
向
上
、
地
域
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
と
連
携
し
た
I
HE
AT
の
活
用
等
）

に
対
す
る
政
府
の
支
援
の
更
な
る
強
化

５
．
医
療
提
供
体
制
等
の
一
層
の
確
保
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 
 

令和２年３月 28 日（令和３年７月８日変更） 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 

 

政府は、新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題であると

の認識の下、国民の生命を守るため、これまで水際での対策、まん延防止、医

療の提供等について総力を挙げて講じてきた。国内において、感染経路の不明

な患者の増加している地域が散発的に発生し、一部の地域で感染拡大が見ら

れてきたため、令和２年３月 26 日、新型インフルエンザ等対策特別措置法

（平成 24 年法律第 31 号。以下「法」という。）附則第１条の２第１項及

び第２項の規定により読み替えて適用する法第 14 条に基づき、新型コロ

ナウイルス感染症のまん延のおそれが高いことが、厚生労働大臣から内閣

総理大臣に報告され、同日に、法第 15 条第１項に基づく政府対策本部が

設置された。 

国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会

機能を維持することが重要である。 

その上で、まずは、後述する「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人と

の距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な

感染対策を行うことをより一層推進し、さらに、積極的疫学調査等により

クラスター（患者間の関連が認められた集団。以下「クラスター」という。）の

発生を抑えることが、いわゆるオーバーシュートと呼ばれる爆発的な感染

拡大（以下「オーバーシュート」という。）の発生を防止し、感染者、重症

者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるためには重要である。 

また、必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて

実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが、上記の

封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重

要である。 
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 併せて、今後、国内で感染者数が急増した場合に備え、重症者等への対応

を中心とした医療提供体制等の必要な体制を整えるよう準備することも必

要である。 

既に国内で感染が見られる新型コロナウイルス感染症に関しては、 

・ 肺炎の発生頻度が、季節性インフルエンザにかかった場合に比して

相当程度高く、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそ

れがあること 

・  感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確

認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、全国的

かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ

すおそれがある状況であること 

が、総合的に判断されている。 

このようなことを踏まえて、令和 2 年４月７日に、新型コロナウイルス

感染症対策本部長（以下「政府対策本部長」という。）は法第 32 条第 1 項

に基づき、緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和

２年４月７日から令和２年５月６日までの 29 日間であり、緊急事態措置

を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」という。）は埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県とした。 

以後、4 月 16 日に、各都道府県における感染状況等を踏まえ、全都道府

県について緊急事態措置区域とし、5 月 4 日には、全都道府県において緊

急事態措置を実施すべき期間を令和 2 年 5 月 31 日まで延長することとし

た。その後、各都道府県における感染状況等を踏まえ、段階的に緊急事態

措置区域を縮小していった。 

5 月 25 日に、感染状況等を分析し、総合的に判断した結果、全ての都道

府県が緊急事態措置区域に該当しないこととなったため、政府対策本部長

は、法第 32 条第 5 項に基づき、緊急事態解除宣言を行った。 

その後、新規報告数は、10 月末以降増加傾向となり、11 月以降その傾

向が強まっていった。12 月には首都圏を中心に新規報告数は過去最多の状

況が継続し、医療提供体制がひっ迫している地域が見受けられた。 
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こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況に

鑑み、令和３年１月７日、政府対策本部長は、法第 32 条第 1 項に基づき、

緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和３年１月８

日から令和３年２月７日までの 31 日間であり、緊急事態措置区域は東京

都、埼玉県、千葉県、神奈川県とした。 

令和３年１月 13 日には、法第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域

に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を加える

変更を行った。 

令和３年２月２日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、２月８日以降については、法第

32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の 10 都府県に

変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間

を令和３年３月７日まで延長することとした。 

政府は、新型コロナウイルス感染症に係る対策を強化するため、新型イ

ンフルエンザ等まん延防止等重点措置（以下「まん延防止等重点措置」と

いう。）の創設などを含む新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を

改正する法律案を国会に提出し、令和３年２月３日に成立した。これによ

り改正された法は令和３年２月 13 日に施行された。 

令和３年２月 26 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、３月１日以降については、法

第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都及び

神奈川県の４都県に変更することとした。 

令和３年３月５日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、法第 32 条第３項に基づき、引き

続き埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の４都県を緊急事態措置区域と

し、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年３月

21 日まで延長することとした。 

令和３年３月 18 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対
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する負荷の状況について分析・評価を行い、全ての都道府県が緊急事態措

置区域に該当しないこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間と

されている３月 21 日をもって緊急事態措置を終了した。 

緊急事態宣言の解除後は、「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感

染症への対応」（令和３年３月 18 日新型コロナウイルス感染症対策本部と

りまとめ。以下「緊急事態宣言解除後の対応」という。）を踏まえ、社会経

済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を

可能な限り抑制するための取組を進めていくこととした。 

令和３年４月１日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必要性

が高いこと等から、法第 31 条の４第１項に基づき、まん延防止等重点措

置を実施すべき期間を令和３年４月５日から令和３年５月５日までの 31

日間とし、まん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」

という。）を宮城県、大阪府及び兵庫県とする公示を行った。 

令和３年４月９日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、４月 12 日以降については、法第

31 条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に東京都、京都府及び沖縄県を加

える変更を行うとともに、東京都におけるまん延防止等重点措置を実施す

べき期間を令和３年４月12日から令和３年5月11日までの30日間とし、

京都府及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和

３年４月 12 日から令和３年 5 月 5 日までの 24 日間とする旨の公示を行

った。 

令和３年４月 16 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、４月 20 日以降については、法

第 31 条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に埼玉県、千葉県、神奈川県

及び愛知県を加える変更を行うとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び

愛知県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３年４月

20 日から令和３年５月 11 日までの 22 日間とする旨の公示を行った。 

新規報告数は令和３年３月上旬以降、大都市部を中心に増加が続き、重
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症者数も増加が見られた。また、B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）の感

染者の増加がみられ、急速に従来株からの置き換わりが進みつつある。 

こうした状況を踏まえ、令和３年４月 23 日には、政府対策本部長は、法

第 32 条第 1 項に基づき、緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施す

べき期間は令和３年４月 25 日から令和３年５月 11 日までの 17 日間であ

り、緊急事態措置区域は東京都、京都府、大阪府及び兵庫県とした。 

また、同じく令和３年４月 23 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛

生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、法第 31 条の４第 3

項に基づき、４月 25 日以降については、重点措置区域に愛媛県を加え、緊

急事態措置区域とされた東京都、京都府、大阪府及び兵庫県を重点措置区

域から除外する変更を行うとともに、宮城県においてまん延防止等重点措

置を実施すべき期間を「令和３年４月５日から令和３年５月５日まで」か

ら「令和３年４月５日から令和３年５月 11 日まで」、沖縄県においてまん

延防止等重点措置を実施すべき期間を「令和３年４月 12 日から令和３年

５月５日まで」から「令和３年４月 12 日から令和３年５月 11 日まで」と

変更し、愛媛県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３

年４月 25 日から令和３年５月 11 日までの 17 日間とする旨の公示を行っ

た。 

令和３年５月７日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、大都市部を中心に新規陽性者数

が高い水準にあり、医療提供体制のひっ迫も見られることなどから、５月

12 日以降については、法第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域とし

て東京都、京都府、大阪府及び兵庫県に加え、愛知県及び福岡県を追加す

る変更を行うとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき

期間を令和３年５月 31 日まで延長することとした。 

また、同じく令和３年５月７日には、５月９日以降については、法第 31

条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に北海道、岐阜県及び三重県を加え、

５月 12 日以降については、宮城県を除外する変更を行うとともに、北海

道、岐阜県及び三重県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を
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令和３年５月９日から令和３年５月 31 日までの 23 日間とし、埼玉県、千

葉県、神奈川県、愛媛県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施

すべき期間を令和３年５月 31 日まで延長する旨の公示を行った。 

令和３年５月 14 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、感染が急速に拡大している地

域があり、医療提供体制のひっ迫も見られることなどから、５月 16 日以

降については、法第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として東京

都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県に加え、令和３年５月 31

日までの期間において、北海道、岡山県及び広島県を追加する変更を行っ

た。 

また、同じく令和３年５月 14 日には、５月 16 日以降については、法第

31 条の４第３項に基づき、重点措置区域から北海道を除外し、重点措置区

域に埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、愛媛県及び沖縄県に加

え、群馬県、石川県及び熊本県を追加する変更を行うとともに、群馬県、

石川県及び熊本県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和

３年５月 16 日から令和３年６月 13 日までの 29 日間とする旨の公示を行

った。 

令和３年５月 21 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、感染が急速に拡大している地

域があり、医療提供体制のひっ迫も見られることなどから、５月 23 日以

降については、法第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として北海

道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡

県に加え、沖縄県を追加する変更を行うとともに、沖縄県において緊急事

態措置を実施すべき期間を令和３年５月 23 日から令和３年６月 20 日まで

の 29 日間とする変更を行った。 

また、同じく令和３年５月 21 日には、５月 23 日以降については、法第

31 条の４第３項に基づき、重点措置区域から愛媛県及び沖縄県を除外する

旨の公示を行った。 

令和３年５月 28 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対
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する負荷の状況について分析・評価を行い、新規陽性者数が依然として高

い水準にあり、医療提供体制のひっ迫も見られることなどから、法第 32 条

第３項に基づき、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡

山県、広島県及び福岡県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３

年６月 20 日まで延長することとした。 

また、同じく令和３年５月 28 日には、第 31 条の４第３項に基づき、埼

玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県及び三重県においてまん延防止等重点措

置を実施すべき期間を令和３年６月 20 日まで延長する旨の公示を行った。 

令和３年６月 10 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、群馬県、石川県及び熊本県に

ついて、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている６月 13 日

をもってまん延防止等重点措置を終了する旨の公示を行った。 

令和３年６月 17 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、法第 32 条第３項に基づき、新

規陽性者数の減少及び医療提供体制等への負荷の軽減が見られる、北海道、

東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県に

ついて、緊急事態措置を実施すべき期間とされている６月 20 日をもって

緊急事態措置区域から除外し、緊急事態措置区域を沖縄県のみに変更する

とともに、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年７月

11 日まで延長することとした。 

また、重点措置区域については、同じく令和３年６月 17 日に、感染状況

や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を

行い、岐阜県及び三重県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期

間とされている６月 20 日をもってまん延防止等重点措置を終了する旨の

公示を行うとともに、法第 31 条の４第３項に基づき、６月 21 日以降につ

いては、従前、緊急事態措置区域とされていた北海道、東京都、愛知県、

京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を追加する変更を行い、また、これら

の都道府県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３年６

月 21 日から令和３年７月 11 日までの 21 日間とし、埼玉県、千葉県及び
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神奈川県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３年７月

11 日まで延長する旨の公示を行った。 

令和３年７月８日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する

負荷の状況について分析・評価を行い、新規陽性者数が高い水準にあり、

増加傾向が見られることなどから、７月 12 日以降については、法第 32 条

第３項に基づき、緊急事態措置区域として、東京都を追加する変更を行う

とともに、東京都において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年７月

12 日から令和３年８月 22 日までの 42 日間とし、沖縄県については、新

規陽性者数が依然として高い水準にあり、医療提供体制のひっ迫も見られ

ることなどから、緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年８月 22 日ま

で延長することとした。 

また、重点措置区域については、同じく令和３年７月８日に、感染状況

や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を

行い、北海道、東京都、愛知県、京都府、兵庫県及び福岡県について、ま

ん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている７月 11 日をもってま

ん延防止等重点措置を終了する旨の公示を行うとともに、法第 31 条の４

第３項に基づき、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府においてまん延防

止等重点措置を実施すべき期間を令和３年８月 22 日まで延長する旨の公

示を行った。 

なお、ワクチン接種が進捗する中で、医療提供体制への負荷の改善等が

見られ、緊急事態措置または重点措置を実施する必要がなくなったと認め

られるときは、期間内であっても措置を解除する。 

引き続き、「令和３年６月 21 日以降における取組」（令和３年６月 17 日

新型コロナウイルス感染症対策本部とりまとめ。以下「令和３年６月 21 日

以降の取組」という。）を踏まえ、感染の再拡大を防止するため、ワクチン

接種の円滑化・加速化をはじめ効果的な対策を総合的に進めていくことと

する。また、感染の再拡大が見られる場合には、速やかに効果的で強い感

染対策等を講じるものとする。 

 

412



本指針は、国民の生命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐる

状況を的確に把握し、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者

を含む国民が気持ちを一つにして、新型コロナウイルス感染症対策をさらに進め

ていくため、今後講じるべき対策を現時点で整理し、対策を実施するに当た

って準拠となるべき統一的指針を示すものである。 

 

一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 

 我が国においては、令和２年１月 15 日に最初の感染者が確認された後、

令和３年７月６日までに、合計 806,351 人の感染者、14,879 人の死亡者が

確認されている。 

令和２年４月から５月にかけての緊急事態宣言下において、東京都、大

阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛

知県、京都府、兵庫県及び福岡県の 13 都道府県については、特に重点的に

感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要があったことから、本対処

方針において特定都道府県（緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県）

の中でも「特定警戒都道府県」と位置付けて対策を促してきた。 

また、これら特定警戒都道府県以外の県についても、都市部からの人の

移動等によりクラスターが都市部以外の地域でも発生し、感染拡大の傾向

が見られ、そのような地域においては、医療提供体制が十分に整っていな

い場合も多いことや、全都道府県が足並みをそろえた取組が行われる必要

があったことなどから、全ての都道府県について緊急事態措置区域として

感染拡大の防止に向けた対策を促してきた。 

その後、5 月 1 日及び 4 日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

（以下「専門家会議」という。）の見解を踏まえ、引き続き、それまでの枠

組みを維持し、全ての都道府県について緊急事態措置区域（特定警戒都道

府県は前記の 13 都道府県とする。）として感染拡大の防止に向けた取組を

進めてきた。 

その結果、全国的に新規報告数の減少が見られ、また、新型コロナウイ

ルス感染症に係る重症者数も減少傾向にあることが確認され、さらに、病
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床等の確保も進み、医療提供体制のひっ迫の状況も改善されてきた。 

５月 14 日には、その時点における感染状況等の分析・評価を行い、総合

的に判断したところ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都

府、大阪府及び兵庫県の８都道府県については、引き続き特定警戒都道府

県として、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていくことと

なった。 

また、5 月 21 日には、同様に、分析・評価を行い、総合的に判断したと

ころ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の 5 都道県について

は、引き続き特定警戒都道府県として、特に重点的に感染拡大の防止に向

けた取組を進めていく必要があった。 

その後、5 月 25 日に改めて感染状況の変化等について分析・評価を行

い、総合的に判断したところ、全ての都道府県が緊急事態措置区域に該当

しないこととなったため、同日、緊急事態解除宣言が発出された。 

 

緊急事態宣言解除後、主として７月から８月にかけて、特に大都市部の

歓楽街における接待を伴う飲食店を中心に感染が広がり、その後、周辺地

域、地方や家庭・職場などに伝播し、全国的な感染拡大につながっていっ

た。 

この感染拡大については、政府及び都道府県、保健所設置市、特別区（以

下「都道府県等」という。）が連携し、大都市の歓楽街の接待を伴う飲食店

等、エリア・業種等の対象を絞った上で、重点的なＰＣＲ検査の実施や営

業時間短縮要請など、メリハリの効いた対策を講じることにより、新規報

告数は減少に転じた。 

また、8 月７日の新型コロナウイルス感染症対策分科会（以下「分科会」という。）

においては、今後想定される感染状況に応じたステージの分類を行うととも

に、ステージを判断するための指標（以下「ステージ判断の指標」という。）

及び各ステージにおいて講じるべき施策が提言された。その後、２度の緊急

事態宣言の経験を通じ、感染の早期探知のための指標及びステージ判断にお

ける、より的確な評価方法が明らかになってきたことを踏まえ、令和３年４
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月 15 日の分科会提言において、感染の再拡大防止に向けて、感染の予兆を

早期に探知するため、ステージ判断の指標等の精緻化及び補強が行われた。 

この提言を踏まえ、今後、緊急事態宣言の発出及び解除（緊急事態措置区

域の追加及び除外を含む。）の判断に当たっては、以下を基本として判断する

こととする。その際、「ステージ判断の指標」は、提言において、あくまで目

安であり、これらの指標をもって機械的に判断するのではなく、政府や都道

府県はこれらの指標を総合的に判断すべきとされていることに留意する。ま

た、緊急事態措置区域を定めるに当たっては、都道府県間の社会経済的なつ

ながり等を考慮する。 

（緊急事態宣言発出の考え方） 

 国内での感染拡大及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、

分科会提言におけるステージⅣ相当の対策が必要な地域の状況等）を踏まえ

て、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及

ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が新型インフルエンザ等

対策推進会議基本的対処方針分科会（以下「基本的対処方針分科会」という。）

の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 

（緊急事態宣言解除の考え方） 

国内での感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、緊

急事態措置区域が、分科会提言におけるステージⅢ相当の対策が必要な地域

になっているか等）を踏まえて、政府対策本部長が基本的対処方針分科会の

意見を十分踏まえた上で、変異株が拡大する中で、より慎重に総合的に判断

する。 

なお、緊急事態宣言の解除後の対策の緩和については段階的に行い、必要

な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで続ける。 

 

令和２年 8 月 28 日には政府対策本部において、「新型コロナウイルス感

染症に関する今後の取組」がとりまとめられ、重症化するリスクが高い高

齢者や基礎疾患がある者への感染防止を徹底するとともに、医療資源を重

症者に重点化すること、また、季節性インフルエンザの流行期に備え、検
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査体制、医療提供体制を確保・拡充することとなった。 

 

夏以降、減少に転じた新規報告数は、10 月末以降増加傾向となり、11 月

以降その傾向が強まっていったことから、クラスター発生時の大規模・集

中的な検査の実施による感染の封じ込めや感染拡大時の保健所支援の広域

調整等、政府と都道府県等が密接に連携しながら、対策を講じていった。

また、10 月23 日の分科会においては、「感染リスクが高まる「５つの場面」」を回

避することや、「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」を周知することなどの

提言がなされた。12 月には首都圏を中心に新規報告数は過去最多の状況が継

続し、医療提供体制がひっ迫している地域が見受けられた。 

こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況に

鑑み、令和３年１月７日、政府対策本部長は、法第 32 条第 1 項に基づき、

緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年１月８日から令和３年２月７日

までの 31 日間とし、緊急事態措置区域を東京都、埼玉県、千葉県、神奈川

県とする緊急事態宣言を行った。 

令和３年１月 13 日には、法第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域

に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を加える

変更を行った。 

令和３年２月２日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、２月８日以降については、法第

32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の 10 都府県に

変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間

を令和３年３月７日まで延長した。 

令和３年２月 26 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、３月１日以降については、法

第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都及び

神奈川県の４都県に変更することとした。 

令和３年３月５日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す
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る負荷の状況について分析・評価を行い、法第 32 条第３項に基づき、引き

続き埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の４都県を緊急事態措置区域と

し、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年３月

21 日まで延長することとした。 

令和３年３月 18 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、全ての都道府県が緊急事態措

置区域に該当しないこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間と

されている３月 21 日をもって緊急事態措置を終了することとした。 

また、３月 18 日、政府対策本部において、「緊急事態宣言解除後の対応」

がとりまとめられ、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、

重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するための取組を進めていくこと

となった。 

 

令和３年２月３日に成立した新型インフルエンザ等対策特別措置法等の

一部を改正する法律（令和３年法律第５号）の施行（以下「改正法の施行」

という。）を踏まえ、まん延防止等重点措置の実施及び終了の判断に当たっ

ては、以下を基本として判断する。その際、「ステージ判断の指標」は、分

科会提言において、あくまで目安であり、これらの指標をもって機械的に

判断するのではなく、政府や都道府県はこれらの指標を総合的に判断すべ

きとされていることに留意する。また、提言において示された「早期探知

のための指標」等も活用し、感染拡大の予兆を早期に探知し、まん延防止

等重点措置を含む様々な強い感染対策等を早期に講じるものとする。 

（まん延防止等重点措置の実施の考え方） 

都道府県の特定の区域において感染が拡大し、当該都道府県全域に感染

が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障

が生ずるおそれがあると認められる事態が発生していること（特に、分科

会提言におけるステージⅢ相当の対策が必要な地域の状況になっている等）

を踏まえ、政府対策本部長が基本的対処方針分科会の意見を十分踏まえた

上で総合的に判断する。 
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また、都道府県がステージⅡ相当の対策が必要な地域においても、当該

都道府県の特定の区域において感染が急速に拡大し、都道府県全域に感染

が拡大するおそれがあると認められる場合や、都道府県がステージⅢ相当

の対策が必要な地域において、感染が減少傾向であっても、当該都道府県

の特定の区域において感染水準が高い又は感染が拡大しているなど、感染

の再拡大を防止する必要性が高い場合に、政府対策本部長が基本的対処方

針分科会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 

（まん延防止等重点措置の終了の考え方） 

都道府県の感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、

まん延防止等重点措置を実施している区域の感染状況が、都道府県全域に

感染を拡大させるおそれがない水準か等）を踏まえて、政府対策本部長が

基本的対処方針分科会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 

 

令和３年４月１日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必要性

が高いこと等から、法第 31 条の４第１項に基づき、まん延防止等重点措

置を実施すべき期間を令和３年４月５日から令和３年５月５日までの 31

日間とし、重点措置区域を宮城県、大阪府及び兵庫県とする公示を行った。 

令和３年４月９日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、４月 12 日以降については、法第

31 条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に東京都、京都府及び沖縄県を加

える変更を行うとともに、東京都におけるまん延防止等重点措置を実施す

べき期間を令和３年４月12日から令和３年5月11日までの30日間とし、

京都府及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和

３年４月 12 日から令和３年 5 月 5 日までの 24 日間とする旨の公示を行

った。 

令和３年４月 16 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、４月 20 日以降については、法

第 31 条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に埼玉県、千葉県、神奈川県
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及び愛知県を加える変更を行うとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び

愛知県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３年４月

20 日から令和３年５月 11 日までの 22 日間とする旨の公示を行った。 

その後、令和３年４月 23 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体

制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、政府対策本部長は、法

第 32 条第 1 項に基づき、緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施す

べき期間は令和３年４月 25 日から令和３年５月 11 日までの 17 日間であ

り、緊急事態措置区域は東京都、京都府、大阪府及び兵庫県とした。 

また、同じく令和３年４月 23 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛

生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、法第 31 条の４第 3

項に基づき、４月 25 日以降については、重点措置区域に愛媛県を加え、緊

急事態措置区域とされた東京都、京都府、大阪府及び兵庫県を重点措置区

域から除外する変更を行うとともに、宮城県においてまん延防止等重点措

置を実施すべき期間を「令和３年４月５日から令和３年５月５日まで」か

ら「令和３年４月５日から令和３年５月 11 日まで」、沖縄県においてまん

延防止等重点措置を実施すべき期間を「令和３年４月 12 日から令和３年

５月５日まで」から「令和３年４月 12 日から令和３年５月 11 日まで」と

変更し、愛媛県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３

年４月 25 日から令和３年５月 11 日までの 17 日間とする旨の公示を行っ

た。 

令和３年５月７日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、５月 12 日以降については、法第

32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として東京都、京都府、大阪府及

び兵庫県に加え、愛知県及び福岡県を追加する変更を行うとともに、これ

らの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年５月 31 日ま

で延長することとした。 

また、同じく令和３年５月７日には、５月９日以降については、法第 31

条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に北海道、岐阜県及び三重県を加え、

５月 12 日以降については、宮城県を除外する変更を行うとともに、北海
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道、岐阜県及び三重県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を

令和３年５月９日から令和３年５月 31 日までの 23 日間とし、埼玉県、千

葉県、神奈川県、愛媛県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施

すべき期間を令和３年５月 31 日まで延長する旨の公示を行った。 

令和３年５月 14 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、５月 16 日以降については、法

第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として東京都、愛知県、京都

府、大阪府、兵庫県及び福岡県に加え、令和３年５月 31 日までの期間にお

いて、北海道、岡山県及び広島県を追加する変更を行った。 

また、同じく令和３年５月 14 日には、５月 16 日以降については、法第

31 条の４第３項に基づき、重点措置区域から北海道を除外し、重点措置区

域に埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、愛媛県及び沖縄県に加

え、群馬県、石川県及び熊本県を追加する変更を行うとともに、群馬県、

石川県及び熊本県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和

３年５月 16 日から令和３年６月 13 日までの 29 日間とする旨の公示を行

った。 

 令和３年５月 21 日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、５月 23 日以降については、法第

32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として北海道、東京都、愛知県、

京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県に加え、沖縄県を追

加する変更を行うとともに、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期

間を令和３年５月 23 日から令和３年６月 20 日までの 29 日間とする変更

を行った。 

また、同じく令和３年５月 21 日に、５月 23 日以降については、法第 31

条の４第３項に基づき、重点措置区域から愛媛県及び沖縄県を除外する旨

の公示を行った。 

令和３年５月 28 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、法第 32 条第３項に基づき、北

海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福
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岡県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年６月 20 日まで延

長することとした。 

また、同じく令和３年５月 28 日には、第 31 条の４第３項に基づき、埼

玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県及び三重県においてまん延防止等重点措

置を実施すべき期間を令和３年６月 20 日まで延長する旨の公示を行った。 

令和３年６月 10 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、群馬県、石川県及び熊本県に

ついて、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている６月 13 日

をもってまん延防止等重点措置を終了する旨の公示を行った。 

令和３年６月 17 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況について分析・評価を行い、法第 32 条第３項に基づき、北

海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福

岡県について、緊急事態措置を実施すべき期間とされている６月 20 日を

もって緊急事態措置区域から除外し、緊急事態措置区域を沖縄県のみに変

更するとともに、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３

年７月 11 日まで延長することとした。 

また、重点措置区域については、同じく令和３年６月 17 日に、岐阜県及

び三重県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている

６月 20 日をもってまん延防止等重点措置を終了する旨の公示を行うとと

もに、法第 31 条の４第３項に基づき、６月 21 日以降については、従前、

緊急事態措置区域とされていた北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、

兵庫県及び福岡県を追加する変更を行い、また、これらの都道府県におい

てまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３年６月 21 日から令和

３年７月 11 日までの 21 日間とし、埼玉県、千葉県及び神奈川県において

まん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３年７月 11 日まで延長す

る旨の公示を行った。 

 また、同日の政府対策本部において、「令和３年６月 21 日以降の取組」

がとりまとめられ、感染の再拡大を防止するため、ワクチン接種の円滑化・

加速化をはじめ効果的な対策を総合的に進めていくこととなった。 
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令和３年７月８日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する

負荷の状況について分析・評価を行い、７月 12 日以降については、法第

32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として、東京都を追加する変更を

行うとともに、東京都において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年

７月 12 日から令和３年８月 22 日までの 42 日間とし、沖縄県については、

緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年８月 22 日まで延長することと

した。 

また、重点措置区域については、同じく令和３年７月８日に、感染状況

や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を

行い、北海道、東京都、愛知県、京都府、兵庫県及び福岡県について、ま

ん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている７月 11 日をもってま

ん延防止等重点措置を終了する旨の公示を行うとともに、法第 31 条の４

第３項に基づき、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府においてまん延防

止等重点措置を実施すべき期間を令和３年８月 22 日まで延長する旨の公

示を行った。 

 

 新型コロナウイルス感染症については、以下のような特徴がある。 

 ・ 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人の

割合や死亡する人の割合は年齢によって異なり、高齢者は高く、若者

は低い傾向にある。令和２年 6 月から 8 月に診断された人における重

症化する割合や死亡する割合は 1 月から 4 月までと比べて低下してい

る。重症化する人の割合は約 1.6%（50 歳代以下で 0.3%、60 歳代以

上で 8.5%）、死亡する人の割合は、約 1.0%（50 歳代以下で 0.06%、

60 歳代以上で 5.7%）となっている。 

・ 重症化しやすいのは、高齢者と基礎疾患のある人、妊娠後期の妊婦

である。重症化のリスクとなる基礎疾患には、慢性閉塞性肺疾患、慢

性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、肥満がある。 

・ 新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させる可能性があ

る期間は、発症の 2 日前から発症後７日から 10 日間程度とされてい
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る。また、この期間のうち、発症の直前・直後で特にウイルス排出量

が高くなると考えられている。 

新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、他の人に感染さ

せているのは２割以下で、多くの人は他の人に感染させていないと考

えられている。 

・ 新型コロナウイルス感染症は、主に飛沫感染や接触感染によって感

染し、①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの

人が密集している）、③密接場面（互いに手を伸ばしたら手が届く距離

での会話や発声が行われる）という３つの条件（以下「三つの密」と

いう。）の環境で感染リスクが高まる。このほか、飲酒を伴う懇親会等、

大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同

生活、居場所の切り替わりといった場面でも感染が起きやすく、注意

が必要である。 

・ 新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には、ＰＣＲ検査、

抗原定量検査、抗原定性検査等がある。新たな検査手法の開発により、

検査の種類や症状に応じて、鼻咽頭ぬぐい液だけでなく、唾液や鼻腔

ぬぐい液を使うことも可能になっている。なお、抗体検査は、過去に

新型コロナウイルス感染症にかかったことがあるかを調べるもので

あるため、検査を受ける時点で感染しているかを調べる目的に使うこ

とはできない。 

・ 新型コロナウイルス感染症の治療は、軽症の場合は経過観察のみで

自然に軽快することが多く、必要な場合に解熱薬などの対症療法を行

う。呼吸不全を伴う場合には、酸素投与やステロイド薬（炎症を抑え

る薬）・抗ウイルス薬の投与を行い、改善しない場合には人工呼吸器や

体外式膜型人工肺（Extracorporeal membrane oxygenation：ＥＣＭ

Ｏ）等による集中治療を行うことがある。 

・  一般的にウイルスは増殖・流行を繰り返す中で少しずつ変異していくもの

であり、新型コロナウイルスも約 2 週間で一か所程度の速度でその塩基が変

異していると考えられている。現在、新たな変異株が世界各地で確認されてお
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り、こうした新たな変異株に対して警戒を強めていく必要がある。国立感染症

研究所では、こうした変異をリスク分析し、その評価に応じて、変異株を懸念

される変異株（Variant of Concern：ＶＯＣ）と注目すべき変異株（Variant of 

Interest：ＶＯＩ）に分類している。国立感染症研究所によると、懸念される

変異株は、B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）、B.1.351 系統の変異株（ベー

タ株）、P.1 系統の変異株（ガンマ株）、B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）が

ある。これらの変異株については、従来株よりも感染しやすい可能性がある

（B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）は、実効再生産数の期待値が従来株の

1.32 倍と推定、診断時に肺炎以上の症状を有しているリスクが従来株の1.4倍

（40-64 歳では1.66 倍）と推定）。また、B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）

やB.1.351 系統の変異株（ベータ株）、B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）に

ついては、重症化しやすい可能性も指摘されている。B.1.617.2 系統の変異株

（デルタ株）については、B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）よりも感染し

やすい可能性も示唆されている。また、B.1.351 系統の変異株（ベータ株）、P.1

系統の変異株（ガンマ株）、B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）は、従来株よ

り、免疫やワクチンの効果を低下させる可能性が指摘されている。我が国では、

B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）の割合が全国で約8 割となり、一部地域

を除き、従来株からほぼ置き換わったと推定されている。B.1.617.2 系統の変

異株（デルタ株）については、クラスターが複数報告され、市中での感染も観

察されている。また、注目すべき変異株は、R.1 系統の変異株（E484K がある

変異株）、B.1.427/B.1.429 系統の変異株（イプシロン株）、P.3 系統の変異株

（シータ株）、B.1.617.1 系統の変異株（カッパ株）がある。これら注目すべき

変異株に対しては、その疫学的特性を分析し、引き続き、ゲノムサーベイラン

スを通じて実態を把握する必要があるとされている。 

  国立感染症研究所によると、変異株であっても、個人の基本的な感染予防策

としては、従来と同様に、特に「感染リスクが高まる「５つの場面」」など「三

つの密」の回避、マスクの着用、手洗い等が有効であり、推奨されている。 

・ 日本国内におけるウイルスの遺伝子的な特徴を調べた研究によると、令和２

年１月から２月にかけて、中国武漢から日本国内に侵入した新型コロナウイ
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ルスは３月末から４月中旬に封じ込められた一方で、その後、欧米経由で侵入

した新型コロナウイルスが日本国内に拡散したものと考えられている。7 月、

8 月の感染拡大は、検体全てが欧州系統から派生した２系統に集約されたもの

と考えられる。現時点では、国内感染は国内で広がったものが主流と考えられ

る 。 

・ また、ワクチンについては、これまでモデルナ社、アストラゼネカ社

及びファイザー社のワクチンの供給を受けることについて契約締結に

至っている。ワクチンの接種を円滑に実施するため、予防接種法（昭和

23 年法律第 68 号）の改正を行うとともに、分科会での議論経過等を踏

まえ、内閣官房及び厚生労働省において令和３年２月９日に「新型コロ

ナウイルス感染症に係るワクチンの接種について」（以下「ワクチン接

種について」という。）をとりまとめた。その後、2 月 14 日にはファイ

ザー社のワクチンが薬事承認され、厚生科学審議会等を経て、２月 17

日に医療従事者向けの先行接種を開始し、４月 12 日より高齢者への接

種を開始した。また、5 月 21 日にはアストラゼネカ社及びモデルナ社

のワクチンが薬事承認された。その後、厚生科学審議会において議論を

行い、モデルナ社のワクチンについて、予防接種で使用するワクチンに

追加することとなり、5 月 24 日開設の自衛隊大規模接種センター等で

の接種を開始するとともに、６月 21 日より職域接種が本格的に開始さ

れた。 

・ さらに、ワクチンについては、発症予防、重症化予防とともに、感染

予防効果を示唆する報告もある。また、国内でワクチンの接種が進む中、

新規感染者数に占める高齢者の割合が低い水準となるなど、ワクチンの

効果が示唆されている。 

・ 新型コロナウイルス感染症による日本での経済的な影響を調べた研究

では、クレジットカードの支出額によれば、人との接触が多い業態や在

宅勤務（テレワーク）の実施が困難な業態は、令和２年３月以降、売り

上げがより大きく減少しており、影響を受けやすい業態であったことが

示されている。また、同年４～６月期の国内総生産（ＧＤＰ）は実質で
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前期比 8.1％減、年率換算で 28.6％減を記録した。 

 

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針 

 ① これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏ま

え、より効果的な感染防止策等を講じていく。 

② 緊急事態措置区域においては、感染拡大の主な起点となっている飲

食の場面に対する対策の強化を図るとともに、今後 B.1.617.2 系統の

変異株（デルタ株）に置き換わりが進むことが想定されること等を踏

まえ、人と人との接触機会を減らすために、人の流れを抑制するため

の取組を行う、積極的な検査戦略を実施するなど、徹底した感染防止

策に取り組む。 

③ 「令和３年６月 21 日以降の取組」を踏まえ、社会経済活動を継続し

つつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り

抑制するため、ワクチン接種の円滑化・加速化をはじめ、飲食対策の

徹底・人流の抑制、検査・サーベイランスの強化、水際対策を含む変

異株対策、医療提供体制等の一層の確保等の取組を総合的に進めてい

く。 

④ 緊急事態措置区域から除外された地域（重点措置区域及び重点措置

区域以外の地域の双方を含む。）においては、対策の緩和については段

階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで継続する。

感染の再拡大が見られる場合には、速やかに効果的で強い感染対策等

を講じる。 

⑤ 重点措置区域においては、都道府県が定める期間、区域等において、

飲食を伴うものなど感染リスクが高く感染拡大の主な起点となってい

る場面等に効果的な対策を徹底する。 

⑥ その他の感染の再拡大が認められる地域では、政府と都道府県が密接

に連携しながら、重点的・集中的なＰＣＲ検査や営業時間短縮要請等を

実施するとともに、まん延防止等重点措置を機動的に活用するなど、速

やかに効果的で強い感染対策等を講じる。 
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⑦ 感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や「感染リスクが高ま

る「５つの場面」」を回避すること等を促すとともに、事業者及び関係

団体に対して、業種別ガイドライン等の実践と科学的知見等に基づく

進化を促していく。 

⑧ 的確な感染防止策及び経済・雇用対策により、感染拡大の防止と社会

経済活動の維持との両立を持続的に可能としていく。 

⑨ 新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生を

できる限り減らすため、迅速なワクチンの接種を進める。 

⑩ 緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、医療提供体制等の確

保に全力をあげて取り組む。その他の地域も併せ、「相談・受診・検査」

～「療養先調整・移送」～「転退院・解除」まで、一連の患者対応が目

詰まりなく行われ、病床・宿泊療養施設が最大限活用されるよう留意し

つつ、感染拡大時に確実に機能する医療提供体制を整備する。また、積

極的な検査戦略を実施する。 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

（１）情報提供・共有 

① 政府は、地方公共団体と連携しつつ、以下の点について、国民の共感

が得られるようなメッセージを発出するとともに、状況の変化に即応

した情報提供や呼びかけを行い、行動変容に資する啓発を進めるととも

に、冷静な対応をお願いする。 

・ 発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供。 

・ 国民に分かりやすい疫学解析情報の提供。 

・ 医療提供体制及び検査体制に関する分かりやすい形での情報の

提供。 

・ 変異株についての正確で分かりやすい情報の提供。 

・ 「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、

「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の徹底

等、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着に向けた周知。 

427



・ 室内で「三つの密」を避けること。特に、日常生活及び職場において、人

混みや近距離での会話、多数の者が集まり室内において大きな声を出すこと

や歌うこと、呼気が激しくなるような運動を行うことを避けるように強く促

すこと。 

・ 令和２年10 月23 日の分科会で示された、「感染リスクが高まる「５つの

場面」」（飲酒を伴う懇親会やマスクなしでの会話など）や、「感染リスクを

下げながら会食を楽しむ工夫」（なるべく普段一緒にいる人と少人数、席の

配置は斜め向かい、会話の時はマスク着用等）の周知。 

・ マスクに係る日本産業規格（ＪＩＳ）の制定も踏まえつつ、ウイルス捕集

効率や着用場面等に応じた不織布マスク等の感染予防策の効果や隙間が出

来ないような着用方法の周知。 

・ 大型連休、お盆、長期休暇等、人の移動が活発化する時期に際して、感染

が拡大している地域との往来に関する自粛の要請を含め、感染状況に応じて、

必要な注意喚起や呼びかけを行うこと。 

・ 業種別ガイドライン等の実践。特に、飲食店等について、業種別ガイドラ

インを遵守している飲食店等を利用するよう、促すこと。 

・ 風邪症状等体調不良がみられる場合の休暇取得、学校の欠席、外

出自粛等の呼びかけ。 

・ 感染リスクを下げるため、医療機関を受診する時は、あらかじめ

厚生労働省が定める方法による必要があることの周知。 

・ 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の考え方を分かり

やすく周知すること。 

・ 感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対

策に携わった方々に対する誤解や偏見に基づく差別を行わないことの呼び

かけ。 

・ 従業員及び学生の健康管理や感染対策の徹底についての周知。 

・ 国民の落ち着いた対応（不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいだ移

動の自粛等や商店への殺到の回避及び買い占めの防止）の呼びかけ。   

・ 接触確認アプリ（COVID-19 Contact-Confirming Application：ＣＯＣＯ
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Ａ）のインストールを呼びかけるとともに、陽性者との接触があった旨の通

知があった場合における適切な機関への受診の相談や陽性者と診断された

場合における登録の必要性についての周知。併せて、地域独自の二次元バー

コード（以下「ＱＲコード」という。）等による追跡システムの利用の呼びか

け。 

② 政府は、広報担当官を中心に、官邸のウェブサイトにおいて厚生労働省

等関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的に連携

させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）等の媒体も

積極的に活用することで、迅速かつ積極的に国民等への情報発信を行う。 

③ 政府は、民間企業等とも協力して、情報が必ずしも届いていない層に十

分な情報が行き届くよう、丁寧な情報発信を行う。 

④ 厚生労働省は、感染症やクラスターの発生状況について迅速に情報を公

開する。 

⑤ 外務省は、全世界で感染が拡大していることを踏まえ、各国に滞在す

る邦人等への適切な情報提供、支援を行う。 

⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張又は長期の

海外滞在のある事業所、留学や旅行機会の多い大学等においても、帰国

者への適切な情報提供を行い、渡航の是非の判断・確認や、帰国者に対

する 14 日間の外出自粛の要請等の必要な対策を講じるよう周知を図る。 

⑦ 政府は、国民、在留外国人、外国人旅行者及び外国政府に対し、帰国

時・入国時の手続や目的地までの交通手段の確保等について適切か

つ迅速な情報提供を行い、国内でのまん延防止と風評対策につなげる。

また、政府は、日本の感染対策や感染状況の十分な理解を醸成するよう、

諸外国に対して情報発信に努める。 

⑧ 地方公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な手段により住

民に対して地域の感染状況に応じたメッセージや注意喚起を行う。 

⑨ 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査によ

り得られた情報を分析し、今後の対策に資する知見をまとめて、国民に還

元するよう努める。 

429



⑩ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が行政文書の管理

に関するガイドライン（平成 23 年４月１日内閣総理大臣決定）に基づく

「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を行う。地方公共団

体も、これに準じた対応に努める。 
 

（２）サーベイランス・情報収集 

① 感染の広がりを把握するために必要な検査を実施し、感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。

以下「感染症法」という。）第 12 条に基づく医師の届出等によりその実

態を把握する。 

② 厚生労働省及び都道府県等は、感染が拡大する傾向が見られる場合は

それを迅速に察知して的確に対応できるよう、戦略的サーベイランス体

制を整えておく必要がある。また、感染拡大の防止と社会経済活動の維

持との両立を進めるためにも感染状況を的確に把握できる体制をもつこ

とが重要であるとの認識の下、地方衛生研究所や民間の検査機関等の関係

機関における検査体制の一層の強化、地域の関係団体と連携した地域外

来・検査センターの設置等を迅速に進めるとともに、新しい検査技術につい

ても医療現場に迅速に導入する。都道府県は、医療機関等の関係機関によ

り構成される会議体を設けること等により、民間の検査機関等の活用促進

を含め、ＰＣＲ検査等の実施体制の把握・調整等を図る。さらに、過去最大

規模を上回る新規感染者数が生じた場合にも十分に検査ができるよう、厚生

労働省及び都道府県等は連携して検査体制整備計画を見直し、通常最大時約

29 万件/日、緊急最大時約44 万件/日の検査需要を見込んでいるところであ

り、これらの検査需要に十分対応できるだけの検体採取及び検査分析能力の

確保を速やかに進める。特にＰＣＲ検査能力については、政府による財政的

な支援などのもと、民間検査機関等を最大限活用しつつ、最大時約36 万件/

日の検査能力を速やかに確保する。さらに、厚生労働省は、ＰＣＲ検査及び

抗原検査の役割分担について検討・評価を行う。また、これらを踏まえ、検

査が必要な者に、より迅速・円滑に検査を行い、感染が拡大している地域に

おいては、医療・介護従事者、入院・入所者等関係者に対し、ＰＣＲ検査等
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による幅広い検査の実施に向けて取組を進めるとともに、院内・施設内感染

対策の強化を図る。令和３年２月８日時点で緊急事態措置区域であった 10

都府県に対し、感染多数地域における高齢者施設の従事者等の検査の集中的

実施計画に基づく検査を、３月中までを目途に着実に実施するよう求めると

ともに、さらに、これらの都府県の歓楽街のある大都市はもとより、その他

の地方公共団体も地域の感染状況に応じ、当面、新たな集中的実施計画に基

づく検査を定期的に実施するよう求めつつ、その在り方についてはワクチン

の接種状況や感染状況等を踏まえて検討する。併せて、対象を通所系の介護

事業所にも拡大するとともに、法第 24 条第９項に基づく都道府県による高

齢者施設等に対する受検の要請や好事例の横展開、当該要請と連携した高齢

者施設等に対する施設運営上の指導等を通じ、検査を受ける施設を増加させ

る。また、政府は、医療機関や高齢者施設等において従事者等に軽度であっ

ても症状が現れた場合に、早期に陽性者を発見することによって感染拡大を

防止する観点から、毎日の健康状態を把握するための健康観察アプリも活用

しつつ、迅速に検査を実施できるよう、都道府県と連携しつつ抗原簡易キッ

ト最大約800 万回程度分を確保し、配布を開始したところであり、施設への

配布を加速する。さらに、政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ迫

を防ぐ観点から、健康観察アプリも活用し、医療機関との連携体制の確立を

図りつつ、大学、専門学校、高校、特別支援学校等に対して、最大約 80 万

回程度分の抗原簡易キットの可能な限り早い配布を進め、抗原簡易キットを

活用した軽症状者（発熱、せき、のどの痛み等軽い症状を有する者をいう。）

に対する積極的検査を速やかに実施し、陽性者発見時には、幅広い接触者に

対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にＰＣＲ検査

等を行政検査として実施する。また、職場においても、健康観察アプリも活

用しつつ、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査を実施するよ

う促すとともに、クラスターの発生が懸念される職場に関する重点的な取組

を働きかけ、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保健所の事務負担

の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にＰＣＲ検査等を行政検査として実施す

る。これらの検査に用いる抗原簡易キットについては、迅速かつ適切に検査
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が実施されるよう、検体採取に関する注意点等を理解した職員等の管理下で

検査を実施させる。また、政府は、緊急事態措置区域であった都道府県等と

連携しつつ、再度の感染拡大の予兆や感染源を早期に探知するため、幅

広いＰＣＲ検査等（モニタリング検査）やデータ分析を実施する。政府

と都道府県等で協働して今後の感染拡大局面も見据えた準備を進めるため、

厚生労働省は、財政的な支援をはじめ必要な支援を行い、都道府県等は、相

談・検体採取・検査の一連のプロセスを通じた対策を実施する。また、社会

経済活動の中で希望により受ける民間検査については、感染症法第 16 条の

２に基づき、民間検査機関に精度管理や提携医療機関の決定等の協力を求め

ることなどにより環境整備を進めていく。 

③ 厚生労働省は、感染症法第 12 条に基づく医師の届出とは別に、市中での

感染状況を含め国内の流行状況等を把握するため、抗体保有状況に関する調

査など有効なサーベイランスを実施する。また、いわゆる超過死亡について

は、新型コロナウイルス感染症における超過死亡を推計し、適切に把握する。

国立感染症研究所における新型コロナウイルス検出方法等の検討や下水サ

ーベイランスを活用した新型コロナ調査研究を支援するなど、引き続き、下

水サーベイランス活用について検証を加速する。 

④ 厚生労働省は、医療機関や保健所の事務負担の軽減を図りつつ、患者等

に関する情報を関係者で迅速に共有するための情報把握・管理支援シス

テム（Health Center Real-time Information-sharing System on COVID-

19：ＨＥＲ－ＳＹＳ）を活用し、都道府県別の陽性者数等の統計データ

の収集・分析を行うとともに、その結果を適宜公表し、より効果的・効

率的な対策に活用していく。 

⑤ 政府は、医療機関の空床状況や人工呼吸器・ＥＣＭＯの保有・稼働状況等

を迅速に把握する医療機関等情報支援システム（Gathering Medical 

Information System：Ｇ－ＭＩＳ）を構築・運営し、医療提供状況やＰＣＲ

検査等の実施状況等を一元的かつ即座に把握するとともに、都道府県等にも

提供し、迅速な患者の受入調整等にも活用する。 

⑥ 文部科学省及び厚生労働省は、学校等での集団発生の把握の強化を図る。 
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⑦ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関するいわゆる後遺症につい

て、諸外国で報告もあることも踏まえ、調査・研究を進める。 

⑧ 厚生労働省及び都道府県等は、L452R 変異株ＰＣＲスクリーニングにより、

B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）の全国的な監視体制を強化する。厚生労

働省及び文部科学省は、国立感染症研究所・都道府県等・民間検査機関や大学

等間の連携を一層促進し、B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）など変異株Ｐ

ＣＲ検査やゲノム解析を強化する。都道府県等は、B.1.617.2 系統の変異株（デ

ルタ株）など変異株事例が発生した場合には、積極的疫学調査の強化や幅広い

関係者への検査を徹底する。これらの取組により、クラスターの迅速な封じ込

めを図るとともに、社会全体での変異株の感染拡大の防止を図る。厚生労働省

は、国立感染症研究所と連携して、新たな変異株に対して、引き続き、その疫

学的特性を分析し、ゲノムサーベイランスを通じて実態を把握する。 

⑨ 都道府県等は、感染症法第 12 条及び第 15 条に基づき、地方公共団体間で

の迅速な情報共有を行うとともに、都道府県は、分科会提言で示された「早

期探知のための指標」等も参考に、県下の感染状況について、リスク評価

を行う。 

⑩ 遺伝子配列を分析するにあたり、公衆衛生対策を進めていく上で必要な情

報を、国立感染症研究所において収集を行う。 

 

（３）まん延防止 

１）外出の自粛（後述する「４）職場への出勤等」を除く） 

特定都道府県は、法第 45 条第 1 項に基づき、日中も含めた不要不急

の外出・移動の自粛について協力の要請を行うものとする。特に、20 時

以降の不要不急の外出自粛、混雑している場所や時間を避けて行動する

こと、及び感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時

間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えることについ

て、住民に徹底する。また、今後 B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）

に置き換わりが進むことが想定されることを踏まえ、他の地域への感染

拡大を防止する観点から、不要不急の帰省や旅行など都道府県間の移動
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は、極力控えるように促すとともに、どうしても避けられない場合は感

染防止策の徹底とともに、出発前又は到着地での検査の勧奨等を進める。 

医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場

への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なも

のについては外出の自粛要請の対象外とする。 

また、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」

「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底す

るとともに、あらゆる機会を捉えて、令和２年４月 22 日の専門家会議で示

された「10 のポイント」、５月４日の専門家会議で示された「新しい生活

様式の実践例」、10 月 23 日の分科会で示された、「感染リスクが高まる「５

つの場面」」等を活用して住民に周知を行うものとする。 

また、特定都道府県は、人の流れの抑制につなげる観点から、地下鉄、

バス等の交通事業者に対して、終電の繰上げや主要ターミナルにおける検

温の実施等、必要な協力の依頼等を行うものとする。また、事業者に対し

て、屋外照明（防犯対策上、必要なもの等を除く）の夜間消灯等、必要な

協力の依頼等を行うものとする。 

２）催物（イベント等）の開催制限 

特定都道府県は、当該地域で開催される催物（イベント等）について、

観客の広域的な移動や催物前後の活動などで生じる、催物に係る感染拡

大リスクを抑制し、また、催物における感染防止対策等を徹底する観点

などから、主催者等に対して、法第 24 条第９項に基づき、別途通知す

る目安を踏まえた規模要件等（人数上限 5,000 人かつ収容率 50%等）を

設定し、その要件に沿った開催の要請を行うとともに、開催を 21 時ま

でとするよう要請を行うものとする。併せて、開催に当たっては、業種

別ガイドラインの遵守の徹底や催物前後の「三つの密」及び飲食を回避

するための方策を徹底するよう、主催者等に求めるものとする。 

また、スマートフォンを活用した接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）につ

いて、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバ

シーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、民間企業・団体等の
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幅広い協力を得て引き続き普及を促進する。 

３）施設の使用制限等（前述の「２）催物（イベント等）の開催制限」、後

述する「７）学校等の取扱い」を除く） 

① 特定都道府県は、法第 45 条第２項等に基づき、感染リスクが高い

と指摘されている飲食の場を避ける観点から、酒類又はカラオケ設備

を提供する飲食店等（飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利

用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む。酒類及びカ

ラオケ設備の提供（利用者による酒類の店内持込みを含む。）を取り止

める場合を除く。）に対して休業要請を行うとともに、上記以外の飲食

店（宅配・テイクアウトを除く。）に対して、営業時間の短縮（20 時

までとする。）の要請を行うものとする。その際、改正法の施行により、

命令、過料の規定が設けられたことを踏まえ、その手続に関しては、

別途通知する手続に沿って行うことに留意しつつ、要請に応じている

店舗との公平性を保つことができるよう、命令等の適切な運用を図る

ものとする。 

  特定都道府県は、人の流れを抑制する観点から、法第 24 条第９項

に基づき、別途通知するところにより、飲食店以外の新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法施行令（平成 25 年政令第 122 号。以下「令」

という。）第 11 条第１項各号に規定する施設のうち、多数の者が利用

する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設に

対して、営業時間の短縮（20 時までとする。）を要請するものとする。 

また、特定都道府県は、前述「２）催物（イベント等）の開催制限」

の取扱いを踏まえ、法第 24 条第９項に基づき、別途通知する施設の

管理者に対して、別途通知する目安を踏まえた規模要件等（人数上限

5,000 人かつ収容率 50%等）を設定し、その要件に沿った施設の使用

及び 21 時までの開催を要請するものとする。 

  以上のほか、特定都道府県は、地域の感染状況等を踏まえ、都道府

県知事の判断により、令第 11 条第１項各号に規定する施設のうち、

多数の者が利用する施設に対する使用制限等を含めて、施設管理者等
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に対して必要な協力を要請できるものとする。その際、地域の感染状

況等に応じて、新規陽性者数が増加又は高止まりしている場合には、

都道府県が独自に行う協力要請の徹底等を行う一方、感染状況の改善

が見られる場合には、都道府県が独自に行う協力要請を段階的に緩和

し、効果的な取組を講じていくものとする。また、施設の使用制限の

要請等を検討するに当たっては、地域の感染状況等に応じて、各都道

府県知事が適切に判断するものとし、要請を行う判断の考え方、必要

性等について、対象となる事業者等への丁寧な説明に努めるものとす

る（前述「２）催物（イベント等）の開催制限」についても同じ。）。

要請を行う場合は、あらかじめ政府と迅速に情報共有を行う。 

  特定都道府県は、法第 24 条第９項に基づき、事業者に対して、業

種別ガイドラインを遵守するよう要請を行うものとする。 

また、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法

第 45 条第２項等に基づき、「入場者の整理等」「入場者に対するマス

クの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話

等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（飛沫を遮ることができ

る板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等）」等、令第 12 条に規

定される各措置について事業者に対して要請を行うものとする。なお、

人が密集すること等を防ぐため、「入場者の整理等」を行う場合は、

別途通知する取扱いを踏まえ、事業者に要請を行うとともに、事業者

に対して、入場整理等の実施状況をホームページ等を通じて広く周知

するよう働きかけるものとする。 

以上の要請に当たっては、関係機関とも連携し、休業要請及び営業

時間の短縮等を徹底するための対策・体制の更なる強化を行い、原則

として全ての施設に対して実地に働きかけを行うとともに、当該取組

について適切に情報発信を行う。その際、併せて、事業者に対して、

業種別ガイドラインの遵守を働きかける。また、特定都道府県は、法

第 45 条第 1 項に基づき、路上・公園等における集団での飲酒など、

感染リスクが高い行動に対して必要な注意喚起や自粛の要請等を行
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うものとする。 

特定都道府県は、公立の施設等について、地域の感染状況等に応じ

て、措置期間における閉館や閉園等を検討するものとする。 

② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、

営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府県を支援する。

都道府県は、協力金支給に係る体制の強化等を図り、支給の迅速化に

努めるとともに、政府は、飲食店に対する協力金の先渡しが可能とな

る仕組みの導入など、支給の迅速化に向けて必要な環境整備を図る

ものとする。 

③ 事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種別ガイ

ドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進め

る。その際、政府は、専門家の知見を踏まえ、関係団体等に必要な情

報提供や助言等を行う。 

４）職場への出勤等 

 ① 政府及び特定都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう

働きかけを行うものとする。 

・ 職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テ

レワーク）の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を

目指すこと。 

・ 20 時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業

の継続に必要な場合を除き、20 時以降の勤務を抑制すること。 

・ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を

低減する取組を強力に推進すること。 

・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗いや手指消毒、咳エ

チケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る

箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張によ

る従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取

得、社員寮等の集団生活の場での対策等）や「三つの密」や「感染リ

スクが高まる「５つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう、実践例

437



も活用しながら促すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」（休

憩室、更衣室、喫煙室等）に注意するよう周知すること。 

・ 感染防止策の徹底のため、二酸化炭素濃度測定器等の設置を支援

するとともに、ビル管理者等に対して、換気の状況を二酸化炭素濃

度測定器により確認する場合の留意点等を周知すること。 

・ さらに、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践する

よう働きかけること。 

・ 高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊

娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、

本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための

就業上の配慮を行うこと。 

・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行

う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」

を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じつつ、事

業の特性を踏まえ、業務を継続すること。 

② 政府及び地方公共団体は、在宅勤務（テレワーク）、ローテーション勤

務、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を自ら進める

とともに、事業者に対して必要な支援等を行う。 

③ 政府は、上記①に示された感染防止のための取組等を働きかけるため、

特に留意すべき事項を提示し、事業場への訪問など事業者と接する機会

等をとらえ、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認するよう促す。ま

た、遵守している事業者に、対策実施を宣言させるなど、感染防止のた

めの取組が勧奨されるよう促す。さらに、経済団体に対し、在宅勤務（テ

レワーク）の活用等による出勤者数の７割削減の実施状況を各事業者が

自ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請するとともに、公表され

た情報の幅広い周知について、関連する事業者と連携して取り組む。 

 ５）高齢者施設等従業者の検査等 

特定都道府県等は、感染多数地域の高齢者施設等の従業者等に対する検

査の頻回実施や、面会に関する感染防止策の徹底（オンライン面会の活用
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等）、高齢者施設等や医療機関で感染が発生した場合における保健所による

感染管理体制の評価や支援チームの派遣、検査の実施等による感染制御・

業務継続支援の徹底を行うとともに、政府が行う、検査前確率が比較的高

いと考えられる場所（例えば、密になりやすい、又は、多くの人が出入り

し接触するような事務所・作業所、寮、大学等）等に対するモニタリング

検査拡充への積極的な協力や、区域内の歓楽街等で陽性者が出た場合の重

点的検査の実施を行うものとする。 

 ６）緊急事態宣言下における医療提供体制の確保等 

① 特定都道府県等は、政府による医療人材の応援派遣の支援の要請や、

感染急拡大時の時限的緊急避難としての不急の一般医療の制限も含め、

新型コロナウイルス感染症対応に必要な病床・宿泊療養施設を速やかに

確保するものとする。また、健康観察業務の業務委託等により、宿泊療

養者・自宅療養者に対する健康管理体制を確保するものとする。 

② 政府は、感染拡大が顕著な都道府県において、当該地域では対応困

難な深刻な看護師不足が生じた場合、当該都道府県の要請を踏まえ、

緊急的な看護師派遣に取り組むものとする。 

③ 政府及び特定都道府県は、診療所の役割強化（感染症対応能力の向

上、自宅療養者・宿泊療養者への健康管理・医療的対応の拡大）を進

めるとともに、現下の状況は災害医療的な対応が求められるとの認識

の下、公的病院等でのコロナ対応の一層の取組、都道府県域を超えた

重症患者の広域移送など、都道府県の病床・人材の確保に対する政府

の支援を更に強化する。 

７）学校等の取扱い 

 ① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業を求

めるのではなく、地域の感染状況に応じた感染防止策の徹底を要請す

る。幼稚園、小学校、中学校、高等学校等については、子供の健やか

な学びの保障や心身への影響の観点から、「学校における新型コロナ

ウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要

請する。また、大学等については、感染防止と面接授業・遠隔授業の
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効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適切に対応する

ことを要請する（緊急事態措置区域においては、大学等の感染対策の

徹底とともに、遠隔授業も活用した学修者本位の授業の効果的な実施

による学生等の学修機会の確保を図る）。部活動、課外活動、学生寮に

おける感染防止策、懇親会や飲み会などについては、学生等への注意

喚起の徹底（緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、部活動

や課外活動における感染リスクの高い活動の制限又は自粛）を要請す

る。特に、発熱等の症状がある学生等が登校や活動参加を控えるよう

周知徹底を図る。都道府県は、学校設置者に対し、保健管理等の感染

症対策について指導するとともに、地域の感染状況や学校関係者の感

染者情報について速やかに情報共有を行うものとする。 

 ② 厚生労働省は、保育所や放課後児童クラブ等について、感染防止策

の徹底を行いつつ、原則開所することを要請する。 

８）緊急事態措置区域から除外された都道府県（除外後、重点措置区域と

された都道府県を含む。）における取組等 

① 緊急事態措置区域から除外された都道府県においては、前述したよ

うに「対策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージⅡ

相当以下に下がるまで続ける」ことを基本とし、後述 10）に掲げる基

本的な感染防止策等（重点措置区域である都道府県においては後述９）

に掲げる感染防止策等を含む。）に加え、「緊急事態宣言解除後の対応」

及び「令和３年６月 21 日以降の取組」を踏まえるとともに、住民や

事業者に対して、以下の取組を行うものとする。その際、地域の感染

状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、対策の緩和は段

階的に行う。また、再度、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域

における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況につ

いて十分、把握・分析を行いつつ、速やかに効果的で強い感染対策等

を講じるものとする。 

・ 当面、法第 24 条第９項に基づき、日中も含めた不要不急の外出

の自粛について協力の要請を行うこと。その後、地域の感染状況等
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を踏まえながら、段階的に緩和すること。また、今後 B.1.617.2 系

統の変異株（デルタ株）に置き換わりが進むことが想定されること

を踏まえ、都道府県間の不要不急の移動は、極力控えるように促す

こと。  

・ 当該地域で開催される催物（イベント等）に係る規模要件等（人

数上限・収容率、飲食を伴わないこと等）については、観客の広域

的な移動や催物前後の活動などで生じる、催物に係る感染拡大リス

クを抑制し、また、催物における感染防止対策等を徹底する観点な

どから、主催者等に対して、法第 24 条第９項に基づき、別途通知す

る目安を踏まえた規模要件等（重点措置区域である都道府県におい

ては、人数上限 5,000 人等。重点措置区域以外の都道府県において

は、緊急事態宣言解除後 1 か月程度の経過措置として人数上限

5,000 人又は収容定員 50％以内（ただし、10,000 人を上限）のいず

れか大きい方等。）を設定し、その要件に沿った開催の要請を行う

こと。また、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断によ

り、開催時間制限の要請を行うこと。 

・ 重点措置区域である都道府県においては、法第 31 条の６第１項

等に基づき、飲食店（宅配・テイクアウトを除く。）に対する営業時

間の短縮（20 時までとする。）の要請を行うとともに、酒類の提供

を行わないよう要請すること。ただし、地域の感染状況等に応じ、

都道府県知事の判断で、別途通知する「一定の要件」を満たした店

舗において 19 時まで提供できることとするなど、緩和を行うこと

ができるものとする。政府は、「一定の要件」について、第三者認証

制度の普及を図る観点から、同制度の普及状況を踏まえて定めるも

のとし、都道府県は、第三者認証制度の普及と適用店舗の拡大に努

めること。 

その際、改正法の施行により、命令、過料の規定が設けられたこ

とを踏まえ、その手続に関しては、別途通知する手続に沿って行う

ことに留意しつつ、要請に応じている店舗との公平性を保つことが
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できるよう、命令等の適切な運用を図ること。 

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、上記の

重点措置を講じるべき区域（以下「措置区域」という。）以外の地域

において、法第 24 条第９項に基づき、飲食店等に対する営業時間

の短縮の要請を行うこと。 

・  重点措置区域以外の都道府県においては、法第 24 条第９項に基

づく飲食店に対する営業時間の短縮の要請については、当面、継続

することとし、その後、地域の感染状況等を踏まえながら、段階的

に緩和すること。なお、営業時間及び対象地域等については、地域

の感染状況等に応じ、各都道府県知事が適切に判断すること。 

・  法第 31 条の６第１項又は法第 24 条第９項に基づき、飲食を主

として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供し

ている場合、当面、当該設備の利用自粛を要請すること。その上で、

地域における感染状況やワクチン接種の状況を踏まえながら、都

道府県知事の判断で緩和を検討すること。 

・  重点措置区域である都道府県においては、地域の感染状況等に

応じて、都道府県知事の判断により、法第 31 条の６第１項等に基

づき、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着

用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の

飛沫による感染の防止に効果のある措置（飛沫を遮ることができ

る板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等）」等、令第５条の

５に規定される各措置について事業者に対して要請を行うこと。

なお、人が密集すること等を防ぐため、「入場をする者の整理等」

を行う場合は、別途通知する取扱いを踏まえ、事業者に要請を行う

こと。 

・ 上記の各要請に当たっては、関係機関とも連携し、営業時間の  

短縮等を徹底するための対策・体制の更なる強化を行い、原則とし

て全ての施設に対して実地に働きかけを行うとともに、当該取組に

ついて適切に情報発信を行うこと。その際、併せて、事業者に対し
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て、業種別ガイドラインの遵守を働きかけること。また、法第 24 条

第９項に基づき、路上・公園等における集団での飲酒など、感染リ

スクが高い行動に対して必要な注意喚起や自粛の要請等を行うこ

と。 

・ 重点措置区域である都道府県においては、地域の感染状況等に応

じ、都道府県知事の判断により、措置区域において、法第 24 条第

９項等に基づき、別途通知する飲食店以外の令第 11 条第１項に規

定する施設に対する営業時間の短縮等を要請等すること。 

・ 職場への出勤等については、引き続き「出勤者数の 7 割削減」を

目指し、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもロ

ーテーション勤務等を強力に推進すること。 

  ② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、

飲食店に対して営業時間短縮要請と協力金の支払いを行う都道府県

を支援する。都道府県は、協力金支給に係る体制の強化等を図り、支

給の迅速化に努めるとともに、政府は、協力金の先渡しが可能となる

仕組みの導入など、支給の迅速化に向けて必要な環境整備を図るもの

とする。 

③ 都道府県は、①の取組を行うに当たっては、あらかじめ政府と迅速

に情報共有を行う。 

９）重点措置区域における取組等 

① 重点措置区域である都道府県においては、「緊急事態宣言解除後の

対応」及び「令和３年６月 21 日以降の取組」を踏まえるとともに、

まん延防止等重点措置が、地域の感染状況に応じて、期間・区域、業

態を絞った措置を機動的に実施できる仕組みであり、発生の動向等を

踏まえた集中的な対策により、地域的に感染を抑え込み、都道府県全

域への感染拡大、更には全国的かつ急速なまん延を防ぐ趣旨で創設さ

れたものであることを踏まえ、感染リスクが高く感染拡大の主な起点

となっている場面に効果的な対策を徹底するため、後述 10）に掲げる

基本的な感染防止策等に加え、以下の取組を行うものとする。 
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また、都道府県知事は、区域を指定するに当たって市町村単位や一

定の区画を原則とするなど、区域、期間及び業態を定めるに当たって

は、効果的な対策となるよう留意する。 

・ 感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、

都道府県知事が定める期間及び区域において、法第 31 条の６第１

項等に基づき、飲食店（宅配・テイクアウトを除く。）に対する営業

時間の短縮（20 時までとする。）の要請を行うとともに、酒類の提

供を行わないよう要請すること。ただし、地域の感染状況等に応じ、

都道府県知事の判断で、別途通知する「一定の要件」を満たした店

舗において 19 時まで提供できることとするなど、緩和を行うこと

ができるものとする。政府は、「一定の要件」について、第三者認証

制度の普及を図る観点から、同制度の普及状況を踏まえて定めるも

のとし、都道府県は、第三者認証制度の普及と適用店舗の拡大に努

めること。 

その際、改正法の施行により、命令、過料の規定が設けられたこ

とを踏まえ、その手続に関しては、別途通知する手続に沿って行う

ことに留意しつつ、要請に応じている店舗との公平性を保つことが

できるよう、命令等の適切な運用を図ること。 

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により措置区域

以外の地域において、法第 24 条第９項に基づき、飲食店等に対す

る営業時間の短縮の要請を行うこと。 

・ いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、

法第 31 条の６第１項に基づき、飲食を主として業としている店舗

において、カラオケを行う設備を提供している場合、当面、当該設

備の利用自粛を要請すること。その上で、地域における感染状況や

ワクチン接種の状況を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和を

検討すること。 

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第  

31 条の６第１項等に基づき、「入場をする者の整理等」「入場をす
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る者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者

の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置

（飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の

確保等）」等、令第５条の５に規定される各措置について事業者に

対して要請を行うこと。なお、人が密集すること等を防ぐため、「入

場をする者の整理等」を行う場合は、別途通知する取扱いを踏まえ、

事業者に要請を行うこと。 

・  不要不急の外出自粛を徹底すること及び施設に人が集まり、飲

食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、都道府

県知事の判断により、措置区域において、法第 24 条第 9 項に基づ

き、別途通知する飲食店等以外の令第 11 条第１項に規定する施設

（特に、大規模な集客施設）について、営業時間の短縮を要請する

とともに、入場整理等について働きかけを行うこと。 

・ 法第 24 条第９項に基づき、業種別ガイドラインを遵守するよう

要請を行うこと。その際、ガイドラインを遵守していない飲食店等

については、個別に要請を行うことを検討すること。 

・ 上記の各要請に当たっては、関係機関とも連携し、営業時間の短

縮等や業種別ガイドラインの遵守を徹底するための対策・体制の更

なる強化を行い、原則として措置区域内の全ての飲食店等に対して

実地に働きかけを行うとともに、当該取組について適切に情報発信

を行うこと。また、法第 24 条第９項に基づき、路上・公園等にお

ける集団での飲酒など、感染リスクが高い行動に対して必要な注意

喚起や自粛の要請等を行うこと。 

・ 法第 31 条の６第２項に基づき、上記により営業時間の変更を要

請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう、住民に対し

て要請等を行うこと。併せて、法第 24 条第９項に基づき、日中も

含めた不要不急の外出・移動の自粛、混雑している場所や時間を避

けて行動すること、及び感染対策が徹底されていない飲食店等や営

業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を自粛すること
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等について、住民に対して協力の要請を行うこと。その際、今後

B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）に置き換わりが進むことが想

定されることを踏まえ、感染拡大を防止する観点から、不要不急の

都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極力控える

ように促すこと。 

・ 都道府県知事が定める期間及び区域で行われる催物（イベント等）

について、観客の広域的な移動や催物前後の活動などで生じる、催

物に係る感染拡大リスクを抑制し、また、催物における感染防止対

策等を徹底する観点などから、主催者等に対して、法第 24 条第９

項等に基づき、別途通知する目安を踏まえた規模要件等（人数上限

5,000 人等）を設定し、その要件に沿った開催の要請を行うこと。

また、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、開

催時間を制限する要請を行うこと。 

  なお、まん延防止等重点措置解除後1か月程度の経過措置として、

主催者等に対して、法第 24 条第９項等に基づき、別途通知する目

安を踏まえた規模要件等（人数上限 5,000 人又は収容定員 50％以

内（ただし、10,000 人を上限）のいずれか大きい方等。）を設定し、

その要件に沿った開催の要請を行うこと。また、地域の感染状況等

を踏まえ、都道府県知事の判断により、開催時間を制限する要請を

行うこと。 

・ 事業者に対して、職場への出勤等について、「出勤者数の 7 割削

減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワ

ーク）や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に

徹底するよう働きかけること。 

・ 措置区域内における、高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻

回実施や、高齢者施設等や医療機関で感染が発生した場合における

保健所による感染管理体制の評価や支援チームの派遣、検査の実施

等による感染制御・業務継続支援の徹底を行うとともに、政府が行

う、検査前確率が比較的高いと考えられる場所（例えば、密になり
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やすい、又は、多くの人が出入りし接触するような事務所・作業所、

寮、大学等）等に対するモニタリング検査拡充への積極的な協力や、

措置区域内の歓楽街等で陽性者が出た場合の重点的検査の実施を

行うこと。 

・ 病床・宿泊療養施設確保計画に沿って、すぐに患者を受け入れら

れる病床・居室を計画上の最大数に速やかに移行するとともに、感

染者急増時の緊急的患者対応への切り替えに向けた準備（医療提供

体制への負荷が高まった場合の入院基準の明確化、パルスオキシメ

ーターの活用や健康観察業務の外部委託等による自宅療養におけ

る健康観察体制の確保等）を行うこと。 

  ② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、

飲食店に対して営業時間短縮要請と協力金の支払いを行う都道府県

を支援する。都道府県は、協力金支給に係る体制の強化等を図り、支

給の迅速化に努めるとともに、政府は、協力金の先渡しが可能となる

仕組みの導入など、支給の迅速化に向けて必要な環境整備を図るもの

とする。 

 ③ 重点措置区域である都道府県は、①の取組を行うに当たっては、あ

らかじめ政府と迅速に情報共有を行う。 

10）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県における取組等 

① 都道府県は、「緊急事態宣言解除後の対応」及び「令和３年６月 21

日以降の取組」を踏まえるとともに、住民や事業者に対して、以下の

取組を行うものとする。その際、感染拡大の防止と社会経済活動の維

持との両立を持続的に可能としていくため、「新しい生活様式」の社

会経済全体への定着を図るとともに、地域の感染状況や感染拡大リス

ク等について評価を行いながら、必要に応じて、後述③等のとおり、

外出の自粛、催物（イベント等）の開催制限、施設の使用制限等の要

請等を機動的に行うものとする。 

（外出の自粛等） 

・ 「三つの密」、「感染リスクが高まる「５つの場面」」等の回避や、
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「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」

をはじめとした基本的な感染対策の徹底等、感染拡大を防止する

「新しい生活様式」の定着が図られるよう、あらゆる機会を捉えて、

令和２年４月 22 日の専門家会議で示された「10 のポイント」、５

月４日の専門家会議で示された「新しい生活様式の実践例」、10 月

23 日の分科会で示された「感染リスクが高まる「５つの場面」」等

について住民や事業者に周知を行うこと。 

・ 帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を

含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に大人数の会食を

控える等注意を促すこと。また、今後 B.1.617.2 系統の変異株（デル

タ株）に置き換わりが進むことが想定されることを踏まえ、感染が拡

大している地域への不要不急の移動は、極力控えるように促すこと。 

感染が拡大している地域において、こうした対応が難しいと判断さ

れる場合は、帰省や旅行について慎重な検討を促すこと。特に発熱等

の症状がある場合は、帰省や旅行を控えるよう促すこと。 

・ 業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促すこと。 

・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、

政府と連携して、外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協

力の要請等を行うこと。 

（催物（イベント等）の開催） 

・ 催物等の開催については、「新しい生活様式」や業種別ガイドライン

等に基づく適切な感染防止策が講じられることを前提に、地域の感染

状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、必要な規模要件

（人数上限や収容率）の目安を示すこと。その際、観客の広域的な移

動や催物前後の活動などで生じる、催物に係る感染拡大リスクを抑制

し、また、催物における感染防止対策等を徹底する観点などから、適

切な要件を設定するとともに、事業者及び関係団体において、エビデ

ンスに基づきガイドラインが進化、改訂された場合は、それに基づき

適切に要件を見直すこと。 
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また、催物等の態様（屋内であるか、屋外であるか、また、全国的な

ものであるか、地域的なものであるかなど）や種別（コンサート、展

示会、スポーツの試合や大会、お祭りなどの行事等）に応じて、開催

の要件や主催者において講じるべき感染防止策を検討し、主催者に周

知すること。 

催物等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発

生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物

の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による

行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、主催者に対して

強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握して

おくことや、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）等の活用等について、

主催者に周知すること。 

・ 感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの発生があった場合、 

政府と連携して、人数制限の強化、催物等の無観客化、中止又は延期

等を含めて、速やかに主催者に対して必要な協力の要請等を行うこと。 

   （職場への出勤等） 

・ 事業者に対して、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤

等、人との接触を低減する取組を働きかけること。 

・ 事業者に対して、職場における、感染防止のための取組（手洗い

や手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励

行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出

勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、

昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等）や「三つ

の密」や「感染リスクが高まる「５つの場面」」等を避ける行動を徹底

するよう、実践例も活用しながら促すこと。特に職場での「居場所の

切り替わり」（休憩室、更衣室、喫煙室等）に注意するよう周知する

こと。感染防止策の徹底のため、二酸化炭素濃度測定器等の設置を

支援するとともに、ビル管理者等に対して、換気の状況を二酸化炭

素濃度測定器により確認する場合の留意点等を周知すること。さら
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に、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践するよう働

きかけること。その際には、特に留意すべき事項を提示し、事業場へ

の訪問など事業者と接する機会等をとらえ、事業者自らが当該事項の

遵守状況を確認するよう促すこと。また、遵守している事業者には対

策実施を宣言させる等、感染防止のための取組を強く勧奨すること。 

（施設の使用制限等） 

・ これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」

のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、施設管理者等

に対して必要な協力を依頼すること。 

・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、

政府と連携して、施設の使用制限等を含めて、速やかに施設管理者

等に対して必要な協力の要請等を行うこと。 

②  都道府県は、感染の状況等を継続的に監視し、その変化が認めら

れた場合、住民に適切に情報提供を行い、感染拡大への警戒を呼びか

けるものとする。 

③ 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感

染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、

把握・分析を行い、８月７日の分科会の提言で示された指標を目安と

しつつ総合的に判断し、同提言に示された各ステージにおいて「講ず

べき施策」や累次の分科会提言（12 月 11 日「今後の感染の状況を踏

まえた対応についての分科会から政府への提言」等）等を踏まえ、地

域の実情に応じて、迅速かつ適切に法第 24 条第 9 項に基づく措置等

を講じるものとする。特に、ステージⅢ相当の対策が必要な地域等に

あっては、速やかにステージⅡ相当の対策が必要な地域へ移行するよ

う、取り組むものとする。 

④ 都道府県は、①③の取組を行うに当たっては、あらかじめ政府と迅

速に情報共有を行う。 

⑤ 政府は、関係団体や地方公共団体に対して、飲食店に係る業種別ガ

イドラインの遵守徹底のための見回り調査、遵守状況に関する情報の
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表示や第三者認証による認証制度の普及を促すとともに、関係団体等

と連携しつつ、クラスターが発生している分野等（飲食・職場など）

を対象とした業種別ガイドラインについて、見直し・強化を図り、徹

底する。 

⑥ 都道府県は、飲食店の見回りを進めるとともに、第三者認証による

認証制度へのインセンティブ措置の付与により、同制度の確実な運用

を図る。 

11）予防接種 

   政府、都道府県及び市町村は、以下のように新型コロナウイルス感染

症に係るワクチン接種を行うものとする。 

① 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種目的は、新型コロ

ナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限

り減らすことであること。 

② 関係機関と連携し、迅速にワクチンの開発等を進めるとともに、承

認申請された際には審査を行った上で、安全性及び有効性を確認し、

できるだけ早期の実用化、国民への供給を目指すこと。 

③ 予防接種については、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律

（令和２年法律第 75 号）による改正後の予防接種法に基づく臨時接

種の特例として、厚生労働大臣の指示のもと、都道府県の協力により

市町村において実施すること。 

④ 予防接種の実施体制や接種順位等については、令和３年２月９日の

「ワクチン接種について」を踏まえ接種を円滑かつ効率的に実施する

観点に立って行うこと。 

⑤ 予防接種により健康被害が生じた場合の救済措置や副反応疑い報

告等については、予防接種法の現行の規定を適用し適切に実施するこ

と。 

⑥ 予防接種は最終的には個人の判断で接種されるものであることか

ら、予防接種に当たっては、リスクとベネフィットを総合的に勘案し

接種の判断ができる情報を提供することが必要であること。 
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その上で、政府は、国民に対して、ワクチンの安全性及び有効性に

ついての情報を提供するなど、的確で丁寧なコミュニケーション等を

進め、幅広く予防接種への理解を得るとともに、国民が自らの意思で

接種の判断を行うことができるよう取り組むこと。 

  ⑦ このような原則の下、政府は、各地方公共団体の接種会場に加え自

衛隊大規模接種センターも活用した接種を実施しつつ、職域（大学等

を含む）による接種を実施するとともに、地域接種・職域接種のいず

れにもつながりにくい者のワクチン接種を推進すること。加えて、接

種を実施する医療機関、医療関係者の確保に向けて、必要な取組を総

動員し、ワクチン接種の円滑化・加速化を進めること。 

12）水際対策 

① 政府は、水際対策について、変異株を含め、国内への感染者の流入

及び国内での感染拡大を防止する観点から、入国制限、渡航中止勧告、

帰国者の検査・健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措置等を引

き続き実施する。今後も新たな変異株が発生しうることを見据え、「水

際対策上特に懸念すべき変異株」と従来株を含むそれ以外の新型コロ

ナウイルスに分類し、当該国の変異株の流行状況、日本への流入状況

などのリスク評価に基づき、機動的かつ適時に水際強化措置等を講ず

る。なお、厚生労働省は、関係省庁と連携し、健康観察について、保

健所の業務負担の軽減や体制強化等を支援する。 

② 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発生の状況を踏まえて、必

要に応じ、国土交通省は、航空機の到着空港の限定の要請、港湾の利

用調整や水際・防災対策連絡会議等を活用した対応力の強化等を行う

とともに、厚生労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。 

③ 厚生労働省は、停留に利用する施設が不足する場合には、法第 29

条の適用も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、停

留に利用可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を行うことで停留

施設の確保に努める。 

13）クラスター対策の強化 
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① 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査

により、個々の濃厚接触者を把握し、健康観察、外出自粛の要請等を

行うとともに、感染拡大の規模を適確に把握し、適切な感染対策を行

う。その際、より効果的な感染拡大防止につなげるため、厚生労働省

は、新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム（ＨＥ

Ｒ-ＳＹＳ）による地方公共団体間の一元的な情報共有・分析を支援

する。都道府県等は、積極的疫学調査の結果等の地方公共団体間の情

報連携を徹底するとともに、積極的疫学調査を実施する際に優先度も

考慮する。積極的疫学調査に対して正当な理由がなく協力しない場合

の命令、この命令に正当な理由がなく応じない場合の罰則の適用につ

いては、対象者の人権に十分に配慮し、慎重に運用すること。 

② 政府は、関係機関と協力して、クラスター対策に当たる専門家の確

保及び育成を行う。 

③ 厚生労働省及び都道府県等は、関係機関と協力して、特に、感染拡

大の兆候が見られた場合には、専門家やその他人員を確保し、その地

域への派遣を行う。 

  なお、感染拡大が顕著な地域において、保健所における積極的疫学

調査に係る人員体制が不足するなどの問題が生じた場合には、都道府

県は関係学会・団体等の専門人材派遣の仕組みである IHEAT

（Infectious disease Health Emergency Assistance Team）の活用

や、厚生労働省と調整し、他の都道府県からの応援派遣職員の活用等

の人材・体制確保のための対策を行う。感染拡大に伴う優先度を踏ま

えた積極的疫学調査については、感染状況の改善に伴い改めて対応を

強化する。その際には、ＩＨＥＡＴの積極的な活用も図りながら、変

異株への対応といった観点も踏まえつつ、感染源の推定のための調査

を含めた強化を図る。 

また、都道府県等が連携し、積極的疫学調査等の専門的業務を十分

に実施できるよう保健所の業務の重点化や人材育成等を行うこと、保

健所業務の外部委託の活用、地域のネットワークと連携したＩＨＥＡ
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Ｔの積極的な活用、人材確保・人材育成の好事例の横展開等により、

保健所の体制を強化し、感染拡大時に即応できる人員体制を平時から

整備する。 

④ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を抜本強化するという観点

から、保健所の体制強化に迅速に取り組む。これに関連し、特定都道

府県は、管内の市町村と迅速な情報共有を行い、また、対策を的確か

つ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第 24 条に基づ

く総合調整を行う。さらに、都道府県等は、クラスターの発見に資す

るよう、地方公共団体間の迅速な情報共有に努めるとともに、政府は、

対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第

20 条に基づく総合調整を行う。 

⑤ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を強化する観点から、以下

の取組を行う。 

 ・ 大規模な歓楽街については、令和 2 年 10 月 29 日の分科会にお

ける「大都市の歓楽街における感染拡大防止対策ワーキンググルー

プ当面の取組方策に関する報告書」に示された取組を踏まえ、通常

時から相談・検査体制の構築に取り組むとともに、早期に予兆を探

知し、介入時には、速やかに重点的（地域集中的）なＰＣＲ検査等

の実施や、必要に応じ、エリア・業種を絞った営業時間短縮要請等

を機動的に行うこと。 

 ・ 「三つの密」等濃厚接触が生じやすい環境にある職場でクラスタ

ーが発生した場合には、幅広く検査を実施する。また、あらかじめ、

事業者に対し、職場でのクラスター対策の徹底を呼びかけるととも

に、上記の検査について労働者への受検勧奨の実施等を促すこと。 

 ・ 言語の壁や生活習慣の違いがある在留外国人を支援する観点か 

ら、政府及び都道府県等が提供する情報の一層の多言語化、大使館

のネットワーク等を活用したきめ細かな情報提供、相談体制の整備

等により、検査や医療機関の受診に早期につなげる仕組みを構築す

ること。 
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⑥ 政府は、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）について、機能の向上を図

るとともに、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることや

プライバシーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、その幅広

い活用や、感染拡大防止のための陽性者としての登録を行うよう、呼

びかけを行い、新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援シス

テム（ＨＥＲ-ＳＹＳ）及び保健所等と連携した積極的疫学調査で活

用することにより、効果的なクラスター対策につなげていく。 

⑦ 政府は、ＱＲコードを活用した地方公共団体独自の取組を踏まえ、

クラスター対策のための効果的な情報収集・分析・共有の在り方及び

実効性を上げるためのインセンティブ等の仕組みについて、パイロッ

ト的に特定の地域で実証することも含め、検討を行う。 

14）その他共通的事項等 

 ① 特定都道府県又は重点措置区域である都道府県は、地域の特性に応じ

た実効性のある緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を講じる。特定

都道府県又は重点措置区域である都道府県は、緊急事態措置又はまん延

防止等重点措置を講じるに当たっては、法第５条を踏まえ、必要最小限

の措置とするとともに、講じる措置の内容及び必要性等について、国民

に対し丁寧に説明する。 

 ② 政府及び特定都道府県は、緊急事態措置を講じること等に伴い、食料・

医薬品や生活必需品の買い占め等の混乱が生じないよう、国民に冷静な

対応を促す。 

③ 政府及び地方公共団体は、緊急事態措置の実施に当たっては、事業者

の円滑な活動を支援するため、事業者からの相談窓口の設置、物流体制

の確保、ライフラインの万全の体制の確保等に努める。 

④ 政府は、関係機関と協力して、公共交通機関その他の多数の人が集ま

る施設における感染対策を徹底する。 

 

（４）医療等 

① 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医療の提供体制の確保
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を進めるため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力して、次の

ような対策を講じる。 

・ 重症者や重症化リスクのある者に医療資源の重点をシフトする観

点から、令和２年 10 月 14 日の新型コロナウイルス感染症を指定感

染症として定める等の政令（令和２年政令第 11 号）の改正（令和２

年 10 月 24 日施行）により、高齢者や基礎疾患のある者等入院勧告・

措置の対象の明確化を行っており、改正法の施行により、この取扱い

が法定化された。都道府県等は、関係法令に基づき、地域の感染状況

等を踏まえ、適切に入院勧告・措置を運用すること。また、改正法の

施行により、入院措置に正当な理由なく応じない場合や入院先から逃

げた場合の罰則が設けられたが、都道府県等は、その運用に当たって、

患者の人権に十分に配慮し、慎重に運用するとともに、患者への偏見・

差別につながらないよう、（６）で後述する取組の一層の強化を図る

こと。 

重症者等に対する医療提供に重点を置くべき地域では、特に病床

確保や都道府県全体の入院調整に最大限努力した上で、なお病床が

ひっ迫する場合には、高齢者等も含め入院治療が必要ない無症状病

原体保有者及び軽症患者（以下「軽症者等」という。）については、

感染症法第44 条の３第２項に基づき宿泊施設（適切な場合は自宅）

での療養を要請することで、入院治療が必要な患者への医療提供体

制の確保を図ること。丁寧な健康観察を実施すること。 

特に、家庭内での感染防止や症状急変時の対応のため、宿泊施設が

十分に確保されているような地域では、軽症者等は宿泊療養を基本

とすること。そのため、都道府県は、患者の病状、数その他感染症

の発生及びまん延の状況を勘案して、ホテル等の一時的な宿泊療養

施設の確保に努めるとともに、都道府県等は、宿泊療養施設の運営

体制を確保すること。政府は、都道府県等と密接に連携し、これら

の取組を支援すること。 

自宅療養等を行う際には、自宅療養や宿泊療養中に症状が悪化し、
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亡くなる方もいることを踏まえ、都道府県等は電話等情報通信機器

や情報把握・管理支援システム（ＨＥＲ－ＳＹＳ）の自動架電等の機

能を用いて遠隔で健康状態を把握するとともに、医師が必要とした

場合には電話等情報通信機器を用いて診療を行う体制を整備するこ

と。また、パルスオキシメーターの確保や、往診・オンライン診療・

訪問看護等の活用など、適切な療養環境を確保するための取組を推

進すること。 

・ 都道府県等は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養をする場合に、そ

の家族に要介護者や障害者、子供等がいる場合は、市町村福祉部門の

協力を得て、ケアマネジャー、相談支援専門員、児童相談所等と連携

し、必要なサービスや支援を行うこと。 

・ 都道府県等は、変異株が確認された患者等について、適切に入院措

置・勧告を行うこと。また、地域の感染状況等を踏まえ、変異株が確

認された軽症者等について、丁寧に健康観察を実施のうえ、宿泊施設

での療養を要請すること。さらに、国立感染症研究所の評価・分析を

踏まえ改定された退院基準等に基づき、入院措置・勧告、宿泊療養等

の措置を適切に講ずること。厚生労働省は、国立感染症研究所と連携

して、変異株の国内症例の評価・分析を行うこと。 

・ 都道府県は、関係機関の協力を得て、新型コロナウイルス感染症の

患者専用の病院や病棟を設定する重点医療機関の指定等、地域の医療

機関の役割分担を行うとともに、病床・宿泊療養施設確保計画に沿っ

て、段階的に病床・宿泊療養施設を確保すること。 

  特に、病床がひっ迫している場合、令和２年 12 月 28 日の政府対

策本部で示された「感染拡大に伴う入院患者増加に対応するための医

療提供体制パッケージ」を活用しつつ、地域の実情に応じ、重点医療

機関以外の医療機関に働きかけを行うなど病床の確保を進めること。 

  その際、地域の関係団体の協力のもと、地域の会議体を活用して医

療機能（重症者病床、中等症病床、回復患者の受け入れ、宿泊療養、

自宅療養）に応じた役割分担を明確化した上で、病床の確保を進める
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こと。 

  また、医療機関は、業務継続計画（ＢＣＰ）も踏まえ、必要に応じ、

医師の判断により延期が可能と考えられる予定手術や予定入院の延

期を検討し、空床確保に努めること。 

  さらに、都道府県は、仮設の診療所や病棟の設置、非稼働病床の

利用の取組を推進するとともに、それでもなお病床が不足すると見

込まれる場合には、法第 31 条の２に基づく臨時の医療施設の開設

についてその活用を十分に考慮すること。臨時の医療施設の開設に

当たっては、あらかじめ政府と協議し、迅速な情報共有を行うととも

に、開設後は定期的に運営状況を報告する。厚生労働省は、それらの

活用に当たって、必要な支援を行うこと。また、都道府県等が感染症

法第 16 条の２に基づく協力要請等及び法第 31 条に基づく医療等の

実施の要請等を行う場合には、当該医療等が適切に実施されるよう、

必要な支援を行うこと。 

・ 各都道府県において感染拡大局面で認識された課題を点検し、「相

談・受診・検査」～「療養先調整・移送」～「転退院・解除」まで一

連の患者対応が目詰まりなく行われ、病床・宿泊療養施設が最大限活

用されるよう留意しつつ、最近の感染状況を踏まえた感染者急増時の

緊急的な患者対応方針や病床・宿泊療養施設確保計画に基づき、政府

と都道府県が連携して、感染拡大時に確実に機能する医療提供体制の

整備に引き続き取り組むこと。 

・ 政府及び都道府県等において、病床確保・活用の状況及び感染状況

を適切にモニタリングするとともに、感染拡大防止策の実施に適時適

切に反映させること。その際、例えば 40 代・50 代の重症者数が特に

増加するような地域もあり、年齢別の動向についても注視し、ワクチ

ンの接種も含め地域の状況を踏まえた適切な対策を講じること。 

・ 都道府県は、患者受入調整や移送調整を行う体制を整備し、患者の

医療提供に関する必要な総合調整を行うとともに、医療機関等情報

支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）も活用し、患者受入調整に必要な医療
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機関の情報の見える化を行うこと。また、厚生労働省は、都道府県

が患者搬送コーディネーターの配置を行うことについて、必要な支援

を行うこと。 

・ さらに、感染拡大に伴う患者の急増に備え、都道府県は、都道府

県域を越える場合も含めた広域的な患者の受入れ体制を確保する

こと。 

・ 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医療機関の病床を効

率的に活用するため、回復患者の転院先となる後方支援医療機関の確

保を更に進めること。 

・ また、効率的な転院調整が行われるよう、地域の実情に応じた、転

院支援の仕組みを検討すること。 

・ 退院基準を満たした患者について、高齢者施設等における受入れを

促進すること。 

② 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来診療・検査体制の

確保のため、厚生労働省と都道府県等は、連携して検査体制整備計画を

見直すとともに、関係機関と協力して、次のような対策を講じる。 

・ かかりつけ医等の地域で身近な医療機関や受診・相談センターを通

じて、診療・検査医療機関を受診することにより、適切な感染管理を

行った上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来医療

を提供すること。 

・ 都道府県等は、関係機関と協力して、集中的に検査を実施する機関

（地域外来・検査センター）の設置を行うこと。 

また、大型テントやプレハブを活用した、いわゆるドライブス

ルー方式やウォークスルー方式による診療を行うことで、効率的な

診療・検査体制を確保すること。併せて、検査結果を踏まえて、患者

の振り分けや受け入れが適切に行われるようにすること。 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等を踏まえ、診療・検

査医療機関の指定や地域外来・検査センターの設置を柔軟かつ積極的

に行うこと。 
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・ 都道府県は、重症化しやすい方が来院するがんセンター、透析医

療機関及び産科医療機関等について、必要に応じ、新型コロナウイ

ルス感染症への感染が疑われる方への外来診療を原則行わない医

療機関として設定すること。 

③ 新型コロナウイルス感染症患者のみならず、他の疾患等の患者への対

応も踏まえて地域全体の医療提供体制を整備するため、厚生労働省と都

道府県は、関係機関と協力して、次のような対策を講じる。 

・ 都道府県は、地域の医療機能を維持する観点から、新型コロナウイ

ルス感染症以外の疾患等の患者受入れも含めて、地域の医療機関の役

割分担を推進すること。 

・ 患者と医療従事者双方の新型コロナウイルス感染症の予防の観点

から、初診を含めて、電話等情報通信機器を用いた診療体制の整備を

推進すること。 

④ 医療従事者の確保のため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力

して、次のような対策を講じる。 

・ 都道府県等は、現場で従事している医療従事者の休職・離職防止策

や潜在有資格者の現場復帰、医療現場の人材配置の転換等を推進する

こと。また、検査を含め、直接の医療行為以外に対しては、有資格者

以外の民間の人材等の活用を進めること。 

・ 厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、全

国の医療機関等の医療人材募集情報を掲載する Web サイト「医療の

お仕事Ｋｅｙ-Ｎｅｔ」の運営等を通じて、医療関係団体、ハローワ

ーク、ナースセンター等と連携し、医療人材の確保を支援すること。 

⑤ 医療物資の確保のため、政府と都道府県、関係機関は協力して、次の

ような対策を講じる。 

・ 政府及び都道府県は、医療提供体制を支える医薬品や医療機器、医

療資材の製造体制を確保し、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩ

Ｓ）も活用し、必要な医療機関に迅速かつ円滑に提供できる体制を

確保するとともに、専門性を有する医療従事者や人工呼吸器等の必
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要な医療機器・物資・感染防止に必要な資材等を迅速に確保し、適切

な感染対策の下での医療提供体制を整備すること。 

・ 政府及び都道府県は、特に新型コロナウイルス感染症を疑う患者に

ＰＣＲ検査等や入院の受入れを行う医療機関等に対しては、マス

ク等の個人防護具を優先的に確保すること。 

⑥ 医療機関及び高齢者施設等における施設内感染を徹底的に防止する

ため、厚生労働省と地方公共団体は、関係機関と協力して、次の事項に

ついて周知徹底を図る。 

・ 医療機関及び高齢者施設等の設置者において、 

▸ 従事者等が感染源とならないよう、「三つの密」が生じる場を

徹底して避けるとともに、 

▸ 症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用する、 

▸ 手洗い・手指消毒の徹底、 

▸ パソコンやエレベーターのボタン等複数の従事者が共有するも

のは定期的に消毒する、 

▸ 食堂や詰め所でマスクを外して飲食をする場合、他の従事者と一

定の距離を保つ、 

▸ 日々の体調を把握して少しでも調子が悪ければ自宅待機する、 

▸ 感染多数地域における従事者等に対する定期的検査を実施する、 

等の対策に万全を期すこと。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、面会者からの感染を防ぐ

ため、面会は、地域における発生状況等も踏まえ、患者、家族のＱＯ

Ｌを考慮しつつ、緊急の場合を除き制限するなどの対応を検討するこ

と。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、患者、利用者からの感染を防

ぐため、感染が流行している地域では、患者、家族のＱＯＬを考慮し

つつ、施設での通所サービス等の一時利用を中止又は制限する、入院

患者、利用者の外出、外泊を制限するなどの対応を検討すること。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、入院患者、利用者等について、
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新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、早急に個室隔離し、保健

所の指導の下、感染対策を実施し、標準予防策、接触予防策、飛沫感

染予防策を実施すること。 

⑦ 都道府県は、感染者と非感染者の空間を分けることなどを含む感染防

止策の更なる徹底等を通して、医療機関及び施設内での感染の拡大

に特に注意を払う。 

高齢者施設等の発熱等の症状を呈する従事者・入所者に対する健

康観察アプリ、抗原簡易キット等も活用した検査や陽性者が発生し

た場合の当該施設の入所者等への検査が速やかに行われるようにす

る。また、感染者が多数発生している地域における医療機関、高齢者

施設等への積極的な検査が行われるようにする。 

また、都道府県は、高齢者施設等において感染者が一例でも確認

された場合に、感染制御・業務継続支援チームが支援を行う体制を

構築するとともに政府は、この体制を構築するに当たり、各都道府

県を支援することに併せて、研修の実施や実践例の展開により、対

応力を強化する。 

また、高齢者施設等において、感染対策マニュアルを活用した感染

対策等の対応力強化の取組を、事例集の展開や業務継続計画の策定支

援などにより一層進める。 

加えて、手術や医療的処置前等において、当該患者について医師の

判断により、ＰＣＲ検査等が実施できる体制をとる。 

⑧ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚生労働省と都道府

県は、関係機関と協力して、次の事項に取り組む。 

・ 妊産婦に対する感染を防止する観点から、医療機関における動線分

離等の感染防止策を徹底するとともに、妊産婦が感染した場合であっ

ても、安心して出産し、産後の生活が送れるよう、関係機関との協力

体制を構築し、適切な支援を実施すること。また、関係機関と協力し

て、感染が疑われる妊産婦への早めの相談の呼びかけや、妊娠中の女

性労働者に配慮した休みやすい環境整備等の取組を推進すること。 
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・ 小児医療について、関係学会等の意見を聞きながら、診療体制を検

討し、地方公共団体と協力して体制整備を進めること。 

・ 関係機関と協力して、外国人が医療を適切に受けることができるよ

う、医療通訳の整備等を、引き続き、強化すること。 

・ レムデシビル、デキサメタゾン及びバリシチニブについて、必要な

患者への供給の確保を図るとともに、関係省庁・関係機関とも連携し、

有効な治療薬等の開発を加速すること。特に、他の治療で使用されて

いる薬剤のうち、効果が期待されるものについて、その効果を検証す

るための臨床研究・治験等を速やかに実施すること。また、重症化マ

ーカーを含めた重症化リスクに関する臨床情報・検査や、重症患者等

への治療方法について、現場での活用に向けた周知、普及等に努める

こと。 

・ 法令に基づく健康診断及び予防接種については、適切な感染対策の

下で実施されるよう、実施時期や実施時間等に配慮すること。 

・ 政府及び都道府県等は、実費でＰＣＲ検査が行われる場合にも、医

療と結びついた検査が行われるよう、周知を行うとともに、精度管理

についても推進すること。 

⑨ 政府は、令和２年度第１次補正予算・第２次補正予算・第 3 次補正予

算、予備費等も活用し、地方公共団体等に対する必要な支援を行うとと

もに、医療提供体制の更なる強化に向け、対策に万全を期す。 

 

（５）経済・雇用対策 

 現下の感染拡大の状況に応じ、その防止を最優先とし、予備費を活用す

るなど臨機応変に対応することとする。昨年春と夏の感染拡大の波を経験

する中、感染対策とバランスをとりつつ、地域の感染状況や医療提供体制

の確保状況等を踏まえながら、感染拡大の防止と社会経済活動の維持との

両立を図ってきた。具体的には、政府は、令和２年度第 1 次補正予算を含

む「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月 20 日閣議決

定）及び令和２年度第２次補正予算の各施策を、国・地方を挙げて迅速か
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つ着実に実行することにより、感染拡大を防止するとともに、雇用の維持、

事業の継続、生活の下支えに万全を期してきた。今後、令和２年度第３次

補正予算を含む「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対

策」（令和２年 12 月 8 日閣議決定）や「新たな雇用・訓練パッケージ」（令

和３年２月 12 日策定）、「非正規雇用労働者等に対する緊急支援策」（令和

３年３月 16 日新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊

急対策関係閣僚会議決定）、「新型コロナの影響を特に受けている飲食・宿

泊等の企業向けの金融支援等について」（令和３年３月 23 日策定）を含む

各種の経済支援策、更には令和３年度当初予算を、国・地方を挙げて迅速

かつ着実に実行することにより、医療提供体制の確保やワクチンの接種体

制等の整備をはじめとする新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止

に全力を挙げ、感染症の厳しい影響に対し、雇用調整助成金や実質無利

子・無担保融資等により雇用・事業・生活をしっかり守っていく。その

上で、成長分野への民間投資を大胆に呼び込みながら、生産性を高め、

賃金の継続的な上昇を促し、民需主導の成長軌道の実現につなげる。今

後も感染状況や経済・国民生活への影響を注意深く見極め、公平性の観

点や円滑な執行等が行われることにも配慮しつつ、引き続き、状況に応

じて、新型コロナウイルス感染症対策予備費の活用により臨機応変に必

要な対策を講じていくとともに、我が国経済の自律的な経済成長に向け

て、躊躇なく機動的なマクロ経済政策運営を行っていく。 

 

（６）その他重要な留意事項 

１）偏見・差別等への対応、社会課題への対応等 

① 政府及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症へのり患は誰

にでも生じ得るものであり、感染者やその家族、勤務先等に対する差

別的な取扱いや誹謗中傷、名誉・信用を毀損する行為等は、人権侵害

に当たり得るのみならず、体調不良時の受診遅れや検査回避、保健所

の積極的疫学調査への協力拒否等につながり、結果として感染防止策

に支障を生じさせかねないことから、分科会の偏見・差別とプライバ
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シーに関するワーキンググループが行った議論のとりまとめ（令和 2

年 11 月 6 日）や法第 13 条第２項の規定を踏まえ、感染者等の人権

が尊重され、何人も差別的な取扱い等を受けることのないよう、以下

のような取組を行う。 

・ 新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及に加え、政

府の統一的なホームページ（corona.go.jp）等を活用し、地方公共

団体や関係団体等の取組の横展開にも資するよう、偏見・差別等の

防止等に向けた啓発・教育に資する発信を強化すること。 

・ 感染者やその家族、勤務先等に対する偏見・差別等の実態の把握

に努めるとともに、偏見・差別等への相談体制を、研修の充実、Ｎ

ＰＯを含めた関係機関の連携、政府による支援、ＳＮＳの活用等に

より強化すること。 

・ 悪質な行為には法的責任が伴うことについて、政府の統一的なホ

ームページ等を活用して、幅広く周知すること。 

・ 新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた行政による情報公

表の在り方に関して、改めて政府としての統一的な考え方を整理

すること。また、情報の公表に当たっては、個人情報の保護に留意

すること。 

・ クラスター発生等の有事対応中においては、感染症に関する正

しい知識に加えて、感染者等を温かく見守るべきこと等を発信す

ること。 

② 政府は、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者が偏

見・差別等による風評被害等を受けないよう、国民への普及啓発等必

要な取組を実施する。 

③ 政府は、ワクチンを接種していない者及び接種できない者が不当な

偏見・差別等を受けないよう、国民への普及啓発等必要な取組を実施

する。 

④ 政府は、海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受入れ支援や

いじめ防止等の必要な取組を実施する。 
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⑤ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合において、国民の自

由と権利の制限を必要最小限のものとする。特に、罰則が設けられて

いる措置については、患者や関係者の人権に十分に配慮し、まずは当

該措置の趣旨や必要性を患者等に丁寧に説明し、理解・協力を得られ

るようにすることを基本とするとともに、罰則の適用は、慎重に行う

ものとする。また、女性の生活や雇用への影響が深刻なものとなって

いることに留意し、女性や子供、障害者等に与える影響を十分配慮す

るとともに、必要な支援を適時適切に実施する。 

⑥ 政府及び地方公共団体は、マスク、個人防護具、医薬品、医薬部外

品、食料品等に係る物価の高騰や買占め、売り惜しみを未然に回避し

又は沈静化するため、必要な措置を講じる。 

⑦ 政府は、地方公共団体と連携し、対策が長期化する中で生ずる様々

な社会課題に対応するため、適切な支援を行う。 

・ 長期間にわたる外出自粛等によるメンタルヘルスへの影響、配偶

者暴力、性犯罪・性暴力や児童虐待等。 

・ 情報公開と人権との協調への配慮。 

・ 営業自粛等による倒産、失業、自殺等。 

・ 社会的に孤立しがちな一人暮らしの高齢者、休業中のひとり親家

庭等の生活。 

・ 外出自粛等の下で、高齢者等がフレイル状態等にならないよう、

コミュニティにおける支援を含め、健康維持・介護サービスの確保。 

⑧ 政府及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症により亡くな

られた方に対して尊厳をもってお別れ、火葬等が行われるよう、適切

な方法について、周知を行う。 

⑨ 政府は、ワクチン接種に便乗した詐欺被害等の防止のため注意喚起

や相談体制を強化する。 

２）物資・資材等の供給 

① 政府は、国民や地方公共団体の要望に応じ、マスク、個人防護具、

消毒薬、食料品等の増産や円滑な供給を関連事業者に要請する。また、
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政府は、感染防止や医療提供体制の確保のため、マスク、個人防護具、

人工呼吸器等の必要な物資を政府の責任で確保する。例えば、マスク

等を政府で購入し、必要な医療機関や介護施設等に優先配布するとと

もに、感染拡大に備えた備蓄を強化する。 

② 政府は、マスクや消毒薬等の国民が必要とする物資が安定的に供給さ

れるよう、これらの物資の需給動向を注視するとともに、過剰な在庫を抱

えることのないよう消費者や事業者に冷静な対応を呼びかける。 

③ 政府は、事態の長期化も念頭に、マスクや抗菌薬及び抗ウイルス薬の原

薬を含む医薬品、医療機器等の医療の維持に必要な資材の安定確保に努め

るとともに、国産化の検討を進める。 

３）関係機関との連携の推進 

① 政府は、地方公共団体を含む関係機関等との双方向の情報共有を強

化し、対策の方針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把握を

行う。 

② 政府は、対策の推進に当たっては、地方公共団体、経済団体等の関

係者の意見を十分聴きながら進める。 

③ 地方公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含め全ての

部局が協力して対策に当たる。 

④ 政府は、国際的な連携を密にし、ＷＨＯや諸外国・地域の対応状況

等に関する情報収集に努める。また、日本で得られた知見を積極的に

ＷＨＯ等の関係機関や諸外国・地域と共有し、今後の対策に活かすと

ともに、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受ける国・地

域に対する国際社会全体としての対策に貢献する。 

⑤  政府は、基礎医学研究及び臨床医学研究、疫学研究を含む社会医学

研究等の研究体制に対する支援を通して、新型コロナウイルス感染症

への対策の推進を図る。 

⑥  都道府県等は、近隣の都道府県等が感染拡大防止に向けた様々な措

置や取組を行うに当たり、相互に連携するとともに、その要請に応じ、

必要な支援を行う。 
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⑦  特定都道府県又は重点措置区域である都道府県等は、緊急事態措置

又はまん延防止等重点措置等を実施するに当たっては、あらかじめ政

府と協議し、迅速な情報共有を行う。政府対策本部長は、特定都道府

県又は重点措置区域である都道府県等が適切に緊急事態措置又はま

ん延防止等重点措置を講じることができるよう、専門家の意見を踏ま

えつつ、総合調整を行うとともに、特に必要があると認めるときは、

都道府県知事に対して、必要な指示を行うものとする。 

⑧ 緊急事態宣言の期間中に様々な措置を実施した際には、特定都道府

県知事及び指定行政機関の長は政府対策本部長に、特定市町村長及び

指定地方公共機関の長はその所在する特定都道府県知事に、指定公共

機関の長は所管の指定行政機関に、その旨及びその理由を報告する。

政府対策本部長は国会に、特定都道府県知事及び指定行政機関の長は

政府対策本部長に、報告を受けた事項を報告する。 

４）社会機能の維持 

① 政府、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、職員にお

ける感染を防ぐよう万全を尽くすとともに、万が一職員において感染者又

は濃厚接触者が確認された場合にも、職務が遅滞なく行えるように対策を

あらかじめ講じる。特に、テレビ会議及びテレワークの積極的な実施に努

める。 

② 地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、電気、ガス、水

道、公共交通、通信、金融業等の維持を通して、国民生活及び国民経済へ

の影響が最小となるよう公益的事業を継続する。 

③ 政府は、指定公共機関の公益的事業の継続に支障が生じることがないよ

う、必要な支援を行う。 

④ 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民生

活及び国民経済安定のため、事業の継続を図る。 

⑤ 政府は、事業者のサービス提供水準に係る状況の把握に努め、必要

に応じ、国民への周知を図る。 

⑥ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブル等を防止するため、
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必要に応じ、警戒警備を実施する。 

⑦ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、取締りを徹底

する。 

５）緊急事態宣言解除後の取組 

政府は、緊急事態宣言の解除を行った後も、都道府県等や基本的対処

方針分科会、分科会等との定期的な情報交換等を通じ、国内外の感染状

況の変化、施策の実施状況等を定期的に分析・評価・検証を行う。その

上で、最新の情報に基づいて適切に、国民や関係者へ情報発信を行うと

ともに、それまでの知見に基づき、より有効な対策を実施する。 

６）その他 

① 政府は、必要に応じ、他法令に基づく対応についても講じることと

する。 

② 今後の状況が、緊急事態宣言の要件等に該当するか否かについて

は、海外での感染者の発生状況とともに、感染経路の不明な患者や

クラスターの発生状況等の国内での感染拡大及び医療提供体制のひ

っ迫の状況を踏まえて、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ

すおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針

分科会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断することとする。 

③ 政府は、基本的対処方針を変更し、又は、緊急事態を宣言、継続若

しくは終了するに当たっては、新たな科学的知見、感染状況、施策の

実行状況等を考慮した上で、基本的対処方針分科会の意見を十分踏ま

えた上で臨機応変に対応する。 
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(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 

 

 

 以下、事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただ

きつつ、事業の継続を求める。 

 

１．医療体制の維持 

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応も

あるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。 

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販

売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全

ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 

２．支援が必要な方々の保護の継続 

・高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者

（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係

者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で

必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。 

３．国民の安定的な生活の確保 

・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを

提供する関係事業者の事業継続を要請する。 

① インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・ＬＰガス、上下水道、通

信・データセンター等） 

② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・

ネット通販等） 

③ 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等） 

④ 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係（百貨店・スーパー、コンビ

ニ、ドラッグストア、ホームセンター等） 

⑤ 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等） 

⑥ 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等） 

⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等） 

⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等） 

⑩ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サ

ービス、自家用車等の整備等） 
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４．社会の安定の維持 

・社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間中にも、企業の活動を維

持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続

を要請する。 

① 金融サービス（銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決

済サービス等） 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、

航空・空港管理、郵便等） 

③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機、潜水艦等） 

④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス（ビルメンテナンス、セキュリティ

関係等） 

⑤ 安全安心に必要な社会基盤（河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処

理、個別法に基づく危険物管理等） 

⑥ 行政サービス等（警察、消防、その他行政サービス） 

⑦ 育児サービス（託児所等） 

 

５．その他 

・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの（高炉や半導体

工場等）、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの

（サプライチェーン上の重要物を含む。）を製造しているものについては、

感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の

業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。 
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ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方 

 

令 和 ３ 年 ９ 月 ９ 日 

新型コロナウイルス感染症対策本部 

 

１．コロナ禍からの回復を目指す日常生活の姿 

令和３年９月３日の新型コロナウイルス感染症対策分科会が取

りまとめた「考え方」1においては、ほとんどの希望者にワクチンが

行き渡る頃から、飲食店の第三者認証やワクチン・検査パッケージ

（ワクチン接種歴及びＰＣＲ等の検査結果を基に、個人が他者に二

次感染させるリスクが低いことを示す仕組み）等を活用した行動制

限の緩和を提言している。 

 なお、分科会では、変異株の状況やワクチンの有効性などの知見 

も踏まえて、ステージについての新たな考え方を示す予定として 

いる。 

 

（参考）ワクチン接種が進む中で日常生活はどのように変わり得

るのか？（要旨） 

 感染は主にワクチン未接種者の間で広がる。アンケート

調査に基づく「理想的な接種率」2では、この集団を中心

に、接触機会を 40％程度低減 3することで感染が一定水

準に抑制され、また、入院者や重症者等が減少すること

が期待される。 

 同じアンケート調査に基づく「努力により到達し得る接

種率」4では、ワクチン未接種者を中心に、接触機会を

50％程度低減 5しなければ、感染を一定水準に抑制するこ

とが難しくなる。 

 人々の生活や社会活動の制限が一定程度必要な中で、科

1 「ワクチン接種が進む中で日常生活はどのように変わり得るのか？」 
2 理想的な接種率（60 代以上 90％、40－50代 80％、20－30代 75％）。 
3 マスク着用や三密回避等で達成可能な水準 
4 努力により到達し得る接種率（60 代以上 85％、40－50 代 70％、20－30代 60％） 
5 マスク着用等に加え、会食の人数制限やオンライン会議、テレワークなどで達成可能な
水準 
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学技術 6の一環として、「ワクチン・検査パッケージ」を

活用した総合的な取組を導入することが必要になる。 

 

今後、デルタ株による感染拡大には引き続き最大限の警戒が必要

であるが、ワクチン接種の進捗や中和抗体治療の定着を含めた標準

的治療の普及により重症化する患者数が抑制され、医療提供体制の

強化とあいまって、病床が逼迫する状況がこれまでよりも生じにく

くなっていくと考えられる。このように、感染拡大が生じても医療

の逼迫等を通じて国民の命や健康を損なう事態を回避することが

可能となれば、現在適用している様々な日常生活の制限を緩和し、

感染対策と日常生活の回復に向けた取組を両立することが可能と

なる。 

政府としては、引き続き、医療提供体制の確保、感染防止策の徹

底、ワクチン接種の推進の三つの柱からなる対策に取り組む一方で、

ワクチン接種の進捗状況を踏まえて、ワクチン接種が先行している

海外主要国の取組も参考に、一定の条件の下で、緊急事態措置区域

及びまん延防止等重点措置地域（以下「緊急事態措置区域等」とい

う。）において、様々な行動制限の縮小・見直しを進めていく。本

取組を進めるに当たっては、ワクチンを接種していない人々が不利

益を被ることがないよう、十分配慮する必要がある。 

なお、希望する全ての国民がワクチンを接種した段階においても、

疾患により接種を受けられない人や希望しない人が一定数存在し、

ワクチンの予防効果にも限界があることから、基本的な感染防止策

は維持する。また、ワクチンを接種しても感染することがあり、人

に感染させるリスクもあることを理解していただき、ハイリスクな

場所・行動（例えば、密閉空間で多数の者が大声を発するような場

所・行動）については、引き続き慎重に対応することを国民に求め

ていく。 

各分野における制限緩和の基本的方向性は次のとおりであり、今

後、自治体や事業者の方々との議論を含め、国民的な議論を踏まえ

て具体化を進めていく。こうした議論も踏まえ、業種別ガイドライ

ンを改訂するほか、第三者認証制度等についても必要な見直しを行

う。 

 

6 例えば、健康観察アプリや抗原定性検査（検査キット）、二酸化炭素濃度測定器（CO2モ
ニター）、二次元バーコード（QRコード）、下水サーベイランス等 
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（１） 飲食 

  飲食店は多くの人が日常的に利用するものであり、ワクチン接

種者、未接種者が分け隔てなく利用できるよう、今後技術実証を行

いつつ、ワクチン・検査パッケージや第三者認証の活用方法につい

て検討する。その際、ワクチン・検査パッケージや第三者認証の活

用やそれらの組み合わせに応じ、緊急事態措置区域等において、営

業時間、酒類提供、会食等の制限について緩和する。 

 例えば、取組が先行している第三者認証制度を活用し、認証を

受けた飲食店においては、営業時間等の制限を緩和。 

 さらに、例えば、ワクチン・検査パッケージを利用したグルー

プの会食については、人数制限を緩和。 

 
  
（２） イベント 

イベントについては、特定の場所に同時に多数の人が集まるこ

とから、クラスターが発生した場合に影響が大きくなり得ること

を踏まえ、会場内及び会場外の両方における感染防止に取り組む

必要がある。また、個々の参加者にとってイベント参加の頻度は比

較的少なくワクチン・検査パッケージが過度の負担にはならない

と考えられることも踏まえ、今後の技術実証を踏まえたワクチン・

検査パッケージを活用しつつ、次のような枠組で制限緩和を行う。  

個々のイベントについて、安全計画（マスク着用、大声の抑制な

どの基本的感染対策や直行・直帰の徹底など感染防止策をパッケ

ージで記載した計画）の策定、QR コードによる感染経路の追跡な

どの手法の活用を含む、包括的感染対策を実施した上で、 

 緊急事態措置区域等以外の地域においては、人数制限等につい

て緩和・撤廃。 

 緊急事態措置区域等においても、人数制限等を緩和することを

検討。 

 

（３） 人の移動 

旅行を始めとした県をまたぐ移動についても、ワクチン・検査を

受けた者について次のような制限緩和を行う。 

 緊急事態措置区域等との間の移動に関し、原則、ワクチン・検

査を受けた者は、県をまたぐ移動について国として自粛要請の

対象に含めない。 

 これら対象者については、移動に伴う感染リスクは下がると考

えられるが、感染対策と経済の回復を両立させる観点から、感
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染の状況を十分に踏まえつつ、ワクチン・検査パッケージも活

用して、観光振興策の実施を検討する。 

 ただし、この場合でも、移動先においてリスクの高い行動を避

けることを引き続き求めていく必要がある。 

 

（４） 学校 

引き続き、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛 

生管理マニュアル」等を踏まえた対応を行う。緊急事態措置区域等

において、大学等の部活動や課外活動における感染リスクの高い活

動についても、ワクチン・検査パッケージを活用すること等により、

原則可能とする。 

 

なお、各都道府県において臨時の医療施設を含め感染拡大に備え

た医療提供体制の強化を進めることが必要である。また、上記のよ

うな制限緩和が人流、感染状況等に及ぼす影響について注意深く検

証しながら、問題がなければ、更なる制限緩和を実施する。他方、

新たな変異株の出現などにより、感染が急速に拡大し、医療提供体

制のひっ迫が見込まれ、例えば、緊急事態措置による更なる行動制

限が必要となる場合などには、強い行動制限を機動的に国民に求め

ることがある。 

 

２．当面の経過措置 

・ 社会全体で感染拡大が人々の日常生活や社会経済活動に重大な

影響を及ぼすリスクが依然として高い状況にあることを踏まえ

つつ、今後回復を目指す日常生活への移行を円滑に進めるため、

必要な技術実証に取り組むほか、一定の要件を満たした事業者

について、営業時間、人数制限等の部分的な緩和を行う。 

・ 例えば、飲食については、まん延防止等重点措置地域において、

感染が下降傾向にある場合に、第三者認証店での酒類の提供を

可能とし、営業時間の延長等を認める。飲食店に加え、イベント

についても、ワクチン・検査パッケージ、QR コード等に関する

技術実証を活用して人数制限等の部分的な緩和を行う。緊急事

態措置区域等との間の移動（特に帰省や出張）については、ワク

チン接種の状況に応じ、段階的に制限を緩和する。 

・ また、制限緩和と並行して、感染拡大を防止するため、感染者の

早期探知に資する抗原検査キット等による検査の普及、若年層
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を中心としたワクチン接種率の向上に取り組む。 

・ さらに、上記のような制限緩和が人流、感染状況等に及ぼす影響

について注意深く検証しながら、その後の制限緩和について最

終的に判断する。他方、新たな変異株の出現などにより、感染が

急速に拡大し、医療提供体制のひっ迫が見込まれ、例えば、緊急

事態措置による更なる行動制限が必要となる場合などには、強

い行動制限を機動的に国民に求めることがある。 

 

(了) 
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 参考 1 
 

ワクチン・検査パッケージ（イメージ） 
 
ワクチン・検査パッケージでは、ワクチン接種歴又は検査により、いずれかを確認して、
緩和措置の対象とすることを想定。ワクチンの効果は完全ではなく、接種しても感染
し、他の人に感染させる可能性もある。また、テスト結果が陰性でも感染していたり、
他の人に感染させる可能性があることなど、ワクチン・検査パッケージの限界について
も周知することが必要。 
 
１）ワクチン接種歴 
〇 ワクチン接種完了者であるかを確認 
〇 確認すべきものは、2 回接種した際の予防接種済証(将来的には電子化も視
野) 

〇 海外での接種者については、その国で発行された接種済み証 
 
２）検査 
〇 検査としては、主に PCR を推奨（抗原定性検査も想定） 
   ※抗原定量検査、LAMP法も利用可能であり、扱いは PCR に準ずる 
〇 民間検査機関で受検した結果も認める 
〇 抗原定性検査は国の医療機器の承認を受けた製品の結果のみを使用 
〇 PCRは 72時間以内、抗原定性検査は 24時間以内の検査結果が有効 
〇 検査費用には、基本的に公費投入はしない 
○ 検査結果が陰性でも感染している可能性があるため、基本的な感染防止策の
徹底を継続 

＜参考＞検査ごとの整理 
 PCR 抗原定性 (参考)抗原定量 
精度 高い 体内ウイルス量が多

い場合には高い 
高い 

無症状者へ
の使用 

使用可 推奨されていない 使用可 

検査体制 機器等必要 キット等 機器等必要 
所要時間 1時間 15～30分 30分 
使用検体 唾液等 鼻腔ぬぐい等 唾液等 
有効期限 72時間 24時間 72時間 
費用 数万円～3千円 数千円 

※別途証明書発
行費用等が必要 

数千円～1万円 

※今後、海外でのワクチン接種歴、既感染者の取扱い等を含め、引き続き具体化
に向けて検討 
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参考 2 

海外の最近の動向 

 
 
１ アメリカ（ニューヨーク州） 
 

日付 事項 ワクチン 

2回接種率 

20.5/29 生活必需品以外の小売店再開（収容率 50％）  

21.3/8 CDC「接種完了者に関する行動指針」。ワクチン接種者は屋内で他人

と接する際のマスク着用必要なし 

9.4％ 

4/5 州内カジノ、映画館、ボーリング等の夜間営業制限解除（飲食店は引

き続き禁止） 

18.6％ 

4/19 州内の飲食店の夜間営業制限緩和（深夜 0時までの営業可能）  

4/26 州内の映画館、博物館・動物園の収容率制限緩和（映画館 33％、博

物館・動物園 50％） 

 

5/7 州内の飲食店の店内営業収容率制限緩和（75％）  

5/13 CDC、3/8付け指針を改定。ワクチン接種者は、店内飲食や屋外のコ

ンサートやスポーツイベントについてもマスクの着用は必要なし 

 

5/19 CDC の指針変更を受け、州内におけるワクチン接種者の屋外でのマ

スク着用・身体間距離確保義務を解除 

生活必需品以外の小売店、飲食店、博物館等の収容人数制限撤廃 

大規模屋内イベントの収容率制限緩和（30％） 

 

6/15 州内の大規模屋内イベントの収容率制限撤廃  

7/27 CDC、ワクチン接種者について「マスク着用は不要」とする指針を、

「感染拡大地域（全米の自治体中 63.5%の地域）においては、屋内の

公共空間ではマスク着用を推奨」と見直し 

48.6％ 

8/16 ニューヨーク市においてキー・トゥ・ニューヨークシティ・パス（Key 

to NYC Pass）を導入 

※証明の提示要請を”Key to NYC Pass”と呼称。ニューヨーク市の

証明書”NYC Covid Safe Pass”及びニューヨーク州の証明書”NYS 

Excelsior Pass”等が使用可 

 

56.6％ 
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２ イギリス 

 
日付 事項 ワクチン 

2回接種率 

2/22 ロックダウンの緩和計画発表 0.9％ 

3/8・

3/29 

緩和ステップ 1 

学校の再開（3/8）、屋外集会制限緩和（6人以下）（3/29）等 

1.7％ 

6.1％ 

4/12 緩和ステップ 2 

生活必需品以外の小売店、理美容店、図書館等の公共施設再開、 

屋内レジャー施設再開（同一世帯のみ）、飲食店の屋外営業再開、葬儀

30人・結婚式 15 人以下等 

11.5％ 

5/17 緩和ステップ 3 

屋外集会制限緩和（30人以下）、屋内集会制限緩和（6人以下）、屋外

の劇場公演・映画館再開、飲食店の屋内営業再開、イベント開催条件

緩和（屋内収容率 50％又は 1,000 人以下、屋外収容率 50 ％又は 4,000

人以下(屋外は着席時は収容率 25％又は 10，000 人以下））、海外旅行

の一部再開（渡航先の感染状況及びワクチン接種状況により限定）等 

30.1％ 

7/19 緩和ステップ 4 

全ての制限の解除。イングランドでは 7/19から、社会的距離の確保と

マスク着用、イベントの観客制限等の規制等を廃止。スコットランド、

ウェールズ、北アイルランドでは社会的距離の確保とマスク着用義務

や人数制限は継続 

53.4％ 

  今秋の接種証明等の義務化に向けて調整中 
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３ フランス 
 

日付 事項 ワクチン 

2回接種率 

4/29 制限措置の緩和計画発表 

緩和に向けたロードマップ（ステップ 1～4） 

(1)10 万人あたりの新規感染者数 400 人以上、(2)感染者数の急増、

(3)ICU がひっ迫となる危険がある場合、緩和措置を中止 

9.3％ 

5/3 緩和ステップ 1 

移動距離制限解除、地方間移動制限解除、中学校・高等学校の対面授業

再開 等 

10.0％ 

5/19 緩和ステップ 2 

夜間外出制限緩和（21時～翌 6時以外）、生活必需品以外の小売店再開、

飲食店の屋外営業再開（収容率 50％以下、テーブル当たり 6人以下）、

文化・スポーツ施設再開（収容率 35％以下又は屋内外 1，000人以下）

等 

 

6/9 緩和ステップ 3 

夜間外出制限緩和（23時～翌 6時以外）、飲食店の屋内営業再開（収容

率 50％以下、テーブル当たり 6人以下）・屋外営業制限緩和（収容率制

限解除、テーブル当たり 6人以下） 

大規模集会等にパス・サニテール(衛生パスポート)を導入 

パス・サニテール提示により文化・スポーツ施設収容人数制限緩和（収

容率 65％以下又は屋内外 5，000人まで）等 

19.6％ 

6/20 緩和ステップ 4（一部前倒し） 

夜間外出制限解除 

 

6/30 緩和ステップ 4 

飲食店の営業制限解除、パス・サニテール提示で 1，000 人以上のイベ

ントに参加許可 等 

 

7/21 50 名以上が集まる娯楽・文化施設の入場にパス・サニテール提示を義

務化（12～17歳は 9/30 から義務化） 

43.5％ 

8/9 カフェ、レストラン、ショッピングセンター、病院、飛行機、電車、長

距離バスの利用時にパス・サニテール提示を義務化（12～17 歳は 9/30

から義務化） 

50.2％ 

 

480



４ ドイツ 

 

日付 事項 ワクチン 

2回接種率 

4/22 改正感染症予防法の成立(4/23施行、6/30 までの時限立法） 

全土での統一的なサーキット・ブレイカーの導入 

過去 7日間の人口 10 万人当たり新規感染者数 100人超が 3日連続の

市郡において以下の措置を適用 

(1)夜間外出制限(22 時～翌 5時)、(2)接触制限(屋内外で別世帯の 1

人まで)、(3)飲食店等の閉鎖、(4)(新規感染者数 165人超が 3日連続

の場合)対面授業の禁止等 

6.9％ 

5/9 ワクチン接種証明書及び快復証明書を導入 9.5％ 

6/30 改正感染症予防法（サーキット・ブレイカーを規定）が失効。首相と

各州の長による感染対策に関する協議が再開 

37.1％ 

8/10 連邦政府と州政府の協議の結果、以下を決定 

・無料の検査を 10/11 より有料化 

・8/23までにワクチン接種者、快復者、検査陰性者（3G）にのみ病

院、高齢者施設、飲食店での屋内飲食、屋内イベント、宿泊等を認め

る措置を各州が導入 

55.3％ 
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新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について 

 

令 和 ３ 年 ９ 月 ９ 日 

新型コロナウイルス感染症対策本部 

 

【趣旨】 

○ 現在のところ、国内での新型コロナワクチン接種の事実は、接種時に

本人に交付される予防接種済証（接種記録書を含む。以下同じ。）によ

る証明を基本としています。ワクチン接種証明書は海外渡航に必要な

場合に限り、市町村において発行しています。 

今後、このワクチン接種証明書については、年内を目途にデジタル化

することとしており、その結果、ワクチン接種証明書の取得が容易とな

り、国内で活用できる環境が整います。 

 

〇 さらに今後、ワクチン接種率の向上や感染防止対策の推進と併せ、社

会経済活動の正常化に向けた取組として、予防接種済証又はワクチン

接種証明書（以下単に「接種証明」という。）を国内で積極的に活用す

ることが考えられます。ワクチン接種が進んでいる諸外国でも、接種証

明の積極的な活用により社会経済活動の再開やワクチン接種の促進に

向けた取組が行われています。本文書は、こうした中で、国内で接種事

実の証明を求めることについて、基本的な考え方をお示しするもので

す。 

 

○ 本文書は、感染状況やワクチン接種の状況、接種証明の利用状況等を

踏まえつつ、必要に応じて、今後も見直しを行っていくこととします。 

 

（注）「ワクチン接種が進む中で日常生活はどのように変わり得るのか？」（令和

3 年 9 月 3 日新型コロナウイルス感染症対策分科会）において、ワクチン・検

査パッケージを活用した総合的な取組の導入が必要であることや、同パッケー

ジの活用に際しての留意点などが示されています。本文書は、分科会のとりま

とめ内容との整合性に留意して作成しています。 
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【ワクチン接種に関する正しい理解の増進】 

〇 ワクチンについては、発症予防効果や発症後の重症化を予防する効

果が確認されています。ワクチン接種後の感染を予防する効果も一定

程度示されています。なお、ワクチン接種後でも新型コロナウイルスに

感染する場合があります。ワクチン接種に関しては、最新の科学的知見

に基づいて、正しい理解を持つことが大切です。 

 

（参考）ワクチンについては、海外での薬事承認前の臨床試験において、短期的

には、ファイザー社ワクチンでは約 95％、武田／モデルナ社ワクチンでは約

94％の発症予防効果が確認されました 1。また、発症後の重症化を予防する効

果も確認され、ワクチン接種後の感染を予防する効果も一定程度示されていま

す。しかしながら、その後、デルタ株の影響や、接種後からの時間経過ととも

に発症予防効果は低下しうるとの研究結果があります 2。 

 

〇 新型コロナウイルス感染症のまん延予防上緊急の必要の観点から皆

様にワクチン接種にご協力をいただきたいという趣旨で、予防接種法

において「接種を受けるよう努めなければならない」と定められていま

す。 

  ただし、ワクチン接種を受けるかどうかは個人の任意であることな

どからワクチン接種の有無又は接種証明の提示の有無による不当な差

別的取扱いは許されません。 

 

【感染防止対策との関係】 

〇 ワクチンには、感染を予防する効果も一定程度示されていますが、ワ

クチン接種を受けた方も、マスクの着用、手指衛生、ゼロ密などの感染

防止対策は引き続き必要とされています。接種証明を、感染防止対策を

講じなくて良い許可証のように捉えることは適当ではありません。 

 

○ 感染防止対策は、国内外におけるワクチン接種の進展状況や科学的

1 ファイザー社ワクチン添付文書及び武田／モデルナ社ワクチン添付文書 
2 Dr. S Oliver, Framework for COVID-19 booster doses (ACIP August 30 2021 Meeting) 

(https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-08-30/09-COVID-

Oliver-508.pdf) 
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なエビデンスを踏まえ、今後も引き続き検討されます。政府や自治体か

ら発信される情報を踏まえた、適切な感染防止対策をとることが重要

です。 

 

【接種証明の活用に当たっての留意点】 

〇 民間が提供するサービス等においては、誰に対してどのようなサー

ビスを提供するかは原則として自由であるため、接種証明の活用が幅

広く認められると考えられます。 

ただし、接種証明を提示しない者に対する法外な料金の請求など、社

会通念等に照らして認められないような取扱いは許されません。 

また、例えば、会社への就職、学校への入学などといった場面でワク

チン接種を要件とすることや接種を受けていないことを理由に解雇、

退職勧奨等を行うことなど個々人に大きな影響を与える場合は、不当

な差別的取扱いに当たる可能性が高いと考えられます。 

 

〇 接種証明の活用の例として、商品の割引やおまけの提供などの一定

のメリットを与えることは既に行われています。また、ワクチンの感染

予防効果を踏まえれば、店舗への入店や会場への入場に当たって接種

証明の提示を求めることも可能と考えられます。当該店舗や会場にお

ける感染等のリスクが高い場合には、接種証明の提示を求めることは

利用客の理解を得やすいと考えられます。一方、リスクが低い場所で、

提示した者に限って入場できるとすることは、利用客から見て合理的

な理由に乏しいと捉えられる場合があると考えられます。 

 

〇 病気などの理由でワクチン接種を受けられない方がいることから、

接種証明を各種サービスにおいて利用する場合には、こうした方が利

用可能な代替手段として PCR 検査等 3 の検査結果証明書等を確保する

ことなどが重要です。 

 

 

3 抗原定性検査の使用については、無症状者への使用が推奨されていないことや国の医療機器の

承認を受けた製品を使用することについて留意が必要 
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○ 公共的なサービス等においては、国民を公平・平等に、幅広く対象と

する場合が多いことから、接種証明の提示の有無によって取り扱いを

区別することには、より一層の慎重さが求められます。 

  なお、ワクチン接種の促進・奨励等の観点から、行政機関がワクチン

接種者への優遇措置を設けることは可能と考えられますが、度を越し

たものとなり住民の不公平感を生じさせることにならないようにする

必要があります。 

 

（注）なお、「ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方」（令

和 3 年 9 月 9 日 新型コロナウイルス感染症対策本部）に基づき、ワクチン・

検査パッケージ（ワクチン接種歴及び PCR検査等の検査結果を基に、個人が他

者に二次感染させるリスクが低いことを示す仕組み）の活用を含め、今後、各

分野における制限緩和がなされることとなります。接種証明の活用に当たって

はこれについても参照していただきたい。 

 

【個人情報保護について】 

〇 ワクチン接種に関する個人情報の管理に当たっては、個人情報保護

関連法令を遵守しなければなりません。 

 

○ ワクチン接種を受けているかどうかは、個人のプライバシーに属す

る事柄です。本人の意に反してワクチン接種の有無に関する情報の開

示を強要することや、本人の同意を得ることなく第三者にワクチン接

種の有無に関する情報を提供することは、関係法令に照らして違法と

なる場合があります。 

 

【業界別ガイドライン策定について】 

〇 何が不当な差別的取扱いに該当するかについては、その状況や具体

的な取り扱いの内容等によって異なり、あらかじめ明確な線引きをす

ることは困難な面があります。本文書も踏まえ、各業界の実情に応じて

接種証明の利用に関するガイドラインを策定することも考えられます。 
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１ 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処⽅針 
 

令和２年３⽉ 28 ⽇（令和３年９⽉ 28 ⽇変更） 
新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 

 
政府は、新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重⼤な課題であると

の認識の下、国⺠の⽣命を守るため、これまで⽔際での対策、まん延防⽌、医
療の提供等について総⼒を挙げて講じてきた。国内において、感染経路の不明
な患者の増加している地域が散発的に発⽣し、⼀部の地域で感染拡⼤が⾒ら
れてきたため、令和２年３⽉ 26 ⽇、新型インフルエンザ等対策特別措置法
（平成 24 年法律第 31 号。以下「法」という。）附則第１条の２第１項及
び第２項の規定により読み替えて適⽤する法第 14 条に基づき、新型コロ
ナウイルス感染症のまん延のおそれが⾼いことが、厚⽣労働⼤⾂から内閣
総理⼤⾂に報告され、同⽇に、法第 15 条第１項に基づく政府対策本部が
設置された。 

国⺠の⽣命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会
機能を維持することが重要である。 

その上で、まずは、後述する「三つの密」を徹底的に避ける、「⼈と⼈と
の距離の確保」、「マスクの着⽤」、「⼿洗いなどの⼿指衛⽣」、「換気」等の
基本的な感染対策を⾏うことをより⼀層推進し、さらに、積極的疫学調査
等によりクラスター（患者間の関連が認められた集団。以下「クラスター」と
いう。）の発⽣を抑えることが、いわゆるオーバーシュートと呼ばれる爆発
的な感染拡⼤（以下「オーバーシュート」という。）の発⽣を防⽌し、感染
者、重症者及び死亡者の発⽣を最⼩限に⾷い⽌めるためには重要である。 

また、必要に応じ、外出⾃粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて
実施することにより、感染拡⼤の速度を可能な限り抑制することが、上記の
封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重
要である。 
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 併せて、今後、国内で感染者数が急増した場合に備え、重症者等への対応
を中⼼とした医療提供体制等の必要な体制を整えるよう準備することも必
要である。 

既に国内で感染が⾒られる新型コロナウイルス感染症に関しては、 
・ 肺炎の発⽣頻度が、季節性インフルエンザにかかった場合に⽐して

相当程度⾼く、国⺠の⽣命及び健康に著しく重⼤な被害を与えるおそ
れがあること 

・  感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確
認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、全国的
かつ急速なまん延により国⺠⽣活及び国⺠経済に甚⼤な影響を及ぼ
すおそれがある状況であること 

が、総合的に判断されている。 
このようなことを踏まえて、令和 2 年４⽉７⽇に、新型コロナウイルス

感染症対策本部⻑（以下「政府対策本部⻑」という。）は法第 32 条第 1 項
に基づき、緊急事態宣⾔を⾏った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和
２年４⽉７⽇から令和２年５⽉６⽇までの 29 ⽇間であり、緊急事態措置
を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」という。）は埼⽟県、千葉県、
東京都、神奈川県、⼤阪府、兵庫県及び福岡県とした。 

以後、4 ⽉ 16 ⽇に、各都道府県における感染状況等を踏まえ、全都道府
県について緊急事態措置区域とし、5 ⽉ 4 ⽇には、全都道府県において緊
急事態措置を実施すべき期間を令和 2 年 5 ⽉ 31 ⽇まで延⻑することとし
た。その後、各都道府県における感染状況等を踏まえ、段階的に緊急事態
措置区域を縮⼩していった。 

5 ⽉ 25 ⽇に、感染状況等を分析し、総合的に判断した結果、全ての都道
府県が緊急事態措置区域に該当しないこととなったため、政府対策本部⻑
は、法第 32 条第 5 項に基づき、緊急事態解除宣⾔を⾏った。 

その後、新規報告数は、10 ⽉末以降増加傾向となり、11 ⽉以降その傾
向が強まっていった。12 ⽉には⾸都圏を中⼼に新規報告数は過去最多の状
況が継続し、医療提供体制がひっ迫している地域が⾒受けられた。 
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こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対する負荷の状況に
鑑み、令和３年１⽉７⽇、政府対策本部⻑は、法第 32 条第 1 項に基づき、
緊急事態宣⾔を⾏った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和３年１⽉８
⽇から令和３年２⽉７⽇までの 31 ⽇間であり、緊急事態措置区域は東京
都、埼⽟県、千葉県、神奈川県とした。 

令和３年１⽉ 13 ⽇には、法第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域
に栃⽊県、岐⾩県、愛知県、京都府、⼤阪府、兵庫県及び福岡県を加える
変更を⾏った。 

令和３年２⽉２⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を⾏い、２⽉８⽇以降については、法第
32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼⽟県、千葉県、東京都、神奈
川県、岐⾩県、愛知県、京都府、⼤阪府、兵庫県及び福岡県の 10 都府県に
変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間
を令和３年３⽉７⽇まで延⻑することとした。 

政府は、新型コロナウイルス感染症に係る対策を強化するため、新型イ
ンフルエンザ等まん延防⽌等重点措置（以下「まん延防⽌等重点措置」と
いう。）の創設などを含む新型インフルエンザ等対策特別措置法等の⼀部を
改正する法律案を国会に提出し、令和３年２⽉３⽇に成⽴した。これによ
り改正された法は令和３年２⽉ 13 ⽇に施⾏された。 

令和３年２⽉ 26 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、３⽉１⽇以降については、法
第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼⽟県、千葉県、東京都及び
神奈川県の４都県に変更することとした。 

令和３年３⽉５⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を⾏い、法第 32 条第３項に基づき、引き
続き埼⽟県、千葉県、東京都及び神奈川県の４都県を緊急事態措置区域と
し、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年３⽉
21 ⽇まで延⻑することとした。 

令和３年３⽉ 18 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
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する負荷の状況について分析・評価を⾏い、全ての都道府県が緊急事態措
置区域に該当しないこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間と
されている３⽉ 21 ⽇をもって緊急事態措置を終了した。 

緊急事態宣⾔の解除後は、「緊急事態宣⾔解除後の新型コロナウイルス感
染症への対応」（令和３年３⽉ 18 ⽇新型コロナウイルス感染症対策本部と
りまとめ。以下「緊急事態宣⾔解除後の対応」という。）を踏まえ、社会経
済活動を継続しつつ、再度の感染拡⼤を防⽌し、重症者・死亡者の発⽣を
可能な限り抑制するための取組を進めていくこととした。 

令和３年４⽉１⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を⾏い、感染の再拡⼤を防⽌する必要性
が⾼いこと等から、法第 31 条の４第１項に基づき、まん延防⽌等重点措
置を実施すべき期間を令和３年４⽉５⽇から令和３年５⽉５⽇までの 31
⽇間とし、まん延防⽌等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」
という。）を宮城県、⼤阪府及び兵庫県とする公⽰を⾏った。 

令和３年４⽉９⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を⾏い、４⽉ 12 ⽇以降については、法第
31 条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に東京都、京都府及び沖縄県を加
える変更を⾏うとともに、東京都におけるまん延防⽌等重点措置を実施す
べき期間を令和３年４⽉12⽇から令和３年5⽉11⽇までの30⽇間とし、
京都府及び沖縄県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和
３年４⽉ 12 ⽇から令和３年 5 ⽉ 5 ⽇までの 24 ⽇間とする旨の公⽰を⾏
った。 

令和３年４⽉ 16 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、４⽉ 20 ⽇以降については、法
第 31 条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に埼⽟県、千葉県、神奈川県
及び愛知県を加える変更を⾏うとともに、埼⽟県、千葉県、神奈川県及び
愛知県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和３年４⽉
20 ⽇から令和３年５⽉ 11 ⽇までの 22 ⽇間とする旨の公⽰を⾏った。 

新規報告数は令和３年３⽉上旬以降、⼤都市部を中⼼に増加が続き、重
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症者数も増加が⾒られた。また、B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）の感
染者の増加がみられ、急速に従来株からの置き換わりが進んだ。 

こうした状況を踏まえ、令和３年４⽉ 23 ⽇には、政府対策本部⻑は、法
第 32 条第 1 項に基づき、緊急事態宣⾔を⾏った。緊急事態措置を実施す
べき期間は令和３年４⽉ 25 ⽇から令和３年５⽉ 11 ⽇までの 17 ⽇間であ
り、緊急事態措置区域は東京都、京都府、⼤阪府及び兵庫県とした。 

また、同じく令和３年４⽉ 23 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛
⽣体制に対する負荷の状況について分析・評価を⾏い、法第 31 条の４第 3
項に基づき、４⽉ 25 ⽇以降については、重点措置区域に愛媛県を加え、緊
急事態措置区域とされた東京都、京都府、⼤阪府及び兵庫県を重点措置区
域から除外する変更を⾏うとともに、宮城県においてまん延防⽌等重点措
置を実施すべき期間を「令和３年４⽉５⽇から令和３年５⽉５⽇まで」か
ら「令和３年４⽉５⽇から令和３年５⽉ 11 ⽇まで」、沖縄県においてまん
延防⽌等重点措置を実施すべき期間を「令和３年４⽉ 12 ⽇から令和３年
５⽉５⽇まで」から「令和３年４⽉ 12 ⽇から令和３年５⽉ 11 ⽇まで」と
変更し、愛媛県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和３
年４⽉ 25 ⽇から令和３年５⽉ 11 ⽇までの 17 ⽇間とする旨の公⽰を⾏っ
た。 

令和３年５⽉７⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を⾏い、⼤都市部を中⼼に新規陽性者数
が⾼い⽔準にあり、医療提供体制のひっ迫も⾒られることなどから、５⽉
12 ⽇以降については、法第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域とし
て東京都、京都府、⼤阪府及び兵庫県に加え、愛知県及び福岡県を追加す
る変更を⾏うとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき
期間を令和３年５⽉ 31 ⽇まで延⻑することとした。 

また、同じく令和３年５⽉７⽇には、５⽉９⽇以降については、法第 31
条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に北海道、岐⾩県及び三重県を加え、
５⽉ 12 ⽇以降については、宮城県を除外する変更を⾏うとともに、北海
道、岐⾩県及び三重県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を
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令和３年５⽉９⽇から令和３年５⽉ 31 ⽇までの 23 ⽇間とし、埼⽟県、千
葉県、神奈川県、愛媛県及び沖縄県においてまん延防⽌等重点措置を実施
すべき期間を令和３年５⽉ 31 ⽇まで延⻑する旨の公⽰を⾏った。 

令和３年５⽉ 14 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、感染が急速に拡⼤している地
域があり、医療提供体制のひっ迫も⾒られることなどから、５⽉ 16 ⽇以
降については、法第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として東京
都、愛知県、京都府、⼤阪府、兵庫県及び福岡県に加え、令和３年５⽉ 31
⽇までの期間において、北海道、岡⼭県及び広島県を追加する変更を⾏っ
た。 

また、同じく令和３年５⽉ 14 ⽇には、５⽉ 16 ⽇以降については、法第
31 条の４第３項に基づき、重点措置区域から北海道を除外し、重点措置区
域に埼⽟県、千葉県、神奈川県、岐⾩県、三重県、愛媛県及び沖縄県に加
え、群⾺県、⽯川県及び熊本県を追加する変更を⾏うとともに、群⾺県、
⽯川県及び熊本県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和
３年５⽉ 16 ⽇から令和３年６⽉ 13 ⽇までの 29 ⽇間とする旨の公⽰を⾏
った。 

令和３年５⽉ 21 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、感染が急速に拡⼤している地
域があり、医療提供体制のひっ迫も⾒られることなどから、５⽉ 23 ⽇以
降については、法第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として北海
道、東京都、愛知県、京都府、⼤阪府、兵庫県、岡⼭県、広島県及び福岡
県に加え、沖縄県を追加する変更を⾏うとともに、沖縄県において緊急事
態措置を実施すべき期間を令和３年５⽉ 23 ⽇から令和３年６⽉ 20 ⽇まで
の 29 ⽇間とする変更を⾏った。 

また、同じく令和３年５⽉ 21 ⽇には、５⽉ 23 ⽇以降については、法第
31 条の４第３項に基づき、重点措置区域から愛媛県及び沖縄県を除外する
旨の公⽰を⾏った。 

令和３年５⽉ 28 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
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する負荷の状況について分析・評価を⾏い、新規陽性者数が依然として⾼
い⽔準にあり、医療提供体制のひっ迫も⾒られることなどから、法第 32 条
第３項に基づき、北海道、東京都、愛知県、京都府、⼤阪府、兵庫県、岡
⼭県、広島県及び福岡県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３
年６⽉ 20 ⽇まで延⻑することとした。 

また、同じく令和３年５⽉ 28 ⽇には、第 31 条の４第３項に基づき、埼
⽟県、千葉県、神奈川県、岐⾩県及び三重県においてまん延防⽌等重点措
置を実施すべき期間を令和３年６⽉ 20 ⽇まで延⻑する旨の公⽰を⾏った。 

令和３年６⽉ 10 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、群⾺県、⽯川県及び熊本県に
ついて、まん延防⽌等重点措置を実施すべき期間とされている６⽉ 13 ⽇
をもってまん延防⽌等重点措置を終了する旨の公⽰を⾏った。 

令和３年６⽉ 17 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、法第 32 条第３項に基づき、新
規陽性者数の減少及び医療提供体制等への負荷の軽減が⾒られる、北海道、
東京都、愛知県、京都府、⼤阪府、兵庫県、岡⼭県、広島県及び福岡県に
ついて、緊急事態措置を実施すべき期間とされている６⽉ 20 ⽇をもって
緊急事態措置区域から除外し、緊急事態措置区域を沖縄県のみに変更する
とともに、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年７⽉
11 ⽇まで延⻑することとした。 

また、重点措置区域については、同じく令和３年６⽉ 17 ⽇に、感染状況
や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対する負荷の状況について分析・評価を
⾏い、岐⾩県及び三重県について、まん延防⽌等重点措置を実施すべき期
間とされている６⽉ 20 ⽇をもってまん延防⽌等重点措置を終了する旨の
公⽰を⾏うとともに、法第 31 条の４第３項に基づき、６⽉ 21 ⽇以降につ
いては、従前、緊急事態措置区域とされていた北海道、東京都、愛知県、
京都府、⼤阪府、兵庫県及び福岡県を追加する変更を⾏い、また、これら
の都道府県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和３年６
⽉ 21 ⽇から令和３年７⽉ 11 ⽇までの 21 ⽇間とし、埼⽟県、千葉県及び
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神奈川県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和３年７⽉
11 ⽇まで延⻑する旨の公⽰を⾏った。 

令和３年７⽉８⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を⾏い、新規陽性者数が⾼い⽔準にあり、
増加傾向が⾒られることなどから、７⽉ 12 ⽇以降については、法第 32 条
第３項に基づき、緊急事態措置区域として、東京都を追加する変更を⾏う
とともに、東京都において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年７⽉
12 ⽇から令和３年８⽉ 22 ⽇までの 42 ⽇間とし、沖縄県については、新
規陽性者数が依然として⾼い⽔準にあり、医療提供体制のひっ迫も⾒られ
ることなどから、緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年８⽉ 22 ⽇ま
で延⻑することとした。 

また、重点措置区域について、同じく令和３年７⽉８⽇には、感染状況
や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対する負荷の状況について分析・評価を
⾏い、北海道、東京都、愛知県、京都府、兵庫県及び福岡県について、ま
ん延防⽌等重点措置を実施すべき期間とされている７⽉ 11 ⽇をもってま
ん延防⽌等重点措置を終了する旨の公⽰を⾏うとともに、法第 31 条の４
第３項に基づき、埼⽟県、千葉県、神奈川県及び⼤阪府においてまん延防
⽌等重点措置を実施すべき期間を令和３年８⽉ 22 ⽇まで延⻑する旨の公
⽰を⾏った。 

令和３年７⽉ 30 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、新規陽性者数が⾼い⽔準にあ
り、その増加傾向が著しい地域が⾒られることなどから、８⽉２⽇以降に
ついては、法第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として東京都及
び沖縄県に加え、埼⽟県、千葉県、神奈川県及び⼤阪府を追加する変更を
⾏うとともに、東京都及び沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間
を令和３年８⽉ 31 ⽇まで延⻑し、埼⽟県、千葉県、神奈川県及び⼤阪府に
おいて緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年８⽉２⽇から令和３年８
⽉ 31 ⽇までの 30 ⽇間とすることとした。 

また、同じく令和３年７⽉ 30 ⽇には、８⽉２⽇以降については、法第
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31 条の４第３項に基づき、重点措置区域から埼⽟県、千葉県、神奈川県及
び⼤阪府を除外し、北海道、⽯川県、京都府、兵庫県及び福岡県を追加す
る変更を⾏い、これらの道府県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべ
き期間を令和３年８⽉２⽇から令和３年８⽉ 31 ⽇までの 30 ⽇間とする旨
の公⽰を⾏った。 

令和３年８⽉５⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を⾏い、８⽉８⽇以降については、法第
31 条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に福島県、茨城県、栃⽊県、群⾺
県、静岡県、愛知県、滋賀県及び熊本県を加える変更を⾏うとともに、こ
れらの県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和３年８⽉
８⽇から令和３年８⽉ 31 ⽇までの 24 ⽇間とする旨の公⽰を⾏った。 

なお、ワクチン接種が進捗する中で、医療提供体制への負荷の改善等が
⾒られ、緊急事態措置またはまん延防⽌等重点措置を実施する必要がなく
なったと認められるときは、期間内であっても措置を解除することとした。 

令和３年８⽉ 17 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、新規陽性者数が急速に増加し、
公衆衛⽣体制・医療提供体制が⾸都圏を中⼼に⾮常に厳しくなっているこ
となどから、８⽉ 20 ⽇以降については、法第 32 条第３項に基づき、緊急
事態措置区域として埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、⼤阪府及び沖縄
県に加え、茨城県、栃⽊県、群⾺県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県
を追加する変更を⾏うとともに、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、⼤
阪府及び沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年９⽉
12 ⽇まで延⻑し、茨城県、栃⽊県、群⾺県、静岡県、京都府、兵庫県及び
福岡県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年８⽉ 20 ⽇から
令和３年９⽉ 12 ⽇までの 24 ⽇間とすることとした。 

また、同じく令和３年８⽉ 17 ⽇には、８⽉ 20 ⽇以降については、法第
31 条の４第３項に基づき、重点措置区域から茨城県、栃⽊県、群⾺県、静
岡県、京都府、兵庫県及び福岡県を除外し、宮城県、富⼭県、⼭梨県、岐
⾩県、三重県、岡⼭県、広島県、⾹川県、愛媛県及び⿅児島県を追加する
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変更を⾏うとともに、北海道、福島県、⽯川県、愛知県、滋賀県及び熊本
県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和３年９⽉ 12 ⽇
まで延⻑し、宮城県、富⼭県、⼭梨県、岐⾩県、三重県、岡⼭県、広島県、
⾹川県、愛媛県及び⿅児島県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき
期間を令和３年８⽉ 20 ⽇から令和３年９⽉ 12 ⽇までの 24 ⽇間とする旨
の公⽰を⾏った。 

令和３年８⽉ 25 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、新規陽性者数が過去最⼤の⽔
準を更新し続けており、その増加傾向が著しい地域が⾒られることなどか
ら、８⽉ 27 ⽇以降については、法第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置
区域として茨城県、栃⽊県、群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、
静岡県、京都府、⼤阪府、兵庫県、福岡県及び沖縄県に加え、北海道、宮
城県、岐⾩県、愛知県、三重県、滋賀県、岡⼭県及び広島県を追加する変
更を⾏うとともに、北海道、宮城県、岐⾩県、愛知県、三重県、滋賀県、
岡⼭県及び広島県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年８⽉
27 ⽇から令和３年９⽉ 12 ⽇までの 17 ⽇間とすることとした。 

また、同じく令和３年８⽉ 25 ⽇には、８⽉ 27 ⽇以降については、法第
31 条の４第３項に基づき、重点措置区域から北海道、宮城県、岐⾩県、愛
知県、三重県、滋賀県、岡⼭県及び広島県を除外し、⾼知県、佐賀県、⻑
崎県及び宮崎県を追加する変更を⾏うとともに、⾼知県、佐賀県、⻑崎県
及び宮崎県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和３年８
⽉ 27 ⽇から令和３年９⽉ 12 ⽇までの 17 ⽇間とする旨の公⽰を⾏った。 

令和３年９⽉９⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を⾏い、法第 32 条第３項に基づき、新規
陽性者数の減少及び医療提供体制等への負荷の軽減が⾒られる、宮城県及
び岡⼭県について、緊急事態措置を実施すべき期間とされている９⽉ 12 ⽇
をもって緊急事態措置区域から除外し、緊急事態措置区域を北海道、茨城
県、栃⽊県、群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、岐⾩県、静岡
県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、⼤阪府、兵庫県、広島県、福岡県
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及び沖縄県に変更するとともに、北海道、茨城県、栃⽊県、群⾺県、埼⽟
県、千葉県、東京都、神奈川県、岐⾩県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀
県、京都府、⼤阪府、兵庫県、広島県、福岡県及び沖縄県において緊急事
態措置を実施すべき期間を令和３年９⽉ 30 ⽇まで延⻑することとした。 

また、重点措置区域について、同じく令和３年９⽉９⽇には、感染状況
や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対する負荷の状況について分析・評価を
⾏い、富⼭県、⼭梨県、愛媛県、⾼知県、佐賀県及び⻑崎県について、ま
ん延防⽌等重点措置を実施すべき期間とされている９⽉ 12 ⽇をもってま
ん延防⽌等重点措置を終了する旨の公⽰を⾏うとともに、法第 31 条の４
第３項に基づき、９⽉ 13 ⽇以降については、従前、緊急事態措置区域とさ
れていた宮城県及び岡⼭県を追加する変更を⾏い、また、これらの県にお
いてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和３年９⽉ 13 ⽇から令
和３年９⽉ 30 ⽇までの 18 ⽇間とし、福島県、⽯川県、⾹川県、熊本県、
宮崎県及び⿅児島県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令
和３年９⽉ 30 ⽇まで延⻑する旨の公⽰を⾏った。 

令和３年９⽉ 28 ⽇に、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を⾏い、全ての都道府県が緊急事態措置
区域に該当しないこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間とさ
れている９⽉ 30 ⽇をもって緊急事態措置を終了した。 

また、重点措置区域についても、同じく令和３年９⽉ 28 ⽇に、感染状況
や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対する負荷の状況について分析・評価を
⾏い、宮城県、福島県、⽯川県、岡⼭県、⾹川県、熊本県、宮崎県及び⿅
児島県について、まん延防⽌等重点措置を実施すべき期間とされている９
⽉ 30 ⽇をもってまん延防⽌等重点措置を終了する旨の公⽰を⾏った。 

今後、ワクチン接種を⼀層進捗させ、医療供給体制をもう⼀段整備し、
感染拡⼤に対する社会の耐性を⾼めながら、感染対策と⽇常⽣活を両⽴さ
せることを基本として、政策を展開していくこととする。また、感染の再
拡⼤が⾒られる場合には、速やかに効果的で強い感染対策等を講じるもの
とする。 
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本指針は、国⺠の⽣命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐる
状況を的確に把握し、政府や地⽅公共団体、医療関係者、専⾨家、事業者
を含む国⺠が気持ちを⼀つにして、新型コロナウイルス感染症対策をさらに進め
ていくため、今後講じるべき対策を現時点で整理し、対策を実施するに当た
って準拠となるべき統⼀的指針を⽰すものである。 
 
⼀ 新型コロナウイルス感染症発⽣の状況に関する事実 
 我が国においては、令和２年１⽉ 15 ⽇に最初の感染者が確認された後、
令和３年９⽉ 26 ⽇までに、合計 1,690,496 ⼈の感染者、17,475 ⼈の死亡
者が確認されている。 

令和２年４⽉から５⽉にかけての緊急事態宣⾔下において、東京都、⼤
阪府、北海道、茨城県、埼⽟県、千葉県、神奈川県、⽯川県、岐⾩県、愛
知県、京都府、兵庫県及び福岡県の 13 都道府県については、特に重点的に
感染拡⼤の防⽌に向けた取組を進めていく必要があったことから、本対処
⽅針において特定都道府県（緊急事態宣⾔の対象区域に属する都道府県）
の中でも「特定警戒都道府県」と位置付けて対策を促してきた。 

また、これら特定警戒都道府県以外の県についても、都市部からの⼈の
移動等によりクラスターが都市部以外の地域でも発⽣し、感染拡⼤の傾向
が⾒られ、そのような地域においては、医療提供体制が⼗分に整っていな
い場合も多いことや、全都道府県が⾜並みをそろえた取組が⾏われる必要
があったことなどから、全ての都道府県について緊急事態措置区域として
感染拡⼤の防⽌に向けた対策を促してきた。 

その後、5 ⽉ 1 ⽇及び 4 ⽇の新型コロナウイルス感染症対策専⾨家会議
（以下「専⾨家会議」という。）の⾒解を踏まえ、引き続き、それまでの枠
組みを維持し、全ての都道府県について緊急事態措置区域（特定警戒都道
府県は前記の 13 都道府県とする。）として感染拡⼤の防⽌に向けた取組を
進めてきた。 

その結果、全国的に新規報告数の減少が⾒られ、また、新型コロナウイ
ルス感染症に係る重症者数も減少傾向にあることが確認され、さらに、病
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床等の確保も進み、医療提供体制のひっ迫の状況も改善されてきた。 
５⽉ 14 ⽇には、その時点における感染状況等の分析・評価を⾏い、総合

的に判断したところ、北海道、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、京都
府、⼤阪府及び兵庫県の８都道府県については、引き続き特定警戒都道府
県として、特に重点的に感染拡⼤の防⽌に向けた取組を進めていくことと
なった。 

また、5 ⽉ 21 ⽇には、同様に、分析・評価を⾏い、総合的に判断したと
ころ、北海道、埼⽟県、千葉県、東京都及び神奈川県の 5 都道県について
は、引き続き特定警戒都道府県として、特に重点的に感染拡⼤の防⽌に向
けた取組を進めていく必要があった。 

その後、5 ⽉ 25 ⽇に改めて感染状況の変化等について分析・評価を⾏
い、総合的に判断したところ、全ての都道府県が緊急事態措置区域に該当
しないこととなったため、同⽇、緊急事態解除宣⾔が発出された。 
 

緊急事態宣⾔解除後、主として７⽉から８⽉にかけて、特に⼤都市部の
歓楽街における接待を伴う飲⾷店を中⼼に感染が広がり、その後、周辺地
域、地⽅や家庭・職場などに伝播し、全国的な感染拡⼤につながっていっ
た。 

この感染拡⼤については、政府及び都道府県、保健所設置市、特別区（以
下「都道府県等」という。）が連携し、⼤都市の歓楽街の接待を伴う飲⾷店
等、エリア・業種等の対象を絞った上で、重点的なＰＣＲ検査の実施や営
業時間短縮要請など、メリハリの効いた対策を講じることにより、新規報
告数は減少に転じた。 

また、8 ⽉７⽇の新型コロナウイルス感染症対策分科会（以下「分科会」という。）
においては、今後想定される感染状況に応じたステージの分類を⾏うととも
に、ステージを判断するための指標（以下「ステージ判断の指標」という。）
及び各ステージにおいて講じるべき施策が提⾔された。その後、２度の緊急
事態宣⾔の経験を通じ、感染の早期探知のための指標及びステージ判断にお
ける、より的確な評価⽅法が明らかになってきたことを踏まえ、令和３年４
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⽉ 15 ⽇の分科会提⾔において、感染の再拡⼤防⽌に向けて、感染の予兆を
早期に探知するため、ステージ判断の指標等の精緻化及び補強が⾏われた。 

この提⾔を踏まえ、今後、緊急事態宣⾔の発出及び解除（緊急事態措置区
域の追加及び除外を含む。）の判断に当たっては、以下を基本として判断する
こととする。その際、「ステージ判断の指標」は、提⾔において、あくまで⽬
安であり、これらの指標をもって機械的に判断するのではなく、政府や都道
府県はこれらの指標を総合的に判断すべきとされていることに留意する。ま
た、緊急事態措置区域を定めるに当たっては、都道府県間の社会経済的なつ
ながり等を考慮する。 
（緊急事態宣⾔発出の考え⽅） 
 国内での感染拡⼤及び医療提供体制・公衆衛⽣体制のひっ迫の状況（特に、
分科会提⾔におけるステージⅣ相当の対策が必要な地域の状況等）を踏まえ
て、全国的かつ急速なまん延により国⺠⽣活及び国⺠経済に甚⼤な影響を及
ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部⻑が新型インフルエンザ等
対策推進会議基本的対処⽅針分科会（以下「基本的対処⽅針分科会」という。）
の意⾒を⼗分踏まえた上で総合的に判断する。 
（緊急事態宣⾔解除の考え⽅） 

国内での感染及び医療提供体制・公衆衛⽣体制のひっ迫の状況（特に、緊
急事態措置区域が、分科会提⾔におけるステージⅢ相当の対策が必要な地域
になっているか等）を踏まえて、政府対策本部⻑が基本的対処⽅針分科会の
意⾒を⼗分踏まえた上で、変異株が拡⼤する中で、より慎重に総合的に判断
する。 

なお、緊急事態宣⾔の解除後の対策の緩和については段階的に⾏い、必要
な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで続ける。 
 

令和２年 8 ⽉ 28 ⽇には政府対策本部において、「新型コロナウイルス感
染症に関する今後の取組」がとりまとめられ、重症化するリスクが⾼い⾼
齢者や基礎疾患がある者への感染防⽌を徹底するとともに、医療資源を重
症者に重点化すること、また、季節性インフルエンザの流⾏期に備え、検
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査体制、医療提供体制を確保・拡充することとなった。 
 

夏以降、減少に転じた新規報告数は、10 ⽉末以降増加傾向となり、11 ⽉
以降その傾向が強まっていったことから、クラスター発⽣時の⼤規模・集
中的な検査の実施による感染の封じ込めや感染拡⼤時の保健所⽀援の広域
調整等、政府と都道府県等が密接に連携しながら、対策を講じていった。
また、10 ⽉23 ⽇の分科会においては、「感染リスクが⾼まる「５つの場⾯」」を回
避することや、「感染リスクを下げながら会⾷を楽しむ⼯夫」を周知することなどの
提⾔がなされた。12 ⽉には⾸都圏を中⼼に新規報告数は過去最多の状況が継
続し、医療提供体制がひっ迫している地域が⾒受けられた。 

こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対する負荷の状況に
鑑み、令和３年１⽉７⽇、政府対策本部⻑は、法第 32 条第 1 項に基づき、
緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年１⽉８⽇から令和３年２⽉７⽇
までの 31 ⽇間とし、緊急事態措置区域を東京都、埼⽟県、千葉県、神奈川
県とする緊急事態宣⾔を⾏った。 

令和３年１⽉ 13 ⽇には、法第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域
に栃⽊県、岐⾩県、愛知県、京都府、⼤阪府、兵庫県及び福岡県を加える
変更を⾏った。 

令和３年２⽉２⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を⾏い、２⽉８⽇以降については、法第
32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼⽟県、千葉県、東京都、神奈
川県、岐⾩県、愛知県、京都府、⼤阪府、兵庫県及び福岡県の 10 都府県に
変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間
を令和３年３⽉７⽇まで延⻑した。 

令和３年２⽉ 26 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、３⽉１⽇以降については、法
第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域を埼⽟県、千葉県、東京都及び
神奈川県の４都県に変更することとした。 

令和３年３⽉５⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す
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る負荷の状況について分析・評価を⾏い、法第 32 条第３項に基づき、引き
続き埼⽟県、千葉県、東京都及び神奈川県の４都県を緊急事態措置区域と
し、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年３⽉
21 ⽇まで延⻑することとした。 

令和３年３⽉ 18 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、全ての都道府県が緊急事態措
置区域に該当しないこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間と
されている３⽉ 21 ⽇をもって緊急事態措置を終了することとした。 

また、３⽉ 18 ⽇、政府対策本部において、「緊急事態宣⾔解除後の対応」
がとりまとめられ、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡⼤を防⽌し、
重症者・死亡者の発⽣を可能な限り抑制するための取組を進めていくこと
となった。 
 

令和３年２⽉３⽇に成⽴した新型インフルエンザ等対策特別措置法等の
⼀部を改正する法律（令和３年法律第５号）の施⾏（以下「改正法の施⾏」
という。）を踏まえ、まん延防⽌等重点措置の実施及び終了の判断に当たっ
ては、以下を基本として判断する。その際、「ステージ判断の指標」は、分
科会提⾔において、あくまで⽬安であり、これらの指標をもって機械的に
判断するのではなく、政府や都道府県はこれらの指標を総合的に判断すべ
きとされていることに留意する。また、提⾔において⽰された「早期探知
のための指標」等も活⽤し、感染拡⼤の予兆を早期に探知し、まん延防⽌
等重点措置を含む様々な強い感染対策等を早期に講じるものとする。 
（まん延防⽌等重点措置の実施の考え⽅） 

都道府県の特定の区域において感染が拡⼤し、当該都道府県全域に感染
が拡⼤するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛⽣体制に⽀障
が⽣ずるおそれがあると認められる事態が発⽣していること（特に、分科
会提⾔におけるステージⅢ相当の対策が必要な地域の状況になっている等）
を踏まえ、政府対策本部⻑が基本的対処⽅針分科会の意⾒を⼗分踏まえた
上で総合的に判断する。 
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また、都道府県がステージⅡ相当の対策が必要な地域においても、当該
都道府県の特定の区域において感染が急速に拡⼤し、都道府県全域に感染
が拡⼤するおそれがあると認められる場合や、都道府県がステージⅢ相当
の対策が必要な地域において、感染が減少傾向であっても、当該都道府県
の特定の区域において感染⽔準が⾼い⼜は感染が拡⼤しているなど、感染
の再拡⼤を防⽌する必要性が⾼い場合に、政府対策本部⻑が基本的対処⽅
針分科会の意⾒を⼗分踏まえた上で総合的に判断する。 
（まん延防⽌等重点措置の終了の考え⽅） 

都道府県の感染及び医療提供体制・公衆衛⽣体制のひっ迫の状況（特に、
まん延防⽌等重点措置を実施している区域の感染状況が、都道府県全域に
感染を拡⼤させるおそれがない⽔準か等）を踏まえて、政府対策本部⻑が
基本的対処⽅針分科会の意⾒を⼗分踏まえた上で総合的に判断する。 

 
令和３年４⽉１⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を⾏い、感染の再拡⼤を防⽌する必要性
が⾼いこと等から、法第 31 条の４第１項に基づき、まん延防⽌等重点措
置を実施すべき期間を令和３年４⽉５⽇から令和３年５⽉５⽇までの 31
⽇間とし、重点措置区域を宮城県、⼤阪府及び兵庫県とする公⽰を⾏った。 

令和３年４⽉９⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を⾏い、４⽉ 12 ⽇以降については、法第
31 条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に東京都、京都府及び沖縄県を加
える変更を⾏うとともに、東京都におけるまん延防⽌等重点措置を実施す
べき期間を令和３年４⽉12⽇から令和３年5⽉11⽇までの30⽇間とし、
京都府及び沖縄県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和
３年４⽉ 12 ⽇から令和３年 5 ⽉ 5 ⽇までの 24 ⽇間とする旨の公⽰を⾏
った。 

令和３年４⽉ 16 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、４⽉ 20 ⽇以降については、法
第 31 条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に埼⽟県、千葉県、神奈川県
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及び愛知県を加える変更を⾏うとともに、埼⽟県、千葉県、神奈川県及び
愛知県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和３年４⽉
20 ⽇から令和３年５⽉ 11 ⽇までの 22 ⽇間とする旨の公⽰を⾏った。 

その後、令和３年４⽉ 23 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体
制に対する負荷の状況について分析・評価を⾏い、政府対策本部⻑は、法
第 32 条第 1 項に基づき、緊急事態宣⾔を⾏った。緊急事態措置を実施す
べき期間は令和３年４⽉ 25 ⽇から令和３年５⽉ 11 ⽇までの 17 ⽇間であ
り、緊急事態措置区域は東京都、京都府、⼤阪府及び兵庫県とした。 

また、同じく令和３年４⽉ 23 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛
⽣体制に対する負荷の状況について分析・評価を⾏い、法第 31 条の４第 3
項に基づき、４⽉ 25 ⽇以降については、重点措置区域に愛媛県を加え、緊
急事態措置区域とされた東京都、京都府、⼤阪府及び兵庫県を重点措置区
域から除外する変更を⾏うとともに、宮城県においてまん延防⽌等重点措
置を実施すべき期間を「令和３年４⽉５⽇から令和３年５⽉５⽇まで」か
ら「令和３年４⽉５⽇から令和３年５⽉ 11 ⽇まで」、沖縄県においてまん
延防⽌等重点措置を実施すべき期間を「令和３年４⽉ 12 ⽇から令和３年
５⽉５⽇まで」から「令和３年４⽉ 12 ⽇から令和３年５⽉ 11 ⽇まで」と
変更し、愛媛県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和３
年４⽉ 25 ⽇から令和３年５⽉ 11 ⽇までの 17 ⽇間とする旨の公⽰を⾏っ
た。 

令和３年５⽉７⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を⾏い、５⽉ 12 ⽇以降については、法第
32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として東京都、京都府、⼤阪府及
び兵庫県に加え、愛知県及び福岡県を追加する変更を⾏うとともに、これ
らの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年５⽉ 31 ⽇ま
で延⻑することとした。 

また、同じく令和３年５⽉７⽇には、５⽉９⽇以降については、法第 31
条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に北海道、岐⾩県及び三重県を加え、
５⽉ 12 ⽇以降については、宮城県を除外する変更を⾏うとともに、北海
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道、岐⾩県及び三重県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を
令和３年５⽉９⽇から令和３年５⽉ 31 ⽇までの 23 ⽇間とし、埼⽟県、千
葉県、神奈川県、愛媛県及び沖縄県においてまん延防⽌等重点措置を実施
すべき期間を令和３年５⽉ 31 ⽇まで延⻑する旨の公⽰を⾏った。 

令和３年５⽉ 14 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、５⽉ 16 ⽇以降については、法
第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として東京都、愛知県、京都
府、⼤阪府、兵庫県及び福岡県に加え、令和３年５⽉ 31 ⽇までの期間にお
いて、北海道、岡⼭県及び広島県を追加する変更を⾏った。 

また、同じく令和３年５⽉ 14 ⽇には、５⽉ 16 ⽇以降については、法第
31 条の４第３項に基づき、重点措置区域から北海道を除外し、重点措置区
域に埼⽟県、千葉県、神奈川県、岐⾩県、三重県、愛媛県及び沖縄県に加
え、群⾺県、⽯川県及び熊本県を追加する変更を⾏うとともに、群⾺県、
⽯川県及び熊本県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和
３年５⽉ 16 ⽇から令和３年６⽉ 13 ⽇までの 29 ⽇間とする旨の公⽰を⾏
った。 
 令和３年５⽉ 21 ⽇に、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を⾏い、５⽉ 23 ⽇以降については、法第
32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として北海道、東京都、愛知県、
京都府、⼤阪府、兵庫県、岡⼭県、広島県及び福岡県に加え、沖縄県を追
加する変更を⾏うとともに、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期
間を令和３年５⽉ 23 ⽇から令和３年６⽉ 20 ⽇までの 29 ⽇間とする変更
を⾏った。 

また、同じく令和３年５⽉ 21 ⽇に、５⽉ 23 ⽇以降については、法第 31
条の４第３項に基づき、重点措置区域から愛媛県及び沖縄県を除外する旨
の公⽰を⾏った。 

令和３年５⽉ 28 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、法第 32 条第３項に基づき、北
海道、東京都、愛知県、京都府、⼤阪府、兵庫県、岡⼭県、広島県及び福
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岡県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年６⽉ 20 ⽇まで延
⻑することとした。 

また、同じく令和３年５⽉ 28 ⽇には、第 31 条の４第３項に基づき、埼
⽟県、千葉県、神奈川県、岐⾩県及び三重県においてまん延防⽌等重点措
置を実施すべき期間を令和３年６⽉ 20 ⽇まで延⻑する旨の公⽰を⾏った。 

令和３年６⽉ 10 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、群⾺県、⽯川県及び熊本県に
ついて、まん延防⽌等重点措置を実施すべき期間とされている６⽉ 13 ⽇
をもってまん延防⽌等重点措置を終了する旨の公⽰を⾏った。 

令和３年６⽉ 17 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、法第 32 条第３項に基づき、北
海道、東京都、愛知県、京都府、⼤阪府、兵庫県、岡⼭県、広島県及び福
岡県について、緊急事態措置を実施すべき期間とされている６⽉ 20 ⽇を
もって緊急事態措置区域から除外し、緊急事態措置区域を沖縄県のみに変
更するとともに、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３
年７⽉ 11 ⽇まで延⻑することとした。 

また、重点措置区域については、同じく令和３年６⽉ 17 ⽇に、岐⾩県及
び三重県について、まん延防⽌等重点措置を実施すべき期間とされている
６⽉ 20 ⽇をもってまん延防⽌等重点措置を終了する旨の公⽰を⾏うとと
もに、法第 31 条の４第３項に基づき、６⽉ 21 ⽇以降については、従前、
緊急事態措置区域とされていた北海道、東京都、愛知県、京都府、⼤阪府、
兵庫県及び福岡県を追加する変更を⾏い、また、これらの都道府県におい
てまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和３年６⽉ 21 ⽇から令和
３年７⽉ 11 ⽇までの 21 ⽇間とし、埼⽟県、千葉県及び神奈川県において
まん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和３年７⽉ 11 ⽇まで延⻑す
る旨の公⽰を⾏った。 
 また、同⽇の政府対策本部において、「令和３年６⽉ 21 ⽇以降の取組」
がとりまとめられ、感染の再拡⼤を防⽌するため、ワクチン接種の円滑化・
加速化をはじめ効果的な対策を総合的に進めていくこととなった。 
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令和３年７⽉８⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を⾏い、７⽉ 12 ⽇以降については、法第
32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として、東京都を追加する変更を
⾏うとともに、東京都において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年
７⽉ 12 ⽇から令和３年８⽉ 22 ⽇までの 42 ⽇間とし、沖縄県については、
緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年８⽉ 22 ⽇まで延⻑することと
した。 

また、重点措置区域について、同じく令和３年７⽉８⽇には、感染状況
や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対する負荷の状況について分析・評価を
⾏い、北海道、東京都、愛知県、京都府、兵庫県及び福岡県について、ま
ん延防⽌等重点措置を実施すべき期間とされている７⽉ 11 ⽇をもってま
ん延防⽌等重点措置を終了する旨の公⽰を⾏うとともに、法第 31 条の４
第３項に基づき、埼⽟県、千葉県、神奈川県及び⼤阪府においてまん延防
⽌等重点措置を実施すべき期間を令和３年８⽉ 22 ⽇まで延⻑する旨の公
⽰を⾏った。 

令和３年７⽉ 30 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、８⽉２⽇以降については、法
第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として東京都及び沖縄県に加
え、埼⽟県、千葉県、神奈川県及び⼤阪府を追加する変更を⾏うとともに、
東京都及び沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年８⽉
31 ⽇まで延⻑し、埼⽟県、千葉県、神奈川県及び⼤阪府において緊急事態
措置を実施すべき期間を令和３年８⽉２⽇から令和３年８⽉ 31 ⽇までの
30 ⽇間とすることとした。 

また、同じく令和３年７⽉ 30 ⽇には、８⽉２⽇以降については、法第
31 条の４第３項に基づき、重点措置区域から埼⽟県、千葉県、神奈川県及
び⼤阪府を除外し、北海道、⽯川県、京都府、兵庫県及び福岡県を追加す
る変更を⾏い、これらの道府県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべ
き期間を令和３年８⽉２⽇から令和３年８⽉ 31 ⽇までの 30 ⽇間とする旨
の公⽰を⾏った。 
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令和３年８⽉５⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を⾏い、８⽉８⽇以降については、法第
31 条の４第 3 項に基づき、重点措置区域に福島県、茨城県、栃⽊県、群⾺
県、静岡県、愛知県、滋賀県及び熊本県を加える変更を⾏うとともに、こ
れらの県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和３年８⽉
８⽇から令和３年８⽉ 31 ⽇までの 24 ⽇間とする旨の公⽰を⾏った。 

令和３年８⽉ 17 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、８⽉ 20 ⽇以降については、法
第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として埼⽟県、千葉県、東京
都、神奈川県、⼤阪府及び沖縄県に加え、茨城県、栃⽊県、群⾺県、静岡
県、京都府、兵庫県及び福岡県を追加する変更を⾏うとともに、埼⽟県、
千葉県、東京都、神奈川県、⼤阪府及び沖縄県において緊急事態措置を実
施すべき期間を令和３年９⽉ 12 ⽇まで延⻑し、茨城県、栃⽊県、群⾺県、
静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県において緊急事態措置を実施すべき期
間を令和３年８⽉ 20 ⽇から令和３年９⽉ 12 ⽇までの 24 ⽇間とすること
とした。 

また、同じく令和３年８⽉ 17 ⽇には、８⽉ 20 ⽇以降については、法第
31 条の４第３項に基づき、重点措置区域から茨城県、栃⽊県、群⾺県、静
岡県、京都府、兵庫県及び福岡県を除外し、宮城県、富⼭県、⼭梨県、岐
⾩県、三重県、岡⼭県、広島県、⾹川県、愛媛県及び⿅児島県を追加する
変更を⾏うとともに、北海道、福島県、⽯川県、愛知県、滋賀県及び熊本
県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和３年９⽉ 12 ⽇
まで延⻑し、宮城県、富⼭県、⼭梨県、岐⾩県、三重県、岡⼭県、広島県、
⾹川県、愛媛県及び⿅児島県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき
期間を令和３年８⽉ 20 ⽇から令和３年９⽉ 12 ⽇までの 24 ⽇間とする旨
の公⽰を⾏った。 

令和３年８⽉ 25 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、８⽉ 27 ⽇以降については、法
第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域として茨城県、栃⽊県、群⾺
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県、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、京都府、⼤阪府、兵庫
県、福岡県及び沖縄県に加え、北海道、宮城県、岐⾩県、愛知県、三重県、
滋賀県、岡⼭県及び広島県を追加する変更を⾏うとともに、北海道、宮城
県、岐⾩県、愛知県、三重県、滋賀県、岡⼭県及び広島県において緊急事
態措置を実施すべき期間を令和３年８⽉ 27 ⽇から令和３年９⽉ 12 ⽇まで
の 17 ⽇間とすることとした。 

また、同じく令和３年８⽉ 25 ⽇には、８⽉ 27 ⽇以降については、法第
31 条の４第３項に基づき、重点措置区域から北海道、宮城県、岐⾩県、愛
知県、三重県、滋賀県、岡⼭県及び広島県を除外し、⾼知県、佐賀県、⻑
崎県及び宮崎県を追加する変更を⾏うとともに、⾼知県、佐賀県、⻑崎県
及び宮崎県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和３年８
⽉ 27 ⽇から令和３年９⽉ 12 ⽇までの 17 ⽇間とする旨の公⽰を⾏った。 

令和３年９⽉８⽇の分科会提⾔においては、緊急事態措置等の解除につい
て考える際には、ワクチン接種が進む中で、B.1.617.2 系統の変異株（デルタ
株）が主流となったこと等から、今まで以上に医療のひっ迫の状況を重視し
ていくという考え⽅が⽰された。 

令和３年９⽉９⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を⾏い、法第 32 条第３項に基づき、宮城
県及び岡⼭県について、緊急事態措置を実施すべき期間とされている９⽉
12 ⽇をもって緊急事態措置区域から除外し、緊急事態措置区域を北海道、
茨城県、栃⽊県、群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、岐⾩県、
静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、⼤阪府、兵庫県、広島県、福
岡県及び沖縄県に変更するとともに、北海道、茨城県、栃⽊県、群⾺県、
埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、岐⾩県、静岡県、愛知県、三重県、
滋賀県、京都府、⼤阪府、兵庫県、広島県、福岡県及び沖縄県において緊
急事態措置を実施すべき期間を令和３年９⽉ 30 ⽇まで延⻑することとし
た。 

また、重点措置区域について、同じく令和３年９⽉９⽇には、感染状況
や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対する負荷の状況について分析・評価を
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⾏い、富⼭県、⼭梨県、愛媛県、⾼知県、佐賀県及び⻑崎県について、ま
ん延防⽌等重点措置を実施すべき期間とされている９⽉ 12 ⽇をもってま
ん延防⽌等重点措置を終了する旨の公⽰を⾏うとともに、法第 31 条の４
第３項に基づき、９⽉ 13 ⽇以降については、従前、緊急事態措置区域とさ
れていた宮城県及び岡⼭県を追加する変更を⾏い、また、これらの県にお
いてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令和３年９⽉ 13 ⽇から令
和３年９⽉ 30 ⽇までの 18 ⽇間とし、福島県、⽯川県、⾹川県、熊本県、
宮崎県及び⿅児島県においてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を令
和３年９⽉ 30 ⽇まで延⻑する旨の公⽰を⾏った。 

令和３年９⽉ 28 ⽇に、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対す
る負荷の状況について分析・評価を⾏い、緊急事態措置を実施すべき期間
とされている９⽉ 30 ⽇をもって緊急事態措置を終了した。 

また、重点措置区域についても、同じく令和３年９⽉ 28 ⽇に、感染状況
や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対する負荷の状況について分析・評価を
⾏い、宮城県、福島県、⽯川県、岡⼭県、⾹川県、熊本県、宮崎県及び⿅
児島県について、まん延防⽌等重点措置を実施すべき期間とされている９
⽉ 30 ⽇をもってまん延防⽌等重点措置を終了する旨の公⽰を⾏った。 

 
 新型コロナウイルス感染症については、以下のような特徴がある。 
 ・ 新型コロナウイルス感染症と診断された⼈のうち、重症化する⼈の

割合や死亡する⼈の割合は年齢によって異なり、⾼齢者は⾼く、若者
は低い傾向にある。令和２年 6 ⽉から 8 ⽉に診断された⼈における重
症化する割合や死亡する割合は 1 ⽉から 4 ⽉までと⽐べて低下してい
る。重症化する⼈の割合は約 1.6%（50 歳代以下で 0.3%、60 歳代以
上で 8.5%）、死亡する⼈の割合は、約 1.0%（50 歳代以下で 0.06%、
60 歳代以上で 5.7%）となっている。 

・ 重症化しやすいのは、⾼齢者と基礎疾患のある⼈、妊娠後期の妊婦
である。重症化のリスクとなる基礎疾患には、慢性閉塞性肺疾患、慢
性腎臓病、糖尿病、⾼⾎圧、⼼⾎管疾患、肥満がある。 
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・ 新型コロナウイルスに感染した⼈が他の⼈に感染させる可能性があ
る期間は、発症の 2 ⽇前から発症後７⽇から 10 ⽇間程度とされてい
る。また、この期間のうち、発症の直前・直後で特にウイルス排出量
が⾼くなると考えられている。 

新型コロナウイルス感染症と診断された⼈のうち、他の⼈に感染さ
せているのは２割以下で、多くの⼈は他の⼈に感染させていないと考
えられている。 

・ 新型コロナウイルス感染症は、主に⾶沫感染や接触感染によって感
染し、①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの
⼈が密集している）、③密接場⾯（互いに⼿を伸ばしたら⼿が届く距離
での会話や発声が⾏われる）という３つの条件（以下「三つの密」と
いう。）の環境で感染リスクが⾼まる。このほか、飲酒を伴う懇親会等、
⼤⼈数や⻑時間に及ぶ飲⾷、マスクなしでの会話、狭い空間での共同
⽣活、居場所の切り替わりといった場⾯でも感染が起きやすく、注意
が必要である。 

・ 新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には、ＰＣＲ検査、
抗原定量検査、抗原定性検査等がある。新たな検査⼿法の開発により、
検査の種類や症状に応じて、⿐咽頭ぬぐい液だけでなく、唾液や⿐腔
ぬぐい液を使うことも可能になっている。なお、抗体検査は、過去に
新型コロナウイルス感染症にかかったことがあるかを調べるもので
あるため、検査を受ける時点で感染しているかを調べる⽬的に使うこ
とはできない。 

・ 新型コロナウイルス感染症の治療は、軽症の場合は経過観察のみで
⾃然に軽快することが多く、必要な場合に解熱薬などの対症療法を⾏
う。呼吸不全を伴う場合には、酸素投与やステロイド薬（炎症を抑え
る薬）・抗ウイルス薬の投与を⾏い、改善しない場合には⼈⼯呼吸器や
体外式膜型⼈⼯肺（Extracorporeal membrane oxygenation：ＥＣＭ
Ｏ）等による集中治療を⾏うことがある。 
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・  ⼀般的にウイルスは増殖・流⾏を繰り返す中で少しずつ変異していくもの
であり、新型コロナウイルスも約 2 週間で⼀か所程度の速度でその塩基が変
異していると考えられている。現在、新たな変異株が世界各地で確認されてお
り、こうした新たな変異株に対して警戒を強めていく必要がある。国⽴感染症
研究所では、こうした変異をリスク分析し、その評価に応じて、変異株を懸念
される変異株（Variant of Concern：ＶＯＣ）と注⽬すべき変異株（Variant of 
Interest：ＶＯＩ）に分類している。国⽴感染症研究所によると、懸念される
変異株は、B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）、B.1.351 系統の変異株（ベー
タ株）、P.1 系統の変異株（ガンマ株）、B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）が
ある。これらの変異株については、従来株よりも感染しやすい可能性がある
（B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）は、実効再⽣産数の期待値が従来株の
1.32 倍と推定、診断時に肺炎以上の症状を有しているリスクが従来株の1.4 倍
（40-64 歳では1.66 倍）と推定）。また、B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）
やB.1.351 系統の変異株（ベータ株）、B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）に
ついては、重症化しやすい可能性も指摘されている。B.1.617.2 系統の変異株
（デルタ株）については、B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）よりも感染し
やすい可能性も⽰唆されている。また、B.1.351 系統の変異株（ベータ株）、P.1
系統の変異株（ガンマ株）、B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）は、従来株よ
り、免疫やワクチンの効果を低下させる可能性が指摘されている。我が国では、
B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）からB.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）
に、全国的にほぼ置き換わったと考えられる。また、注⽬すべき変異株は、
B.1.617.1 系統の変異株（カッパ株）がある。これら注⽬すべき変異株に対し
ては、その疫学的特性を分析し、引き続き、ゲノムサーベイランスを通じて実
態を把握する必要があるとされている。 

  国⽴感染症研究所によると、変異株であっても、個⼈の基本的な感染予防策
としては、従来と同様に、特に「感染リスクが⾼まる「５つの場⾯」」など「三
つの密」の回避、マスクの着⽤、⼿洗い等が有効であり、推奨されている。 

・ ⽇本国内におけるウイルスの遺伝⼦的な特徴を調べた研究によると、令和２
年１⽉から２⽉にかけて、中国武漢から⽇本国内に侵⼊した新型コロナウイ
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ルスは３⽉末から４⽉中旬に封じ込められた⼀⽅で、その後、欧⽶経由で侵⼊
した新型コロナウイルスが⽇本国内に拡散したものと考えられている。同年7
⽉、8 ⽉の感染拡⼤は、検体全てが欧州系統から派⽣した２系統に集約された
ものと考えられる。現時点では、国内感染は国内で広がったものが主流と考え
られる 。 

・ また、ワクチンについては、これまでモデルナ社、アストラゼネカ社、
ファイザー社及び武⽥薬品⼯業株式会社（ノババックス社から技術移管
を受けて武⽥薬品が国内で⽣産及び流通を実施）からの供給を受けるこ
とについて契約締結に⾄っている。ワクチンの接種を円滑に実施するた
め、予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）の改正を⾏うとともに、分科
会での議論経過等を踏まえ、内閣官房及び厚⽣労働省において令和３年
２⽉９⽇に「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について」
（以下「ワクチン接種について」という。）をとりまとめた。その後、2
⽉ 14 ⽇にはファイザー社のワクチンが薬事承認され、厚⽣科学審議会
等を経て、２⽉ 17 ⽇に医療従事者向けの先⾏接種を開始し、４⽉ 12 ⽇
より⾼齢者への接種を開始した。また、5 ⽉ 21 ⽇にはアストラゼネカ
社及びモデルナ社のワクチンが薬事承認された。その後、厚⽣科学審議
会において議論を⾏い、モデルナ社のワクチンについて、予防接種で使
⽤するワクチンに追加することとなり、5 ⽉ 24 ⽇開設の⾃衛隊⼤規模
接種センター等での接種を開始するとともに、６⽉ 21 ⽇より職域接種
が本格的に開始された。アストラゼネカ社のワクチンについては、厚⽣
科学審議会を経て、８⽉３⽇より予防接種法上の接種に位置付け、原則
として 40 歳以上を対象として接種を⾏えるようになった。 

・ さらに、ワクチンについては、発症予防、重症化予防とともに、感染
予防効果を⽰唆する報告もある。また、国内でワクチンの接種が進む中、
新規感染者数に占める⾼齢者の割合が低い⽔準となるなど、ワクチンの
効果が⽰唆されている。 

・ 新型コロナウイルス感染症による⽇本での経済的な影響を調べた研究
では、クレジットカードの⽀出額によれば、⼈との接触が多い業態や在
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宅勤務（テレワーク）の実施が困難な業態は、令和２年３⽉以降、売り
上げがより⼤きく減少しており、影響を受けやすい業態であったことが
⽰されている。また、同年４〜６⽉期の国内総⽣産（ＧＤＰ）は実質で
前期⽐ 7.9％減、年率換算で 28.1 ％減を記録した。 

 
⼆ 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な⽅針 
 ① これまでの感染拡⼤期の経験や国内外の様々な研究等の知⾒を踏ま

え、より効果的な感染防⽌策等を講じていく。また、都道府県は、
B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）に、全国的にほぼ置き換わったと
考えられること等を踏まえ、地域の感染状況等に応じて、機動的に対
策の強化を図るものとする。 

② 緊急事態措置区域においては、感染拡⼤の主な起点となっている飲
⾷の場⾯に対する対策の強化を図るとともに、B.1.617.2 系統の変異株
（デルタ株）に、全国的にほぼ置き換わったと考えられること等を踏
まえ、⼈と⼈との接触機会を減らすために、⼈の流れを抑制するため
の取組を⾏う、積極的な検査戦略を実施するなど、徹底した感染防⽌
策に取り組む。 

③ 「令和３年６⽉ 21 ⽇以降の取組」を踏まえ、社会経済活動を継続し
つつ、再度の感染拡⼤を防⽌し、重症者・死亡者の発⽣を可能な限り
抑制するため、ワクチン接種の円滑化・加速化をはじめ、飲⾷対策の
徹底・⼈流の抑制、検査・サーベイランスの強化、⽔際対策を含む変
異株対策、医療提供体制等の⼀層の確保等の取組を総合的に進めてい
く。 

④ 緊急事態措置区域から除外された地域（重点措置区域及び重点措置
区域以外の地域の双⽅を含む。）においては、感染の早期の再拡⼤を防
⽌する観点から、対策の緩和については段階的に⾏い、必要な対策は
ステージⅡ相当以下に下がるまで継続する。感染の再拡⼤が⾒られる
場合には、速やかに効果的で強い感染対策等を講じる。 

⑤ 重点措置区域においては、都道府県が定める期間、区域等において、
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飲⾷を伴うものなど感染リスクが⾼く感染拡⼤の主な起点となってい
る場⾯等に効果的な対策を徹底する。特に、B.1.617.2 系統の変異株（デ
ルタ株）に、全国的にほぼ置き換わったと考えられること等を踏まえ、
本対処⽅針に定められた徹底した感染防⽌策に取り組む。 

⑥ その他の感染の再拡⼤が認められる地域では、政府と都道府県が密接
に連携しながら、重点的・集中的なＰＣＲ検査や営業時間短縮要請等を
実施するとともに、まん延防⽌等重点措置を機動的に活⽤するなど、速
やかに効果的で強い感染対策等を講じる。 

⑦ 感染拡⼤を予防する「新しい⽣活様式」の定着や「感染リスクが⾼ま
る「５つの場⾯」」を回避すること等を促すとともに、事業者及び関係
団体に対して、業種別ガイドライン等の実践と科学的知⾒等に基づく
進化を促していく。特に、B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）により、
依然として多くの感染が発⽣していること等を踏まえ、業種別ガイド
ラインの改訂を⾏うことを促す。 

⑧ 的確な感染防⽌策及び経済・雇⽤対策により、感染拡⼤の防⽌と社会
経済活動の維持との両⽴を持続的に可能としていく。 

⑨ 新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発⽣を
できる限り減らすため、迅速なワクチンの接種を進める。 

⑩ 緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、医療のひっ迫する状
況を回避できるよう、臨時の医療施設等の活⽤も含め医療提供体制等の
確保に全⼒をあげて取り組む。その他の地域も併せ、「相談・受診・検査」
〜「療養先調整・移送」〜「転退院・解除」まで、⼀連の患者対応が⽬
詰まりなく⾏われ、病床・宿泊療養施設が最⼤限活⽤されるよう留意し
つつ、感染拡⼤時に確実に機能する医療提供体制を整備する。また、積
極的な検査戦略を実施する。 

⑪ 令和３年９⽉３⽇にとりまとめられた分科会の考え⽅及び令和３年
９⽉９⽇に政府対策本部においてとりまとめられた「ワクチン接種が進
む中における⽇常⽣活回復に向けた考え⽅」を受け、ワクチン接種の進
捗状況を踏まえ、緊急事態措置区域等における⾏動制限の縮⼩・⾒直し
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等について、「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証や地⽅公共団体や
事業者等との議論を含め国⺠的議論を進め、具体化を進める。技術実証
に際しては、⾏動制限の緩和については特例的に取り扱う。 

 
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 
（１）情報提供・共有 

① 政府は、地⽅公共団体と連携しつつ、以下の点について、国⺠の共感
が得られるようなメッセージを発出するとともに、状況の変化に即応
した情報提供や呼びかけを⾏い、⾏動変容に資する啓発を進めるととも
に、冷静な対応をお願いする。 
・ 発⽣状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供。 
・ 国⺠に分かりやすい疫学解析情報の提供。 
・ 医療提供体制及び検査体制に関する分かりやすい形での情報の

提供。特に、感染状況が悪化し、医療提供体制がひっ迫した場合に
は、その影響を具体的に分かりやすい形で⽰すこと。 

・ 変異株についての正確で分かりやすい情報の提供。 
・ 「三つの密」の回避や、「⼈と⼈との距離の確保」、「マスクの着⽤」、

「⼿洗いなどの⼿指衛⽣」をはじめとした基本的な感染対策の徹底
等、感染拡⼤を予防する「新しい⽣活様式」の定着に向けた周知。 

・ 室内で「三つの密」を避けること。特に、⽇常⽣活及び職場において、⼈
混みや近距離での会話、多数の者が集まり室内において⼤きな声を出すこと
や歌うこと、呼気が激しくなるような運動を⾏うことを避けるように強く促
すこと。 

・ 令和２年10 ⽉23 ⽇の分科会で⽰された、「感染リスクが⾼まる「５つの
場⾯」」（飲酒を伴う懇親会やマスクなしでの会話など）や、「感染リスクを
下げながら会⾷を楽しむ⼯夫」（なるべく普段⼀緒にいる⼈と少⼈数、席の
配置は斜め向かい、会話の時はマスク着⽤等）の周知。 

・ マスクに係る⽇本産業規格（ＪＩＳ）の制定も踏まえつつ、ウイルス捕集
効率や着⽤場⾯等に応じた不織布マスク等の感染予防策の効果や隙間が出
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来ないような着⽤⽅法の周知。 
・ ⼤型連休、お盆、⻑期休暇等、⼈の移動が活発化する時期に際して、感染

が拡⼤している地域との往来に関する⾃粛の要請を含め、感染状況に応じて、
必要な注意喚起や呼びかけを⾏うこと。 

・ 業種別ガイドライン等の実践。特に、飲⾷店等について、業種別ガイドラ
インを遵守している飲⾷店等を利⽤するよう、促すこと。 

・ ⾵邪症状等体調不良が⾒られる場合の休暇取得、学校の⽋席、外
出⾃粛等の呼びかけ。 

・ 感染リスクを下げるため、医療機関を受診する時は、あらかじめ
厚⽣労働省が定める⽅法による必要があることの周知。 

・ 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の考え⽅を分かり
やすく周知すること。 

・ 感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対
策に携わった⽅々に対する誤解や偏⾒に基づく差別を⾏わないことの呼び
かけ。 

・ 従業員及び学⽣の健康管理や感染対策の徹底についての周知。 
・ 国⺠の落ち着いた対応（不要不急の帰省や旅⾏など都道府県をまたいだ移

動の⾃粛等や商店への殺到の回避及び買い占めの防⽌）の呼びかけ。   
・ 接触確認アプリ（COVID-19 Contact-Confirming Application：ＣＯＣＯ

Ａ）のインストールを呼びかけるとともに、陽性者との接触があった旨の通
知があった場合における適切な機関への受診の相談や陽性者と診断された
場合における登録の必要性についての周知。併せて、地域独⾃の⼆次元バー
コード（以下「ＱＲコード」という。）等による追跡システムの利⽤の呼びか
け。 

② 政府は、広報担当官を中⼼に、官邸のウェブサイトにおいて厚⽣労働省
等関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的に連携
させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）等の媒体も
積極的に活⽤することで、迅速かつ積極的に国⺠等への情報発信を⾏う。 

③ 政府は、⺠間企業等とも協⼒して、情報が必ずしも届いていない層に⼗
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分な情報が⾏き届くよう、丁寧な情報発信を⾏う。 
④ 厚⽣労働省は、感染症やクラスターの発⽣状況について迅速に情報を公

開する。 
⑤ 外務省は、全世界で感染が拡⼤していることを踏まえ、各国に滞在す

る邦⼈等への適切な情報提供、⽀援を⾏う。 
⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張⼜は⻑期の

海外滞在のある事業所、留学や旅⾏機会の多い⼤学等においても、帰国
者への適切な情報提供を⾏い、渡航の是⾮の判断・確認や、帰国者に対
する 14 ⽇間の外出⾃粛の要請等の必要な対策を講じるよう周知を図る。 

⑦ 政府は、国⺠、在留外国⼈、外国⼈旅⾏者及び外国政府に対し、帰国
時・⼊国時の⼿続や⽬的地までの交通⼿段の確保等について適切か
つ迅速な情報提供を⾏い、国内でのまん延防⽌と⾵評対策につなげる。
また、政府は、⽇本の感染対策や感染状況の⼗分な理解を醸成するよう、
諸外国に対して情報発信に努める。 

⑧ 地⽅公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な⼿段により住
⺠に対して地域の感染状況に応じたメッセージや注意喚起を⾏う。 

⑨ 都道府県等は、厚⽣労働省や専⾨家と連携しつつ、積極的疫学調査によ
り得られた情報を分析し、今後の対策に資する知⾒をまとめて、国⺠に還
元するよう努める。 

⑩ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が⾏政⽂書の管理
に関するガイドライン（平成 23 年４⽉１⽇内閣総理⼤⾂決定）に基づく
「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を⾏う。地⽅公共団
体も、これに準じた対応に努める。 

 
（２）サーベイランス・情報収集 

① 感染の広がりを把握するために必要な検査を実施し、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。
以下「感染症法」という。）第 12 条に基づく医師の届出等によりその実
態を把握する。 

② 厚⽣労働省及び都道府県等は、感染が拡⼤する傾向が⾒られる場合は

517



33 

それを迅速に察知して的確に対応できるよう、戦略的サーベイランス体
制を整えておく必要がある。また、感染拡⼤の防⽌と社会経済活動の維
持との両⽴を進めるためにも感染状況を的確に把握できる体制をもつこ
とが重要であるとの認識の下、地⽅衛⽣研究所や⺠間の検査機関等の関係
機関における検査体制の⼀層の強化、地域の関係団体と連携した地域外
来・検査センターの設置等を迅速に進めるとともに、新しい検査技術につい
ても医療現場に迅速に導⼊する。都道府県は、医療機関等の関係機関によ
り構成される会議体を設けること等により、⺠間の検査機関等の活⽤促進
を含め、ＰＣＲ検査等の実施体制の把握・調整等を図る。さらに、過去最⼤
規模を上回る新規感染者数が⽣じた場合にも⼗分に検査ができるよう、厚⽣
労働省及び都道府県等は連携して検査体制整備計画を⾒直し、通常最⼤時約
29 万件/⽇、緊急最⼤時約44 万件/⽇の検査需要を⾒込んでいるところであ
り、これらの検査需要に⼗分対応できるだけの検体採取及び検査分析能⼒の
確保を速やかに進める。特にＰＣＲ検査能⼒については、政府による財政的
な⽀援などのもと、⺠間検査機関等を最⼤限活⽤しつつ、最⼤時約36 万件/
⽇の検査能⼒を速やかに確保する。さらに、厚⽣労働省は、ＰＣＲ検査及び
抗原検査の役割分担について検討・評価を⾏う。 

また、これらを踏まえ、検査が必要な者に、より迅速・円滑に検査を⾏  
い、感染が拡⼤している地域においては、医療・介護従事者、⼊院・⼊所者
等関係者に対し、ＰＣＲ検査等による幅広い検査の実施に向けて取組を進め
るとともに、院内・施設内感染対策の強化を図る。感染拡⼤地域においては、
保健所の判断を待たずに、医師による陽性者の同居家族などへの検査を促進
する。 

また、軽度であっても症状が現れた場合に、早期に陽性者を発⾒すること
によって感染拡⼤を防⽌する観点から、政府は、早期の受診と診療・検査医
療機関での抗原簡易キット等を活⽤した迅速な検査を促す。さらに政府は、
同様の観点から、医療機関や⾼齢者施設、保育所等において従事者等に毎⽇
の健康状態を把握するための健康観察アプリも活⽤しつつ、迅速に検査を実
施できるよう、都道府県と連携しつつ抗原簡易キット最⼤約 800 万回程度
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分を確保、配布しており、その適切な活⽤を図る。さらに、政府は、クラス
ターの⼤規模化及び医療のひっ迫を防ぐ観点から、健康観察アプリも活⽤し、
医療機関との連携体制の確⽴を図りつつ、⼤学、専⾨学校、⾼校、特別⽀援
学校等に対して、最⼤約80 万回程度分の抗原簡易キットの配布を７⽉末に
開始するとともに、中学校、⼩学校、幼稚園等に対しても、最⼤約80 万回
程度分の抗原簡易キットの配布を９⽉上旬に開始し、発熱等の症状がある場
合には、⾃宅で休養することや、医療機関の受診を原則とした上で、直ちに
は医療機関を受診できない場合等において、教職員や速やかな帰宅が困難で
ある等の事情のある児童⽣徒（⼩学校４年⽣以上）を対象として抗原簡易キ
ットを活⽤した軽症状者（発熱、せき、のどの痛み等軽い症状を有する者を
いう。以下同じ。）に対する迅速な検査を実施し、陽性者発⾒時には、幅広
い接触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的に
ＰＣＲ検査等を⾏政検査として実施する。また、職場においても、健康観察
アプリも活⽤しつつ、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活⽤した検査を
実施するよう促すとともに、クラスターの発⽣が懸念される職場に関する重
点的な取組を働きかけ、陽性者発⾒時には、幅広い接触者に対して、保健所
の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にＰＣＲ検査等を⾏政検査と
して実施する。これらの検査に⽤いる抗原簡易キットについては、迅速かつ
適切に検査が実施されるよう、検体採取に関する注意点等を理解した職員等
の管理下で検査を実施させる。さらに、政府は、抗原簡易キットを薬局で⼊
⼿できるようにしたところであり、家庭で体調不良を感じる者等が医療機関
への受診を迷う場合などに⾃ら検査を⾏えるようにする。 

また、政府は、緊急事態措置区域であった都道府県等と連携しつつ、再度
の感染拡⼤の予兆や感染源を早期に探知するため、幅広いＰＣＲ検査等
（モニタリング検査）やデータ分析を実施する。政府と都道府県等で協
働して今後の感染拡⼤局⾯も⾒据えた準備を進めるため、厚⽣労働省は、財
政的な⽀援をはじめ必要な⽀援を⾏い、都道府県等は、相談・検体採取・検
査の⼀連のプロセスを通じた対策を実施する。また、社会経済活動の中で希
望により受ける⺠間検査については、感染症法第16 条の２に基づき、⺠間
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検査機関に精度管理や提携医療機関の決定等の協⼒を求めることなどによ
り環境整備を進めていく。 

③ 厚⽣労働省は、感染症法第 12 条に基づく医師の届出とは別に、市中での
感染状況を含め国内の流⾏状況等を把握するため、抗体保有状況に関する調
査など有効なサーベイランスを実施する。また、いわゆる超過死亡について
は、新型コロナウイルス感染症における超過死亡を推計し、適切に把握する。
国⽴感染症研究所における新型コロナウイルス検出⽅法等の検討や下⽔サ
ーベイランスを活⽤した新型コロナ調査研究を⽀援するなど、引き続き、下
⽔サーベイランス活⽤について検証を加速する。 

④ 厚⽣労働省は、医療機関や保健所の事務負担の軽減を図りつつ、患者等
に関する情報を関係者で迅速に共有するための情報把握・管理⽀援シス
テム（Health Center Real-time Information-sharing System on COVID-
19：ＨＥＲ−ＳＹＳ）を活⽤し、都道府県別の陽性者数等の統計データ
の収集・分析を⾏うとともに、その結果を適宜公表し、より効果的・効
率的な対策に活⽤していく。 

⑤ 政府は、医療機関の空床状況や⼈⼯呼吸器・ＥＣＭＯの保有・稼働状況等
を迅速に把握する医療機関等情報⽀援システム（Gathering Medical 
Information System：Ｇ−ＭＩＳ）を構築・運営し、医療提供状況やＰＣＲ
検査等の実施状況等を⼀元的かつ即座に把握するとともに、都道府県等にも
提供し、迅速な患者の受⼊調整等にも活⽤する。 

⑥ ⽂部科学省及び厚⽣労働省は、学校等での集団発⽣の把握の強化を図る。 
⑦ 厚⽣労働省は、新型コロナウイルス感染症に関するいわゆる後遺症につい

て、諸外国で報告もあることも踏まえ、調査・研究を進める。 
⑧ 厚⽣労働省及び⽂部科学省は、国⽴感染症研究所・都道府県等・⺠間検査機

関や⼤学等間の連携を⼀層促進し、B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）など
変異株の動向を監視するためゲノム解析を継続する。都道府県等は、新たな懸
念される変異株（Variant of Concern：ＶＯＣ）事例が発⽣した場合には、積
極的疫学調査の強化や幅広い関係者への検査を徹底する。これらの取組によ
り、クラスターの迅速な封じ込めを図るとともに、社会全体での変異株の感染
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拡⼤の防⽌を図る。厚⽣労働省は、国⽴感染症研究所と連携して、新たな変異
株に対して、引き続き、その疫学的特性を分析し、ゲノムサーベイランスを通
じて実態を把握する。 

⑨ 都道府県等は、感染症法第 12 条及び第 15 条に基づき、地⽅公共団体間で
の迅速な情報共有を⾏うとともに、都道府県は、分科会提⾔で⽰された「早
期探知のための指標」等も参考に、県下の感染状況について、リスク評価
を⾏う。 

⑩ 遺伝⼦配列を分析するに当たり、公衆衛⽣対策を進めていく上で必要な情
報を、国⽴感染症研究所において収集を⾏う。 

 
（３）まん延防⽌ 

１）外出の⾃粛（後述する「４）職場への出勤等」を除く） 
特定都道府県は、法第 45 条第 1 項に基づき、⽇中も含めた不要不急

の外出・移動の⾃粛について協⼒の要請を⾏うものとする。特に、
B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）により、依然として多くの感染が
発⽣していること等を踏まえ、混雑した場所等への外出の半減を住⺠
に強⼒に呼びかける。また、20 時以降の不要不急の外出⾃粛、外出す
る必要がある場合にも、極⼒家族や普段⾏動をともにしている仲間と少
⼈数で、混雑している場所や時間を避けて⾏動すること、及び感染対策
が徹底されていない飲⾷店等や休業要請⼜は営業時間短縮の要請に応
じていない飲⾷店等の利⽤を厳に控えることについて、住⺠に徹底する。
また、他の地域への感染拡⼤を防⽌する観点から、不要不急の帰省や旅
⾏など都道府県間の移動は、極⼒控えるように促すとともに、どうして
も避けられない場合は感染防⽌策の徹底とともに、出発前⼜は到着地で
の検査の勧奨等を進める。 

医療機関への通院、⾷料・医薬品・⽣活必需品の買い出し、必要な職場
への出勤、屋外での運動や散歩など、⽣活や健康の維持のために必要なも
のについては外出の⾃粛要請の対象外とする。 

また、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「⼈と⼈との距離の確保」
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「マスクの着⽤」「⼿洗いなどの⼿指衛⽣」等の基本的な感染対策を徹底す
るとともに、あらゆる機会を捉えて、令和２年４⽉22 ⽇の専⾨家会議で⽰
された「10 のポイント」、５⽉４⽇の専⾨家会議で⽰された「新しい⽣活
様式の実践例」、10 ⽉ 23 ⽇の分科会で⽰された、「感染リスクが⾼まる「５
つの場⾯」」等を活⽤して住⺠に周知を⾏うものとする。 

また、特定都道府県は、⼈の流れの抑制につなげる観点から、地下鉄、
バス等の交通事業者に対して、終電の繰上げや主要ターミナルにおける検
温の実施等、必要な協⼒の依頼等を⾏うものとする。また、事業者に対し
て、屋外照明（防犯対策上、必要なもの等を除く）の夜間消灯等、必要な
協⼒の依頼等を⾏うものとする。 

２）催物（イベント等）の開催制限 
特定都道府県は、当該地域で開催される催物（イベント等）について、

観客の広域的な移動や催物前後の活動などで⽣じる、催物に係る感染拡
⼤リスクを抑制し、また、催物における感染防⽌対策等を徹底する観点
などから、主催者等に対して、法第 24 条第９項に基づき、別途通知す
る⽬安を踏まえた規模要件等（⼈数上限 5,000 ⼈かつ収容率 50%等）を
設定し、その要件に沿った開催の要請を⾏うとともに、開催を 21 時ま
でとするよう要請を⾏うものとする。併せて、開催に当たっては、業種
別ガイドラインの遵守の徹底や催物前後の「三つの密」及び飲⾷を回避
するための⽅策を徹底するよう、主催者等に求めるものとする。 

また、スマートフォンを活⽤した接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）につ
いて、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバ
シーに最⼤限配慮した仕組みであることを周知し、⺠間企業・団体等の
幅広い協⼒を得て引き続き普及を促進する。 

３）施設の使⽤制限等（前述の「２）催物（イベント等）の開催制限」、後
述する「７）学校等の取扱い」を除く） 
① 特定都道府県は、法第 45 条第２項等に基づき、感染リスクが⾼い

と指摘されている飲⾷の場を避ける観点から、酒類⼜はカラオケ設備
を提供する飲⾷店等（飲⾷業の許可を受けていないカラオケ店及び利
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⽤者による酒類の店内持込みを認めている飲⾷店を含む。酒類及びカ
ラオケ設備の提供（利⽤者による酒類の店内持込みを含む。）を取り⽌
める場合を除く。）に対して休業要請を⾏うとともに、上記以外の飲⾷
店（宅配・テイクアウトを除く。）に対して、営業時間の短縮（20 時
までとする。）の要請を⾏うものとする。その際、改正法の施⾏により、
命令、過料の規定が設けられたことを踏まえ、その⼿続に関しては、
別途通知する⼿続に沿って⾏うことに留意しつつ、要請に応じている
店舗との公平性を保つことができるよう、命令等の適切な運⽤を図る
ものとする。 

  特定都道府県は、⼈の流れを抑制する観点から、法第 24 条第９項
に基づき、別途通知するところにより、飲⾷店以外の新型インフルエ
ンザ等対策特別措置法施⾏令（平成 25 年政令第 122 号。以下「令」
という。）第 11 条第１項各号に規定する施設のうち、多数の者が利⽤
する施設で、建築物の床⾯積の合計が千平⽅メートルを超える施設に
対して、営業時間の短縮（20 時までとする。）を要請するものとする。 

また、特定都道府県は、前述「２）催物（イベント等）の開催制限」
の取扱いを踏まえ、法第 24 条第９項に基づき、別途通知する施設の
管理者に対して、別途通知する⽬安を踏まえた規模要件等（⼈数上限
5,000 ⼈かつ収容率 50%等）を設定し、その要件に沿った施設の使⽤
及び 21 時までの開催を要請するものとする。 

  以上のほか、特定都道府県は、地域の感染状況等を踏まえ、都道府
県知事の判断により、令第 11 条第１項各号に規定する施設のうち、
多数の者が利⽤する施設に対する使⽤制限等を含めて、施設管理者等
に対して必要な協⼒を要請できるものとする。 

その際、地域の感染状況等に応じて、新規陽性者数が増加⼜は⾼⽌
まりしている場合には、都道府県が独⾃に⾏う協⼒要請の徹底等を⾏
う⼀⽅、感染状況の改善が⾒られる場合には、都道府県が独⾃に⾏う
協⼒要請を段階的に緩和し、効果的な取組を講じていくものとする。
また、施設の使⽤制限の要請等を検討するに当たっては、地域の感染
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状況等に応じて、各都道府県知事が適切に判断するものとし、要請を
⾏う判断の考え⽅、必要性等について、対象となる事業者等への丁寧
な説明に努めるものとする（前述「２）催物（イベント等）の開催制
限」についても同じ。）。要請を⾏う場合は、あらかじめ政府と迅速に
情報共有を⾏う。 

  特定都道府県は、法第 24 条第９項に基づき、事業者に対して、業
種別ガイドラインを遵守するよう要請を⾏うものとする。 

また、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法
第 45 条第２項等に基づき、⼈数管理、⼈数制限、誘導等の「⼊場者
の整理等」「⼊場者に対するマスクの着⽤の周知」「感染防⽌措置を実
施しない者の⼊場の禁⽌」「会話等の⾶沫による感染の防⽌に効果の
ある措置（⾶沫を遮ることができる板等の設置⼜は利⽤者の適切な距
離の確保等）」等、令第 12 条に規定される各措置について事業者に対
して要請を⾏うものとする。 

特定都道府県は、B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）により、依
然として多くの感染が発⽣している中、法第 45 条第 2 項に基づき、
⼤規模商業施設の管理者等に対し、「⼊場者の整理等」の要請を⾏う
ものとする。また、感染リスクが⾼い場⾯とされた（令和３年８⽉ 12
⽇分科会）百貨店の地下の⾷品売り場等について、法第 24 条第 9 項
に基づき、施設管理者等に対し、「⼊場者の整理等」の要請を⾏うも
のとする。 

なお、⼈が密集すること等を防ぐため、「⼊場者の整理等」を⾏う
場合は、別途通知する取扱いを踏まえ、事業者に要請を⾏うとともに、
事業者に対して、⼊場整理等の実施状況をホームページ等を通じて広
く周知するよう働きかけるものとする。 

以上の要請に当たっては、関係機関とも連携し、休業要請及び営業
時間の短縮等を徹底するための対策・体制の更なる強化を⾏い、原則
として全ての施設に対して実地に働きかけを⾏うとともに、当該取組
について適切に情報発信を⾏う。その際、併せて、事業者に対して、
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業種別ガイドラインの遵守を働きかける。 
特定都道府県は、法第 45 条第 1 項に基づき、路上・公園等におけ

る集団での飲酒など、感染リスクが⾼い⾏動に対して必要な注意喚起
や⾃粛の要請等を⾏うとともに、実地の呼びかけ等を強化するものと
する。 

特定都道府県は、公⽴の施設等について、地域の感染状況等に応じ
て、措置期間における閉館や閉園等を検討するものとする。 

② 政府は、地⽅創⽣臨時交付⾦に設けた「協⼒要請推進枠」により、
営業時間短縮要請等と協⼒⾦の⽀払いを⾏う都道府県を⽀援する。
都道府県は、協⼒⾦⽀給に係る体制の強化等を図り、⽀給の迅速化に
努めるとともに、政府は、早期給付の仕組みの積極的な活⽤を促す等、
⽀給の迅速化に向けて必要な環境整備を図るものとする。 

③ 事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を⾒据え、業種別ガイ
ドライン等を実践するなど、⾃主的な感染防⽌のための取組を進め
る。その際、政府は、専⾨家の知⾒を踏まえ、関係団体等に必要な情
報提供や助⾔等を⾏う。 

４）職場への出勤等 
 ① 政府及び特定都道府県は、事業者に対して、以下の取組を⾏うよう

働きかけを⾏うものとする。 
・ 職場への出勤について、⼈の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テ

レワーク）の活⽤や休暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を
⽬指すこと。 

・ 20 時以降の不要不急の外出⾃粛を徹底することを踏まえ、事業
の継続に必要な場合を除き、20 時以降の勤務を抑制すること。 

・ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、⾃転⾞通勤等の⼈との接触を
低減する取組を強⼒に推進すること。 

・ 職場においては、感染防⽌のための取組（⼿洗いや⼿指消毒、咳エ
チケット、職員同⼠の距離確保、事業場の換気励⾏、複数⼈が触る
箇所の消毒、発熱等の症状が⾒られる従業員の出勤⾃粛、軽症状者
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に対する抗原簡易キット等を活⽤した検査、出張による従業員の移
動を減らすためのテレビ会議の活⽤、昼休みの時差取得、社員寮等
の集団⽣活の場での対策等）や、「三つの密」及び「感染リスクが⾼
まる「５つの場⾯」」等を避ける⾏動を徹底するよう、実践例も活⽤し
ながら促すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、更
⾐室、喫煙室等）に注意するよう周知すること。 

・ 感染防⽌策の徹底のため、⼆酸化炭素濃度測定器等の設置を⽀援
するとともに、ビル管理者等に対して、換気の状況を⼆酸化炭素濃
度測定器により確認する場合の留意点等を周知すること。 

・ さらに、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践する
よう働きかけること。 

・ ⾼齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊
娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、
本⼈の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための
就業上の配慮を⾏うこと。 

・ 別添に例⽰する国⺠⽣活・国⺠経済の安定確保に不可⽋な業務を⾏
う事業者及びこれらの業務を⽀援する事業者においては、「三つの密」
を避けるために必要な対策を含め、⼗分な感染防⽌策を講じつつ、事
業の特性を踏まえ、業務を継続すること。 

② 政府及び地⽅公共団体は、在宅勤務（テレワーク）、ローテーション勤
務、時差出勤、⾃転⾞通勤等、⼈との接触を低減する取組を⾃ら進める
とともに、事業者に対して必要な⽀援等を⾏う。 

③ 政府は、上記①に⽰された感染防⽌のための取組等を働きかけるため、
特に留意すべき事項を提⽰し、事業場への訪問など事業者と接する機会
等をとらえ、事業者⾃らが当該事項の遵守状況を確認するよう促す。ま
た、遵守している事業者に、対策実施を宣⾔させるなど、感染防⽌のた
めの取組が勧奨されるよう促す。さらに、経済団体に対し、在宅勤務（テ
レワーク）の活⽤等による出勤者数の７割削減の実施状況を各事業者が
⾃ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請するとともに、公表され
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た情報の幅広い周知について、関連する事業者と連携して取り組む。 
 ５）⾼齢者施設等従業者の検査等 

特定都道府県等は、感染多数地域の⾼齢者施設等の従業者等に対する検
査の頻回実施や、⾯会に関する感染防⽌策の徹底（オンライン⾯会の活⽤
等）、⾼齢者施設等や医療機関で感染が発⽣した場合における保健所による
感染管理体制の評価や⽀援チームの派遣、検査の実施等による感染制御・
業務継続⽀援の徹底を⾏うとともに、政府が⾏う、現役世代の感染拡⼤が
懸念される場所、リスクのある現場等に対するモニタリング検査拡充への
積極的な協⼒や、区域内の歓楽街等で陽性者が出た場合の重点的検査の実
施を⾏うものとする。 

 ６）緊急事態宣⾔下における医療提供体制の確保等 
① 特定都道府県等は、政府による医療⼈材の応援派遣の⽀援の要請や、

感染急拡⼤時の時限的緊急避難としての不急の⼀般医療の制限も含め、
新型コロナウイルス感染症対応に必要な病床・宿泊療養施設を速やかに
確保するものとする。また、健康観察業務の業務委託等により、宿泊療
養者・⾃宅療養者に対する健康管理体制を確保するものとする。さらに、
⼊院・⼊所等の調整が円滑に⾏われるよう、地域の実情を踏まえ、適切
な運⽤を⾏う。 

② 政府は、感染拡⼤が顕著な都道府県において、当該地域では対応困
難な深刻な看護師不⾜が⽣じた場合、当該都道府県の要請を踏まえ、
緊急的な看護師派遣に取り組むものとする。 

③ 政府及び特定都道府県は、地域の資源を最⼤限活⽤して、診療所の
役割強化（感染症対応能⼒の向上、⾃宅療養者・宿泊療養者への健康
管理・医療的対応の拡⼤）を進めるとともに、現下の状況は災害医療
的な対応が求められるとの認識の下、公的病院等でのコロナ対応の⼀
層の取組、都道府県域を超えた重症患者の広域移送など、都道府県の
病床・⼈材の確保に対する政府の⽀援を更に強化する。 

７）学校等の取扱い 
 ① ⽂部科学省は、学校設置者及び⼤学等に対して⼀律に臨時休業を求
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めるのではなく、地域の感染状況に応じた感染防⽌策の徹底を要請す
る。幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校等については、⼦供の健やか
な学びの保障や⼼⾝への影響の観点から、「学校における新型コロナ
ウイルス感染症に関する衛⽣管理マニュアル」等を踏まえた対応を要
請する。また、⼤学等については、感染防⽌と⾯接授業・遠隔授業の
効果的実施等による学修機会の確保の両⽴に向けて適切に対応する
ことを要請する（緊急事態措置区域においては、⼤学等の感染対策の
徹底とともに、遠隔授業もより⼀層活⽤した学修者本位の授業の効果
的な実施による学⽣等の学修機会の確保を図る）。部活動、課外活動、
学⽣寮における感染防⽌策、懇親会や飲み会などについては、学⽣等
への注意喚起の徹底（緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、
部活動や課外活動における感染リスクの⾼い活動の制限⼜は⾃粛）を
要請する。特に、発熱等の症状がある学⽣等が登校や活動参加を控え
るよう周知徹底を図る。また、⼤学、⾼等学校等における軽症状者に
対する抗原簡易キット等の活⽤（部活動、各種全国⼤会前での健康チ
ェック等における活⽤を含む。）や、中学校、⼩学校、幼稚園等の教職
員や速やかな帰宅が困難である等の事情のある児童⽣徒（⼩学校４年
⽣以上）への抗原簡易キットの活⽤を奨励する。また、教職員や受験
⽣へのワクチン接種が進むよう、⼤学拠点接種を実施する⼤学に対し、
地域の教育委員会や学校法⼈が⼤学拠点接種会場での接種を希望す
る場合の積極的な協⼒を依頼するとともに、地⽅公共団体に対し、⼤
規模接種会場の運営に当たり、教育委員会や私学担当部局がワクチン
担当部局と連携し、希望する教職員や受験⽣へのワクチン接種が進む
よう取組を⾏うなどの配慮を依頼する。⼤学⼊試、⾼校⼊試等につい
ては、実施者において、感染防⽌策や追検査等による受験機会の確保
に万全を期した上で、予定どおり実施する。 

② 都道府県は、政府が⾏うモニタリング検査において、⼩学校、中学
校等の教職員も、積極的に参加するように協⼒を⾏うものとする。ま
た、学校設置者に対し、保健管理等の感染症対策について指導すると
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ともに、地域の感染状況や学校関係者の感染者情報について速やかに
情報共有を⾏うものとする。 

 ③ 厚⽣労働省は、保育所や放課後児童クラブ等について、感染防⽌策
の徹底を⾏いつつ、原則開所することを要請する。 

８）緊急事態措置区域から除外された都道府県（除外後、重点措置区域と
された都道府県を含む。）における取組等 

① 緊急事態措置区域から除外された都道府県においては、前述したよ
うに「対策の緩和については段階的に⾏い、必要な対策はステージⅡ
相当以下に下がるまで続ける」ことを基本とし、後述 10）に掲げる基
本的な感染防⽌策等（重点措置区域である都道府県においては後述９）
に掲げる感染防⽌策等を含む。）に加え、住⺠や事業者に対して、以下
の取組を⾏うものとする。その際、地域の感染状況や感染拡⼤リスク
等について評価を⾏いながら、対策の緩和は段階的に⾏う。また、再
度、感染拡⼤の傾向が⾒られる場合には、地域における感染状況や公
衆衛⽣体制・医療提供体制への負荷の状況について⼗分、把握・分析
を⾏いつつ、速やかに効果的で強い感染対策等を講じるものとする。 
・ 当⾯、法第 24 条第９項に基づき、外出については、 

▸ 混雑している場所や時間を避けて少⼈数で⾏動すること 
▸ 企業における在宅勤務（テレワーク）等の推進状況を踏まえた 

柔軟な働き⽅への対応を⾏うこと 
▸ 飲⾷店等に対する時短要請を踏まえた夜間の対応を⾏うこと 
等の協⼒の要請を⾏うこと。 

また、帰省や旅⾏・出張など都道府県間の移動に際しては、基本
的な感染防⽌策を徹底するとともに、ワクチン接種を完了していな
い等リスクの⾼い者に対して、検査を勧奨すること。 

なお、外出・移動については、感染状況等に応じ、当該地域にお
ける外出・移動の⾃粛や感染が拡⼤している地域との間の移動の⾃
粛を要請する等、重点措置区域で適⽤される措置も参考にしながら、
その対応について各都道府県知事が適切に判断すること。 
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・ 当該地域で開催される催物（イベント等）に係る規模要件等（⼈
数上限・収容率、飲⾷を伴わないこと等）については、観客の広域
的な移動や催物前後の活動などで⽣じる、催物に係る感染拡⼤リス
クを抑制し、また、催物における感染防⽌対策等を徹底する観点な
どから、主催者等に対して、法第 24 条第９項に基づき、別途通知す
る⽬安を踏まえた規模要件等（重点措置区域である都道府県におい
ては、⼈数上限 5,000 ⼈等。重点措置区域以外の都道府県において
は、緊急事態宣⾔解除後 1 か⽉の経過措置として⼈数上限 5,000 ⼈
⼜は収容定員 50％以内（ただし、10,000 ⼈を上限）のいずれか⼤
きい⽅等。）を設定し、その要件に沿った開催の要請を⾏うこと。ま
た、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、開催
時間制限の要請を⾏うこと。 

・ 重点措置区域である都道府県においては、法第 31 条の６第１項
等に基づき、飲⾷店（宅配・テイクアウトを除く。）に対する営業時
間の短縮（20 時までとする。）の要請を⾏うとともに、酒類の提供
を⾏わないよう要請すること。ただし、感染が下降傾向にある場合
には、地域の感染状況等に応じ、都道府県知事の判断で、第三者認
証制度の適⽤等の⼀定の要件（別途通知）を満たした店舗（以下「認
証等適⽤店」という。）において 19 時半まで酒類を提供できること
とする（また、第三者認証制度の実施の状況、地域の感染状況等を
踏まえ、都道府県知事の判断によっては、21 時までの営業（酒類提
供は 20 時まで）も可能とする。）。なお、都道府県は、実効性ある
第三者認証制度の普及と適⽤店舗の拡⼤に努めること。 

上記の営業時間の短縮等の要請に当たっては、改正法の施⾏によ
り、命令、過料の規定が設けられたことを踏まえ、その⼿続に関し
ては、別途通知する⼿続に沿って⾏うことに留意しつつ、要請に応
じている店舗との公平性を保つことができるよう、命令等の適切な
運⽤を図ること。 

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、上記の
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重点措置を講じるべき区域（以下「措置区域」という。）以外の地域
において、法第 24 条第９項に基づき、飲⾷店等に対する営業時間
の短縮の要請を⾏うこと。 

・  重点措置区域以外の都道府県においては、地域の感染状況等を
踏まえ、法第 24 条第９項に基づき、飲⾷店に対する営業時間の短
縮の要請を⾏い、その後、地域の感染状況等を踏まえながら、対策
の緩和については段階的に⾏い、期間は１か⽉までを⽬途とする。 

営業時間の短縮の要請については、認証等適⽤店については 21
時まで、第三者認証制度の適⽤店舗以外の店舗については 20 時ま
でとすることを基本とする。酒類の提供については可とするが、地
域の感染状況等に応じ、重点措置区域で適⽤される措置も参考に
しながら、各都道府県知事が適切に判断すること。 

・  法第 24 条第９項に基づき、飲⾷を主として業としている店舗に
おいて、カラオケを⾏う設備を提供している場合、１か⽉までを⽬
途として、当該設備の利⽤⾃粛を要請すること。その上で、地域に
おける感染状況やワクチン接種の状況、店舗における感染防⽌策
を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和を検討すること。また、
飲⾷を主として業としていない店舗において、カラオケ設備の提
供を⾏う場合、利⽤者の密を避ける、換気の確保等、感染対策の徹
底を要請すること。 

・ 重点措置区域である都道府県においては、地域の感染状況等に  
応じて、都道府県知事の判断により、法第 31 条の６第１項等に 
基づき、「⼊場をする者の整理等」「⼊場をする者に対するマスク
の着⽤の周知」「感染防⽌措置を実施しない者の⼊場の禁⽌」「会
話等の⾶沫による感染の防⽌に効果のある措置（⾶沫を遮ること
ができる板等の設置⼜は利⽤者の適切な距離の確保等）」等、令第
５条の５に規定される各措置について事業者に対して要請を⾏う
こと。なお、⼈が密集すること等を防ぐため、「⼊場をする者の整
理等」を⾏う場合は、別途通知する取扱いを踏まえ、事業者に要
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請を⾏うこと。 
・ また、重点措置区域である都道府県においては、B.1.617.2 系統

の変異株（デルタ株）により、依然として多くの感染が発⽣して
いる中、法第 31 条の 6 第 1 項に基づき、⼤規模商業施設の管理者
等に対し、別途通知する取扱いを踏まえ、「⼊場者の整理等」の要
請を⾏うこと。また、感染リスクが⾼い場⾯とされる百貨店の地下
の⾷品売り場等について、法第 24 条第９項に基づき、別途通知す
る取扱いを踏まえ、施設管理者等に対し、「⼊場者の整理等」の要
請を⾏うこと。 

・ 上記の各要請に当たっては、関係機関とも連携し、営業時間の  
短縮等を徹底するための対策・体制の更なる強化を⾏い、原則とし
て全ての施設に対して実地に働きかけを⾏うとともに、当該取組に
ついて適切に情報発信を⾏うこと。その際、併せて、事業者に対し
て、業種別ガイドラインの遵守を働きかけること。また、法第 24 条
第９項に基づき、路上・公園等における集団での飲酒など、感染リ
スクが⾼い⾏動に対して必要な注意喚起や⾃粛の要請等を⾏うと
ともに、実地の呼びかけ等を強化するものとする。 

・ 重点措置区域である都道府県においては、B.1.617.2 系統の変  
異株（デルタ株）により、依然として多くの感染が発⽣しているこ
と等を踏まえ、感染拡⼤を防⽌する観点から、混雑した場所等への
外出の半減を住⺠に強⼒に呼びかけること。 

・ 重点措置区域である都道府県においては、地域の感染状況等に応
じ、都道府県知事の判断により、措置区域において、法第 24 条第
９項等に基づき、別途通知する飲⾷店以外の令第 11 条第１項に規
定する施設に対する営業時間の短縮等を要請等すること。 

・ 職場への出勤等については、引き続き、⼈の流れを抑制する観点
から、在宅勤務（テレワーク）の活⽤や休暇取得の促進等により、
出勤者数の 7 割削減を⽬指すとともに、接触機会の低減に向け、在
宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテーショ
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ン勤務等を強⼒に推進すること。 
  ② 政府は、地⽅創⽣臨時交付⾦に設けた「協⼒要請推進枠」により、

飲⾷店に対して営業時間短縮要請と協⼒⾦の⽀払いを⾏う都道府県
を⽀援する。都道府県は、協⼒⾦⽀給に係る体制の強化等を図り、⽀
給の迅速化に努めるとともに、政府は、協⼒⾦の早期給付の仕組みの
積極的な活⽤を促す等、⽀給の迅速化に向けて必要な環境整備を図る
ものとする。 

③ 都道府県は、①の取組を⾏うに当たっては、あらかじめ政府と迅速
に情報共有を⾏う。 

９）重点措置区域における取組等 
① 重点措置区域である都道府県においては、まん延防⽌等重点措置が、

地域の感染状況に応じて、期間・区域、業態を絞った措置を機動的に
実施できる仕組みであり、発⽣の動向等を踏まえた集中的な対策によ
り、地域的に感染を抑え込み、都道府県全域への感染拡⼤、更には全
国的かつ急速なまん延を防ぐ趣旨で創設されたものであることを踏
まえ、感染リスクが⾼く感染拡⼤の主な起点となっている場⾯に効果
的な対策を徹底するため、後述 10）に掲げる基本的な感染防⽌策等に
加え、以下の取組を⾏うものとする。 

また、都道府県知事は、区域を指定するに当たって市町村単位や⼀
定の区画を原則とするなど、区域、期間及び業態を定めるに当たって
は、効果的な対策となるよう留意する。 
・ 感染リスクが⾼いと指摘されている飲⾷の場を避ける観点から、

都道府県知事が定める期間及び区域において、法第 31 条の６第１
項等に基づき、飲⾷店（宅配・テイクアウトを除く。）に対する営業
時間の短縮（20 時までとする。）の要請を⾏うとともに、酒類の提
供を⾏わないよう要請すること。ただし、感染が下降傾向にある場
合には、地域の感染状況等に応じ、都道府県知事の判断で、認証等
適⽤店において 19 時半まで酒類を提供できることとする（また、
第三者認証制度の実施の状況、地域の感染状況等を踏まえ、都道府
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県知事の判断によっては、21 時までの営業（酒類提供は20 時まで）
も可能とする。）。なお、都道府県は、実効性ある第三者認証制度の
普及と適⽤店舗の拡⼤に努めること。 

上記の営業時間の短縮等の要請に当たっては、改正法の施⾏によ
り、命令、過料の規定が設けられたことを踏まえ、その⼿続に関し
ては、別途通知する⼿続に沿って⾏うことに留意しつつ、要請に応
じている店舗との公平性を保つことができるよう、命令等の適切な
運⽤を図ること。 

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により措置区域
以外の地域において、法第 24 条第９項に基づき、飲⾷店等に対す
る営業時間の短縮の要請を⾏うこと。 

・ いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、
法第 31 条の６第１項に基づき、飲⾷を主として業としている店舗
において、カラオケを⾏う設備を提供している場合、当⾯、当該設
備の利⽤⾃粛を要請すること。その上で、地域における感染状況や
ワクチン接種の状況を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和を
検討すること。 

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第  
31 条の６第１項等に基づき、「⼊場をする者の整理等」「⼊場をす
る者に対するマスクの着⽤の周知」「感染防⽌措置を実施しない者
の⼊場の禁⽌」「会話等の⾶沫による感染の防⽌に効果のある措置
（⾶沫を遮ることができる板等の設置⼜は利⽤者の適切な距離の
確保等）」等、令第５条の５に規定される各措置について事業者に
対して要請を⾏うこと。なお、⼈が密集すること等を防ぐため、「⼊
場をする者の整理等」を⾏う場合は、別途通知する取扱いを踏まえ、
事業者に要請を⾏うこと。 

・ B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）により、依然として多くの感
染が発⽣している中、法第 31 条の 6 第 1 項に基づき、⼤規模商業
施設の管理者等に対し、別途通知する取扱いを踏まえ、「⼊場者の
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整理等」の要請を⾏うこと。また、感染リスクが⾼い場⾯とされる
百貨店の地下の⾷品売り場等について、法第 24 条第９項に基づき、
別途通知する取扱いを踏まえ、施設管理者等に対し、「⼊場者の整
理等」の要請を⾏うこと。 

・  不要不急の外出⾃粛を徹底すること及び施設に⼈が集まり、飲
⾷につながることを防⽌する必要があること等を踏まえ、都道府
県知事の判断により、措置区域において、法第 24 条第 9 項に基づ
き、別途通知する飲⾷店等以外の令第 11 条第１項に規定する施設
（特に、⼤規模な集客施設）について、営業時間の短縮を要請する
とともに、⼊場整理等について働きかけを⾏うこと。 

・ 法第 24 条第９項に基づき、業種別ガイドラインを遵守するよう
要請を⾏うこと。その際、ガイドラインを遵守していない飲⾷店等
については、個別に要請を⾏うことを検討すること。 

・ 上記の各要請に当たっては、関係機関とも連携し、営業時間の短
縮等や業種別ガイドラインの遵守を徹底するための対策・体制の更
なる強化を⾏い、原則として措置区域内の全ての飲⾷店等に対して
実地に働きかけを⾏うとともに、当該取組について適切に情報発信
を⾏うこと。 

・ 法第 24 条第９項に基づき、路上・公園等における集団での飲酒
など、感染リスクが⾼い⾏動に対して必要な注意喚起や⾃粛の要請
等を⾏うとともに実地の呼びかけ等を強化するものとする。 

・ 法第 31 条の６第２項に基づき、上記により営業時間の変更を要
請した時間以降、飲⾷店にみだりに出⼊りしないよう、住⺠に対し
て要請等を⾏うこと。また、B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）に
より、依然として多くの感染が発⽣していること等を踏まえ、感
染拡⼤を防⽌する観点から、混雑した場所等への外出の半減を住⺠
に強⼒に呼びかけること。 

・ 法第 24 条第９項に基づき、⽇中も含めた不要不急の外出・移動
の⾃粛、外出する必要がある場合にも、極⼒家族や普段⾏動をとも
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にしている仲間と少⼈数で、混雑している場所や時間を避けて⾏動
すること、及び感染対策が徹底されていない飲⾷店等や営業時間短
縮の要請に応じていない飲⾷店等の利⽤を⾃粛すること等につい
て、住⺠に対して協⼒の要請を⾏うこと。また、不要不急の都道府
県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極⼒控えるように
促すこと。 

・ 都道府県知事が定める期間及び区域で⾏われる催物（イベント等）
について、観客の広域的な移動や催物前後の活動などで⽣じる、催
物に係る感染拡⼤リスクを抑制し、また、催物における感染防⽌対
策等を徹底する観点などから、主催者等に対して、法第 24 条第９
項等に基づき、別途通知する⽬安を踏まえた規模要件等（⼈数上限
5,000 ⼈等）を設定し、その要件に沿った開催の要請を⾏うこと。
また、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、開
催時間を制限する要請を⾏うこと。 

  なお、まん延防⽌等重点措置解除後 1 か⽉の経過措置として、主
催者等に対して、法第 24 条第９項等に基づき、別途通知する⽬安
を踏まえた規模要件等（⼈数上限 5,000 ⼈⼜は収容定員 50％以内
（ただし、10,000 ⼈を上限）のいずれか⼤きい⽅等。）を設定し、
その要件に沿った開催の要請を⾏うこと。また、地域の感染状況等
を踏まえ、都道府県知事の判断により、開催時間を制限する要請を
⾏うこと。 

・ 事業者に対して、職場への出勤等について、⼈の流れを抑制する
観点から、在宅勤務（テレワーク）の活⽤や休暇取得の促進等によ
り、出勤者数の 7 割削減を⽬指すとともに、接触機会の低減に向け、
出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強⼒に推進す
ること。 

・ 措置区域内における、⾼齢者施設等の従業者等に対する検査の頻
回実施や、⾼齢者施設等や医療機関で感染が発⽣した場合における
保健所による感染管理体制の評価や⽀援チームの派遣、検査の実施
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等による感染制御・業務継続⽀援の徹底を⾏うとともに、政府が⾏
う、現役世代の感染拡⼤が懸念される場所、リスクのある現場等に
対するモニタリング検査拡充への積極的な協⼒や、措置区域内の歓
楽街等で陽性者が出た場合の重点的検査の実施を⾏うこと。 

・ 病床・宿泊療養施設確保計画に沿って、すぐに患者を受け⼊れら
れる病床・居室を計画上の最⼤数に速やかに移⾏するとともに、感
染者急増時の緊急的患者対応への切り替えに向けた準備（医療提供
体制への負荷が⾼まった場合の⼊院基準の明確化、パルスオキシメ
ーターの活⽤や健康観察業務の外部委託等による⾃宅療養におけ
る健康観察体制の確保等）を⾏うこと。 

  ② 政府は、地⽅創⽣臨時交付⾦に設けた「協⼒要請推進枠」により、
飲⾷店に対して営業時間短縮要請と協⼒⾦の⽀払いを⾏う都道府県
を⽀援する。都道府県は、協⼒⾦⽀給に係る体制の強化等を図り、⽀
給の迅速化に努めるとともに、政府は、協⼒⾦の早期給付の仕組みの
積極的な活⽤を促す等、⽀給の迅速化に向けて必要な環境整備を図る
ものとする。 

 ③ 重点措置区域である都道府県は、①の取組を⾏うに当たっては、あ
らかじめ政府と迅速に情報共有を⾏う。 

10）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県における取組等 
① 都道府県は、住⺠や事業者に対して、以下の取組を⾏うものとする。

その際、感染拡⼤の防⽌と社会経済活動の維持との両⽴を持続的に可
能としていくため、「新しい⽣活様式」の社会経済全体への定着を図
るとともに、地域の感染状況や感染拡⼤リスク等について評価を⾏い
ながら、必要に応じて、後述③等のとおり、外出の⾃粛、催物（イベ
ント等）の開催制限、施設の使⽤制限等の要請等を機動的に⾏うもの
とする。 
（外出の⾃粛等） 
・ 「三つの密」、「感染リスクが⾼まる「５つの場⾯」」等の回避や、

「⼈と⼈との距離の確保」「マスクの着⽤」「⼿洗いなどの⼿指衛⽣」

537



53 

をはじめとした基本的な感染対策の徹底等、感染拡⼤を防⽌する
「新しい⽣活様式」の定着が図られるよう、あらゆる機会を捉えて、
令和２年４⽉ 22 ⽇の専⾨家会議で⽰された「10 のポイント」、５
⽉４⽇の専⾨家会議で⽰された「新しい⽣活様式の実践例」、10 ⽉
23 ⽇の分科会で⽰された「感染リスクが⾼まる「５つの場⾯」」等
について住⺠や事業者に周知を⾏うこと。 

・ 帰省や旅⾏など、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を
含め基本的な感染防⽌策を徹底するとともに、特に⼤⼈数の会⾷を
控える等注意を促すこと。また、B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）
に、全国的にほぼ置き換わったと考えられることを踏まえ、感染が拡
⼤している地域への不要不急の移動は、極⼒控えるように促すこと。 

感染が拡⼤している地域において、こうした対応が難しいと判断さ
れる場合は、帰省や旅⾏について慎重な検討を促すこと。特に発熱等
の症状がある場合は、帰省や旅⾏を控えるよう促すこと。 

・ 業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利⽤を促すこと。 
・ 感染拡⼤の兆候や施設等におけるクラスターの発⽣があった場合、

政府と連携して、外出の⾃粛に関して速やかに住⺠に対して必要な協
⼒の要請等を⾏うこと。 

（催物（イベント等）の開催） 
・ 催物等の開催については、「新しい⽣活様式」や業種別ガイドライン

等に基づく適切な感染防⽌策が講じられることを前提に、地域の感染
状況や感染拡⼤リスク等について評価を⾏いながら、必要な規模要件
（⼈数上限や収容率）の⽬安を⽰すこと。その際、観客の広域的な移
動や催物前後の活動などで⽣じる、催物に係る感染拡⼤リスクを抑制
し、また、催物における感染防⽌対策等を徹底する観点などから、適
切な要件を設定するとともに、事業者及び関係団体において、エビデ
ンスに基づきガイドラインが進化、改訂された場合は、それに基づき
適切に要件を⾒直すこと。 

また、催物等の態様（屋内であるか、屋外であるか、また、全国的な
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ものであるか、地域的なものであるかなど）や種別（コンサート、展
⽰会、スポーツの試合や⼤会、お祭りなどの⾏事等）に応じて、開催
の要件や主催者において講じるべき感染防⽌策を検討し、主催者に周
知すること。 

催物等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発
⽣しない席の配置や「⼈と⼈との距離の確保」、「マスクの着⽤」、催物
の開催中や前後における選⼿、出演者や参加者等に係る主催者による
⾏動管理等、基本的な感染防⽌策が講じられるよう、主催者に対して
強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握して
おくことや、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）等の活⽤等について、
主催者に周知すること。 

・ 感染拡⼤の兆候や催物等におけるクラスターの発⽣があった場合、 
政府と連携して、⼈数制限の強化、催物等の無観客化、中⽌⼜は延期
等を含めて、速やかに主催者に対して必要な協⼒の要請等を⾏うこと。 

   （職場への出勤等） 
・ 事業者に対して、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、⾃転⾞通勤

等、⼈との接触を低減する取組を働きかけること。 
・ 事業者に対して、職場における、感染防⽌のための取組（⼿洗い

や⼿指消毒、咳エチケット、職員同⼠の距離確保、事業場の換気励
⾏、複数⼈が触る箇所の消毒、発熱等の症状が⾒られる従業員の出
勤⾃粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活⽤した検査、出張
による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活⽤、昼休みの時
差取得、社員寮等の集団⽣活の場での対策等）や「三つの密」や「感
染リスクが⾼まる「５つの場⾯」」等を避ける⾏動を徹底するよう、実
践例も活⽤しながら促すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」
（休憩室、更⾐室、喫煙室等）に注意するよう周知すること。感染
防⽌策の徹底のため、⼆酸化炭素濃度測定器等の設置を⽀援すると
ともに、ビル管理者等に対して、換気の状況を⼆酸化炭素濃度測定
器により確認する場合の留意点等を周知すること。さらに、職場や
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店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践するよう働きかけるこ
と。その際には、特に留意すべき事項を提⽰し、事業場への訪問など
事業者と接する機会等をとらえ、事業者⾃らが当該事項の遵守状況を
確認するよう促すこと。また、遵守している事業者には対策実施を宣
⾔させる等、感染防⽌のための取組を強く勧奨すること。 
（施設の使⽤制限等） 

・ これまでにクラスターが発⽣しているような施設や、「三つの密」
のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、施設管理者等
に対して必要な協⼒を依頼すること。 

・ 感染拡⼤の兆候や施設等におけるクラスターの発⽣があった場合、
政府と連携して、施設の使⽤制限等を含めて、速やかに施設管理者
等に対して必要な協⼒の要請等を⾏うこと。 

②  都道府県は、感染の状況等を継続的に監視し、その変化が認めら
れた場合、住⺠に適切に情報提供を⾏い、感染拡⼤への警戒を呼びか
けるものとする。 

③ 都道府県は、感染拡⼤の傾向が⾒られる場合には、地域における感
染状況や公衆衛⽣体制・医療提供体制への負荷の状況について⼗分、
把握・分析を⾏い、地域の実情に応じて、迅速かつ適切に法第 24 条
第 9 項に基づく措置等を講じるものとする。この場合において、飲⾷
店に対する営業時間の短縮の要請については、認証等適⽤店について
は 21 時まで、第三者認証制度の適⽤店舗以外の店舗については 20
時までとすることを基本とする。特に、ステージⅢ相当の対策が必要
な地域等にあっては、速やかにステージⅡ相当の対策が必要な地域へ
移⾏するよう、取り組むものとする。 

④ 都道府県は、①③の取組を⾏うに当たっては、あらかじめ政府と迅
速に情報共有を⾏う。 

⑤ 政府は、関係団体や地⽅公共団体に対して、飲⾷店に係る業種別ガ
イドラインの遵守徹底のための⾒回り調査、遵守状況に関する情報の
表⽰や第三者認証による認証制度の普及を促すとともに、関係団体等
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と連携しつつ、クラスターが発⽣している分野等（飲⾷・職場など）
を対象とした業種別ガイドラインについて、⾒直し・強化を図り、徹
底する。 

⑥ 都道府県は、飲⾷店の⾒回りを進めるとともに、第三者認証による
認証制度へのインセンティブ措置の付与により、同制度の確実な運⽤
を図る。 

11）予防接種 
   政府、都道府県及び市町村は、以下のように新型コロナウイルス感染

症に係るワクチン接種を⾏うものとする。 
① 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種⽬的は、新型コロ

ナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発⽣をできる限
り減らすことであること。 

② 関係機関と連携し、迅速にワクチンの開発等を進めるとともに、承
認申請された際には審査を⾏った上で、安全性及び有効性を確認し、
できるだけ早期の実⽤化、国⺠への供給を⽬指すこと。 

③ 予防接種については、予防接種法及び検疫法の⼀部を改正する法律
（令和２年法律第 75 号）による改正後の予防接種法に基づく臨時接
種の特例として、厚⽣労働⼤⾂の指⽰のもと、都道府県の協⼒により
市町村において実施すること。 

④ 予防接種の実施体制等については、令和３年２⽉９⽇の「ワクチン
接種について」を踏まえ接種を円滑かつ効率的に実施する観点に⽴っ
て⾏うこと。なお、１回⽬に接種した新型コロナワクチンと異なる新
型コロナワクチンを２回⽬に接種すること（交互接種）については、
新型コロナワクチンの接種を受けた後に重篤な副反応を呈したこと
がある場合等には、必要に応じて⾏えるものとすること。また、ワク
チンの追加接種（３回⽬接種）について、政府において検討を進める
こと。 

⑤ 予防接種により健康被害が⽣じた場合の救済措置や副反応疑い報
告等については、予防接種法の現⾏の規定を適⽤し適切に実施するこ
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と。 
⑥ 予防接種は最終的には個⼈の判断で接種されるものであることか

ら、予防接種に当たっては、リスクとベネフィットを総合的に勘案し
接種の判断ができる情報を提供することが必要であること。 

その上で、政府は、国⺠に対して、ワクチンの安全性及び有効性に
ついての情報を提供するなど、的確で丁寧なコミュニケーション等を
進め、幅広く予防接種への理解を得るとともに、国⺠が⾃らの意思で
接種の判断を⾏うことができるよう取り組むこと。 

  ⑦ 政府は、各地⽅公共団体の接種会場に加え⾃衛隊⼤規模接種センタ
ーも活⽤した接種を実施しつつ、職域（⼤学等を含む）による接種を
実施するとともに、地域接種・職域接種のいずれにもつながりにくい
者のワクチン接種を推進すること。加えて、接種を実施する医療機関、
医療関係者の確保に向けて、必要な取組を総動員し、ワクチン接種の
円滑化・加速化を進めること。 

12）⽔際対策 
① 政府は、⽔際対策について、変異株を含め、国内への感染者の流⼊

及び国内での感染拡⼤を防⽌する観点から、⼊国制限、渡航中⽌勧告、
帰国者の検査・健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措置等を引
き続き実施する。今後も新たな変異株が発⽣しうることを⾒据え、「⽔
際対策上特に対応すべき変異株」と従来株を含むそれ以外の新型コロ
ナウイルスに分類し、新たな変異株に関する知⾒、当該国の変異株の
流⾏状況、⽇本への流⼊状況などのリスク評価に基づき、また、国内
外でワクチンの接種が進む中においては、ワクチンの有効性等も踏ま
え、⾏動管理や検査も組み合わせた⼊国者への管理措置等を講ずるな
ど⽔際措置の段階的な⾒直しに取り組む。なお、厚⽣労働省は、関係
省庁と連携し、健康観察について、保健所の業務負担の軽減や体制強
化等を⽀援する。 

② 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発⽣の状況を踏まえて、必
要に応じ、国⼟交通省は、航空機の到着空港の限定の要請、港湾の利
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⽤調整や⽔際・防災対策連絡会議等を活⽤した対応⼒の強化等を⾏う
とともに、厚⽣労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。 

③ 厚⽣労働省は、停留に利⽤する施設が不⾜する場合には、法第 29
条の適⽤も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、停
留に利⽤可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を⾏うことで停留
施設の確保に努める。 

13）クラスター対策の強化 
① 都道府県等は、厚⽣労働省や専⾨家と連携しつつ、積極的疫学調査

により、個々の濃厚接触者を把握し、健康観察、外出⾃粛の要請等を
⾏うとともに、感染拡⼤の規模を適確に把握し、適切な感染対策を⾏
う。その際、より効果的な感染拡⼤防⽌につなげるため、厚⽣労働省
は、新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理⽀援システム（ＨＥ
Ｒ-ＳＹＳ）による地⽅公共団体間の⼀元的な情報共有・分析を⽀援
する。都道府県等は、積極的疫学調査の結果等の地⽅公共団体間の情
報連携を徹底するとともに、積極的疫学調査を実施する際に優先度も
考慮する。積極的疫学調査に対して正当な理由がなく協⼒しない場合
の命令、この命令に正当な理由がなく応じない場合の罰則の適⽤につ
いては、対象者の⼈権に⼗分に配慮し、慎重に運⽤すること。 

② 政府は、関係機関と協⼒して、クラスター対策に当たる専⾨家の確
保及び育成を⾏う。 

③ 厚⽣労働省及び都道府県等は、関係機関と協⼒して、特に、感染拡
⼤の兆候が⾒られた場合には、専⾨家やその他⼈員を確保し、その地
域への派遣を⾏う。 

  なお、感染拡⼤が顕著な地域において、保健所における積極的疫学
調査に係る⼈員体制が不⾜するなどの問題が⽣じた場合には、都道府
県は関係学会・団体等の専⾨⼈材派遣の仕組みである IHEAT
（Infectious disease Health Emergency Assistance Team）の活⽤
や、厚⽣労働省と調整し、他の都道府県からの応援派遣職員の活⽤等
の⼈材・体制確保のための対策を⾏う。感染拡⼤に伴う優先度を踏ま
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えた積極的疫学調査については、感染状況の改善に伴い改めて対応を
強化する。その際には、ＩＨＥＡＴの積極的な活⽤も図りながら、変
異株への対応といった観点も踏まえつつ、感染源の推定のための調査
を含めた強化を図る。 

また、都道府県等が連携し、積極的疫学調査等の専⾨的業務を⼗分
に実施できるよう保健所の業務の重点化や⼈材育成等を⾏うこと、保
健所業務の外部委託の活⽤、地域のネットワークと連携したＩＨＥＡ
Ｔの積極的な活⽤、⼈材確保・⼈材育成の好事例の横展開等により、
保健所の体制を強化し、感染拡⼤時に即応できる⼈員体制を平時から
整備する。 

④ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を抜本強化するという観点
から、保健所の体制強化に迅速に取り組む。これに関連し、特定都道
府県は、管内の市町村と迅速な情報共有を⾏い、また、対策を的確か
つ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第 24 条に基づ
く総合調整を⾏う。さらに、都道府県等は、クラスターの発⾒に資す
るよう、地⽅公共団体間の迅速な情報共有に努めるとともに、政府は、
対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第
20 条に基づく総合調整を⾏う。 

⑤ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を強化する観点から、以下
の取組を⾏う。B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）へ、全国的にほ
ぼ置き換わり、感染拡⼤地域における感染経路の不明な患者の割合が
半数を超える中で、商業施設をはじめ職場や学校などクラスターの発
⽣場所が多様化していることを踏まえ、対策の徹底を図る。 

 ・ ⼤規模な歓楽街については、令和 2 年 10 ⽉ 29 ⽇の分科会にお
ける「⼤都市の歓楽街における感染拡⼤防⽌対策ワーキンググルー
プ当⾯の取組⽅策に関する報告書」に⽰された取組を踏まえ、通常
時から相談・検査体制の構築に取り組むとともに、早期に予兆を探
知し、介⼊時には、速やかに重点的（地域集中的）なＰＣＲ検査等
の実施や、必要に応じ、エリア・業種を絞った営業時間短縮要請等
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を機動的に⾏うこと。 
 ・ 「三つの密」等濃厚接触が⽣じやすい環境にある職場でクラスタ

ーが発⽣した場合には、幅広く検査を実施する。また、あらかじめ、
事業者に対し、職場でのクラスター対策の徹底を呼びかけるととも
に、上記の検査について労働者への受検勧奨の実施等を促すこと。 

 ・ ⾔語の壁や⽣活習慣の違いがある在留外国⼈を⽀援する観点か 
ら、政府及び都道府県等が提供する情報の⼀層の多⾔語化、⼤使館
のネットワーク等を活⽤したきめ細かな情報提供、相談体制の整備
等により、検査や医療機関の受診に早期につなげる仕組みを構築す
ること。 

⑥ 政府は、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）について、機能の向上を図
るとともに、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることや
プライバシーに最⼤限配慮した仕組みであることを周知し、その幅広
い活⽤や、感染拡⼤防⽌のための陽性者としての登録を⾏うよう、呼
びかけを⾏い、新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理⽀援シス
テム（ＨＥＲ-ＳＹＳ）及び保健所等と連携した積極的疫学調査で活
⽤することにより、効果的なクラスター対策につなげていく。 

⑦ 政府は、ＱＲコードを活⽤した地⽅公共団体独⾃の取組等を踏まえ、
クラスター対策のための効果的な情報収集・分析・共有の在り⽅につ
いて、今後、「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証も活⽤し、検
討を⾏う。 

14）その他共通的事項等 
 ① 特定都道府県⼜は重点措置区域である都道府県は、地域の特性に応じ

た実効性のある緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置を講じる。特定
都道府県⼜は重点措置区域である都道府県は、緊急事態措置⼜はまん延
防⽌等重点措置を講じるに当たっては、法第５条を踏まえ、必要最⼩限
の措置とするとともに、講じる措置の内容及び必要性等について、国⺠
に対し丁寧に説明する。 

 ② 政府及び特定都道府県は、緊急事態措置を講じること等に伴い、⾷料・
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医薬品や⽣活必需品の買い占め等の混乱が⽣じないよう、国⺠に冷静な
対応を促す。 

③ 政府及び地⽅公共団体は、緊急事態措置の実施に当たっては、事業者
の円滑な活動を⽀援するため、事業者からの相談窓⼝の設置、物流体制
の確保、ライフラインの万全の体制の確保等に努める。 

④ 政府は、関係機関と協⼒して、公共交通機関その他の多数の⼈が集ま
る施設における感染対策を徹底する。 

 
（４）医療等 

① 重症者等に対する医療提供に重点を置いた⼊院医療の提供体制の確保
を進めるため、厚⽣労働省と都道府県等は、関係機関と協⼒して、次の
ような対策を講じる。 
・ 重症者や重症化リスクのある者に医療資源の重点をシフトする観

点から、令和２年 10 ⽉ 14 ⽇の新型コロナウイルス感染症を指定感
染症として定める等の政令（令和２年政令第 11 号）の改正（令和２
年 10 ⽉ 24 ⽇施⾏）により、⾼齢者や基礎疾患のある者等⼊院勧告・
措置の対象の明確化を⾏っており、改正法の施⾏により、この取扱い
が法定化された。都道府県等は、関係法令に基づき、地域の感染状況
等を踏まえ、適切に⼊院勧告・措置を運⽤すること。また、改正法の
施⾏により、⼊院措置に正当な理由なく応じない場合や⼊院先から逃
げた場合の罰則が設けられたが、都道府県等は、その運⽤に当たって、
患者の⼈権に⼗分に配慮し、慎重に運⽤するとともに、患者への偏⾒・
差別につながらないよう、（６）で後述する取組の⼀層の強化を図る
こと。 

重症者等に対する医療提供に重点を置くべき地域では、特に病床
確保や都道府県全体の⼊院調整に最⼤限努⼒した上で、なお病床が
ひっ迫する場合には、⾼齢者等も含め⼊院治療が必要ない無症状病
原体保有者及び軽症患者（以下「軽症者等」という。）については、
感染症法第44 条の３第２項に基づき宿泊施設（適切な場合は⾃宅）
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での療養を要請することで、⼊院治療が必要な患者への医療提供体
制の確保を図ること。丁寧な健康観察を実施すること。 

特に、家庭内での感染防⽌や症状急変時の対応のため、宿泊施設が
⼗分に確保されているような地域では、軽症者等は宿泊療養を基本
とすること。そのため、都道府県は、患者の病状、数その他感染症
の発⽣及びまん延の状況を勘案して、ホテル等の⼀時的な宿泊療養
施設の確保に努めるとともに、都道府県等は、宿泊療養施設の運営
体制を確保すること。政府は、都道府県等と密接に連携し、これら
の取組を⽀援すること。 

⾃宅療養等を⾏う際には、⾃宅療養や宿泊療養中に症状が悪化し、
亡くなる⽅もいることを踏まえ、都道府県等は電話等情報通信機器
や情報把握・管理⽀援システム（ＨＥＲ−ＳＹＳ）の⾃動架電等の機
能を⽤いて遠隔で健康状態を把握するとともに、医師が必要とした
場合には電話等情報通信機器を⽤いて診療を⾏う体制を整備するこ
と。症状悪化時に確実に酸素投与や治療につなげることができるよ
う⼊院待機施設（いわゆる⼊院待機ステーションや酸素ステーショ
ン）の整備や酸素濃縮装置の確保を進めること。また、パルスオキシ
メーターの確保や、往診・オンライン診療・訪問看護等の活⽤など、
適切な療養環境を確保するための取組を推進すること。 

・ 都道府県等は、患者が⼊院、宿泊療養、⾃宅療養をする場合に、そ
の家族に要介護者や障害者、⼦供等がいる場合は、市町村福祉部⾨の
協⼒を得て、ケアマネジャー、相談⽀援専⾨員、児童相談所等と連携
し、必要なサービスや⽀援を⾏うこと。 

・ 都道府県等は、新たな変異株が確認された場合には、国⽴感染症研
究所の評価・分析を踏まえ、⼊院措置・勧告、宿泊療養等の措置を適
切に講ずること。厚⽣労働省は、国⽴感染症研究所と連携して、変異
株の国内症例の評価・分析を⾏うこと。 

・ 都道府県は、関係機関の協⼒を得て、新型コロナウイルス感染症の
患者専⽤の病院や病棟を設定する重点医療機関の指定等、地域の医療
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機関の役割分担を⾏うとともに、病床・宿泊療養施設確保計画に沿っ
て、段階的に病床・宿泊療養施設を確保すること。その際、妊産婦等
の特別な配慮が必要な患者を含め、必要な場合に確実に⼊院につなげ
られる体制を整備すること。 

  特に、病床がひっ迫している場合、地域の実情に応じ、新型コロナ
ウイルス感染症の治療を⾏ってない医療機関も含め、重点医療機関以
外の医療機関に働きかけを⾏うなど病床の確保を含めた医療提供体
制の強化を進めること。 

  その際、地域の関係団体の協⼒のもと、地域の会議体を活⽤して医
療機能（重症者病床、中等症病床、回復患者の受け⼊れ、宿泊療養、
⾃宅療養）に応じた役割分担を明確化した上で、病床の確保を進める
こと。 

  また、医療機関は、業務継続計画（ＢＣＰ）も踏まえ、必要に応じ、
医師の判断により延期が可能と考えられる予定⼿術や予定⼊院の延
期を検討し、空床確保に努めること。 

  さらに、都道府県は、仮設の診療所や病棟の設置、⾮稼働病床の
利⽤の取組を推進するとともに、それでもなお病床が不⾜すると⾒
込まれる場合には、臨時の医療施設の開設についてその活⽤を⼗分
に考慮すること。臨時の医療施設の開設に当たっては、あらかじめ政
府と協議し、迅速な情報共有を⾏うとともに、開設後は定期的に運営
状況を報告する。厚⽣労働省は、それらの活⽤に当たって、必要な⽀
援を⾏うこと。また、都道府県等が感染症法第 16 条の２に基づく協
⼒要請等及び法第 31 条に基づく医療等の実施の要請等を⾏う場合に
は、当該医療等が適切に実施されるよう、必要な⽀援を⾏うこと。 

・ 各都道府県において感染拡⼤局⾯で認識された課題を点検し、「相
談・受診・検査」〜「療養先調整・移送」〜「転退院・解除」まで⼀
連の患者対応が⽬詰まりなく⾏われ、病床・宿泊療養施設が最⼤限活
⽤されるよう留意しつつ、最近の感染状況を踏まえた感染者急増時の
緊急的な患者対応⽅針や病床・宿泊療養施設確保計画に基づき、政府
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と都道府県が連携して、感染拡⼤時に確実に機能する医療提供体制の
整備に引き続き取り組むこと。特に、ワクチン接種が先⾏した諸外国
でも⼤規模な感染拡⼤が発⽣していることや、感染症の流⾏期である
冬の到来に備え、臨時の医療施設の開設を含め、医療提供体制の点検・
強化を⾏うなど、医療提供体制の確保に万全を期すこと。 

・ 政府及び都道府県等において、病床確保・活⽤の状況及び感染状況
を適切にモニタリングするとともに、感染拡⼤防⽌策の実施に適時適
切に反映させること。その際、例えば 40 代・50 代の重症者数が特に
増加するような地域もあり、年齢別の動向についても注視し、ワクチ
ンの接種も含め地域の状況を踏まえた適切な対策を講じること。 

・ 都道府県は、患者受⼊調整や移送調整を⾏う体制を整備し、患者の
医療提供に関する必要な総合調整を⾏うとともに、医療機関等情報
⽀援システム（Ｇ−ＭＩＳ）も活⽤し、患者受⼊調整に必要な医療
機関の情報の⾒える化を⾏うこと。また、厚⽣労働省は、都道府県
が患者搬送コーディネーターの配置を⾏うことについて、必要な⽀援
を⾏うこと。 

・ さらに、感染拡⼤に伴う患者の急増に備え、都道府県は、都道府
県域を越える場合も含めた広域的な患者の受⼊れ体制を確保する
こと。 

・ 新型コロナウイルス感染症患者を受け⼊れる医療機関の病床を効
率的に活⽤するため、回復患者の転院先となる後⽅⽀援医療機関の確
保を更に進めること。 

・ また、効率的な転院調整が⾏われるよう、地域の実情に応じた、転
院⽀援の仕組みを検討すること。 

・ 退院基準を満たした患者について、⾼齢者施設等における受⼊れを
促進すること。 

② 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来診療・検査体制の
確保のため、厚⽣労働省と都道府県等は、連携して検査体制整備計画を
⾒直すとともに、関係機関と協⼒して、次のような対策を講じる。 
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・ かかりつけ医等の地域で⾝近な医療機関や受診・相談センターを通
じて、診療・検査医療機関を受診することにより、適切な感染管理を
⾏った上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来医療
を提供すること。 

・ 都道府県等は、関係機関と協⼒して、集中的に検査を実施する機関
（地域外来・検査センター）の設置を⾏うこと。 

また、⼤型テントやプレハブを活⽤した、いわゆるドライブス
ルー⽅式やウォークスルー⽅式による診療を⾏うことで、効率的な
診療・検査体制を確保すること。併せて、検査結果を踏まえて、患者
の振り分けや受け⼊れが適切に⾏われるようにすること。 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤の状況等を踏まえ、診療・検
査医療機関の指定や地域外来・検査センターの設置を柔軟かつ積極的
に⾏うこと。 

・ 都道府県は、重症化しやすい⽅が来院するがんセンター、透析医
療機関及び産科医療機関等について、必要に応じ、新型コロナウイ
ルス感染症への感染が疑われる⽅への外来診療を原則⾏わない医
療機関として設定すること。 

③ 新型コロナウイルス感染症患者のみならず、他の疾患等の患者への対
応も踏まえて地域全体の医療提供体制を整備するため、厚⽣労働省と都
道府県は、関係機関と協⼒して、次のような対策を講じる。 
・ 都道府県は、地域の医療機能を維持する観点から、新型コロナウイ

ルス感染症以外の疾患等の患者受⼊れも含めて、地域の医療機関の役
割分担を推進すること。 

・ 患者と医療従事者双⽅の新型コロナウイルス感染症の予防の観点
から、初診を含めて、電話等情報通信機器を⽤いた診療体制の整備を
推進すること。 

④ 医療従事者の確保のため、厚⽣労働省と都道府県等は、関係機関と協⼒
して、次のような対策を講じる。 
・ 都道府県等は、現場で従事している医療従事者の休職・離職防⽌策
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や潜在有資格者の現場復帰、新型コロナウイルス感染症対策に従事し
ていない⼈材の活⽤を含め医療現場の⼈材配置の転換等を推進する
こと。また、検査を含め、直接の医療⾏為以外に対しては、有資格者
以外の⺠間の⼈材等の活⽤を進めること。 

・ 厚⽣労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、全
国の医療機関等の医療⼈材募集情報を掲載する Web サイト「医療の
お仕事Ｋｅｙ-Ｎｅｔ」の運営等を通じて、医療関係団体、ハローワ
ーク、ナースセンター等と連携し、医療⼈材の確保を⽀援すること。 

⑤ 医療物資の確保のため、政府と都道府県、関係機関は協⼒して、次の
ような対策を講じる。 
・ 政府及び都道府県は、医療提供体制を⽀える医薬品や医療機器、医

療資材の製造体制を確保し、医療機関等情報⽀援システム（Ｇ−ＭＩ
Ｓ）も活⽤し、必要な医療機関に迅速かつ円滑に提供できる体制を
確保するとともに、専⾨性を有する医療従事者や⼈⼯呼吸器等の必
要な医療機器・物資・感染防⽌に必要な資材等を迅速に確保し、適切
な感染対策の下での医療提供体制を整備すること。 

・ 政府及び都道府県は、特に新型コロナウイルス感染症を疑う患者に
ＰＣＲ検査等や⼊院の受⼊れを⾏う医療機関等に対しては、マス
ク等の個⼈防護具を優先的に確保すること。 

⑥ 医療機関及び⾼齢者施設等における施設内感染を徹底的に防⽌する
ため、厚⽣労働省と地⽅公共団体は、関係機関と協⼒して、次の事項に
ついて周知徹底を図る。 
・ 医療機関及び⾼齢者施設等の設置者において、 

▸ 従事者等が感染源とならないよう、「三つの密」が⽣じる場を
徹底して避けるとともに、 

▸ 症状がなくても患者や利⽤者と接する際にはマスクを着⽤する、 
▸ ⼿洗い・⼿指消毒の徹底、 
▸ パソコンやエレベーターのボタン等複数の従事者が共有するも

のは定期的に消毒する、 
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▸ ⾷堂や詰め所でマスクを外して飲⾷をする場合、他の従事者と⼀
定の距離を保つ、 

▸ ⽇々の体調を把握して少しでも調⼦が悪ければ⾃宅待機する、 
▸ 感染多数地域における従事者等に対する定期的検査を実施する、 
等の対策に万全を期すこと。 

・ 医療機関及び⾼齢者施設等において、⾯会者からの感染を防ぐ
ため、⾯会は、地域における発⽣状況等も踏まえ、患者、家族のＱＯ
Ｌを考慮しつつ、緊急の場合を除き制限するなどの対応を検討するこ
と。 

・ 医療機関及び⾼齢者施設等において、患者、利⽤者からの感染を防
ぐため、感染が流⾏している地域では、患者、家族のＱＯＬを考慮し
つつ、施設での通所サービス等の⼀時利⽤を中⽌⼜は制限する、⼊院
患者、利⽤者の外出、外泊を制限するなどの対応を検討すること。 

・ 医療機関及び⾼齢者施設等において、⼊院患者、利⽤者等について、
新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、早急に個室隔離し、保健
所の指導の下、感染対策を実施し、標準予防策、接触予防策、⾶沫感
染予防策を実施すること。 

⑦ 都道府県は、感染者と⾮感染者の空間を分けることなどを含む感染防
⽌策の更なる徹底等を通して、医療機関及び施設内での感染の拡⼤
に特に注意を払う。 

⾼齢者施設等の発熱等の症状を呈する従事者・⼊所者に対する健
康観察アプリ、抗原簡易キット等も活⽤した検査や陽性者が発⽣し
た場合の当該施設の⼊所者等への検査が速やかに⾏われるようにす
る。また、感染者が多数発⽣している地域における医療機関、⾼齢者
施設等への積極的な検査が⾏われるようにする。 

また、都道府県は、⾼齢者施設等において感染者が⼀例でも確認
された場合に、感染制御・業務継続⽀援チームが⽀援を⾏う体制を
構築するとともに政府は、この体制を構築するに当たり、各都道府
県を⽀援することに併せて、研修の実施や実践例の展開により、対
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応⼒を強化する。 
また、⾼齢者施設等において、感染対策マニュアルを活⽤した感染

対策等の対応⼒強化の取組を、事例集の展開や業務継続計画の策定⽀
援などにより⼀層進める。 

加えて、⼿術や医療的処置前等において、当該患者について医師の
判断により、ＰＣＲ検査等が実施できる体制をとる。 

⑧ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚⽣労働省と都道府
県は、関係機関と協⼒して、次の事項に取り組む。 
・ 妊産婦に対する感染を防⽌する観点から、医療機関における動線分

離等の感染防⽌策を徹底するとともに、妊産婦が感染した場合であっ
ても、安⼼して出産し、産後の⽣活が送れるよう、関係機関との協⼒
体制を構築し、適切な⽀援を実施すること。また、関係機関と協⼒し
て、感染が疑われる妊産婦への早めの相談の呼びかけや、妊娠中の⼥
性労働者に配慮した休みやすい環境整備等の取組を推進すること。 

・ ⼩児医療について、関係学会等の意⾒を聞きながら、診療体制を検
討し、地⽅公共団体と協⼒して体制整備を進めること。 

・ 関係機関と協⼒して、外国⼈が医療を適切に受けることができるよ
う、医療通訳の整備等を、引き続き、強化すること。 

・ レムデシビル、デキサメタゾン及びバリシチニブについて、必要な
患者への供給の確保を図るとともに、関係省庁・関係機関とも連携し、
有効な治療薬等の開発を加速すること。カシリビマブ・イムデビマブ
については、軽症患者の重症化を防⽌することは医療提供体制の確保
という観点からも重要であることから、必要な患者への供給の確保を
図るとともに、緊急事態措置区域及び重点措置区域を中⼼に医療機関
にあらかじめ配布することに加え、初期症状のある者の積極的な検査
による感染者の早期把握や投与後の観察体制の確保等の⼀定の要件
を満たした医療機関における外来・往診による投与の実施など、医療
現場において投与が必要な者に適切かつ確実に活⽤できるよう取り
組むこと。他の治療で使⽤されている薬剤のうち、効果が期待される
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ものについて、その効果を検証するための臨床研究・治験等を速やか
に実施すること。また、重症化マーカーを含めた重症化リスクに関す
る臨床情報・検査や、重症患者等への治療⽅法について、現場での活
⽤に向けた周知、普及等に努めること。 

・ 法令に基づく健康診断及び予防接種については、適切な感染対策の
下で実施されるよう、実施時期や実施時間等に配慮すること。 

・ 政府及び都道府県等は、実費でＰＣＲ検査が⾏われる場合にも、医
療と結びついた検査が⾏われるよう、周知を⾏うとともに、精度管理
についても推進すること。 

⑨ 政府は、令和２年度第１次補正予算・第２次補正予算・第 3 次補正予
算、予備費等も活⽤し、地⽅公共団体等に対する必要な⽀援を⾏うとと
もに、医療提供体制の更なる強化に向け、対策に万全を期す。 

 
（５）経済・雇⽤対策 

 現下の感染拡⼤の状況に応じ、その防⽌を最優先とし、予備費を活⽤す
るなど臨機応変に対応することとする。昨年春と夏の感染拡⼤の波を経験
する中、感染対策とバランスをとりつつ、地域の感染状況や医療提供体制
の確保状況等を踏まえながら、感染拡⼤の防⽌と社会経済活動の維持との
両⽴を図ってきた。具体的には、政府は、令和２年度第 1 次補正予算を含
む「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４⽉ 20 ⽇閣議決
定）及び令和２年度第２次補正予算の各施策を、国・地⽅を挙げて迅速か
つ着実に実⾏することにより、感染拡⼤を防⽌するとともに、雇⽤の維持、
事業の継続、⽣活の下⽀えに万全を期してきた。今後、令和２年度第３次
補正予算を含む「国⺠の命と暮らしを守る安⼼と希望のための総合経済対
策」（令和２年 12 ⽉ 8 ⽇閣議決定）や「新たな雇⽤・訓練パッケージ」（令
和３年２⽉ 12 ⽇策定）、「⾮正規雇⽤労働者等に対する緊急⽀援策」（令和
３年３⽉ 16 ⽇新型コロナに影響を受けた⾮正規雇⽤労働者等に対する緊
急対策関係閣僚会議決定）、「新型コロナの影響を特に受けている飲⾷・宿
泊等の企業向けの⾦融⽀援等について」（令和３年３⽉ 23 ⽇策定）を含む
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各種の経済⽀援策、更には令和３年度当初予算を、国・地⽅を挙げて迅速
かつ着実に実⾏することにより、医療提供体制の確保やワクチンの接種体
制等の整備をはじめとする新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤の防⽌
に全⼒を挙げ、感染症の厳しい影響に対し、雇⽤調整助成⾦や実質無利
⼦・無担保融資等により雇⽤・事業・⽣活をしっかり守っていく。その
上で、成⻑分野への⺠間投資を⼤胆に呼び込みながら、⽣産性を⾼め、
賃⾦の継続的な上昇を促し、⺠需主導の成⻑軌道の実現につなげる。今
後も感染状況や経済・国⺠⽣活への影響を注意深く⾒極め、公平性の観
点や円滑な執⾏等が⾏われることにも配慮しつつ、引き続き、状況に応
じて、新型コロナウイルス感染症対策予備費の活⽤により臨機応変に必
要な対策を講じていくとともに、我が国経済の⾃律的な経済成⻑に向け
て、躊躇なく機動的なマクロ経済政策運営を⾏っていく。 

 
（６）その他重要な留意事項 

１）偏⾒・差別等への対応、社会課題への対応等 
① 政府及び地⽅公共団体は、新型コロナウイルス感染症へのり患は誰

にでも⽣じ得るものであり、感染者やその家族、勤務先等に対する差
別的な取扱いや誹謗中傷、名誉・信⽤を毀損する⾏為等は、⼈権侵害
に当たり得るのみならず、体調不良時の受診遅れや検査回避、保健所
の積極的疫学調査への協⼒拒否等につながり、結果として感染防⽌策
に⽀障を⽣じさせかねないことから、分科会の偏⾒・差別とプライバ
シーに関するワーキンググループが⾏った議論のとりまとめ（令和 2
年 11 ⽉ 6 ⽇）や法第 13 条第２項の規定を踏まえ、感染者等の⼈権
が尊重され、何⼈も差別的な取扱い等を受けることのないよう、以下
のような取組を⾏う。 
・ 新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及に加え、政

府の統⼀的なホームページ（corona.go.jp）等を活⽤し、地⽅公共
団体や関係団体等の取組の横展開にも資するよう、偏⾒・差別等の
防⽌等に向けた啓発・教育に資する発信を強化すること。 
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・ 感染者やその家族、勤務先等に対する偏⾒・差別等の実態の把握
に努めるとともに、偏⾒・差別等への相談体制を、研修の充実、Ｎ
ＰＯを含めた関係機関の連携、政府による⽀援、ＳＮＳの活⽤等に
より強化すること。 

・ 悪質な⾏為には法的責任が伴うことについて、政府の統⼀的なホ
ームページ等を活⽤して、幅広く周知すること。 

・ 新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた⾏政による情報公
表の在り⽅に関して、改めて政府としての統⼀的な考え⽅を整理
すること。また、情報の公表に当たっては、個⼈情報の保護に留意
すること。 

・ クラスター発⽣等の有事対応中においては、感染症に関する正
しい知識に加えて、感染者等を温かく⾒守るべきこと等を発信す
ること。 

② 政府は、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者が偏
⾒・差別等による⾵評被害等を受けないよう、国⺠への普及啓発等必
要な取組を実施する。 

③ 政府は、ワクチンを接種していない者及び接種できない者が不当な
偏⾒・差別等を受けないよう、国⺠への普及啓発等必要な取組を実施
する。 

④ 政府は、海外から⼀時帰国した児童⽣徒等への学校の受⼊れ⽀援や
いじめ防⽌等の必要な取組を実施する。 

⑤ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合において、国⺠の⾃
由と権利の制限を必要最⼩限のものとする。特に、罰則が設けられて
いる措置については、患者や関係者の⼈権に⼗分に配慮し、まずは当
該措置の趣旨や必要性を患者等に丁寧に説明し、理解・協⼒を得られ
るようにすることを基本とするとともに、罰則の適⽤は、慎重に⾏う
ものとする。また、⼥性の⽣活や雇⽤への影響が深刻なものとなって
いることに留意し、⼥性や⼦供、障害者等に与える影響を⼗分配慮す
るとともに、必要な⽀援を適時適切に実施する。 
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⑥ 政府及び地⽅公共団体は、マスク、個⼈防護具、医薬品、医薬部外
品、⾷料品等に係る物価の⾼騰や買占め、売り惜しみを未然に回避し
⼜は沈静化するため、必要な措置を講じる。 

⑦ 政府は、地⽅公共団体と連携し、対策が⻑期化する中で⽣ずる様々
な社会課題に対応するため、適切な⽀援を⾏う。 
・ ⻑期間にわたる外出⾃粛等によるメンタルヘルスへの影響、配偶

者暴⼒、性犯罪・性暴⼒や児童虐待等。 
・ 情報公開と⼈権との協調への配慮。 
・ 営業⾃粛等による倒産、失業、⾃殺等。 
・ 社会的に孤⽴しがちな⼀⼈暮らしの⾼齢者、休業中のひとり親家

庭等の⽣活。 
・ 外出⾃粛等の下で、⾼齢者等がフレイル状態等にならないよう、

コミュニティにおける⽀援を含め、健康維持・介護サービスの確保。 
⑧ 政府及び地⽅公共団体は、新型コロナウイルス感染症により亡くな

られた⽅に対して尊厳をもってお別れ、⽕葬等が⾏われるよう、適切
な⽅法について、周知を⾏う。 

⑨ 政府は、ワクチン接種に便乗した詐欺被害等の防⽌のため注意喚起
や相談体制を強化する。 

２）物資・資材等の供給 
① 政府は、国⺠や地⽅公共団体の要望に応じ、マスク、個⼈防護具、

消毒薬、⾷料品等の増産や円滑な供給を関連事業者に要請する。また、
政府は、感染防⽌や医療提供体制の確保のため、マスク、個⼈防護具、
⼈⼯呼吸器等の必要な物資を政府の責任で確保する。例えば、マスク
等を政府で購⼊し、必要な医療機関や介護施設等に優先配布するとと
もに、感染拡⼤に備えた備蓄を強化する。 

② 政府は、マスクや消毒薬等の国⺠が必要とする物資が安定的に供給さ
れるよう、これらの物資の需給動向を注視するとともに、過剰な在庫を抱
えることのないよう消費者や事業者に冷静な対応を呼びかける。 

③ 政府は、事態の⻑期化も念頭に、マスクや抗菌薬及び抗ウイルス薬の原
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薬を含む医薬品、医療機器等の医療の維持に必要な資材の安定確保に努め
るとともに、国産化の検討を進める。 

３）関係機関との連携の推進 
① 政府は、地⽅公共団体を含む関係機関等との双⽅向の情報共有を強

化し、対策の⽅針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把握を
⾏う。 

② 政府は、対策の推進に当たっては、地⽅公共団体、経済団体等の関
係者の意⾒を⼗分聴きながら進める。 

③ 地⽅公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含め全ての
部局が協⼒して対策に当たる。 

④ 政府は、国際的な連携を密にし、ＷＨＯや諸外国・地域の対応状況
等に関する情報収集に努める。また、⽇本で得られた知⾒を積極的に
ＷＨＯ等の関係機関や諸外国・地域と共有し、今後の対策に活かすと
ともに、新型コロナウイルス感染症の拡⼤による影響を受ける国・地
域に対する国際社会全体としての対策に貢献する。 

⑤  政府は、基礎医学研究及び臨床医学研究、疫学研究を含む社会医学
研究等の研究体制に対する⽀援を通して、新型コロナウイルス感染症
への対策の推進を図る。 

⑥  都道府県等は、近隣の都道府県等が感染拡⼤防⽌に向けた様々な措
置や取組を⾏うに当たり、相互に連携するとともに、その要請に応じ、
必要な⽀援を⾏う。 

⑦  特定都道府県⼜は重点措置区域である都道府県等は、緊急事態措置
⼜はまん延防⽌等重点措置等を実施するに当たっては、あらかじめ政
府と協議し、迅速な情報共有を⾏う。政府対策本部⻑は、特定都道府
県⼜は重点措置区域である都道府県等が適切に緊急事態措置⼜はま
ん延防⽌等重点措置を講じることができるよう、専⾨家の意⾒を踏ま
えつつ、総合調整を⾏うとともに、特に必要があると認めるときは、
都道府県知事に対して、必要な指⽰を⾏うものとする。 

⑧ 緊急事態宣⾔の期間中に様々な措置を実施した際には、特定都道府
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県知事及び指定⾏政機関の⻑は政府対策本部⻑に、特定市町村⻑及び
指定地⽅公共機関の⻑はその所在する特定都道府県知事に、指定公共
機関の⻑は所管の指定⾏政機関に、その旨及びその理由を報告する。
政府対策本部⻑は国会に、特定都道府県知事及び指定⾏政機関の⻑は
政府対策本部⻑に、報告を受けた事項を報告する。 

４）社会機能の維持 
① 政府、地⽅公共団体、指定公共機関及び指定地⽅公共機関は、職員にお

ける感染を防ぐよう万全を尽くすとともに、万が⼀職員において感染者⼜
は濃厚接触者が確認された場合にも、職務が遅滞なく⾏えるように対策を
あらかじめ講じる。特に、テレビ会議及びテレワークの積極的な実施に努
める。 

② 地⽅公共団体、指定公共機関及び指定地⽅公共機関は、電気、ガス、⽔
道、公共交通、通信、⾦融業等の維持を通して、国⺠⽣活及び国⺠経済へ
の影響が最⼩となるよう公益的事業を継続する。 

③ 政府は、指定公共機関の公益的事業の継続に⽀障が⽣じることがないよ
う、必要な⽀援を⾏う。 

④ 国⺠⽣活・国⺠経済の安定確保に不可⽋な業務を⾏う事業者は、国⺠⽣
活及び国⺠経済安定のため、事業の継続を図る。 

⑤ 政府は、事業者のサービス提供⽔準に係る状況の把握に努め、必要
に応じ、国⺠への周知を図る。 

⑥ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブル等を防⽌するため、
必要に応じ、警戒警備を実施する。 

⑦ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑⽌するとともに、取締りを徹底
する。 

５）緊急事態宣⾔解除後の取組 
政府は、緊急事態宣⾔の解除を⾏った後も、都道府県等や基本的対処

⽅針分科会、分科会等との定期的な情報交換等を通じ、国内外の感染状
況の変化、施策の実施状況等を定期的に分析・評価・検証を⾏う。その
上で、最新の情報に基づいて適切に、国⺠や関係者へ情報発信を⾏うと
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ともに、それまでの知⾒に基づき、より有効な対策を実施する。 
６）その他 

① 政府は、必要に応じ、他法令に基づく対応についても講じることと
する。 

② 今後の状況が、緊急事態宣⾔の要件等に該当するか否かについて
は、海外での感染者の発⽣状況とともに、感染経路の不明な患者や
クラスターの発⽣状況等の国内での感染拡⼤及び医療提供体制のひ
っ迫の状況を踏まえて、国⺠⽣活及び国⺠経済に甚⼤な影響を及ぼ
すおそれがあるか否かについて、政府対策本部⻑が基本的対処⽅針
分科会の意⾒を⼗分踏まえた上で総合的に判断することとする。 

③ 政府は、基本的対処⽅針を変更し、⼜は、緊急事態を宣⾔、継続若
しくは終了するに当たっては、新たな科学的知⾒、感染状況、施策の
実⾏状況等を考慮した上で、基本的対処⽅針分科会の意⾒を⼗分踏ま
えた上で臨機応変に対応する。 

  

560



76 

(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 

 

 

 以下、事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただ

きつつ、事業の継続を求める。 

 

１．医療体制の維持 

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応も

あるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。 

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販

売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全

ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 

２．支援が必要な方々の保護の継続 

・高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者

（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係

者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で

必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。 

３．国民の安定的な生活の確保 

・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを

提供する関係事業者の事業継続を要請する。 

① インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・ＬＰガス、上下水道、通

信・データセンター等） 

② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・

ネット通販等） 

③ 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等） 

④ 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係（百貨店・スーパー、コンビ

ニ、ドラッグストア、ホームセンター等） 

⑤ 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等） 

⑥ 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等） 

⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等） 

⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等） 

⑩ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サ

ービス、自家用車等の整備等） 
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４．社会の安定の維持 

・社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間中にも、企業の活動を維

持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続

を要請する。 

① 金融サービス（銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決

済サービス等） 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、

航空・空港管理、郵便等） 

③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機、潜水艦等） 

④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス（ビルメンテナンス、セキュリティ

関係等） 

⑤ 安全安心に必要な社会基盤（河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処

理、個別法に基づく危険物管理等） 

⑥ 行政サービス等（警察、消防、その他行政サービス） 

⑦ 育児サービス（託児所等） 

 

５．その他 

・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの（高炉や半導体

工場等）、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの

（サプライチェーン上の重要物を含む。）を製造しているものについては、

感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の

業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。 
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か
に
健
康
観
察
・
必
要
な
治
療

を
行
え
る
よ
う
、
保
健
所
と
地
域
の
医
療
機
関
の
連
携
や
、
往
診
・

訪
問
診
療
・
訪
問
看
護
や
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
等
の
体
制
を
強
化

・
重
症
化
を
予
防
す
る
た
め
、
中
和
抗
体
薬
を
は
じ
め
と
し
た
治
療

薬
を
入
院
・
外
来
・
往
診
等
で
投
与
で
き
る
体
制
を
拡
大

・
入
院
が
必
要
な
方
が
確
実
に
入
院
で
き
る
病
床
を
確
保

・
病
床
確
保
に
加
え
、
臨
時
の
医
療
施
設
や
増
加
す
る
自
宅
療
養
者

等
へ
の
入
院
待
機
施
設
等
を
充
実

・
コ
ロ
ナ
病
床
を
確
保
す
る
際
に
は
、
そ
の
分
一
般
医
療
を
制
限
せ

ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
コ
ロ
ナ
医
療
と
一
般
医
療
と
の
両

立
が
図
ら
れ
た
体
制
を
構
築

・
都
道
府
県
に
お
い
て
、
感
染
拡
大
時
の
医
療
人
材
の
確
保
・
配
置

調
整
等
を
行
う
体
制
を
確
保

２
．
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
体
制
に
つ
い
て

・
７
月
末
に
は
希
望
す
る
高
齢
者
へ
の
２
回
接
種
を
概
ね
完
了
。
２

回
目
接
種
を
終
え
た
方
は
全
人
口
の
５
割
を
超
え
て
い
る
。

・
10
月
か
ら

11
月
の
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
、
希
望
す
る
全
て
の

方
へ
の
２
回
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
完
了
を
目
指
す
。
さ
ら
に
、
若
い
世

代
の
方
を
は
じ
め
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
未
接
種
の
方
に
接
種
い
た

だ
け
る
よ
う
取
り
組
む
。

・
諸
外
国
の
動
向
や
科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
、
年
内
の
追
加
接
種
開

始
を
想
定
し
、
自
治
体
の
体
制
整
備
や
必
要
な
ワ
ク
チ
ン
を
確
保

・
例
え
ば
、
緊
急
事
態
宣
言
等
の
下
で
、
以
下
の
具
体
的
制
限
緩
和
に
向
け
、

自
治
体
や
事
業
者
と
の
議
論
を
含
め
、
国
民
的
な
議
論
を
踏
ま
え
検
討
。

(ⅰ
)飲
食
：
ワ
ク
チ
ン
・
検
査
パ
ッ
ケ
ー
ジ
や
第
三
者
認
証
の
活
用
等
で
、

・
酒
類
提
供
を
認
め
、

21
時
ま
で
営
業
可
能

・
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
地
域
で
は
、
時
間
制
限
な
く
営
業
可
能

・
ワ
ク
チ
ン
・
検
査
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
利
用
し
た
会
食
は
人
数
制
限
緩
和

(ⅱ
)イ
ベ
ン
ト
：
ワ
ク
チ
ン
・
検
査
パ
ッ
ケ
ー
ジ
や
「
安
全
計
画
」
に
よ
り
、

人
数
上
限
の
緩
和
、
収
容
率

10
0％

で
の
イ
ベ
ン
ト
実
施
可
能

(ⅲ
)人
の
移
動
：

・
旅
行
等
の
県
を
ま
た
ぐ
移
動
に
つ
い
て
、
ワ
ク
チ
ン
・
検
査
を
受
け
た

者
は
国
と
し
て
自
粛
要
請
の
対
象
と
し
な
い

・
不
要
不
急
の
外
出
は
、
混
雑
し
た
場
所
等
を
訪
れ
る
場
合
等
を
除
き
、

国
と
し
て
自
粛
要
請
の
対
象
と
し
な
い

・
段
階
的
に
取
組
を
行
う
観
点
か
ら
、
飲
食
、
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
、
技
術

実
証
の
枠
組
の
下
で
、

10
月
中
に
人
数
制
限
等
を
緩
和
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新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組 

 

令和３年９月 28 日 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 

  新型コロナウイルス感染症に対しては、これまでの感染拡大期の経験や国

内外の様々な研究等の知見を踏まえ、感染防止対策、医療提供体制の拡充、ワ

クチン接種の促進を一体的に進めることを通じ、重症者・死亡者の発生を可能

な限り抑制し国民の健康と命を守ることを第一に、同時に社会経済活動を完

全に停止させることのないよう、ポイントを絞って必要な対策を講じてきた。

また、この間、新型コロナウイルスの影響により事業の継続や生活において困

難に直面した方々には、必要な支援策がいきわたるよう努めてきた。 

 

【感染拡大防止策】 

  感染拡大の防止の基本は、個々人が三つの密の回避、人と人との距離の確保、

マスクの着用、手洗いなどの手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底する

ことであり、加えて、国及び自治体が積極的・戦略的な検査と積極的疫学調査

により、感染拡大の起点となっている場所や活動を特定して効果的な対策を

講じること、さらに、人流や人との接触機会を削減することが重要である。 

   

  これまで改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の措置を使いながら、

専門家の分析等で感染リスクが高いとされた飲食の場面を極力回避するため、

飲食店の時短営業及び酒提供の停止の措置を講じてきたほか、人流や人との

接触機会を徹底的に削減する観点から、外出・移動の自粛、イベント及び大規

模集客施設への時短要請などの取組を進めてきた。 

    

 特に、本年の３月下旬以降は、より感染力の強い変異株の出現による急速な

感染拡大に対し、改正法で創設されたまん延防止等重点措置区域における機動

的な対策、ゴールデンウィーク期間中のイベントの無観客開催、大規模集客施

設の休業などの集中的な対策をはじめ、緊急事態宣言等の下で、全国的に度重

なる強い措置を講じてきた。また、強い感染力を持つデルタ株が出現し、10 代

を含めた若年世代にも感染が拡大したことにより、それまでの飲食への対策、

人流抑制の取組のほか、再度の感染拡大の予兆や感染源を早期に探知するため、

PCR 検査を用いたモニタリング検査を大幅に強化するとともに、学校における

感染対策を強化する観点から、軽度であっても症状が現れた場合に、早期に陽

性者を発見することができるよう、学校等への抗原簡易キットの配布を行って
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いる。さらに、健康観察アプリを活用し、早期に検査につなげる取組も始まっ

ている。 

 

【ワクチン接種の進展とこれに伴う患者像の変化】 

 

  ワクチンについては、本年２月に医療従事者向け接種を開始し、４月に高齢

者向け接種を開始、５月から本格的に接種を進め、４月末には医療従事者の接

種会場への派遣を可能にする他、接種費用への時間外・休日加算相当分の上乗

せや接種回数の多い施設への支援の措置により、１日 100 万回を超えるスピ

ードで接種を進めることができ、７月末には希望する高齢者への２回接種を

概ね完了した。自治体での接種努力に加えて、企業等による職域接種等を行う

ことにより、10 月上旬までに供給されるワクチンは対象人口の９割が接種で

きる数量に達する。 

 

 ワクチンの総接種回数は、９月 26 日現在で１億 5,000 万回を超えている（1

億 5949 万 4782 回）。１回目接種を終えた方は全人口の 68.7％（12 歳以上の対

象人口比 75.4％）、２回目接種を終えた方は 57.2％（同 63.2％）と５割を超

えている。 

 

 ワクチン接種については、発症予防、重症化予防の効果が期待されており、

海外では一定の感染予防効果を示唆する報告も見られる。日本における発症予

防効果については、ワクチン２回接種14日以降で95％程度とする報告がある。

最も重症化リスクの高い群である高齢者の約９割が２回接種を終えたことも

あり、感染者数の増加に比べ、重症者数、死亡者数の増加は少なくなっている。

今回の感染拡大では、７月と８月で感染者を 10 万人、死亡者を 8,000 人減ら

すことができたとの試算もある。10 月から 11 月のできるだけ早い時期に、希

望する全ての方への２回のワクチン接種の完了を目指し、引き続き取組を進め

ていく。 

 

  直近では、感染者数の増加に比べ、重症者数、死亡者数の増加が少なくなっ

ていることに加え、感染者数や死亡者数に占める高齢者の割合が低下してお

り、患者像に変化が見られる。また、後述のとおり、医療提供体制の強化が進

められると同時に、陽性者の治療については、中和抗体薬が利用可能となるな

ど、選択肢が確実に増えてきている。こうした中で、日々の新規陽性者数の持

つ意味は相対的に低下してきている。 
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【医療提供体制の強化】 

 

７月以降も全国で約 4,800 床の病床と約 14,000 室の宿泊療養施設を確保す

る等、これまで各都道府県において、感染拡大の経験を踏まえた医療提供体制

の段階的な強化が進められてきた。 

 

  また、病床やホテル等の宿泊療養施設の確保に加え、自宅療養等を行う場合

の診療体制の整備や、My HER-SYS 等の導入の推進による健康観察体制の整備

が進められてきた。国としても、往診や訪問診療、訪問看護の診療報酬の評価

の拡充等を行ってきた。 

 

さらに、９月 27 日時点で、入院待機施設は 18 都道府県 53 施設、臨時の医

療施設は 22 都道府県 39 施設を設置する等、病状悪化時に確実に酸素投与や

治療につなげることのできる体制の整備や酸素濃縮装置の確保の取組を進め

てきた。今後も都道府県等と密接に連携し、これらの取組を支援していく。 

 

軽症から中等症（Ⅰ）の患者を投与対象とするはじめての治療薬として７月

19 日に特例承認がなされた中和抗体薬（ロナプリーブ）については、短期入

院による投与や投与後の観察体制の確保等の一定の要件を満たした医療機関

による自宅療養者に対する外来・往診での投与など取組を進めており、これま

で約 34,000 人に使用されている。中和抗体薬の投与により重症化を防止する

ことは、医療提供体制のひっ迫を防ぐためにも重要であり、引き続き投与体制

の充実を進める。 

   

【今後の取組の方向性】 

 

直近の感染は、足元では下降傾向にあるが、これは、ワクチン接種の進展

による社会全体の感染予防効果の底上げ、感染の主な起点である飲食の場面

における対策の強化をはじめとする感染リスクの高い接触の場面の削減等に

よるものと考えられる。また、今回の７月からの感染拡大期はこれまでに比

べ陽性者数において非常に大きなものであったが、ワクチン接種の進展によ

り、患者像が変化し、さらに中和抗体薬等が開発されたこともあり、医療施

設や医療人材を適切に配置することで、一定の感染規模であれば、一般医療

と調和をとりながら、安定的に患者対応を行うことが可能となる。 
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今後、ワクチン接種を一層進捗させ、医療供給体制をもう一段整備し、感

染拡大に対する社会の耐性を高めながら、現在適用している日常生活の制限

を段階的に緩和し、感染対策と日常生活を両立させることを基本として、政

策を展開していく。  

 

 

１ 医療提供体制の充実・強化について 

   今回の感染の波では、強い感染力を持つデルタ株の影響により、想定を上

回るスピード・規模での感染拡大が生じた結果、自宅療養者が急激に増加し、

療養調整・医療提供体制に大きく負荷がかかり、自宅で適切な医療を受けられ

ずに死亡するケースも生じた。今後も感染拡大が反復する可能性があること、

他方で、前述したようなワクチン接種の進展による患者像の変化や中和抗体

薬により重症化の防止が可能となってきたことも踏まえ、今後の医療提供体

制については、次の点を重点として取り組む。 

・ 陽性となった全ての方に速やかに健康観察・必要な治療を提供し重症化を

防止すること 

・ 入院が必要な方が確実に入院できる病床を確保すること 

・ 病床確保に加え、臨時の医療施設や増加する自宅療養者等への入院待機施

設等を充実すること 

・ コロナ病床を確保する際には、その分一般医療を制限せざるを得ないこと

を踏まえ、コロナ医療と一般医療との両立が図られた体制の構築を行うこと 

 

（ⅰ）病床の確保、臨時の医療施設・入院待機施設の整備 

 ワクチン接種の進展等による患者像の変化を踏まえ、急激な感染拡大が起こ

った場合にも病状に応じて適切な医療が受けられるよう、病床だけでなく、臨

時の医療施設や入院待機施設（入院待機ステーション・酸素ステーション等）

を含めた整備を行うとともに、感染者数の増加に応じて、人員を含め機動的に

対応できる体制を構築する。 

その際、一般医療とのバランスに留意しつつ、患者が病状に応じてどのよう

な場で療養するかについての考え方をあらかじめ、地域の関係者間で共有した

上で、各機関の有機的連携を進める。 

国としても、各地域における効果的な施設整備・運営等に関する好事例の展

開等の適切な支援等を通じて、こうした体制の構築を推進する。 

 

（ⅱ）自宅・宿泊療養者への対応 

 感染拡大が起こった場合であっても対応し得るように、自宅・宿泊療養者の
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健康管理・医療支援・急変時対応の体制の強化を図る。 

 

 保健所等による健康観察が開始される前でも、医師等が健康観察・治療を行

うよう、例えば、医師会の協力の下、診断を行った医療機関による一貫した健

康観察・診療や、保健所の健康観察中における医師の判断による電話診療・往

診の実施など、柔軟な仕組みの構築を進める。 

また、自治体による療養者への的確な支援につなげるための情報共有を行う

ほか、My HER-SYS・自動架電等の健康観察の効率化に資する仕組みや、医療機

関による発生届提出時における HER-SYS の利用について積極的に導入を図る。

保健所業務支援に係る専門人材（IHEAT）の充実により、保健所の体制を強化

する。 

 

 自宅療養者の容態が悪化した場合にも対応できるよう、地域の医師会等と連

携し、往診・訪問診療・訪問看護やオンライン診療等の体制を拡充する。また、

急変した際に速やかに入院につなげられるよう、移送・搬送体制や患者受入体

制の構築を行う。 

 

（ⅲ）中和抗体薬の投与体制 

 重症化する患者を減らし、同時に医療提供体制への負荷をできる限り緩和す

る観点から、中和抗体薬をはじめとする治療薬について、供給の確保に万全を

期すとともに、入院等に加えて外来や往診等においても投与できる体制を拡大

する。 

 

（ⅳ）医療人材の確保 

 感染拡大時には医療機関内の人材だけでなく外部人材の確保・活用が不可欠

となることを念頭に、都道府県において、人材確保・配置調整等を一元的に担

う体制を構築し、都道府県ナースセンター等の活用を含めた人材確保を進める。

国としても、全国的な医療団体・職能団体との連携や、国が所管する医療機関

等への働きかけ等を通じ、都道府県の人材確保を支援する。 

 

 

これらの医療提供体制の強化の取組について、各都道府県において、今回の

感染拡大における各地域の感染状況等を踏まえ、各地域で少なくとも今回生じ

た感染拡大と同様の規模・スピードでの感染拡大が今後も生じ得ることを想定

して進める。 

その際には、ワクチン接種が進んだ諸外国の例を見ても感染の再拡大が起き
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ていることに十分留意が必要である。 

各都道府県は、保健所設置市等との連携・協力の下、10 月中をめどに今後

の医療提供体制の構築方針を作成し、これに基づく体制の構築を進める（遅く

とも季節性インフルエンザの流行期に入る 11 月末までに病床・宿泊療養施設

確保計画の見直しを行う）。 

 

国と自治体が連携して、平時から病床や医療人材の確保等の準備に計画的に

取り組む仕組みを整備し、緊急時にはその仕組みが十分に機能する必要がある。

今後、国や自治体が迅速に必要な要請・指示をできるようにするための法的措

置について速やかに検討する。 

 

２ ワクチンの接種体制について 

引き続き、10 月から 11 月のできるだけ早い時期に、希望する全ての国民に

２回のワクチン接種を終えるよう取り組む。さらに、２回接種がまだ完了して

いない若い世代の方をはじめ、できるだけ多くの未接種の方に接種していただ

けるよう、周知・啓発を行うとともに、例えば受験生への接種の取組事例など、

自治体での好事例を展開する等して取組を支援する。 

 

一方で、諸外国では、２回接種した後の追加接種の計画が始まっている。９

月 17 日に開催した厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会での「追加接種

の時期は、諸外国の動向や現時点で得られている科学的知見から、２回接種完

了から概ね８ヶ月以上後とする」との意見を踏まえると、最も早く２回接種が

完了した者（医療従事者等）では年内には追加接種が開始されることが想定さ

れる。自治体の体制整備について、必要となるシステム改修や会場の確保、追

加接種の対象者を抽出するために必要な VRS への入力など、早急に取り組む。 

 

３回目の接種に向けて必要となるワクチンについては、既にモデルナ社（モ

デルナ）や武田薬品工業（ノババックス）と国との間で、合計で２億回分の供

給を受ける契約を締結するなど、その確保を進めているところであり、薬事承

認や予防接種法上の位置づけ等のプロセスを適切に進めていく。 

 

また、感染症を巡る状況を踏まえ、平時からの開発支援を含め治療薬やワク

チンについて安全性や有効性を適切に評価しつつ、より早期の実用化を可能と

するための仕組み、ワクチンの接種体制の確保など、感染症有事に備える取組

について、より実効性のある対策を講ずることができるよう法的措置を速やか

に検討する。 
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３．子供に対する感染対策等 

  子供については、デルタ株への置き換わりにより、10 代未満や 10 代にも感

染が拡大し、感染の多くは引き続き家庭内で生じている。また、夏季休業期間

中の部活動などの教育活動の場面や学習塾などで相次いでクラスターが確認

されている。 

これまで、家庭、学校、保育所、放課後児童クラブ、学習塾等における感染

対策を講じるとともに、学校等における新学期に向けた感染対策の強化を図

ってきたが、今後とも、以下のとおり、子供に対する感染対策等に取り組む。 

 

未就学児等がいる家庭での感染対策を含め子供のそれぞれの居場所におけ

る感染対策の周知徹底を図るとともに、学校で感染者が確認された場合の対応

についての周知や、学校における感染対策への支援を行う。さらに、学校等に

おけるモニタリング検査や抗原簡易キットの配布、希望する教職員や受験生へ

のワクチン接種が進むよう取組を推進するほか、早期探知・早期対応のために

学校等での感染者の発生の把握に取り組む。あわせて、学校等において、感染

者や濃厚接触者等とその家族に対する差別・偏見の防止を図るほか、ワクチン

接種の有無によって差別やいじめなどが起きることのないよう取り組む。 

 

今般、地域での夏休み延長等の動きがあったことを踏まえ、小学校等の臨時

休業等により仕事を休まざるを得ない保護者を支援するため、昨年度実施して

いた小学校休業等対応助成金・支援金について、本年８月から 12 月の休暇を

対象として制度を再開し、特別相談窓口の開設などを含め９月 30 日に運用を

開始する。 

 

４．日常生活の回復に向けて 

新型コロナウイルスの感染状況は、足元では下降傾向にあるが、将来の感染

の再拡大の可能性に備え、引き続き最大限警戒していく必要がある。他方、ワ

クチン接種が進捗し、医療提供体制が強化されることにより、感染拡大が生じ

ても医療のひっ迫等を通じて国民の命や健康を損なう事態を未然に防止でき

るようになっていけば、現在適用している様々な日常生活の制限を段階的に緩

和し、感染対策と日常生活の回復に向けた取組を両立することが可能となる。

このような考え方の下、ワクチン接種の進捗を踏まえ、緊急事態宣言等の下に

おいても、行動制限を緩和することとしており、先般、そのための考え方を示

した。 
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今後、ワクチン・検査パッケージの活用や、飲食店の第三者認証やイベント

の QR コード等を活用した来場者把握などについて、実務的な運用や効果を確

認するために、必要な技術実証を行いながら、感染防止策を科学技術も活用し

たより合理的・効果的なものとしていく。技術実証においては、イベントの人

数制限等の緩和については特例的に取り扱う。 

 

これらの感染リスクを低減させる方策を講じることにより、緊急事態宣言等

の下において、例えば、以下の具体的制限緩和に向けて、自治体や事業者の方々

との議論を含め、国民的な議論を踏まえ、検討を行う。なお、このような制限

緩和を行うに当たっても、基本的な感染防止策（三つの密の回避、人と人との

距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生、二酸化炭素濃度測定器（CO2

センサー）などを活用した換気の徹底等）は維持・徹底する必要がある。また、

感染が急速に拡大し、医療提供体制のひっ迫が見込まれる場合は、上記にかか

わらず、機動的に強い行動制限を求めることがある。 

 

(ⅰ)飲食 

ワクチン・検査パッケージ、第三者認証のそれぞれの活用又はこれらの組

合せにより感染リスクの低減を図った店舗においては、酒類の提供を認め、

営業時間については 21 時まで、さらに、まん延防止等重点措置地域にお

いては、都道府県知事の判断により、特段の時間制限を設けず営業するこ

とも可能とする。また、ワクチン・検査パッケージを利用した会食につい

ては、人数制限を緩和し、例えば５人以上の会食も可能とする。これらの

制度の変更にあわせて、その他地域も含め協力金についても見直しを行う。 

 

(ⅱ)イベント 

ワクチン・検査パッケージの活用及び感染防止安全計画の都道府県による

確認を受けた場合には、現行の人数上限を上回る人数及び収容率 100％で

のイベントの実施を可能とする。 

 

(ⅲ)人の移動 

旅行をはじめ都道府県をまたぐ人の移動について、ワクチン・検査を受け

た者は、国として自粛要請の対象に含めない。また、現在の基本的対処方

針において自粛要請の対象とされている不要不急の外出については、ワク

チン接種の進捗状況を踏まえ、混雑した場所や感染リスクが高い場所を訪

れる場合を除き、ワクチン接種の有無にかかわらず国として外出自粛要請

の対象としない。 
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これらの制限緩和を進めていくに当たり、段階的に取組を行う観点から、一

部の措置について先行して実施することとしている。例えば、まん延防止等重

点措置地域において、第三者認証店では、一定の要件の下、営業時間及び酒提

供制限の緩和を可能としている。また、飲食のほか、イベントについても、ワ

クチン・検査パッケージや QR コード等に関する技術実証の枠組の下で人数制

限等の緩和を 10 月中に実施することとしている。さらに、旅行についても、

ツアーや宿泊施設における運用について、技術実証を行うこととしている。 
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主な施策の実施状況等について 

 

〇ワクチン接種状況 

・総接種回数（9月 27 日公表時点） 

  全年代 159,494,782 回 

   １回接種者  ：87,000,853（全人口の 68.7％） 

   ２回接種完了者：72,493,929（全人口の 57.2％） 

  高齢者（65 歳以上） 

   １回接種者  ：32,305,100（対象者の 90.3％） 

   ２回接種完了者：31,816,685（対象者の 89.0％） 

 

〇感染者数等の状況 

・全年齢  

       新規感染者数  最大重症者数     死亡者数 

 8/1 – 9/26  767,992 人   2,223 人（9/3）    2,290 人 

（参考） 

12/1 – 1/26  223,602 人   1,043 人（1/26）      3,113 人 

 

〇確保病床数等の状況 

・ 確保病床数        

：35,850 床（6月 30 日時点）→40,689 床（9月 22 日時点） ＋4,839 床 

・ 重症者用確保病床数    

： 4,916 床（6月 30 日時点）→ 5,789 床（9月 22 日時点） ＋873 床 

 

〇宿泊療養施設の状況 

・ 確保居室数：38,696 室（6月 30 日時点）→52,750 室（9月 22 日時点）  

＋14,054 室 

 

〇入院待機施設・臨時の医療施設の状況 

・ 入院待機施設数 

：5 道府県 5 施設 106 床（6 月 30 日時点） →18 都道府県 53 施設 1,062 床 

（9 月 27 日時点） ＋約 48 施設 956 床 

・ 臨時の医療施設数     

：9 都道県 10 施設 336 床（6 月 30 日時点）→22 都道府県 39 施設 1,145 床  

（9 月 27 日時点） ＋約 29 施設 809 床 

※入院待機施設と臨時の医療施設は、一部、互いに重複、または確保病床数・

確保居室数との重複あり。また、現在休止中のものを含む。 

 

〇中和抗体薬（7月 19 日特例承認）の投与者数（見込み） 

 ・ 約 34,000 人（9月 28 日時点） 

 

参考 
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実
に
入
院
に
つ
な
げ
る
体
制
を

11
月
末
ま
で
に
整
備

○
今

夏
と

比
べ

て
約

３
割

増
の

患
者

（
約

１
万

人
増

（
約

2
.8

万
人

→
約

3
.7

万
人

）
）

の
入

院
が

可
能

に
・

病
床

の
増

床
や

臨
時

の
医

療
施

設
に

お
け

る
病

床
確

保
（

約
５

千
人

増
（

病
床

約
６

千
床

増
の

８
割

（
使

用
率

）
）

）
・

感
染

ピ
ー

ク
時

に
お

い
て

確
保

病
床

使
用

率
８

割
以

上
を

確
保

（
約

５
千

人
増

）
・

入
院

調
整

の
仕

組
み

の
構

築
、

ス
コ

ア
方

式
の

導
入

等
に

よ
る

療
養

先
の

決
定

の
迅

速
・

円
滑

化
※

公
的

病
院

の
専

用
病

床
化

（
約

2
.7

千
人

の
入

院
患

者
の

受
入

増
（

病
床

増
約

1
.6

千
床

分
）

）
○

今
夏

と
比

べ
て

約
４

倍
弱

（
約

2
.5

千
人

増
）

の
約

3
.4

千
人

が
入

所
で

き
る

臨
時

の
医

療
施

設
・

入
院

待
機

施
設

を
確

保

全
て
の
自
宅
・
宿
泊
療
養
者
に
、
陽
性
判
明
当
日
な
い
し
翌
日
に
連
絡
を
と
り
、

健
康
観
察
や
診
療
を
実
施
で
き
る
体
制
を
確
保

・
保

健
所

の
体

制
強

化
・

今
夏

と
比

べ
て

約
３

割
増

の
宿

泊
療

養
施

設
の

居
室

の
確

保
(約

1
.4

万
室

増
(約

4
.7

万
室

→
約

6
.1

万
室

) 
)

・
従

来
の

保
健

所
の

み
の

対
応

を
転

換
し

、
約

3
.2

万
の

地
域

の
医

療
機

関
等

と
連

携
し

て
オ

ン
ラ

イ
ン

診
療

・
往

診
、

訪
問

看
護

等
を

行
う

体
制

を
構

築

症
状
の
変
化
に
迅
速
に
対
応
し
て
必
要
な
医
療
に
つ
な
げ
、
ま
た
重
症
化
を
未
然
に

防
止
す
る
体
制
を
確
保

・
全

て
の

自
宅

療
養

者
に

パ
ル

ス
オ

キ
シ

メ
ー

タ
ー

を
配

付
で

き
る

よ
う

総
数

で
約

6
9
万

個
を

確
保

・
入

院
に

加
え

外
来

・
往

診
ま

で
様

々
な

場
面

で
中

和
抗

体
薬

・
経

口
薬

を
投

与
で

き
る

体
制

構
築

※
更
な
る
行
動
制
限
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
は

、
人

と
の

接
触

機
会

を
可

能
な
限

り
減

ら
す
た
め
、
例

え
ば

、
飲

食
店

の
休

業
、
施

設
の

使
用

停
止

、
イ
ベ
ン
ト
の

中
止

、
公

共
交

通
機
関
の
ダ
イ
ヤ
の
大
幅
見
直
し
、
職
場
の

出
勤

者
数

の
大

幅
削

減
、
日

中
を
含

め
た
外

出
自

粛
の

徹
底

な
ど
、
状

況
に
応

じ
て
、
機

動
的

に
強

い
行

動
制

限
を
伴

う
要

請
を
行

う

※
上
記
の
数
値
は

11
月

11
日
時
点
の
も
の
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２
．
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
促
進

３
．
治
療
薬
の
確
保

○
国

産
経

口
薬

を
含

む
治

療
薬

の
開

発
費

用
と

し
て

１
薬

剤
当

た
り

最
大

約
2
0
億

円
を

支
援

し
、

経
口

薬
に

つ
い

て
年

内
の

実
用

化
を

目
指

す
○

軽
症

か
ら

中
等

症
の

重
症

化
リ

ス
ク

保
有

者
が

確
実

に
治

療
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
、

複
数

の
治

療
薬

を
確

保
し

、
必

要
な

量
を

順
次

納
入

で
き

る
よ

う
企

業
と

交
渉

を
進

め
る

経
口
薬
は
治
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
向
上
・
重
症
化
予
防
に
よ
り
、
国
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
切
り
札

年
内
の
実
用
化
を
目
指
す
と
と
も
に
、
必
要
量
を
確
保

11
月
中
に
希
望
す
る
方
へ
の
接
種
を
概
ね
完
了
見
込
み

12
月
か
ら
追
加
接
種
を
開
始
。
追
加
接
種
対
象
者
の
う
ち
、
希
望
す
る
全
て
の
方
が
接
種
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
体
制
を
確
保

○
1
1
月

中
に

希
望

す
る

方
へ

の
２

回
の

ワ
ク

チ
ン

接
種

を
概

ね
完

了
見

込
み

（
1
1
/
1
1
公

表
時

点
接

種
率

：
１

回
目

7
8
.2

％
２

回
目

7
4
.5

％
）

・
今

後
も

若
年

者
を

含
め

１
回

目
・

２
回

目
未

接
種

者
に

対
す

る
接

種
機

会
を

確
保

・
小

児
（

1
2
歳

未
満

）
へ

の
接

種
に

つ
い

て
、

企
業

か
ら

薬
事

申
請

が
な

さ
れ

、
承

認
に

至
っ

た
場

合
に

は
厚

生
科

学
審

議
会

の
了

承
を

得
た

上
で

接
種

を
開

始

○
1
2
月

か
ら

追
加

接
種

を
開

始
。

２
回

目
接

種
完

了
か

ら
概

ね
８

か
月

以
降

に
、

追
加

接
種

対
象

者
の

う
ち

希
望

す
る

全
て

の
方

が
受

け
ら

れ
る

よ
う

体
制

を
確

保
・

２
回

目
接

種
を

完
了

し
た

全
て

の
方

に
追

加
接

種
可

能
な

ワ
ク

チ
ン

量
を

確
保

（
来

年
は

3
億

2
千

万
回

分
の

供
給

契
約

を
締

結
済

み
）

・
1
2
月

か
ら

の
接

種
に

向
け

て
都

道
府

県
・

市
町

村
で

体
制

を
整

備
。

国
は

全
額

国
費

を
基

本
と

し
て

必
要

な
支

援
を

行
う

・
２

回
目

接
種

完
了

者
の

ほ
ぼ

全
て

が
追

加
接

種
の

対
象

者
と

な
っ

た
場

合
、

来
年

３
月

を
目

途
に

職
域

接
種

に
よ

る
追

加
接

種
を

開
始

■
感

染
力

が
２

倍
と

な
っ

た
場

合
、

軽
症

か
ら

中
等

症
の

重
症

化
リ

ス
ク

保
有

者
向

け
に

最
大

約
3
5
万

回
分

（
感

染
力

が
３

倍
と

な
っ

た
場

合
は

最
大

約
5
0
万

回
分

）
の

治
療

薬
が

必
要

な
見

込
み

・
中

和
抗

体
薬

に
つ

い
て

、
来

年
（

2
0
2
2
年

）
初

頭
ま

で
に

約
5
0
万

回
分

を
確

保
・

経
口

薬
に

つ
い

て
、

薬
事

承
認

が
行

わ
れ

れ
ば

速
や

か
に

医
療

現
場

に
供

給
。

合
計

約
6
0
万

回
分

を
確

保
（

薬
事

承
認

が
行

わ
れ

れ
ば

年
内

に
約

2
0
万

回
分

、
年

度
内

に
更

に
約

4
0
万

回
分

）
・

さ
ら

に
、

今
冬

を
は

じ
め

中
期

的
な

感
染

拡
大

に
も

対
応

で
き

る
よ

う
、

更
な

る
治

療
薬

の
確

保
に

向
け

て
取

り
組

む
（

経
口

薬
に

つ
い

て
は

、
追

加
で

約
1
0
0
万

回
分

、
計

約
1
6
0
万

回
分

確
保

）

４
．
国
民
の
仕
事
や
生
活
の
安
定
・
安
心
を
支
え
る
日
常
生
活
の
回
復

＜
誰
も
が
簡
易
か
つ
迅
速
に
利
用
で
き
る
検
査
の
拡
大
・
環
境
整
備
＞

・
都

道
府

県
が

、
健

康
理

由
等

で
ワ

ク
チ

ン
接

種
で

き
な

い
者

を
対

象
と

し
て

、
経

済
社

会
活

動
を

行
う

際
の

検
査

を
予

約
不

要
、

無
料

と
で

き
る

よ
う

支
援

併
せ

て
感

染
拡

大
時

に
、

都
道

府
県

判
断

に
よ

り
、

感
染

の
不

安
が

あ
る

無
症

状
者

に
対

し
、

検
査

を
無

料
と

で
き

る
よ

う
支

援
・

P
C
R
検

査
の

実
勢

価
格

を
踏

ま
え

た
保

険
収

載
価

格
の

検
証

、
年

内
を

目
途

に
必

要
な

見
直

し

＜
電
子
的
な
ワ
ク
チ
ン
接
種
証
明
＞

・
こ

れ
ま

で
は

紙
で

海
外

渡
航

用
に

限
定

し
て

発
行

し
て

い
た

が
、

年
内

に
ワ

ク
チ

ン
接

種
証

明
書

を
デ

ジ
タ

ル
化

、
国

内
で

も
利

用
可

能
と

す
る

＜
感
染
状
況
を
評
価
す
る
新
た
な
基
準
の
考
え
方
＞

・
１

1
月

８
日

の
コ

ロ
ナ

分
科

会
の

提
言

を
受

け
、

医
療

の
ひ

っ
迫

状
況

に
よ

り
重

点
を

置
い

た
考

え
方

に
見

直
し

を
行

う
こ

と
と

し
、

速
や

か
に

基
本

的
対

処
方

針
を

改
正

＜
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
る
方
々
へ
の
支
援
＞

・
住
民
税
非
課
税
世
帯
や
子
育
て
世
帯
・学

生
な
ど
コ
ロ
ナ
で
お
困
り
の
皆
様
に
対
す
る
給
付
金
等
の
支
援
を
行
う
。
（

詳
細

は
経

済
対

策
で

決
定

）

＜
今
後
の
さ
ら
な
る
対
応
＞

・
今

後
の

感
染

症
へ

の
対

応
と

し
て

、
病

床
や

医
療

人
材

の
確

保
等

に
関

す
る

国
や

自
治

体
の

迅
速

な
要

請
・

指
示

等
に

係
る

法
的

措
置

を
速

や
か

に
検

討
・

ま
た

、
行

政
の

あ
り

方
も

含
め

た
司

令
塔

機
能

の
強

化
等

に
よ

り
、

危
機

管
理

の
抜

本
的

な
強

化
を

検
討

感
染
拡
大
を
防
止
し
な
が
ら
、
日
常
生
活
や
経
済
社
会
活
動
を
継
続
で
き
る
よ
う
、
行
動
制
限
の
緩
和
の
取

組
を
進
め
て
い
く
。
具
体
的
内
容
は
、
速
や
か
に
基
本
的
対
処
方
針
に
お
い
て
示
す
。
た
だ
し
、
緊
急
事
態

宣
言
等
の
下
で
、
コ
ロ
ナ
以
外
の
通
常
医
療
へ
の
制
限
が
必
要
と
な
る
場
合
等
に
は
、
行
動
制
限
の
緩
和
を

停
止
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
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次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像 
 
 

 
令 和 ３ 年 1 1 月 1 2 日 
新型コロナウイルス感染症対策本部決定  

 
 
 
基本的考え方 
〇 ワクチン、検査、治療薬等の普及による予防、発見から早期治療まで

の流れをさらに強化するとともに、最悪の事態を想定して、次の感染拡
大に備える。 

 
〇 このため、デルタ株への置き換わりなどによる今夏のピーク時にお

ける急速な感染拡大に学び、今後、感染力が２倍（※）となった場合にも
対応できるよう、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療薬の
確保を進める。 

 
〇 こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫がこ

れまでより生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損
なう事態を回避することが可能となる。今後は、こうした状況の変化を
踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とす
る新たな日常の実現を図る。 

 
〇 その上で、感染力が２倍を大きく超え、例えば感染力が３倍（※）とな
り、医療がひっ迫するなど、それ以上の感染拡大が生じた場合には、強
い行動制限を機動的に国民に求めるとともに、国の責任において、コロ
ナ以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保するための具体
的措置を講ずる。 

 
（※）「感染力が２（３）倍」とは、若年者のワクチン接種が 70％まで進展し、それ以外の条

件が今夏と同一である場合と比較し、新たな変異株の流行や、生活行動の変化などによ

る、「今夏の実質２（３）倍程度の感染拡大が起こるような状況」のことである。 

 

 

１．医療提供体制の強化 

（１）病床の確保、臨時の医療施設の整備（数値は 11月 11日時点のもの） 

〇 入院を必要とする者が、まずは迅速に病床又は臨時の医療施設等に

受け入れられ、確実に入院につなげる体制を整備する。 

今夏の各都道府県のピーク時においては最大約 2.8 万人の入院が必

要となったが、今後、感染力が２倍となった場合にも対応できるよう、

ワクチン接種の進展等による感染拡大の抑制効果等も勘案しつつ、以下
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の取組により、今夏と比べて約３割増（約１万人増）の約 3.7万人が入

院できる体制を 11月末までに構築する。 

・ 病床の増床や臨時の医療施設における病床確保（入院患者の受入

約５千人増（病床約６千床増の８割（使用率））） 

・ 確保病床の使用率の向上（入院患者の受入約５千人増） 

 

  あわせて、入院調整中の方や重症化していないものの基礎疾患等の

リスクがある方が安心して療養できるようにするため、臨時の医療施

設・入院待機施設の確保により、今夏と比べて約４倍弱（約 2.5 千人

増）の約 3.4千人が入所できる体制を構築する。 

 

〇 上記の一環として、公立公的病院の専用病床化を進め、国が要求・要

請を行った公立公的病院において、全国で今夏と比べ、約 2.7 千人の

入院患者の受入増（病床増約 1.6千床分）を可能とするとともに、都道

府県に設置する臨時の医療施設等に医療人材を派遣できるようにする。 

 
  

（参考）国が要求・要請を行った公立公的病院の取組強化（11月１日時点） 

・国立病院機構（NHO）   入院受入  1,814人 →  2,251 人（  437 人増） 

確保病床  2,290床 →  2,758 床（  468 床増） 

・地域医療機能推進機構（JCHO）  入院受入   694人 →    925 人（  231 人増） 

確保病床   911床 →  1,156 床（  245 床増） 

・その他    入院受入  8,156人 → 10,205 人（2,049 人増） 

確保病床 10,120床 → 11,039 床（  919 床増） 

 

〇 感染ピーク時に、確保した病床が確実に稼働できるよう、都道府県と

医療機関の間において、要請が行われてから確保病床を即応化するま

での期間や患者を受け入れることができない正当事由等について明確

化した書面を締結するとともに、休床病床の運用の効率化を図りつつ、

病床使用率を勘案した病床確保料に見直しを行うこと等により、感染

ピーク時において確保病床の使用率が８割以上となることを確保する。

なお、これに併せて、緊急包括支援交付金の病床確保料については、来

年（2022年）１月以降も当面継続する。 

 

〇 感染拡大時においても入院が必要な者が確実に入院できる入院調整

の仕組みを構築するとともに、フェーズごとの患者の療養先の振り分

けが明確になるスコア方式等を導入する等、転退院先を含め療養先の

決定の迅速・円滑化を図る。 
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（２）自宅・宿泊療養者への対応 

〇 都道府県の推計では、今後の感染ピーク時における自宅・宿泊療養者

は、約 23万人と想定されているが、これら全ての方について、陽性判

明当日ないし翌日に連絡をとり、健康観察や診療を実施できる体制を

確保する。 

このため、従来の保健所のみの対応を転換し、保健所の体制強化のみ

ならず、オンライン診療（※）・往診、訪問看護の実施等について、医療

機関、関係団体等と委託契約や協定の締結等を推進しつつ、全国でのべ

約 3.2 万の医療機関等と連携し、必要な健康観察・診療体制を構築す

る。 

・ 医療機関   約 1.2万機関 

・ 訪問看護ステーション  約１千機関 

・ 薬局   約 1.9万機関 

 
 （※）参考：東京都における複数の自宅・宿泊療養者と複数の医師のマッチングを行う「多

対多オンライン診療システム」や、神奈川県における輪番制の医師によるオンライン

診療等の取組などの事例も参考に、各地域の取組を推進する。 

 

〇 また、宿泊療養施設について、家庭内感染のリスク等に対応するため、

約 1.4万室増の約 6.1万室を確保する。 

 

〇 さらに、症状の変化に迅速に対応して必要な医療につなげ、また、重

症化を未然に防止する観点から、全ての自宅療養者にパルスオキシメ

ーターを配付できるよう、総数で約 69万個を確保する。治療薬につい

ても、中和抗体薬・経口薬については、入院に加えて外来・往診まで、

様々な場面で投与できる体制を全国で構築する。さらに、経口薬につい

ては、かかりつけ医と地域の薬局が連携することで、患者が薬局に来所

しなくても手に入れることができるような環境作りを支援する。 

 

（３）医療人材の確保等 

〇 感染拡大時に臨時の医療施設をはじめとした病床・施設を円滑に稼

働させるため、都道府県の保健・医療提供体制確保計画において、医療

人材派遣について協力可能な医療機関数、派遣者数を具体化するとと

もに、人材確保・配置調整等を一元的に担う体制を構築する。また、東

京都においては、医療機関等からの派遣可能な具体的人員の事前登録

制を進めることとしており、こうした取組を横展開する。 
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 （参考）都道府県の具体例 
上記の取組のほか、関係団体と連名で全病院に緊急時の医療人材の応援派遣を依頼し

調整している例や、地域の医療機関から臨時の医療施設等への輪番派遣制により体制を

構築する例、医療人材の派遣協定をあらかじめ締結する例などもあり、こうした取組も

参考に、各地域における人材確保を推進する。 
 

〇 また、国立病院機構等の公立公的病院において、都道府県に設置する

臨時の医療施設等に医療人材を派遣できるようにする。（再掲） 

 

（４）ＩＴを活用した稼働状況の徹底的な「見える化」 

〇 医療体制の稼働状況を G-MIS やレセプトデータ等を活用して徹底的

に「見える化」する。 

・ 都道府県内の医療機関や救急本部との間で、病床の確保・使用状況

を日々共有できる体制を構築するとともに、個々の医療機関における

G-MISへの病床の使用状況等の入力を徹底すること（補助金の執行要

件化）により、12月から医療機関別の病床の確保・使用率を毎月公表

する。 

・ 12月から毎月、レセプトデータを用いてオンライン診療・往診など

自宅療養者に対する診療実績を集計し、地域別（郡・市・区別）に公

表する。 

・ 国が買い上げて医療機関に提供する中和抗体薬など新型コロナウ

イルス感染症の治療薬の投与者数について、都道府県別に毎月公表す

る。 

 

（５）さらなる感染拡大時への対応 

〇 今夏の感染拡大時においては、地域によって、人口の密集度、住民の

生活行動等によって感染状況の推移は異なり、また、病床や医療人材等

の医療資源にも差があることから、医療提供体制のひっ迫状況は、地域

によって様々であった。その中で、病床がひっ迫した地域においては、

緊急事態宣言の下で、個々の医療機関の判断でコロナ対応のためにコ

ロナ以外の通常医療の制限が行われていたが、今後、地域によって、仮

に感染力が２倍を超える水準になり、医療のひっ迫が見込まれる場合

には、国民に対し、更なる行動制限（後述）を求め、感染拡大の防止を

図る。あわせて、国の責任において、感染者の重症化予防等のため地域

の医療機関に協力を要請するとともに、更なるコロナ以外の通常医療

の制限の下、緊急的な病床等を確保するための追加的な措置を講ずる。 
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〇 具体的には、医療の確保に向けて、国の責任において、入院対象者の

範囲を明確にするとともに、法で与えられた権限に基づき、国及び都道

府県知事が、 

・ 自宅療養者等の健康管理・重症化予防を図るため、地域の医療機関

に対し、健康観察・診療等について最大限の協力を要請するとともに、 

・ コロナ患者の入院受入病院に対し、短期間の延期ならリスクが低い

と判断される予定手術・待機手術の延期等の実施を求めるほか、 

・ 国立病院機構、地域医療機能推進機構をはじめとする公立公的病院

に対し、追加的な病床の確保、臨時の医療施設への医療人材の派遣等

の要求・要請を行うとともに、民間医療機関に対しても要請を行うこ

ととする。 

 

〇 さらに、感染力が２倍を大きく超え、例えば３倍となり、更なる医療

のひっ迫が見込まれる場合には、大都市のように感染拡大のリスクが

高く、病床や医療人材が人口比で見て少ない地域等では、コロナ以外の

通常医療の制限措置の実施の徹底や地域内での追加的な病床の確保、

医療人材の派遣等の措置を図ったとしても、増加する重症患者等への

医療の提供が困難となる事態が生じる可能性がある。こうした事態の

発生が見込まれる場合には、当該地域以外に所在する医療機関に対し、

必要に応じコロナ以外の通常医療の制限措置を行い、当該地域の臨時

の医療施設に医療人材の派遣等を行うよう、法で与えられた権限に基

づき、国が要求・要請を行い、医療の確保を図る。 

 

〇 同時に、コロナ以外の通常医療の制限措置等は、一時的とはいえ、国

民に対し大きな不安を与えるほか、医療現場にも大きな負荷を伴うこ

とから、こうした措置が速やかに解除されるよう、感染者数の増加に歯

止めをかけ、減少させるため、国民に対し、更なる行動制限を求める等

の実効性の高い強力な感染拡大防止措置を併せて講ずる。 

 

〇 更なる行動制限については、具体的には、人との接触機会を可能な

限り減らすため、例えば、飲食店の休業、施設の使用停止、イベント

の中止、公共交通機関のダイヤの大幅見直し、職場の出勤者数の大幅

削減、日中を含めた外出自粛の徹底など、状況に応じて、機動的に強

い行動制限を伴う要請を行う。 

 

〇 もちろん、こうした厳しい事態に陥らないよう、ワクチン、検査、治

療薬等の普及による予防、発見から早期治療までの流れをさらに強化

するとともに、国民の理解と協力の下、機動的に効果的な行動制限を行
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うことにより、急激な感染拡大の抑制を図っていくことを基本として

対応する。 

また、今後、重症化予防効果の高い経口薬等の利用が可能となれば、

仮に感染力が高まっても入院を必要とする者の減少が見込まれ、医療

現場への負荷も軽減されることが期待されることから、引き続き、経口

薬の実用化に向けて、全力で取り組む。 

 

 

２．ワクチン接種の促進 

（１）１回目・２回目接種 

〇 11 月 11 日公表時点で、１回目の接種率は 78.2％、２回目の接種率

は 74.5％であり、11月中に希望する者への接種を概ね完了する見込み

である。 

 

〇 追加接種が開始される 12月以降も、若年者を含め１回目・２回目未

接種者に対する接種機会を確保する。 

 

〇 小児（12 歳未満）へのワクチン接種について、米国や欧州の薬事当

局の審査状況を見据えつつ、企業から薬事申請がなされ、承認に至った

場合には、厚生科学審議会での了承を得た上で、接種を開始する。 

 

（２）追加接種 

〇 ２回目接種完了から、概ね８か月以降に、追加接種対象者のうち、接

種を希望する全ての方が追加接種を受けられるよう、体制を確保する。 

 

ア 追加接種のためのワクチンの確保 

〇 ２回目接種を完了した全ての方が、追加接種の対象者となった場合

でも、必要とされるワクチンを確保している。 

 

〇 追加接種では、今年（2021 年）供給を受けるワクチンの残余と、来

年（2022年）供給を受けるワクチンを用いる。来年（2022年）に関し

ては、年初頭から順次、３種類のワクチンで３億 2,000 万回分の供給

を受ける契約を締結済みであることから、追加接種に必要なワクチン

を確保できる見込みである。 
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イ 追加接種の体制 

〇 12 月から追加接種を開始できるよう、都道府県及び市町村と緊密に

連携を図りながら、適切に体制を整備する。 

 

〇 都道府県及び市町村に対して、12 月からの接種に向けて体制を整備

するよう要請しており、引き続き、円滑な接種の実施のために全額国費

を基本として必要な支援を行う。 

 

〇 追加接種の対象者については、11 月 15 日に厚生科学審議会に諮り、

その意見を踏まえて決定する。 

 

〇 ２回目接種完了者のほぼ全てが追加接種の対象者となった場合は、

職域接種も実施することとし、１回目・２回目接種を実施した企業、大

学等から、職域接種の希望を募り、来年（2022 年）３月を目途に追加

接種を開始することとする。 

 

ウ スケジュール 

〇 ２回目接種完了の実績を踏まえると、医療従事者等の追加接種は 12

月１日から、高齢者等の追加接種は来年（2022 年）１月からの開始が

見込まれる。このためのスケジュールは以下のとおりである。 

 

 11月 15日 ファイザー社ワクチンの追加接種について、対象者、追

加接種に必要となる省令改正等を厚生科学審議会に諮

問答申 

 

 11月中下旬 市町村より、接種券を順次送付開始 

 自治体に対し、12月及び来年１月接種分として、ファイ

ザー社ワクチン約 400万回を配分（以後、順次、必要量

を配分） 

 

 12月１日 追加接種の関係省令を施行。以降、市町村において順次

ファイザー社ワクチンによる追加接種を開始 

 

 12月下旬以降 モデルナ社ワクチンの追加接種について、厚生科学審議

会に諮問答申 
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 来年１月   自治体等に対し、モデルナ社ワクチンの配分開始（以降、 

順次必要量を配分） 

  

 来年２月 モデルナ社ワクチンによる追加接種開始 

 
（※）上記スケジュールは、厚生科学審議会における審議を踏まえ変更されることがあり

得る。 

 

エ その他 

〇 追加接種に使用するワクチンについては、１回目・２回目に使用した

ワクチンの種類を問わず使用可能とすることも含め、11月 15日に厚生

科学審議会において審議する。 

 

 

３．治療薬の確保 

〇 新型コロナウイルス感染症の治療薬については、国産経口薬を含め、

開発費用として１薬剤当たり最大約 20億円を支援し、経口薬について

年内の実用化を目指す。また、治療薬の作用する仕組みや開発ステージ

は様々であることや、軽症から中等症の重症化リスクを有する者が確

実に治療を受けられるようにするため、複数の治療薬を確保し、必要な

量を順次納入できるよう、企業と交渉を進める。 

 

〇 感染力が２倍となった場合には、今夏の感染拡大の実績等を考慮す

れば、軽症から中等症の重症化リスクを有する者向けに最大で約 35万

回分の治療薬が必要になるものと見込まれる。また、感染力が３倍とな

った場合には、最大で約 50万回分の治療薬が必要になるものと見込ま

れる。 

これに対して、薬事承認され投与実績のある中和抗体薬については、

来年（2022年）初頭までに約 50万回分を確保する。 

 

○  あわせて、新たに実用化が期待される経口薬については、国民の治

療へのアクセスを向上するとともに、重症化を予防することにより、

国民が安心して暮らせるようになるための切り札である。世界的な獲

得競争が行われる中で、薬事承認が行われれば速やかに医療現場に供

給し、普及を図っていく。供給量については、合計約 60万回分（薬事

承認が行われれば年内に約 20 万回分、年度内に更に約 40 万回分）を

確保する。 
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〇 さらに、今冬をはじめ中期的な感染拡大にも対応できるよう、更なる

治療薬（中和抗体薬、経口薬）の確保に向けて取り組む（経口薬につい

ては、追加で約 100 万回分、上記と合計してこれまでに約 160 万回分

を確保している）。 

 

〇 中和抗体薬・経口薬については、入院に加えて外来・往診まで、様々

な場面で投与できる体制を全国で構築する。さらに、経口薬については、

かかりつけ医と地域の薬局が連携することで、患者が薬局に来所しな

くても手に入れることができるような環境作りを支援する。（再掲） 

なお、主に重症者向けの抗ウイルス薬については、既に市場に流通し、

使用されている。 

 

 

４．国民の仕事や生活の安定・安心を支える日常生活の回復 

〇 ワクチン接種の進捗や中和抗体治療の普及により重症化する患者数

が抑制され、医療提供体制の強化とあいまって、病床逼迫がこれまで

よりも生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損な

う事態を回避することが可能となる。 

 

〇 また、飲食店の第三者認証制度の普及のほか、各業界における感染

対策のガイドラインの普及・更新などの感染防止の取組の進展を踏ま

えれば、今後、誰もが簡易かつ迅速に利用できる検査の環境整備やワ

クチン接種証明の活用等を進めることと併せて、日常生活や経済社会

活動に伴う感染リスクを以前よりも引き下げることができる。 

 

〇 このような状況変化を踏まえ、今後は、感染拡大を防止しながら、

日常生活や経済社会活動を継続できるよう行動制限の緩和の取組を進

めていく。その具体的内容については、速やかに「新型コロナウイル

ス感染症対策の基本的対処方針」（以下「基本的対処方針」という。）

において示す。ただし、緊急事態宣言等の下で、コロナ以外の通常医

療への制限が必要となる場合等には、行動制限の緩和を停止すること

もあり得る。 

 

（１）誰もが簡易かつ迅速に利用できる検査の環境整備 

〇 日常生活や経済社会活動における感染リスクを引き下げるために

は、ワクチン接種や検査による確認を促進することが有効であり、都

道府県が、健康上の理由等によりワクチン接種を受けられない者を対
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象として、経済社会活動を行う際の検査を来年３月末まで予約不要、

無料とできるよう支援を行う。 

あわせて、感染拡大の傾向が見られる場合に、都道府県の判断によ

り、ワクチン接種者を含め感染の不安がある無症状者に対し、検査を

無料とできるよう支援を行う。 

 

〇 保険診療として実施されている PCR 検査等について、その価格が自

費検査価格に影響を与えているとの指摘もある中で、実勢価格を踏ま

えて保険収載価格の検証を行い、その結果を踏まえて、年内を目途に必

要な見直しを行う。 

 

（２）電子的なワクチン接種証明のスケジュール・活用方法 

ア ワクチン接種証明書のデジタル化 

〇 年内に、ワクチン接種証明書のデジタル化を実現する。電子的なワ

クチン接種証明書は、スマートフォン上で専用アプリからマイナンバ

ーカードによる本人確認の上で申請・取得し、二次元コードとともに

表示可能とする。紙によるワクチン接種証明書についても引き続き発

行し、二次元コードを記載する。これら二次元コードには電子署名を

付与し、偽造防止措置を講ずる。 

 

イ ワクチン接種証明書の活用方法 

〇 ワクチン接種証明書のデジタル化により、海外渡航時における出入

国時でのワクチン接種履歴の確認を効率的に行えるようにするととも

に、日本入国時の円滑な確認体制を整備する。 

 

〇 ワクチン接種証明書は、デジタル化に合わせて、海外渡航用だけで

なく、国内での利用が容易となり、その活用が進むものと見込まれ

る。 

 

〇 国内では、民間が提供するサービス等においては、接種証明の幅広

い活用が想定されるところであり、また、日常生活や経済社会活動に

おける感染リスクを引き下げるために、飲食店やイベント主催者等

が、ワクチン接種証明書の画面を確認することなどにより、ワクチン

接種履歴を確認できるようにする。 

 
（※）二次元コードについては仕様を公開することとしており、これを読み取ることも可

能。 
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（３）感染状況を評価する新たな基準の考え方 

〇 変異株の状況やワクチンの有効性などの知見を踏まえ、緊急事態措

置等の前提となる感染状況（ステージ）について、11月８日の新型コ

ロナウイルス感染症対策分科会の提言を受け、医療のひっ迫状況によ

り重点を置いた考え方に見直しを行うこととし、速やかに基本的対処

方針を改正する。 

 

（４）新型コロナの影響を受ける方々への支援 

〇 住民税非課税世帯や子育て世帯・学生などコロナでお困りの皆様に

対する給付金等の支援を行う。詳細は経済対策において決定する。 

 

（５）今後のさらなる対応 

〇 これまでの新型コロナウイルスへの対応を徹底的に検証をしつつ、

以下の取組を進める。 

１．今後の感染症への対応として、病床や医療人材の確保等につい

て、国や自治体が迅速に必要な要請・指示をできるようにするた

めの法的措置を速やかに検討する。 

２．治療薬やワクチンについて、安全性や有効性を適切に評価しつ

つ、より早期の実用化を可能とするための仕組み、ワクチンの接

種体制の確保など、感染症有事に備える取組について、より実効

性ある対策を講ずることができるよう法的措置を速やかに検討す

る。 

３．また、行政のあり方も含めた司令塔機能の強化等により、危機管

理の抜本的な強化を検討する。 
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１ 

 
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処⽅針 

 
令和３年 11 ⽉ 19 ⽇（令和４年１⽉７⽇変更） 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 
 

 
本⽅針は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31

号。以下「法」という。）第 18 条第１項に規定する基本的対処⽅針として、
今後講ずべき対策を実施するに当たって準拠となるべき統⼀的指針を⽰す
ものである。 

地⽅公共団体は、本⽅針に基づき、⾃らその区域に係る対策を的確かつ
迅速に実施し、及び当該区域において関係機関が実施する対策を総合的に
推進する責務を有する。また、政府は、本⽅針に基づき、指定⾏政機関、
都道府県及び指定公共機関が実施する対策に関する総合調整を⾏うことが
できる。 
 
⼀ 新型コロナウイルス感染症発⽣の状況に関する事実 
（１）新型コロナウイルス感染症の特徴 

新型コロナウイルス感染症については、以下のような特徴がある。 
・ ヒトコロナウイルス SARS−CoV−2 による感染症であり、発熱、

呼吸器症状、倦怠感、頭痛、消化器症状、⿐汁、味覚異常、嗅覚
異常等の症状を発症する。 

・ せき、くしゃみ、会話等のときに排出される⾶沫やエアロゾル
の吸⼊、接触感染等が感染経路と考えられている。そのため、基
本的な感染対策（①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密
集場所（多くの⼈が密集している）、③密接場⾯（互いに⼿を伸ば
したら⼿が届く距離での会話や発声が⾏われる）という３つの条
件（以下「三つの密」という。）の回避、⼈と⼈との距離の確保、
マスクの着⽤、⼿洗い等の⼿指衛⽣、換気等）が重要である。 
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・ 潜伏期間は約５⽇間、最⻑ 14 ⽇間とされている。感染後無症状
のまま経過する者は 20〜30％と考えられており、感染者の約 40％
の患者は発症から１週間程度で治癒に向かうが、残りの患者は、
発症から１週間程度で肺炎の症状（酸素飽和度の低下、⾼熱の持
続、激しいせきなど）が明らかになり、約 20％の患者では酸素投
与が必要となり、約５％の患者が急性呼吸窮迫症候群（ARDS）
に移⾏して⼈⼯呼吸器による治療を要すると考えられる。 

・ 軽症の場合は経過観察のみで⾃然に軽快することが多く、必要
に応じて解熱薬等の対症療法を⾏う。ただし、重症化リスクのあ
る⽅については、経⼝の抗ウイルス薬や中和抗体薬の投与を⾏い
重症化を予防する。呼吸不全を伴う場合には、酸素投与や抗ウイ
ルス薬、ステロイド薬（炎症を抑える薬）、免疫調整薬の投与を⾏
い 、 改 善 し な い 場 合 に は ⼈ ⼯ 呼 吸 器 や 体 外 式 膜 型 ⼈ ⼯ 肺
（Extracorporeal membrane oxygenation：ECMO）等による集中
治療を⾏うことがある。国内で承認されている医薬品として、レ
ムデシビル、デキサメタゾン、バリシチニブ、カシリビマブ／イ
ムデビマブ、ソトロビマブ及びモルヌピラビルがある。患者によ
っては、呼吸器や全⾝症状等の症状が遷延したり、新たに症状が
出現すること（いわゆる後遺症）が報告されている。 

・ 新型コロナウイルス感染症と診断された⼈のうち重症化しやす
いのは、⾼齢者と基礎疾患のある⽅、⼀部の妊娠後期の⽅であり、
重症化のリスクとなる基礎疾患等には、慢性閉塞性肺疾患
（COPD）、慢性腎臓病、糖尿病、⾼⾎圧、⼼⾎管疾患、肥満、喫
煙等がある。ワクチン接種を２回受けることで、重症化予防効果
が期待できる。 

・ 重症化する⼈の割合や死亡する⼈の割合は年齢によって異なり、
⾼齢者は⾼く、若者は低い傾向にある。令和２年６⽉から８⽉ま
でに診断された⼈においては、重症化する⼈の割合は約 1.6％（50
歳代以下で 0.3％、60 歳代以上で 8.5％）、死亡する⼈の割合は、
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約 1.0％（50 歳代以下で 0.06％、60 歳代以上で 5.7％）となって
いる。なお、季節性インフルエンザの国内における致死率は 0.02-
0.03％と報告されており、新型コロナウイルス感染症は、季節性
インフルエンザにかかった場合に⽐して、致死率が相当程度⾼く、
国⺠の⽣命及び健康に著しく重⼤な被害を与えるおそれがある。 

・ 診断にはリアルタイム RT-PCR 等の核酸検出検査や抗原検査が
⽤いられる。 

・ 新型コロナウイルスは約２週間で１か所程度の速度でその塩基
が変異していると考えられ、新たな変異株が世界各地で確認され
ており、厚⽣労働省と国⽴感染症研究所において、ゲノムサーベ
イランスを通じた変異株の発⽣動向の監視を⾏っている。 

・ この中で、現在、感染⼒が強く、再感染リスク増加やワクチン
の効果を弱める可能性が指摘されている B.1.1.529 系統の変異株
（オミクロン株）の国内における感染拡⼤が懸念されている。オ
ミクロン株については、令和３年 11 ⽉ 24 ⽇に南アフリカから
WHO へ最初のオミクロン株感染例が報告されてから、令和４年１
⽉５⽇までに全世界で 128 か国から感染例が報告され、感染拡⼤
が進んでいる。我が国においては、令和３年 11 ⽉ 28 ⽇に懸念さ
れる変異株（Variant of Concern：VOC）に位置付けられ、令和４
年１⽉５⽇までに⽔際関係を含め 1,480 例の感染例が報告されて
いる。 

・ オミクロン株については、海外の報告から感染・伝播性の増加
が⽰唆されており、感染源が確認できていない事例が継続して発
⽣している地域もあり、国内においても感染例の急増につながる
ことが懸念される。また、ワクチン接種や⾃然感染による免疫を
逃避する性質が⽰唆されており、ワクチン２回接種による発症予
防効果がデルタ株と⽐較してオミクロン株への感染では低い可能
性がある⼀⽅、短期間の調査結果ではあるが、３回⽬接種（追加
接種）により発症予防効果が⾼まる可能性が⽰唆されている。中
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和抗体薬については、オミクロン株への有効性として中和活性の
低下が報告されている薬剤もあることから、投与に当たって留意
が必要である。 

・ 他⽅、更なる知⾒の集積が必要であるものの、デルタ株と⽐較
してオミクロン株では重症化しにくい可能性が⽰唆されているが、
重症化リスクがある程度低下していたとしても、感染例が⼤幅に
増加することで重症化リスクの低下分が相殺される可能性も考慮
する必要がある。 

 
なお、我が国においては、令和２年１⽉ 15 ⽇に最初の感染者が確認

された後、令和 4 年 1 ⽉ 5 ⽇までに、合計 1,733,269 ⼈の感染者、
18,390 ⼈の死亡者が確認されている。 
 

（２）感染拡⼤防⽌のこれまでの取組 
これまでの感染対策においては、基本的な感染対策を推進すること

に加え、専⾨家の分析等で感染リスクが⾼いとされた飲⾷の場⾯を極
⼒回避するため、飲⾷店の時短営業及び酒類提供の停⽌の措置を講じ
てきた。同時に、⼈流や⼈との接触機会を削減する観点から、外出・
移動の⾃粛、イベント及び⼤規模集客施設への時短要請等の取組を進
めてきた。また、検査・サーベイランスの強化、積極的疫学調査等に
よるクラスター（患者間の関連が認められた集団。以下「クラスター」
という。）対策、⽔際対策を含む変異株対策等の取組を実施してきた。 

特に、令和３年３⽉下旬以降は、より感染⼒の強い変異株の出現に
よる急速な感染拡⼤に対し、令和３年２⽉３⽇に成⽴した新型インフ
ルエンザ等対策特別措置法等の⼀部を改正する法律（令和３年法律第
５号）による改正後の法で創設されたまん延防⽌等重点措置区域（以
下「重点措置区域」という。）における機動的な対策、ゴールデンウィ
ーク期間中のイベントの無観客開催、⼤規模集客施設の休業等の集中
的な対策をはじめ、緊急事態宣⾔等の下で、全国的に度重なる強い措
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置を講じてきた。また、強い感染⼒を持つ変異株が出現し、それまで
の飲⾷への対策、⼈流抑制の取組のほか、再度の感染拡⼤の予兆や感
染源を早期に探知するため、検査を⼤幅に強化するとともに、⾼齢者
施設等や学校における感染対策を強化する観点から、軽症であっても
症状が現れた場合に、早期に陽性者を発⾒することができるよう、抗
原簡易キットの配布を⾏ってきた。さらに、健康観察アプリを活⽤し、
早期に検査につなげる取組も実施してきた。 

 
（３）ワクチン接種の進展とこれに伴う患者像の変化 

ワクチンについては、令和３年２⽉に医療従事者向け接種を開始し、
同年４⽉に⾼齢者向け接種を開始、同年５⽉から本格的に接種を進め、
同年４⽉末には医療従事者の接種会場への派遣を可能にするほか、接
種費⽤への時間外・休⽇加算相当分の上乗せや接種回数の多い施設へ
の⽀援の措置により、１⽇ 100 万回を超えるスピードで接種を進める
ことができ、同年７⽉末には希望する⾼齢者への２回接種をおおむね
完了した。地⽅公共団体での接種努⼒に加えて、企業等による職域接
種等を⾏うことにより、同年 10 ⽉上旬までに供給されたワクチンは、
対象⼈⼝の９割が接種できる数量に達した。 

ワクチンの総接種回数は、令和４年１⽉５⽇現在で２億回を超え、
２回⽬接種を終えた⽅は約８割となっている。 

  また、令和３年 12 ⽉から、追加接種を開始した。 
ワクチン接種については、重症化予防・発症予防等の効果が期待さ

れており、海外では⼀定の感染予防効果を⽰唆する報告も⾒られる。
我が国のデルタ株の流⾏期における発症予防効果については、ワクチ
ン２回接種 14 ⽇以降で 87％程度とする報告がある。最も重症化リスク
の⾼い群である⾼齢者の約９割が２回接種を終えたこともあり、感染
者数の増加に⽐べ、重症者数、死亡者数の増加は少なくなっている。 

また、医療提供体制の強化が進められると同時に、陽性者の治療に
ついては、中和抗体薬や経⼝の抗ウイルス薬が利⽤可能となるなど、
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選択肢が確実に増えてきている。 
今後、若年層のワクチン接種の進展により、令和３年夏と⽐べて、

感染者や重症者は抑えられると期待されるほか、中和抗体薬や経⼝の
抗ウイルス薬の重症化予防効果も⼀定程度期待される⼀⽅、更なる感
染拡⼤が⽣じた場合には、感染者全体に占める⾼齢者の割合が再び上
昇すると考えられること、ワクチン接種後にも新型コロナウイルス感
染症と診断される症例があること、ワクチンの効果について、変異株
の出現の可能性や免疫の減衰の影響を踏まえ、引き続き基本的な感染
対策が重要である。また、オミクロン株については、短期間の調査結
果ではあるが、追加接種により発症予防効果等が⾼まる可能性が⽰唆
されており、重症化リスクが⾼い⾼齢者などの⽅々を対象として、接
種間隔を前倒しして接種を実施するなど、迅速にワクチン接種を進め
ることが重要である。 

 
（４）医療提供体制の強化 

医療提供体制の強化については、令和３年夏に⽐べ約３割、約１万
⼈増の約 3.7 万⼈が⼊院できる体制を構築するなど、これまで各都道府
県において、感染拡⼤の経験を踏まえた医療提供体制の段階的な強化
が進められてきた。 

また、病床やホテル等の宿泊療養施設の確保に加え、臨時の医療施
設や⼊院待機施設の整備、酸素濃縮装置の確保を進め、症状悪化時に
確実に酸素投与や治療につなげる体制の整備、⾃宅療養等を⾏う場合
の 診 療 体 制 の 整 備 や 、 HER-SYS （ Health Center Real-time 
Information-sharing System on COVID-19：新型コロナウイルス感染
者等情報把握・管理⽀援システム）における My HER-SYS（陽性者が
HER-SYS にスマートフォン等で⾃⾝や家族の健康状態を⼊⼒する健康
管理機能）等の導⼊の推進による健康観察体制の整備が進められてき
た。政府としても、往診や訪問診療、訪問看護の診療報酬の評価の拡
充等を⾏ってきた。 
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軽症から中等症（Ⅰ）の患者を投与対象とする初めての治療薬とし
て令和３年７⽉ 19 ⽇に特例承認がなされた中和抗体薬「カシリビマブ
／イムデビマブ」については、短期⼊院による投与や投与後の観察体
制の確保等の⼀定の要件を満たした医療機関による⾃宅療養者に対す
る外来・往診での投与等の取組を進めてきた。また、同年９⽉ 27 ⽇に
は、中和抗体薬「ソトロビマブ」が、同年 12 ⽉ 24 ⽇には、経⼝治療
薬「モルヌピラビル」が特例承認され、医療現場に供給されている。
「モルヌピラビル」については、令和４年１⽉６⽇時点で、約 6,000 の
医療機関と約 7,700 の薬局が登録を終え、このうち、約 6,000 の医療機
関・薬局に対して、約 17,400 回分の薬剤を配送している。 
 

（５）令和３年９⽉の感染収束 
令和３年７⽉からの感染拡⼤期は、感染⼒の強いデルタ株への置き

換わりにより、これまでに⽐べ陽性者数において⾮常に⼤きなもので
あったが、同年８⽉ 20 ⽇に全国で１⽇当たり 25,975 名の新規陽性者
を記録した後に、急速に減少した。同年９⽉の感染収束については、
これまでの国⺠や事業者の感染対策への協⼒、夜間滞留⼈⼝の減少、
ワクチン接種率の向上、医療機関や⾼齢者施設のクラスター感染の減
少等によるものと考えられる。 

令和３年９⽉ 28 ⽇に、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、全ての緊急事態措置区域
（北海道、茨城県、栃⽊県、群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈
川県、岐⾩県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、⼤阪府、
兵庫県、広島県、福岡県及び沖縄県）が緊急事態措置区域に該当しな
いこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間とされている同
⽉ 30 ⽇をもって緊急事態措置を終了した。 

また、全ての重点措置区域（宮城県、福島県、⽯川県、岡⼭県、⾹
川県、熊本県、宮崎県及び⿅児島県）について、まん延防⽌等重点措
置を実施すべき期間とされている令和３年９⽉ 30 ⽇をもってまん延防
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⽌等重点措置を終了する旨の公⽰を⾏った。 
その際、今後、ワクチン接種を⼀層進捗させ、医療提供体制をもう

⼀段整備し、感染拡⼤に対する社会の耐性を⾼めながら、感染対策と
⽇常⽣活を両⽴させることを基本として、政策を展開していくことと
した。また、感染の再拡⼤が⾒られる場合には、速やかに効果的で強
い感染対策等を講じるものとした。 
 

（６）オミクロン株の発⽣と感染拡⼤ 
令和３年９⽉以降、急速に減少に転じた新規陽性者数は、同年 12 ⽉

下旬以降再び増加傾向となった。令和４年１⽉には新規陽性者数の急速
な増加に伴い、療養者数と重症者数も増加傾向が⾒受けられた。 

政府は、感染・伝播性の増加が⽰唆されるオミクロン株のリスクに対
応するため、外国⼈の新規⼊国を停⽌するとともに、帰国者には、14
⽇間の⾃宅待機と健康観察を実施している。加えて、オミクロン株に係
る指定国・地域からの帰国者には、検疫所の確保する施設での厳格な待
機措置を講じている。また、全ての国内新規感染者について、L452R
変異株 PCR 検査を⾏うとともに、その時点の検査能⼒を最⼤限発揮し
て全ゲノム解析を実施し、早期探知の体制をとっている。 

さらに、政府は、オミクロン株が急速に拡⼤する最悪の事態に備える
ため、⽔際対策の⾻格を維持しつつ、予防、検査、早期治療の枠組みを
⼀層強化し、国内対策に重点を移す準備を始めている。ワクチンの追加
接種については、重症化リスクが⾼い⾼齢者などの⽅々を対象として、
接種間隔を前倒しして接種を実施することとし、また、オミクロン株に
ついて、海外渡航歴がなく、感染経路が不明の事案が発⽣したことを受
け、感染拡⼤が懸念される地域での無料検査を開始している。経⼝薬に
ついては令和３年内の実⽤化を⽬指し、令和３年 12 ⽉ 24 ⽇には「モル
ヌピラビル」を特例承認し、医療現場に供給するなどの取組を進めてい
る。あわせて、都道府県における在宅療養をされる⽅々への健康観察や
訪問診療体制の準備状況の⾃⼰点検を実施し、政府の⽅針として、在宅
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療養体制が整った⾃治体において、⾃治体の総合的な判断の下、感染の
急拡⼤が確認された場合には、陽性者を全員⼊院、濃厚接触者を全員宿
泊施設待機としている取組みを⾒直し、症状に応じて宿泊・⾃宅療養も
活⽤し、万全の対応ができるようにしている。 

こうした状況に鑑み、令和４年１⽉７⽇には、感染状況や医療提供体
制・公衆衛⽣体制に対する負荷の状況について分析・評価を⾏い、感染
の再拡⼤を防⽌する必要性が⾼いこと等から、法第 31 条の４第１項に
基づき、まん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を同⽉９⽇から同⽉
31 ⽇までの 23 ⽇間とし、重点措置区域を広島県、⼭⼝県及び沖縄県と
する公⽰を⾏った。 
 

⼆ 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な⽅針 
新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤に備え、当⾯、ワクチン接種、

検査、治療薬等の普及による予防、発⾒から早期治療までの流れを更
に強化するとともに、最悪の事態を想定した対応を⾏う。 

このため、デルタ株への置き換わり等による令和３年夏のピーク時
における急速な感染拡⼤に学び、今後、感染⼒が２倍（若年者のワクチ
ン接種が 70％まで進展し、それ以外の条件が令和３年夏と同⼀である
場合と⽐較し、新たな変異株の流⾏や⽣活⾏動の変化等による、「令和
３年夏の実質２倍程度の感染拡⼤が起こるような状況」）となった場合
にも対応できるよう、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療
薬の確保を進める。 

こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫が
これまでより⽣じにくくなり、感染拡⼤が⽣じても、国⺠の命と健康
を損なう事態を回避することが可能となる。今後は、こうした状況の
変化を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可
能とする新たな⽇常の実現を図る。 

その上で、感染⼒が２倍を⼤きく超え、例えば感染⼒が３倍（若年
者のワクチン接種が 70％まで進展し、それ以外の条件が令和３年夏と
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同⼀である場合と⽐較し、新たな変異株の流⾏や、⽣活⾏動の変化等
による、「令和３年夏の実質３倍程度の感染拡⼤が起こるような状況」）
となり、医療がひっ迫するなど、それ以上の感染拡⼤が⽣じた場合に
は、強い⾏動制限を機動的に国⺠に求めるとともに、政府の責任にお
いて、新型コロナウイルス感染症以外の通常医療の制限の下、緊急的
な病床等を確保するための具体的措置を講じる。 

（１）医療提供体制の強化 
今後の医療提供体制については、今後も中⻑期的に感染拡⼤が反復 

する可能性があることを前提に、次の点を重点として各都道府県におい
て「保健・医療提供体制確保計画」を策定し、検査から⼊院までの総合
的な保健・医療提供体制を構築している。 

・ 今後、感染⼒が２倍となった場合にも対応できるよう、ワクチ
ン接種の進展等による感染拡⼤の抑制効果等も勘案しつつ、⼊院
を必要とする⽅が、まずは迅速に病床⼜は臨時の医療施設等に受
け⼊れられ、確実に⼊院につなげる体制を整備。 

・ 全ての⾃宅・宿泊療養者について、陽性判明当⽇ないし翌⽇に
連絡をとり、健康観察や診療を実施できる体制を確保。 

・ 感染拡⼤時に臨時の医療施設等が円滑に稼働できるよう、医療
⼈材の確保、配置調整を担う体制を構築。 

・ 医療体制の稼働状況の医療機関等情報⽀援システム（Gathering 
Medical Information System：G-MIS）やレセプトデータ等を活⽤し
た徹底的な「⾒える化」。 

 
（２）ワクチン接種の促進 

新型コロナウイルス感染症の重症化や発症等を予防するため、迅速
なワクチンの追加接種を進め、接種を希望する全ての⽅が追加接種を
受けられるよう、体制を確保すべく戦略的に取り組むとともに、⽐較
的若い世代等を中⼼に、１回⽬・２回⽬接種が完了していない者へは
引き続き接種機会を確保するとともに接種を促す。 
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12 歳未満の⼦供に対するワクチン接種については、安全性・有効性
を確認した上で、その効果、リスク等について、厚⽣科学審議会で議
論し、接種を開始する。 

 
（３）治療薬の確保 

新型コロナウイルス感染症の治療薬については、国産経⼝薬を含む
治療薬の開発費⽤を⽀援する。また、経⼝薬について令和３年内の実
⽤化を⽬指し、令和３年 12 ⽉ 24 ⽇には「モルヌピラビル」が特例承
認され、医療現場に供給されている。 

また、今冬をはじめ中期的な感染拡⼤においても、軽症から中等症
の重症化リスクを有する者が確実に治療を受けられるようにするため、
治療薬の作⽤する仕組みや開発ステージは様々であることも考慮して、
複数の治療薬（中和抗体薬、経⼝薬）の確保に向けて取り組む。 

 
（４）感染防⽌策 

感染拡⼤の防⽌の基本は、個々⼈が「三つの密」の回避、⼈と⼈と
の距離の確保、マスクの着⽤、⼿洗い等の⼿指衛⽣、換気等の基本的
な感染対策を徹底することであり、加えて、政府及び地⽅公共団体が
積極的・戦略的な検査と積極的疫学調査により、感染拡⼤の起点とな
っている場所や活動を特定して効果的な対策を講じること、さらに、
感染状況に応じて、⼈流や⼈との接触機会を削減することが重要であ
る。 

政府は、これまでの感染拡⼤期の経験や国内外の様々な研究等の知
⾒を踏まえ、より効果的な感染防⽌策等を講じていく。また、都道府
県は、感染の拡⼤が認められる場合に、政府と密接に連携しながら、
速やかに効果的な感染対策等を講じるものとする。 

法第 32 条第１項に規定する事態が発⽣したと認めるときは、緊急事
態宣⾔を発出し、法第 45 条等に基づき必要な措置を講じる。また、法
第 31 条の４第１項に規定する事態が発⽣したと認めるときは、まん延
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防⽌等重点措置として法第 31 条の６に基づき必要な措置を講じる。 
緊急事態措置区域及び重点措置区域等においては、飲⾷店の営業時

間短縮、イベントの⼈数制限、県をまたぐ移動の⾃粛、出勤者数の削
減の要請等の感染防⽌策を講じるとともに、第三者認証制度や別途定
めるワクチン・検査パッケージ制度（以下単に「ワクチン・検査パッケ
ージ制度」という。）、対象者に対する全員検査（以下「対象者全員検査」
という。）等を活⽤し、感染拡⼤を防⽌しながら、⽇常⽣活や経済社会
活動を継続できるように取り組むものとする。ただし、感染が急速に
拡⼤し、医療提供体制のひっ迫が⾒込まれる場合等においては、政
府・都道府県の判断で、ワクチン・検査パッケージ制度等を適⽤せず、
強い⾏動制限を要請することとする。 

上記の緊急事態宣⾔の発出等については、以下のとおり取り扱う。 
１）緊急事態宣⾔の発出及び解除 

令和３年 11 ⽉８⽇の新型インフルエンザ等対策推進会議新型コロ
ナウイルス感染症対策分科会（以下「コロナ分科会」という。）提⾔
において、都道府県ごとに感染の状況や医療のひっ迫の状況等を評
価するための新たなレベル分類が⽰された。この提⾔を踏まえ、今
後、緊急事態宣⾔の発出及び解除（緊急事態措置区域の追加及び除
外を含む。）の判断に当たっては、以下を基本として判断することと
する。 

（緊急事態宣⾔発出の考え⽅） 
国内での感染拡⼤及び医療提供体制・公衆衛⽣体制のひっ迫の状

況（特に、コロナ分科会提⾔におけるレベル３相当の対策が必要な
地域の状況等）を踏まえて、全国的かつ急速なまん延により国⺠⽣
活及び国⺠経済に甚⼤な影響を及ぼすおそれがあるか否かについて、
政府対策本部⻑が新型インフルエンザ等対策推進会議基本的対処⽅
針分科会（以下「基本的対処⽅針分科会」という。）の意⾒を⼗分踏
まえた上で、総合的に判断する。なお、緊急事態措置区域を定める
に当たっては、都道府県間の社会経済的なつながり等を考慮する。 

598



13 

（緊急事態宣⾔解除の考え⽅） 
国内での感染及び医療提供体制・公衆衛⽣体制のひっ迫の状況

（特に、緊急事態措置区域が、コロナ分科会提⾔におけるレベル２
相当の対策が必要な地域になっているかなど）を踏まえて、政府対
策本部⻑が基本的対処⽅針分科会の意⾒を⼗分踏まえた上で、より
慎重に総合的に判断する。 

なお、緊急事態宣⾔の解除後の対策の緩和については段階的に⾏
う。 

２）まん延防⽌等重点措置の実施及び終了 
まん延防⽌等重点措置の実施及び終了については、令和３年 11 ⽉

８⽇のコロナ分科会提⾔を踏まえ、以下を基本として判断すること
とする。 

（まん延防⽌等重点措置の実施の考え⽅） 
都道府県の特定の区域において感染が拡⼤し、当該都道府県全域

に感染が拡⼤するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛
⽣体制に⽀障が⽣ずるおそれがあると認められる以下のような場合
に、政府対策本部⻑が基本的対処⽅針分科会の意⾒を⼗分踏まえた
上で、総合的に判断する。 
・ 都道府県がレベル３相当の対策が必要な地域の状況になってい

る場合 
・ 都道府県がレベル２相当の対策が必要な地域において、当該都

道府県の特定の区域において感染が急速に拡⼤し、都道府県全域
に感染が拡⼤するおそれがあると認められる場合 

・ 都道府県がレベル２相当の対策が必要な地域において、感染が
減少傾向であっても、当該都道府県の特定の区域において感染⽔
準が⾼い⼜は感染が拡⼤しているなど、感染の再拡⼤を防⽌する
必要性が⾼い場合 

（まん延防⽌等重点措置の終了の考え⽅） 
都道府県の感染及び医療提供体制・公衆衛⽣体制のひっ迫の状況
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（特に、まん延防⽌等重点措置を実施している区域の感染状況が、
都道府県全域に感染を拡⼤させるおそれがない⽔準かなど）を踏ま
えて、政府対策本部⻑が基本的対処⽅針分科会の意⾒を⼗分踏まえ
た上で、総合的に判断する。 

 
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

⼆の全般的な⽅針を踏まえ、主として以下の重要事項に関する取組
を進める。 

（１）情報提供・共有 
① 政府は、地⽅公共団体と連携しつつ、以下の点について、国⺠の

共感が得られるようなメッセージを発出するとともに、状況の変化
に即応した情報提供や呼びかけを⾏い、⾏動変容に資する啓発を進
めるとともに、冷静な対応をお願いする。 
・ 発⽣状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供。 
・ 国⺠に分かりやすい疫学解析情報の提供。 
・ 医療提供体制及び検査体制に関する分かりやすい形での情報

の提供。特に、感染状況が悪化し、医療提供体制がひっ迫した
場合には、その影響を具体的に分かりやすい形で⽰すこと。 

・ 変異株についての正確で分かりやすい情報の提供。 
・ 「三つの密」の回避や、「⼈と⼈との距離の確保」、「マスクの

着⽤」、「⼿洗い等の⼿指衛⽣」、「換気」をはじめとした基本的
な感染対策の徹底等、感染拡⼤を予防する「新しい⽣活様式」
の定着に向けた周知。 

・ 業種別ガイドライン等の実践。特に、飲⾷店等について、第三者認証
を取得している飲⾷店等を利⽤するよう、促すこと。 

・ ⾵邪症状等体調不良が⾒られる場合の休暇取得、学校の⽋席、
外出⾃粛等の呼びかけ。 

・ 感染リスクを下げるため、医療機関を受診する時は、あらか
じめ厚⽣労働省が定める⽅法による必要があることの周知。 
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・ 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の考え⽅を分か
りやすく周知すること。 

・ 感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療関係者その他
の対策に携わった⽅々に対する誤解や偏⾒に基づく差別を⾏わないこと
の呼びかけ。 

・ 従業員及び学⽣の健康管理や感染対策の徹底についての周知。 
・ 接触確認アプリ（COVID-19 Contact-Confirming Application：

COCOA）のインストールを呼びかけるとともに、陽性者との接触通知
があった場合における適切な機関への受診の相談や陽性者と診断された
場合における登録の必要性についての周知。あわせて、地域独⾃の⼆次
元バーコード（以下「QR コード」という。）等による通知システム等の
利⽤の呼びかけ。 

② 政府は、広報担当官を中⼼に、官邸のウェブサイトにおいて厚⽣労
働省等関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的
に連携させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）等
の媒体も積極的に活⽤することで、迅速かつ積極的に国⺠等への情報
発信を⾏う。 

③ 政府は、⺠間企業等とも協⼒して、情報が必ずしも届いていない層
に⼗分な情報が⾏き届くよう、丁寧な情報発信を⾏う。 

④ 厚⽣労働省は、感染症やクラスターの発⽣状況について迅速に情報
を公開する。 

⑤ 外務省は、全世界で感染が拡⼤していることを踏まえ、各国に滞
在する邦⼈等への適切な情報提供、⽀援を⾏う。 

⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張⼜は⻑期
の海外滞在のある事業所、留学や旅⾏機会の多い⼤学等においても、
帰国者への適切な情報提供を⾏い、渡航の是⾮の判断・確認や、帰国
者に対する 14 ⽇間の外出⾃粛の要請等の必要な対策を講じるよう周知
を図る。 

⑦ 政府は、国⺠、在留外国⼈、外国⼈旅⾏者及び外国政府に対し、
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帰国時・⼊国時の⼿続や⽬的地までの交通⼿段の確保等につい
て適切かつ迅速な情報提供を⾏い、国内でのまん延防⽌と⾵評
対策につなげる。また、政府は、⽇本の感染対策や感染状況の⼗分な
理解を醸成するよう、諸外国に対して情報発信に努める。 

⑧ 地⽅公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な⼿段によ
り住⺠に対して地域の感染状況に応じたメッセージや注意喚起を⾏う。 

⑨ 都道府県等は、厚⽣労働省や専⾨家と連携しつつ、積極的疫学調査
により得られた情報を分析し、今後の対策に資する知⾒をまとめて、
国⺠に還元するよう努める。 

⑩ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が⾏政⽂書の
管理に関するガイドライン（平成 23 年４⽉１⽇内閣総理⼤⾂決定）に
基づく「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を⾏う。
地⽅公共団体も、これに準じた対応に努める。 

 
（２）ワクチン接種 

政府、都道府県及び市町村は、以下のように新型コロナウイルス感染
症に係るワクチン接種を⾏う。 

① 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種⽬的は、新型コ
ロナウイルス感染症の重症化予防・発症予防等である。 

② 予防接種については、予防接種法及び検疫法の⼀部を改正する法
律（令和２年法律第 75 号）による改正後の予防接種法（昭和 23 年
法律第 68 号）に基づく臨時接種の特例として、厚⽣労働⼤⾂の指⽰
の下、都道府県の協⼒により市町村において実施する。 

③ 予防接種の実施体制等については、令和３年２⽉９⽇の「新型コ
ロナウイルス感染症に係るワクチン接種について」（内閣官房及び厚
⽣労働省）を踏まえ接種を円滑かつ効率的に実施する観点に⽴って
⾏う。 

④ 追加接種については、２回⽬接種完了から８か⽉以上経過した⽅
に順次、接種することを原則としていたが、感染防⽌に万全を期す
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る観点から、重症化リスクが⾼い⾼齢者などの⽅々を対象として、
接種間隔を前倒しして接種を実施する。⾼齢者等以外の⽅々への前
倒しについては、今後の国内の感染動向やワクチンの供給⼒等を踏
まえつつ、引き続き検討する。追加接種に使⽤するワクチンについ
ては、１回⽬・２回⽬に⽤いたワクチンの種類にかかわらず、ｍ
RNA ワクチンを⽤いる。また、引き続き１回⽬・２回⽬未接種者に
対する接種機会を確保し、接種を促進する。これらの接種に使⽤す
るワクチンについて、安定的な供給を⾏う。 

⑤ 政府は、追加接種についても、これまでの接種状況も踏まえた上
で、引き続き、各地⽅公共団体の接種会場や、職域（⼤学等を含む。）
による接種を実施する。 

⑥ 12 歳未満の⼦供に対するワクチン接種については、安全性・有効
性を確認した上で、その効果、リスク等について、厚⽣科学審議会
で議論し、接種を開始する。 

⑦ 予防接種法に基づく健康被害が⽣じた場合の救済措置や副反応疑
い報告等について、適切に実施する。 

⑧ 予防接種は最終的には個⼈の判断で接種されるものであることか
ら、予防接種に当たっては、リスクとベネフィットを総合的に勘案
し接種の判断ができる情報を提供することが必要である。 

その上で、政府は、国⺠に対して、ワクチンの安全性及び有効性
についての情報を提供するなど、的確かつ丁寧なコミュニケーショ
ン等を進め、幅広く予防接種への理解を得るとともに、国⺠が⾃ら
の意思で接種の判断を⾏うことができるよう取り組む。 

⑨ ワクチンについて、国内で開発・⽣産ができる体制を確⽴してお
くことは、危機管理上も極めて重要であり、国内での開発・⽣産の
基盤整備を進める。 

 
（３）サーベイランス・情報収集 

① 感染の広がりを把握するために必要な検査を実施し、感染症の予
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防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第
114 号。以下「感染症法」という。）第 12 条に基づく医師の届出等
によりその実態を把握する。 

② 厚⽣労働省及び都道府県等は、感染が拡⼤する傾向がみられる場合
はそれを迅速に察知して的確に対応できるよう、戦略的サーベイラン
ス体制を整えておく必要がある。 

また、政府と都道府県等で協働して今後の感染拡⼤局⾯も⾒据えた準
備を進めるため、厚⽣労働省は、財政的な⽀援をはじめ必要な⽀援を⾏
い、都道府県等は、相談・検体採取・検査の⼀連のプロセスを通じた対
策を実施する。 

③ 厚⽣労働省は、医療機関や保健所の事務負担の軽減を図りつつ、患
者等に関する情報を関係者で迅速に共有するため、HER-SYS を活⽤
し、都道府県別の陽性者数等の統計データの収集・分析を⾏うとと
もに、その結果を適宜公表し、より効果的・効率的な対策に活⽤し
ていく。 

④ ⽂部科学省及び厚⽣労働省は、学校等での集団発⽣の把握の強化を図
る。 

⑤ 都道府県等は、厚⽣労働省や専⾨家と連携しつつ、積極的疫学調査に
より、個々の濃厚接触者を把握し、健康観察、外出⾃粛の要請等を⾏う
とともに、感染拡⼤の規模を適確に把握し、適切な感染対策を⾏う。そ
の際、より効果的な感染拡⼤防⽌につなげるため、厚⽣労働省は、HER-
SYS による地⽅公共団体間の⼀元的な情報共有・分析を⽀援する。都道
府県等は、積極的疫学調査の結果等の地⽅公共団体間の情報連携を徹底
するとともに、積極的疫学調査を実施する際に優先度も考慮する。なお、
積極的疫学調査に対して正当な理由がなく協⼒しない場合の命令や、こ
の命令に正当な理由がなく応じない場合の罰則の適⽤については、対象
者の⼈権に⼗分に配慮し、慎重に運⽤する。 

⑥ 都道府県等は、新たな変異株が確認された場合には、国⽴感染症
研究所の評価・分析を踏まえ、⼊院措置・勧告、宿泊療養等の措置
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を適切に講じる。厚⽣労働省は、国⽴感染症研究所と連携して、変
異株の国内症例の評価・分析を⾏う。 

⑦ 厚⽣労働省は、感染症法第12 条に基づく医師の届出とは別に、市中で
の感染状況を含め国内の流⾏状況等を把握するため、抗体保有状況に関
する調査等有効なサーベイランスを実施する。また、いわゆる超過死亡
については、新型コロナウイルス感染症における超過死亡を推計し、適
切に把握する。国⽴感染症研究所における新型コロナウイルス検出⽅法
等の検討や下⽔サーベイランスを活⽤した新型コロナ調査研究を⽀援す
るなど、引き続き、下⽔サーベイランス活⽤について検証を加速する。 

⑧ 政府は、医療機関の空床状況や⼈⼯呼吸器・ECMO の保有・稼働状況
等を迅速に把握する医療機関等情報⽀援システム（G-MIS）を構築・運
営し、医療提供状況や PCR 検査等の実施状況等を⼀元的かつ即座に把握
するとともに、都道府県等にも提供し、迅速な患者の受⼊調整等にも活
⽤する。 

⑨ 厚⽣労働省は、新型コロナウイルス感染症に関するいわゆる後遺症に
ついて、諸外国で報告もあることも踏まえ、調査・研究を進める。 

⑩ 都道府県等は、感染症法第 12 条及び第 15 条に基づき、地⽅公共団体
間での迅速な情報共有を⾏うとともに、都道府県は、令和３年11 ⽉８⽇
のコロナ分科会提⾔等も参考に、都道府県下の感染状況について、リス
ク評価を⾏う。 

⑪ 政府は、COCOA について、プライバシーに最⼤限配慮しつつ、機能
の向上を図るとともに、陽性者との接触通知があった場合における適切
な機関への検査受診を周知するほか、HER-SYS 及び保健所等と連携し
た積極的疫学調査において活⽤することにより、効果的なクラスター対
策につなげる。 

⑫ 政府は、ワクチン・検査パッケージに関する技術実証の結果等を踏ま
え、QR コード等を活⽤して作成された⼊場者・⼊店者情報を活⽤した
クラスター対策のための効果的な分析・情報共有のあり⽅について検討
を⾏う。 
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（４）検査 

① 地⽅衛⽣研究所や⺠間の検査機関等の関係機関における検査体制
の⼀層の強化、地域の関係団体と連携した地域外来・検査センター
の設置等を進めるとともに、新しい検査技術についても医療現場に
迅速に導⼊する。 

② また、検査が必要な者に、より迅速・円滑に検査を⾏い、感染が
拡⼤している地域においては、⾼齢者施設等の有症状の⼊所者・従
事者等に対し、幅広い検査を実施する。多数の感染者やクラスター
が発⽣している地域においては、感染者が⼀⼈も発⽣していない施
設等であっても、医療機関、⾼齢者施設等の従事者、⼊院・⼊所者
全員に対して⼀⻫検査を⾏う。特に、クラスターが複数発⽣してい
る地域では、感染が⽣じやすく拡⼤しやすい場所・集団に対して積
極的に検査を⾏う。緊急事態措置区域や重点措置区域においては、
保健所の判断を待たずに、医師による陽性者の同居家族等への検査
を促進する。これらの区域に指定された特定都道府県等は、集中的
実施計画を策定し、感染多数地域の⾼齢者施設等の従業者等に対す
る検査の頻回実施を⾏う。 

③ さらに、過去最⼤規模を上回る新規感染者数が⽣じた場合やイン
フルエンザの流⾏にも対応した検査ができるよう、厚⽣労働省及び
都道府県等は連携して検査体制整備計画を⾒直す。 

④ また、軽度であっても症状が現れた場合に、早期に陽性者を発⾒
することによって感染拡⼤を防⽌する観点から、政府は、早期の受
診と診療・検査医療機関での抗原簡易キット等を活⽤した迅速な検
査を促す。さらに、政府は、同様の観点から、医療機関や⾼齢者施
設、保育所等において従事者等に毎⽇の健康状態を把握するための
健康観察アプリも活⽤しつつ、迅速に検査を実施できるよう、都道
府県と連携しつつ抗原簡易キット最⼤約 780 万回程度分を確保、配
布しており、その適切な活⽤を図る。 

606



21 

⑤ ⼤学、専⾨学校、⾼校、特別⽀援学校や、中学校、⼩学校、幼稚
園等に対して、約 125 万回分の抗原簡易キットを配布し、発熱等の
症状がある場合には、⾃宅で休養することや、医療機関の受診を原
則とした上で、直ちには医療機関を受診できない場合等において、
教職員や学⽣、速やかな帰宅が困難であるなどの事情のある児童⽣
徒（⼩学校４年⽣以上）を対象として抗原簡易キットを活⽤した軽
症状者（発熱、せき、喉の痛み等軽い症状を有する者をいう。以下
同じ。）に対する迅速な検査を実施し、陽性者発⾒時には、幅広い接
触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動
的に PCR 検査等を⾏政検査として実施する。 

⑥ また、職場においても、健康観察アプリも活⽤しつつ、軽症状者
に対する抗原簡易キット等を活⽤した検査を実施するよう促すとと
もに、クラスターの発⽣が懸念される職場における重点的な取組を
働きかけ、陽性者発⾒時には、幅広い接触者に対して、保健所の事
務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的に PCR 検査等を⾏政検査
として実施する。 

これらの検査に⽤いる抗原簡易キットについては、迅速かつ適切
に検査が実施されるよう、検体採取に関する注意点等を理解した職
員等の管理下で検査を実施させる。 

⑦ さらに、家庭で体調不良を感じる者等が医療機関への受診を迷う
場合等に⾃ら検査を⾏えるようにするため、政府は、抗原簡易キッ
トを薬局で⼊⼿できるようにしており、その薬局における販売⽅法
を⾒直す。 

⑧ 経済社会活動の中で希望により受ける⺠間検査については、感染
症法第 16 条の２に基づき、⺠間検査機関に精度管理や提携医療機関
の決定等の協⼒を求めること等により環境整備を進めていく。 

⑨ ⽇常⽣活や経済社会活動における感染リスクを引き下げるため
には、ワクチン接種や検査による確認を促進することが有効であ
り、政府は、都道府県と連携しながら、ワクチン・検査パッケー
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ジ制度及び飲⾷、イベント、旅⾏等の活動に際してワクチン接種
歴や陰性の検査結果を確認する⺠間の取組を推奨する。このため、
政府は、都道府県が、健康上の理由等によりワクチン接種を受け
られない者を対象として、ワクチン・検査パッケージ等の検査を
令和４年３⽉末まで予約不要、無料とできるよう⽀援を⾏う。ま
た、都道府県は、感染が拡⼤傾向にある場合には、都道府県知事
の判断により、法第 24 条第９項に基づき、感染に不安を感じる無
症状者に対して、ワクチン接種者を含めて検査を受けることを要
請するものとする。この場合において、都道府県はあらかじめ政
府と協議するものとする。政府は、都道府県が当該要請に基づき
検査を受検した者については、検査費⽤を無料とすることができ
るよう⽀援を⾏う。 

 
（５）まん延防⽌ 

１）緊急事態措置区域における取組等 
（飲⾷店等に対する制限等） 
① 特定都道府県は、感染リスクが⾼いと指摘されている飲⾷の場を

避ける観点から、法第 45 条第２項等に基づき、酒類⼜はカラオケ設
備を提供する飲⾷店等（飲⾷業の許可を受けていないカラオケ店及
び利⽤者による酒類の店内持込みを認めている飲⾷店を含む。酒類
及びカラオケ設備の提供（利⽤者による酒類の店内持込みを含む。）
を取り⽌める場合を除く。）に対して休業要請を⾏うとともに、上記
以外の飲⾷店（宅配・テイクアウトを除く。）に対して、営業時間の
短縮（20 時までとする。）の要請を⾏うものとする。ただし、都道
府県知事の判断により、第三者認証制度の適⽤店舗（以下「認証店」
という。）において 21 時までの営業（酒類提供も可能）もできるこ
ととするほか、認証店及び飲⾷を主として業としていない店舗にお
いて、ワクチン・検査パッケージ制度を適⽤⼜は対象者全員検査を
実施した場合には、収容率の上限を 50％としつつ、カラオケ設備を
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提供できることとする。 
その際、命令、過料の⼿続に関しては、別途通知する⼿続に沿っ

て⾏うことに留意しつつ、要請に応じている店舗との公平性を保つ
ことができるよう、命令等の適切な運⽤を図るものとする。 

② 特定都道府県は、法第 24 条第９項に基づき、飲⾷店等及び飲⾷店
等の利⽤者に対し、同⼀グループの同⼀テーブルでの５⼈以上の会
⾷を避けるよう要請するものとし、認証店におけるワクチン・検査
パッケージ制度を適⽤⼜は対象者全員検査を実施した会⾷について
は、同⼀グループの同⼀テーブルでの５⼈以上の会⾷も可能とする。 

③ 以上の要請に当たっては、特定都道府県は、関係機関とも連携し、
休業要請、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するた
めの対策・体制の更なる強化を⾏い、原則として全ての飲⾷店等に
対して⾒回り・実地の働きかけを⾏うとともに、当該取組について
適切に情報発信を⾏うものとする。また、特定都道府県は、実効性
ある第三者認証制度の普及と認証店の拡⼤に努めるものとする。 

④ 特定都道府県は、法第 45 条第１項に基づき、路上・公園等におけ
る集団での飲酒等、感染リスクが⾼い⾏動に対して必要な注意喚起
や⾃粛の要請等を⾏うとともに、実地の呼びかけ等を強化するもの
とする。 

⑤ 政府は、新型コロナウイルス感染症対応地⽅創⽣臨時交付⾦（以
下「地⽅創⽣臨時交付⾦」という。）に設けた「協⼒要請推進枠」に
より、営業時間短縮要請等と協⼒⾦の⽀払いを⾏う都道府県を⽀援
する。都道府県は、協⼒⾦⽀給に係る体制の強化等を図り、⽀給の
迅速化に努めるものとする。 

（施設の使⽤制限等） 
特定都道府県は、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判

断により、法第45条第２項等に基づき、⼈数管理、⼈数制限、誘導
等の「⼊場者の整理等」「⼊場者に対するマスクの着⽤の周知」「感
染防⽌措置を実施しない者の⼊場の禁⽌」「会話等の⾶沫による感
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染の防⽌に効果のある措置（⾶沫を遮ることができる板等の設置⼜
は利⽤者の適切な距離の確保等）」等、新型インフルエンザ等対策
特別措置法施⾏令（平成 25 年政令第 122 号。以下「令」という。）
第12条に規定する各措置について事業者に対して要請を⾏うものと
する。 

なお、⼈が密集すること等を防ぐため、「⼊場者の整理等」を⾏
う場合は、別途通知する取扱いを踏まえ、事業者に要請を⾏うとと
もに、事業者に対して、⼊場整理等の実施状況をホームページ等を
通じて広く周知するよう働きかけるものとする。 

（イベント等の開催制限） 
① 特定都道府県は、当該地域で開催されるイベント等（別途通知す

る集客施設等を含む。）について、観客の広域的な移動やイベント
等の前後の活動等で⽣じる、イベント等に係る感染拡⼤リスクを抑
制し、また、イベント等における感染防⽌策等を徹底する観点等か
ら、主催者等に対して、法第 24 条第９項に基づき、以下を⽬安とす
る規模要件等を設定し、その要件に沿った開催の要請を⾏うものと
する。 
・ 感染防⽌安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、

⼈数上限 10,000 ⼈かつ収容率の上限を 100％とする。さらに、ワ
クチン・検査パッケージ制度を適⽤⼜は対象者全員検査を実施し
た場合には、⼈数上限を収容定員までとすることを可能とする。 

・ それ以外の場合は、⼈数上限 5,000 ⼈かつ収容率の上限を 50％
（⼤声あり）・100％（⼤声なし）とする。なお、この場合、都道
府県が定める様式に基づく感染防⽌策等を記載したチェックリス
トを主催者等が作成・公表することとする。 

② 特定都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に
関わらず、「三つの密」が発⽣しない席の配置や「⼈と⼈との距
離の確保」、「マスクの着⽤」、イベントの開催中や前後におけ
る選⼿、出演者や参加者等に係る主催者等による⾏動管理等、基
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本的な感染防⽌策が講じられるよう、主催者等に対して強く働き
かけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておく
ことや、COCOA 等の活⽤等について、主催者等に周知するものと
する。 

（外出・移動） 
特定都道府県は、法第45条第１項に基づき、混雑した場所や感染

リスクが⾼い場所への外出・移動の⾃粛について協⼒の要請を⾏う
ものとする。特に、感染対策が徹底されていない飲⾷店等や休業要
請⼜は営業時間短縮の要請に応じていない飲⾷店等の利⽤を厳に控
えることについて、住⺠に徹底する。また、不要不急の帰省や旅⾏
等都道府県間の移動は、極⼒控えるように促す。この場合において、
ワクチン・検査パッケージ制度の適⽤⼜は対象者全員検査を受けた
者は、その対象としないことを基本とする。 

（その他） 
① 特定都道府県は、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「⼈と⼈と

の距離の確保」「マスクの着⽤」「⼿洗い等の⼿指衛⽣」等の基本的な感
染対策を徹底するとともに、あらゆる機会を捉えて、令和２年４⽉ 22
⽇の新型コロナウイルス感染症対策専⾨家会議（以下「専⾨家会議」と
いう。）で⽰された「10 のポイント」、同年５⽉４⽇の専⾨家会議で⽰
された「新しい⽣活様式の実践例」、同年10⽉23⽇のコロナ分科会で⽰
された、「感染リスクが⾼まる「５つの場⾯」」等を活⽤して住⺠に周知を
⾏うものとする。 

② 事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を⾒据え、業種別ガ
イドライン等を実践するなど、⾃主的な感染防⽌のための取組を進
める。その際、政府は、専⾨家の知⾒を踏まえ、関係団体等に必要
な情報提供や助⾔等を⾏う。 

③ 特定都道府県は、緊急事態措置区域における取組として、上記の
要請等の取組を⾏うに当たっては、あらかじめ政府と迅速に情報共
有を⾏う。 
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２）重点措置区域における取組等 
重点措置区域である都道府県においては、まん延防⽌等重点措置が、

地域の感染状況に応じて、期間、区域、業態を絞った措置を機動的に
実施できる仕組みであり、発⽣の動向等を踏まえた集中的な対策によ
り、地域的に感染を抑え込み、都道府県全域への感染拡⼤、更には全
国的かつ急速なまん延を防ぐ趣旨で創設されたものであることを踏ま
え、感染リスクが⾼く感染拡⼤の主な起点となっている場⾯に効果的
な対策を徹底するものとする。 

また、都道府県知事は、区域を指定するに当たって市町村単位や⼀
定の区画を原則とするなど、期間、区域、業態を定めるに当たっては、
効果的な対策となるよう留意する。 
（飲⾷店等に対する制限等） 
① 都道府県は、感染リスクが⾼いと指摘されている飲⾷の場を避け

る観点から、都道府県知事の判断により、上記の重点措置を講じる
べき区域（以下「措置区域」という。）において、法第 31 条の６第
１項等に基づき、認証店以外の飲⾷店（宅配・テイクアウトを除く。）
に対する営業時間の短縮（20 時までとする。）の要請を⾏うととも
に、酒類の提供を⾏わないよう要請するものとする。また、認証店
に対しては、営業時間の短縮（21 時までとすることを基本とする。）
の要請を⾏うこととする。この場合において、地域の感染状況等を
踏まえ、都道府県知事の判断により、酒類の提供を⾏わないよう要
請することも可能とする（また、都道府県知事の判断によっては、
営業時間の短縮の要請を⾏わないことも可能とする。）。 

その際、命令、過料の⼿続に関しては、別途通知する⼿続に沿っ
て⾏うことに留意しつつ、要請に応じている店舗との公平性を保つ
ことができるよう、命令等の適切な運⽤を図るものとする。 

② 都道府県は、措置区域において、法第 24 条第９項に基づき、飲⾷
店等及び飲⾷店等の利⽤者に対し、同⼀グループの同⼀テーブルで
の５⼈以上の会⾷を避けるよう要請するものとし、認証店における

612



27 

ワクチン・検査パッケージ制度を適⽤⼜は対象者全員検査を実施し
た会⾷については、同⼀グループの同⼀テーブルでの５⼈以上の会
⾷も可能とする。 

③ 上記の各要請に当たっては、都道府県は、関係機関とも連携し、
営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための対策・
体制の更なる強化を⾏い、原則として措置区域内の全ての飲⾷店等
に対して⾒回り・実地の働きかけを⾏うとともに、当該取組につい
て適切に情報発信を⾏うものとする。また、都道府県は、実効性あ
る第三者認証制度の普及と認証店の拡⼤に努めるものとする。 

④ 政府は、地⽅創⽣臨時交付⾦に設けた「協⼒要請推進枠」により、
飲⾷店に対して営業時間短縮要請と協⼒⾦の⽀払いを⾏う都道府県
を⽀援する。都道府県は、協⼒⾦⽀給に係る体制の強化等を図り、
⽀給の迅速化に努めるものとする。 

（施設の使⽤制限等） 
都道府県は、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断に

より、法第 31 条の６第１項等に基づき、「⼊場をする者の整理等」
「⼊場をする者に対するマスクの着⽤の周知」「感染防⽌措置を実
施しない者の⼊場の禁⽌」「会話等の⾶沫による感染の防⽌に効果
のある措置（⾶沫を遮ることができる板等の設置⼜は利⽤者の適切
な距離の確保等）」等、令第５条の５に規定する各措置について事
業者に対して要請を⾏うものとする。なお、⼈が密集すること等を
防ぐため、「⼊場をする者の整理等」を⾏う場合は、別途通知する
取扱いを踏まえ、事業者に要請を⾏うものとする。 

（イベント等の開催制限） 
① 都道府県は、当該地域で開催されるイベント等（別途通知する集

客施設等を含む。）について、観客の広域的な移動やイベント等の前
後の活動等で⽣じる、イベント等に係る感染拡⼤リスクを抑制し、
また、イベント等における感染防⽌策等を徹底する観点等から、主
催者等に対して、法第 24 条第９項に基づき、以下を⽬安とする規模
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要件等を設定し、その要件に沿った開催の要請を⾏うものとする。 
・ 感染防⽌安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、

⼈数上限 20,000 ⼈かつ収容率の上限を 100％とする。さらに、ワ
クチン・検査パッケージ制度を適⽤⼜は対象者全員検査を実施し
た場合には、⼈数上限を収容定員までとすることを可能とする。 

・ それ以外の場合は、⼈数上限 5,000 ⼈かつ収容率の上限を 50％
（⼤声あり）・100％（⼤声なし）とする。なお、この場合、都道
府県が定める様式に基づく感染防⽌策等を記載したチェックリ
ストを主催者等が作成・公表することとする。 

② 都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、
「三つの密」が発⽣しない席の配置や「⼈と⼈との距離の確保」、「マス
クの着⽤」、イベントの開催中や前後における選⼿、出演者や参加者等
に係る主催者等による⾏動管理等、基本的な感染防⽌策が講じられるよ
う、主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して
連絡先等を把握しておくことや、COCOA等の活⽤等について、主催者
等に周知するものとする。 

（外出・移動） 
① 都道府県は、措置区域において、法第 31 条の６第２項に基づき、

上記により営業時間の変更を要請した時間以降、飲⾷店にみだりに
出⼊りしないよう、住⺠に対して要請等を⾏うものとする。 

② 都道府県は、措置区域において、法第 24 条第９項に基づき、混雑
した場所や感染リスクが⾼い場所への外出・移動の⾃粛及び感染対
策が徹底されていない飲⾷店等の利⽤を⾃粛すること等について、
住⺠に対して協⼒の要請を⾏うものとする。また、不要不急の都道
府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極⼒控えるよう
に促すものとする。この場合において、ワクチン・検査パッケージ
制度の適⽤⼜は対象者全員検査を受けた者は、その対象としないこ
とを基本とする。 

（その他） 
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① 都道府県は、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「⼈と⼈との距
離の確保」「マスクの着⽤」「⼿洗い等の⼿指衛⽣」等の基本的な感染対
策を徹底するとともに、あらゆる機会を捉えて、令和２年４⽉ 22 ⽇の
専⾨家会議で⽰された「10 のポイント」、５⽉４⽇の専⾨家会議で⽰さ
れた「新しい⽣活様式の実践例」、10 ⽉ 23 ⽇のコロナ分科会で⽰された、
「感染リスクが⾼まる「５つの場⾯」」等を活⽤して住⺠に周知を⾏う。 

② 都道府県は、重点措置区域における取組として、上記の要請等の
取組を⾏うに当たっては、あらかじめ政府と迅速に情報共有を⾏う。 

３）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県における取組
等 
（飲⾷店等に対する制限等） 
① 都道府県は、感染拡⼤の傾向がみられる場合には、法第 24 条第９

項に基づき、飲⾷店に対する営業時間の短縮の要請を⾏うものとす
る。この場合において認証店以外の店舗については 20 時までとし、
認証店については要請を⾏わないことを基本とする。 

② 都道府県は、感染拡⼤の傾向がみられる場合には、法第 24 条第９
項に基づき、飲⾷店等及び飲⾷店等の利⽤者に対し、同⼀グループ
の同⼀テーブルでの５⼈以上の会⾷を避けるよう要請するものとし、
認証店におけるワクチン・検査パッケージ制度を適⽤⼜は対象者全
員検査を実施した会⾷については、同⼀グループの同⼀テーブルで
の５⼈以上の会⾷も可能とする。 

③ 上記の要請に当たっては、都道府県は、営業時間の短縮や第三者
認証制度等の遵守を徹底するための⾒回り・実地の働きかけを進め
るものとする。また、都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普
及と認証店の拡⼤に努めるものとする。 

（施設の使⽤制限等） 
① 都道府県は、これまでにクラスターが発⽣しているような施設や、

「三つの密」のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、
施設管理者等に対して必要な協⼒を依頼するものとする。 
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② 都道府県は、感染拡⼤の兆候や施設等におけるクラスターの発⽣
があった場合、政府と連携して、施設の使⽤制限等を含めて、速や
かに施設管理者等に対して必要な協⼒の要請等を⾏うものとする。 

（イベント等の開催制限） 
① 都道府県は、当該地域で開催されるイベント等について、観客の

広域的な移動やイベント等の前後の活動等で⽣じる、イベント等に
係る感染拡⼤リスクを抑制し、また、イベント等における感染防⽌
策等を徹底する観点等から、主催者等に対して、法第 24 条第９項に
基づき、以下を⽬安とする規模要件等を設定し、その要件に沿った
開催の要請を⾏うものとする。 
・ 感染防⽌安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、

⼈数上限は収容定員までかつ収容率の上限を 100％とする。 
・ それ以外の場合は、⼈数上限 5,000 ⼈⼜は収容定員 50％のいず

れか⼤きい⽅、かつ収容率の上限50％（⼤声あり）・100％（⼤声
なし）とする。なお、この場合、都道府県が定める様式に基づ
く感染防⽌策等を記載したチェックリストを主催者等が作成・
公表することとする。 

② 都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、
「三つの密」が発⽣しない席の配置や「⼈と⼈との距離の確保」、「マス
クの着⽤」、イベントの開催中や前後における選⼿、出演者や参加者等
に係る主催者等による⾏動管理等、基本的な感染防⽌策が講じられるよ
う、主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して
連絡先等を把握しておくことや、COCOA等の活⽤等について、主催者
等に周知するものとする。 

③ 都道府県は、感染拡⼤の兆候やイベント等におけるクラスターの発⽣
があった場合、政府と連携して、⼈数制限の強化等を含めて、速やかに
主催者等に対して必要な協⼒の要請等を⾏うものとする。 

（外出・移動） 
①  都道府県は、帰省や旅⾏等、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」

616



31 

の回避を含め基本的な感染防⽌策を徹底するよう促すものとする。
また、緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動は、極
⼒控えるように促すものとし、この場合において、ワクチン・検査パ
ッケージ制度の適⽤⼜は対象者全員検査を受けた者は、その対象とし
ないことを基本とする。こうした対応が難しいと判断される場合は、
帰省や旅⾏を控えるよう促すものとする。発熱等の症状がある場合は、
帰省や旅⾏を控えるよう促すものとする。 

② 都道府県は、業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利⽤を促
すものとする。 

③ 都道府県は、感染拡⼤の兆候や施設等におけるクラスターの発⽣があ
った場合、政府と連携して、混雑した場所や感染リスクが⾼い場所へ
の外出の⾃粛に関して速やかに住⺠に対して必要な協⼒の要請等を⾏う
ものとする。 

（その他） 
① 都道府県は、感染拡⼤の防⽌と経済社会活動の維持との両⽴を持

続的に可能としていくため、「新しい⽣活様式」の経済社会全体への
定着を図るものとする。 

② 都道府県は、感染の状況等を継続的に監視し、その変化が認めら
れた場合、住⺠に適切に情報提供を⾏い、感染拡⼤への警戒を呼び
かけるものとする。 

③ 都道府県は、感染拡⼤の傾向がみられる場合には、地域におけ
る感染状況や公衆衛⽣体制・医療提供体制への負荷の状況につい
て⼗分、把握・分析を⾏い、地域の実情に応じて、法第 24 条第９
項に基づく措置等を講じるものとする。 

④ 都道府県は、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県
における取組として、上記の要請等を⾏うに当たっては、あらかじ
め政府と迅速に情報共有を⾏う。 

４）職場への出勤等 
① 特定都道府県は、事業者に対して、下記③に⽰された感染防⽌のた
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めの取組等に加え、以下の取組を⾏うよう働きかけを⾏うものとす
る。 
・ 職場への出勤について、⼈の流れを抑制する観点から、出勤者

数の削減の⽬標を定め、在宅勤務（テレワーク）の活⽤や休暇取得
の促進等の取組を推進すること。 

・ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、⾃転⾞通勤等の⼈との接触
を低減する取組を強⼒に推進すること。 

・ 職場においては、感染防⽌のための取組（⼿洗いや⼿指消毒、
せきエチケット、職員同⼠の距離確保、事業場の換気励⾏、複数
⼈が触る箇所の消毒、発熱等の症状が⾒られる従業員の出勤⾃粛、
軽症状者に対する抗原簡易キット等を活⽤した検査、出張による
従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活⽤、昼休みの時差取
得、社員寮等の集団⽣活の場での対策等）や、「三つの密」及び
「感染リスクが⾼まる「５つの場⾯」」等を避ける⾏動を徹底するよ
う、実践例も活⽤しながら促すこと。特に職場での「居場所の切り
替わり」（休憩室、更⾐室、喫煙室等）に注意するよう周知する
こと。 

② 重点措置区域である都道府県においては、下記③に⽰された感染防
⽌のための取組等に加え、事業者に対して、以下の取組を⾏うよう
働きかけを⾏うものとする。 
・ ⼈の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）の活⽤

や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進すると
ともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出
勤、⾃転⾞通勤等を強⼒に推進すること。 

・ 職場においては、①に記載された感染防⽌のための取組や、「三つ
の密」及び「感染リスクが⾼まる「５つの場⾯」」等を避ける⾏動を
徹底するよう、実践例も活⽤しながら促すこと。特に職場での「居
場所の切り替わり」（休憩室、更⾐室、喫煙室等）に注意するよう周
知すること。 
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③ 緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県においては、以下
の取組を⾏うものとする。 
・ 事業者に対して、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、⾃転⾞通

勤等、⼈との接触を低減する取組を働きかけること。 
・ 職場においては、①に記載された感染防⽌のための取組や、

「三つの密」等を避ける⾏動を徹底するよう、実践例も活⽤しな
がら促すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、
更⾐室、喫煙室等）に注意するよう周知すること。 

・ 感染防⽌策の徹底のため、⼆酸化炭素濃度測定器等の設置を⽀
援するとともに、ビル管理者等に対して、換気の状況を⼆酸化炭
素濃度測定器により確認する場合の留意点等を周知すること。 

・ さらに、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践
するよう働きかけること。 

・ ⾼齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスクのある労働者、妊
娠している労働者及び同居家族にそうした者がいる労働者につい
ては、本⼈の申出等を踏まえ、在宅勤務（テレワーク）や時差出
勤等の感染予防のための就業上の配慮を⾏うこと。 

・ 別添に例⽰する国⺠⽣活・国⺠経済の安定確保に不可⽋な業務
を⾏う事業者及びこれらの業務を⽀援する事業者においては、
「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、⼗分な感染防⽌
策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務を継続すること。 

④ 政府及び地⽅公共団体は、在宅勤務（テレワーク）、ローテーション
勤務、時差出勤、⾃転⾞通勤等、⼈との接触を低減する取組を⾃ら進め
るとともに、事業者に対して必要な⽀援等を⾏う。 

⑤ 政府は、上記①、②及び③に⽰された感染防⽌のための取組等を働き
かけるため、特に留意すべき事項を提⽰し、事業場への訪問等事業者と
接する機会等を捉え、事業者⾃らが当該事項の遵守状況を確認するよう
促す。また、遵守している事業者に、対策実施を宣⾔させるなど、感染
防⽌のための取組が勧奨されるよう促す。さらに、経済団体に対し、在
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宅勤務（テレワーク）の活⽤等による出勤者数の削減の実施状況を各事
業者が⾃ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請するとともに、公
表された情報の幅広い周知について、関連する事業者と連携して取り組
む。 

５）学校等の取扱い 
① ⽂部科学省は、学校設置者及び⼤学等に対して⼀律に臨時休業を

求めるのではなく、地域の感染状況に応じた感染防⽌策の徹底を要
請する。幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校等については、⼦供の
健やかな学びの保障や⼼⾝への影響の観点から、「学校における新型
コロナウイルス感染症に関する衛⽣管理マニュアル」等を踏まえた
対応を要請する。また、⼤学等については、感染防⽌と⾯接授業・
遠隔授業の効果的実施等による学修機会の確保の両⽴に向けて適切
に対応することを要請する（緊急事態措置区域においては、⼤学等
の感染対策の徹底とともに、遠隔授業もより⼀層活⽤した学修者本
位の授業の効果的な実施による学⽣等の学修機会の確保を図る）。部
活動、課外活動、学⽣寮における感染防⽌策、懇親会や飲み会等に
ついては、学⽣等への注意喚起の徹底（緊急事態措置区域及び重点
措置区域においては、部活動や課外活動における感染リスクの⾼い
活動の制限⼜は⾃粛（ただし、ワクチン・検査パッケージ制度の適
⽤等により、部活動や課外活動における感染リスクの⾼い活動につ
いて可能とする。））を要請する。特に、発熱等の症状がある学⽣等
が登校や活動参加を控えるよう周知徹底を図る。また、⼤学、⾼等
学校等における軽症状者に対する抗原簡易キット等の活⽤（部活動、
各種全国⼤会前での健康チェック等における活⽤を含む。）や、中学
校、⼩学校、幼稚園等の教職員や速やかな帰宅が困難であるなどの
事情のある児童⽣徒（⼩学校４年⽣以上）への抗原簡易キットの活
⽤を奨励する。また、教職員や受験⽣へのワクチン接種が進むよう、
⼤学拠点接種を実施する⼤学に対し、地域の教育委員会や学校法⼈
が⼤学拠点接種会場での接種を希望する場合の積極的な協⼒を依頼
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するとともに、地⽅公共団体に対し、⼤規模接種会場の運営に当た
り、教育委員会や私学担当部局がワクチン担当部局と連携し、希望
する教職員や受験⽣へのワクチン接種が進むよう取組を⾏うなどの
配慮を依頼する。⼤学⼊試、⾼校⼊試等については、実施者におい
て、感染防⽌策や追検査等による受験機会の確保に万全を期した上
で、予定どおり実施する。 

② 都道府県は、学校設置者に対し、保健管理等の感染症対策につい
て指導するとともに、地域の感染状況や学校関係者の感染者情報に
ついて速やかに情報共有を⾏うものとする。 

③ 厚⽣労働省は、保育所や放課後児童クラブ等について、感染防⽌
策の徹底を⾏いつつ、原則開所することを要請する。 

６）その他共通的事項等 
① 特定都道府県⼜は重点措置区域である都道府県は、地域の特性に応じ

た実効性のある緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置を講じる。特定
都道府県⼜は重点措置区域である都道府県は、緊急事態措置⼜はまん延
防⽌等重点措置を講じるに当たっては、法第５条を踏まえ、必要最⼩限
の措置とするとともに、講じる措置の内容及び必要性等について、国⺠
に対し丁寧に説明する。 

② 政府及び地⽅公共団体は、緊急事態措置の実施に当たっては、事業者
の円滑な活動を⽀援するため、事業者からの相談窓⼝の設置、物流体制
の確保及びライフライン維持のための万全の体制の確保等に努める。 

③ 政府は、関係機関と協⼒して、公共交通機関その他の多数の⼈が集ま
る施設における感染対策を徹底する。 

④ 政府は、事業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の
実践と科学的知⾒等に基づく進化を促し、デルタ株等の強い感染
⼒を踏まえた業種別ガイドラインの改訂を⾏うことを促す。 

⑤ 都道府県は、法第 24 条第９項に基づき、事業者に対して、業種別ガ
イドラインを遵守するよう要請を⾏うものとする。 

⑥ 医療機関及び⾼齢者施設等における施設内感染を防⽌するため、厚⽣
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労働省と地⽅公共団体は、関係機関と協⼒して、次の事項について周知
する。 
・ 医療機関及び⾼齢者施設等において、患者及び利⽤者からの感染

を防ぐため、感染が流⾏している地域では、感染拡⼤防⽌の観点と、
患者や利⽤者、家族のQOL（Quality of Life）を考慮して、⼊院患者、
利⽤者の外出、外泊についての対応を検討すること。 

・ 医療機関及び⾼齢者施設等における⾯会については、⾯会者から
の感染を防ぐことと、患者や利⽤者、家族の QOL を考慮することと
し、具体的には、地域における発⽣状況等も踏まえるとともに、患
者や利⽤者、⾯会者等の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮
し、対⾯での⾯会を含めた対応を検討すること。 

⑦ 特定都道府県等は、⾯会に関する感染防⽌策の徹底、⾼齢者施設等や
医療機関で感染が発⽣した場合における保健所による感染管理体制の評
価や⽀援チームの派遣、検査の実施等による感染制御・業務継続⽀援の
徹底を⾏う。 

⑧ 厚⽣労働省は、⾼齢者施設等における感染対策等の対応⼒強化の取組
を、専⾨家派遣による研修や業務継続計画の策定⽀援等により、引き続
き、進める。 

 
（６）⽔際対策 

① 政府は、⽔際対策について、変異株を含め、国内への感染者の流
⼊及び国内での感染拡⼤を防⽌する観点から、⼊国制限、渡航中⽌
勧告、帰国者の検査・健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措
置等を、引き続き、実施する。今後も新たな変異株が発⽣し得るこ
とを⾒据え、「⽔際対策上特に対応すべき変異株」と従来株を含むそ
れ以外の新型コロナウイルスに分類し、新たな変異株に関する知⾒、
当該国の変異株の流⾏状況、⽇本への流⼊状況等のリスク評価に基
づき、⽔際措置について必要な対応を⾏う。なお、厚⽣労働省は、
関係省庁と連携し、健康観察について、保健所の業務負担の軽減や
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体制強化等を⽀援する。 
② 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発⽣の状況を踏まえて、

必要に応じ、国⼟交通省は、航空機の到着空港の限定の要請、港湾
の利⽤調整や⽔際・防災対策連絡会議等を活⽤した対応⼒の強化等
を⾏うとともに、厚⽣労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。 

③ 厚⽣労働省は、停留に利⽤する施設が不⾜する場合には、法第 29
条の適⽤も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、
停留に利⽤可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を⾏うことで停
留施設の確保に努める。 

 
（７）医療提供体制の強化 

１）病床の確保、臨時の医療施設の整備 
① ⼊院を必要とする者が、まずは迅速に病床⼜は臨時の医療施設等

に受け⼊れられ、確実に⼊院につなげる体制を整備する。 
令和３年夏の各都道府県のピーク時においては最⼤約 2.8 万⼈の

⼊院が必要となったが、今後、感染⼒が２倍となった場合にも対応
できるよう、各都道府県の「保健・医療提供体制確保計画」（令和
３年11⽉末策定）において、ワクチン接種の進展等による感染拡⼤
の抑制効果等も勘案しつつ、令和３年夏と⽐べて約３割増（約１万
⼈増）の約 3.7 万⼈が⼊院できる体制を構築している。 

あわせて、⼊院調整中の⽅や重症化していないものの基礎疾患等
のリスクがある⽅が安⼼して療養できるようにするため、臨時の医
療施設・⼊院待機施設の確保により、令和３年夏と⽐べて約４倍弱
（約 2.5 千⼈増）の約 3.4 千⼈が⼊所できる体制を構築している。 

② 感染ピーク時に、確保した病床が確実に稼働できるよう、都道府
県と医療機関の間において、要請が⾏われてから確保病床を即応化
するまでの期間や患者を受け⼊れることができない正当事由等につ
いて明確化した書⾯を締結するとともに、休床病床の運⽤の効率化
を図りつつ、病床使⽤率を勘案した病床確保料に⾒直しを⾏うこと
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等により、都道府県による病床確保努⼒を阻害することのないよう
⼗分配慮した上で、感染ピーク時において確保病床の使⽤率が８割
以上となることを確保する。 

③ 妊産婦等の特別な配慮が必要な患者を含め、感染拡⼤時において
も⼊院が必要な者が確実に⼊院できる⼊院調整の仕組みを構築する
とともに、フェーズごとの患者の療養先の振り分けが明確になるス
コア⽅式等を導⼊するなど、転退院先を含め療養先の決定を迅速・
円滑化する。 

④ 都道府県は、関係機関の協⼒を得て、新型コロナウイルス感染症
患者専⽤の病院や病棟を設定する重点医療機関の指定等、地域の医
療機関の役割分担を⾏うとともに、地域の関係団体の協⼒の下、地
域の会議体を活⽤して医療機能（重症者病床、中等症病床、回復患
者の受⼊れ、宿泊療養、⾃宅療養）に応じた役割分担を明確化した
上で、保健・医療提供体制確保計画に沿って、段階的に病床を確保
する。 

  新型コロナウイルス感染症患者を受け⼊れる医療機関の病床を効
率的に活⽤するため、回復患者の転院先となる後⽅⽀援医療機関を
確保する。退院基準を満たした患者について、⾼齢者施設等におけ
る受⼊れを促進する。また、効率的な転院調整が⾏われるよう、地
域の実情に応じた転退院の仕組みを構築する。 

⑤ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚⽣労働省と都道
府県は、関係機関と協⼒して、次の事項に取り組む。 
・ 妊産婦に対する感染を防⽌する観点から、医療機関における動

線分離等の感染防⽌策を徹底するとともに、妊産婦が感染した場
合であっても、安⼼して出産し、産後の⽣活が送れるよう、関係
機関との協⼒体制を構築し、適切な⽀援を実施。また、関係機関
と協⼒して、感染が疑われる妊産婦への早めの相談の呼びかけや、
妊娠中の⼥性労働者に配慮した休みやすい環境整備等の取組を推
進。 
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・ ⼩児医療について、関係学会等の意⾒を聞きながら、診療体制
を検討し、地⽅公共団体と協⼒して体制を整備。 

・ 関係機関と協⼒して、外国⼈が医療を適切に受けることができ
るよう、医療通訳の整備等を引き続き強化。 

２）⾃宅・宿泊療養者等への対応 
① 都道府県の推計では、今後の感染ピーク時における⾃宅・宿泊療

養者は、約 23 万⼈と想定されているが、これら全ての⽅について、
陽性判明当⽇ないし翌⽇に連絡をとり、健康観察や診療を実施でき
る体制を確保する。 

このため、従来の保健所のみの対応を転換し、保健所の体制強化
のみならず、電話等情報通信機器、HER-SYS における My HER-
SYS や⾃動架電等の機能を⽤いて遠隔で健康状態を把握するととも
に、医師が必要とした場合のオンライン診療・往診、訪問看護の実
施等について、都道府県等が医療機関、関係団体等に地域の必要量
を⽰し、委託契約や協定の締結等を推進しつつ、全国で延べ約 3.4
万の医療機関等と連携し、必要な健康観察・診療体制を構築する。
なお、保健所の体制強化については、感染拡⼤に対応できるよう体
制強化開始の⽬安を設定の上、都道府県等の全庁体制を含めた体制
確保を図ること。 

② また、宿泊療養施設について、家庭内感染のリスク等に対応する
ため、令和３年夏と⽐べて約 1.9 万室増の約 6.6 万室を確保する。 

③ さらに、症状の変化に迅速に対応して必要な医療につなげ、また、
重症化を未然に防⽌する観点から、全ての⾃宅療養者にパルスオキ
シメーターを配付できるよう、総数で約 70 万個を確保する。治療薬
についても、中和抗体薬・経⼝薬については、⼊院に加えて外来・
往診まで、様々な場⾯で投与できる体制を全国で構築する。さらに、
経⼝薬については、かかりつけ医と地域の薬局が連携することで、
患者が薬局に来所しなくても⼿に⼊れることができるような環境作
りを⽀援する。 
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④ かかりつけ医等の地域で⾝近な医療機関や受診・相談センターを
通じて、診療・検査医療機関を受診することにより、適切な感染管
理を⾏った上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外
来医療を提供する。 

⑤ 都道府県等は、患者が⼊院、宿泊療養、⾃宅療養をする場合に、
その家族に要介護者や障害者、⼦供等がいる場合は、市町村福祉部
⾨の協⼒を得て、ケアマネジャーや相談⽀援専⾨員、児童相談所等
と連携し、必要なサービスや⽀援を⾏う。 

３）医療⼈材の確保等 
① 感染拡⼤時に臨時の医療施設をはじめとした病床・施設を円滑に

稼働させるため、都道府県の保健・医療提供体制確保計画において、
医療がひっ迫した際に応援派遣が可能な医療⼈材は、全国で約２千
施設から医師約３千⼈、看護師約３千⼈であり、⼈材確保・配置調
整等を⼀元的に担う体制を構築する。また、東京都においては、医
療機関等からの派遣可能な具体的⼈員の事前登録制を進めることと
しており、こうした取組を横展開する。 

② 厚⽣労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、
全国の医療機関等の医療⼈材募集情報を掲載する Web サイト「医療
のお仕事 Key-Net」の運営等を通じて、医療関係団体、ハローワー
ク、ナースセンター等と連携し、医療⼈材の確保を⽀援する。 

③ 政府は、関係機関と協⼒して、クラスター対策に当たる専⾨家の
確保及び育成を⾏う。 

④ 厚⽣労働省及び都道府県等は、関係機関と協⼒して、特に、感染
拡⼤の兆候が⾒られた場合には、専⾨家やその他⼈員を確保し、当
該地域への派遣を⾏う。 

なお、感染拡⼤が顕著な地域において、保健所における積極的疫
学調査に係る⼈員体制が不⾜するなどの問題が⽣じた場合には、関
係学会・団体等の専⾨⼈材派遣の仕組みである IHEAT（Infectious 
disease Health Emergency Assistance Team）や、他の都道府県か
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らの応援派遣職員等を活⽤し、⼈材・体制を確保する。 
また、都道府県等が連携し、積極的疫学調査等の専⾨的業務を⼗

分に実施できるよう、保健所業務の重点化や⼈材育成、外部委託、
IHEAT の積極的活⽤、⼈材確保・育成の好事例の横展開等により、
保健所の体制を強化し、感染拡⼤時に即応できる⼈員体制を平時か
ら整備する。 

４）ＩＴを活⽤した稼働状況の徹底的な「⾒える化」 
医療体制の稼働状況を G-MIS やレセプトデータ等を活⽤して徹底的

に「⾒える化」する。 
・ 都道府県内の医療機関や都道府県調整本部、保健所、消防機  

関等との間で、病床の確保・使⽤状況を⽇々共有できる体制を構築
するとともに、個々の医療機関における G-MIS への病床の使⽤状
況等の⼊⼒を徹底すること（補助⾦の執⾏要件化）により、令和３
年 12 ⽉から医療機関別の病床の確保・使⽤率を毎⽉公表。 

・ 令和３年 12 ⽉から毎⽉、レセプトデータを⽤いてオンライン診
療・往診等⾃宅療養者に対する診療実績を集計し、地域別（郡・
市・区別）に公表。 

・ 政府が買い上げて医療機関に提供する中和抗体薬等新型コロ  
ナウイルス感染症の治療薬の投与者数について、都道府県別に毎⽉
公表。 

５）更なる感染拡⼤時への対応 
① 令和３年夏の感染拡⼤時においては、地域によって、⼈⼝の密集

度、住⺠の⽣活⾏動等によって感染状況の推移は異なり、また、病
床や医療⼈材等の医療資源にも差があることから、医療提供体制の
ひっ迫状況は、地域によって様々であった。その中で、病床がひっ
迫した地域においては、緊急事態宣⾔の下で、個々の医療機関の判
断で新型コロナウイルス感染症対応のために新型コロナウイルス感
染症以外の通常医療の制限が⾏われていたが、今後、地域によって、
仮に感染⼒が２倍を超える⽔準になり、医療のひっ迫が⾒込まれる
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場合には、国⺠に対し、更なる⾏動制限を求め、感染拡⼤の防⽌を
図る。あわせて、政府の責任において、感染者の重症化予防等のた
め地域の医療機関に協⼒を要請するとともに、更なる新型コロナウ
イルス感染症以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保す
るための追加的な措置を講じる。 

② 具体的には、医療の確保に向けて、政府の責任において、⼊院対
象者の範囲を明確にするとともに、法で与えられた権限に基づき、
政府及び都道府県知事が、 
・ ⾃宅療養者等の健康管理・重症化予防を図るため、地域の医療

機関に対し、健康観察・診療等について最⼤限の協⼒を要請する
とともに、 

・ 新型コロナウイルス感染症患者の⼊院受⼊病院に対し、短期間
の延期ならリスクが低いと判断される予定⼿術・待機⼿術の延期
等の実施を求めるほか、 

・ 国⽴病院機構、地域医療機能推進機構をはじめとする公⽴公的
病院に対し、追加的な病床の確保、臨時の医療施設への医療⼈材
の派遣等の要求・要請を⾏うとともに、⺠間医療機関に対しても
要請を⾏うこととする。 

③ さらに、感染⼒が２倍を⼤きく超え、例えば３倍となり、更なる
医療のひっ迫が⾒込まれる場合には、⼤都市のように感染拡⼤のリ
スクが⾼く、病床や医療⼈材が⼈⼝⽐で⾒て少ない地域等では、新
型コロナウイルス感染症以外の通常医療の制限措置の実施の徹底や
地域内での追加的な病床の確保、医療⼈材の派遣等の措置を図った
としても、増加する重症患者等への医療の提供が困難となる事態が
⽣じる可能性がある。こうした事態の発⽣が⾒込まれる場合には、
当該地域以外に所在する医療機関に対し、必要に応じ新型コロナウ
イルス感染症以外の通常医療の制限措置を⾏い、当該地域の臨時の
医療施設に医療⼈材の派遣等を⾏うよう、法で与えられた権限に基
づき、政府が要求・要請を⾏い、医療の確保を図る。 

628



43 

④ 同時に、新型コロナウイルス感染症以外の通常医療の制限措置等
は、⼀時的とはいえ、国⺠に対し⼤きな不安を与えるほか、医療現
場にも⼤きな負荷を伴うことから、こうした措置が速やかに解除さ
れるよう、感染者数の増加に⻭⽌めをかけ、減少させるため、国⺠
に対し、更なる⾏動制限を求めるなどの実効性の⾼い強⼒な感染拡
⼤防⽌措置を併せて講じる。 

⑤ ①及び④の⾏動制限については、具体的には、⼈との接触機会を
可能な限り減らすため、例えば、飲⾷店の休業、施設の使⽤停⽌、
イベントの中⽌、公共交通機関のダイヤの⼤幅⾒直し、職場の出勤
者数の⼤幅削減、⽇中を含めた外出⾃粛の徹底等、状況に応じて、
機動的に強い⾏動制限を伴う要請を⾏う。 

⑥ もちろん、こうした厳しい事態に陥らないよう、ワクチン、検査、
治療薬等の普及による予防、発⾒から早期治療までの流れを更に強
化するとともに、国⺠の理解と協⼒の下、機動的に効果的な⾏動制
限を⾏うことにより、急激な感染拡⼤の抑制を図っていくことを基
本として対応する。 

また、重症化予防効果の⾼い経⼝薬等の利⽤が可能となれば、仮
に感染⼒が⾼まっても⼊院を必要とする者の減少が⾒込まれ、医療
現場への負荷も軽減されることが期待されることから、引き続き、
経⼝薬の実⽤化に向けて、全⼒で取り組む。 

 
（８）治療薬の実⽤化と確保 

１）治療薬の実⽤化に向けた取組 
新型コロナウイルス感染症の治療薬については、国産経⼝薬を含め、

開発費⽤として１薬剤当たり最⼤約 20 億円を⽀援する。また、経⼝薬
について令和３年内の実⽤化を⽬指し、令和３年 12 ⽉ 24 ⽇には「モ
ルヌピラビル」が特例承認され、医療現場に供給されている。 

２）治療薬の確保に向けた取組 
① 治療薬の作⽤する仕組みや開発ステージは様々であることや、軽
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症から中等症の重症化リスクを有する者が確実に治療を受けられる
ようにするため、複数の治療薬を確保し、必要な量を順次納⼊でき
るよう、企業と交渉を進める。 

② 感染⼒が２倍以上となった場合には、令和３年夏の感染拡⼤の実
績等を考慮すれば、軽症から中等症の重症化リスクを有する者向け
に最⼤で約 35 万回分の治療薬が必要になるものと⾒込まれる。また、
感染⼒が３倍となった場合には、最⼤で約 50 万回分の治療薬が必要
になるものと⾒込まれる。 

これに対して、薬事承認され投与実績のある中和抗体薬について
は、令和４年初頭までに約 50 万回分を確保する。 

③ あわせて、経⼝薬については、国⺠の治療へのアクセスを向上す
るとともに、重症化を予防することにより、国⺠が安⼼して暮らせ
るようになるための切り札である。 

世界的な獲得競争が⾏われる中で、供給量については、合計約 60
万回分（薬事承認が⾏われれば令和３年中に約20万回分、令和３年
度内に更に約 40 万回分）を確保している。 

④ さらに、今冬をはじめ中期的な感染拡⼤にも対応できるよう、更
なる治療薬（中和抗体薬、経⼝薬）の確保に向けて取り組む（経⼝
薬については、追加で約 100 万回分、上記と合計してこれまでに約
160 万回分を確保している。）。 

⑤ 中和抗体薬・経⼝薬については、⼊院に加えて外来・往診まで、
様々な場⾯で投与できる体制を全国で構築する。さらに、経⼝薬に
ついては、かかりつけ医と地域の薬局が連携することで、患者が薬
局に来所しなくても⼿に⼊れることができるような環境作りを⽀援
する。 

なお、主に重症者向けの抗ウイルス薬については、薬価収載され、
既に市場に流通し、使⽤されている。 

 
（９）経済・雇⽤対策 
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新型コロナウイルス対応に万全を期すとともに、「成⻑と分配の好循環」
と「コロナ後の新しい社会の開拓」による「新しい資本主義」を起動さ
せ、国⺠の安全・安⼼を確保するため、令和３年度補正予算を含む「コ
ロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11 ⽉ 19 ⽇閣議決定）
を迅速かつ着実に実⾏する。具体的には、事業復活⽀援⾦、雇⽤調整助
成⾦、実質無利⼦・無担保融資、⼦育て世帯等に対する給付、マイナポ
イント等の事業や雇⽤・⽣活・暮らしを守る⽀援策を着実に実施する。
あわせて、感染状況について最悪の事態を想定して、医療提供体制の強
化やワクチン接種の促進、治療薬の確保に万全を期し、ワクチン・検査
パッケージ等を活⽤し、経済社会活動を極⼒継続しつつ、安全・安⼼を
確保していく。 

経済対策の円滑な実施に取り組むため、当事者の⽅々や現場の声を直
接聞き、課題やニーズをきめ細かく把握するとともに、必要に応じ、関
係府省間で課題等を共有することにより、執⾏の改善につとめる。感染
拡⼤により予期せぬ対応が⽣じた場合には、引き続き、「新型コロナウイ
ルス感染症対策予備費」の適時適切な執⾏により、迅速・機動的に対応
する。 

 
（10）その他重要な留意事項 

１）偏⾒・差別等への対応、社会課題への対応等 
① 政府及び地⽅公共団体は、新型コロナウイルス感染症へのり患は

誰にでも⽣じ得るものであり、感染者やその家族、勤務先等に対す
る差別的な取扱いや誹謗中傷、名誉・信⽤を毀損する⾏為等は、⼈
権侵害に当たり得るのみならず、体調不良時の受診遅れや検査回避、
保健所の積極的疫学調査への協⼒拒否等につながり、結果として感
染防⽌策に⽀障を⽣じさせかねないことから、コロナ分科会の偏
⾒・差別とプライバシーに関するワーキンググループが⾏った議論
のとりまとめ（令和２年 11 ⽉６⽇）や法第 13 条第２項の規定を踏
まえ、感染者等の⼈権が尊重され、何⼈も差別的な取扱い等を受け
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ることのないよう取組を実施する。 
② 政府は、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者が

偏⾒・差別等による⾵評被害等を受けないよう、国⺠への普及啓発
等必要な取組を実施する。 

③ 政府は、ワクチンを接種していない者及び接種できない者が不当
な偏⾒・差別等を受けないよう、国⺠への普及啓発等必要な取組を
実施する。 

④ 政府は、海外から⼀時帰国した児童⽣徒等への学校の受⼊れ⽀援
やいじめ防⽌等の必要な取組を実施する。 

⑤ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合において、国⺠の
⾃由と権利の制限を必要最⼩限のものとする。特に、罰則が設けら
れている措置については、患者や関係者の⼈権に⼗分に配慮し、ま
ずは当該措置の趣旨や必要性を患者等に丁寧に説明し、理解・協⼒
を得られるようにすることを基本とするとともに、罰則の適⽤は、
慎重に⾏うものとする。また、⼥性の⽣活や雇⽤への影響は引き続
き⼤きいことに留意し、⼥性や⼦供、障害者等に与える影響を⼗分
配慮するとともに、必要な⽀援を適時適切に実施する。 

⑥ 政府は、地⽅公共団体と連携し、外出⾃粛による⼼⾝機能の低下
や地域のつながりの希薄化の回復に向けて、⾼齢者等がフレイル状
態等にならないよう、コミュニティにおける⽀援を含め、健康維
持・介護サービスの確保を⾏う。 

⑦ 政府及び地⽅公共団体は、新型コロナウイルス感染症により亡く
なられた⽅に対して尊厳をもってお別れ、⽕葬等が⾏われるよう、
適切な⽅法について、周知を⾏う。 

⑧ 政府は、ワクチン接種に便乗した詐欺被害等の防⽌のため注意喚
起や相談体制を強化する。 

２）関係機関との連携の推進 
① 政府は、地⽅公共団体を含む関係機関等との双⽅向の情報共有を

強化し、対策の⽅針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把
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握を⾏う。 
② 政府は、対策の推進に当たっては、地⽅公共団体、経済団体等の

関係者の意⾒を⼗分聴きながら進める。 
③ 地⽅公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含め全て

の部局が協⼒して対策に当たる。 
④ 政府は、国際的な連携を密にし、世界保健機関（World Health 

Organization：WHO）や諸外国・地域の対応状況等に関する情報収
集に努める。また、⽇本で得られた知⾒を積極的に WHO 等の関係
機関や諸外国・地域と共有し、今後の対策に活かすとともに、新型
コロナウイルス感染症の拡⼤による影響を受ける国・地域に対する
国際社会全体としての対策に貢献する。 

⑤ 政府は、基礎医学研究及び臨床医学研究、疫学研究を含む社会医
学研究等の研究体制に対する⽀援を通して、新型コロナウイルス感
染症への対策の推進を図る。 

⑥ 都道府県等は、近隣の都道府県等が感染拡⼤防⽌に向けた様々な
措置や取組を⾏うに当たり、相互に連携するとともに、その要請に
応じ、必要な⽀援を⾏う。 

⑦ 特定都道府県⼜は重点措置区域である都道府県等は、緊急事態措
置⼜はまん延防⽌等重点措置等を実施するに当たっては、あらかじ
め政府と協議し、迅速な情報共有を⾏う。政府対策本部⻑は、特定
都道府県⼜は重点措置区域である都道府県等が、適切に緊急事態措
置⼜はまん延防⽌等重点措置を講じることができるよう、専⾨家の
意⾒を踏まえつつ、総合調整を⾏うとともに、特に必要があると認
めるときは、都道府県知事に対して、必要な指⽰を⾏うものとする。 

⑧ 緊急事態宣⾔の期間中に様々な措置を実施した際には、特定都道
府県知事及び指定⾏政機関の⻑は政府対策本部⻑に、特定市町村⻑
及び指定地⽅公共機関の⻑はその所在する特定都道府県知事に、指
定公共機関の⻑は所管の指定⾏政機関に、その旨及びその理由を報
告する。政府対策本部⻑は国会に、特定都道府県知事及び指定⾏政
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機関の⻑は政府対策本部⻑に、報告を受けた事項を報告する。 
３）社会機能の維持 

① 政府、地⽅公共団体、指定公共機関及び指定地⽅公共機関は、職員に
おける感染を防ぐよう万全を尽くすとともに、万が⼀職員において感染
者⼜は濃厚接触者が確認された場合にも、職務が遅滞なく⾏えるように
対策をあらかじめ講じる。特に、テレビ会議及び在宅勤務（テレワーク）
の積極的な実施に努める。 

② 地⽅公共団体、指定公共機関及び指定地⽅公共機関は、電気、ガス、
⽔道、公共交通、通信、⾦融業等の維持を通して、国⺠⽣活及び国⺠経
済への影響が最⼩となるよう公益的事業を継続する。 

③ 政府は、指定公共機関の公益的事業の継続に⽀障が⽣じることがない
よう、必要な⽀援を⾏う。 

④ 国⺠⽣活・国⺠経済の安定確保に不可⽋な業務を⾏う事業者は、国⺠
⽣活及び国⺠経済安定のため、業務継続計画の点検を⾏い、事業の継続
を図る。 

⑤ 政府は、事業者のサービス提供⽔準に係る状況の把握に努め、必
要に応じ、国⺠への周知を図る。 

⑥ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブル等を防⽌するた
め、必要に応じ、警戒警備を実施する。 

⑦ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑⽌するとともに、取締りを徹
底する。 
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(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 

 

 

 以下、事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていた

だきつつ、事業の継続を求める。 

 

１．医療体制の維持 

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応

もあるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。 

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・

販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要

な全ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 

２．支援が必要な方々の保護の継続 

・高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係

者（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関

係者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する

上で必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。 

３．国民の安定的な生活の確保 

・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービス

を提供する関係事業者の事業継続を要請する。 

① インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・ＬＰガス、上下水道、

通信・データセンター等） 

② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流

通・ネット通販等） 

③ 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販

等） 

④ 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係（百貨店・スーパー、コン

ビニ、ドラッグストア、ホームセンター等） 

⑤ 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等） 

⑥ 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等） 

⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等） 

⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等） 

⑩ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・

サービス、自家用車等の整備等） 
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４．社会の安定の維持 

・社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間中にも、企業の活動を

維持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継

続を要請する。 

① 金融サービス（銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他

決済サービス等） 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、

航空・空港管理、郵便等） 

③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機、潜水艦等） 

④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス（ビルメンテナンス、セキュリテ

ィ関係等） 

⑤ 安全安心に必要な社会基盤（河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物

処理、個別法に基づく危険物管理等） 

⑥ 行政サービス等（警察、消防、その他行政サービス） 

⑦ 育児サービス（託児所等） 

 

５．その他 

・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの（高炉や半導

体工場等）、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なも

の（サプライチェーン上の重要物を含む。）を製造しているものについては、

感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持

の業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。 
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本⽅針は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31
号。以下「法」という。）第 18 条第１項に規定する基本的対処⽅針として、
今後講ずべき対策を実施するに当たって準拠となるべき統⼀的指針を⽰す
ものである。 

地⽅公共団体は、本⽅針に基づき、⾃らその区域に係る対策を的確かつ
迅速に実施し、及び当該区域において関係機関が実施する対策を総合的に
推進する責務を有する。また、政府は、本⽅針に基づき、指定⾏政機関、
都道府県及び指定公共機関が実施する対策に関する総合調整を⾏うことが
できる。 
 
⼀ 新型コロナウイルス感染症発⽣の状況に関する事実 
（１）新型コロナウイルス感染症の特徴 

新型コロナウイルス感染症については、以下のような特徴がある。 
・ ヒトコロナウイルス SARS−CoV−2 による感染症であり、発熱、

呼吸器症状、倦怠感、頭痛、消化器症状、⿐汁、味覚異常、嗅覚
異常等の症状を発症する。 

・ せき、くしゃみ、会話等のときに排出される⾶沫やエアロゾル
の吸⼊、接触感染等が感染経路と考えられている。そのため、基
本的な感染対策（①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密
集場所（多くの⼈が密集している）、③密接場⾯（互いに⼿を伸ば
したら⼿が届く距離での会話や発声が⾏われる）という３つの条
件（以下「三つの密」という。）の回避、⼈と⼈との距離の確保、
マスク（不織布マスクを推奨。以下同じ。）の着⽤、⼿洗い等の⼿
指衛⽣、換気等）が重要である。 

・ 潜伏期間は約５⽇間、最⻑ 14 ⽇間とされている。感染後無症状
のまま経過する者は 20〜30％と考えられており、感染者の約 40％
の患者は発症から１週間程度で治癒に向かうが、残りの患者は、
発症から１週間程度で肺炎の症状（酸素飽和度の低下、⾼熱の持
続、激しいせきなど）が明らかになり、約 20％の患者では酸素投
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与が必要となり、約５％の患者が急性呼吸窮迫症候群（ARDS）
に移⾏して⼈⼯呼吸器による治療を要すると考えられる。 

・ 軽症の場合は経過観察のみで⾃然に軽快することが多く、必要
に応じて解熱薬等の対症療法を⾏う。ただし、重症化リスクのあ
る⽅については、経⼝の抗ウイルス薬や中和抗体薬の投与を⾏い
重症化を予防する。呼吸不全を伴う場合には、酸素投与や抗ウイ
ルス薬、ステロイド薬（炎症を抑える薬）、免疫調整薬の投与を⾏
い 、 改 善 し な い 場 合 に は ⼈ ⼯ 呼 吸 器 や 体 外 式 膜 型 ⼈ ⼯ 肺
（Extracorporeal membrane oxygenation：ECMO）等による集中
治療を⾏うことがある。国内で承認されている医薬品として、レ
ムデシビル、デキサメタゾン、バリシチニブ、カシリビマブ／イ
ムデビマブ、ソトロビマブ、モルヌピラビル及びニルマトレルビ
ル／リトナビルがある。患者によっては、呼吸器や全⾝症状等の
症状が遷延したり、新たに症状が出現すること（いわゆる後遺症）
が報告されている。 

・ 新型コロナウイルス感染症と診断された⼈のうち重症化しやす
いのは、⾼齢者と基礎疾患のある⽅、⼀部の妊娠後期の⽅であり、
重症化のリスクとなる基礎疾患等には、慢性閉塞性肺疾患
（COPD）、慢性腎臓病、糖尿病、⾼⾎圧、⼼⾎管疾患、肥満、喫
煙等がある。ワクチン接種を２回受けることで、重症化予防効果
が期待できる。 

・ 重症化する⼈の割合や死亡する⼈の割合は年齢によって異なり、
⾼齢者は⾼く、若者は低い傾向にある。令和２年６⽉から８⽉ま
でに診断された⼈においては、重症化する⼈の割合は約 1.6％（50
歳代以下で 0.3％、60 歳代以上で 8.5％）、死亡する⼈の割合は、
約 1.0％（50 歳代以下で 0.06％、60 歳代以上で 5.7％）となって
いる。なお、季節性インフルエンザの国内における致死率は 0.02-
0.03％と報告されており、新型コロナウイルス感染症は、季節性
インフルエンザにかかった場合に⽐して、致死率が相当程度⾼く、
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国⺠の⽣命及び健康に著しく重⼤な被害を与えるおそれがある。 
・ 診断にはリアルタイム RT-PCR 等の核酸検出検査や抗原検査が

⽤いられる。 
・ 新型コロナウイルスは約２週間で１か所程度の速度でその塩基

が変異していると考えられ、新たな変異株が世界各地で確認され
ており、厚⽣労働省と国⽴感染症研究所において、ゲノムサーベ
イランスを通じた変異株の発⽣動向の監視を⾏っている。 

・ オミクロン株については、令和３年 11 ⽉ 24 ⽇に南アフリカか
らWHOへ最初のオミクロン株感染例が報告されてから、世界的に
感染例が報告され、感染拡⼤が進んでいる。 

・ オミクロン株については、国内外の報告から感染・伝播性の増
加が⽰唆されており、デルタ株に⽐べて世代時間、倍加時間や潜
伏期間の短縮、⼆次感染リスクや再感染リスクの増⼤が確認され
ており、感染拡⼤のスピードが極めて速い。国内においても感染
例が急増し、全国的にオミクロン株にほぼ置き換わったと考えら
れる。また、⾶沫や換気の悪い場所におけるエアロゾルによる感
染が多く、⼦供が感染しやすくなっており、学校等での感染に加
え、家庭に持ち帰り、家庭内で感染が拡⼤する事例が⾒られてい
る。まず軽症者の数が急激に増加し、併せて中等症者も⼀定程度
増加し、その後、⾼齢者に伝播し、重症者数、⼊院者数も増え医
療全体がひっ迫し、更に社会機能の維持も困難になってくること
も懸念される。また、ワクチン接種や⾃然感染による免疫を逃避
する性質が⽰唆されており、ワクチン２回接種による発症予防効
果がデルタ株と⽐較してオミクロン株への感染では著しく低下す
るものの、３回⽬接種により発症予防効果が⼀時的に回復する可
能性が⽰唆されている。また、⼊院予防効果もデルタ株と⽐較し
てオミクロン株においては⼀定程度の低下を認めるものの、発症
予防効果と⽐較すると保たれており、さらに、３回⽬接種により
⼊院予防効果が回復するという報告がある。中和抗体薬について
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は、オミクロン株への有効性として中和活性の低下が報告されて
いる薬剤もあることから、投与に当たって留意が必要である。 

・ 他⽅、更なる知⾒の集積が必要であるものの、デルタ株と⽐較
してオミクロン株では重症化しにくい可能性が⽰唆されている。
なお、今後も更なるデータの集積、分析が必要であるが、報告さ
れているデータを基にして、オミクロン株による新型コロナウイ
ルス感染症の現時点で分析された致命率は、季節性インフルエン
ザよりも⾼く、また、限られたデータではあるが、肺炎の発症率
については、季節性インフルエンザよりも⾼いことを⽰唆する暫
定的な⾒解が報告されている。⾼齢者を中⼼に基礎疾患のある者
において、オミクロン株への感染が契機となって基礎疾患が増悪
する事例が多く発⽣しており、重症化リスクがある程度低下して
いたとしても、感染例が⼤幅に増加することで重症化リスクの低
下分が相殺される可能性も考慮する必要がある。 

 
なお、我が国においては、令和２年１⽉ 15 ⽇に最初の感染者が確認

された後、令和４年３⽉ 15 ⽇までに、合計 5,842,754 ⼈の感染者、
26,434 ⼈の死亡者が確認されている。 
 

（２）感染拡⼤防⽌のこれまでの取組 
これまでの感染対策においては、基本的な感染対策を推進すること

に加え、専⾨家の分析等で感染リスクが⾼いとされた飲⾷の場⾯を極
⼒回避するため、飲⾷店の時短営業及び酒類提供の停⽌の措置を講じ
てきた。同時に、⼈流や⼈との接触機会を削減する観点から、外出・
移動の⾃粛、イベント及び⼤規模集客施設への時短要請等の取組を進
めてきた。また、検査・サーベイランスの強化、積極的疫学調査等に
よるクラスター（患者間の関連が認められた集団。以下「クラスター」
という。）対策、⽔際対策を含む変異株対策等の取組を実施してきた。 

特に、令和３年３⽉下旬以降は、より感染⼒の強い変異株の出現に
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よる急速な感染拡⼤に対し、令和３年２⽉３⽇に成⽴した新型インフ
ルエンザ等対策特別措置法等の⼀部を改正する法律（令和３年法律第
５号）による改正後の法で創設されたまん延防⽌等重点措置区域（以
下「重点措置区域」という。）における機動的な対策、ゴールデンウィ
ーク期間中のイベントの無観客開催、⼤規模集客施設の休業等の集中
的な対策をはじめ、緊急事態宣⾔等の下で、全国的に度重なる強い措
置を講じてきた。また、強い感染⼒を持つ変異株が出現し、それまで
の飲⾷への対策、⼈流抑制の取組のほか、再度の感染拡⼤の予兆や感
染源を早期に探知するため、検査を⼤幅に強化するとともに、⾼齢者
施設等や学校における感染対策を強化する観点から、軽症であっても
症状が現れた場合に、早期に陽性者を発⾒することができるよう、抗
原定性検査キットの配布を⾏ってきた。さらに、健康観察アプリを活
⽤し、早期に検査につなげる取組も実施してきた。 

 
（３）ワクチン接種の進展とこれに伴う患者像の変化 

ワクチンについては、令和３年２⽉に医療従事者向け接種を開始し、
同年４⽉に⾼齢者向け接種を開始、同年５⽉から本格的に接種を進め、
同年４⽉末には医療従事者の接種会場への派遣を可能にするほか、接
種費⽤への時間外・休⽇加算相当分の上乗せや接種回数の多い施設へ
の⽀援の措置により、１⽇ 100 万回を超えるスピードで接種を進める
ことができ、同年７⽉末には希望する⾼齢者への２回接種をおおむね
完了した。地⽅公共団体での接種努⼒に加えて、企業等による職域接
種等を⾏うことにより、同年 10 ⽉上旬までに供給されたワクチンは、
対象⼈⼝の９割が接種できる数量に達した。 

ワクチンの総接種回数は、２億回を超え、２回⽬接種を終えた⽅は
約８割となっている。 

また、令和３年 12 ⽉からは、３回⽬接種を開始し、令和４年２⽉中
旬には、１⽇ 100 万回接種を実現した。さらに、同年２⽉下旬からは、
5 歳から 11 歳までの⼦どもに対する接種を開始した。 
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ワクチン接種は、デルタ株に対する重症化予防・発症予防等の効果
が期待されており、海外では⼀定の感染予防効果を⽰唆する報告も⾒
られる。我が国のデルタ株の流⾏期における発症予防効果については、
ワクチン２回接種 14 ⽇以降で 89％程度とする報告がある。最も重症化
リスクの⾼い群である⾼齢者の約９割が２回接種を終えたこともあり、
感染者数の増加に⽐べ、重症者数、死亡者数の増加は少なくなってい
る。 

また、医療提供体制の強化が進められると同時に、陽性者の治療に
ついては、中和抗体薬や経⼝の抗ウイルス薬が利⽤可能となるなど、
選択肢が確実に増えてきている。 

今後、若年層の更なるワクチン接種の進展により、令和３年夏と⽐
べて、感染者や重症者は抑えられると期待されるほか、中和抗体薬や
経⼝の抗ウイルス薬の重症化予防効果も⼀定程度期待される⼀⽅、更
なる感染拡⼤が⽣じた場合には、感染者全体に占める⾼齢者の割合が
再び上昇すると考えられること、ワクチン接種後にも新型コロナウイ
ルス感染が確認される症例があること、変異株の出現の可能性やワク
チンによる免疫の減衰の影響を踏まえ、引き続き基本的な感染対策が
重要である。また、オミクロン株については、短期間の追跡結果では
あるが、３回⽬接種により発症予防効果等が回復する可能性が⽰唆さ
れており、まずは、重症化リスクが⾼い⾼齢者などの⽅々の接種間隔を
前倒しするとともに、接種を加速化し、並⾏して、予約に空きがあれば、
できるだけ多くの⼀般の⽅にも接種間隔を更に前倒して接種するなど、
迅速にワクチン接種を進めることが重要である。 

 
（４）医療提供体制の強化 

医療提供体制の強化については、令和３年夏に⽐べ約３割、約１万
⼈増の約 3.7 万⼈が⼊院できる体制を構築するなど、これまで各都道府
県において、感染拡⼤の経験を踏まえた医療提供体制の段階的な強化
が進められてきた。 
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また、病床やホテル等の宿泊療養施設の確保に加え、臨時の医療施
設や⼊院待機施設の整備、酸素濃縮装置の確保を進め、症状悪化時に
確実に酸素投与や治療につなげる体制の整備、⾃宅療養等を⾏う場合
の 診 療 体 制 の 整 備 や 、 HER-SYS （ Health Center Real-time 
Information-sharing System on COVID-19：新型コロナウイルス感染
者等情報把握・管理⽀援システム）における My HER-SYS（陽性者が
HER-SYS にスマートフォン等で⾃⾝や家族の健康状態を⼊⼒する健康
管理機能）等の導⼊の推進による健康観察体制の整備が進められてき
た。政府としても、往診や訪問診療、訪問看護の診療報酬の評価の拡
充等を⾏ってきた。 

軽症から中等症（Ⅰ）の患者を投与対象とする初めての治療薬とし
て令和３年７⽉ 19 ⽇に特例承認がなされた中和抗体薬「カシリビマブ
／イムデビマブ」については、短期⼊院による投与や投与後の観察体
制の確保等の⼀定の要件を満たした医療機関による⾃宅療養者に対す
る外来・往診での投与等の取組を進めてきた。また、同年９⽉ 27 ⽇に
は、中和抗体薬「ソトロビマブ」が、同年12 ⽉24 ⽇には、経⼝薬「モ
ルヌピラビル」が、令和４年２⽉ 10 ⽇には経⼝薬「ニルマトレルビル
／リトナビル」が特例承認され、それぞれ医療現場に供給されている。
これにより、オミクロン株に効果が⽰唆される軽症から中等症向けの
治療薬は、経⼝薬「モルヌピラビル」、「ニルマトレルビル／リトナビ
ル」、中和抗体薬「ソトロビマブ」、抗ウイルス薬「レムデシビル」の
４種類が揃うこととなり、患者の状態や薬剤の特性等に応じて、適切
に選択し活⽤が可能となっている。「モルヌピラビル」については、令
和４年３⽉ 14 ⽇時点で、約 27,100 の医療機関と約 19,400 の薬局が登
録を終え、このうち、約 22,300 の医療機関・薬局に対して、約
187,900 ⼈分の薬剤を配送し、約 113,700 ⼈に投与されている。 

 
（５）令和３年９⽉の感染収束 

令和３年７⽉からの感染拡⼤期は、感染⼒の強いデルタ株への置き
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換わりにより、これまでに⽐べ陽性者数において⾮常に⼤きなもので
あったが、同年８⽉ 20 ⽇に全国で１⽇当たり 25,975 名の新規陽性者
を記録した後に、急速に減少した。同年９⽉の感染収束については、
これまでの国⺠や事業者の感染対策への協⼒、夜間滞留⼈⼝の減少、
ワクチン接種率の向上、医療機関や⾼齢者施設のクラスター感染の減
少等によるものと考えられる。 

令和３年９⽉ 28 ⽇に、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、全ての緊急事態措置区域
（北海道、茨城県、栃⽊県、群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈
川県、岐⾩県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、⼤阪府、
兵庫県、広島県、福岡県及び沖縄県）が緊急事態措置区域に該当しな
いこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間とされている同
⽉ 30 ⽇をもって緊急事態措置を終了した。 

また、全ての重点措置区域（宮城県、福島県、⽯川県、岡⼭県、⾹
川県、熊本県、宮崎県及び⿅児島県）について、まん延防⽌等重点措
置を実施すべき期間とされている令和３年９⽉ 30 ⽇をもってまん延防
⽌等重点措置を終了する旨の公⽰を⾏った。 

その際、今後、ワクチン接種を⼀層進捗させ、医療提供体制をもう
⼀段整備し、感染拡⼤に対する社会の耐性を⾼めながら、感染対策と
⽇常⽣活を両⽴させることを基本として、政策を展開していくことと
した。また、感染の再拡⼤が⾒られる場合には、速やかに効果的で強
い感染対策等を講じるものとした。 
 

（６）オミクロン株の発⽣と感染拡⼤ 
令和３年９⽉以降、急速に減少に転じた新規陽性者数は、同年 12 ⽉

下旬以降再び増加傾向となった。令和４年１⽉には新規陽性者数の急速
な増加に伴い、療養者数と重症者数も増加傾向が⾒受けられた。 

政府は、令和３年 11 ⽉末以降、感染・伝播性の増加が⽰唆されるオ
ミクロン株のリスクに対応するため、外国⼈の新規⼊国を停⽌するとと
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もに、帰国者には、７⽇間（オミクロン株以外の変異株が⽀配的となっ
ていることが確認されている国・地域については 14 ⽇間）の⾃宅等待
機と健康観察を実施し、加えて、オミクロン株に係る指定国・地域から
の帰国者には、検疫所の確保する施設での厳格な待機措置を講じた。 

その後、オミクロン株に関する知⾒の蓄積等を踏まえ、⽔際対策の⾻
格を段階的に緩和することとし、令和４年３⽉１⽇より、①⼊国者の待
機期間、②外国⼈の新規⼊国制限、③⼊国者総数の上限について、次の
とおりとしている。 

具体的には、まず、⼊国者の待機期間について、７⽇間の待機を原則
としつつ、３⽇⽬の検査で陰性が確認された場合、それ以降の待機を不
要とする。オミクロン株に係る指定国・地域については、検疫所の確保
する施設での待機期間を３⽇とする。ワクチン３回⽬接種済の者につい
ては、指定国・地域からの⼊国者を、検疫所の確保する施設での待機に
代えて⾃宅等待機とし、⾮指定国・地域からの⼊国者を、⾃宅等待機免
除とする。また、外国⼈の新規⼊国について、受⼊責任者の管理の下で
観光⽬的以外の⼊国を認めることとする。さらに、１⽇当たり 3,500 ⼈
⽬途として運⽤していた⼊国者総数の上限について、３⽉１⽇より１⽇
当たり 5,000 ⼈⽬途とし、３⽉ 14 ⽇より１⽇当たり 7,000 ⼈⽬途とし
ている。また、外国⼈留学⽣について、「留学⽣円滑⼊国スキーム」を
設け、留学⽣の受け⼊れを優先的かつ着実に実施することとする。 

出発前検査陰性証明の確認、⼊国時の空港検査及び⼊国者健康確認セ
ンターによるフォローアップは引き続き実施していくとともに、各国に
おける感染状況等を踏まえ、指定国・地域の指定も適時に⾏っていく。 

また、令和３年 12 ⽉から、オミクロン株の国内新規感染者の発⽣を
受け、原則として、全ての国内新規感染者について、L452R 変異株
PCR 検査を⾏うとともに、その時点の検査能⼒を最⼤限発揮して全ゲ
ノム解析を実施し、早期探知の体制をとった。その後、国内におけるオ
ミクロン株への置き換わりが進んだことを踏まえ、感染者の５−10％
分の全ゲノム解析を実施することにより、引き続き、変異株の発⽣動向
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を監視している。 
また、オミクロン株の濃厚接触者の待機期間について、これまでに得

られた科学的知⾒に基づき、順次短くしている。 
ワクチンの３回⽬接種については、まずは、重症化リスクが⾼い⾼齢

者などの⽅々を対象とし、その後には、⼀般の⽅を対象として接種間隔
を前倒しして接種を実施することとし、また、オミクロン株について、
海外渡航歴がなく、感染経路が不明の事案が発⽣したことを受け、感染
拡⼤が懸念される地域での無料検査を開始している。経⼝薬については
令和３年 12 ⽉ 24 ⽇には「モルヌピラビル」が特例承認された。さら
に、令和４年２⽉ 10 ⽇には経⼝薬「ニルマトレルビル／リトナビル」
も特例承認され、それぞれ医療現場に供給されている。あわせて、都道
府県における在宅療養をされる⽅々への健康観察や訪問診療体制の準備
状況の⾃⼰点検を実施し、政府の⽅針として、在宅療養体制が整った⾃
治体において、⾃治体の総合的な判断の下、感染の急拡⼤が確認された
場合には、陽性者を全員⼊院、濃厚接触者を全員宿泊施設待機としてい
る取組みを⾒直し、症状に応じて宿泊・⾃宅療養も活⽤し、万全の対応
ができるようにしている。また、感染拡⼤が顕著な地域において、保健
所業務がひっ迫した場合には、積極的疫学調査、健康観察の重点化、患
者発⽣届の処理の効率化等、保健所業務を重点化・効率化することとし
ている。 

令和４年１⽉７⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、感染の再拡⼤を防⽌する必
要性が⾼いこと等から、法第 31 条の４第１項に基づき、まん延防⽌等
重点措置を実施すべき期間を同⽉９⽇から同⽉ 31 ⽇までの 23 ⽇間と
し、重点措置区域を広島県、⼭⼝県及び沖縄県とする公⽰を⾏った。 

令和４年１⽉ 19 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に
対する負荷の状況について分析・評価を⾏い、感染の再拡⼤を防⽌する
必要性が⾼いこと等から、法第 31 条の４第３項に基づき、重点措置区
域に群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐⾩県、愛
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知県、三重県、⾹川県、⻑崎県、熊本県及び宮崎県を追加する変更を⾏
うとともに、群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐
⾩県、愛知県、三重県、⾹川県、⻑崎県、熊本県及び宮崎県において、
まん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を同⽉ 21 ⽇から同年２⽉ 13 ⽇
までの 24 ⽇間とする公⽰を⾏った。あわせて、オミクロン株による感
染が急速に拡⼤している状況等を踏まえ、後述するワクチン・検査パッ
ケージ制度については、原則として、当⾯適⽤しないこととした。 

令和４年１⽉ 25 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に
対する負荷の状況について分析・評価を⾏い、感染の再拡⼤を防⽌する
必要性が⾼いこと等から、法第 31 条の４第３項に基づき、重点措置区
域に北海道、⻘森県、⼭形県、福島県、茨城県、栃⽊県、⽯川県、⻑野
県、静岡県、京都府、⼤阪府、兵庫県、島根県、岡⼭県、福岡県、佐賀
県、⼤分県及び⿅児島県を追加する変更を⾏うとともに、北海道、⻘森
県、⼭形県、福島県、茨城県、栃⽊県、⽯川県、⻑野県、静岡県、京都
府、⼤阪府、兵庫県、島根県、岡⼭県、福岡県、佐賀県、⼤分県及び⿅
児島県において、まん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を同⽉ 27 ⽇
から同年２⽉ 20 ⽇までの 25 ⽇間とし、広島県、⼭⼝県及び沖縄県にお
いてまん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を同年２⽉ 20 ⽇まで延⻑
する旨の公⽰を⾏った。 

令和４年２⽉３⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、感染の再拡⼤を防⽌する必
要性が⾼いこと等から、法第 31 条の４第３項に基づき、重点措置区域
に和歌⼭県を追加する変更を⾏うとともに、和歌⼭県において、まん延
防⽌等重点措置を実施すべき期間を同⽉５⽇から同⽉ 27 ⽇までの 23 ⽇
間とする公⽰を⾏った。 

令和４年２⽉ 10 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に
対する負荷の状況について分析・評価を⾏い、感染の再拡⼤を防⽌する
必要性が⾼いこと等から、法第 31 条の４第３項に基づき、重点措置区
域に⾼知県を追加する変更を⾏うとともに、⾼知県において、まん延防
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⽌等重点措置を実施すべき期間を同⽉ 12 ⽇から同年３⽉６⽇までの 23
⽇間とし、群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐⾩
県、愛知県、三重県、⾹川県、⻑崎県、熊本県及び宮崎県においてまん
延防⽌等重点措置を実施すべき期間を同年３⽉６⽇まで延⻑し、公⽰を
⾏った。 

令和４年２⽉ 18 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に
対する負荷の状況について分析・評価を⾏い、⼭形県、島根県、⼭⼝県、
⼤分県及び沖縄県について、まん延防⽌等重点措置を実施すべき期間と
されている同⽉ 20 ⽇をもってまん延防⽌等重点措置を終了するととも
に、法第 31 条の４第３項に基づき、北海道、⻘森県、福島県、茨城県、
栃⽊県、⽯川県、⻑野県、静岡県、京都府、⼤阪府、兵庫県、和歌⼭県、
岡⼭県、広島県、福岡県、佐賀県及び⿅児島県においてまん延防⽌等重
点措置を実施すべき期間を同年３⽉６⽇まで延⻑し、公⽰を⾏った。 

令和４年３⽉４⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、福島県、新潟県、⻑野県、
三重県、和歌⼭県、岡⼭県、広島県、⾼知県、福岡県、佐賀県、⻑崎県、
宮崎県及び⿅児島県について、まん延防⽌等重点措置を実施すべき期間
とされている同⽉６⽇をもってまん延防⽌等重点措置を終了するととも
に、法第 31 条の４第３項に基づき、北海道、⻘森県、茨城県、栃⽊県、
群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、⽯川県、岐⾩県、静岡県、
愛知県、京都府、⼤阪府、兵庫県、⾹川県及び熊本県においてまん延防
⽌等重点措置を実施すべき期間を同⽉ 21 ⽇まで延⻑し、公⽰を⾏った。 

令和４年３⽉ 17 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に
対する負荷の状況について分析・評価を⾏い、北海道、⻘森県、茨城県、
栃⽊県、群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、⽯川県、岐⾩県、
静岡県、愛知県、京都府、⼤阪府、兵庫県、⾹川県及び熊本県について、
まん延防⽌等重点措置を実施すべき期間とされている同⽉ 21 ⽇をもっ
てまん延防⽌等重点措置を終了する公⽰を⾏った。 
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⼆ 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な⽅針 
新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤に備え、「次の感染拡⼤に向け

た安⼼確保のための取組の全体像」（令和３年 11 ⽉ 12 ⽇新型コロナ
ウイルス感染症対策本部決定。以下「全体像」という。）に基づき、
ワクチン接種、検査、治療薬等の普及による予防、発⾒から早期治療
までの流れを更に強化するとともに、最悪の事態を想定した対応を⾏
う。 

このため、デルタ株への置き換わり等による令和３年夏のピーク時
における急速な感染拡⼤に学び、今後、感染⼒が２倍（若年者のワクチ
ン接種が 70％まで進展し、それ以外の条件が令和３年夏と同⼀である
場合と⽐較し、新たな変異株の流⾏や⽣活⾏動の変化等による、「令和
３年夏の実質２倍程度の感染拡⼤が起こるような状況」）となった場合
にも対応できるよう、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療
薬の確保を進める。 

こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫が
これまでより⽣じにくくなり、感染拡⼤が⽣じても、国⺠の命と健康
を損なう事態を回避することが可能となる。今後は、こうした状況の
変化を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可
能とする新たな⽇常の実現を図る。 

その上で、感染⼒が２倍を⼤きく超え、例えば感染⼒が３倍（若年
者のワクチン接種が 70％まで進展し、それ以外の条件が令和３年夏と
同⼀である場合と⽐較し、新たな変異株の流⾏や、⽣活⾏動の変化等
による、「令和３年夏の実質３倍程度の感染拡⼤が起こるような状況」）
となり、医療がひっ迫するなど、それ以上の感染拡⼤が⽣じた場合に
は、強い⾏動制限を機動的に国⺠に求めるとともに、政府の責任にお
いて、新型コロナウイルス感染症以外の通常医療の制限の下、緊急的
な病床等を確保するための具体的措置を講じる。 

（１）医療提供体制の強化 
今後の医療提供体制については、「全体像」に基づき、今後も中⻑期
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的に感染拡⼤が反復する可能性があることを前提に、次の点を重点と
して各都道府県において「保健・医療提供体制確保計画」を策定し、
検査から⼊院までの総合的な保健・医療提供体制を構築している。 

・ 今後、感染⼒が２倍となった場合にも対応できるよう、ワクチ
ン接種の進展等による感染拡⼤の抑制効果等も勘案しつつ、⼊院
を必要とする⽅が、まずは迅速に病床⼜は臨時の医療施設等に受
け⼊れられ、確実に⼊院につなげる体制を整備。 

・ 全ての⾃宅・宿泊療養者について、陽性判明当⽇ないし翌⽇に
連絡をとり、健康観察や診療を実施できる体制を確保。 

・ 感染拡⼤時に臨時の医療施設等が円滑に稼働できるよう、医療
⼈材の確保、配置調整を担う体制を構築。 

・ 医療体制の稼働状況の医療機関等情報⽀援システム（Gathering 
Medical Information System：G-MIS）やレセプトデータ等を活⽤し
た徹底的な「⾒える化」。 

また、こうした「全体像」に基づく保健・医療提供体制をしっかり
と稼働させることを基本としつつ、その中でもオミクロン株の特徴に
対応する対策の強化・迅速化を図る。 

具体的には、オミクロン株の特性やワクチン接種の進展を踏まえつ
つ、令和４年１⽉以降、⾃宅療養者等の⽀援の点検・強化を図るとと
もに、診療報酬の加算措置を延⻑した上での診療・検査医療機関の拡
充・公表等の診療・検査の体制整備、転院や救急搬送受⼊れの対応強
化、⾼齢者施設等に看護職員を派遣した場合の補助の拡充等の⾃宅療
養や⾼齢者施設における療養の環境整備についての徹底・強化を図っ
ている。引き続き必要な財政⽀援を図りながら、更なる対策の強化・
徹底を図る。 
 

（２）ワクチン接種の促進 
新型コロナウイルス感染症の重症化や発症等を予防するため、迅速

なワクチンの３回⽬接種を進め、令和４年２⽉中旬以降、１⽇ 100 万
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回程度接種可能な体制を⾃治体や職場において構築している。 
また、市町村から３⽉末までの⾒込みとして約 8,100 万⼈分の接種券

を前倒しで送付予定である。接種を希望する全ての⽅が３回⽬接種を
受けられるよう、引き続き、戦略的に取り組む。具体的には、２回⽬接
種から６か⽉を経過した⽅々への接種券の配布促進や接種会場の増設な
どに取り組むほか、職域接種の積極的な活⽤を推進するとともに、⾃治
体に配布したワクチンなども活⽤して、各⾃治体の判断により、地域に
おける社会機能を維持するために必要な事業に従事する⽅への接種も
進める。 

４回⽬接種について、諸外国の動向や３回⽬接種の効果の持続状況
等の最新の知⾒を踏まえて検討するとともに、接種も視野に⼊れ必要
なワクチンの確保を⾏う。 

さらに、⽐較的若い世代等を中⼼に、１回⽬・２回⽬接種が完了して
いない者へは引き続き接種機会を確保するとともに接種を促す。５歳
から 11 歳までの⼦どもについてもワクチン接種を⾏う。 

12 歳から17 歳までの⽅への３回⽬接種については、今後、厚⽣科学審
議会における必要な審議等を経た上で、予防接種法に基づく予防接種と
して位置づけられた場合には、令和４年４⽉以降に接種を開始できるよ
う、⾃治体において準備を進める。 

 
（３）治療薬の確保 

新型コロナウイルス感染症の治療薬については、国産経⼝薬を含む
治療薬の開発費⽤を⽀援する。また、経⼝薬については、令和３年 12
⽉ 24 ⽇には「モルヌピラビル」が特例承認された。さらに、令和４年
２⽉ 10 ⽇には経⼝薬「ニルマトレルビル／リトナビル」も特例承認さ
れ、それぞれ医療現場に供給されている。 

また、中期的な感染拡⼤においても、軽症から中等症の重症化リス
クを有する者が確実に治療を受けられるようにするため、治療薬の作
⽤する仕組みや開発ステージは様々であることも考慮して、複数の治
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療薬（中和抗体薬、経⼝薬）の確保に向けて取り組む。 
 
（４）感染防⽌策 

感染拡⼤の防⽌の基本は、個々⼈が「三つの密」の回避、⼈と⼈と
の距離の確保、マスクの着⽤、⼿洗い等の⼿指衛⽣、換気等の基本的
な感染対策を徹底することであり、加えて、政府及び地⽅公共団体が
積極的・戦略的な検査と積極的疫学調査により、感染拡⼤の起点とな
っている場所や活動を特定して効果的な対策を講じること、さらに、
感染状況に応じて、⼈流や⼈との接触機会を削減することが重要であ
る。 

政府は、これまでの感染拡⼤期の経験や国内外の様々な研究等の知
⾒を踏まえ、より効果的な感染防⽌策等を講じていく。また、都道府
県は、感染の拡⼤が認められる場合に、政府と密接に連携しながら、
速やかに効果的な感染対策等を講じるものとする。 

法第 32 条第１項に規定する事態が発⽣したと認めるときは、緊急事
態宣⾔を発出し、法第 45 条等に基づき必要な措置を講じる。また、法
第 31 条の４第１項に規定する事態が発⽣したと認めるときは、まん延
防⽌等重点措置として法第 31 条の６に基づき必要な措置を講じる。 

緊急事態措置区域及び重点措置区域等においては、飲⾷店の営業時
間短縮、イベントの⼈数制限、県をまたぐ移動の⾃粛、出勤者数の削
減の要請等の感染防⽌策を講じるとともに、第三者認証制度や別途定
めるワクチン・検査パッケージ制度（以下単に「ワクチン・検査パッケ
ージ制度」という。）、対象者に対する全員検査（以下「対象者全員検査」
という。）等を活⽤し、感染拡⼤を防⽌しながら、⽇常⽣活や経済社会
活動を継続できるように取り組むものとする。ただし、感染が急速に
拡⼤し、医療提供体制のひっ迫が⾒込まれる場合等においては、政
府・都道府県の判断で、ワクチン・検査パッケージ制度等を適⽤せず、
強い⾏動制限を要請することとする。 

上記の緊急事態宣⾔の発出等については、以下のとおり取り扱う。 
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１）緊急事態宣⾔の発出及び解除 
令和３年 11 ⽉８⽇の新型インフルエンザ等対策推進会議新型コロ

ナウイルス感染症対策分科会（以下「コロナ分科会」という。）提⾔
において、都道府県ごとに感染の状況や医療のひっ迫の状況等を評
価するための新たなレベル分類が⽰された。この提⾔を踏まえ、今
後、緊急事態宣⾔の発出及び解除（緊急事態措置区域の追加及び除
外を含む。）の判断に当たっては、以下を基本として判断することと
する。 

（緊急事態宣⾔発出の考え⽅） 
国内での感染拡⼤及び医療提供体制・公衆衛⽣体制のひっ迫の状

況（特に、コロナ分科会提⾔におけるレベル３相当の対策が必要な
地域の状況等）を踏まえて、全国的かつ急速なまん延により国⺠⽣
活及び国⺠経済に甚⼤な影響を及ぼすおそれがあるか否かについて、
政府対策本部⻑が新型インフルエンザ等対策推進会議基本的対処⽅
針分科会（以下「基本的対処⽅針分科会」という。）の意⾒を⼗分踏
まえた上で、総合的に判断する。なお、緊急事態措置区域を定める
に当たっては、都道府県間の社会経済的なつながり等を考慮する。 

（緊急事態宣⾔解除の考え⽅） 
国内での感染及び医療提供体制・公衆衛⽣体制のひっ迫の状況

（特に、緊急事態措置区域が、コロナ分科会提⾔におけるレベル２
相当の対策が必要な地域になっているかなど）を踏まえて、政府対
策本部⻑が基本的対処⽅針分科会の意⾒を⼗分踏まえた上で、より
慎重に総合的に判断する。 

なお、緊急事態宣⾔の解除後の対策の緩和については段階的に⾏
う。 

２）まん延防⽌等重点措置の実施及び終了 
まん延防⽌等重点措置の実施及び終了については、令和３年 11 ⽉

８⽇のコロナ分科会提⾔を踏まえ、以下を基本として判断すること
とする。 
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（まん延防⽌等重点措置の実施の考え⽅） 
都道府県の特定の区域において感染が拡⼤し、当該都道府県全域

に感染が拡⼤するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛
⽣体制に⽀障が⽣ずるおそれがあると認められる以下のような場合
に、政府対策本部⻑が基本的対処⽅針分科会の意⾒を⼗分踏まえた
上で、総合的に判断する。 
・ 都道府県がレベル３相当の対策が必要な地域の状況になってい

る場合 
・ 都道府県がレベル２相当の対策が必要な地域において、当該都

道府県の特定の区域において感染が急速に拡⼤し、都道府県全域
に感染が拡⼤するおそれがあると認められる場合 

・ 都道府県がレベル２相当の対策が必要な地域において、感染が
減少傾向であっても、当該都道府県の特定の区域において感染⽔
準が⾼い⼜は感染が拡⼤しているなど、感染の再拡⼤を防⽌する
必要性が⾼い場合 

（まん延防⽌等重点措置の終了の考え⽅） 
都道府県の感染及び医療提供体制・公衆衛⽣体制のひっ迫の状況

（特に、まん延防⽌等重点措置を実施している区域の感染状況が、
都道府県全域に感染を拡⼤させるおそれがない⽔準かなど）を踏ま
えて、政府対策本部⻑が基本的対処⽅針分科会の意⾒を⼗分踏まえ
た上で、総合的に判断する。 

 
（５）オミクロン株の特徴を踏まえた感染防⽌策 

現在感染が拡⼤しているオミクロン株については、令和４年２⽉４
⽇のコロナ分科会提⾔を踏まえ、政府、地⽅公共団体及び事業者等は、
現⾏の対策に加え、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防⽌策を強化
するものとする。 
１）国⺠への周知等 

国⺠に対し、基本的な感染対策を徹底することに加え、飲⾷はな
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るべく少⼈数で黙⾷を基本とすること、会話をする際にはマスクの
着⽤を徹底すること、特に⾼齢者や基礎疾患のある者及びこれらの
者と⽇常的に接する者は感染リスクの⾼い場⾯・場所への外出は避
けること、家庭内においても室内を定期的に換気するとともにこま
めに⼿洗いを⾏うこと、⼦供の感染防⽌策を徹底すること、⾼齢者
や基礎疾患のある者はいつも会う⼈と少⼈数で会う等、感染リスク
を減らすこと等を促す。 

２）学校等 
・ 「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛⽣管理マ

ニュアル」等を踏まえた対応を基本としつつ、特に感染リスクが
⾼い教育活動については、同マニュアル上のレベルにとらわれず、
基本的には実施を控える、⼜は感染が拡⼤していない地域では慎
重に実施を検討するといった対応を⾏う。 

・ 学齢期の⼦どもがいる医療従事者等の負担等の家庭・地域の社
会経済的事情等を考慮し、学校全体の臨時休業とする前に、地⽅
公共団体や学校設置者の判断により、児童⽣徒等の発達段階等を
踏まえた時差登校や分散登校、オンライン学習を組み合わせたハ
イブリッドな学習形態を実施する。また、学校の臨時休業は、感
染状況を踏まえ、学校設置者の判断で機動的に⾏い得るものであ
るが、感染者が発⽣していない学校全体の臨時休業については、
児童⽣徒等の学びの保障や⼼⾝への影響等を踏まえ、慎重に検討
する。 

・ 地域の実情に応じ、感染者が発⽣した場合の早期の幅広い検査
の実施、発熱等の症状がある教職員の休暇取得の徹底や、教職員
に対する早期のワクチンの３回⽬接種等を⾏う。 

・ 感染が拡⼤している⼜は⾼⽌まりしている地域において、学校
等でクラスターが多発する場合には、地域の実情に応じ、教職員
に対する検査の頻回実施、部活動等における感染リスクの⾼い活
動の制限を⾏う。 
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・ なお、⼤学等においても適切に対応する。 
３）保育所、認定こども園等 

・ 保育所等が果たす社会的機能を維持するため原則開所を要請す
るとともに、医療従事者等の社会機能維持者等の就労継続が可能
となるよう、休園した保育所等の児童に対する代替保育を確保す
るなど、地域の保育機能を維持する。 

・ 発熱等の症状がある児童の登園⾃粛を徹底する。 
・ 「保育所における感染症対策ガイドライン」等を踏まえた対応

を基本としつつ、感染リスクが⾼い活動を避けるとともに、児童
をできるだけ少⼈数のグループに分割するなど、感染を広げない
形での保育の実践を⾏う。 

・ 保護者が参加する⾏事の延期等を含めて⼤⼈数での⾏事を⾃粛
する。 

・ 発育状況等からマスクの着⽤が無理なく可能と判断される児童
については、可能な範囲で、⼀時的に、マスク着⽤を奨める。た
だし、２歳未満児のマスク着⽤は奨めず、低年齢児については特
に慎重に対応する。 

マスクを着⽤する場合には、息苦しくないか､嘔吐していないか
などの⼦どもの体調変化に⼗分注意するほか、本⼈の調⼦が悪い
場合などは無理して着⽤させる必要はないこと。さらに、⼀律に
着⽤を求めたり、児童や保護者の意図に反して実質的に無理強い
することにならないよう、現場に対して留意点を丁寧に周知し、
適切な運⽤につなげる。 

・ 地域の実情に応じ、感染者が発⽣した場合の早期の幅広い検査
の実施、発熱等の症状がある職員の休暇取得の徹底や、職員に対
する早期のワクチンの３回⽬接種等を⾏う。 

・ 感染が拡⼤している⼜は⾼⽌まりしている地域において、保育
所等でクラスターが多発する場合には、地域の実情に応じ、職員
に対する検査の頻回実施を⾏う。 
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・ なお、放課後児童クラブ等においても同様の取扱いとする。 
４）⾼齢者施設 

・ ⾼齢者施設等の利⽤者及び従事者に対するワクチン３回⽬接種
を速やかに実施し、⾼齢者施設⼊所者及び従事者のうち希望する
者への接種をできるだけ早く完了する。 

・ ⾼齢者施設等の感染制御や業務継続について、感染者が発⽣し
た場合に早期に介⼊・⽀援する体制を強化する。 

・ ⾼齢者施設等の利⽤者が新型コロナウイルス感染症から回復し
て退院する場合の早期受け⼊れや施設内の療養環境整備を⾏うた
め、医師・看護師の派遣など⾼齢者施設等での体制強化を図る。 

・ レクリエーション時のマスク着⽤、送迎時の窓開けや、発熱し
た従業者の休暇等、「介護現場における感染対策の⼿引き」に基づ
く対応を徹底する。 

・ ⾯会者からの感染を防ぐため、感染が拡⼤している地域では、
オンラインによる⾯会の実施も含めて対応を検討する。通所施設
において、導線の分離など、感染対策をさらに徹底する。 

・ 感染が拡⼤している⼜は⾼⽌まりしている地域において、⾼齢
者施設等でクラスターが多発する場合には、地域の実情に応じ、
職員に対する検査の頻回実施を⾏う。 

５）事業者 
・ 緊急事態宣⾔の発出を待つことなく、業務継続の観点からも、

在宅勤務（テレワーク）の活⽤等による出勤者数の削減⽬標を前
倒しで設定する。 

・ 事業継続が求められる業種に係る業務継続計画（BCP）の確認
等を進める。 

 
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

⼆の全般的な⽅針を踏まえ、主として以下の重要事項に関する取組
を進める。 
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（１）情報提供・共有 
① 政府は、地⽅公共団体と連携しつつ、以下の点について、国⺠の

共感が得られるようなメッセージを発出するとともに、状況の変化
に即応した情報提供や呼びかけを⾏い、⾏動変容に資する啓発を進
めるとともに、冷静な対応をお願いする。 
・ 発⽣状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供。 
・ 国⺠に分かりやすい疫学解析情報の提供。 
・ 医療提供体制及び検査体制に関する分かりやすい形での情報

の提供。特に、感染状況が悪化し、医療提供体制がひっ迫した
場合には、その影響を具体的に分かりやすい形で⽰すこと。 

・ 変異株についての正確で分かりやすい情報の提供。 
・ 「三つの密」の回避や、「⼈と⼈との距離の確保」、「マスクの

着⽤」、「⼿洗い等の⼿指衛⽣」、「換気」をはじめとした基本的
な感染対策の徹底等、感染拡⼤を予防する「新しい⽣活様式」
の定着に向けた周知。 

・ 業種別ガイドライン等の実践。特に、飲⾷店等について、第三者認証
を取得している飲⾷店等を利⽤するよう、促すこと。 

・ ⾵邪症状等体調不良が⾒られる場合の休暇取得、学校の⽋席、
外出・移動⾃粛等の呼びかけ。 

・ 感染リスクを下げるため、医療機関を受診する時は、あらか
じめ厚⽣労働省が定める⽅法による必要があることの周知。 

・ 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の考え⽅を分か
りやすく周知すること。 

・ 感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療関係
者その他の対策に携わった⽅々に対する誤解や偏⾒に基づく差
別を⾏わないことの呼びかけ。 

・ 従業員及び学⽣の健康管理や感染対策の徹底についての周知。 
・ 接触確認アプリ（COVID-19 Contact-Confirming Application：

COCOA）のインストールを呼びかけるとともに、陽性者との接
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触通知があった場合における適切な機関への受診の相談や陽性
者と診断された場合における登録の必要性についての周知。あ
わせて、地域独⾃の⼆次元バーコード（以下「QRコード」とい
う。）等による通知システム等の利⽤の呼びかけ。 

② 政府は、広報担当官を中⼼に、官邸のウェブサイトにおいて厚⽣労
働省等関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的
に連携させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）等
の媒体も積極的に活⽤することで、迅速かつ積極的に国⺠等への情報
発信を⾏う。 

③ 政府は、⺠間企業等とも協⼒して、情報が必ずしも届いていない層
に⼗分な情報が⾏き届くよう、丁寧な情報発信を⾏う。 

④ 厚⽣労働省は、感染症やクラスターの発⽣状況について迅速に情報
を公開する。 

⑤ 外務省は、全世界で感染が拡⼤していることを踏まえ、各国に滞
在する邦⼈等への適切な情報提供、⽀援を⾏う。 

⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張⼜は⻑期
の海外滞在のある事業所、留学や旅⾏機会の多い⼤学等においても、
帰国者への適切な情報提供を⾏い、渡航の是⾮の判断・確認や、帰国
者に対する⾃宅等待機等の必要な対策を講じるよう周知を図る。 

⑦ 政府は、国⺠、在留外国⼈、外国⼈旅⾏者及び外国政府に対し、
帰国時・⼊国時の⼿続や⽬的地までの交通⼿段の確保等につい
て適切かつ迅速な情報提供を⾏い、国内でのまん延防⽌と⾵評
対策につなげる。また、政府は、⽇本の感染対策や感染状況の⼗分な
理解を醸成するよう、諸外国に対して情報発信に努める。 

⑧ 地⽅公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な⼿段によ
り住⺠に対して地域の感染状況に応じたメッセージや注意喚起を⾏う。 

⑨ 都道府県等は、厚⽣労働省や専⾨家と連携しつつ、積極的疫学調査
により得られた情報を分析し、今後の対策に資する知⾒をまとめて、
国⺠に還元するよう努める。 
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⑩ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が⾏政⽂書の
管理に関するガイドライン（平成 23 年４⽉１⽇内閣総理⼤⾂決定）に
基づく「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を⾏う。
地⽅公共団体も、これに準じた対応に努める。 

 
（２）ワクチン接種 

政府、都道府県及び市町村は、以下のように新型コロナウイルス感染
症に係るワクチン接種を⾏う。 

① 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種⽬的は、新型コ
ロナウイルス感染症の重症化予防・発症予防等である。 

② 予防接種については、予防接種法及び検疫法の⼀部を改正する法
律（令和２年法律第 75 号）による改正後の予防接種法（昭和 23 年
法律第 68 号）に基づく臨時接種の特例として、厚⽣労働⼤⾂の指⽰
の下、都道府県の協⼒により市町村において実施する。 

③ 予防接種の実施体制等については、令和３年２⽉９⽇の「新型コ
ロナウイルス感染症に係るワクチン接種について」（内閣官房及び厚
⽣労働省）を踏まえ接種を円滑かつ効率的に実施する観点に⽴って
⾏う。 

④ ３回⽬接種については、２回⽬接種完了から８か⽉以上経過した
⽅に順次、接種することを原則としていたが、感染防⽌に万全を期
する観点から、まずは、重症化リスクが⾼い⾼齢者などの⽅々の接
種間隔を前倒しするとともに、接種を加速化し、並⾏して、予約に
空きがあれば、できるだけ多くの⼀般の⽅にも更に接種間隔を前倒
して接種する。 

併せて、⼀般の⽅への接種を実施するに当たって、各⾃治体の判
断により、教職員、保育⼠、警察官、消防職員など、地域における
社会機能を維持するために必要な事業の従事者等に対して優先的に
３回⽬接種をするような取組も進める。 

３回⽬接種に使⽤するワクチンについては、１回⽬・２回⽬に⽤
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いたワクチンの種類にかかわらず、ｍRNA ワクチンを⽤いる。 
また、引き続き１回⽬・２回⽬未接種者に対する接種機会を確保

し、接種を促進する。これらの接種に使⽤するワクチンについて、
安定的な供給を⾏う。 

⑤ 政府は、３回⽬接種についても、これまでの接種状況も踏まえた
上で、引き続き、各地⽅公共団体の接種会場での接種のほか、職域
（⼤学等を含む。）による接種を推進するとともに、⾃衛隊による⼤
規模接種会場を設置し、地⽅公共団体によるワクチン接種に係る取
組を後押しする。 

⑥ ４回⽬接種について、諸外国の動向や３回⽬接種の効果の持続
状況等の最新の知⾒を踏まえて検討するとともに、接種も視野に
⼊れ必要なワクチンの確保を⾏う。 

⑦ ５歳から 11 歳までの⼦どもへのワクチン接種を⾏う。 
12 歳から 17 歳までの⽅への３回⽬接種については、今後、厚⽣

科学審議会における必要な審議等を経た上で、予防接種法に基づく
予防接種として位置づけられた場合には、令和４年４⽉以降に接種
を開始できるよう、⾃治体において準備を進める。 

⑧ 予防接種法に基づく健康被害が⽣じた場合の救済措置や副反応疑
い報告等について、適切に実施する。 

⑨ 予防接種は最終的には個⼈の判断で接種されるものであることか
ら、予防接種に当たっては、リスクとベネフィットを総合的に勘案
し接種の判断ができる情報を提供することが必要である。 

その上で、政府は、国⺠に対して、ワクチンの安全性及び有効性
についての情報を提供するなど、的確かつ丁寧なコミュニケーショ
ン等を進め、幅広く予防接種への理解を得るとともに、国⺠が⾃ら
の意思で接種の判断を⾏うことができるよう取り組む。 

⑩ ワクチンについて、国内で開発・⽣産ができる体制を確⽴してお
くことは、危機管理上も極めて重要であり、国内での開発・⽣産の
基盤整備を進める。 
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（３）サーベイランス・情報収集 

① 感染の広がりを把握するために必要な検査を実施し、感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第
114 号。以下「感染症法」という。）第 12 条に基づく医師の届出等
によりその実態を把握する。 

② 厚⽣労働省及び都道府県等は、感染が拡⼤する傾向がみられる場合
はそれを迅速に察知して的確に対応できるよう、戦略的サーベイラン
ス体制を整えておく必要がある。 

また、政府と都道府県等で協働して今後の感染拡⼤局⾯も⾒据えた準
備を進めるため、厚⽣労働省は、財政的な⽀援をはじめ必要な⽀援を⾏
い、都道府県等は、相談・検体採取・検査の⼀連のプロセスを通じた対
策を実施する。 

③ 厚⽣労働省は、医療機関や保健所の事務負担の軽減を図りつつ、患
者等に関する情報を関係者で迅速に共有するため、HER-SYS を活⽤
し、都道府県別の陽性者数等の統計データの収集・分析を⾏うとと
もに、その結果を適宜公表し、より効果的・効率的な対策に活⽤し
ていく。 

④ ⽂部科学省及び厚⽣労働省は、学校等での集団発⽣の把握の強化を図
る。 

⑤ 都道府県等は、厚⽣労働省や専⾨家と連携しつつ、地域の感染状況や
保健所の実施体制等に応じて、積極的疫学調査を実施し、個々の濃厚接
触者を把握し、健康観察、外出⾃粛の要請等を⾏うとともに、感染拡⼤
の規模を適確に把握し、適切な感染対策を⾏うことを原則としつつ、オ
ミクロン株の特徴（潜伏期間と発症期間が短い）や感染拡⼤の状況を
踏まえ、地域の実情に応じ、保健所による積極的疫学調査については、
医療機関や⾼齢者施設等、特に重症化リスクが⾼い⽅々が⼊院・⼊所し
ている施設における感染事例に集中化する。 

このような状況においては、国⺠ひとりひとりが基本的な感染
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対策を徹底することが重要である。特に、症状がある場合などに
は、保健所等による濃厚接触者の特定等を待つことなく、出勤、
登校等の⾃粛を含めた感染対策を⾃主的に講じることが重要であ
る。 

その上で、積極的疫学調査の実施及び濃厚接触者の特定につい
て、保健所等による対応が可能な⾃治体においては、引き続き、
幅広く⾏うこととしつつ、オミクロン株が主流の間は、濃厚接触
者の感染リスクが低い事業所等において、保健所等による濃厚接
触者の特定を⾏わない場合は、出勤については⼀律に制限を⾏わ
ず、感染者と接触があった者に対して、重症化リスクの⾼い⽅と
の接触や感染リスクの⾼い場所への外出を控えることを促す等、
状況に応じた⾃主的な感染対策の徹底を求める。⼀⽅で、重症化
リスクの⾼い⽅が⼊院・⼊所している医療機関や⾼齢者施設等に
ついて、当該施設等からの報告等に基づき、濃厚接触者の特定を
含めた積極的疫学調査を集中的に実施し、⾏動制限を求める。ま
た、感染するリスクの⾼い家庭内の濃厚接触者についても、保健
所等による特定・⾏動制限を実施する。 

⑥ オミクロン株の濃厚接触者の待機期間について、これまでに得
られた科学的知⾒に基づき、14 ⽇から 10 ⽇に、さらに 10 ⽇から
７⽇に短くしているが、家庭内で感染があった場合を含め、２⽇
にわたる検査が陰性であった場合に、５⽇⽬に待機を解除する取
扱いを実施できることとする。加えて、医療機関、⾼齢者施設等
や保育所、幼稚園、⼩学校等の従事者について、⼀定の要件の下、
毎⽇検査による業務従事を可能とする。 

⑦ 都道府県等は、新たな変異株が確認された場合には、国⽴感染症
研究所の評価・分析を踏まえ、⼊院措置・勧告、宿泊療養等の措置
を適切に講じる。厚⽣労働省は、国⽴感染症研究所と連携して、変
異株の国内症例の評価・分析を⾏う。 

⑧ 厚⽣労働省は、感染症法第12 条に基づく医師の届出とは別に、市中で
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の感染状況を含め国内の流⾏状況等を把握するため、抗体保有状況に関
する調査等有効なサーベイランスを実施する。また、いわゆる超過死亡
については、新型コロナウイルス感染症における超過死亡を推計し、適
切に把握する。国⽴感染症研究所における新型コロナウイルス検出⽅法
等の検討や下⽔サーベイランスを活⽤した新型コロナ調査研究を⽀援す
るなど、引き続き、下⽔サーベイランス活⽤について検証を加速する。 

⑨ 政府は、医療機関の空床状況や⼈⼯呼吸器・ECMO の保有・稼働状況
等を迅速に把握する医療機関等情報⽀援システム（G-MIS）を構築・運
営し、医療提供状況や PCR 検査等の実施状況等を⼀元的かつ即座に把握
するとともに、都道府県等にも提供し、迅速な患者の受⼊調整等にも活
⽤する。 

⑩ 厚⽣労働省は、新型コロナウイルス感染症に関するいわゆる後遺症に
ついて、諸外国で報告もあることも踏まえ、調査・研究を進める。 

⑪ 都道府県等は、感染症法第 12 条及び第 15 条に基づき、地⽅公共団体
間での迅速な情報共有を⾏うとともに、都道府県は、令和３年11 ⽉８⽇
のコロナ分科会提⾔等も参考に、都道府県下の感染状況について、リス
ク評価を⾏う。 

⑫ 政府は、COCOA について、プライバシーに最⼤限配慮しつつ、機能
の向上を図るとともに、陽性者との接触通知があった場合における適切
な機関への検査受診を周知するほか、HER-SYS 及び保健所等と連携し
た積極的疫学調査において活⽤することにより、効果的なクラスター対
策につなげる。 

⑬ 政府は、ワクチン・検査パッケージに関する技術実証の結果等を踏ま
え、QR コード等を活⽤して作成された⼊場者・⼊店者情報を活⽤した
クラスター対策のための効果的な分析・情報共有のあり⽅について検討
を⾏う。 

 
（４）検査 

① 地⽅衛⽣研究所や⺠間の検査機関等の関係機関における検査体制
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の⼀層の強化、地域の関係団体と連携した地域外来・検査センター
の設置等を進めるとともに、新しい検査技術についても医療現場に
迅速に導⼊する。 

② また、検査が必要な者に、より迅速・円滑に検査を⾏い、感染が
拡⼤している地域においては、⾼齢者施設等の有症状の⼊所者・従
事者等に対し、幅広い検査を実施する。多数の感染者やクラスター
が発⽣している地域においては、感染者が⼀⼈も発⽣していない施
設等であっても、医療機関、⾼齢者施設等の従事者、⼊院・⼊所者
全員に対して⼀⻫検査を⾏う。特に、クラスターが複数発⽣してい
る地域では、感染が⽣じやすく拡⼤しやすい場所・集団に対して積
極的に検査を⾏う。緊急事態措置区域や重点措置区域においては、
保健所の判断を待たずに、医師による陽性者の同居家族等への検査
を促進する。これらの区域に指定された特定都道府県等は、集中的
実施計画を策定し、感染多数地域の⾼齢者施設、保育所、幼稚園、
⼩学校等の従業者等に対する検査の頻回実施を⾏う。また、感染が
収束傾向にある地域であっても、地域の実情に応じ、感染者が発⽣
した場合に早期の幅広い検査を実施する。 

③ また、新規薬剤の導⼊に伴い早期診断がより重要となる観点や、
軽度であっても症状が現れた場合に、早期に陽性者を発⾒すること
によって感染拡⼤を防⽌する観点から、政府は、早期の受診と診
療・検査医療機関での抗原定性検査キットを活⽤した迅速な検査を
促す。抗原定性検査キットについては、国が買取保証を⾏い緊急の
増産・輸⼊要請をすること等により、感染拡⼤による急激な需要増
や経済活動のニーズにも対応可能な量を確保できるようにする。 

④ さらに、厚⽣労働省及び都道府県等は連携して検査体制整備計画
を強化し、PCR 検査・抗原定量検査能⼒の引き上げ等を図る。 

⑤ また、職場においても、健康観察アプリも活⽤しつつ、軽症状者
に対する抗原定性検査キット等を活⽤した検査を実施するよう促す
とともに、クラスターの発⽣が懸念される職場における重点的な取
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組を働きかけ、陽性者発⾒時には、幅広い接触者に対して、保健所
の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的に PCR 検査等を⾏政
検査として実施する。 

これらの検査に⽤いる抗原定性検査キットについては、迅速かつ
適切に検査が実施されるよう、検体採取に関する注意点等を理解し
た職員等の管理下で検査を実施させる。 

⑥ さらに、家庭で体調不良を感じる者等が医療機関への受診を迷う
場合等に⾃ら検査を⾏えるようにするため、政府は、抗原定性検査
キットを薬局で⼊⼿できるようにしており、その薬局における販売
⽅法を⾒直す。 

⑦ 経済社会活動の中で希望により受ける⺠間検査については、感染
症法第 16 条の２に基づき、⺠間検査機関に精度管理や提携医療機関
の決定等の協⼒を求めること等により環境整備を進めていく。 

⑧ ⽇常⽣活や経済社会活動における感染リスクを引き下げるため
には、ワクチン接種や検査による確認を促進することが有効であ
り、政府は、都道府県と連携しながら、ワクチン・検査パッケー
ジ制度⼜は対象者全員検査を推奨する。 

⑨ 政府は、都道府県と連携しながら、令和４年３⽉ 11 ⽇のコロナ分
科会の中間とりまとめ「地⽅公共団体や⺠間事業者等によるワクチン接種
歴や検査結果確認の取組の考え⽅について」を踏まえ、飲⾷、イベント、
旅⾏等の活動に際してワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認す
る地⽅公共団体や⺠間事業者等による取組を推奨する。 

⑩ 政府は、都道府県が、健康上の理由等によりワクチン接種を受
けられない者を対象としたワクチン・検査パッケージ⼜はそれ以
外の者も対象とした対象者全員検査等の検査を期間を限り予約不
要、無料とできるよう⽀援を⾏う。また、都道府県は、感染が拡
⼤傾向にある場合には、都道府県知事の判断により、法第 24 条第
９項に基づき、感染に不安を感じる無症状者に対して、ワクチン
接種者を含めて検査を受けることを要請するものとする。この場
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合において、都道府県はあらかじめ政府と協議するものとする。
政府は、都道府県が当該要請に基づき検査を受検した者について
は、検査費⽤を無料とすることができるよう⽀援を⾏う。 

 
（５）まん延防⽌ 

１）緊急事態措置区域における取組等 
（飲⾷店等に対する制限等） 
① 特定都道府県は、感染リスクが⾼いと指摘されている飲⾷の場を

避ける観点から、法第 45 条第２項等に基づき、酒類⼜はカラオケ設
備を提供する飲⾷店等（飲⾷業の許可を受けていないカラオケ店及
び利⽤者による酒類の店内持込みを認めている飲⾷店を含む。酒類
及びカラオケ設備の提供（利⽤者による酒類の店内持込みを含む。）
を取り⽌める場合を除く。）に対して休業要請を⾏うとともに、上記
以外の飲⾷店（宅配・テイクアウトを除く。）に対して、営業時間の
短縮（20 時までとする。）の要請を⾏うものとする。ただし、都道
府県知事の判断により、第三者認証制度の適⽤店舗（以下「認証店」
という。）において 21 時までの営業（酒類提供も可能）もできるこ
ととするほか、認証店及び飲⾷を主として業としていない店舗にお
いて、対象者全員検査を実施した場合には、収容率の上限を 50％と
しつつ、カラオケ設備を提供できることとする。 

その際、命令、過料の⼿続に関しては、別途通知する⼿続に沿っ
て⾏うことに留意しつつ、要請に応じている店舗との公平性を保つ
ことができるよう、命令等の適切な運⽤を図るものとする。 

② 特定都道府県は、法第 24 条第９項に基づき、飲⾷店等及び飲⾷店
等の利⽤者に対し、同⼀グループの同⼀テーブルでの５⼈以上の会
⾷を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査
を実施した会⾷については、同⼀グループの同⼀テーブルでの５⼈
以上の会⾷も可能とする。 

③ 以上の要請に当たっては、特定都道府県は、関係機関とも連携し、
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休業要請、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するた
めの対策・体制の更なる強化を⾏い、原則として全ての飲⾷店等に
対して⾒回り・実地の働きかけを⾏うとともに、当該取組について
適切に情報発信を⾏うものとする。また、特定都道府県は、実効性
ある第三者認証制度の普及と認証店の拡⼤に努めるものとする。 

④ 特定都道府県は、法第 45 条第１項に基づき、路上・公園等におけ
る集団での飲酒等、感染リスクが⾼い⾏動に対して必要な注意喚起
や⾃粛の要請等を⾏うとともに、実地の呼びかけ等を強化するもの
とする。 

⑤ 政府は、新型コロナウイルス感染症対応地⽅創⽣臨時交付⾦（以
下「地⽅創⽣臨時交付⾦」という。）に設けた「協⼒要請推進枠」に
より、営業時間短縮要請等と協⼒⾦の⽀払いを⾏う都道府県を⽀援
する。都道府県は、協⼒⾦⽀給に係る体制の強化等を図り、⽀給の
迅速化に努めるものとする。 

（施設の使⽤制限等） 
特定都道府県は、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判

断により、法第45条第２項等に基づき、⼈数管理、⼈数制限、誘導
等の「⼊場者の整理等」「⼊場者に対するマスクの着⽤の周知」「感
染防⽌措置を実施しない者の⼊場の禁⽌」「会話等の⾶沫による感
染の防⽌に効果のある措置（⾶沫を遮ることができる板等の設置⼜
は利⽤者の適切な距離の確保等）」等、新型インフルエンザ等対策
特別措置法施⾏令（平成 25 年政令第 122 号。以下「令」という。）
第12条に規定する各措置について事業者に対して要請を⾏うものと
する。 

なお、⼈が密集すること等を防ぐため、「⼊場者の整理等」を⾏
う場合は、別途通知する取扱いを踏まえ、事業者に要請を⾏うとと
もに、事業者に対して、⼊場整理等の実施状況をホームページ等を
通じて広く周知するよう働きかけるものとする。 

（イベント等の開催制限） 
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① 特定都道府県は、当該地域で開催されるイベント等（別途通知す
る集客施設等を含む。）について、観客の広域的な移動やイベント
等の前後の活動等で⽣じる、イベント等に係る感染拡⼤リスクを抑
制し、また、イベント等における感染防⽌策等を徹底する観点等か
ら、主催者等に対して、法第 24 条第９項に基づき、以下を⽬安とす
る規模要件等を設定し、その要件に沿った開催の要請を⾏うものと
する。 
・ 感染防⽌安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、

⼈数上限 10,000 ⼈かつ収容率の上限を 100％とする。さらに、対
象者全員検査を実施した場合には、⼈数上限を収容定員までとす
ることを可能とする。 

・ それ以外の場合は、⼈数上限 5,000 ⼈かつ収容率の上限を 50％
（⼤声あり）・100％（⼤声なし）とする。なお、この場合、都道
府県が定める様式に基づく感染防⽌策等を記載したチェックリス
トを主催者等が作成・公表することとする。 

② 特定都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に
関わらず、「三つの密」が発⽣しない席の配置や「⼈と⼈との距
離の確保」、「マスクの着⽤」、イベントの開催中や前後におけ
る選⼿、出演者や参加者等に係る主催者等による⾏動管理等、基
本的な感染防⽌策が講じられるよう、主催者等に対して強く働き
かけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておく
ことや、COCOA 等の活⽤等について、主催者等に周知するものと
する。 

（外出・移動） 
特定都道府県は、法第45条第１項に基づき、混雑した場所や感染

リスクが⾼い場所への外出・移動の⾃粛について協⼒の要請を⾏う
ものとする。特に、感染対策が徹底されていない飲⾷店等や休業要
請⼜は営業時間短縮の要請に応じていない飲⾷店等の利⽤を厳に控
えることについて、住⺠に徹底する。また、不要不急の帰省や旅⾏
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等都道府県間の移動は、極⼒控えるように促す。この場合において、
対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする。 

（その他） 
① 特定都道府県は、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「⼈と⼈と

の距離の確保」「マスクの着⽤」「⼿洗い等の⼿指衛⽣」等の基本的な感
染対策を徹底するとともに、あらゆる機会を捉えて、令和２年４⽉ 22
⽇の新型コロナウイルス感染症対策専⾨家会議（以下「専⾨家会議」と
いう。）で⽰された「10 のポイント」、同年５⽉４⽇の専⾨家会議で⽰
された「新しい⽣活様式の実践例」、同年10⽉23⽇のコロナ分科会で⽰
された、「感染リスクが⾼まる「５つの場⾯」」等を活⽤して住⺠に周知を
⾏うものとする。 

② 事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を⾒据え、業種別ガ
イドライン等を実践するなど、⾃主的な感染防⽌のための取組を進
める。その際、政府は、専⾨家の知⾒を踏まえ、関係団体等に必要
な情報提供や助⾔等を⾏う。 

③ 特定都道府県は、緊急事態措置区域における取組として、上記の
要請等の取組を⾏うに当たっては、あらかじめ政府と迅速に情報共
有を⾏う。 

２）重点措置区域における取組等 
重点措置区域である都道府県においては、まん延防⽌等重点措置が、

地域の感染状況に応じて、期間、区域、業態を絞った措置を機動的に
実施できる仕組みであり、発⽣の動向等を踏まえた集中的な対策によ
り、地域的に感染を抑え込み、都道府県全域への感染拡⼤、更には全
国的かつ急速なまん延を防ぐ趣旨で創設されたものであることを踏ま
え、感染リスクが⾼く感染拡⼤の主な起点となっている場⾯に効果的
な対策を徹底するものとする。 

また、都道府県知事は、区域を指定するに当たって市町村単位や⼀
定の区画を原則とするなど、期間、区域、業態を定めるに当たっては、
効果的な対策となるよう留意する。 
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（飲⾷店等に対する制限等） 
① 都道府県は、感染リスクが⾼いと指摘されている飲⾷の場を避け

る観点から、都道府県知事の判断による上記の重点措置を講じるべ
き区域（以下「措置区域」という。）において、法第 31 条の６第１
項等に基づき、認証店以外の飲⾷店（宅配・テイクアウトを除く。）
に対する営業時間の短縮（20 時までとする。）の要請を⾏うととも
に、酒類の提供を⾏わないよう要請するものとする。また、認証店
に対しては、営業時間の短縮（21 時までとすることを基本とする。）
の要請を⾏うこととする。この場合において、地域の感染状況等を
踏まえ、都道府県知事の判断により、酒類の提供を⾏わないよう要
請することも可能とする（また、都道府県知事の判断によっては、
営業時間の短縮の要請を⾏わないことも可能とする。）。 

その際、命令、過料の⼿続に関しては、別途通知する⼿続に沿っ
て⾏うことに留意しつつ、要請に応じている店舗との公平性を保つ
ことができるよう、命令等の適切な運⽤を図るものとする。 

② 都道府県は、措置区域において、法第 24 条第９項に基づき、飲⾷
店等及び飲⾷店等の利⽤者に対し、同⼀グループの同⼀テーブルで
の５⼈以上の会⾷を避けるよう要請するものとし、認証店における
対象者全員検査を実施した会⾷については、同⼀グループの同⼀テ
ーブルでの５⼈以上の会⾷も可能とする（都道府県知事の判断によ
り、ワクチン・検査パッケージ制度を適⽤し、上記の取扱いを⾏う
ことを可能とする。）。 

③ 上記の各要請に当たっては、都道府県は、関係機関とも連携し、
営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための対策・
体制の更なる強化を⾏い、原則として措置区域内の全ての飲⾷店等
に対して⾒回り・実地の働きかけを⾏うとともに、当該取組につい
て適切に情報発信を⾏うものとする。また、都道府県は、実効性あ
る第三者認証制度の普及と認証店の拡⼤に努めるものとする。 

④ 政府は、地⽅創⽣臨時交付⾦に設けた「協⼒要請推進枠」により、
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飲⾷店に対して営業時間短縮要請と協⼒⾦の⽀払いを⾏う都道府県
を⽀援する。都道府県は、協⼒⾦⽀給に係る体制の強化等を図り、
⽀給の迅速化に努めるものとする。 

（施設の使⽤制限等） 
都道府県は、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断に

より、法第 31 条の６第１項等に基づき、「⼊場をする者の整理等」
「⼊場をする者に対するマスクの着⽤の周知」「感染防⽌措置を実
施しない者の⼊場の禁⽌」「会話等の⾶沫による感染の防⽌に効果
のある措置（⾶沫を遮ることができる板等の設置⼜は利⽤者の適切
な距離の確保等）」等、令第５条の５に規定する各措置について事
業者に対して要請を⾏うものとする。なお、⼈が密集すること等を
防ぐため、「⼊場をする者の整理等」を⾏う場合は、別途通知する
取扱いを踏まえ、事業者に要請を⾏うものとする。 

（イベント等の開催制限） 
① 都道府県は、当該地域で開催されるイベント等（別途通知する集

客施設等を含む。）について、観客の広域的な移動やイベント等の前
後の活動等で⽣じる感染拡⼤リスクを抑制するため、イベント等の
前後の活動における基本的な感染対策の徹底や直⾏直帰の呼びかけ
等を⾏うものとする。また、イベント等における感染防⽌策等を徹
底する観点等から、主催者等に対して、法第 24 条第９項に基づき、
地域の実情に応じ、以下を⽬安とする規模要件等を設定し、その要
件に沿った開催の要請を⾏うものとする。 
・ 感染防⽌安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、

⼈数上限は収容定員までかつ収容率の上限を 100％とすることを
基本とする。 

・ それ以外の場合は、⼈数上限 5,000 ⼈かつ収容率の上限を 50％
（⼤声あり）・100％（⼤声なし）とする。なお、この場合、都道
府県が定める様式に基づく感染防⽌策等を記載したチェックリ
ストを主催者等が作成・公表することとする。 

675



39 

② 都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、
「三つの密」が発⽣しない席の配置や「⼈と⼈との距離の確保」、「マス
クの着⽤」、イベントの開催中や前後における選⼿、出演者や参加者等
に係る主催者等による⾏動管理等、基本的な感染防⽌策が講じられるよ
う、主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して
連絡先等を把握しておくことや、COCOA等の活⽤等について、主催者
等に周知するものとする。 

（外出・移動） 
① 都道府県は、措置区域において、法第 31 条の６第２項に基づき、

上記により営業時間の変更を要請した時間以降、飲⾷店にみだりに
出⼊りしないよう、住⺠に対して要請等を⾏うものとする。 

② 都道府県は、措置区域において、法第 24 条第９項に基づき、混雑
した場所や感染リスクが⾼い場所への外出・移動の⾃粛及び感染対
策が徹底されていない飲⾷店等の利⽤を⾃粛すること等について、
住⺠に対して協⼒の要請を⾏うものとする。 

都道府県間の移動については、移動先での感染リスクの⾼い⾏動
を控えるよう促すものとする。また、都道府県知事の判断により、
不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、
極⼒控えるように促すことができることとする。この場合において、
対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする
（都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適
⽤し、上記の取扱いを⾏うことを可能とする。）。 

（その他） 
① 都道府県は、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「⼈と⼈との距

離の確保」「マスクの着⽤」「⼿洗い等の⼿指衛⽣」等の基本的な感染対
策を徹底するとともに、あらゆる機会を捉えて、令和２年４⽉ 22 ⽇の
専⾨家会議で⽰された「10 のポイント」、５⽉４⽇の専⾨家会議で⽰さ
れた「新しい⽣活様式の実践例」、10 ⽉ 23 ⽇のコロナ分科会で⽰された、
「感染リスクが⾼まる「５つの場⾯」」等を活⽤して住⺠に周知を⾏う。 
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② 都道府県は、重点措置区域における取組として、上記の要請等の
取組を⾏うに当たっては、あらかじめ政府と迅速に情報共有を⾏う。 

③ まん延防⽌等重点措置を終了する都道府県においても、地域に
おける感染状況や公衆衛⽣体制・医療提供体制への負荷の状況な
ど、地域の実情を踏まえ、法第 24 条第 9 項に基づく措置やオミク
ロン株の特徴を踏まえた感染防⽌策等を引き続き実施する。また、
政府は、都道府県と連携しながら、地⽅公共団体や⺠間事業者が
安全・安⼼を⾼める取組として、ワクチン接種歴や検査結果を確
認する取組を推奨する。 

３）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県における取組
等 
（飲⾷店等に対する制限等） 
① 都道府県は、感染拡⼤の傾向がみられる場合には、法第 24 条第９

項に基づき、飲⾷店に対する営業時間の短縮の要請を⾏うものとす
る。この場合において認証店以外の店舗については 20 時までとし、
認証店については要請を⾏わないことを基本とする。 

② 都道府県は、感染拡⼤の傾向がみられる場合には、法第 24 条第９
項に基づき、飲⾷店等及び飲⾷店等の利⽤者に対し、同⼀グループ
の同⼀テーブルでの５⼈以上の会⾷を避けるよう要請するものとし、
認証店における対象者全員検査を実施した会⾷については、同⼀グ
ループの同⼀テーブルでの５⼈以上の会⾷も可能とする（都道府県
知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適⽤し、上記
の取扱いを⾏うことを可能とする。）。 

③ 上記の要請に当たっては、都道府県は、営業時間の短縮や第三者
認証制度等の遵守を徹底するための⾒回り・実地の働きかけを進め
るものとする。また、都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普
及と認証店の拡⼤に努めるものとする。 

（施設の使⽤制限等） 
① 都道府県は、これまでにクラスターが発⽣しているような施設や、
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「三つの密」のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、
施設管理者等に対して必要な協⼒を依頼するものとする。 

② 都道府県は、感染拡⼤の兆候や施設等におけるクラスターの発⽣
があった場合、政府と連携して、施設の使⽤制限等を含めて、速や
かに施設管理者等に対して必要な協⼒の要請等を⾏うものとする。 

（イベント等の開催制限） 
① 都道府県は、当該地域で開催されるイベント等について、観客の

広域的な移動やイベント等の前後の活動等で⽣じる感染拡⼤リスク
を抑制するため、イベント等の前後の活動における基本的な感染対
策の徹底や直⾏直帰の呼びかけ等を⾏うものとする。また、イベン
ト等における感染防⽌策等を徹底する観点等から、主催者等に対し
て、法第 24 条第９項に基づき、地域の実情に応じ、以下を⽬安とす
る規模要件等を設定し、その要件に沿った開催の要請を⾏うものと
する。 
・ 感染防⽌安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、

⼈数上限は収容定員までかつ収容率の上限を 100％とすることを
基本とする。 

・ それ以外の場合は、⼈数上限 5,000 ⼈⼜は収容定員 50％のいず
れか⼤きい⽅、かつ収容率の上限50％（⼤声あり）・100％（⼤声
なし）とする。なお、この場合、都道府県が定める様式に基づ
く感染防⽌策等を記載したチェックリストを主催者等が作成・
公表することとする。 

② 都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、
「三つの密」が発⽣しない席の配置や「⼈と⼈との距離の確保」、「マス
クの着⽤」、イベントの開催中や前後における選⼿、出演者や参加者等
に係る主催者等による⾏動管理等、基本的な感染防⽌策が講じられるよ
う、主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して
連絡先等を把握しておくことや、COCOA等の活⽤等について、主催者
等に周知するものとする。 
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③ 都道府県は、感染拡⼤の兆候やイベント等におけるクラスターの発⽣
があった場合、政府と連携して、⼈数制限の強化等を含めて、速やかに
主催者等に対して必要な協⼒の要請等を⾏うものとする。 

（外出・移動） 
① 都道府県は、帰省や旅⾏等、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」

の回避を含め基本的な感染防⽌策を徹底するとともに、移動先での
感染リスクの⾼い⾏動を控えるよう促すものとする。また、都道府
県知事の判断により、緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不
急の移動は、極⼒控えるように促すことができることとする。この場合
において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基
本とする（都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ
制度を適⽤し、上記の取扱いを⾏うことを可能とする。）。 

② 都道府県は、業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利⽤を促
すものとする。 

③ 都道府県は、感染拡⼤の兆候や施設等におけるクラスターの発⽣があ
った場合、政府と連携して、混雑した場所や感染リスクが⾼い場所へ
の外出の⾃粛に関して速やかに住⺠に対して必要な協⼒の要請等を⾏う
ものとする。 

（その他） 
① 都道府県は、感染拡⼤の防⽌と経済社会活動の維持との両⽴を持

続的に可能としていくため、「新しい⽣活様式」の経済社会全体への
定着を図るものとする。 

② 都道府県は、感染の状況等を継続的に監視し、その変化が認めら
れた場合、住⺠に適切に情報提供を⾏い、感染拡⼤への警戒を呼び
かけるものとする。 

③ 都道府県は、感染拡⼤の傾向がみられる場合には、地域におけ
る感染状況や公衆衛⽣体制・医療提供体制への負荷の状況につい
て⼗分、把握・分析を⾏い、地域の実情に応じて、法第 24 条第９
項に基づく措置等を講じるものとする。 
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④ 都道府県は、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県
における取組として、上記の要請等を⾏うに当たっては、あらかじ
め政府と迅速に情報共有を⾏う。 

４）職場への出勤等 
（都道府県から事業者への働きかけ） 
① 都道府県は、事業者に対して、以下の取組を⾏うよう働きかけを

⾏うものとする。 
・ 職場においては、感染防⽌のための取組（⼿洗いや⼿指消毒、

せきエチケット、職員同⼠の距離確保、事業場の換気励⾏、複数
⼈が触る箇所の消毒、発熱等の症状が⾒られる従業員の出勤⾃粛、
軽症状者に対する抗原定性検査キット等を活⽤した検査、出張に
よる従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活⽤、昼休みの時
差取得、社員寮等の集団⽣活の場での対策等）や、「三つの密」等
を避ける⾏動を徹底するよう、実践例も活⽤しながら促すこと。
特に職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、更⾐室、喫煙室
等）に注意するよう周知すること。 

・ 感染防⽌策の徹底のため、⼆酸化炭素濃度測定器等の設置を⽀
援するとともに、ビル管理者等に対して、換気の状況を⼆酸化炭
素濃度測定器により確認する場合の留意点等を周知すること。 

・ さらに、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践
するよう働きかけること。 

・ ⾼齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスクのある労働者、妊
娠している労働者及び同居家族にそうした者がいる労働者につい
ては、本⼈の申出等を踏まえ、在宅勤務（テレワーク）や時差出
勤等の感染予防のための就業上の配慮を⾏うこと。 

② 特定都道府県は、事業者に対して、上記①に加え、以下の取組を
⾏うよう働きかけを⾏うものとする。 
・ 職場への出勤について、⼈の流れを抑制する観点から、出勤者

数の削減の⽬標を定め、在宅勤務（テレワーク）の活⽤や休暇取得
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の促進等の取組を推進すること。 
・ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、⾃転⾞通勤等の⼈との接触

を低減する取組を強⼒に推進すること。 
・ 職場においては、「感染リスクが⾼まる「５つの場⾯」」を避ける

⾏動を徹底するよう、実践例も活⽤しながら促すこと。 
・ 別添に例⽰する国⺠⽣活・国⺠経済の安定確保に不可⽋な業務

を⾏う事業者及びこれらの業務を⽀援する事業者においては、
「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、⼗分な感染防⽌
策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発⽣し、⽋勤者が多
く発⽣する場合においても、感染防⽌に配慮しつつ、事業の特性
を踏まえ、必要な業務を継続すること。 

③ 重点措置区域である都道府県においては、事業者に対して、上記①
に加え、以下の取組を⾏うよう働きかけを⾏うものとする。 
・ ⼈の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）の活⽤

や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進すると
ともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出
勤、⾃転⾞通勤等を強⼒に推進すること。 

・ 職場においては、「感染リスクが⾼まる「５つの場⾯」」を避ける
⾏動を徹底するよう、実践例も活⽤しながら促すこと。 

・ 別添に例⽰する国⺠⽣活・国⺠経済の安定確保に不可⽋な業務
を⾏う事業者及びこれらの業務を⽀援する事業者においては、
「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、⼗分な感染防⽌
策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発⽣し、⽋勤者が多
く発⽣する場合においても、感染防⽌に配慮しつつ、事業の特性
を踏まえ、必要な業務を継続すること。 

④ 緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県においては、事業
者に対して、上記①に加え、以下の取組を⾏うよう働きかけを⾏うもの
とする。 
・ 在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、⾃転⾞通勤等、⼈との接触
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を低減する取組を推進すること。 
（政府等の取組） 
⑤ 政府及び地⽅公共団体は、在宅勤務（テレワーク）、ローテーション

勤務、時差出勤、⾃転⾞通勤等、⼈との接触を低減する取組を⾃ら進め
るとともに、事業者に対して必要な⽀援等を⾏う。 

⑥ 政府は、上記①、②、③及び④に⽰された感染防⽌のための取組等を
働きかけるため、特に留意すべき事項を提⽰し、事業場への訪問等事業
者と接する機会等を捉え、事業者⾃らが当該事項の遵守状況を確認する
よう促す。また、遵守している事業者に、対策実施を宣⾔させるなど、
感染防⽌のための取組が勧奨されるよう促す。さらに、経済団体に対し、
在宅勤務（テレワーク）の活⽤等による出勤者数の削減の実施状況を各
事業者が⾃ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請するとともに、
公表された情報の幅広い周知について、関連する事業者と連携して取り
組む。 

５）学校等の取扱い 
① ⽂部科学省は、学校設置者及び⼤学等に対して⼀律に臨時休業を

求めるのではなく、地域の感染状況に応じた感染防⽌策の徹底を要
請する。幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校等については、⼦供の
健やかな学びの保障や⼼⾝への影響の観点から、「学校における新型
コロナウイルス感染症に関する衛⽣管理マニュアル」等を踏まえた
対応を要請する。また、⼤学等については、感染防⽌と⾯接授業・
遠隔授業の効果的実施等による学修機会の確保の両⽴に向けて適切
に対応することを要請する（緊急事態措置区域においては、⼤学等
の感染対策の徹底とともに、遠隔授業もより⼀層活⽤した学修者本
位の授業の効果的な実施による学⽣等の学修機会の確保を図る）。部
活動、課外活動、学⽣寮における感染防⽌策、懇親会や飲み会等に
ついては、学⽣等への注意喚起の徹底（緊急事態措置区域及び重点
措置区域においては、部活動や課外活動における感染リスクの⾼い
活動の制限⼜は⾃粛（ただし、対象者全員検査の実施等により、部
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活動や課外活動における感染リスクの⾼い活動について可能とす
る。））を要請する。特に、発熱等の症状がある学⽣等が登校や活動
参加を控えるよう周知徹底を図る。また、⼤学、⾼等学校等におけ
る軽症状者に対する抗原定性検査キット等の活⽤（部活動、各種全
国⼤会前での健康チェック等における活⽤を含む。）や、中学校、⼩
学校、幼稚園等の教職員や速やかな帰宅が困難であるなどの事情の
ある児童⽣徒（⼩学校４年⽣以上）への抗原定性検査キットの活⽤
を奨励する。また、教職員や受験⽣へのワクチン接種が進むよう、
⼤学拠点接種を実施する⼤学に対し、地域の教育委員会や学校法⼈
が⼤学拠点接種会場での接種を希望する場合の積極的な協⼒を依頼
するとともに、地⽅公共団体に対し、⼤規模接種会場の運営に当た
り、教育委員会や私学担当部局がワクチン担当部局と連携し、希望
する教職員や受験⽣へのワクチン接種が進むよう取組を⾏うなどの
配慮を依頼する。⼤学⼊試、⾼校⼊試等については、実施者におい
て、感染防⽌策や追検査等による受験機会の確保に万全を期した上
で、予定どおり実施する。 

② 都道府県は、学校設置者に対し、保健管理等の感染症対策につい
て指導するとともに、地域の感染状況や学校関係者の感染者情報に
ついて速やかに情報共有を⾏うものとする。 

③ 厚⽣労働省は、保育所や放課後児童クラブ等が果たす社会的機能
を維持するため、感染防⽌策の徹底を⾏いつつ、原則開所すること
を要請するとともに、感染者の発⽣等により休園することになった
場合について、休園した園の児童を他の園や公⺠館等で代替保育を
⾏う際の財政⽀援を⾏うことにより、市区町村に対し、地域の保育
機能を維持することを要請する。 

６）その他共通的事項等 
① 特定都道府県⼜は重点措置区域である都道府県は、地域の特性に応じ

た実効性のある緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置を講じる。特定
都道府県⼜は重点措置区域である都道府県は、緊急事態措置⼜はまん延
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防⽌等重点措置を講じるに当たっては、法第５条を踏まえ、必要最⼩限
の措置とするとともに、講じる措置の内容及び必要性等について、国⺠
に対し丁寧に説明する。 

② 政府及び地⽅公共団体は、緊急事態措置の実施に当たっては、事業者
の円滑な活動を⽀援するため、事業者からの相談窓⼝の設置、物流体制
の確保及びライフライン維持のための万全の体制の確保等に努める。 

③ 政府は、関係機関と協⼒して、公共交通機関その他の多数の⼈が集ま
る施設における感染対策を徹底する。 

④ 政府は、事業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の
実践と科学的知⾒等に基づく進化を促し、デルタ株等の強い感染
⼒を踏まえた業種別ガイドラインの改訂を⾏うことを促す。 

⑤ 都道府県は、法第 24 条第９項に基づき、事業者に対して、業種別ガ
イドラインを遵守するよう要請を⾏うものとする。 

⑥ 医療機関及び⾼齢者施設等における施設内感染を防⽌するため、厚⽣
労働省と地⽅公共団体は、関係機関と協⼒して、次の事項について周知
する。 
・ 医療機関及び⾼齢者施設等において、患者及び利⽤者からの感染

を防ぐため、感染が流⾏している地域では、感染拡⼤防⽌の観点と、
患者や利⽤者、家族のQOL（Quality of Life）を考慮して、⼊院患者、
利⽤者の外出、外泊についての対応を検討すること。 

・ 医療機関及び⾼齢者施設等における⾯会については、⾯会者から
の感染を防ぐことと、患者や利⽤者、家族の QOL を考慮することと
し、具体的には、地域における発⽣状況等も踏まえるとともに、患
者や利⽤者、⾯会者等の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮
し、対⾯での⾯会を含めた対応を検討すること。 

⑦ 特定都道府県等は、⾯会に関する感染防⽌策の徹底、⾼齢者施設等や
医療機関で感染が発⽣した場合における保健所による感染管理体制の評
価や⽀援チームの派遣、検査の実施等による感染制御・業務継続⽀援の
徹底を⾏う。 
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⑧ 厚⽣労働省は、⾼齢者施設等における感染対策等の対応⼒強化の取組
を、専⾨家派遣による研修や業務継続計画の策定⽀援等により、引き続
き、進める。 

 
（６）⽔際対策 

① 政府は、⽔際対策について、変異株を含め、国内への感染者の流
⼊及び国内での感染拡⼤を防⽌する観点から、⼊国制限、渡航中⽌
勧告、帰国者の検査・健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措
置等を、引き続き、実施する。今後も新たな変異株が発⽣し得るこ
とを⾒据え、「⽔際対策上特に対応すべき変異株」と従来株を含むそ
れ以外の新型コロナウイルスに分類し、新たな変異株に関する知⾒、
当該国の変異株の流⾏状況、⽇本への流⼊状況等のリスク評価に基
づき、⽔際措置について必要な対応を⾏う。なお、厚⽣労働省は、
関係省庁と連携し、健康観察について、保健所の業務負担の軽減や
体制強化等を⽀援する。 

② 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発⽣の状況を踏まえて、
必要に応じ、国⼟交通省は、航空機の到着空港の限定の要請、港湾
の利⽤調整や⽔際・防災対策連絡会議等を活⽤した対応⼒の強化等
を⾏うとともに、厚⽣労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。 

③ 厚⽣労働省は、停留に利⽤する施設が不⾜する場合には、法第 29
条の適⽤も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、
停留に利⽤可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を⾏うことで停
留施設の確保に努める。 

 
（７）医療提供体制の強化 

１）病床の確保、臨時の医療施設の整備 
① ⼊院を必要とする者が、まずは迅速に病床⼜は臨時の医療施設等

に受け⼊れられ、確実に⼊院につなげる体制を整備する。 
令和３年夏の各都道府県のピーク時においては最⼤約 2.8 万⼈の
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⼊院が必要となったが、今後、感染⼒が２倍となった場合にも対応
できるよう、各都道府県の「保健・医療提供体制確保計画」（令和
３年11⽉末策定）において、ワクチン接種の進展等による感染拡⼤
の抑制効果等も勘案しつつ、令和３年夏と⽐べて約３割増（約１万
⼈増）の約 3.7 万⼈が⼊院できる体制を構築している。 

あわせて、⼊院調整中の⽅や重症化していないものの基礎疾患等
のリスクがある⽅が安⼼して療養できるようにするため、臨時の医
療施設・⼊院待機施設の確保により、令和３年夏と⽐べて約４倍弱
（約 2.5 千⼈増）の約 3.4 千⼈が⼊所できる体制を構築している。
また、国・都道府県の協働による臨時の医療施設等の新増設、⾼齢
者受⼊れを想定した介護対応⼒の強化を図る。 

② 感染ピーク時に、確保した病床が確実に稼働できるよう、都道府
県と医療機関の間において、要請が⾏われてから確保病床を即応化
するまでの期間や患者を受け⼊れることができない正当事由等につ
いて明確化した書⾯を締結するとともに、休床病床の運⽤の効率化
を図りつつ、病床使⽤率を勘案した病床確保料に⾒直しを⾏うこと
等により、都道府県による病床確保努⼒を阻害することのないよう
⼗分配慮した上で、感染ピーク時において確保病床の使⽤率が８割
以上となることを確保する。 

③ 妊産婦等の特別な配慮が必要な患者を含め、感染拡⼤時において
も⼊院が必要な者が確実に⼊院できる⼊院調整の仕組みを構築する
とともに、フェーズごとの患者の療養先の振り分けが明確になるス
コア⽅式等を導⼊するなど、転退院先を含め療養先の決定を迅速・
円滑化する。 

④ 都道府県は、関係機関の協⼒を得て、新型コロナウイルス感染症
患者専⽤の病院や病棟を設定する重点医療機関の指定等、地域の医
療機関の役割分担を⾏うとともに、地域の関係団体の協⼒の下、地
域の会議体を活⽤して医療機能（重症者病床、中等症病床、回復患
者の受⼊れ、宿泊療養、⾃宅療養）に応じた役割分担を明確化した
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上で、保健・医療提供体制確保計画に沿って、段階的に病床を確保
する。 

⑤ 都道府県は、新型コロナウイルス感染症患者を受け⼊れる医療機
関の病床を効率的に活⽤するため、重点医療機関以外の医療機関の
受⼊れを推進する（早期退院患者や療養解除後の患者の受⼊先整備）。
特に、⼊院後４⽇⽬以降の時点で中等症Ⅱ以上の悪化が認められな
いオミクロン株の患者について、地域の実情に応じ、医療機関から
宿泊療養・⾃宅療養への療養場所の変更や早期退院患者を受け⼊れ
る医療機関への転院について検討することを医療機関に対し推奨す
る。その際、陰性証明を求めないこととする。療養施設（臨時の医
療施設や⼊院待機施設、宿泊療養施設）等における介護対応⼒の強
化を図るとともに、回復患者の転院先となる後⽅⽀援医療機関を確
保する取組を強化する。退院基準を満たした患者について、⾼齢者
施設等における受⼊れを促進する取組を強化する。また、効率的な
転院調整が⾏われるよう、地域の実情に応じた転退院の仕組みを構
築する。 

⑥ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚⽣労働省と都道
府県は、関係機関と協⼒して、次の事項に取り組む。 
・ 妊産婦に対する感染を防⽌する観点から、医療機関における動

線分離等の感染防⽌策を徹底するとともに、妊産婦が感染した場
合であっても、安⼼して出産し、産後の⽣活が送れるよう、関係
機関との協⼒体制を構築し、適切な⽀援を実施。また、関係機関
と協⼒して、感染が疑われる妊産婦への早めの相談の呼びかけや、
妊娠中の⼥性労働者に配慮した休みやすい環境整備等の取組を推
進。 

・ ⼩児医療について、関係学会等の意⾒を聞きながら、診療体制
を検討し、地⽅公共団体と協⼒して体制を整備。 

・ 関係機関と協⼒して、外国⼈が医療を適切に受けることができ
るよう、医療通訳の整備等を引き続き強化。 
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・ ⾼齢者施設で感染された⽅のうち、軽症で⼊院を要しない⽅々
が施設内で安⼼して療養できるよう、医師・看護師の派遣等によ
る医療提供体制や⾼齢者施設における療養環境整備への⽀援を強
化。 

・ 救急搬送について、コロナ疑い患者等の受け⼊れ促進の⽀援を
強化。 

２）⾃宅・宿泊療養者等への対応 
① 全ての⾃宅・宿泊療養者について、陽性判明当⽇ないし翌⽇に連

絡をとり、健康観察や診療を実施できる体制を確保する。 
このため、医療機関等からの発⽣届は HER-SYS を⽤いて⾏うこ

とを基本とし、従来の保健所のみの対応を転換し、保健所の体制強
化のみならず、電話等情報通信機器、HER-SYS における My HER-
SYS や⾃動架電等の機能を⽤いて遠隔で健康状態を把握するととも
に、医師が必要とした場合のオンライン診療・往診、訪問看護の実
施等について、都道府県等が医療機関、関係団体等に地域の必要量
を⽰し、委託契約や協定の締結等を推進しつつ、全国で延べ約 3.4
万の医療機関等と連携し、必要な健康観察・診療体制を構築する。
なお、保健所の体制強化については、感染拡⼤に対応できるよう体
制強化開始の⽬安を設定の上、都道府県等の全庁体制を含めた体制
確保を図ること。特に、オミクロン株を中⼼とする陽性者が急増す
る地域においては、重症化リスクの⾼い⽅に重点を置いた保健医療
体制を最⼤限確保するとともに、軽症や無症状の⽅については、迅
速に⾃宅療養⽀援・健康観察ができる対応を可能とする。例えば、
重症化リスクの⾼い陽性者に優先して最初の連絡を⾏い、重症化リ
スクが低い陽性者は My HER-SYS 等のシステムを活⽤する。なお、
陽性者全員に対して、体調悪化時に繋がる連絡先を周知しておく。
また、医療機関等から HER-SYS での発⽣届を徹底するため、発⽣
届の項⽬を重点化して重症化リスクを把握し適切な健康観察に繋げ
る。加えて、保健所や地域の医療機関のみで健康観察・診療を⾏う
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ことが困難となる場合には、都道府県等が⼀元的に実施する体制
（いわゆる健康フォローアップセンターの設置やその強化）を確保
する。その際、症状悪化時に治療が必要となった場合の健康観察・
診療医療機関とフォローアップセンター等との連携が確実に⾏われ
る体制とする。 

② また、宿泊療養施設について、家庭内感染のリスク等に対応する
ため、令和３年夏と⽐べて約 1.9 万室増の約 6.6 万室を確保する。 

③ さらに、症状の変化に迅速に対応して必要な医療につなげ、また、
重症化を未然に防⽌する観点から、全ての⾃宅療養者にパルスオキ
シメーターを配付できるよう、総数で約 70 万個を確保する。治療薬
についても、中和抗体薬・経⼝薬については、⼊院に加えて外来・
往診まで、様々な場⾯で投与できる体制を全国で構築する。さらに、
経⼝薬については、かかりつけ医と地域の薬局が連携することで、
患者が薬局に来所しなくても⼿に⼊れることができるような環境作
りを⽀援する。 

④ かかりつけ医等の地域で⾝近な医療機関や受診・相談センターを
通じて、診療・検査医療機関を受診することにより、適切な感染管
理を⾏った上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外
来医療を提供する。また、都道府県等は、そのホームページにおい
て、診療・検査医療機関を公表する仕組みを整え、患者がより円滑
に受診ができるよう、未だ公表していない診療・検査医療機関等に
対し、公表を促す。 

⑤ 都道府県等は、患者が⼊院、宿泊療養、⾃宅療養をする場合に、
その家族に要介護者や障害者、⼦供等がいる場合は、市町村福祉部
⾨の協⼒を得て、ケアマネジャーや相談⽀援専⾨員、児童相談所等
と連携し、必要なサービスや⽀援を⾏う。 

３）保健・医療⼈材の確保等 
① 感染拡⼤時に臨時の医療施設をはじめとした病床・施設を円滑に

稼働させるため、都道府県の保健・医療提供体制確保計画において、
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医療がひっ迫した際に応援派遣が可能な医療⼈材は、全国で約２千
施設から医師約３千⼈、看護師約３千⼈であり、⼈材確保・配置調
整等を⼀元的に担う体制を構築する。また、東京都においては、医
療機関等からの派遣可能な具体的⼈員の事前登録制を進めることと
しており、こうした取組を横展開する。 

② 厚⽣労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、
全国の医療機関等の医療⼈材募集情報を掲載する Web サイト「医療
のお仕事 Key-Net」の運営等を通じて、医療関係団体、ハローワー
ク、ナースセンター等と連携し、医療⼈材の確保を⽀援する。 

③ 政府は、関係機関と協⼒して、クラスター対策に当たる専⾨家の
確保及び育成を⾏う。 

④ 厚⽣労働省及び都道府県等は、関係機関と協⼒して、特に、感染
拡⼤の兆候が⾒られた場合には、専⾨家やその他⼈員を確保し、当
該地域への派遣を⾏う。 

なお、感染拡⼤が顕著な地域において、保健所における積極的疫
学調査に係る⼈員体制が不⾜するなどの問題が⽣じた場合には、関
係学会・団体等の専⾨⼈材派遣の仕組みである IHEAT（Infectious 
disease Health Emergency Assistance Team）や、他の都道府県か
らの応援派遣職員等を活⽤し、⼈材・体制を確保する。 

また、都道府県等が連携し、積極的疫学調査等の専⾨的業務を⼗
分に実施できるよう、保健所業務の重点化や⼈材育成、外部委託、
IHEAT の積極的活⽤、⼈材確保・育成の好事例の横展開等により、
保健所の体制を強化し、感染拡⼤時に即応できる⼈員体制を平時か
ら整備する。 

４）ＩＴを活⽤した稼働状況の徹底的な「⾒える化」 
医療体制の稼働状況を G-MIS やレセプトデータ等を活⽤して徹底的

に「⾒える化」する。 
・ 都道府県内の医療機関や都道府県調整本部、保健所、消防機関等

との間で、病床の確保・使⽤状況を⽇々共有できる体制を構築する
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とともに、個々の医療機関における G-MIS への病床の使⽤状況等
の⼊⼒を徹底すること（補助⾦の執⾏要件化）により、令和３年
12 ⽉から医療機関別の病床の確保・使⽤率を毎⽉公表。 

・ 令和３年 12 ⽉から毎⽉、レセプトデータを⽤いてオンライン診
療・往診等⾃宅療養者に対する診療実績を集計し、地域別（郡・
市・区別）に公表。 

・ 政府が買い上げて医療機関に提供する中和抗体薬等新型コロナウ
イルス感染症の治療薬の投与者数について、都道府県別に毎⽉公表。 

５）更なる感染拡⼤時への対応 
① 令和３年夏の感染拡⼤時においては、地域によって、⼈⼝の密集

度、住⺠の⽣活⾏動等によって感染状況の推移は異なり、また、病
床や医療⼈材等の医療資源にも差があることから、医療提供体制の
ひっ迫状況は、地域によって様々であった。その中で、病床がひっ
迫した地域においては、緊急事態宣⾔の下で、個々の医療機関の判
断で新型コロナウイルス感染症対応のために新型コロナウイルス感
染症以外の通常医療の制限が⾏われていたが、今後、地域によって、
仮に感染⼒が２倍を超える⽔準になり、医療のひっ迫が⾒込まれる
場合には、国⺠に対し、更なる⾏動制限を求め、感染拡⼤の防⽌を
図る。あわせて、政府の責任において、感染者の重症化予防等のた
め地域の医療機関に協⼒を要請するとともに、更なる新型コロナウ
イルス感染症以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保す
るための追加的な措置を講じる。 

② 具体的には、医療の確保に向けて、政府の責任において、⼊院対
象者の範囲を明確にするとともに、法で与えられた権限に基づき、
政府及び都道府県知事が、 
・ ⾃宅療養者等の健康管理・重症化予防を図るため、地域の医療

機関に対し、健康観察・診療等について最⼤限の協⼒を要請する
とともに、 

・ 新型コロナウイルス感染症患者の⼊院受⼊病院に対し、短期間
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の延期ならリスクが低いと判断される予定⼿術・待機⼿術の延期
等の実施を求めるほか、 

・ 国⽴病院機構、地域医療機能推進機構をはじめとする公⽴公的
病院に対し、追加的な病床の確保、臨時の医療施設への医療⼈材
の派遣等の要求・要請を⾏うとともに、⺠間医療機関に対しても
要請を⾏うこととする。 

③ さらに、感染⼒が２倍を⼤きく超え、例えば３倍となり、更なる
医療のひっ迫が⾒込まれる場合には、⼤都市のように感染拡⼤のリ
スクが⾼く、病床や医療⼈材が⼈⼝⽐で⾒て少ない地域等では、新
型コロナウイルス感染症以外の通常医療の制限措置の実施の徹底や
地域内での追加的な病床の確保、医療⼈材の派遣等の措置を図った
としても、増加する重症患者等への医療の提供が困難となる事態が
⽣じる可能性がある。こうした事態の発⽣が⾒込まれる場合には、
当該地域以外に所在する医療機関に対し、必要に応じ新型コロナウ
イルス感染症以外の通常医療の制限措置を⾏い、当該地域の臨時の
医療施設に医療⼈材の派遣等を⾏うよう、法で与えられた権限に基
づき、政府が要求・要請を⾏い、医療の確保を図る。 

④ 同時に、新型コロナウイルス感染症以外の通常医療の制限措置等
は、⼀時的とはいえ、国⺠に対し⼤きな不安を与えるほか、医療現
場にも⼤きな負荷を伴うことから、こうした措置が速やかに解除さ
れるよう、感染者数の増加に⻭⽌めをかけ、減少させるため、国⺠
に対し、更なる⾏動制限を求めるなどの実効性の⾼い強⼒な感染拡
⼤防⽌措置を併せて講じる。 

⑤ ①及び④の⾏動制限については、具体的には、⼈との接触機会を
可能な限り減らすため、例えば、飲⾷店の休業、施設の使⽤停⽌、
イベントの中⽌、公共交通機関のダイヤの⼤幅⾒直し、職場の出勤
者数の⼤幅削減、⽇中を含めた外出⾃粛の徹底等、状況に応じて、
機動的に強い⾏動制限を伴う要請を⾏う。 

⑥ もちろん、こうした厳しい事態に陥らないよう、ワクチン、検査、
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治療薬等の普及による予防、発⾒から早期治療までの流れを更に強
化するとともに、国⺠の理解と協⼒の下、機動的に効果的な⾏動制
限を⾏うことにより、急激な感染拡⼤の抑制を図っていくことを基
本として対応する。 

また、重症化予防効果の⾼い経⼝薬等の利⽤が可能となれば、仮
に感染⼒が⾼まっても⼊院を必要とする者の減少が⾒込まれ、医療
現場への負荷も軽減されることが期待される。 

 
（８）治療薬の実⽤化と確保 

１）治療薬の実⽤化に向けた取組 
新型コロナウイルス感染症の治療薬については、国産経⼝薬を含め、

開発費⽤として１薬剤当たり最⼤約 20 億円を⽀援する。また、経⼝薬
については、令和３年 12 ⽉ 24 ⽇には「モルヌピラビル」が特例承認
された。さらに、令和４年２⽉ 10 ⽇には経⼝薬「ニルマトレルビル／
リトナビル」が特例承認され、それぞれ医療現場に供給されている。
さらに、開発中の治療薬の実⽤化をさらに加速化するための⽀援を強
化する。 

２）治療薬の確保に向けた取組 
① 治療薬の作⽤する仕組みや開発ステージは様々であることや、軽

症から中等症の重症化リスクを有する者が確実に治療を受けられる
ようにするため、複数の治療薬を確保し、必要な量を順次納⼊でき
るよう、企業と交渉を進める。 

② 感染⼒が２倍以上となった場合には、令和３年夏の感染拡⼤の実
績等を考慮すれば、軽症から中等症の重症化リスクを有する者向け
に最⼤で約 35 万⼈分の治療薬が必要になるものと⾒込まれる。また、
感染⼒が３倍となった場合には、最⼤で約 50 万⼈分の治療薬が必要
になるものと⾒込まれる。 

これに対して、薬事承認され投与実績のある中和抗体薬について
は、令和４年初頭までに約 50 万⼈分を確保する。 
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③ あわせて、経⼝薬については、国⺠の治療へのアクセスを向上す
るとともに、重症化を予防することにより、国⺠が安⼼して暮らせ
るようになるための切り札である。 

世界的な獲得競争が⾏われる中で、供給量については、「モルヌ
ピラビル」を合計約 160 万⼈分（納⼊時期の前倒しを⾏い、令和３
年度内に約80万⼈分が、順次、納⼊予定）、「ニルマトレルビル／リ
トナビル」を合計 200 万⼈分（年度内に納⼊予定であったもののう
ち、既に 12 万５千⼈分が先⾏して納⼊済み）確保している。 

④ 上記のように治療薬（中和抗体薬、経⼝薬）の納⼊の前倒しに取
り組み、オミクロン株の感染拡⼤に対応してきたが、引き続き、治
療薬を必要とする⽅に⾏き渡るよう、更なる治療薬の確保に向けて
取り組む。さらに、中期的な感染拡⼤にも対応できるよう、更なる
治療薬の確保に向けて取り組む。 

⑤ 中和抗体薬・経⼝薬については、⼊院に加えて外来・往診まで、
様々な場⾯で投与できる体制を全国で構築する。さらに、経⼝薬に
ついては、かかりつけ医と地域の薬局が連携することで、患者が薬
局に来所しなくても⼿に⼊れることができるような環境作りを⽀援
する。 

なお、主に重症者向けの抗ウイルス薬については、薬価収載され、
既に市場に流通し、使⽤されており、軽症者に対する使⽤⽅法等に
ついても「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の⼿引き」
に盛り込まれている。 

 
（９）経済・雇⽤対策 

新型コロナウイルス対応に万全を期すとともに、「成⻑と分配の好循環」
と「コロナ後の新しい社会の開拓」による「新しい資本主義」を起動さ
せ、国⺠の安全・安⼼を確保するため、令和３年度補正予算を含む「コ
ロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11 ⽉ 19 ⽇閣議決定）
を迅速かつ着実に実⾏する。具体的には、事業復活⽀援⾦、雇⽤調整助
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成⾦、実質無利⼦・無担保融資、⼦育て世帯等に対する給付、マイナポ
イント等の事業や雇⽤・⽣活・暮らしを守る⽀援策を着実に実施する。
あわせて、感染状況について最悪の事態を想定して、医療提供体制の強
化やワクチン接種の促進、治療薬の確保に万全を期し、感染症の脅威を
社会全体として引き下げながら、経済社会活動の正常化を図っていく。 

経済対策の円滑な実施に取り組むため、当事者の⽅々や現場の声を直
接聞き、課題やニーズをきめ細かく把握するとともに、必要に応じ、関
係府省間で課題等を共有することにより、執⾏の改善に努める。感染拡
⼤により予期せぬ対応が⽣じた場合には、引き続き、「新型コロナウイル
ス感染症対策予備費」の適時適切な執⾏により、迅速・機動的に対応す
る。 

 
（10）その他重要な留意事項 

１）偏⾒・差別等への対応、社会課題への対応等 
① 政府及び地⽅公共団体は、新型コロナウイルス感染症へのり患は

誰にでも⽣じ得るものであり、感染者やその家族、勤務先等に対す
る差別的な取扱いや誹謗中傷、名誉・信⽤を毀損する⾏為等は、⼈
権侵害に当たり得るのみならず、体調不良時の受診遅れや検査回避、
保健所の積極的疫学調査への協⼒拒否等につながり、結果として感
染防⽌策に⽀障を⽣じさせかねないことから、コロナ分科会の偏
⾒・差別とプライバシーに関するワーキンググループが⾏った議論
のとりまとめ（令和２年 11 ⽉６⽇）や法第 13 条第２項の規定を踏
まえ、感染者等の⼈権が尊重され、何⼈も差別的な取扱い等を受け
ることのないよう取組を実施する。 

② 政府は、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者が
偏⾒・差別等による⾵評被害等を受けないよう、国⺠への普及啓発
等必要な取組を実施する。 

③ 政府は、ワクチンを接種していない者及び接種できない者が不当
な偏⾒・差別等を受けないよう、国⺠への普及啓発等必要な取組を
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実施する。 
④ 政府は、海外から⼀時帰国した児童⽣徒等への学校の受⼊れ⽀援

やいじめ防⽌等の必要な取組を実施する。 
⑤ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合において、国⺠の

⾃由と権利の制限を必要最⼩限のものとする。特に、罰則が設けら
れている措置については、患者や関係者の⼈権に⼗分に配慮し、ま
ずは当該措置の趣旨や必要性を患者等に丁寧に説明し、理解・協⼒
を得られるようにすることを基本とするとともに、罰則の適⽤は、
慎重に⾏うものとする。また、⼥性の⽣活や雇⽤への影響は引き続
き⼤きいことに留意し、⼥性や⼦供、障害者等に与える影響を⼗分
配慮するとともに、必要な⽀援を適時適切に実施する。 

⑥ 政府は、地⽅公共団体と連携し、外出⾃粛による⼼⾝機能の低下
や地域のつながりの希薄化の回復に向けて、⾼齢者等がフレイル状
態等にならないよう、コミュニティにおける⽀援を含め、健康維
持・介護サービスの確保を⾏う。 

⑦ 政府及び地⽅公共団体は、新型コロナウイルス感染症により亡く
なられた⽅に対して尊厳をもってお別れ、⽕葬等が⾏われるよう、
適切な⽅法について、周知を⾏う。 

⑧ 政府は、ワクチン接種に便乗した詐欺被害等の防⽌のため注意喚
起や相談体制を強化する。 

２）関係機関との連携の推進 
① 政府は、地⽅公共団体を含む関係機関等との双⽅向の情報共有を

強化し、対策の⽅針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把
握を⾏う。 

② 政府は、対策の推進に当たっては、地⽅公共団体、経済団体等の
関係者の意⾒を⼗分聴きながら進める。 

③ 地⽅公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含め全て
の部局が協⼒して対策に当たる。 

④ 政府は、国際的な連携を密にし、世界保健機関（World Health 
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Organization：WHO）や諸外国・地域の対応状況等に関する情報収
集に努める。また、⽇本で得られた知⾒を積極的に WHO 等の関係
機関や諸外国・地域と共有し、今後の対策に活かすとともに、新型
コロナウイルス感染症の拡⼤による影響を受ける国・地域に対する
国際社会全体としての対策に貢献する。 

⑤ 政府は、基礎医学研究及び臨床医学研究、疫学研究を含む社会医
学研究等の研究体制に対する⽀援を通して、新型コロナウイルス感
染症への対策の推進を図る。 

⑥ 都道府県等は、近隣の都道府県等が感染拡⼤防⽌に向けた様々な
措置や取組を⾏うに当たり、相互に連携するとともに、その要請に
応じ、必要な⽀援を⾏う。 

⑦ 特定都道府県⼜は重点措置区域である都道府県等は、緊急事態措
置⼜はまん延防⽌等重点措置等を実施するに当たっては、あらかじ
め政府と協議し、迅速な情報共有を⾏う。政府対策本部⻑は、特定
都道府県⼜は重点措置区域である都道府県等が、適切に緊急事態措
置⼜はまん延防⽌等重点措置を講じることができるよう、専⾨家の
意⾒を踏まえつつ、総合調整を⾏うとともに、特に必要があると認
めるときは、都道府県知事に対して、必要な指⽰を⾏うものとする。 

⑧ 緊急事態宣⾔の期間中に様々な措置を実施した際には、特定都道
府県知事及び指定⾏政機関の⻑は政府対策本部⻑に、特定市町村⻑
及び指定地⽅公共機関の⻑はその所在する特定都道府県知事に、指
定公共機関の⻑は所管の指定⾏政機関に、その旨及びその理由を報
告する。政府対策本部⻑は国会に、特定都道府県知事及び指定⾏政
機関の⻑は政府対策本部⻑に、報告を受けた事項を報告する。 

３）社会機能の維持 
① 政府、地⽅公共団体、指定公共機関及び指定地⽅公共機関は、職員に

おける感染を防ぐよう万全を尽くすとともに、万が⼀職員において感染
者⼜は濃厚接触者が確認された場合にも、職務が遅滞なく⾏えるように
対策をあらかじめ講じる。特に、テレビ会議及び在宅勤務（テレワーク）
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の積極的な実施に努める。 
② 地⽅公共団体、指定公共機関及び指定地⽅公共機関は、電気、ガス、

⽔道、公共交通、通信、⾦融業等の維持を通して、国⺠⽣活及び国⺠経
済への影響が最⼩となるよう公益的事業を継続する。 

③ 政府は、指定公共機関の公益的事業の継続に⽀障が⽣じることがない
よう、必要な⽀援を⾏う。 

④ 国⺠⽣活・国⺠経済の安定確保に不可⽋な業務を⾏う事業者は、国⺠
⽣活及び国⺠経済安定のため、業務継続計画の点検を⾏い、事業の継続
を図る。 

⑤ 国⺠⽣活・国⺠経済の安定確保に不可⽋な業務を⾏う事業者について
も、テレビ会議及び在宅勤務（テレワーク）の積極的な実施に努める。 

⑥ 政府は、事業者のサービス提供⽔準に係る状況の把握に努め、必
要に応じ、国⺠への周知を図る。 

⑦ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブル等を防⽌するた
め、必要に応じ、警戒警備を実施する。 

⑧ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑⽌するとともに、取締りを徹
底する。 
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(別添)事業の継続が求められる事業者 

 

 

 以下、事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていた

だきつつ、事業の継続を求める。 

 

１．医療体制の維持 

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応

もあるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。 

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・

販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要

な全ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 

２．支援が必要な方々の保護の継続 

・高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係

者（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関

係者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する

上で必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。 

３．国民の安定的な生活の確保 

・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービス

を提供する関係事業者の事業継続を要請する。 

① インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・ＬＰガス、上下水道、

通信・データセンター等） 

② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流

通・ネット通販等） 

③ 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販

等） 

④ 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係（百貨店・スーパー、コン

ビニ、ドラッグストア、ホームセンター等） 

⑤ 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等） 

⑥ 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等） 

⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等） 

⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等） 

⑩ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・

サービス、自家用車等の整備等） 
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４．社会の安定の維持 

・社会の安定の維持の観点から、企業の活動を維持するために不可欠なサー

ビスを提供する関係事業者の最低限の事業継続を要請する。 

① 金融サービス（銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他

決済サービス等） 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、

航空・空港管理、郵便、倉庫等） 

③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機、潜水艦等） 

④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス（ビルメンテナンス、セキュリテ

ィ関係等） 

⑤ 安全安心に必要な社会基盤（河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物

処理、個別法に基づく危険物管理等） 

⑥ 行政サービス等（警察、消防、その他行政サービス） 

⑦ 育児サービス（保育所等の児童福祉施設、放課後児童クラブ等） 

 

５．その他 

・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの（高炉や半導

体工場等）、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なも

の（サプライチェーン上の重要物を含む。）を製造しているものについては、

感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持

の業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。 

・学校等については、児童生徒等や学生の学びの継続の観点等から、「学校に

おける新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏ま

え、事業継続を要請する。 
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